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1. はじめに 

発電用原子炉設置者は、原子力発電所における原子炉施設の安全性の確保に万全

を期するために、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、

「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の２４第１項に基づき、運転開始以降

の原子炉施設の運用に関し、個別の原子力発電所毎に原子炉施設の保安のために必

要な措置（以下、「保安活動」という。）を保安規定として定める。 

発電用原子炉設置者が行う保安活動は、放射線及び放射性物質の放出による従業

員及び公衆の被ばくを、定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り

の低い水準に保つとともに、災害の防止及び災害発生時の影響拡大防止のために、

適切な品質保証活動に基づき実施することを保安規定第２条（基本方針）に規定し

ている。 

これを踏まえ、保安規定第３条（品質保証計画）に、原子力発電所における保安

活動に係る品質マネジメントシステム（以下、「ＱＭＳ」という。）を確立し、実施

し、評価確認し、継続的に改善することにより、原子力発電所の安全を達成・維持・

向上することを規定している。これに従い、発電用原子炉設置者は、保安活動に必

要な手順を所定の手続きに従って作成されるＱＭＳ文書として定め、そのＱＭＳ文

書に基づいて保安活動を確実に実施している。 

第１－１図に発電用原子炉設置者のＱＭＳ文書体系を例として示す。発電用原子

炉設置者は保安規定に従い、ＱＭＳの最上位文書（１次文書）として「品質マニュ

アル」を定め、これに基づき保安活動（業務）に必要な基本的事項を定めた２次文

書（基準、通達等）、更に２次文書に基づき業務の詳細手順を定めた３次文書（要

領、要綱、手順書等）を体系的に構築している。このように文書体系を階層構造と

することにより、各文書に関連する組織（組織全体、本店・発電所、グループ・課）

に応じた管理が可能となり、各階層の管理権限が明確になるとともに、実際の業務

実態に応じて文書を詳細化した手順とすることができる。 

なお、保安規定には、ＱＭＳ文書のうち２次文書までの文書体系図を定めている

が、それら以外のＱＭＳ文書についても保安規定との関連をＱＭＳ文書で明確にし、

遵守することを定めている。さらに、１次、２次文書と保安規定各条文との関連も

保安規定に明記している。 

 

発電用原子炉設置者は現状に満足することなく、業務を通して得られた知見等を

基に原子力発電所の安全性を更に向上させるため、設備の対策のみならず、運用に

ついても確実性等更に向上させることが重要である。これは、ＱＭＳの重要な概念

である継続的改善そのものであり、この概念を基にＱＭＳ文書を適宜見直し、業務

を継続的に改善している。 

また、品質保証計画では、業務の計画である手順を定める際の要求事項として、

以下のような事項を規定しており、これに従い、発電用原子炉設置者は、手順をＱ



1-2  

ＭＳ文書として制定・改正する際に、業務に対する要求事項が満足されていること

を確認する仕組みを構築している。 

・業務に対する要求事項（法令・規制要求事項等）を明確化すること 

・文書の発行前に、適切かどうかの観点から文書をレビューし、承認すること。 

・業務を行う前に、業務に対する要求事項をレビューし、要求事項に変更がある

場合には、関連する文書を修正すること。 

また、保安規定第６条及び第７条に定める保安に関する事項の審議を行う会議体

（原子炉主任技術者も委員として出席）にて、上記１次、２次文書の制定、改正の

都度、審議を行い、その内容の確認を行っている。 

保安規定は業務に対する要求事項となることから、発電用原子炉設置者がＱＭＳ

を運用していく中で上記の仕組みを確実に実施していくことにより、業務を改善す

る場合においても、業務に対する要求事項である法令、設置（変更）許可に定めら

れた要求事項を含む保安規定の要求事項が満足されることを確保することができ

る。 

従って、設置（変更）許可で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階におい

ても継続して確保されることを担保するために必要な事項（設置変更認可申請の成

立性の根拠となる事項）を保安規定に要求事項として規定し、その要求事項を満足

するための活動に必要な詳細をＱＭＳ文書に定め運用していくことで、発電用原子

炉設置者が継続的に改善を図りつつ、必要な要求事項を継続して満足させることが

できる。 

 

 

  本資料は、新規制基準の施行を踏まえ、新たに追加となった要求事項を保安規定

へ反映する基本方針をまとめたものである。 
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2．新規制基準における要求事項 

新規制基準における保安規定に規定すべき法令上の要求事項としては、原子炉等

規制法、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下、「実用炉規則」と

いう。）及びこれらの法令をもとにした具体的な事項について「実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準

規則」という。）、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

（以下、「技術基準規則」という。）、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」（以下、「技術的能力審査基準」という。）及び「実用発電用原子

炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下、「保安

規定審査基準」という。）等により定められている。 

 

2.1 保安規定に規定すべき項目について 

  発電用原子炉設置者は、保安規定第１条（目的）に「保安活動を定め、核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物（以下、「核燃料物質等」という。）ま

たは原子炉による災害の防止を図ることを目的とする。」旨を規定している。この

目的を達成するため、また「実用発電用原子炉施設保安規定の審査について（内規）」

（以下、「旧審査内規」という。）（旧原子力安全・保安院制定）に定められている要

求事項を満足するため、発電用原子炉設置者は、実施すべき保安活動内容を保安規

定及び保安規定に定めるＱＭＳに係る社内規定（以下、「下部規定」という。）に規

定し遵守してきた。保安活動の具体的な内容は以下のとおりである。 

  ・従事者への保安教育の実施方針、内容等 

  ・原子炉施設の保守管理に関すること 

  ・原子炉施設の品質保証に関すること 

  ・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー）に関すること   等 

 

新規制基準の施行により旧審査内規から保安規定審査基準へ変更され内容も一

部見直されたことから、旧審査内規から保安規定審査基準へ変更された事項を整理

し保安規定に反映すべき項目のうち詳細検討が必要なもの（設置（変更）許可で確

認された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保されることを担

保するために必要な事項（設置変更認可申請の成立性の根拠となる事項）に該当す

ると考えられるもの）を論点として抽出した。また、旧審査内規から変更のない部

分も含めて新規制基準の施行による影響の有無を確認し、影響のあるものについて

保安規定へ反映すべき項目の論点として合わせて整理した。（添付資料－１） 

これら法令上及び保安規定審査基準等の要求事項の変更を踏まえ、発電用原子炉

設置者は論点ごとに保安規定へ反映すべき項目を整理し、必要な改正、制定を行っ

たうえで引き続きこれらを遵守する。 
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2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について 

保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について第 2.2-1 図に示し、以

下に詳細な説明を記載する。 

 

 

第 2.2-1 図 保安規定に規定すべき事項の考え方 

 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

発電用原子炉設置者は従来から、原子炉等規制法、実用炉規則、発電用原子力設

備に関する技術基準等（以下、「法令等」という。）の要求事項及び法令等へ適合す

ることを確認した内容（保安管理に係るものに限る。以下、同じ。）については、保

安規定第１条（目的）で定める「核燃料物質または原子炉による災害の防止を図る」

ため発電用原子炉設置者の保安活動として必須の事項であり、原子力発電所の安全

性を継続的に確保する上で発電用原子炉設置者の組織として担保すべき事項であ

ることから、その内容を実施する行為者とその行為内容を保安規定へ記載すること

としている。保安規定に定める行為者は、法令等へ適合することを確認した内容の

実施について責任を負う責任者となる。 

保安規定への記載に当たっては、法令等の要求事項及び法令等に適合することを

確認した内容を確実に達成するため、発電用原子炉設置者が管理し実施できる内容

の規定とすることが必要である。具体的には、組織の役割分担、文書化する項目と

体系（具体的運用との紐付け）、力量の維持、適用する外部条件（運転上の制限等）

及び各条文における要求事項等が該当する。なお、保安規定に規定されている各条

文は、基本的にそれぞれが独立した内容を規定しているが、保安規定の全条文をす

べて遵守することにより法令等の要求事項及び法令等に適合することを確認した

内容をすべて網羅できる構成としている。 
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保安規定は、その内容を変更する場合は、変更内容について発電用原子炉設置者

の組織としての階層的なチェックを行い、品質保証計画に定めるＱＭＳ体系の中で

設置される原子力発電安全委員会（委員：原子力部長、発電所長、原子炉主任技術

者、本店及び発電所の管理職位者）において原子炉主任技術者や起案部署以外の管

理職位者により審議し確認（保安規定第６条）したうえで、最終的には社長の決定

により保安規定変更認可申請が行われることから、発電用原子炉設置者内において

もその改正の際は階層的なチェックを受ける文書の位置付けとなっている。このた

め、保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定め

ることにより、発電用原子炉設置者が必要な保安活動を継続的に実施することを担

保できると考えられる。 

  法令要求に対する行為者、行為内容を保安規定へ規定した具体的な例を、別紙１

に示す。 

 

 

2.2.2 下部規定に記載すべき事項について 

発電用原子炉設置者が遵守すべき必須事項である法令等へ適合することを確認

した行為内容を保安規定に規定し階層的なチェックを受ける仕組みとする一方で、

発電用原子炉設置者は保安規定第３条（品質保証計画）で定める「原子力発電所の

安全を達成・維持・向上させる」ための取り組みを行おうとする際に、保安規定に

定める行為の範囲内において保安規定の下部規定に実施手段としての具体的な実

施要領を定めている。 

具体的には、保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を下部規

定に規定する。実施者が下部規定に規定されている要領に従い業務を遂行しＰＤＣ

Ａサイクルを実施した結果、改善すべき事項が抽出された場合は、各分野の専門的

知識や経験を踏まえ文書の改正内容を検討し、保安規定で規定する範囲内において

改正することにより問題点を改善する。 

下部規定に規定された実施手段が保安規定に定める行為内容に適合することの

確認は、発電所長、原子炉主任技術者、発電所部長及び課長が参加する発電所安全

運営委員会により審議し、確認（保安規定第７条）することにより、発電所内にお

ける組織としての階層的なチェックを行うこととしている。 

 

 

2.2.3 新規制基準施行を踏まえた保安規定に記載すべき事項の考え方について 

  新規制基準の施行により、原子炉等規制法、実用炉規則、設置許可基準規則、技

術基準規則及び技術的能力審査基準等が改正または制定されたことから、これらに

定められている新しい要求事項を満足するために、保安規定及び下部規定に新たに

記載すべき事項が追加となる。 
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このうち新規制基準に適合することを確認した内容については、従来の法令等へ

適合することを確認した内容と同様、発電用原子炉設置者の組織が実施する保安活

動として必須の事項であることから、従来からの考え方に従い、その内容を実施す

る行為者とその行為内容については保安規定へ記載することが適切であると考え

る。また下部規定についても、従来からの考え方に従い保安規定に定める行為内容

を遂行する実施者及び実施内容を記載し、保安規定で定める行為内容に適合するこ

との確認については発電所安全運営委員会により審議し、確認することが適切であ

ると考える。 
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2.3 上流文書からの要求事項 

  発電用原子炉設置者は、原子炉施設を設置（変更）しようとする場合は原子炉設

置（変更）許可申請を行っている。許可された事項は、原子炉施設の運転管理段階

においても遵守すべき事項であり、発電用原子炉設置者はその内容を保安規定及び

下部規定に規定し保安活動を行う必要がある。 

  これら保安規定及び下部規定に規定する事項は、原子炉設置（変更）許可申請書

における基本設計との関係では、大きく次の２つに分類されると考えられる。 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理

段階での遵守が要求される事項（運転上の制限などによりその条件に反す

ると直接に設置（変更）許可における設計条件に抵触するような性質のも

の） 

②基本設計で前提とした運転管理事項 

基本設計の妥当性の確認のための前提条件となるものであり、基本設計で

前提とした運転管理段階で実現すべき事項（品質保証、保安管理体制、運転

管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、保守管理、非常時の措置、

保安教育 等） 

 

  このうち、「①基本設計が要求する事項」については、運転上の制限（以下、「Ｌ

ＣＯ」という。）を設定する設備等を決定し、ＬＣＯを満足していることの確認の内

容（サーベランス）、ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置及び要求され

る措置の完了時間（ＡＯＴ）を適切に設定の上、保安規定に定める。（以下、ＬＣＯ、

サーベランス、要求される措置及びＡＯＴを合わせて「ＬＣＯ等」という。） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」については、発電用原子炉設置者は、

原子炉設置（変更）許可された内容に基づき原子炉施設の運転を行うにあたり、運

転管理を行う技術的な能力を、設置（変更）許可された内容（水準）に維持し続け

る必要がある。そのため、設置（変更）許可時に約束した運転管理事項（品質保証、

保安管理体制、運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、保守管理、

非常時の措置、保安教育 等）の運用について保安規定及び下部規定に定める。 

保安規定及び下部規定に定める具体的事項は、設置（変更）許可された事項のう

ち実用炉規則第９２条に定める保安規定に規定すべき事項とされている内容に基

づき規定する。①基本設計が要求する事項、②基本設計で前提とした運転管理事項

として保安規定に規定した例を別紙２に示す。 

新規制基準の施行により追加された事項についても、以下のとおり上記の考え方

を踏まえて分類したうえで保安規定及び下部規定に必要な事項を記載することが

できると考える。 
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  ①基本設計が要求する事項については、新規制基準を踏まえ新たに設置した設備

のうちＬＣＯ等の設定が必要な設備については、従来通り保安規定にＬＣＯ等を設

定しその運用を管理する。新たに設置した設備以外に、原子炉設置（変更）許可申

請書において行った安全解析の前提条件その他の設計条件、具体的には重大事故等

対策の有効性評価に係る成立性確認で行った解析上の時間または技術的能力審査

基準との適合性確認を行った各手順における所要時間、自然災害に対する設計方針

として示された設定値（時間、距離等）等についても①基本設計が要求する事項に

該当する。 

従来は、基本設計が要求する事項は保安規定にＬＣＯを設定し、サーベランスで

ＬＣＯを満足することを確認する運用により管理してきたが、新規制基準対応で整

備した設備及びその運用については、必ずしもサーベランスで確認できないもの

（例えば災害対策要員が各手順に従い実施する作業の所要時間、津波対策として避

難に要する時間など）も含まれる。このため、基本設計が要求する事項についてＬ

ＣＯ等は設定しないものの保安規定に規定した上で、これらが継続的に維持できて

いることを確認するために災害対策要員等に対し定期的に訓練を実施・評価し、必

要に応じてさらに改善するなどの保安活動の実施により技術的能力の維持、向上を

継続的に行い基本設計が要求する事項を満足することとし、これらの保安活動を保

安規定あるいは下部規定に規定する。なお、保安規定及び下部規定に記載すべき事

項の区分は、「2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方」による。 

 

  ②基本設計で前提とした運転管理事項については、①基本設計が要求する事項を

満足するための上記保安活動を行う前提条件となる品質保証、保安管理体制、運転

管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、保守管理、非常時の措置、保安

教育などの保安活動であり、新規制基準を踏まえた対策（例：地震、火災、竜巻、

津波、溢水、火山、重大事故等、大規模損壊に対する必要な防護対策及び教育訓練

等）のうち設置（変更）許可申請書本文及び添付書類八、十（手順、防護対象設備）

に記載されている運転管理事項は保安規定へ、その実施手段は従来の考え方により

下部規定へ記載する。 

 

以上の考え方を整理すると、第 2.3-1 表のとおりとなる。 
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第 2.3-1 表 上流文書からの要求事項の保安規定への規定 

保安規定及び下部規

定に規定する事項 

①基本設計が要求する事項 ②基本設計で前提とした運転管理事項 

従来の考え方 

・ＬＣＯ等の設定が必要な

設備についてＬＣＯ等を

保安規定に設定 

・保安活動として必須の事項は保安規定

へ、保安規定に定める行為内容の具体

的実施手段等は下部規定へ規定 

新規制基準施行を踏

まえた考え方 

・ＬＣＯ等の設定が必要な

設備についてＬＣＯ等を

保安規定に設定 

・新規制基準施行により追

加となった基本設計が要

求する事項

※１

を保安規定

に規定 

・保安活動として必須の事項は保安規定

へ、保安規定に定める行為内容の具体

的実施手段等は下部規定へ規定 

この中には、新規制基準施行により追

加となった、基本設計が要求する事項

※

１

を担保するために必要な防護対策及

び教育訓練を実施し改善する等の保安

活動についても整理される 

 

※１：新規制基準を踏まえ、原子炉設置（変更）許可申請書において行った安全解析の前提条件

その他の設計条件（例：重大事故等対策の有効性評価に係る成立性確認で行った解析上の

時間または技術的能力審査基準との適合性確認を行った各手順における所要時間、自然災

害に対する設計方針として示された設定値（時間、距離等）） 

 

  ①基本設計が要求する事項のうちＬＣＯ等を設定する運用管理については「4. 

設備の運用管理について」において、またその他の運用の管理及び②基本設計で前

提とした運転管理事項については「3.手順、体制の運用管理について」において、

これらの考え方を踏まえた具体的な方針を示す。 

 

 

  発電用原子炉設置変更許可申請書における記載を例に、保安規定に規定した例を

別紙３に示す。 
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2.4 同一発電所における新規制基準への適合が確認されていない炉の扱い 

同一発電所において、新規制基準への適合が確認されていない炉が含まれる場合、

保安規定は発電所毎に制定していることから、新規制基準への適合が確認された炉

及び確認されていない炉が混在する記載となるため、新規制基準への適合が確認さ

れていない炉を含めた保安規定の記載方針を示す。 

 

2.4.1 要求事項 

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止を目的とし、設置変更許可等において定めた必要な設計上の前提条件につ

いて、運用段階で維持できるよう保安規定に定めている。 

発電用原子炉設置変更許可の前提となっている運用要件は、新規制基準への適合

が確認された炉に対する事項に限らず、新規制基準への適合が確認されていない炉

に対する事項も含まれることから、当該運用要件は維持する必要がある。 

また、新規制基準の要求事項については、保安規定の変更認可の申請手続きに係

る経過措置を定めた整備規則の規定

※

により、新規制基準への適合が確認された炉及

び確認されていない炉ともに要求される事項がある。 

※：原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等に関する規則 

 

2.4.2 記載方針 

前項を踏まえ、同一発電所に新規制基準への適合が確認されていない炉を含む場

合の保安規定の記載方針については、以下のとおり。 

○ 新規制基準適合に係る記載は、原則として、新規制基準への適合が確認され

た炉のみを対象とし、新規制基準への適合が確認されていない炉は、次の事項

を除き、従前の規定のとおりとする。 

・ 新規制基準への適合が確認された炉の発電用原子炉設置変更許可の前提と

なっている、新規制基準への適合が確認されていない炉の運用要件について

は、保安規定に規定する。 

・ 保安規定の変更認可の申請手続きに係る経過措置を定めた整備規則の規定

※

により、新規制基準への適合が確認された炉及び確認されていない炉とも

に要求される事項については、いずれの炉に対しても保安規定に規定する。 

 

※：原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等に関する規則 
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（例）保安規定に定める行為者と行為内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実用炉規則第９２条第１項） 
十六 発電用原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。 

（保安規定審査基準） 
○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の点検対象施設並びに設備の巡視及

び点検並びにこれらに伴う処置に関すること（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適

切な内容が定められていること。 

（保安規定（巡視点検）の例） 

第 13 条 当直課長は、毎日１回以上、原子炉施設（原子炉格納容器内、アニュラス内、第

105 条第１項で定める区域及び系統より切離されている施設

※１

を除く。）を「運転基準」に

基づき巡視し、次の施設及び設備について点検を行う。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源、給排水及び排気施設 

  （以下、省略） 

・法令要求に対する行為者、行為内容を保安規定に規定 
・行為内容に関する実施手段（パトロールチェックシー

ト、具体的点検内容 等）は下部規定で規定 

（実用炉規則第８０条第１項）（概要） 
 発電用原子炉設置者は、毎日一回以上、発電用原子炉施設の保全に従事する者に発電用

原子炉施設について巡視させ、次の各号に掲げる施設及び設備について点検を行わせなけ

ればならない。 
一 原子炉冷却系統施設 
二 制御材駆動設備 
三 電源、給排水及び排気施設 

（下部規定（運転基準）の記載例） 

Ⅰ-2-(6)巡視点検要領 

5.巡視点検結果の当直課長による確認等 

(1)運転員は巡視点検範囲並びに異常個所及び処置について当直課長に確実に報告しなけれ

ばならない。また保修を要する場合は同時に保修依頼票を発行する。 

(2)（省略） 

(3)当直課長は毎日 1 回以上、当直課長自身または運転員の巡視結果により重点的に運転状

況を点検しなければならない。（以下、省略） 

別紙１ 
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保安規定に規定する「①基本設計が要求する事項」の例 

 

 

（アニュラス） 
第59条 モード１、２、３及び４において、アニュラスは、表59－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２ アニュラスが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施す

る｡ 

(1) 発電課長は、定期検査時に、アニュラス空気浄化ファンの起動により、アニュラスが10分

以内に負圧になることを確認する。 

３ 当直課長は、アニュラスが第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、

表59－２の措置を講じる。 

 

表59－１ 

項  目 運転上の制限 

アニュラス アニュラスの機能が健全であること

※１

 

※１：アニュラス内点検及び原子炉格納容器エアロック点検等を行う場合、運転上の制限を適用

しない。 

 

表59－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.アニュラスの負圧確立が不能で 

ある場合 

A.1 当直課長は、アニュラスを負圧確立が

可能な状態に復旧する。 

24時間 

 

B.条件Ａの措置を完了時間内に達 

成できない場合 

 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12時間 

 

56時間 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２（１／２） 
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保安規定に規定する「②基本設計で前提とした運転管理事項」の例 

 

 

（所員への保安教育） 
第129条 各課（室、センター）長は、「教育訓練基準」に基づき、次に定める事項を実施する。 

(1) 原子力訓練センター所長は、毎年度、原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育の

実施計画を表129－１、表129－２及び表129－３の実施方針に基づいて作成し、原子炉主任技術

者の確認を得て、所長の承認を得る。 

(2) 原子力訓練センター所長は、(1)の保安教育の実施計画の策定に当たり、第７条第２項に基

づき運営委員会の確認を得る。 

(3) 各課（室、センター）長は具体的な保安教育の内容を定め、これに基づき、(1)の保安教育

の実施計画に従い、保安教育を実施する。 

ただし、各課（室、センター）長が、「教育訓練基準」に従い、各項目の全部又は一部につい

て十分な知識及び技能を有していると認めた者については、該当する教育について省略するこ

とができる。 

(4) 原子力訓練センター所長は、年度ごとに(3)の実施結果を取りまとめ所長に報告する。 

(5) 原子力訓練センター所長は、具体的な保安教育の内容の見直し頻度を定め、これに基づき、

各課（室、センター）長は、(3)の具体的な保安教育の内容の見直しを行う。 

（以下、省略） 

 

 

別紙２（２／２） 
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発電用原子炉設置変更許可申請書からの要求事項を踏まえた保安規定への記載例 

（例：九州電力株式会社川内原子力発電所（１号及び２号発電用原子炉施設の変更）

平成 25 年 7 月 8 日申請、平成 26 年 4 月 30 日付け、平成 26 年 6 月 24 日付け及び

平成 26 年 9 月 4 日付け一部補正） 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

 

へ 計測制御系統施設の構造及び設備 

計測制御系統施設の構造及び設備のうち、(1)計装の(ⅱ)その他の主要な計装の種

類、(2)安全保護回路、(4)非常用制御設備の(ⅱ)主要な機器の個数及び構造、(ⅳ)緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備並びに(5)その他の主要な事

項の(v)中央制御室及び(vi)制御用圧縮空気設備の記述を以下のとおり変更又は追加

する。 

 

A.1 号炉 

(1)計装 

(ⅱ)その他の主要な計装の種類 

(4)非常用制御設備 

(ⅳ)緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（中略） 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備のうち、原子炉を未

臨界とするための設備として以下の重大事故等対処設備（手動による原子炉緊急

停止及びほう酸水注入）を設ける。また、１次冷却系統の過圧防止及び原子炉出

力を抑制するための設備として以下の重大事故等対処設備（原子炉出力抑制）を

設ける。 

原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子

炉安全保護盤の故障等により原子炉自動トリップに失敗した場合の重大事故等対

処設備（手動による原子炉緊急停止）として、原子炉トリップスイッチは、手動

による原子炉緊急停止ができる設計とする。 

原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子

炉安全保護盤及び原子炉トリップ遮断器の故障等により原子炉自動トリップに失

敗した場合の重大事故等対処設備（原子炉出力抑制）として、多様化自動作動設

備（ATWS 緩和設備）は、作動によるタービントリップ及び主蒸気隔離弁の閉止に

より、１次系から２次系への除熱を過渡的に悪化させることで原子炉冷却材温度

を上昇させ、減速材温度係数の負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制でき

る設計とする。 

 

 

実用炉規則第９２条第１項第９号「発電用原子炉施設の運 
転に関すること」に該当し、「①基本設計が要求する事項」であ

ることから、発電用原子炉設置変更許可申請書の本文に記載す

る設備の運用管理（LCO、AOT）について保安規定に規定する。 

別紙３（１／６） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継

続的に順守すべき事項を担保するために、ほう酸注

入を行う行為者及び行為内容（手順の骨子）につい

ては保安規定に規定し、行為内容を実施する手段（具

体的な手順）については２次文書に記載する。 
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十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

ハ.重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を

除く。)又は重大事故 

事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の

程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 

 

A.1 号炉 

(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力 

東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を教訓に踏まえた重大事故等対策

の設備強化等の対策に加え、重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故

が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合における以下の重大

事故等対処設備に係る事項、復旧作業に係る事項、支援に係る事項及び手順書の

整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備を考慮し当該事故等に対処するため

に必要な手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備等運用面での対策

を行う。 

「(ⅰ)重大事故等対策」について手順を整備し、重大事故等の対応を実施する。

「(ⅱ)大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ

の対応における事項」の「a．可搬型設備等による対応」は「(ⅰ)重大事故等対策」

の対応手順を基に、大規模な損壊が発生した場合の様々な状況においても、事象

進展の抑制及び緩和を行うための手順を整備し、大規模な損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

  

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、

必要な行為者（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規定し、行為内容を

実施する手段（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 

別紙３（２／６） 
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(2) 有効性評価 

(ⅰ)基本方針 

  （中略） 

c.事故に対処するために必要な施設 

「(1)重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力」で整備する施設のうち、「(2)有効性評価」において重大事故等に対処

するために必要な施設を第 10.3 表に示す。 

  （中略） 

 

第 10.3 表 事故対処するために必要な施設（原子炉停止機能喪失） 

判断及び操作 

重大事故等対処設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉自動トリップ

の判断 

－ － 

出力領域中性子束 

中間領域中性子束 

中性子源領域中性子

束 

多様化自動作動設備 

(ATWS 緩和設備)の作

動確認 

主蒸気隔離弁 

ﾀｰﾋﾞﾝ動補助給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ 

電動補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

復水ﾀﾝｸ 

蒸気発生器 

多様化自動作動設備

(ATWS 緩和設備) 

－ 

蒸気発生器狭域水位 

蒸気発生器広域水位 

蒸気ﾗｲﾝ圧力 

補助給水流量 

復水ﾀﾝｸ水位 

１次系温度の上昇に

伴う負の反応度帰還

効果の確認 

主蒸気隔離弁 － 

出力領域中性子束 

中間領域中性子束 

中性子源領域中性子

束 

  （以下、省略） 

 

 

 

 

 

  

別紙３（３／６） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、

必要な行為者及び行為内容（確認行為）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手

段（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 

実用炉規則第９２条第１項第９号「発電用原子炉施設の運転に関す 
ること」に該当し、「①基本設計が要求する事項」であることから、発

電用原子炉設置変更許可申請書の本文に記載する設備の運用管理

（LCO、AOT）について保安規定に規定する。 



 

2-15  

 

（例） 

 

添付書類 八 

 

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 

1.12 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

（中略） 

原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉

安全保護盤及び原子炉トリップ遮断器の故障等により原子炉自動トリップに失敗

した場合の重大事故等対処設備（原子炉出力抑制）として、多様化自動作動設備

（ATWS 緩和設備）は、作動によるタービントリップ及び主蒸気隔離弁の閉止により、

１次系から２次系への除熱を過渡的に悪化させることで原子炉冷却材温度を上昇

させ、減速材温度係数の負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制できる設計と

する。また、多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）は、復水タンクを水源とするタ

ービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポンプを自動起動させ、蒸気発生器水位

の低下を抑制するとともに加圧器逃がし弁、加圧器安全弁、主蒸気逃がし弁及び主

蒸気安全弁の動作により１次冷却系統の過圧を防止することで、原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持できる設計とする。 

多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）から自動信号が発信した場合において、原

子炉の出力を抑制するために必要な機器等が自動動作しなかった場合の重大事故

等対処設備（原子炉出力抑制）として、中央制御室での操作により、手動で主蒸気

隔離弁を閉止することで原子炉出力を抑制するとともに、復水タンクを水源とする

電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプを手動で起動し、補助給水を確

保することで蒸気発生器水位の低下を抑制し、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁、主

蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の動作により１次冷却系統の過圧を防止できる設

計とする。 

 （以下、省略） 

  

別紙３（４／６） 

実用炉規則第９２条第１項第９号「発電用原子炉施設の運転に関す 
ること」に該当し、「①基本設計が要求する事項」であることから、発

電用原子炉設置変更許可申請書の本文に記載する設備の運用管理につ

いて保安規定に規定する。 
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九州電力株式会社川内原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

（平成 25 年 7 月 8 日申請、平成 27 年 4 月 30 日付け一部補正）の概要 

 

（例） 

（重大事故等対処設備） 

第 83条 次の各号の重大事故等対処設備は、表 83－１で定める事項を運転上の制限とする。 

(1)緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 

（中略） 

２ 重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号

を実施する。 

(1) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び当直課長は、表 83－２から表

83－21 に定める確認事項を実施する。また、防災課長、技術課長、安全管理課長及び保修課長

は、その結果を発電課長又は当直課長に通知する。 

３ 防災課長、技術課長、安全管理課長、当直課長及び保修課長は、重大事故等対処設備が第１

項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 83－２から表 83－21 の措置を

講じるとともに必要に応じ関係各課長へ通知する。通知を受けた関係各課長は、同表に定める

措置を講じる。 

 

表 83－１ 

項   目 運転上の制限 

第１項で定める 

重大事故等対処設備 

(1)表 83－２、表 83－12

※１

、表 83－16、表 83－18及び

表 83－20 に定める機能、系統数及び所要数がそれぞ

れの適用モードにおいて動作可能であること 

(2)表 83－３から表 83－15

※２

、表 83－17、表 83－19 及

び表 83－21 については、各表内に定める

※３

 

※１：表 83－12－３項が該当 

※２：表 83－３から表 83－15 のうち、表 83－12 については 83－12－１、83－12－２が該当 

※３：可搬型設備の系統には、資機材等を含む。 

  

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するた

めに、必要な行為者（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規定し、

行為内容を実施する手段（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 

別紙３（５／６） 
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（例） 

 

表 83－２ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 
83－２－１ 原子炉出力抑制（自動）

※１ 

機能 

設定値 

適用ﾓｰﾄﾞ 

所要ﾁ ｬ ﾝ ﾈ

ﾙ・系統数 

所要ﾁｬﾝﾈﾙ・系統数を満足できない場合の措置

※２

 確認事項 

1 号炉及び

2 号炉 

条件 措置 完了時間 項目 頻度 担当 

1.多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備) 

a.多様化自

動作動設

備 (ATWS

緩 和 設

備)論理

回路 

－ ﾓｰﾄﾞ 1及び

2 

1 系統 A.多様化自

動作動設

備 (ATWS

緩 和 設

備)が動

作不能で

ある場合 

A.1当直課長は､重大事故

等対処設備

※３

が動作可

能であることを確認

※４

する。 

及び 

A.2保修課長は､当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

6 時間 

 

 

 

 

30 日間 

機能検査

を実施す

る。 

定 期

検 査

時 

保修

課長 

B.条件 A の

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

B.1 当直課長は､ﾓｰﾄﾞ 3 に

する。 

12 時間 

（以下、省略） 
 

実用炉規則第９２条第１項第９号「発電用原子炉施設の運転に関すること」に該当し、

「①基本設計が要求する事項」であることから、発電用原子炉設置変更許可申請書の本

文に記載する設備の運用管理について保安規定に規定する。 
また、「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保す

るために、必要な行為者（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規

定し、行為内容を実施する手段（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 

別紙３（６／６） 



添
付

資
料

－
１

（
1
／

1
0
）

保
安

規
定

審
査

基
準

に
基

づ
く

、
論

点
整

理
に

つ
い

て

凡
例
　
　

【
論
点

】
：
ヒ

ア
リ
ン

グ
に
て

議
論
要

　
　
　

・
：
変
更
申
請

箇
所
だ

が
、
論
点
は
無
い
と

考
え
る
事
項

　
　
　
（
　
）
：

変
更
不

要
と
考
え

る
事

項
　
　

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

1
関
係
法
令
及

び
保
安
規
定
の

遵

守
た
め
の
体
制

(
1
)

　
関
係
法

令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
の
た

め
の
体
制
（
経

営
責
任
者
の
関

与
を

含

む
。
）

に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、

保
安
規
定
に
基

づ
き
要
領
書
、

作
業
手
順

書
そ
の

他
保
安
に
関
す

る
文
書
に
つ
い

て
、
重
要
度
等

に
応
じ
て
定
め

る
と
と
も

に
、
こ

れ
を
遵
守
し
、

そ
の
位
置
付
け

が
明
確
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

特
に
、
経

営
責
任

者
の
積
極
的
な

関
与
が
明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と

。

無

(
2
)

　
保
安
の

た
め
の
関
係
法

令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
を
確

実
に
行
う
た
め

、
コ

ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス
に
係
る

体
制
が
確
実
に

構
築
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
確

と
な
っ
て

い
る
こ

と
。

無

2
安
全
文
化
醸

成
の
た
め
の
体

制
(
1
)

　
安
全
文
化
を

醸
成
す
る
た
め

の
体
制
（
経
営

責
任
者
の
関
与

を
含
む
。
）

に
関

す
る
こ

と
に
つ
い
て
は

、
保
安
規
定
に

基
づ
き
要
領
書

、
作
業
手
順
書

そ
の
他
保

安
に
関

す
る
文
書
に
つ

い
て
、
重
要
度

等
に
応
じ
て
定

め
る
と
と
も
に

、
そ
の
位

置
付
け

が
明
確
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

特
に
、
経
営
責

任
者
の
積
極
的

な
関
与
が

明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と

。

無

(
2
)

　
保
安
の

確
保
を
最
優
先

す
る
価
値
観
を

組
織
の
中
で
形

成
し
、
維
持
し

、
強

化

し
て
い

く
当
該
組
織
と

し
て
の
文
化
を

継
続
的
に
醸
成

す
る
た
め
の
体

制
を
確
実

に
構
築

す
る
こ
と
が
明

確
と
な
っ
て
い

る
こ
と
。

無

3
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
品
質

保

証

(
1
)

　
「
実
用

発
電
用
原
子
炉

の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規

則
第
７
条
の
３

か
ら

第

７
条
の

３
の
７
及
び
研

究
開
発
段
階
に

あ
る
発
電
の
用

に
供
す
る
原
子

炉
の
設

置
、
運

転
等
に
関
す
る

規
則
第
２
６
条

の
２
か
ら
第
２

６
条
の
２
の
７

の
要
求
事

項
に
対

す
る
社
団
法
人

日
本
電
気
協
会

電
気
技
術
規
程

「
原
子
力
発
電

所
に
お
け

る
安
全

の
た
め
の
品
質

保
証
規
程
（
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１

１
-
２
０
０
９

）
」
の
取

扱
い
に

つ
い
て
（
内
規

）
」
（
平
成
２

１
･
０
９
･
１
４

原
院
第
１
号
（

平
成
２
１

年
１
０

月
１
６
日
原
子

力
安
全
・
保
安

院
制
定
（
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
－
１
６
５

ｃ
－
０
９

－
１
、

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
－
１

９
６
ｃ
－
０
９

－
３
）
）
）
に

お
い
て
認
め
ら

れ
た
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ
４

１
１
１
－
２
０

０
９
又
は
そ
れ

と
同
等
の
規
格

に
基
づ
く
品
質

保
証
計
画

が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無
・
技

術
基
準
の

改
正
を
踏
ま
え
保
安

規
定
を

変
更

。

・
技
術

基
準

の
改
正
を

踏
ま
え

保
安
規
定

を

変
更
。

(
2
)

　
品
質
保

証
に
関
す
る
記

載
内
容
に
つ
い

て
は
、
「
原
子

力
発
電
所
の
保

安
規

定

に
お
け

る
品
質
保
証
に

関
す
る
記
載
に

つ
い
て
」
（
平

成
１
６
･
０
３

･
０
４
原
院

第
３
号

（
平
成
１
６
年

３
月
２
２
日
原

子
力
安
全
・
保

安
院
制
定
（
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
－

１
６
５

ａ
－
０
４
－
３

）
）
）
を
参
考

と
し
て
記
載
し

て
い
る
こ
と
。

無
・
技

術
基
準
の

改
正
を
踏
ま
え
保
安

規
定
を

変
更

。

・
技
術

基
準

の
改
正
を

踏
ま
え

保
安
規
定

を

変
更
。

(
3
)

　
作
業
手

順
書
等
の
保
安

規
定
上
の
位
置

付
け
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て

は
、

実

用
炉
規

則
第
７
６
条
に

規
定
さ
れ
た
要

領
書
、
作
業
手

順
書
そ
の
他
保

安
に
関
す

る
文
書

に
つ
い
て
、
こ

れ
ら
を
遵
守
す

る
た
め
に
、
重

要
度
等
に
応
じ

て
、
保
安

規
定
及

び
そ
の
２
次
文

書
、
３
次
文
書

等
と
い
っ
た
品

質
保
証
に
係
る

文
書
の
階

層
的
な

体
系
の
中
で
、

そ
の
位
置
付
け

が
明
確
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
4
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

定
期
的
な
評
価

に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、

「
実

用

発
電
用

原
子
炉
施
設
に

お
け
る
定
期
安

全
レ
ビ
ュ
ー
の

実
施
に
つ
い
て

」
（
平
成

２
０
・

０
８
・
２
８
原

院
第
８
号
（
平

成
２
０
年
８
月

２
９
日
原
子
力

安
全
・
保

安
院
制

定
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

－
１
６
７
ａ
－

０
８
－
１
）
）

）
を
参
考
に
、

実
用
炉
規

則
第
７

７
条
に
規
定
さ

れ
た
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
定

期
的
な
評
価
を

実
施
す
る

た
め
の

手
順
及
び
体
制

を
定
め
、
当
該

評
価
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ

と
が
定
め

ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
5
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

定
期
的
な
評
価

に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、

実
用

炉

規
則
第

７
７
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ

く
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
同

項
各
号
に

掲
げ
る

評
価
の
結
果
を

踏
ま
え
て
、
発

電
用
原
子
炉
設

置
者
及
び
そ
の

従
業
員
が

遵
守
す

べ
き
必
要
な
措

置
（
以
下
「
保

安
活
動
」
と
い

う
。
）
の
計
画

、
実
施
、

評
価
及

び
改
善
並
び
に

品
質
保
証
計
画

の
改
善
を
行
う

こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

無

4
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
運
転

及

び
管
理
を
行
う
者

の
職
務
及
び

組
織

(
1
)

　
本
店
に

お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施

設
に
係
る
保
安

の
た
め
に
講
ず

べ
き
措
置

に

必
要
な

組
織
及
び
各
職

位
の
職
務
内
容

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

有
り

（
本
店
の

体
制
は

記
載
済

み
の
た

め
、
変

更
不
要
）

(
2
)

　
事
業
所

に
お
け
る
発
電

用
原
子
炉
施
設

に
係
る
保
安
の

た
め
に
講
ず
べ

き
措

置

に
必
要

な
組
織
及
び
各

職
位
の
職
務
内

容
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

 
2
-
1
8



添
付

資
料

－
１

（
2
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

5
,
6
,
7

発
電
用
原
子

炉
主
任
技
術
者

の

職
務
の
範
囲
等

(
1
)

　
発
電
用

原
子
炉
の
運
転

に
関
し
、
保
安

の
監
督
を
行
う

発
電
用
原
子
炉

主
任

技

術
者
の

選
任
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

無
【
論

点
】
炉

主
任
の

選
任
に

つ
い
て

[
5
.
1
　

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
選

任
に

つ
い

て
]

（
同
一

形
式
で
の
兼
任

の
削
除
）

有
り

・
炉
主

任
兼
任

の
削
除

。
（
審
査

基
準

に
て
対
応
）

(
2
)

　
発
電
用

原
子
炉
主
任
技

術
者
が
保
安
の

監
督
の
責
務
を

十
全
に
果
た
す

こ
と

が

で
き
る

よ
う
に
す
る
た

め
、
原
子
炉
等

規
制
法
第
４
３

条
の
３
の
２
６

第
２
項

に

お
い
て

準
用
す
る
第
４

２
条
第
１
項
に

規
定
す
る
要
件

を
満
た
す
こ
と

を
含
め
、

職
務
範

囲
及
び
そ
の
内

容
（
原
子
炉
の

運
転
に
従
事
す

る
者
は
、
発
電

用
原
子
炉

主
任
技

術
者
が
保
安
の

た
め
に
行
う
指

示
に
従
う
こ
と

を
含
む
。
）
に

つ
い
て
適

切
に
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。
ま
た
、

発
電
用
原
子
炉

主
任
技
術
者
が

保
安
の
監

督
を
適

切
に
行
う
上
で

、
必
要
な
権
限

及
び
組
織
上
の

位
置
付
け
が
な

さ
れ
て
い

る
こ
と

。

有
り

・
選
任
条

件
の
追

加
。

（
審
査
基

準
に
て

対
応
）

(
3
)

　
特
に
、

発
電
用
原
子
炉

主
任
技
術
者
が

保
安
の
監
督
に

支
障
を
き
た
す

こ
と

が

な
い
よ

う
、
上
位
者
等

と
の
関
係
に
お

い
て
独
立
性
が

確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

な
お
、

必
ず
し
も
事
業

所
の
保
安
組
織

か
ら
発
電
用
原

子
炉
主
任
技
術

者
が
、
独

立
し
て

い
る
こ
と
が
当

然
に
求
め
ら
れ

る
も
の
で
は
な

い
。

無

(
4
)

　
電
気
主

任
技
術
者
及
び

ボ
イ
ラ
ー
・
タ

ー
ビ
ン
主
任
技

術
者
が
保
安
の

監
督

の

責
務
を

十
全
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た

め
、
電
気
事
業

法
第
４
３

条
第
４

項
に
規
定
す
る

要
件
を
満
た
す

こ
と
を
含
め
、

職
務
範
囲
及
び

そ
の
内
容

に
つ
い

て
適
切
に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。
ま
た
、
電

気
主
任
技
術
者

及
び
ボ
イ

ラ
ー
・

タ
ー
ビ
ン
主
任

技
術
者
が
監
督

を
適
切
に
行
う

上
で
必
要
な
権

限
及
び
組

織
上
の

位
置
付
け
に
関

す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

有
り

・
主
任
技

術
者
の

追
加
。

(
5
)

　
発
電
用

原
子
炉
主
任
技

術
者
、
電
気
主

任
技
術
者
及
び

ボ
イ
ラ
ー
・
タ

ー
ビ

ン

主
任
技

術
者
が
相
互
の

職
務
に
つ
い
て

情
報
を
共
有
し

、
意
思
疎
通
が

図
ら
れ
る

こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

有
り

・
安
全
運

営
委
員

会
へ
の

参
加
。

8
保
安
教
育

(
1
)

　
従
業
員
及

び
協
力
企
業
の

従
業
員
に
つ
い

て
、
保
安
教
育

実
施
方
針
が

定
め
ら

れ
て
い

る
こ
と
。

無

(
2
)

　
従
業
員

及
び
協
力
企
業

の
従
業
員
に
つ

い
て
、
保
安
教

育
実
施
方
針
に

基
づ

き
、
保

安
教
育
実
施
計

画
を
定
め
、
計

画
的
に
保
安
教

育
を
実
施
す
る

こ
と
が
定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
3
)

　
従
業
員

及
び
協
力
企
業

の
従
業
員
に
つ

い
て
、
保
安
教

育
実
施
方
針
に

基
づ

い

た
保
安

教
育
実
施
状
況

を
確
認
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
4
)

　
協
力
企

業
の
従
業
員
の

う
ち
、
燃
料
取

替
に
関
す
る
業

務
の
補
助
及
び

放
射

性

廃
棄
物

取
扱
設
備
に
関

す
る
業
務
の
補

助
を
行
う
協
力

企
業
従
業
員
に

つ
い
て

は
、
従

業
員
に
準
じ
て

保
安
教
育
を
実

施
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

無

(
5
)

　
保
安
教

育
の
内
容
に
つ

い
て
、
関
係
法

令
及
び
保
安
規

定
へ
の
抵
触
を

起
こ

さ

な
い
こ

と
を
徹
底
す
る

観
点
か
ら
、
具

体
的
な
保
安
教

育
の
内
容
と
そ

の
見
直
し

の
頻
度

等
に
つ
い
て
明

確
に
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無
【
論

点
】
重
大

事
故
等
発
生
時
等
に

関
す
る

保
安

教
育
へ
の
反
映
に

つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る
保

安
規

定

の
記

載
に

つ
い

て
]

【
論
点

】
重

大
事
故
等

発
生
時

等
に
関
す

る

保
安
教

育
へ

の
反
映
に

つ
い
て

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

9
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
運
転

(
1
)

　
発
電
用
原
子

炉
の
運
転
に
必

要
な
運
転
員
の

確
保
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
て

い
る

こ
と
。

無
・
Ｓ

Ａ
等
の

体
制
の

整
備
の

記
載
の
程
度

と

合
わ
せ

て
、

Ｓ
Ａ
に
必

要
な
運

転
員
の
数

等

を
見
直

す
。

【
論
点

】
Ｓ

Ａ
要
員
欠

員
時
の

プ
ラ
ン
ト

停

止
判
断

に
係

る
記
載
に

つ
い
て

【
論
点

】
プ

ラ
ン
ト
運

転
状
態

に
応
じ
た

Ｓ

Ａ
要
員

に
つ

い
て

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

(
2
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

運
転
管
理
に
係

る
社
内
規
程
類

を
作
成
す
る
こ

と
が

定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無
【
論

点
】
運
転

員
以
外
が
用
い
る
Ｄ

Ｂ
対
応

等
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

に
つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る
保

安
規

定

の
記

載
に

つ
い

て
]

【
論
点

】
運

転
員
以
外

が
用
い

る
Ｓ
Ａ
対

応

等
の
マ

ニ
ュ

ア
ル
作
成

に
つ
い

て

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

 
2
-
1
9



添
付

資
料

－
１

（
3
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
3
)

　
運
転
員

の
引
継
時
に
実

施
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
4
)

　
原
子
炉

起
動
前
に
確
認

す
べ
き
事
項
に

つ
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。
無

(
5
)

　
地
震
・

火
災
等
発
生
時

に
講
ず
べ
き
措

置
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と

。
無

【
論
点
】
自

然
災
害
時
の
対
応
に

係
る
保
安

規
定

上
の
記
載
方
法
に

つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る
保

安
規

定

の
記

載
に

つ
い

て
]

(
6
)

　
原
子
炉

冷
却
材
の
水
質

の
管
理
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
7
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

重
要
な
機
能
に

関
し
て
、
安
全

機
能
を
有
す
る

系
統

、

機
器
及

び
重
大
事
故
等

対
処
設
備
等

に
つ

い
て
、
運
転
状

態
に
対
応
し
た

運
転

上

の
制
限

（
以
下
「
Ｌ
Ｃ

Ｏ
」
と
い
う
。

）
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
の
確

認
の
内
容

（
以
下

「
サ
ー
ベ
ラ
ン

ス
」
と
い
う
。

）
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を

満
足
し
て
い
な

い
場
合
に

要
求
さ

れ
る
措
置
（
以

下
「
要
求
さ
れ

る
措
置
」
と
い

う
。
）
及
び
要

求
さ
れ
る

措
置
の

完
了
時
間
（
以

下
「
Ａ
Ｏ
Ｔ
」

と
い
う
。
）
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

　
な
お

、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
は

、
原
子
炉
等
規

制
法
第
４
３
条

の
３
の
５
に
よ

る
発
電
用

原
子
炉

施
設
設
置
許
可

及
び
同
法
第
４

３
条
の
３
の
８

に
よ
る
発
電
用

原
子
炉
施

設
設
置

変
更
許
可
に
お

い
て
行
っ
た
安

全
解
析
の
前
提

条
件
又
は
そ
の

他
の
設
計

条
件
を

満
足
す
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

有
り

【
論
点

】
Ｄ
Ｂ
の
機

器
（
防
護
ネ
ッ
ト

、
津

波
監

視
、
防
潮
提
等
）

に
係
る
保
安

規
定
上

の
記

載
方
法
に
つ
い
て

[
4
.
1
　

L
C
O
等

を
設

定
す

る
設

備
]

・
モ

ー
ド
５
以
下
の
Ｄ

Ｇ
２
基
要
求

に
つ
い

て
、

Ｓ
Ａ
対
応
が
保
安

規
定
に
反
映

さ
れ
た

こ
と

に
伴
い
記
載
を
見

直
す

・
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
の
燃

料
油
増

加
、

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

配
備

【
論

点
】
 
制
御
室
外
停

止
機
能
（

低
温
停

止
）

の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い

て

【
5
.
3
　

制
御

室
外

停
止

機
能

（
低

温
停

止
）

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

に
つ

い
て

】

【
論
点

】
Ｓ

Ａ
設
備
の

Ｓ
Ｒ
、

要
求
さ
れ

る

措
置
、

Ａ
Ｏ

Ｔ
、
除
外

規
定
に

つ
い
て

[
4
.
2
　

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

設
定

方
針

、
4
.
3

L
C
O
・

要
求

さ
れ

る
措

置
・

A
O
T
の

設
定

方

針
]

【
論
点

】
適

用
モ
ー
ド

を
６
（

高
水
位
）

ま

で
拡
げ

る
こ

と
に
よ
る

、
一
部

機
器
の
適

用

除
外
の

追
加

に
つ
い
て

【
論
点

】
Ｌ

Ｃ
Ｏ
の
記

載
方
法

に
つ
い
て

【
論
点

】
Ｌ

Ｃ
Ｏ
逸
脱

の
判
断

、
逸
脱
時

の

運
用
方

法
に

つ
い
て

【
論
点

】
保

安
規
定
の

既
存
記

載
を
参
考

と

し
た
記

載
例

の
追
加
に

つ
い
て

【
論
点

】
停

止
時
の
格

納
容
器

貫
通
部
の

運

用
に
つ

い
て

【
論
点

】
有

効
性
評
価

、
感
度

解
析
と
Ｌ

Ｃ

Ｏ
所
要

数
の

考
え
方
に

つ
い
て

[
4
.
3
　

L
C
O
・

要
求

さ
れ

る
措

置
・

A
O
T
の

設

定
方

針
]

【
論
点

】
原

子
炉
停
止

中
の
非

常
用
デ
ィ

ー

ゼ
ル
発

電
機

の
運
用
に

つ
い
て

[
5
.
2
　

原
子

炉
停

止
中

の
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
運

用
に

つ
い

て
]

(
8
)

　
Ｌ
Ｃ
Ｏ

の
確
認
に
つ
い

て
、
サ
ー
ベ
ラ

ン
ス
実
施
方
法

、
サ
ー
ベ
ラ
ン

ス
及

び

要
求
さ

れ
る
措
置
を
実

施
す
る
間
隔
の

延
長
に
関
す
る

考
え
方
、
確
認

の
際
の
Ｌ

Ｃ
Ｏ
の

取
扱
い
等
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

無
【
論

点
】
Ｄ
Ｂ

設
備
の
Ｓ
Ｒ
頻
度
に

つ
い
て

[
4
.
2
　

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

設
定

方
針

]

【
論
点

】
Ｓ

Ａ
設
備
の

Ｓ
Ｒ
頻

度
に
つ
い

て

【
論
点

】
保

全
実
績
を

考
慮
し

た
サ
ー
ベ

ラ

ン
ス
方

法
に

つ
い
て

[
4
.
2
　

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

設
定

方
針

]

(
9
)

　
Ｌ
Ｃ
Ｏ

を
満
足
し
な
い

場
合
に
つ
い
て

、
事
象
発
見
か

ら
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
係

る
判

断

ま
で
の

対
応
目
安
時
間

等
を
社
内
規
程

類
に
定
め
る
こ

と
及
び
要
求
さ

れ
る
措
置

等
の
取

扱
い
方
法
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

無

(
1
0
)

　
Ｌ
Ｃ
Ｏ

に
係
る
記
録
の

作
成
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

無
（

一
部
の
Ｄ
Ｂ
設
備
も

Ｌ
Ｃ
Ｏ
対

象
と
す
る

た
め

、
現
状
の
記
載
に

含
ま
れ
る
た

め
、
変

更
不

要
）

（
Ｓ
Ａ

設
備

も
Ｌ
Ｃ
Ｏ

対
象
と

す
る
た
め

、

現
状
の

記
載

に
含
ま
れ

る
た
め

、
変
更
不

要
）

(
1
1
)

　
異
常
発

生
時
の
基
本
的

対
応
事
項
及
び

採
る
べ
き
措
置

並
び
に
異
常
収

束
後

の

措
置
に

つ
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無
【
論

点
】
添

付
１
（

異
常
時

の
運
転
操
作

基

準
）
に

係
る

Ｓ
Ａ
対
応

の
反
映

方
法
に
つ

い

て [
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

(
1
2
)

　
予
防
保

全
を
目
的
と
し

た
保
全
作
業
に

つ
い
て
、
や
む

を
得
ず
保
全
作

業
を

行

う
場
合

に
は
、
法
令
に

基
づ
く
点
検
及

び
補
修
、
事
故

又
は
故
障
の
再

発
防
止
対

策
の
水

平
展
開
と
し
て

実
施
す
る
点
検

及
び
補
修
等
に

限
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

無
【
論

点
】
モ

ー
ド
外

で
も
機

能
要
求
さ
れ

る

機
器
に

つ
い

て
、
計
画

的
な
保

守
作
業
に

係

る
除
外

規
定

の
追
加
に

つ
い
て

（
青
旗
作

業

適
用
条

件
に

は
含
ま
れ

な
い
）

[
4
.
3
　

L
C
O
・

要
求

さ
れ

る
措

置
・

A
O
T
の

設

定
方

針
]

 
2
-
2
0



添
付

資
料

－
１

（
4
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
1
3
)

　
予
防
保

全
を
目
的
と
し

た
保
全
作
業
の

実
施
に
つ
い
て

、
Ａ
Ｏ
Ｔ
内
に

完
了

す

る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

　
な
お

、
Ａ
Ｏ
Ｔ
内
で

完
了
し
な
い
こ

と
が
予
め
想
定

さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該

保
全
作

業
が
限
定
さ
れ

、
必
要
な
安
全

措
置
を
定
め
て

実
施
す
る
こ
と

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ
と
。

無
（
Ｓ

Ａ
設
備

も
Ｌ
Ｃ

Ｏ
対
象

と
す
る
た
め

、

現
状
の

記
載

に
含
ま
れ

る
た
め

、
変
更
不

要
）

1
0

発
電

用
原
子
炉
の
運

転
期
間

(
1
)

　
発

電
用
原
子
炉
の

運
転
期
間
の
範

囲
内
で
、
発
電

用
原
子
炉
を
運

転
す
る
こ
と

が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
2
)

　
取
替
炉

心
の
安
全
性
評

価
を
行
う
こ
と

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
な

お
、

取

替
炉
心

の
安
全
性
評
価

に
用
い
る
期
間

は
、
当
該
取
替

炉
心
に
つ
い
て

の
燃
料
交

換
の
間

隔
か
ら
定
ま
る

期
間
と
し
て
い

る
こ
と
。

無

(
3
)

　
実
用
炉

規
則
第
９
２
条

第
２
項
第
１
号

に
基
づ
き
、
実

用
炉
規
則
第
９

２
条

第

１
項
第

１
０
号
に
掲
げ

る
原
子
炉
の
運

転
期
間
を
定
め

、
又
は
こ
れ
を

変
更
し
よ

う
と
す

る
場
合
は
、
申

請
書
に
原
子
炉

の
運
転
期
間
の

設
定
に
関
す
る

説
明
書

（
原
子

炉
の
運
転
期
間

を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
は

、
実
用
炉
規
則

第
８
２
条

第
４
項

の
見
直
し
の
結

果
を
記
載
し
た

書
類
を
含
む
。

以
下
「
説
明
書

」
と
い

う
。
）

が
添
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
4
)

　
発
電
用

原
子
炉
ご
と
に

、
説
明
書
に
記

載
さ
れ
た
①
原

子
炉
を
停
止
し

て
行

う

必
要
の

あ
る
点
検
、
検

査
の
間
隔
か
ら

定
ま
る
期
間
、

②
燃
料
交
換
の

間
隔
か
ら

定
ま
る

期
間
（
原
子
炉

起
動
か
ら
次
回

定
期
検
査
を
開

始
す
る
た
め
に

原
子
炉
を

停
止
す

る
ま
で
の
期
間

）
、
の
う
ち
い

ず
れ
か
短
い
期

間
の
範
囲
内
で

、
実
用
炉

規
則
第

４
８
条
に
定
め

る
定
期
検
査
を

受
け
る
べ
き
時

期
の
区
分
を
上

限
と
し

て
、
発

電
用
原
子
炉
の

運
転
期
間
（
定

期
検
査
が
終
了

し
た
日
か
ら
次

回
定
期
検

査
を
開

始
す
る
た
め
に

原
子
炉
を
停
止

す
る
ま
で
の
期

間
）
が
記
載
さ

れ
て
い
る

こ
と
。

な
お
、
原
子
炉

の
運
転
期
間
の

設
定
に
当
た
っ

て
は
、
原
子
炉

を
起
動
し

て
か
ら

定
期
検
査
が
終

了
す
る
ま
で
の

期
間
も
考
慮
さ

れ
て
い
る
こ
と

。
 
実
用

炉
規
則

第
８
２
条
第
４

項
の
見
直
し
の

結
果
の
内
容
は

、
「
実
用
発
電

用
原
子
炉

施
設
に

お
け
る
高
経
年

化
対
策
実
施
ガ

イ
ド
」
（
原
管

Ｐ
発
第
１
３
０

６
１
９
８

号
（
平

成
２
５
年
６
月

１
９
日
原
子
力

規
制
委
員
会
決

定
）
）

を
参
考

と
し

て
記

載
し
て

い
る
こ
と
。
特

に
、
同
結
果
に

お
い
て
、
発
電

用
原
子
炉
の
運

転
期
間
の

変
更
に

伴
う
長
期
保
守

管
理
方
針
の
変

更
の
有
無
及
び

そ
の
理
由
が
明

ら
か
と

な
っ
て

い
る
こ
と
。

有
り

（
運
転
期

間
延
長

申
請
時

の
評
価

に
用
い

る
も
の
で

あ
り
、

現
状
記

載
の
変

更
な

し
）

（
審
査

基
準

に
て
対
応

）

(
5
)

　
発
電
用

原
子
炉
の
運
転

期
間
を
延
長
す

る
場
合
に
は
、

実
用
炉
規
則
第

４
８

条

に
定
め

る
定
期
検
査
を

受
け
る
べ
き
時

期
の
区
分
を
上

限
と
し
て
、
段

階
的
な
延

長
と
な

っ
て
い
る
こ
と

。

無

(
6
)

　
運
転
期

間
が
１
３
月
を

超
え
る
延
長
の

場
合
に
は
、
当

該
延
長
に
伴
う

原
子

炉

等
規
制

法
第
４
３
条
の

３
の
５
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置

許
可
及
び
同
法

第
４
３
条

の
３
の

８
に
基
づ
く
原

子
炉
設
置
変
更

許
可
申
請
書
に

記
載
さ
れ
た
基

本
設
計
な

い
し
基

本
的
設
計
方
針

に
則
し
た
影
響

評
価
の
結
果
が

説
明
書
に
記
載

さ
れ
て
い

る
こ
と

。

無

(
7
)

　
説
明
書

に
記
載
さ
れ
た

燃
料
交
換
の
間

隔
か
ら
定
ま
る

期
間
に
つ
い
て

は
、

期

間
を
変

更
し
た
後
に
お

い
て
も
発
電
用

原
子
炉
の
安
全

性
に
つ
い
て
原

子
炉
等
規

制
法
第

４
３
条
の
３
の

５
に
基
づ
く
原

子
炉
設
置
許
可

及
び
同
法
第
４

３
条
の
３

の
８
に

基
づ
く
原
子
炉

設
置
変
更
許
可

申
請
書
に
記
載

さ
れ
た
基
本
設

計
な
い
し

基
本
的

設
計
方
針
を
満

た
し
て
い
る
こ

と
。

無

1
1

発
電

用
原
子
炉
施
設

の
運
転
の

安
全
審
査

(
1
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
安
に
関
す
る

重
要
事
項
及
び

発
電
用
原
子
炉

施
設

の

保
安
運

営
に
関
す
る
重

要
事
項
を
審
議

す
る
委
員
会
の

設
置
、
構
成
及

び
審
議
事

項
に
つ

い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無
・

電
気
、

Ｂ
Ｔ
主

任
技
術

者
の
委

員
会
参

加
。

（
Ｓ
Ａ

設
備

も
運
用
面

で
は
「

運
転
管
理

に

関
す
る

社
内

標
準
」
、

設
備
面

で
は
「
設

備

の
改
造

」
に

該
当
し
、

現
状
の

記
載
に
含

ま

れ
る
た

め
、

変
更
不
要

）

1
2

管
理

区
域
、
保
全
区

域
及
び
周

辺
監
視
区
域
の
設

定
等

(
1
)

　
管
理
区

域
を
明
示
し
、

管
理
区
域
に
お

け
る
他
の
場
所

と
区
別
す
る
た

め
の

措

置
を
定

め
、
管
理
区
域

の
設
定
及
び
解

除
に
お
い
て
実

施
す
べ
き
事
項

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ
と
。

無

(
2
)

　
管
理
区

域
内
の
区
域
区

分
に
つ
い
て
、

汚
染
の
お
そ
れ

の
な
い
管
理
区

域
及

び

そ
れ
以

外
の
管
理
区
域

に
つ
い
て
表
面

汚
染
密
度
及
び

空
気
中
の
放
射

性
物
質
濃

度
の
基

準
値
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無
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添
付

資
料

－
１

（
5
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
3
)

　
管
理
区

域
内
に
お
い
て

特
別
措
置
が
必

要
な
区
域
に
つ

い
て
採
る
べ
き

措
置

を

定
め
、

特
別
措
置
を
実

施
す
る
外
部
放

射
線
に
係
る
線

量
当
量
率
、
空

気
中
の
放

射
性
物

質
濃
度
及
び
床

、
壁
、
そ
の
他

人
の
触
れ
る
お

そ
れ
の
あ
る
物

の
表
面
汚

染
密
度

の
基
準
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
4
)

　
管
理
区

域
へ
の
出
入
管

理
に
係
る
措
置

事
項
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。
無

(
5
)

　
管
理
区

域
か
ら
退
出
す

る
場
合
等
の
表

面
汚
染
密
度
の

基
準
が
定
め
ら

れ
て

い

る
こ
と

。

無

(
6
)

　
管
理
区

域
へ
出
入
り
す

る
所
員
に
遵
守

さ
せ
る
べ
き
事

項
及
び
そ
れ
を

遵
守

さ

せ
る
措

置
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
7
)

　
管
理
区

域
か
ら
物
品
又

は
核
燃
料
物
質

等
を
搬
出
及
び

運
搬
す
る
際
に

講
ず

べ

き
事
項

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
8
)

　
保
全
区

域
を
明
示
し
、

保
全
区
域
に
つ

い
て
の
管
理
措

置
が
定
め
ら
れ

て
い

る

こ
と
。

無
（
保

全
区
域
と

す
る
要
件
は
、
新
規

制
基
準

施
行

後
も
（
法
令
上
の

規
定
が
変
更

さ
れ
て

い
な

い
こ
と
か
ら
）
従

前
と
変
わ
り

な
い
と

考
え

る
）

（
同
左

）

(
9
)

　
周
辺
監

視
区
域
を
明
示

し
、
業
務
上
立

ち
入
る
者
を
除

く
者
が
周
辺
監

視
区

域

に
立
ち

入
ら
な
い
よ
う

に
制
限
す
る
た

め
に
講
ず
べ
き

措
置
が
定
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

無

(
1
0
)

　
請
負
会

社
に
対
し
て
遵

守
さ
せ
る
放
射

線
防
護
上
の
必

要
事
項
及
び
そ

れ
を

遵

守
さ
せ

る
措
置
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

1
3

排
気

監
視
設
備
及
び

排
水
監
視

設
備

(
1
)

　
放
射
性

液
体
廃
棄
物
の

放
出
箇
所
、
放

射
性
液
体
廃
棄

物
の
管
理
目
標

値
及

び

基
準
値

を
満
た
す
た
め

の
放
出
管
理
方

法
並
び
に
放
射

性
液
体
廃
棄
物

の
放
出
物

質
濃
度

の
測
定
項
目
及

び
頻
度
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
2
)

　
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の

放
出
箇
所
、
放

射
性
気
体
廃
棄

物
の
放
出
管
理

目
標

値

を
満
た

す
た
め
の
放
出

量
管
理
方
法
、

並
び
に
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の

放
出
物
質

濃
度
の

測
定
項
目
及
び

頻
度
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無

1
4

線
量

、
線
量
当
量
、

汚
染
の
除

去
等

(
1
)

　
放
射
線

業
務
従
事
者
が

受
け
る
線
量
に

つ
い
て
、
線
量

限
度
を
超
え
な

い
た

め

の
措
置

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
2
)

　
実
用
炉

規
則
第
７
８
条

に
基
づ
く
、
床

・
壁
等
の
除
染

を
実
施
す
べ
き

表
面

汚

染
密
度

の
明
確
な
基
準

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
3
)

　
管
理
区

域
及
び
周
辺
監

視
区
域
境
界
付

近
に
お
け
る
線

量
当
量
率
等
の

測
定

に

関
す
る

事
項
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無

(
4
)

　
管
理
区

域
内
で
汚
染
の

お
そ
れ
の
な
い

区
域
に
物
品
又

は
核
燃
料
物
質

等
を

移

動
す
る

際
に
講
ず
べ
き

事
項
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無

(
5
)

　
核
燃
料

物
質
等
（
新
燃

料
、
使
用
済
燃

料
及
び
放
射
性

固
体
廃
棄
物
を

除

く
。
)
の
事
業
所
外
へ

の
運
搬
に
関
す

る
事
業
所
内
の

行
為
が
定
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

無

(
6
)

　
原
子
炉

等
規
制
法
第
６

１
条
の
２
第
２

項
に
よ
り
認
可

を
受
け
た
場
合

に
お

い

て
は
、

同
項
に
よ
り
認

可
を
受
け
た
放

射
能
濃
度
の
測

定
及
び
評
価
の

方
法
に
基

づ
き
、

同
法
第
６
１
条

の
２
第
１
項
の

確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
物
に

含
ま
れ
る

放
射
性

物
質
の
放
射
能

濃
度
の
測
定
及

び
評
価
を
行
う

こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

無

(
7
)

　
原
子
炉

等
規
制
法
第
６

１
条
の
２
第
１

項
の
確
認
を
受

け
よ
う
と
す
る

物
の

取

扱
い
に

関
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「

放
射
能
濃
度
の

測
定
及
び
評
価

の
方
法
の

認
可
に

つ
い
て
（
内
規

）
」
（
平
成
１

７
･
１
１
･
３
０

原
院
第
６
号
（

平
成
１
８

年
１
月

３
０
日
原
子
力

安
全
・
保
安
院

制
定
）
及
び
平

成
２
３
・
０
６

・
２
０
原

院
第
４

号
（
平
成
２
３

年
７
月
１
日
同

院
改
正
）
）

を
参
考
と
し

て
記
載
し

て
い

る
こ
と

。
 
な
お
、
原

子
炉
等
規
制
法

第
６
１
条
の
２

第
２
項
に
よ
る

放
射
能
濃

度
の
測

定
及
び
評
価
方

法
の
認
可
に
お

い
て
記
載
さ
れ

た
内
容
を
満
足

す
る
よ
う

に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

有
り

（
ク
リ
ア

ラ
ン
ス

制
度
に

係
る
も

の
で
あ

り
、
現
状

の
記
載

で
は
変

更
な
し

）

 
2
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添
付

資
料

－
１

（
6
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
8
)

　
放
射
性

廃
棄
物
で
な
い

廃
棄
物
の
取
扱

い
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は

、
「

原

子
力
施

設
に
お
け
る
「

放
射
性
廃
棄
物

で
な
い
廃
棄
物

」
の
取
扱
い
に

つ
い
て

（
指
示

）
」
（
平
成
２

０
･
０
４
･
２
１

原
院
第
１
号
（

平
成
２
０
年
５

月
２
７
日

原
子
力

安
全
・
保
安
院

制
定
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
－
１
１
１
ａ

－
０
８
－
１
）

）
）
を
参

考
と
し

て
記
載
し
て
い

る
こ
と
。

無

(
9
)

　
汚
染
拡

大
防
止
の
た
め

の
放
射
線
防
護

上
、
必
要
な
措

置
が
定
め
ら
れ

て
い

る

こ
と
。

有
り

（
汚
染
拡

大
防
止

措
置
に

つ
い
て

、
既
に

記
載
済
み

の
た
め

変
更
不

要
）

1
5

放
射

線
測
定
器
の
管

理
(
1
)

　
放

出
管
理
用
計
測

器
に
つ
い
て
、

計
測
器
の
種
類

、
所
管
箇
所
及

び
数
量
が
定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
2
)

　
放
射
線

計
測
器
に
つ
い

て
、
計
測
器
の

種
類
、
所
管
箇

所
及
び
数
量
が

定
め

ら

れ
て
い

る
こ
と
。

無
（
Ｄ

Ｂ
設
備
と

重
複
す
る
Ｓ
Ａ
設
備

に
つ
い

て
は

、
注
釈
を
記
載
す

る
。
）

（
Ｄ
Ｂ

設
備

と
重
複
す

る
Ｓ
Ａ

設
備
に
つ

い

て
は
、

注
釈

を
記
載
す

る
。
）

1
6

発
電

用
原
子
炉
施
設

の
巡
視
及

び
点
検

(
1
)

　
日
常
の

保
安
活
動
の
評

価
を
踏
ま
え
、

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
点
検
対

象
施

設

並
び
に

設
備
の
巡
視
及

び
点
検
並
び
に

こ
れ
ら
に
伴
う

処
置
に
関
す
る

こ
と
（
巡

視
及
び

点
検
の
頻
度
を

含
む
。
）
に
つ

い
て
、
適
切
な

内
容
が
定
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

無
・
原

子
炉
施

設
に
は

Ｓ
Ａ
設

備
も
含
む
た

め
、
巡

視
の

主
語
を
変

更
。

1
7

核
燃

料
物
質
の
受
払

い
、
運

搬
、
貯
蔵
等

(
1
)

　
事
業
所

構
内
に
お
け
る

新
燃
料
の
運
搬

及
び
貯
蔵
並
び

に
使
用
済
燃
料

の
運

搬

及
び
貯

蔵
に
際
し
て
保

安
の
た
め
に
講

ず
べ
き
措
置
と

し
て
、
運
搬
す

る
場
合
に

臨
界
に

達
し
な
い
措
置

を
講
ず
る
こ
と

及
び
貯
蔵
施
設

等
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ

と
。

無

(
2
)

　
燃
料
検

査
の
際
に
保
安

の
た
め
に
講
ず

べ
き
措
置
と
し

て
、
装
荷
予
定

の
照

射

さ
れ
た

燃
料
の
う
ち
か

ら
選
定
し
た
燃

料
の
健
全
性
に

異
常
の
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
こ

と
及
び
燃
料
使

用
の
可
否
を
判

断
す
る
こ
と
等

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

無

(
3
)

　
燃
料
取

替
に
際
し
て
保

安
の
た
め
に
講

ず
べ
き
措
置
と

し
て
、
燃
料
装

荷
実

施

計
画
（

取
替
炉
心
の
安

全
性
評
価
を
含

む
。
）
を
定
め

る
こ
と
及
び
燃

料
移
動
手

順
に
従

う
こ
と
等
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。
 
な
お

、
発
電
用
原
子

炉
の
運
転

期
間
の

設
定
に
関
す
る

説
明
書
に
お
い

て
取
替
炉
心
ご

と
に
管
理
す
る

と
し
た
項

目
が
、

取
替
炉
心
の
安

全
性
評
価
項
目

等
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

1
8

放
射

性
廃
棄
物
の
廃

棄
(
1
)

　
放

射
性
固
体
廃
棄

物
の
貯
蔵
及
び

保
管
に
係
る
具

体
的
な
管
理
措

置
並
び
に
運

搬
に
関

し
、
放
射
線
安

全
確
保
の
た
め

の
措
置
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
2
)

　
放
射
性

液
体
廃
棄
物
の

放
出
箇
所
、
放

射
性
液
体
廃
棄

物
の
管
理
目
標

値
及

び

基
準
値

を
満
た
す
た
め

の
放
出
管
理
方

法
並
び
に
放
射

性
液
体
廃
棄
物

の
放
出
物

質
濃
度

の
測
定
項
目
及

び
頻
度
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

(
3
)

　
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の

放
出
箇
所
、
放

射
性
気
体
廃
棄

物
の
放
出
管
理

目
標

値

を
満
た

す
た
め
の
放
出

量
管
理
方
法
並

び
に
放
射
性
気

体
廃
棄
物
の
放

出
物
質
濃

度
の
測

定
項
目
及
び
頻

度
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
4
)

　
原
子
炉

等
規
制
法
第
６

１
条
の
２
第
１

項
の
確
認
を
受

け
よ
う
と
す
る

物
の

取

扱
い
に

関
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「

放
射
能
濃
度
の

測
定
及
び
評
価

の
方
法
の

認
可
に

つ
い
て
（
内
規

）
」
（
平
成
１

７
･
１
１
･
３
０

原
院
第
６
号
（

平
成
１
８

年
１
月

３
０
日
原
子
力

安
全
・
保
安
院

制
定
）
及
び
平

成
２
３
・
０
６

・
２
０
原

院
第
４

号
（
平
成
２
３

年
７
月
１
日
同

院
改
正
）
）

を
参
考
と
し

て
記
載
し

て
い

る
こ
と

。
 
な
お
、
原

子
炉
等
規
制
法

第
６
１
条
の
２

第
２
項
に
よ
る

放
射
能
濃

度
の
測

定
及
び
評
価
方

法
の
認
可
に
お

い
て
記
載
さ
れ

た
内
容
を
満
足

す
る
よ
う

に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

有
り

（
ク
リ
ア

ラ
ン
ス

制
度
に

係
る
も

の
で
あ

り
、
現
状

の
記
載

で
は
変

更
な
し

）

(
5
)

　
放
射
性

廃
棄
物
で
な
い

廃
棄
物
の
取
扱

い
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は

、
「

原

子
力
施

設
に
お
け
る
「

放
射
性
廃
棄
物

で
な
い
廃
棄
物

」
の
取
扱
い
に

つ
い
て

（
指
示

）
」
（
平
成
２

０
･
０
４
･
２
１

原
院
第
１
号
（

平
成
２
０
年
５

月
２
７
日

原
子
力

安
全
・
保
安
院

制
定
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
－
１
１
１
ａ

－
０
８
－
１
）

）
）
を
参

考
と
し

て
記
載
し
て
い

る
こ
と
。

無

1
9

非
常

の
場
合
に
講
ず

べ
き
処
置

(
1
)

　
緊

急
時
に
備
え
、

平
常
時
か
ら
緊

急
時
に
実
施
す

べ
き
事
項
が
定

め
ら
れ
て
い

る
こ
と

。

無
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添
付

資
料

－
１

（
7
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
2
)

　
緊
急
時

に
お
け
る
運
転

操
作
に
関
す
る

社
内
規
程
類
を

作
成
す
る
こ
と

が
定

め

ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無
・
「

原
子
力

防
災
資

機
材
等

の
整
備
」
に

お

い
て
、

Ｓ
Ａ

対
応
の
マ

ニ
ュ
ア

ル
を
定
め

る

こ
と
を

追
加

（
現
状
は

運
転
員

側
の
マ
ニ

ュ

ア
ル
の

み
）

。

(
3
)

　
緊
急
事

態
発
生
時
は
定

め
ら
れ
た
通
報

経
路
に
従
い

、
関
係
機

関
に
通
報

す
る

こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

有
り

（
通
報
経

路
を
予

め
定
め

る
こ
と

に
つ
い

て
は
既
に

記
載
し

て
お
り

、
変
更

不
要
）

(
4
)

　
緊
急
事

態
の
発
生
を
も

っ
て
そ
の
後
の

措
置
は
防
災
業

務
計
画
に
よ
る

こ
と

が

定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無
（
法

令
上
の

規
定
が

変
更
さ

れ
て
い
な
い

こ

と
か
ら

、
従

前
の
炉
規

制
法
に

基
づ
く
対

応

と
す
る

。
）

(
5
)

　
緊
急
事

態
が
発
生
し
た

場
合
は
、
緊
急

時
体
制
を
発
令

し
、
応
急
措
置

及
び

緊

急
時
に

お
け
る
活
動
を

実
施
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

無

(
6
)

　
事
象
が

収
束
し
た
場
合

は
、
緊
急
時
体

制
を
解
除
す
る

こ
と
が
定
め
ら

れ
て

い

る
こ
と

。

無

(
7
)

　
防
災
訓

練
の
実
施
頻
度

に
つ
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

有
り

（
防
災
訓

練
の
頻

度
に
つ

い
て
は

既
に
記

載
し
て
お

り
、
変

更
不
要

）

2
0

火
災

発
生
時
に
お
け

る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の
保

全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
体
制

の
整
備

(
1
)

　
火
災
が

発
生
し
た
場
合

（
以
下
「
火
災

発
生
時
」
と
い

う
。
）
に
お
け

る
発

電

用
原
子

炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動

（
消
防
吏
員
へ
の

通
報
、
消
火
又

は
延

焼

の
防
止

そ
の
他
消
防
隊

が
火
災
の
現
場

に
到
着
す
る
ま

で
に
行
う
活
動

を
含
む
。

以
下
同

じ
。
）
を
含
む

火
災
防
護
対
策

を
行
う
体
制
の

整
備
に
関
し
、

次
の
各
号

に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ

る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

　
１
．

火
災
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の

活
動
を
行

う
た
め

に
必
要
な
計
画

を
策
定
す
る
こ

と
。

　
２
．

火
災
の
発
生
を

消
防
官
吏
に
確

実
に
通
報
す
る

た
め
に
必
要
な

設
備
を
設

置
す
る

こ
と
。

　
３
．

火
災
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の

活
動
を
行

う
た
め

に
必
要
な
要
員

を
配
置
す
る
こ

と
。

　
４
．

火
災
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の

活
動
を
行

う
要
員

に
対
す
る
訓
練

に
関
す
る
こ
と

。

　
５
．

火
災
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の

活
動
を
行

う
た
め

に
必
要
な
化
学

消
防
自
動
車
、

泡
消
火
薬
剤
そ

の
他
の
資
機
材

を
備
え
付

け
る
こ

と
。

　
６
．

持
込
物
（
可
燃

物
）
の
管
理
に

関
す
る
こ
と
。

　
７
．

そ
の
他
、
火
災

発
生
時
に
お
け

る
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の

活
動
を

行
う
た
め
に
必

要
な
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
。

　
８
．

火
災
発
生
時
に

お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
措
置
に
つ

い
て
、
定
期
的

に
評
価
す

る
と
と

も
に
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
て
必

要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｄ
Ｂ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法
に

つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る

保
安

規
定

の
記

載
に

つ
い

て
]

（
審

査
基
準

に
て
対
応
）

【
論
点

】
資
機
材
、
Ｄ
Ｂ

設
備
と
の
整

理
、

記
載

方
法
に
つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る
保

安
規

定

の
記

載
に

つ
い

て
]

2
1

内
部

溢
水
発
生
時
に

お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う

体
制
の
整
備

(
1
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
内

に
お
け
る
溢
水

が
発
生
し
た
場

合
（
以
下
「
内

部
溢

水

発
生
時

」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
発
電

用
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め

の
体
制
の

整
備
に

関
し
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

　
１
．

内
部
溢
水
発
生

時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

を
行
う

た
め
の
必
要
な

計
画
を
策
定
す

る
こ
と
。

　
２
．

内
部
溢
水
発
生

時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

を
行
う

た
め
に
必
要
な

要
員
を
配
置
す

る
こ
と
。

　
３
．

内
部
溢
水
発
生

時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

を
行
う

要
員
に
対
す
る

訓
練
に
関
す
る

こ
と
。

　
４
．

内
部
溢
水
発
生

時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

を
行
う

た
め
に
必
要
な

照
明
器
具
、
無

線
機
器
そ
の
他

の
資
機
材
を
備

え
付
け
る

こ
と
。

　
５
．

そ
の
他
、
内
部

溢
水
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た

め
の
活

動
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制

を
整
備
す
る
こ

と
。

　
６
．

内
部
溢
水
発
生

時
に
お
け
る
そ

れ
ぞ
れ
の
措
置

に
つ
い
て
、
定

期
的
に
評

価
す
る

と
と
も
に
、
そ

の
結
果
を
踏
ま

え
て
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
こ

と
。

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｄ
Ｂ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法
に

つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る

保
安

規
定

の
記

載
に

つ
い

て
]

（
審

査
基
準

に
て
対
応
）

【
論
点

】
資
機
材
、
Ｄ
Ｂ

設
備
と
の
整

理
、

記
載

方
法
に
つ
い
て

[
3
.
2
　

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

設
計

基
準

対
処

設
備

に
係

る
保

安
規

定

の
記

載
に

つ
い

て
]
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添
付

資
料

－
１

（
8
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

2
2

重
大

事
故
等
発
生
時

に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行

う
体
制
の
整

備

(
1
)

　
重
大
事

故
に
至
る
お
そ

れ
の
あ
る
事
故

（
運
転
時
の
異

常
な
過
渡
変
化

及
び

設

計
基
準

事
故
を
除
く
。

）
又
は
重
大
事

故
が
発
生
し
た

場
合
（
以
下
「

重
大
事
故

等
発
生

時
」
と
い
う
。

）
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

を
行
う

体
制
の
整
備
に

関
し
て
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
る
こ
と

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ
と
。

　
１
．

重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
計
画
を
策
定

す
る
こ
と
。

　
２
．

重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
要
員
（
以
下

「
対
策
要
員
」

と
い
う
。
）
を

配
置
す
る

こ
と
。

　
３
．

対
策
要
員
に
対

す
る
教
育
及
び

訓
練
を
毎
年
一

回
以
上
定
期
的

に
実
施
す

る
こ
と

。

　
４
．

重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
電
源
車
、
消

防
自
動
車
、
消

火
ホ
ー
ス
そ
の

他
の
資
機

材
を
備

え
付
け
る
こ
と

。

　
５
．

重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
次
に
掲
げ
る

事
項
に
関
す
る

社
内
規
程
類
を

定
め
、
こ

れ
を
対

策
要
員
に
守
ら

せ
る
こ
と
。

　
一
 
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い

損
傷
を
防
止
す

る
た
め
の

対
策
に

関
す
る
こ
と
。

　
二
 
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防

止
す
る
た

め
の
対

策
に
関
す
る
こ

と
。

　
三
 
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

使
用
済
燃
料
貯

蔵
設
備
に
貯
蔵

す
る
燃
料

体
の
著

し
い
損
傷
を
防

止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る

こ
と
。

　
四
 
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
け
る

原
子
炉
停
止
時

に
お
け
る
燃
料

体
の
著
し

い
損
傷

を
防
止
す
る
た

め
の
対
策
に
関

す
る
こ
と
。

　
６
．

そ
の
他
、
重
大

事
故
等
発
生
時

に
お
け
る
発
電

用
原
子
炉
施
設

の
保
全
の

た
め
の

活
動
を
行
う
た

め
に
必
要
な
体

制
を
整
備
す
る

こ
と
。

　
７
．

前
各
号
の
措
置

の
内
容
に
つ
い

て
、
定
期
的
に

評
価
す
る
と
と

も
に
、
そ

の
結
果

を
踏
ま
え
て
必

要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｓ
Ａ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法

【
論
点
】

Ｓ
Ａ
、

大
規
模

損
壊
発

生
時
の

教
育
訓
練

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

（
審

査
基
準

に
て
対
応
）

【
論
点

】
資
機
材

、
Ｓ

Ａ
設
備
と

の
整
理
、

記
載
方

法

【
論
点

】
Ｓ

Ａ
、
大
規

模
損
壊

発
生
時
の

教

育
訓
練

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

(
2
)

　
重
大
事

故
等
発
生
時
に

お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
措
置
に
つ

い
て
、
法
第
４

３
条

の

３
の
５

第
１
項
に
基
づ

く
設
置
許
可
申

請
書
及
び
同
添

付
書
類
又
は
法

第
４
３
条

の
３
の

６
第
１
項
に
基

づ
く
原
子
炉
設

置
変
更
許
可
申

請
書
及
び
同
添

付
書
類
に

記
載
さ

れ
た
有
効
性
評

価
の
前
提
条
件

そ
の
他
の
措
置

に
関
す
る
基
本

的
内
容
を

満
足
す

る
よ
う
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｓ
Ａ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

2
3

大
規

模
損
壊
発
生
時

に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施

設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行

う
体
制
の
整

備

(
1
)

　
大
規
模

な
自
然
災
害
又

は
故
意
に
よ
る

大
型
航
空
機
の

衝
突
そ
の
他
の

テ
ロ

リ

ズ
ム
に

よ
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
大

規
模
な
損
壊
が

発
生
し
た
場
合

（
以
下

「
大
規

模
損
壊
時
」
と

い
う
。
）
に
お

け
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
保

全
の
た
め

の
活
動

を
行
う
体
制
の

整
備
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
る
こ

と
が
定
め

ら
れ
て

い
る
こ
と
。

　
１
．

大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
計
画
を
策
定

す
る
こ
と
。

　
２
．

大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
要
員
を
配
置

す
る
こ
と
。

　
３
．

大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
要
員
に
対
す

る
教
育
及
び
訓

練
を
毎
年
一
回

以
上
定
期
的
に

実
施
す
る

こ
と
。

　
４
．

大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
電
源
車
、
消

防
自
動
車
、
消

火
ホ
ー
ス
そ
の

他
の
資
機

材
を
備

え
付
け
る
こ
と

。

　
５
．

大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の

た
め
の
活

動
を
行

う
た
め
に
必
要

な
次
に
掲
げ
る

事
項
に
関
す
る

社
内
規
程
類
を

定
め
、
こ

れ
を
要

員
に
守
ら
せ
る

こ
と
。

　
一
 
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

大
規
模
な
火
災

が
発
生
し
た
場

合
に
お
け

る
消
火

活
動
に
関
す
る

こ
と
。

　
二
 
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い

損
傷
を
緩
和
す

る
た
め
の

対
策
に

関
す
る
こ
と
。

　
三
 
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
緩

和
す
る
た

め
の
対

策
に
関
す
る
こ

と
。

　
四
 
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

使
用
済
燃
料
貯

蔵
槽
の
水
位
を

確
保
す
る

た
め
の

対
策
及
び
燃
料

体
の
著
し
い
損

傷
を
緩
和
す
る

た
め
の
対
策
に

関
す
る
こ

と
。

　
五
 
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る

放
射
性
物
質
の

放
出
を
低
減
す

る
た
め
の

対
策
に

関
す
る
こ
と
。

　
６
．

そ
の
他
、
大
規

模
損
壊
発
生
時

に
お
け
る
発
電

用
原
子
炉
施
設

の
保
全
の

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｓ
Ａ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法

【
論
点
】

Ｓ
Ａ
、

大
規
模

損
壊
発

生
時
の

教
育
訓
練

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

（
審

査
基
準

に
て
対
応
）

【
論
点

】
資
機
材

、
Ｓ

Ａ
設
備
と

の
整
理
、

記
載
方

法

【
論
点

】
Ｓ

Ａ
、
大
規

模
損
壊

発
生
時
の

教

育
訓
練

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

 
2
-
2
5



添
付

資
料

－
１

（
9
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
2
)

　
大
規
模

損
壊
発
生
時
に

お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
措
置
に
つ

い
て
、
法
第
４

３
条

の

３
の
５

第
１
項
に
基
づ

く
設
置
許
可
申

請
書
及
び
同
添

付
書
類
又
は
法

第
４
３
条

の
３
の

６
第
１
項
に
基

づ
く
原
子
炉
設

置
変
更
許
可
申

請
書
及
び
同
添

付
書
類
に

記
載
さ

れ
た
措
置
に
関

す
る
内
容
を
満

足
す
る
よ
う
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

有
り

【
論
点
】

資
機
材

、
Ｓ
Ａ

設
備
と

の
整

理
、
記
載

方
法

[
3
.
1
　

重
大

事
故

等
発

生
時

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
体

制
の

整
備

]

2
4

記
録

及
び
報
告

(
1
)

　
発

電
用
原
子
炉
施

設
に
係
る
保
安

に
関
し
、
必
要

な
記
録
を
適
正

に
作
成
し
、

管
理
す

る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。
そ
の
際
、

保
安
規
定
及
び

そ
の
下
位

文
書
に

お
い
て
、
必
要

な
記
録
を
適
切

に
作
成
し
、
管

理
す
る
た
め
の

措
置
が
定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

無

(
2
)

　
実
用
炉

規
則
第
６
７
条

に
定
め
る
記
録

に
つ
い
て
、
そ

の
記
録
の
管
理

が
定

め

ら
れ
て

い
る
こ
と
。
（

計
量
管
理
規
定

で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）

無
・
使
用

前
検

査
、
定
期
検
査
の

記
録
の

追
加

(
3
)

　
発
電
所

長
及
び
発
電
用

原
子
炉
主
任
技

術
者
に
報
告
す

べ
き
事
項
が
定

め
ら

れ

て
い
る

こ
と
。

無

(
4
)

　
特
に
、

実
用
炉
規
則
第

１
３
４
条
各
号

に
掲
げ
る
事
故

故
障
等
の
事
象

及
び

こ

れ
ら
に

準
ず
る
も
の
が

発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、

経
営
責
任
者
に

確
実
に
報

告
が
な

さ
れ
る
体
制
が

構
築
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
、

安
全
確
保
に
関

す
る
経
営

責
任
者

の
強
い
関
与
が

明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

無
（
第
１

３
４

条
に
「
常
設
重
大

事
故
等

対
処

設
備

」
も
対

象
設
備
と
し
て
加
わ
っ

た
が
、

保
安

規
定
上

は
、
第
１
３
４
条
の
紐

付
け
の

み
の

た
め
、

変
更
不
要
）

（
第
１

３
４

条
に
「
常

設
重
大

事
故
等
対

処

設
備
」

も
対

象
設
備
と

し
て
加

わ
っ
た
が

、

保
安
規

定
上

は
、
第
１

３
４
条

の
紐
付
け

の

み
の
た

め
、

変
更
不
要

）

(
5
)

　
当
該
事

故
故
障
等
の
事

象
に
準
ず
る
重

大
な
事
象
に
つ

い
て
、
具
体
的

に
明

記

さ
れ
て

い
る
こ
と
。

無

2
5

発
電

用
原
子
炉
施
設

の
保
守
管

理

(
1
)

　
日
常
の

保
安
活
動
の
評

価
を
踏
ま
え
、

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
守
管

理
に

関

す
る
こ

と
に
つ
い
て
、

適
切
な
内
容
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

無
・
保

全
対
象

範
囲
、

安
全
上

重
要
な
機
器

等

に
Ｓ
Ａ

設
備

を
含
め
る

。

(
2
)

　
予
防
保

全
を
目
的
と
し

た
保
全
作
業
に

つ
い
て
、
や
む

を
得
ず
保
全
作

業
を

行

う
場
合

に
は
、
法
令
に

基
づ
く
点
検
及

び
補
修
、
事
故

又
は
故
障
の
再

発
防
止
対

策
の
水

平
展
開
と
し
て

実
施
す
る
点
検

及
び
補
修
等
に

限
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

無
【
論

点
】
モ

ー
ド
外

で
も
機

能
要
求
さ
れ

る

機
器
に

つ
い

て
、
計
画

的
な
保

守
作
業
に

係

る
除
外

規
定

の
追
加
に

つ
い
て

（
青
旗
作

業

適
用
条

件
に

は
含
ま
れ

な
い
）

（
再
掲
）

[
4
.
3
　

L
C
O
・

要
求

さ
れ

る
措

置
・

A
O
T
の

設

定
方

針
]

(
3
)

　
予
防
保

全
を
目
的
と
し

た
保
全
作
業
の

実
施
に
つ
い
て

、
Ａ
Ｏ
Ｔ
内
に

完
了

す

る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

　
な
お

、
Ａ
Ｏ
Ｔ
内
で

完
了
し
な
い
こ

と
が
あ
ら
か
じ

め
想
定
さ
れ
る

場
合
に

は
、
当

該
保
全
作
業
が

限
定
さ
れ
、
必

要
な
安
全
措
置

を
定
め
て
実
施

す
る
こ
と

が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と

無
（
Ｓ

Ａ
設
備

も
Ｌ
Ｃ

Ｏ
対
象

と
す
る
た
め

、

現
状
の

記
載

に
含
ま
れ

る
た
め

、
変
更
不

要
）

(
4
)

　
「
実
用

発
電
用
原
子
炉

の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規

則
第
１
１
条
第

１
項

及

び
研
究

開
発
段
階
に
あ

る
発
電
の
用
に

供
す
る
原
子
炉

の
設
置
、
運
転

等
に
関
す

る
規
則

第
３
０
条
第
１

項
に
掲
げ
る
保

守
管
理
に
つ
い

て
（
内
規
）
」

（
平
成
２

０
・
１

２
・
２
２
原
院

第
３
号
（
平
成

２
０
年
１
２
月

２
６
日
原
子
力

安
全
・
保

安
院
制

定
）
）
に
お
い

て
認
め
ら
れ
た

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２

０
９
－
２
０
０

７
又
は
そ

れ
と
同

等
の
規
格
に
基

づ
く
保
守
管
理

計
画
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無
（
上

述
（
１

）
の
と

お
り
、

Ｓ
Ａ
設
備
も

含

ま
れ
る

）

(
5
)

　
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

経
年
劣
化
に
係

る
技
術
的
な
評

価
に
関
す
る
こ

と
に

つ

い
て
は

、
「
実
用
発
電

用
原
子
炉
施
設

に
お
け
る
高
経

年
化
対
策
実
施

ガ
イ
ド
」

（
原
管

Ｐ
発
第
１
３
０

６
１
９
８
号
（

平
成
２
５
年
６

月
１
９
日
原
子

力
規
制
委

員
会
決

定
）
）

を
参

考
と
し
、
実
用

炉
規
則
第
８
２

条
に
規
定
さ
れ

た
発
電
用

原

子
炉
施

設
の
経
年
劣
化

に
関
す
る
技
術

的
な
評
価
を
実

施
す
る
た
め
の

手
順
及
び

体
制
を

定
め
、
当
該
評

価
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

有
り

（
Ｐ
Ｌ
Ｍ

評
価
に

用
い
る

も
の
で

あ
り
、

現
状
記
載

の
変
更

な
し
）

・
常

設
Ｓ
Ａ

設
備
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｌ

Ｍ
評
価

を
行

う
。

・
常
設

Ｓ
Ａ

設
備
に
つ

い
て
、

Ｐ
Ｌ
Ｍ
評

価

を
行
う

。

(
6
)

　
運
転
を

開
始
し
た
日
以

後
３
０
年
を
経

過
し
た
発
電
用

原
子
炉
に
つ
い

て
は

、

長
期
保

守
管
理
方
針
が

定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

無
・
常
設

Ｓ
Ａ

設
備
に
つ
い
て
、

Ｐ
Ｌ
Ｍ

評
価

を
行

う
。

・
常
設

Ｓ
Ａ

設
備
に
つ

い
て
、

Ｐ
Ｌ
Ｍ
評

価

を
行
う

。

 
2
-
2
6



添
付

資
料

－
１

（
1
0
／

1
0
）

新
規
制
基
準
に

つ
い
て
影
響

の
有
無

実
用

炉
規
則
第
９
２

条
第
１
項

保
安
規
定
審
査
基

準
基
準

の
変

更
有
無

原
子
炉
等
規

正
法

実
用
炉
規
則
改

正
対
応

設
置
許
可
基
準
、
技
術

基
準
　
制

定
対
応

（
設
計
基
準

）

設
置
許

可
基

準
、
技
術

基
準
、

技
術
的
能
力

審
査

基
準

　
制
定
対

応
（
重

大
事
故
）

保
安
規
定

の
記
載
事
項
要
求

保
安
規
定
へ
の
変

更
箇
所
、
論

点

審
査
基

準
改
正

対
応

(
7
)

　
実
用
炉

規
則
第
９
２
条

第
１
項
第
２
５

号
に
掲
げ
る
発

電
用
原
子
炉
施

設
の

保

守
管
理

に
関
す
る
こ
と

を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
（

実
用
炉
規
則
第

８
２
条
第

１
項
か

ら
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
長
期

保
守
管
理
方
針

を
策
定
し
、
又

は
同
条
第

４
項
の

規
定
に
よ
り
長

期
保
守
管
理
方

針
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
場
合

に
限

る
。
）

は
、
申
請
書
に

実
用
炉
規
則
第

８
２
条
第
１
項

、
第
２
項
若
し

く
は
第
３

項
の
評

価
の
結
果
又
は

第
４
項
の
見
直

し
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類
（

以
下
「
技

術
評
価

書
」
と
い
う
。

）
が
添
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

無

(
8
)

　
長
期
保

守
管
理
方
針
及

び
技
術
評
価
書

の
内
容
は
、
「

実
用
発
電
用
原

子
炉

施

設
に
お

け
る
高
経
年
化

対
策
の
実
施
ガ

イ
ド
」
（
原
管

Ｐ
発
第
１
３
０

６
１
９
８

号
（
平

成
２
５
年
６
月

１
９
日
原
子
力

規
制
委
員
会
決

定
）
）

を
参
考

と
し

て
記

載
し
て

い
る
こ
と
。

有
り

（
Ｐ
Ｌ
Ｍ

評
価
に

用
い
る

も
の
で

あ
り
、

現
状
記
載

の
変
更

な
し
）

（
審

査
基
準

に
て
対
応
）

(
9
)

　
保
全
計

画
は
、
施
設
定

期
検
査
申
請
書

又
は
使
用
前
検

査
申
請
書
の
添

付
資

料

と
同
一

の
も
の
で
あ
り

、
「
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
使

用
前
検
査
、
施

設
定
期
検

査
及
び

定
期
事
業
者
検

査
に
係
る
実
用

発
電
用
原
子
炉

の
設
置
、
運
転

等
に
関
す

る
規
則

の
ガ
イ
ド
」
（

原
規
技
発
第
１

３
０
６
１
９
２

３
（
平
成
２
５

年
６
月
１

９
日
原

子
力
規
制
委
員

会
決
定
）
）
を

参
考
と
し
て
記

載
し
て
い
る
こ

と
。

有
り

（
保
全
計

画
提
出

時
に
用

い
る
も

の
で
あ

り
、
現
状

記
載
の

変
更
な

し
）

(
1
0
)

　
溶
接
事

業
者
検
査
及
び

定
期
事
業
者
検

査
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
が
定

め
ら

れ

て
い
る

こ
と
。

有
り

・
実
施
体

制
を
追

加
（

審
査
基

準
に
て

対
応
）

2
6

技
術

情
報
の
共
有

(
1
)

　
プ

ラ
ン
ト
メ
ー
カ

ー
な
ど
の
保
守

点
検
を
行
っ
た

事
業
者
か
ら
得

ら
れ
た
保
安

に
関
す

る
技
術
情
報
を

Ｂ
Ｗ
Ｒ
事
業
者

協
議
会
や
Ｐ
Ｗ

Ｒ
事
業
者
連
絡

会
な
ど
の

事
業
者

の
情
報
共
有
の

場
を
活
用
し
、

他
の
発
電
用
原

子
炉
設
置
者
と

共
有
し
、

自
ら
の

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
安
を

向
上
さ
せ
る
た

め
の
措
置
が
定

め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

無

2
7

不
適

合
発
生
時
の
情

報
の
公
開

(
1
)

　
発

電
用
原
子
炉
施

設
の
保
安
の
向

上
を
図
る
観
点

か
ら
、
不
適
合

が
発
生
し
た

場
合
の

公
開
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

無

(
2
)

　
情
報
の

公
開
に
関
し
、

原
子
力
施
設
情

報
公
開
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
へ
の
登

録
な

ど

に
必
要

な
事
項
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ

と
。

無

2
8

そ
の

他
必
要
な
事
項

(
1
)

　
日

常
の
品
質
保
証

活
動
の
結
果
を

踏
ま
え
、
必
要

に
応
じ
、
発
電

用
原
子
炉
施

設
に
係

る
保
安
に
関
し

必
要
な
事
項
を

定
め
て
い
る
こ

と
。

無

(
2
)

　
発
電
用

原
子
炉
設
置
者

が
、
核
燃
料
物

質
、
核
燃
料
物

質
に
よ
っ
て
汚

染
さ

れ

た
物
又

は
発
電
用
原
子

炉
に
よ
る
災
害

を
防
止
す
る
た

め
、
保
安
活
動

を
原
子
炉

等
規
制

法
第
４
３
条
の

３
の
２
４
第
１

項
の
規
定
に
基

づ
き
保
安
規
定

と
し
て
定

め
る
こ

と
が
「
目
的
」

と
し
て
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無

(
3
)

　
安
全
文

化
を
基
礎
と
し

、
国
際
放
射
線

防
護
委
員
会
（

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
)
が
１

９
７

７
年
勧

告
で
示
し
た
放

射
線
防
護
の
基

本
的
考
え
方
を

示
す
概
念
（
Ａ

Ｌ
Ａ
Ｒ

Ａ
：
a
s
 
l
o
w
 
a
s
 
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
 
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
)
の
精
神

に
の
っ
と
り
、

原
子
炉
に

よ
る
災

害
防
止
の
た
め

に
適
切
な
品
質

保
証
活
動
の
も

と
保
安
活
動
を

実
施
す
る

こ
と
を

「
基
本
方
針
」

と
し
て
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

。

無
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 3.1-1

3. 手順、体制の運用管理 

3.1 重大事故等及び大規模損壊発生時における体制の整備 

 

3.1.1 概 要 

発電用原子炉施設において、重大事故等が発生した場合又は大規模な自然災害

若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施

設の大規模な損壊が発生した場合における当該事故等に適切に対処するためには、

重大事故等に対応するために必要な要員の配置、重大事故等対処設備を十分に活

用するための手順書の整備、活動を行う要員に対する教育・訓練の実施等運用面

での体制をあらかじめ整備するとともに、運転段階の運用においてもそれら体制

が維持管理されていかなければならない。 

従って、重大事故等及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備に関して、発電用原子炉設置者が運用を行っていく

中において遵守しなければならない事項は発電用原子炉設置者が構築するＱＭＳ

文書体系の上位に位置付けられる保安規定に規定する必要がある。 

以上を踏まえ、重大事故等及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の

保全のための活動を行う体制の整備に関して、「実用炉規則」、「保安規定審査

基準」及び「技術的能力審査基準」の規制要求事項のうち、重大事故等及び大規

模損壊発生時の体制の整備に係る要求事項を満足するために、「2.2 保安規定及

び下部規定に記載すべき事項の考え方について」及び「2.3 上流文書からの要求

事項」に示す考え方に基づいた記載方針を示す。 

 



 3.1-2

3.1.2 保安規定の記載内容について 

「実用炉規則」、「保安規定審査基準」及び「技術的能力審査基準」では、重

大事故等及び大規模損壊発生時における体制の整備に関して以下のとおり要求さ

れている。 

実

用

炉

規

則 

重大事故等及び大規模損壊が発生した場合における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関し、次の措置を講じること。 

・活動を行うために必要な計画を策定すること。 

・活動を行うために必要な要員を配置すること。 

・要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施すること。 

・活動を行うために必要な資機材を備え付けること。 

・活動を行うために必要な対策に関する事項を定め、これを対策要員に守らせるこ

と。 

・上記に掲げるもののほか、活動を行うために必要な体制を整備すること。 

・上記措置について定期的に評価を行い、その結果に基づき必要な措置を講じるこ

と。 

保

安

規

定

審

査

基

準

 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関しては、次の措置を講じることが定められていること。 

・活動を行うために必要な計画を策定すること。 

・活動を行うために必要な要員を配置すること。 

・要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施すること。 

・活動を行うために必要な資機材を備え付けること。 

・活動を行うために必要な対策に関する社内規程類を定め、これを要員に守らせる

こと。 

・その他、活動を行うために必要な体制を整備すること。 

・上記措置の内容について、定期的に評価を行い、その結果を踏まえて必要な措置

を講じること。 

○重大事故等発生時におけるそれぞれの措置について、原子炉設置（変更）許可申請

書及び同添付書類に記載された有効性評価の前提条件その他の措置に関する基本的

内容を満足するよう定められていること。 

○大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、原子炉設置（変更）許可申請書

及び同添付書類に記載された措置に関する内容を満足するよう定められていること。 

技

術

的

能

力

審

査

基

準 

保安規定等において、以下の項目が規定される方針であること。 

1.重大事故等対策における要求事項 

1.0 共通事項 

(1) 重大事故等対処設備に係る要求事項 

(2) 復旧作業に係る要求事項 

(3) 支援に係る要求事項 

(4) 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

（途中省略） 

1.19 通信連絡に関する手順等 

2.大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応に

おける要求事項 

2.1 可搬型設備等による対応 



 3.1-3

重大事故等及び大規模損壊発生時において、当該事故等に対処するために必要

な体制を整備し、その体制を運転段階の運用の中においても維持管理していくた

めには、保安規定第３条（品質保証計画）に基づき、体制の整備に係る計画を策

定し、実施し、評価し、継続的に改善していく管理の枠組みを適切に構築してお

くことが重要である。 

そのために必要となる基本的な事項は以下のとおりであり、それらは上表に示

す規制要求事項とも整合している。 

【体制の整備に必要な管理の枠組みに関する事項】 

・体制の整備に関する計画を策定すること 

・活動を行うために必要な要員を配置すること 

・要員に対し、教育及び訓練を定期的に実施すること 

・必要な資機材を配備すること 

・活動を行うために必要な手順を整備すること 

・手順に基づき必要な活動を実施すること 

・上記事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要

な措置を講じること 

 

また、規制要求事項では、上記の管理の枠組みに関する事項以外に、運用に関

する事項も要求されている。 

具体的には、保安規定審査基準において「重大事故等及び大規模損壊発生時に

おけるそれぞれの措置について、原子炉設置(変更)許可申請書及び同添付書類に

記載された措置に関する内容を満足するよう定められていること」が要求されて

いる。 

技術的能力審査基準においては、重大事故等及び大規模損壊発生時に当該事故

等に対処するために必要な体制の整備に関し、同基準が示す項目について保安規

定等において規定される方針であることを確認することとなっている。技術的能

力審査基準が示す項目について、保安規定又は２次文書他で整備することが要求

されているが、発電用原子炉設置者が運用を行っていく中で教育及び訓練や手順

書等の改善を継続的に行っていく場合においても、体制が維持管理されていくこ

とを確実にするためには、２次文書他の上位に位置付けられる保安規定に上流文

書である原子炉設置（変更）許可申請書における基本設計で前提とした運転管理

事項を規定しておくことが重要である。特に、重大事故等及び大規模損壊発生時

の対応における人の関与の重要性を踏まえると、教育及び訓練や手順書等の体制

を維持し続ける上での保安規定の位置付けは重要である。 

よって、技術的能力審査基準で要求される各項目に対して、「2.2 保安規定及

び下部規定に記載すべき事項の考え方について」及び「2.3 上流文書からの要求
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事項」に示す考え方に基づき整理した、保安規定に記載すべき内容（添付資料２

参照）を、２次文書他への要求事項として保安規定に付加する。 

 

以上を踏まえた重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備及び教育訓練の実

施に係る保安規定の規定方針は、次のとおりである。 

 

3.1.2.1 重大事故等及び大規模損壊発生時の体制について 

（１）重大事故等及び大規模損壊発生時に対処しうる体制の整備に関する計画を

策定するとともに、体制に係る評価を定期的に実施し、必要な改善を図って

いく管理の枠組みとなる基本的事項を、新たな条文として第１７条の６（重

大事故等発生時の体制の整備）及び第１７条の７（大規模損壊発生時の体制

の整備）を保安規定に追加する。 

 

（２）重大事故等及び大規模損壊発生時において、事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、要員の役割に応じた教育及び訓練を

受け力量を有する者を確保する。 

要員に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め要員の補充を行

うこととし、また、3.1.2.2（１）ｂ.の訓練において、役割に応じた必要な

力量を確保できていないと判断した場合については、速やかに、保安規定に

定める人数の者を確保する体制から、力量が確保できていないと判断された

者を除外し、必要な権限者への承認を得た上で体制を構築する。 

要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の

措置を実施し、原子炉の停止中の場合は、原子炉の停止状態を維持し、原子

炉の安全を確保する。 

以上について保安規定の第１２条（運転員等の確保）に追加する。 

 

要員については、保安規定変更認可申請の施行までに力量を有する要員を

必要人数確保する計画である。 

 

（３）技術的能力審査基準にて要求された項目に対して発電用原子炉設置者が実

施しなければならない事項を、保安規定の添付３「重大事故等及び大規模損

壊対応に係る実施基準」として新たに規定する。さらに、その添付を本文

（第１７条の６、第１７条の７）と関連付け、体制の整備に係る２次文書他

への遵守事項とすることにより、運転段階において発電用原子炉設置者が運

用を行っていく中で、それら内容が確実に継続して確保されるようにする。 
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※１：実用炉規則で求められている重大事故等及び大規模損壊発生時における

発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画は、上図

に示す体制（要員の配置、教育及び訓練等）を整備、維持するための計

画である。具体的な計画の内容は２次文書他に規定するが、体制整備の

全体計画として定める、あるいは要員の配置、教育及び訓練等をそれぞ

れ個別に計画として定めるなど、計画の定め方は発電用原子炉設置者に

より異なる。 

※２：重大事故等及び大規模損壊発生時に必要な要員に対する教育は、実用炉

規則第９２条に定められる保安教育の内容（非常時の場合に講ずべき処

置に関すること）に該当するものであることから、保安規定の第１０章

に教育の内容、対象者等を整理する。なお、17 条の 6 及び７の条文で要

求される訓練については、必ずしも保安教育に位置づける必要はない。 

 

保安管理体制 

保安規定第４条に保安に関する組織の体制を定めており、

その体制の下、重大事故等及び大規模損壊発生時における

体制（要員の配置、教育及び訓練等）を整備。 

重大事故等発生時における発電用原子炉施設の 

保全のための活動を行う体制 

要員の配置 

・実施組織及びその支援組

織の役割分担及び責任者 

・要員招集のための連絡体制 

・発電所内外への情報提供 

・発電所外部からの支援 等 

教育及び訓練 

・教育実施者、教育対象者 

・要員の役割に応じた教育

項目とその内容 

・実施頻度 

・実施後の評価  等 

 

手順書 

・炉心損傷防止対策 

・原子炉格納容器破損防止対策 

・使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する燃料体の損傷防止対策 

・原子炉停止時の燃料体破

損防止対策 

大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の 

保全のための活動を行う体制 

要員の配置 資機材の配備 

教育及び訓練 手順書 

資機材の配備 

・必要な資機材名称 

・必要な数量 

・配備場所 

・点検頻度 

・点検実施箇所 等 

添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に

係る実施基準 

・重大事故等対処設備に係る事項 

・重大事故等対策における復旧作業に係る事項 

・発電所外部からの支援に関する事項 

・手順書の整備、教育及び訓練、実施体制の整備

に関する事項 

（手順） 

・緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順   等 

体制の整備（要員の配置、教育及び訓練等）に係る計画

※１

を定

め、計画に基づき実施し、定期的に評価を行い、継続的に改善

を行う管理の枠組みを規定する。具体的な実施内容は、添付３

の実施基準を満足するよう、２次文書他へ定める。 

保安規定第１０章に、保安

教育として教育の内容、対

象者等を整理。

※２
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3.1.2.2 重大事故等及び大規模損壊発生時の教育訓練について 

重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する要員に対して、事象の種類及び事

象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保するため、教

育及び訓練を継続的に実施するとともに、要員に必要な力量の確保に当たっては、

通常時の実務経験を通じて付与される力量に加え、重大事故等及び大規模損壊発

生時の対応の知識及び技能について、要員の役割に応じた教育及び訓練を定めた

頻度、内容で計画的に実施することにより、力量の維持及び向上を図る。 

また、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な要

員の力量が有効性評価の前提条件を満足することを検証するための訓練（以下、

「成立性の確認訓練」という。）及び大規模損壊発生時に対応する要員の力量が

技術的能力を満足していることを確認する訓練（以下、「技術的能力の確認訓

練」という。）を実施することとし、具体的には以下のとおり実施する。 

 

（１）重大事故等発生時の教育訓練 

重大事故発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本的

な考えを踏まえ、保安規定第１７条の６に骨子を記載し、具体的な実施方法

については保安規定の添付３に明確にする。 

   ａ．基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

   ｂ. 要員が検証として行う訓練（成立性の確認訓練） 

全ての重要事故シーケンスおよび要員を網羅的に検証できるように、次

の点に考慮し、成立性の確認訓練を実施する。 

・ 訓練主体を考慮した訓練方法と網羅的な訓練内容を選定し、当該操作

を行う者全員の力量が検証できるよう実施する。 

・ 重要事故シーケンスによって、総合的な検証となる訓練を実施する。 

・ 代表となる重要事故シーケンスにおいて訓練を実施する場合は、操作

の類似性及び網羅性を考慮して訓練対象の事故シーケンスを選定する。 

・ 代表となる要員において訓練を実施する場合には、力量が確保されて

いないと判断された際には、代表と同じ役割の者に対して、役割に応

じた成立性の確認訓練を追加実施し、代表以外の力量を検証する。 

 

なお、要員が検証として行う訓練のうち、重要事故シーケンスによる総

合的な検証となる訓練について、最初の訓練の実施時期は、新規制基準適

合性確認後の初回の原子炉起動までに、各号炉に対して実施する。 

   

（２）大規模損壊発生時の教育訓練 

大規模損壊発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本

的な考えを踏まえ、保安規定第１７条の７に骨子を記載し、具体的な実施方
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法については保安規定の添付３に明確にする。 

ａ．基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

ｂ. 要員が検証として行う訓練（技術的能力の確認訓練） 

大規模損壊特有の対応手順の訓練を実施するとともに、中央制御室が機

能喪失するような通常とは異なる体制で活動しなければならない場合にも

対応できるよう指揮者の判断に主眼をおいた訓練を実施する。 

具体的に検証として行う訓練内容については、プラント状況の把握、情

報収集、的確な対応操作の選択及び指揮者等と要員間の連携を踏まえた総

合的な訓練を実施するとともに、要員については、指揮者及び当該操作を

行う要員の中から抜き取りにより、対象者を選定する。        

 

上記方針に基づく重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に係る保安規

定の記載例を次に示す。 

a.第１７条の６（重大事故等発生時の体制の整備） 

b.第１７条の７（大規模損壊発生時の体制の整備） 

c.第１２条  （運転員等の確保） 

d.添付３   「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」 

e.第１２９条 （所員への保安教育）、第１３０条（請負会社従業員への保

安教育） 
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a.第１７条の６（重大事故等発生時の体制の整備） 

【記載の要点】 

○体制の整備として、要員の配置、教育及び訓練、資機材の配備についての計

画を策定すること、計画の策定に当たり炉心損傷防止対策等の手順を定める

ことを記載。 

○計画の策定に当たっては、添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応に

係る実施基準」と整合をとることを記載。 

○計画に基づき、重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を実施するとともに、要員に手順を遵守させることを記載。 

○前項の活動の実施について、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基

づき必要な措置を講じることを記載。 

 

【記載例】 

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第 17 条の６ 社長は、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故が発生した場合

（以下「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行

う体制の整備に当たって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針とし

て定める。 

２ 原子力管理部長は、添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に示

す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について、「発電用原子炉主

任技術者の保安監督に関する基準」に定め、社長の承認を得る。 

３ 原子炉主任技術者は、第２項に定める「発電用原子炉主任技術者の保安監督に関す

る基準」に従い、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うた

めに必要な職務を誠実かつ、最優先に行うことを任務とする。 

４ 防災課長は、第１項の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を

得る。また、計画は、添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基

準」に従い策定する。 

(1) 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要

員の配置に関する次の事項 

ア 要員の役割分担及び責任者の配置に関すること 

イ １号炉及び２号炉の同時被災における要員の配置に関すること 

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ア 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

イ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力を満足すること及び有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成
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立性の確認訓練（以下「成立性の確認訓練」という。）を年１回以上実施するこ

と 

ウ 成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長

の承認を得ること 

エ 成立性の確認訓練の結果を記録し、所長及び原子炉主任技術者に報告すること 

(3) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業

及び支援等の原子炉施設の保全のための活動、並びに必要な資機材の配備に関する

こと 

５ 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、第１項の方針に基

づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して、次の各号の手順を定める。また、手順書を定めるに当たっては、添付３に示す

「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従うとともに、重大事故等対処

設備を使用する際の切替えの容易性を配慮し、第４項(1)アの役割に応じた内容とす

る。 

(1) 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

(2) 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関する

こと 

(3) 重大事故等発生時における使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の著しい損傷を防

止するための対策に関すること 

(4) 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること 

 

６ 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び原子力訓練センター

所長は、第４項の計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のため

の活動に必要な体制の整備を実施するとともに、第４項(1)の要員に第５項の手順を遵

守させる。 

７ 防災課長は、第６項の活動の実施結果を取りまとめ、第４項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

８ 原子力管理部長は、第１項の方針に基づき、本店が行う支援に関する活動を行う体

制の整備として、次の各号を含む計画を策定する。また、計画は、添付３に示す「重

大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 支援に関する活動を行うための役割分担及び責任者の配置に関すること 

(2) 支援に関する活動を行うための資機材の配備に関すること 

９ 原子力管理部長は、第８項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うた

めに必要な体制の整備を実施する。 

10 原子力管理部長は、第９項の実施結果を踏まえ、第８項に定める事項について定期
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的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 
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b.第１７条の７（大規模損壊発生時の体制の整備） 

【記載の要点】 

○体制の整備として、要員の配置、教育及び訓練、資機材の配備についての計

画を策定すること、計画の策定に当たり大規模火災発生時の消火活動等の手

順を定めることを記載。 

○計画の策定に当たっては、添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応に

かかる実施基準」と整合をとることを記載。 

○計画に基づき、大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を実施するとともに、要員に手順を遵守させることを記載。 

○前項の活動の実施について、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基

づき必要な措置を講じることを記載。 

 

【記載例】 

（大規模損壊発生時の体制の整備） 

第 17 条の７ 防災課長は、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより原子炉施設に大規模な損壊が生じた場合（以下「大規模損壊発生

時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次

の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付３に示す「重大

事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要

員の配置に関すること 

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ア 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

イ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力を満足することを確認するための訓練（以下「技術的能力の確認訓練」とい

う。）を年１回以上実施すること 

ウ イ項の訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認

を得ること 

エ イ項の訓練の結果を記録し、所長及び原子炉主任技術者に報告すること 

(3) 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資

機材の配備に関すること 

２ 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、大規模損壊発生時

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号の手順を

定める。また、手順書を定めるに当たっては、添付３に示す「重大事故等及び大規模

損壊対応に係る実施基準」に従う。 

(1) 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す
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ること 

(2) 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること 

(3) 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する

こと 

(4) 大規模損壊発生時における使用済燃料ピットの水位を確保するための対策及び燃

料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること 

(5) 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること 

３ 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び原子力訓練センター

所長は、第１項の計画に基づき、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な体制の整備を実施するとともに、第１項(1)の要員に第２項

の手順を遵守させる。 

４ 防災課長は、第３項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

５ 原子力管理部長は、大規模損壊発生時における本店が行う支援に関する活動を行う

体制の整備について計画を策定する。また、計画は、添付３に示す「重大事故等及び

大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

６ 原子力管理部長は、第５項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うた

めに必要な体制の整備を実施する。 

７ 原子力管理部長は、第６項の実施内容を踏まえ、第５項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 
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ｃ.第１２条（運転員等の確保） 

【記載の要点】 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時において、事象の種類及び事象の進

展に応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、要員の役割に応じた教育及び訓

練を受け力量を有する者を確保することを記載。 

○要員に欠員が生じた場合は、時間外及び休日を含め要員の補充を行うととも

に、要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止

の措置を実施し、原子炉の停止中の場合は、原子炉の停止状態を維持し、原

子炉の安全を確保すること記載。また、集団食中毒のような事態により要員

に欠員が生じた場合の措置及び成立性の確認訓練において、その訓練に係る

者が、力量を確保できていないと判断した場合の措置を記載。 

 

【記載例】 

（運転員等の確保） 

第 12 条 発電課長は、原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお、原

子炉の運転に必要な知識を有する者とは、原子炉の運転に関する実務の研修を受け

た者をいう。 

２ 発電課長は、原子炉の運転に当たって第１項で定める者の中から、１直当たり表

12－１に定める人数の者をそろえ、中央制御室当たり５直以上を編成した上で３交

替勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して 24 時間を超える勤務

を行わせてはならない。また、表 12－１に定める人数のうち、１名は当直課長と

し、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任さ

れた者とする。 

３ 当直課長は、第２項で定める者のうち、表 12－２に定める人数の者を中央操作

員以上の者の中から常時中央制御室に確保する。 

４ 防災課長は、重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する。また、重大

事故等の対策を行う要員として、表 12－３に定める人数を常時確保する。 

５ 発電課長及び防災課長は、第 17 条の６第４項(2)の成立性の確認訓練におい

て、その訓練に係る者が、役割に応じた必要な力量（以下、本条において「力量」

という。）を確保できていないと判断した場合は、速やかに、表 12－１及び表 12

－３に定める人数の者を確保する体制から、力量が確保できていないと判断された

者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、体制を構築する。 

６ 所長は、第５項の訓練うち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、

除外された者と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、

その結果、力量を確保できる見込みが立たないと判断した場合は、第９項の措置を

講じる。 
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７ 発電課長及び防災課長は、第５項を受け、力量が確保できていないと判断された

者については、教育訓練等により、力量が確保されていることを確認した後、原子

炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、表 12－１及び表 12－３に定める人数の

者を確保する体制に復帰させる。 

８ 発電課長及び防災課長は、第５項以外の事態が生じ、表 12－１及び表 12－３に

定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。

また、所長は、表 12－１及び表 12－３に定める人数の者の補充の見込みが立たな

いと判断した場合は、第９項の措置を講じる。 

９ 所長は、第６項、第８項の措置を受け、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を

実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保す

る。なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速

やかに、実施する。 

 

表 12－１ 

モード１、２、３、４、５、

６及び使用済燃料ピットに燃

料体を貯蔵している期間 

12 名以上 

【当直課長を含む】 

 

表 12－２ 

モード１、２、３、４、５、

６及び使用済燃料ピットに燃

料体を貯蔵している期間 

３名以上 

【当直課長又は当直副長を含む中央操作員以上】 

 

表 12－３ 

モード１、２、３、４、５、

６及び使用済燃料ピットに燃

料体を貯蔵している期間 

緊急時対策本部要員 ４名以上 

重大事故等対策要員 36 名以上 
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c.添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」 

【記載の要点】 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の対処に係る実施事項として、技術

的能力審査基準で要求される以下の項目に関する事項を記載。 

・重大事故等対処設備に係る事項（切替えの容易性、アクセスルートの確保） 

・重大事故等対策における復旧作業に係る事項（予備品等の確保、保管場所、

アクセスルートの確保） 

・支援に係る事項 

・手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

○重大事故等対策に係る以下の手順等を別表として整理。 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等   等 

 

【記載例】 

添付３ 

重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は、重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故が発生した場

合又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくため

の実施内容について定める。 

また、重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等については、表－

１から表－19 に定める。なお、多様性拡張設備を使用した運用手順及び運用手順の詳細

な内容等については、規定文書に定める。 

 

１ 重大事故等対策 

(1) 社長は、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備に当たって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定め

る。 

(2) 原子力管理部長は、以下に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職

務等について、「発電用原子炉主任技術者の保安監督に関する基準」に定め、社長

の承認を得る。 

ア 原子炉主任技術者は、原子力防災組織において、独立性が確保できる組織に配

置（本部付）し、重大事故等対策における原子炉施設の運転に関し保安監督を誠
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実、かつ、最優先に行うことを任務とする。 

イ 原子炉主任技術者は、保安上必要な場合は、運転に従事する者（所長を含

む。）へ指示を行い、緊急時対策本部の本部長は、その指示を踏まえ方針を決定

する。 

ウ 原子炉主任技術者は、休日、時間外（夜間）に重大事故等が発生した場合、緊

急時対策本部要員からの情報連絡（プラントの状況、対策の状況）を受け、保安

上必要な場合は指示を行う。 

エ 原子炉主任技術者は、非常召集ルート圏内に原子炉ごとに各１名（計２名）を

配置する。 

オ 原子炉主任技術者は、重大事故等対策に係る手順書の整備に当たって、保安上

必要な事項について確認を行う。 

(3) 防災課長は、(1)の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として、次の 1.1 項及び 1.2 項を含む計画を策定し、

所長の承認を得る。 

また、防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び原子力訓練

センター所長は、計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

(4) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、(1)の方針に基づ

き、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して、次の 1.3 項及び表－１から表－19 に示す「重大事故等の発生及び拡大の防止

に必要な措置の運用手順等」を含む手順を整備し、1.1(1)アの要員にこの手順を遵

守させる。 

(5) 原子力管理部長は、(1)の方針に基づき、重大事故等発生時における本店が行う支

援に関する活動を行う体制の整備として、次の 1.1 項及び 1.2 項を含む計画を策定

するとともに、計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うために必要な体

制の整備を実施する。 

 

 

1.1  体制の整備、教育訓練の実施及び資機材の配備 

(1) 体制の整備 

ア 防災課長は、以下に示す重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織

の役割分担及び責任者などを規定文書に定め、効果的な重大事故等対策を実施し

得る体制を確立する。 

(ｱ) 所長は、重大事故等の原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に、事故原因の除去、原子力災害の拡大防止及びその他の必要な活動を迅

速、かつ、円滑に行うため、緊急時体制を発令し、緊急時対策本部要員の非常
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召集、通報連絡を行い、第 119 条に定める原子力防災組織を設置し、発電所に

自らを本部長とする緊急時対策本部の体制を整え対処する。 

(ｲ) 所長は、緊急時対策本部の本部長として、原子力防災組織の統括管理を行

い、責任を持って原子力防災の活動方針の決定をする。 

また、本部長の下に副本部長を設置し、副本部長は本部長を補佐し、本部長

が不在の場合は、副本部長あるいは、本部付の代行者がその職務を代行する。 

(ｳ) 所長は、緊急時対策本部に重大事故等対策を実施する実施組織として、事故

拡大防止に必要な運転上の措置を行う運転班（当直員を含む。）、実施組織に

対して技術的助言を行う技術支援組織として、事故拡大防止の運転措置及び保

安上の技術的支援を行う運転支援班、実施組織が事故対策に専念できる環境を

整える運営支援組織を編成し、専門性及び経験を考慮した作業班を構成する。 

また、各班の役割分担及び責任者である班長を定め、指揮命令系統を明確に

し、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を確立する。 

(ｴ) 所長は、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の各班の機能、各班の責任

者である班長及び副班長を配置する。 

(ｵ) 所長は、緊急時対策本部における全体指揮者となり原子力防災組織を統括管

理し、１号炉及び２号炉の同時被災時は原子炉ごとの指揮者を指名する。 

(ｶ) 所長は、指揮者である本部長が欠けた場合に備え、本部長の代行者と代行順

位をあらかじめ定め明確にする｡ 

また、実施組織及び支援組織の各班には責任者である班長（課長）を配置

し、班長が欠けた場合に備え、あらかじめ代行順位を定めた副班長（課長又は

副長）を配置する。 

(ｷ) 所長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合、直ちに

緊急時体制を発令するとともに原子力管理部長へ報告する。 

(ｸ) 実施組織である緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員を発電所構内及

び近傍に常時確保し、確保した重大事故等対策要員により、重大事故等対策に

対応する。 

(ｹ) 実施組織の班構成及び必要な役割分担は、以下のとおりとし、重大事故等対

策を円滑に実施する。 

ａ 運転班は、運転員（当直員）の任務、事故拡大防止に必要な運転上の措

置、原子炉施設の保安維持を行う。 

ｂ 保修班は、原子炉施設（土木建築設備を除く。）の応急復旧計画の策定及

びそれに基づく措置並びに原子炉施設の消火活動を行う。 

ｃ 安全管理班は、発電所及びその周辺（周辺海域）における放射線量並びに

放射性物質の濃度の状況把握、災害対策活動に従事する緊急時対策本部要員

の被ばく管理、放射線管理上の立入制限区域の設定管理、中央制御室及び代
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替緊急時対策所におけるチェンジングエリア設置を行う。 

ｄ 土木建築班は、原子炉施設のうち、土木建築設備の応急復旧計画の策定及

びそれに基づく措置を行う。 

(ｺ) １号炉及び２号炉において同時に重大事故等が発生した場合における実施組

織の対応については、以下のとおりとする。 

ａ 緊急時対策本部は、１号炉及び２号炉の同時被災の場合において、本部長

の指示により原子炉ごとに指名した指揮者の指示のもと、原子炉ごとの情報

収集や事故対策の検討を行い、重大事故等対策を実施する。 

ｂ 原子炉主任技術者は、担当号炉のプラント状況把握及び事故対策に専念す

ることにより、１号炉及び２号炉の同時被災を想定した場合においても指示

を的確に実施する。 

ｃ １号炉及び２号炉の原子炉主任技術者は、原子炉ごとの保安監督を誠実か

つ、最優先に行う。 

ｄ 実施組織は、情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう通報連絡者を

配置し、通報連絡後の情報連絡は通報連絡者が管理を一括して実施すること

で円滑に対応する。 

(ｻ) 技術支援組織と運営支援組織の班構成及び必要な役割分担については、以下

のとおりとし、重大事故等対策を円滑に実施する。 

ａ 技術支援組織は、事故拡大防止のための運転措置の支援及び保安上の技術

的支援を行う運転支援班で構成する。 

ｂ 運転支援班は、炉心損傷へ至った場合において、プラント状態の把握及び

事故進展の予測、パラメータの監視、パラメータがあらかじめ定められたし

きい値を超えた場合に操作を実施した場合の実効性及び悪影響の評価並びに

操作の優先順位を踏まえた操作の選定を行い実施組織へ実施すべき操作の指

示を行う。 

ｃ 運営支援組織は、総括班、広報班、総務班及び原子力訓練センター班で構

成し、必要な役割の分担を行い実施組織が重大事故等対策に専念できる環境

を整える。 

ｄ 総括班は、緊急時対策本部の運営、情報の収集、災害状況の把握、関係官

庁及び関係地方公共団体への通報連絡、燃料貯蔵状況の管理並びに各班へ本

部指令事項の連絡を行う。 

ｅ 広報班は、関係地方公共団体の対応、報道機関の対応及び避難者の誘導

（展示館来館者）を行う。 

ｆ 総務班は、緊急時対策本部構成員の動員状況の把握、緊急時対策本部要員

と資機材の輸送車手配及び運搬、防災資機材の整備、輸送及び調達、緊急医

療対応、正門の出入管理並びに緊急時対策本部要員に対する食料の調達配給
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を行う。 

ｇ 原子力訓練センター班は、避難者の誘導（原子力訓練センター見学者）を

行う。 

ｈ 各班は、各班の役割を実施し、実施組織が重大事故等対策に専念できる環

境を整える。 

(ｼ) 地震により緊急呼出システムが正常に機能しない等の通信障害によって非常

召集連絡ができない場合でも地震（最寄りの気象庁震度観測点において、震度

５弱以上の地震）の発生により原子力防災要員が発電所に自動参集する。 

(ｽ) 重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために実施組織に必要な要員

として、第 12 条に規定する運転員、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要

員について、以下のとおり役割及び人数を割り当て確保する。 

ａ 原子力防災組織の統括管理及び全体指揮を行う全体指揮者、原子炉ごとの

統括管理及び原子炉ごとの指揮を行う指揮者並びに通報連絡を行う通報連絡

者の緊急時対策本部要員４名、運転操作指揮を行う当直課長及び当直副長、

号炉間連絡、運転操作助勢を行う当直主任及び運転員、運転操作対応を行う

運転員の当直員 12 名、初動の運転対応及び保修対応を行う重大事故等対策

要員（初動）20 名（以下「初動対応要員」という。）、初動後の保修対応を

行う重大事故等対策要員（初動後）の 16 名（以下「初動後対応要員」とい

う。）の合計 52 名を確保する。 

ｂ 重大事故等対策要員のうち初動対応要員は、中央制御室に参集するととも

に、緊急時対策本部要員と初動後対応要員は、代替緊急時対策所に参集し、

緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員の任務に応じた対応を行う。 

ｃ 高線量下の対応においても、社員及び協力会社社員を含め要員を確保す

る。 

ｄ 病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等が発生

し、第 12 条に規定する所定の重大事故等対策要員に欠員が生じた場合、休

日、時間外（夜間）を含め重大事故等対策要員の補充を行うとともに、その

ような事態に備えた重大事故等対策要員の体制に係る管理を行う。 

また、重大事故等対策要員の補充の見込みが立たない場合は、所長に連絡

するとともに、原子炉停止等の措置を実施し、確保できる重大事故等対策要

員で、安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。 

(ｾ) 休日、時間外（夜間）を含めて必要な緊急時対策本部要員及び重大事故等対

策要員を非常召集できるよう、定期的に召集連絡訓練を実施する。 

(ｿ) 実施組織及び支援組織が実効的に活動するための以下の施設及び設備等につ

いて管理する。 

ａ 支援組織が、必要なプラントのパラメータを確認するための緊急時運転パ
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ラメータ伝送システムデータ表示装置、発電所内外に通信連絡を行い関係箇

所と連携を図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

等（テレビ会議システムを含む。）を備えた代替緊急時対策所 

ｂ 実施組織が中央制御室、代替緊急時対策所及び現場との連携を図り作業内

容及び現場状況の情報共有を実施するための携帯型通話設備等 

ｃ 照明の電源が喪失し照明が消灯した場合でも、迅速な現場への移動、操作

及び作業を実施できるようヘッドライト及び懐中電灯等の照明 

(ﾀ) 支援組織の役割については、以下のとおりとし、重大事故等対策を円滑に実

施する。 

ａ 発電所内外の組織への通報及び連絡を実施できるように衛星携帯電話設備

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情

報提供を行う。 

ｂ 原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に係る情報は、緊急時対

策本部の総括班にて一元的に集約管理し、発電所内で共有するとともに、本

店対策本部と緊急時対策本部間において、衛星携帯電話設備、統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備及び緊急時運転パラメータ伝送シス

テム等を使用することにより、発電所の状況及び重大事故等対策の実施状況

の情報共有を行う。 

ｃ 本店対策本部との連絡を密にすることで報道発表、外部からの問い合わせ

対応及び関係機関への連絡を本店原子力防災組織で構成する本店対策本部で

実施し、緊急時対策本部が事故対応に専念でき、かつ、発電所内外へ広く情

報提供を行う。 

 

イ 原子力管理部長は、以下に示す本店対策本部の役割分担及び責任者などを規定

文書に定め、体制を確立する。 

(ｱ) 原子力管理部長は、発電所における緊急時体制発令の報告を受けた場合、直

ちに社長に報告し、社長は本店における緊急時体制を発令する。 

(ｲ) 社長は、緊急時体制を発令した場合、速やかに原子力施設事態即応センター

に本店対策本部を設置し、原子力災害対策活動を実施するため本店対策本部長

としてその職務を行う。なお、社長が不在の場合は副社長又は執行役員がその

職務を代行する。 

本店対策本部は、情報の収集及び災害状況把握を行う総括班、事故拡大防止

措置の支援を行う原子力技術班、外部電源や通信連絡設備に関する支援を行う

復旧支援班、自治体及びプレス対応を行う広報班並びに資機材及び食料の調達

運搬を行う支援班から構成する。 

(ｳ) 本店対策本部長は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要と判断した
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場合、あらかじめ選定している支援拠点の候補の中から放射性物質が放出され

た場合の影響等を勘案した上で原子力事業所災害対策支援拠点を指定し、必要

な本店緊急時対策要員を派遣するとともに、災害対策支援に必要な資機材等の

運搬を実施する。 

(ｴ) 本店対策本部長は、他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織から技術

的な支援が受けられる体制を整備する。 

 

ウ 防災課長及び原子力管理部長は、重大事故等発生後の中長期的な対応が必要と

なる場合に備えて、社内外の関係各所と連係し、適切、かつ、効果的な対応を検

討できる体制を確立する。 

また、機能喪失した設備の保守を実施するための放射線量低減及び放射性物質

を含んだ汚染水が発生した際の汚染水の処理等の事態収束活動を円滑に実施する

ため、平時から必要な対応を検討できる協力活動体制を継続して構築する。 

 

(2) 教育訓練の実施 

ア 力量の維持向上のための教育訓練 

原子力訓練センター所長は、力量の維持向上のための教育訓練の実施計画を作

成する。 

防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び原子力訓練セン

ター所長は、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員に

対して、事象の種類及び事象の進展に応じて的確、かつ、柔軟に対処するために

必要な力量の維持向上を図るため、以下の教育訓練について、規定文書に基づき

実施する。 

(ｱ) 表－１から表－19 に記載した対応手段を実施するために必要とする手順を教

育訓練項目として定め、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故

等対策要員の役割に応じた教育訓練を計画的に実施する。 

ａ  運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員に対し、

役割に応じた教育訓練項目を年 1回以上実施する。 

なお、作業・操作の類似がない教育訓練項目については、教育訓練を年２

回実施し、うち１回は机上による教育訓練とする。 

ｂ 運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員に対し、

役割に応じ実施するａ項の教育訓練結果を評価し、力量が維持されているこ

とを確認する。 

 

(ｲ) 重大事故等対策を行う運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故

等対策要員に対し、以下の教育訓練等を実施する。 
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ａ  運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員に対し、

役割に応じた重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識並びに的確

な状況把握、確実及び迅速な対応を実施するために必要な知識の向上を図る

知識ベースの教育訓練を年１回以上実施する。 

ｂ 運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員に対し、

役割に応じた過酷事故の内容、基本的な対処方法等、知識ベースの理解向上

に資する教育訓練を年１回以上実施する。重大事故等発生時のプラント状況

の把握、的確な対応操作の選択等、実施組織及び支援組織の実効性等を確認

するための総合的な教育訓練を年１回以上実施する。 

ｃ 各課員等に対し、重大事故等の事故状況下において復旧を迅速に実施する

ために、普段から定期点検並びに運転に必要な操作、保守点検活動及び重大

事故等対策の資機材を用いた教育訓練を自ら行うよう指導し、原子炉施設及

び予備品等について熟知させ実務経験を積ませる。 

ｄ (ｱ)ａ項の教育訓練において、事故時の対応や事故後の復旧を迅速に実施

するために、重大事故等発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定

し放射線防護具を使用した教育訓練、夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下

等を想定した教育訓練を実施する。 

ｅ 設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用

できるよう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及びマ

ニュアルを用いた教育訓練を行う。 

 

イ 成立性の確認訓練 

原子力訓練センター所長は、成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主

任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

発電課長及び原子力訓練センター所長は、運転員（当直員）、緊急時対策本部

要員及び重大事故等対策要員に対し、以下の成立性の確認訓練を規定文書に基づ

き実施する。 

(ｱ) 成立性の確認訓練を以下のａ項、ｂ項に定める頻度、内容で計画的に実施す

る。 

ａ 中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

(a) 中央制御室主体の操作に係る成立性確認（シミュレータによる成立性確

認） 

中央操作主体、重要事故シーケンスの類似性及び操作の類似性の観点か

ら整理したⅠからⅦの重要事故シーケンスについて、運転員（当直員）及

び重大事故等対策要員のうち運転対応要員（以下「運転員等」という。）

を対象に年１回以上実施する。 
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Ⅰ ２次系からの除熱機能喪失 

Ⅱ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

Ⅲ 原子炉停止機能喪失 

Ⅳ 非常用炉心冷却設備（ECCS）注水機能喪失（中破断 LOCA） 

Ⅴ 非常用炉心冷却設備（ECCS）再循環機能喪失（大破断 LOCA） 

Ⅵ 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） 

Ⅶ 原子炉冷却材の流出（運転停止中） 

(b) 成立性の確認の評価方法 

重要事故シーケンスの有効性評価上の解析条件のうち操作条件等を評価

のポイントとして規定文書に定め、当直課長の指示の下、適切な対応がで

きていることを以下のとおり評価する。 

Ⅰ 重要事故シーケンスに応じた対応において、当直課長からの指示に対

して、運転員等が適切に対応し、報告することにより連携が図られてい

ること 

Ⅱ 解析上の操作条件が満足されるように対応できること 

Ⅲ 手順書に従い確実な対応ができること 

ｂ 現場主体の操作に係る成立性確認 

(a) 技術的能力の成立性確認 

現場主体で実施する表－20 の対応手段のうち、有効性評価の重要事故

シーケンスに係る対応手段について、運転員（当直員）及び重大事故等対

策要員を対象に年１回以上実施する。 

(b) 机上訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体、重要事故シーケンスの類似性及び現場作業の類似性の観点か

ら整理したⅠからⅤの重要事故シーケンスについて、重大事故等対策要員

のうち保修対応要員を対象に年１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（RCPシール LOCA が発生する場合） 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損） 

Ⅳ 使用済燃料ピット水の小規模な喪失 

Ⅴ 全交流動力電源喪失（運転停止中） 

(c) 現場訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体、重要事故シーケンスの類似性及び現場作業の類似性の観点か

ら整理した  I 及びⅡの重要事故シーケンスについて、運転員（当直

員）、緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員で構成する班の中から

任意の班

※

を対象に年１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（RCPシール LOCA が発生する場合） 
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Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 

※ 成立性の確認を行う班については、毎年特定の班に偏らないように配

慮する。また、重要事故シーケンスごとに異なる班を指定する。 

(d) 成立性の確認の評価方法 

Ⅰ 技術的能力の成立性確認は、有効性評価の重要事故シーケンスに係る

対応手段について、役割に応じた対応が必要な要員数で想定時間内に実

施するために必要とする手順に沿った訓練結果をもとに、算出された訓

練時間と表－20 に記載した対応手段ごとの想定時間を比較し評価す

る。 

Ⅱ 机上訓練による有効性評価の成立性確認は、有効性評価の重要事故シ

ーケンスについて、必要な役割に応じて求められる現場作業等ができる

ことの確認事項を規定文書に定め、満足することを評価する。 

Ⅲ 現場訓練による有効性評価の成立性確認は、有効性評価の成立性担保

のために必要な操作が完了すべき時間であるホールドポイントを規定文

書に定め、満足することを評価する。 

Ⅳ (a)項及び(c)項の成立性の確認は、多くの訓練項目に対して効果的に

行うため、以下の条件により実施する。 

なお、(c)項の成立性確認は (Ⅳ)項、(Ⅴ)項は適用しない。 

(Ⅰ) 実施に当たっては、原則、一連で実施することとするが、長時間を

要する成立性の確認については、分割して実施する。 

(Ⅱ) 弁の開閉操作、水中ポンプの海水への投入、機器の起動操作等によ

り、原子炉施設の系統や設備に悪影響を与えるもの、訓練により設

備が損傷又は劣化を促進するおそれのあるもの等については、模擬

操作を実施する。 

(Ⅲ) 訓練用のモックアップがある場合は、（Ⅱ）項の模擬操作ではな

く、モックアップを使用した訓練を実施する。実施に当たっては、

移動時間を考慮する。 

(Ⅳ） 他の訓練の作業・操作待ちがある場合は、連携の訓練を確実に行

ったのち、次工程の作業・操作を実施する。 

(Ⅴ) 同じ作業の繰り返しを行う訓練については、一部の時間を測定し、

その時間をもとに訓練時間を算出する。 

 

(ｲ) 成立性の確認結果を踏まえた措置 

ａ 中央制御室主体の操作に係る成立性確認、技術的能力の成立性確認及び机

上訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により、役割に応じた必要な力量（以下(ｲ)において「力
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量」という。）を確保できていないと判断した場合は、速やかに以下の措置

を講じる。 

(a) 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価

し、改善等、必要な措置を講じる。 

(b) 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結果を

踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対象

に、力量の維持向上訓練を実施した後、役割に応じた要員により成立性の

確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認し、所長及び原子炉

主任技術者に報告する。 

ｂ 現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により、力量を確保できていないと判断した場合は、速やか

に以下の措置を講じる。 

(a) 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価

し、改善等、必要な措置を講じる。 

(b) 力量を確保できていないと判断された者と同じ役割の者に対して、必要

な措置の結果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作

及び作業を対象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、力量が確保

できていることを確認し、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

(c) (b)項の措置により、力量が確保できる見込みが立たないと判断した場

合は、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

(d) 力量を確保できていないと判断された者については、必要により、改め

て原因を分析、評価し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持向上訓練

を実施した後、力量を確保できていないと判断された成立性の確認訓練を

実施し、力量が確保できていることを確認する。 

(e) (d)項の措置により、力量が確保できていると判断した場合は、所長及

び原子炉主任技術者に報告する。 

 

(3) 資機材の配備 

ア 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業及び支援等の

原子炉施設の保全のために必要な資機材を配備する。 

イ 原子力管理部長は、支援等の原子炉施設の保全のために必要な資機材を配備す

る。 

 

1.2  アクセスルートの確保、復旧作業及び支援に係る事項 

(1) アクセスルートの確保 
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ア 防災課長は、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、以下の実効性のある

運用管理を実施することを規定文書に定める。 

(ｱ) 屋外及び屋内において、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事

故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路、

又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」とい

う。）は、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動

に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数確保する。 

(ｲ) 屋内及び屋外アクセスルートは、自然現象に対して地震、津波、洪水、風

（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事

象、高潮及び森林火災を考慮し、外部人為事象に対して、近隣の産業施設の火

災・爆発（飛来物含む。）、航空機墜落による火災、火災の二次的影響（ばい

煙及び有毒ガス）、輸送車両の発火、漂流船舶の衝突、飛来物（航空機落

下）、ダムの崩壊、電磁的障害及び重大事故等時の高線量下を考慮し確保す

る。 

ａ 発電所敷地で想定される自然現象のうち洪水、地滑りについては、立地的

要因により運用上考慮しない。 

また、発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象のうちダムの

崩壊については、立地的要因により運用上考慮しない。 

ｂ 電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることはないことから、屋

外アクセスルートへの影響はないため考慮しない。 

ｃ 生物学的事象に対しては容易に排除可能なことから影響を受けないため考

慮しない。 

(ｳ) 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故対処設備の

配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管し、屋外の可搬

型重大事故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。 

(ｴ) 障害物を除去可能なホイールローダ及びその他の重機を保管、使用し、それ

らを運転できる緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員を確保する。 

(ｵ) 被ばくを考慮した放射線防護具の配備及びアクセスルート近傍の化学物質を

貯蔵しているタンクからの漏えいを考慮した薬品保護具の配備並びに停電時及

び夜間時に確実に運搬、移動が出来るように、可搬型照明を配備する。 

イ 屋外アクセスルートの確保 

   防災課長は、屋外のアクセスルートの確保に当たって、以下の運用管理を実施

することを規定文書に定める。 

(ｱ) 屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から使用場所まで運搬するアク

セスルートの状況確認、宮山池及び取水ピットの取水箇所の状況確認、ホース

布設ルートの状態確認を行い、あわせて燃料油貯蔵タンク、大容量空冷式発電



 3.1-27

機、その他屋外設備の被害状況の把握を行う。 

(ｲ) 屋外アクセスルートに対する地震による影響、その他自然現象による影響を

想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なアクセスルートを確

保するため、障害物を除去可能なホイールローダ及びその他の重機を保管、使

用する。 

(ｳ) 地震による宮山池及び屋外タンクからの溢水並びに降水に対して、道路上の

自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確

保する。 

(ｴ) 基準津波による遡上高さに対して、十分余裕を見た防護堤以上の高さにアク

セスルートを確保する。 

(ｵ) 考慮すべき自然現象のうち凍結及び森林火災、外部人為事象のうち近隣の産

業施設の火災、爆発（飛来物含む。）及び輸送車両の発火並びに漂流船舶の衝

突に対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する。 

(ｶ) 周辺構造物、周辺機器の倒壊による障害物については、ホイールローダ及び

その他の重機による撤去あるいは複数のアクセスルートによる迂回を行う。 

(ｷ) 基準地震動に対して、耐震裕度の低い周辺斜面の崩壊に対しては、崩壊土砂

が広範囲に到達することを想定した上で、ホイールローダ及びその他の重機に

よる崩壊箇所の仮復旧を行う。 

(ｸ) 耐震裕度の低い地盤にアクセスルートを設定する場合は、道路面のすべりに

よる崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、ホイールローダ及びそ

の他の重機による崩壊箇所の仮復旧を行い、通行性を確保する。 

(ｹ) 想定を上回る段差が発生した場合は、複数のアクセスルートによる迂回及び

土嚢その他資機材による段差解消対策を行う。 

(ｺ) 防護堤上の漂着物、アクセスルート上の台風及び竜巻による飛来物、降雪、

降灰については、ホイールローダ及びその他の重機による撤去を行う。想定を

上回る降雪、降灰が発生した場合は、除雪、除灰の頻度を増加させることによ

り対処する。また、凍結、降雪を考慮し、車両については、タイヤチェーン等

を配備する。 

ウ 屋内アクセスルートの確保 

防災課長、保修課長及び発電課長は、屋内のアクセスルートの確保に当たっ

て、以下の運用管理を実施することを規定文書に定める。 

(ｱ) 屋内の可搬型重大事故等対処設備への運転員（当直員）、緊急時対策本部要

員及び重大事故等対策要員が移動するアクセスルートの状況確認を行い、あわ

せて常設電動注入ポンプ、その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

(ｲ) 津波、その他自然現象による影響及び外部人為事象に対して、外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する。 
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(ｳ) 転倒した場合に撤去できない資機材は設置しないこととするとともに、撤去

可能な資機材についても必要に応じて固縛、転倒防止措置により支障をきたさ

ない措置を講じる。 

(ｴ) 機器からの溢水が発生した場合については、適切な放射線防護具を着用する

ことによりアクセスルートを通行する。 

(ｵ) アクセスルートの状況を確認し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧

可能なアクセスルートを選定し確保する。 

 

(2) 復旧作業に係る事項 

ア 予備品等の確保 

防災課長及び保修課長は、重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を優先的に実施することとし、そのために必要な予備品を以下の方針に基づき

確保することを規定文書に定める。 

(ｱ) 事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復旧する。 

(ｲ) 単一の重要安全施設の機能を回復することによって、重要安全施設の多数の

設備の機能を回復することができ、事故収束を実施する上で最も効果が大きい

サポート系設備を復旧する。 

(ｳ) 復旧が困難な設備についても、復旧するための対策を検討し実施することと

するが、放射線の影響、その他の作業環境条件の観点を踏まえ、復旧作業の成

立性が高い設備を復旧する。 

なお、多様な復旧手段の確保、復旧を想定する機器の拡大、その他の有効な復

旧対策について継続的な検討を行うとともに、そのために必要な予備品の確保に

努める。 

また、予備品の取替え作業に必要な資機材等として、がれき撤去等のためのホ

イールローダ、その他重機、夜間の対応を想定した照明機器等及びその他作業環

境を想定した資機材を確保する。 

イ 保管場所 

防災課長及び保修課長は、予備品等について、地震による周辺斜面の崩落、敷

地下斜面のすべり、津波による浸水などの外部事象の影響を受けにくい場所に当

該重要安全施設との位置的分散を考慮し、保管することを規定文書に定める。 

ウ アクセスルートの確保 

(1)「アクセスルートの確保」と同じ。 

 

(3) 支援に係る事項 

防災課長及び原子力管理部長は、支援に係る事項について、以下の方針に基づき

実施することを規定文書に定める。 
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ア 防災課長は、事故発生後７日間は継続して事故収束対応を維持できるよう、重

大事故等対処設備、予備品及び燃料等の手段を確保する。 

また、プラントメーカ、協力会社、建設会社及びその他の関係機関とは平時か

ら必要な連絡体制を整備するなど協力関係を構築するとともに、あらかじめ重大

事故等発生に備え協議及び合意の上、外部からの支援計画を策定する。事故発生

後、原子力防災組織が発足し協力体制が整い次第、プラントメーカからは設備の

設計根拠、機器の詳細な情報、事故収束手段及び復旧対策の提供、協力会社及び

建設会社からは事故収束及び復旧対策活動に必要な支援に係る要員の派遣並びに

燃料供給会社等からは燃料の供給及び迅速な物資輸送を可能とするとともに、中

長期的な物資輸送にも対応できるように支援計画を策定する。 

イ 原子力管理部長は、他の原子力事業者より、支援に係る要員の派遣、資機材の

貸与及び環境放射線モニタリングの支援を受けられる他、原子力緊急事態支援組

織からは、被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット等の資機材、資機材操作

の支援及び提供資機材を活用した事故収束活動に係る助言を受けられるように支

援計画を策定する。 

さらに、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、予備品及

び燃料等について支援を受けることによって、発電所内に配備している重大事故

等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料の確保を行い、継続的な重

大事故等対策を実施できるよう事象発生後６日間までに支援を受けられる体制を

確立する。 

また、原子力災害対策支援拠点から、災害対策支援に必要な資機材として、食

料、その他の消耗品、汚染防護服及びその他の放射線管理に使用する資機材が継

続的に発電所へ供給できる体制を確立する。 

 

1.3  手順書の整備 

(1) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、重大事故等発生

時において、事象の種類及び事象の進展に応じて、重大事故等に的確、かつ、柔軟

に対処するための内容を規定文書に定める。 

また、重大事故等の対処に関する事項について、使用主体に応じた内容を規定文

書に定める。 

ア 発電課長は、全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失、安全系の機器

若しくは計測器類の多重故障又は１号炉及び２号炉の同時被災等の過酷な状態に

おいて、限られた時間の中で原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等

対策の適切な判断に必要な情報の種類、その入手の方法及び判断基準を規定文書

に定める。 

イ 保修課長及び発電課長は、パラメータを計測する計器故障時に原子炉施設の状
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態を把握するための手順、パラメータの把握能力を超えた場合に原子炉施設の状

態を把握するための手順及び計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順を規定

文書に定める。 

具体的には、表－15「事故時の計装に関する手順等」の内容を含むものとす

る。 

ウ 発電課長は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損防止のために、最優

先すべき操作等を迷うことなく判断し実施するため、以下の判断基準を規定文書

に定める。 

(ｱ) 炉心損傷が避けられない状況においては、炉心へ注入するべきか又は原子炉

格納容器へ注水するべきか判断に迷い、原子炉格納容器の破損に至らないよ

う、原子炉格納容器への注水を最優先する判断基準 

(ｲ) 炉心の著しい損傷又は原子炉格納容器の破損防止のために、注水する淡水源

が枯渇又は使用できない状況においては、設備への悪影響を懸念することな

く、迷わず海水注入を行えるようにする判断基準 

(ｳ) 全交流動力電源喪失時等において、準備に長時間を要する可搬型設備を必要

な時期に使用可能とするため、準備に掛かる時間を考慮した手順着手の判断基

準 

(ｴ) 炉心の著しい損傷時において水素爆発を懸念し、水素制御装置の必要な起動

時期を見失うことがないよう、水素制御装置を速やかに起動する判断基準 

(ｵ) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損防止に必要な各操作について

は、重大事故等対処設備を必要な時期に使用可能とするための手順着手の判断

基準 

(ｶ) 重大事故等対策時においては、設計基準事故時に用いる操作の制限事項は適

用しないようにする判断基準 

エ  防災課長及び発電課長は、財産（設備等）保護よりも安全を優先するという社

長の方針に基づき、以下の判断基準を規定文書に定める。 

(ｱ) 発電課長は、重大事故等発生時の運転操作において、当直課長が躊躇せず指

示できる判断基準を規定文書に定める。 

(ｲ) 防災課長は、重大事故等発生時の発電所の緊急時対策本部活動において、発

電所の緊急時対策本部長が方針に従った判断を実施するための判断基準を規定

文書に定める。  

オ 防災課長及び発電課長は、発電所内の実施組織と支援組織が連携し事故の進展

状況に応じて、具体的な重大事故等対策を実施するため、運転員用及び支援組織

用の規定文書を定める。 

(ｱ)  運転員用の規定文書は、事故の進展状況に応じて以下のように構成し定め

る。 
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ａ 警報に対処する事項 

機器の異常を検知する警報発信時の対応措置に使用 

ｂ 事象の判別を行う事項 

原子炉トリップ及び非常用炉心冷却設備作動直後に、実施すべき事象の判

別及び対応措置に使用 

ｃ 故障及び設計基準事象に対処する事項 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応措置に使用 

ｄ 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止する事項 

安全機器の多重故障等が発生し、設計基準事故を超えた場合の対応措置に

使用 

ｅ 炉心の著しい損傷が発生した場合に対処する事項 

炉心損傷時に、炉心の著しい損傷の緩和及び原子炉格納容器破損を防止す

るために実施する対応措置に使用 

(ｲ) 支援組織用の規定文書に緊急時対策本部が重大事故等対策を的確に実施する

ための必要事項を明確に定める。 

(ｳ) 運転員用の規定文書は、事故の進展状況に応じて、構成を明確化し、各項目

間を的確に移行できるよう、移行基準を明確に定める。 

ａ 事象の判別を行う事項により事象判別を行い、故障及び設計基準事象に対

処する事項に移行する。 

ｂ 多重故障等により安全機能が喪失した場合は、炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器破損を防止する事項（事象ベース）に移行する。 

ｃ 事象の判別を行う事項により事象判別を行っている場合又は事象ベースの

事項にて事故対応操作中は、安全機能パラメータを常に監視し、あらかじめ

定めた適用条件が成立すれば、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を

防止する事項の、安全機能ベースの事項に移行する。 

ｄ 原因が明確で、かつ、その原因除去あるいは対策が優先されるべき場合

は、安全機能ベースの事項には移行せず、その原因に対する事象ベースの事

項を優先する。 

ｅ 多重故障が解消され安全機能が回復すれば、故障及び設計基準事象に対処

する事項に戻り処置を行う。 

ｆ 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止する事項による対応で、

事故収束せず炉心損傷に至った場合は、炉心の著しい損傷が発生した場合に

対処する事項に移行し対応処置を実施する。 

カ 発電課長は、重大事故等対策実施の判断基準として確認される水位、圧力及び

温度等の計測可能なパラメータを整理し、規定文書に定めるとともに、以下の重

大事故等に対処するための事項についても定める。 
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具体的な手順については、表－15「事故時の計装に関する手順等」参照 

(ｱ) 監視することが必要なパラメータをあらかじめ選定し、重要な監視パラメー

タと有効な監視パラメータに位置づけること。 

(ｲ) 通常使用するパラメータが故障等により計測不能な場合は、代替パラメータ

にて当該パラメータを推定する方法に関すること。 

(ｳ) 記録が必要なパラメータ及び直流電源が喪失しても可搬型計測器により計測

可能なパラメータをあらかじめ選定すること。 

(ｴ) パラメータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等に関するこ

と。 

また、有効性評価等にて整理した有効な情報について、運転員が監視すべき

パラメータの選定、状況の把握及び進展予測並びに対応処置の参考情報とし、

規定文書に定める。 

キ 防災課長は、緊急時対策本部要員が運転操作を支援するためのパラメータ挙動

予測や影響評価のための判断情報を規定文書に定める。 

ク 防災課長、技術課長及び発電課長は、前兆事象として把握ができるか、重大事

故を引き起こす可能性があるかを考慮して、設備の安全機能の維持並びに事故の

未然防止対策をあらかじめ検討しておき、前兆事象を確認した時点で事前の対応

ができる体制及び手順を規定文書に定める。 

(ｱ) 防災課長及び発電課長は、大津波警報が発令された場合、原則として原子炉

を停止し、冷却操作を開始する手順、また、所員の高台への避難及び扉の閉止

を行い、津波監視カメラ及び取水ピット水位計による津波の継続監視を行う手

順を規定文書に定める。 

ただし、以下の場合はその限りではない。 

ａ 大津波警報が誤報であった場合 

ｂ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、発電所を含む地域に、到達する

までの時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(ｲ) 防災課長、技術課長及び発電課長は、台風進路に想定された場合、屋外設備

の暴風雨対策の強化及び巡視点検の強化を実施し災害発生時に迅速な対応を行

う手順を規定文書に定める。 

(ｳ) 防災課長、技術課長及び発電課長は、前兆事象を伴う事象に対して、気象情

報の収集、巡視点検の強化及び事故の未然防止の対応を行う手順を規定文書に

定める。 

 

(2) 重大事故等対処設備に係る事項 

ア 切替えの容易性 

発電課長及び保修課長は、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処する
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ために使用する設備を含めて、通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使

用により速やかに切替えられるよう当該操作等について明確にし、通常時に使用

する系統から速やかに切替えるために必要な手順等を規定文書に定める。 

 

1.4  定期的な評価 

(1) 技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び原子力訓練センター所長は、

1.1 項から 1.3 項の活動の実施結果について、防災課長に報告する。 

(2) 防災課長は、(1)の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評価を

行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、計画

の見直しを行う。 

(3) 原子力管理部長は、1.1 項及び 1.2 項の実施内容を踏まえ、１年に１回以上定期的

に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 

（以下、記載省略） 
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【記載例】                                   表－４ 

操作手順 

４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

① 方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において、設計基準事故対処設備が有する原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、１次冷却材喪失事象が発生している場合は代替炉心注入及び代替再循環運転によ

り、１次冷却材喪失事象が発生していない場合は蒸気発生器２次側による炉心冷却により、

運転停止中の場合は炉心注入、代替炉心注入、代替再循環運転及び蒸気発生器２次側による

炉心冷却により、原子炉を冷却することを目的とする。 

また、１次冷却材喪失事象後、炉心が溶融し、溶融デブリが原子炉容器内に残存した場合

において、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器水張りにより発電用原子

炉を冷却することを目的とする。 

 

② 対応手段等 

１次冷却材喪失事象が発生している場合 

１ フロントライン系故障時 

(1) 代替炉心注入 

当直課長は、非常用炉心冷却設備である充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの

故障等により燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入する機能が喪失した場合、以下の手順

により燃料取替用水タンク水等を原子炉へ注入する。 

ア Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）による代替炉心注入 

当直課長は、Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）により燃料取替

用水タンク水を原子炉へ注入する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

１次冷却材喪失事象発生後、１系列以上の非常用炉心冷却設備による原子炉への注入

をほう酸注入ライン流量又は余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原

子炉へ注入するために必要な燃料取替用水タンク水位が確保されている場合 

 

イ 常設電動注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入する。燃

料取替用水タンクが使用できない場合は、復水タンクを使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）の故障等により、原子炉へ

の注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入するため

に必要な燃料取替用水タンク等の水位が確保されている場合 

 

ウ 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプ（以下「可搬

型注入ポンプ」という。）により淡水又は海水を原子炉へ注入する。水源は中間受槽を使

用する。中間受槽への供給は、淡水である宮山池を使用し、使用可能な淡水がない場合は

海水を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確

認できない場合 
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(2) 代替再循環運転 

ア Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）による代替再循環運転 

当直課長は、非常用炉心冷却設備である余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等に

より格納容器再循環サンプ水を原子炉へ注入する機能が喪失した場合、Ａ格納容器スプレ

イポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）及びＡ格納容器スプレイ冷却器により格納容器再

循環サンプ水を原子炉へ注入する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

余熱除去ポンプの故障等により、再循環運転による原子炉への注入を余熱除去ループ

流量等にて確認できない場合において、再循環運転をするために必要な格納容器再循環

サンプの広域水位が確保されている場合 

 

イ 格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の徴候が見られた場合の手順 

当直課長は、再循環運転中に格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の徴候が見られた場

合、炉心の著しい損傷を防止するために余熱除去ポンプ１台の流量を低下させ再循環運転

を継続する。再循環運転できない場合は、充てん／高圧注入ポンプにより燃料取替用水タ

ンク水を原子炉へ注入する。充てん／高圧注入ポンプの故障等により炉心への注入ができ

ない場合は、代替炉心注入により燃料取替用水タンク水等を原子炉へ注入を行う。 

また、原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉補機冷却水を使用しＡ、Ｂ格納容

器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器内の冷却を

行う。 

原子炉への注入は、原子炉格納容器内水位がＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる原子

炉格納容器内自然対流冷却に影響しない上限の高さ(約 5,600ｍ

3

)となれば停止する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入ポンプ及び格納容器スプレイポンプにより再循環

運転で原子炉注入を行っている場合において、格納容器再循環サンプ水位計指示の低

下、各ポンプの流量低下、各ポンプ出入口圧力及び電動機電流の変動又は低下により格

納容器再循環サンプスクリーン閉塞の徴候を確認した場合 

 

（配慮すべき事項） 

１ 優先順位 

代替炉心注入に使用する補機の優先順位は、使用準備時間が早いＡ格納容器スプレイポ

ンプ（RHRS-CSS タイライン使用）を優先し、次に常設電動注入ポンプを使用する。可搬型

注入ポンプは使用準備に時間を要することから、あらかじめ可搬型注入ポンプ等の運搬、

設置及び接続の準備を行い、多様性拡張設備を含む他の注入手段がなければ使用する。 

非常用炉心冷却設備である充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの故障等により燃

料取替用水タンク水を原子炉へ注入する機能が喪失した場合、代替炉心注入により原子炉へ

注入し、格納容器再循環サンプが再循環可能水位となれば、代替再循環運転を実施し、原子

炉を冷却する。 

 

２ 作業性 

常設電動注入ポンプの水源確保に係るディスタンスピース取替えについては、速やかに

作業ができるように作業場所近傍に使用工具を配備する。 

可搬型注入ポンプによる原子炉への注入に係る可搬型ホース等の取付けについては、速

やかに作業ができるように可搬型注入ポンプの保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 
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３ 再循環不能時の原子炉格納容器内の冷却 

代替再循環運転による格納容器再循環サンプ水を原子炉へ注入できない場合、余熱除去

系統格納容器再循環弁（外隔離弁）の開不能により再循環運転に移行できない場合又は格

納容器再循環サンプスクリーンが閉塞した場合は、充てん／高圧注入ポンプ等により燃料

取替用水タンク水を炉心へ注入するとともに、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットを用いた原

子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器内を冷却する。原子炉格納容器内自然

対流冷却ができない場合は、原子炉格納容器スプレイを実施する。 

 

２ サポート系故障時 

(1) 代替炉心注入 

当直課長は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により原子炉への注入機

能が喪失し、１次冷却材圧力が蓄圧タンク動作圧力まで低下しない場合、以下の手順によ

り燃料取替用水タンク水等を原子炉へ注入する。 

ア 常設電動注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、大容量空冷式発電機により受電した常設電動注入ポンプにより燃料取替用

水タンク水を原子炉へ注入する。燃料取替用水タンクが使用できない場合は、復水タンク

を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時又は原子炉補機冷却機能喪失時に、１次冷却材圧力が蓄圧タン

ク動作圧力まで急激に低下しない場合において、原子炉へ注入するために必要な燃料取

替用水タンク等の水位が確保されている場合 

 

イ Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入 

当直課長は、大容量空冷式発電機により受電したＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷

却）により燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時は、常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を余

熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入するために必要な燃

料取替用水タンクの水位が確保されている場合 

原子炉補機冷却機能喪失時に、Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）の故障等により、原

子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入す

るために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合 

 

ウ 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、可搬型注入ポンプにより淡水又は海水を原子炉へ注入する。水源は中間受

槽を使用する。中間受槽への供給は、淡水である宮山池を使用し、使用可能な淡水がない

場合は海水を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHRS‐CSS タイライン使用）の故障等によ

り、原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合 

 

(2) 代替再循環運転 

全交流動力電源喪失事象と１次冷却材喪失事象が同時に発生した場合 

ア Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充てん／高圧注入ポンプ（海水冷却）による高

圧再循環運転 

当直課長は、全交流動力電源喪失時は、移動式大容量ポンプ車により代替補機冷却水が

確保され、大容量空冷式発電機により受電したＢ余熱除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充て
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ん／高圧注入ポンプ（海水冷却）による代替再循環運転を行うとともに、移動式大容量ポ

ンプ車を用いたＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却によ

り原子炉格納容器内を冷却する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失事象と１次冷却材喪失事象が同時に発生した場合に、移動式大容

量ポンプ車により代替補機冷却水が確保され、代替再循環運転をするために必要な原子

炉格納容器再循環サンプの水位が確保されている場合 

 

１次冷却材喪失時における再循環運転時に原子炉補機冷却機能が喪失した場合 

イ Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充てん／高圧注入ポンプ（海水冷却）による

高圧再循環運転 

当直課長は、原子炉補機冷却機能喪失時は、移動式大容量ポンプ車により代替補機冷

却水が確保され、Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充てん／高圧注入ポンプ（海水

冷却）による代替再循環運転を行うとともに、移動式大容量ポンプ車を用いたＡ、Ｂ格

納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器内を

冷却する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）の故障等により、再循環運転による原子炉への注入

を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、移動式大容量ポンプ車により

代替補機冷却水が確保され、再循環運転をするために必要な格納容器再循環サンプの水

位が確保されている場合 

 

(3) 原子炉格納容器隔離弁の閉止 

当直課長は、全交流動力電源喪失時、１次冷却材ポンプシール部へのシール水注水機能

及びサーマルバリアの冷却機能が喪失することにより、１次冷却材ポンプシール部から１

次冷却材が漏えいするおそれがあるため、１次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等を閉止す

る。 

隔離は、大容量空冷式発電機により電源が確保されれば、中央制御室にて１次冷却材ポ

ンプシール戻り隔離弁を閉止し、非常用炉心冷却設備作動信号が発信する場合は、作動す

る原子炉格納容器隔離弁の閉止を確認する。 

なお、隔離弁等の電源が回復していない場合は、現場にて閉止する。 

ア 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時に、外部電源受電操作及びディーゼル発電機の起動操作を実施し

ても、母線電圧が確立しない場合 

 

（配慮すべき事項） 

１ 優先順位 

(1) 代替炉心注入に使用する補機の優先順位は、使用準備時間が早く、注入流量が大きい常

設電動注入ポンプを優先する。次にＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）を使用する。

可搬型注入ポンプは、使用準備に時間を要することから、あらかじめ可搬型注入ポンプ等

の運搬、設置及び接続の準備を行い、多様性拡張設備を含む他の注入手段がなければ使用

する。 

(2) 原子炉補機冷却機能喪失時に代替再循環運転に使用する機器の優先順位は、多様性拡張

設備であるが使用準備時間が早いＡ余熱除去ポンプ（空調用冷水）を優先し、次にＢ余熱

除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充てん／高圧注入ポンプ（海水冷却）を使用する。 

(3) 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により原子炉への注入機能が喪失した

場合、代替炉心注入により原子炉へ注入し、格納容器再循環サンプが再循環可能水位とな
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れば、代替再循環を実施し、原子炉を冷却する。 

 

２ 常設電動注入ポンプの注入先について 

全交流動力電源喪失と１次冷却材喪失事象が同時に発生した場合の常設電動注入ポンプ

の注入先については、１次冷却材圧力が蓄圧タンク動作圧力まで急激に低下しない場合

は、常設電動注入ポンプの注入先を炉心注入とする準備を行い、大容量空冷式発電機より

受電すれば、代替炉心注入を行う。また、対応途中で、事象が進展し炉心損傷と判断すれ

ば、注入先を格納容器スプレイへ変更するとともに、その後、Ｂ充てん／高圧注入ポンプ

（自己冷却）により代替炉心注入を行う。 

 

３ 作業性 

常設電動注入ポンプの水源確保及びＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）の補機冷却

水確保に係るディスタンスピース取替えについては、速やかに作業ができるように作業場

所近傍に使用工具を配備する。 

可搬型注入ポンプによる原子炉への注入に係る可搬型ホース等の取付けについては、速

やかに作業ができるように可搬型注入ポンプの保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 

 

溶融デブリが原子炉容器内に残存する場合 

１ 原子炉格納容器水張り 

当直課長は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉格納容器圧力と

温度又は可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度(SA)用）の温

度差の変化により原子炉格納容器内が過熱状態であり原子炉容器内に溶融デブリが残存し

ていると判断した場合、原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器内自然対流

冷却を確認するとともに、格納容器スプレイポンプにより残存溶融デブリを冷却し格納容

器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却に影響しない上限の高さ(約

5,600m

3

)まで燃料取替用水タンク水を原子炉格納容器内へ注水する。 

格納容器スプレイポンプが使用できない場合は、常設電動注入ポンプにより燃料取替用

水タンク水を原子炉格納容器内へ注水する。燃料取替用水タンクが使用できない場合は、

復水タンクを使用する。 

(1) 手順着手の判断基準 

炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉格納容器圧力と温度の上昇又は

可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度(SA)用）の温度差の変化

により原子炉格納容器内が過熱状態であると判断した場合 

 

（配慮すべき事項） 

１ 残存デブリ冷却時の１次冷却材圧力監視について 

原子炉容器内に溶融デブリが残存していると判断した場合、炉心冠水操作を実施する際

は１次冷却材圧力を監視する。１次冷却材圧力が原子炉格納容器圧力より高い場合は溶融

デブリの冷却が阻害される場合があるため、加圧器逃がし弁を開弁し原子炉容器内と原子

炉格納容器を均圧させる。 

 

２ 残存デブリ冷却時の注水量について 

原子炉格納容器への注水量は、原子炉格納容器水位監視装置、SA 用低圧炉心注入及びス

プレイ積算流量計、Ａ格納容器スプレイ冷却器出口積算流量計、燃料取替用水タンク水位

の収支により把握する。 
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残存デブリの影響を防止するための原子炉格納容器への注水量は、残存デブリを冷却

し、格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却に影響しない上限の高

さ(約 5,600m

3

)までとし、注水後も残存デブリの冷却が必要な場合は、さらに、格納容器再

循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却を阻害しない高さまで原子炉格納容器

内へ注水する。 

 

３ 炉心損傷後の再循環運転について 

炉心が損傷した場合、格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却に

加え格納容器スプレイポンプによる再循環運転を行う場合は、原子炉格納容器圧力及び原

子炉格納容器内高レンジエリアモニタＢ（高レンジ）等により、原子炉格納容器圧力の推

移及び炉心損傷度合いを監視し、再循環運転を実施した場合の原子炉格納容器圧力低減効

果、ポンプ及び配管の周辺線量上昇による被ばく等の影響を評価し、実施の可否を検討す

る。 

 

１次冷却材喪失事象が発生していない場合 

１ フロントライン系故障時 

(1) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

ア 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水 

当直課長は、余熱除去設備である余熱除去ポンプの故障等により崩壊熱除去機能が喪

失した場合、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプにより復水タンク水を

蒸気発生器へ注水する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余熱除去ルー

プ流量等にて確認できない場合において、２次冷却系の除熱に必要な復水タンク水位が

確保されている場合 

 

(2) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

ア 主蒸気逃がし弁による蒸気放出 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保されている場合は、中央制御室にて主蒸気逃が

し弁を開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

全交流動力電源喪失等により主蒸気逃がし弁が中央制御室から操作できない場合、現場

にて手動により主蒸気逃がし弁を開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余熱除去ループ

流量等にて確認できない場合において、蒸気発生器へ注水されていることを補助給水流量

等により確認できた場合 

 

(3) 蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード 

当直課長は、主蒸気逃がし弁による２次系冷却の効果がなくなり、余熱除去設備が使用

できない場合において、低温停止に移行する場合は蒸気発生器２次側のフィードアンドブ

リードを行う。なお、蒸気発生器への注水は電動補助給水ポンプにより復水タンク水を注

水する。 

ア 手順着手の判断基準 

余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余熱除去ループ

流量等にて確認できない場合において、低温停止に移行する場合 
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２ サポート系故障時 

(1) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

ア 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水 

当直課長は、余熱除去設備である余熱除去ポンプの故障等により崩壊熱除去機能が喪失

した場合、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプにより復水タンク水を蒸気

発生器へ注水する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余熱除去ループ流量

等にて確認できない場合において、２次冷却系の除熱に必要な復水タンク水位が確保さ

れている場合 

 

(2) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

ア 現場手動操作での主蒸気逃がし弁による蒸気放出 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保されている場合は、中央制御室にて主蒸気逃が

し弁を開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

全交流動力電源喪失等により主蒸気逃がし弁が中央制御室から操作できない場合、現場

にて手動により主蒸気逃がし弁を開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余熱除去ループ流量

等にて確認できない場合において、蒸気発生器へ注水されていることを補助給水流量等

により確認できる場合 

 

(3) 蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード 

当直課長は、主蒸気逃がし弁による２次系冷却の効果がなくなり、余熱除去設備が使用

できない場合において、低温停止に移行する場合は蒸気発生器２次側のフィードアンドブ

リードを行う。なお、蒸気発生器への注水は電動補助給水ポンプにより復水タンク水を注

水する。 

ア 手順着手の判断基準 

全交流動力電源が喪失し、代替電源により給電後、余熱除去設備による崩壊熱除去機能

を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、低温停止に移行する場合 

 

運転停止中の場合 

１ フロントライン系故障時 

(1) 炉心注入／代替炉心注入 

当直課長は、運転停止中に余熱除去設備である余熱除去ポンプの故障等により崩壊熱除

去機能が喪失した場合、以下の手順により燃料取替用水タンク水等を原子炉へ注入する。 

ア 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注入 

当直課長は、充てん／高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入す

る。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を

余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入するために必要な

燃料取替用水タンク水位が確保されている場合 

 

イ Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）による代替炉心注入 

当直課長は、Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）により燃料取替

用水タンク水を原子炉へ注入する。 
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(ｱ) 手順着手の判断基準 

燃料取替用水タンク重力注入により原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確認で

きない場合において、燃料取替用水タンクの水位が確認されている場合 

 

ウ 常設電動注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入する。常

設電動注入ポンプの水源として燃料取替用水タンクが使用できない場合は、復水タンクを

使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）の故障等により、原子炉へ

の注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入するため

に必要な燃料取替用水タンク等の水位が確保されている場合 

 

エ 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、可搬型注入ポンプにより淡水又は海水を原子炉へ注入する。水源は中間受

槽を使用する。中間受槽への供給は、淡水である宮山池を使用し、使用可能な淡水がない

場合は海水を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確

認できない場合 

 

(2) 代替再循環運転 

ア Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS‐CSS タイライン使用）による代替再循環運転 

当直課長は、運転停止中に、余熱除去設備である余熱除去ポンプの故障等により崩壊熱

除去機能が喪失した場合、炉心注入又は代替炉心注入により燃料取替用水タンク水等を原

子炉へ注入後、格納容器再循環サンプに水源を切替えて、Ａ格納容器スプレイポンプ

（RHRS-CSS タイライン使用）及びＡ格納容器スプレイ冷却器により格納容器再循環サン

プ水を原子炉へ注入する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、原子炉への注入を余熱除去ループ流量

等にて確認できない場合において、再循環運転をするために必要な格納容器再循環サン

プの広域水位が確保されている場合 

 

(3) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

ア 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水 

当直課長は、運転停止中に余熱除去設備である余熱除去ポンプの故障等により崩壊熱除

去機能が喪失した場合で、かつ、１次冷却系統に開口部がない場合は、電動補助給水ポン

プ又はタービン動補助給水ポンプにより復水タンク水を蒸気発生器へ注水する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、崩壊熱除去機能が余熱除去ループ流量

等にて確認できない場合において、１次冷却系統に開口部がなく、２次冷却系による除

熱に必要な復水タンク水位が確保されている場合 

 

(4) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

ア 主蒸気逃がし弁による蒸気放出 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保された場合は、中央制御室にて主蒸気逃がし弁

を開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 



 3.1-42

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、崩壊熱除去機能が余熱除去ループ流量

等にて確認できない場合において、蒸気発生器へ注水されていることを補助給水流量等

により確認できる場合 

 

(5) 蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード 

当直課長は、主蒸気逃がし弁による２次系冷却の効果がなくなり、余熱除去設備が使用

できない場合において、低温停止に移行する場合は蒸気発生器２次側のフィードアンドブ

リードを行う。なお、蒸気発生器への注水は電動補助給水ポンプにより復水タンク水を注

水する。 

ア 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余

熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、低温停止に移行する場合 

 

（配慮すべき事項） 

１ 優先順位 

運転停止中に余熱除去設備の故障等により崩壊熱除去機能が喪失した場合で、かつ、１

次冷却系統に開口部がない場合は、蒸気発生器２次側による炉心冷却を優先する。 

蒸気発生器２次側による炉心冷却ができない場合は、炉心注入又は代替炉心注入による

炉心冷却を行い、格納容器再循環サンプが再循環可能水位となれば、代替再循環を実施

し、原子炉を冷却する。 

炉心注入、代替炉心注入に使用する補機の優先順位は、中央制御室で操作可能であり系

統構成の容易な充てん／高圧注入ポンプを優先する。次に使用準備の時間が早いＡ格納容

器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）を使用し、次に常設電動注入ポンプを使用

する。可搬型注入ポンプは使用準備に時間を要することから、あらかじめ可搬型注入ポン

プ等の運搬、設置及び接続の準備を行い、多様性拡張設備を含む他の注入手段がなければ

使用する。 

 

２ 作業性 

常設電動注入ポンプの水源確保に係るディスタンスピース取替えについては、速やかに

作業ができるように作業場所近傍に使用工具を配備する。 

可搬型注入ポンプによる原子炉への注入に係る可搬型ホース等の取付けについては、速

やかに作業ができるように可搬型注入ポンプの保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 

２ サポート系故障時 

(1) 代替炉心注入 

当直課長は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により崩壊熱除去機能が

喪失した場合、以下の手順により燃料取替用水タンク水等を原子炉へ注入する。 

ア 常設電動注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、大容量空冷式発電機により受電した常設電動注入ポンプにて燃料取替用水

タンク水を原子炉へ注入する。常設電動注入ポンプの水源として燃料取替用水タンクが使

用できない場合は、復水タンクを使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に全交流動力電源又は原子炉補機冷却水が喪失し、余熱除去設備による崩

壊熱除去機能が余熱除去ループ流量にて確認できない場合 
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イ Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入 

当直課長は、大容量空冷式発電機により受電したＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷

却）にて燃料取替用水タンク水を原子炉へ注入する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に全交流動力電源が喪失し、常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉

への注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ注入するた

めに必要な燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合 

また、原子炉補機冷却機能喪失時は、Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）の故障等によ

り、原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、原子炉へ

注入するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合 

 

ウ 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入 

当直課長は、可搬型注入ポンプにより淡水又は海水を原子炉へ注入する。水源は中間受

槽を使用する。中間受槽への供給は、淡水である宮山池を使用し、使用可能な淡水がない

場合は海水を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHRS‐CSS タイライン使用）の故障等によ

り、原子炉への注入を余熱除去ループ流量等にて確認できない場合 

 

(2) 代替再循環運転 

運転停止中において全交流動力電源喪失事象が発生した場合 

ア Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）による低圧再循環運転 

当直課長は、運転停止中において、全交流動力電源喪失時は、移動式大容量ポンプ車に

より代替補機冷却水が確保され、大容量空冷式発電機により受電したＢ余熱除去ポンプ

（海水冷却）による代替再循環運転を行うとともに、移動式大容量ポンプ車を用いたＡ、

Ｂ格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器内

を冷却する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に全交流動力電源喪失事象が発生した場合に、移動式大容量ポンプ車によ

り代替補機冷却水が確保され、再循環運転をするために必要な格納容器再循環サンプの

水位が確保されている場合 

 

運転停止中において原子炉補機冷却機能喪失事象が発生した場合 

イ Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）による低圧再循環運転 

当直課長は、運転停止中において、原子炉補機冷却機能喪失時は、移動式大容量ポンプ

車により代替補機冷却水が確保され、大容量空冷式発電機により受電したＢ余熱除去ポン

プ（海水冷却）による代替再循環運転を行うとともに、移動式大容量ポンプ車を用いた

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容

器内を冷却する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）の故障等により、再循環運転による原子炉への注入

を余熱除去ループ流量等により確認できない場合において、移動式大容量ポンプ車によ

り代替補機冷却水が確保され、再循環運転をするために必要な格納容器再循環サンプの

水位が確保されている場合 

 

(3) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

ア 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水 
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当直課長は、全交流動力電源喪失時又は原子炉補機冷却機能喪失時に１次冷却系統に開

口部がない場合は、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプにより復水タンク

水を蒸気発生器へ注水する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により、余熱除

去設備による崩壊熱除去機能が余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、

１次冷却系統に開口部がなく、２次冷却系による除熱に必要な復水タンク水位が確保さ

れている場合 

 

(4) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

ア 現場手動操作での主蒸気逃がし弁による蒸気放出 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保された場合は、現場にて主蒸気逃がし弁を手動

により開とし、蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

運転停止中に全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により、余熱除去設備

による崩壊熱除去機能が余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、蒸気発

生器へ注水されていることを補助給水流量等により確認できる場合 

 

(5) 蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード 

当直課長は、主蒸気逃がし弁による２次系冷却の効果がなくなり、余熱除去設備が使用

できない場合において、低温停止に移行する場合は蒸気発生器２次側のフィードアンドブ

リードを行う。なお、蒸気発生器への注水は電動補助給水ポンプにより復水タンク水を注

水する。 

ア 手順着手の判断基準 

運転停止中に余熱除去ポンプの故障等により、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を

余熱除去ループ流量等にて確認できない場合において、低温停止に移行する場合 

 

（配慮すべき事項） 

１ 優先順位 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失により崩壊熱除去機能が喪失した場合

で、かつ、１次冷却系統に開口部がない場合は、蒸気発生器２次側による炉心冷却を実施

する。 

蒸気発生器２次側による炉心冷却ができない場合は、代替炉心注入による炉心冷却を行

い、格納容器再循環サンプが再循環可能水位となれば、代替再循環を実施し、原子炉を冷

却する。 

代替炉心注入に使用する補機の優先順位は、電源が回復しない場合でも注入が可能な多

様性拡張設備である燃料取替用水タンクからの重力注入を優先する。並行して、使用準備

時間が早く、注入流量が大きい常設電動注入ポンプを準備し、準備が整えば使用する。次

にＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）を使用する。可搬型注入ポンプは、使用準備に

時間を要することから、あらかじめ可搬型注入ポンプ等の運搬、設置及び接続の準備を行

い、多様性拡張設備を含む他の注入手段がなければ使用する。 

原子炉補機冷却機能喪失時に代替再循環運転に使用する機器の優先順位は、多様性拡張

設備であるが使用準備時間が早いＡ余熱除去ポンプ（空調用冷水）を優先し、次にＢ余熱

除去ポンプ（海水冷却）を使用する。 

 

２ 作業性 

常設電動注入ポンプの水源確保及びＢ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）の補機冷却
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水確保に係るディスタンスピース取替えについては、速やかに作業ができるように作業場

所近傍に使用工具を配備する。 

可搬型注入ポンプによる原子炉への注入に係る可搬型ホース等の取付けについては、速

やかに作業ができるように可搬型注入ポンプの保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 

 

３ 原子炉格納容器内からの退避 

当直課長は、運転停止中において、全交流動力電源喪失等により余熱除去冷却系の機能

が喪失した場合又は１次冷却材が流出した場合、燃料取替用水タンクの保有水を充てん／

高圧注入ポンプ等にて原子炉へ注入し、開放中の加圧器安全弁から原子炉格納容器内へ蒸

散させることにより原子炉を冷却する。この場合は、原子炉格納容器内の雰囲気悪化から

原子炉格納容器内の作業員を守るために作業員を退避させる。 

また、運転停止中に１次冷却材系統の希釈事象が発生し、中性子源領域中性子束が上昇

した場合は、臨界になる可能性があるため原子炉格納容器内の作業員を守るために作業員

を退避させる。 

(1) 手順着手の判断基準 

運転停止中に全交流動力電源喪失等により、余熱除去ループ流量等にて余熱除去系の機

能が喪失した場合又は格納容器再循環サンプの水位等にて１次冷却材の流出を確認した場

合。 

また、運転停止中に１次冷却材系統の希釈事象が発生し、中性子源領域中性子束の上昇

により中性子源領域炉停止時中性子束高警報が発信した場合。 

 

③ 復旧に係る手順等 

当直課長は、全交流動力電源が喪失した場合は、代替電源からの給電により設計基準事故

対処設備の起動及び十分な期間の運転を継続させる。 

１ 電源確保 

全交流動力電源喪失時は、代替電源設備により常設電動注入ポンプ、Ｂ充てん／高圧注

入ポンプ（自己冷却）へ給電する。 

給電の手順は、表-14「電源の確保に関する手順等」参照 

 

２ 燃料補給 

可搬型電動ポンプ用発電機及び可搬型ディーゼル注入ポンプへの給油は、定格負荷運転

における燃料補給作業着手時間となれば燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを用いて実施

する。その後の給油は、定格負荷運転時の給油間隔を目安に実施する。 

燃料を補給する手順は、表-6「原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」参照 

 

 

 

 

 

 

以降、上記同様に作成 
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d.第 129 条（所員への保安教育）、第 130 条（請負会社従業員への保安教育） 

【記載の要点】 

○重大事故等及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関

わる者に対する教育訓練を、第129条（所員への保安教育）、第130条（請負会

社従業員への保安教育）へ追加。 

○非常の場合に講ずべき処置に関する教育として、重大事故等発生時及び大規模

損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する事項を含める。 

○実施時期は年１回以上とし、反復教育を行う。 

 

【記載例】 

（所員への保安教育） 

第129条 各課（室、センター）長は、「教育訓練基準」に基づき、次に定める事項を実

施する。 

(1)  原子力訓練センター所長は、毎年度、原子炉施設の運転及び管理を行う所員への

保安教育の実施計画を表129-1、表129-2及び表129-3の実施方針に基づいて作成し、

主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

（以下、省略） 

 

 

表129-1 保安教育の実施方針（総括表） 

保安教育の内容 対象者と教育時間 

大分類 

中分類 

(実用炉規

則第92条

の内容) 

小分類 

(項目) 

内容 

実施 

時期 

運転員 

＜分類 

省略＞ 

燃料取替の

業務に関わ

る者 

左記以外の 

技術系所員 

事務系所員 

その他

反復教

育 

非常の場合に講ず

べき処置に関する

こと 

緊急事態応急対策

等、原子力防災対

策活動に関するこ

と 

１回／年

以上 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間以

上) 

◎ 

(１時間以

上) 

重大事故等及び大

規模損壊発生時に

おける原子炉施設

の保全のための活

動に関すること 
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（請負会社従業員への保安教育） 

第130条 各課長（当直課長を除く。）、原子力訓練センター所長及び総務課長は、「教

育訓練基準」に基づき、次に定める事項を実施する。 

(1)  各課長（当直課長を除く。）、原子力訓練センター所長及び総務課長は、原子炉

施設に関する作業を請負会社が行う場合は、当該請負会社従業員の発電所入所時に安全

上必要な教育が表130-1の実施方針に基づいて実施されていることを確認する。なお、

教育の実施状況を確認するため、教育現場に適宜立ち会う。 

ただし、所長により別途承認された基準に従い、各項目の全部又は一部について十分

な知識及び技能を有していると認めた者については、該当する教育について省略するこ

とができる。 

（途中省略） 

(4)  各課長（当直課長を除く。）及び総務課長は、重大事故等及び大規模損壊発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合

は、当該業務に従事する請負会社従業員に対し、安全上必要な教育が表129-1の実施方

針のうち「左記以外の技術系所員」に準じる保安教育「重大事故等及び大規模損壊発生

時における原子炉施設の保全のための活動に関すること」の実施計画を定めていること

を確認し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

(5)  各課長（当直課長を除く。）及び総務課長は、(3)、(4)及び(4)の保安教育の実施

計画に基づいた保安教育が実施されていることを確認し、年度ごとにその実施結果を所

長に報告する。なお、教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

（以下、省略） 
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3.1.3 重大事故等発生時、大規模損壊発生時における体制整備の運用について 

重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制整備後の運用において考

慮すべき事項について以下のとおり対応する。 

 

（１）訓練実施に伴う可搬設備の運用について 

可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則により「原子炉建屋か

らの離隔」「共通要因による故障を防止するための分散配置」が要求されている。 

訓練の実施に当たっては、保管場所から機器を移動して訓練を行うことから、本

来の状況から変わっていることを認識し、訓練要員および重大事故等対処を行う要

員間で、その場合に事故が発生したときの対応について認識を合わせた上で実施す

る。 

その認識合わせにおいて例えば、 

・一方の可搬設備の訓練時においては、他方の可搬設備を保管場所に残した上

で、これらの設備の離隔を確保し、位置的分散を確保する。 

・上述の位置的分散が確保できない場合には、α機器（予備機）の配置場所を

移動する等の考慮(位置的分散の確保)を行う。 

・資機材を展開していることから、その状態から必要な対応を開始できること

の考慮(作業時間の確保のため、展開した資機材は用いなくても対応できる

予備品を確保する等)を行ったうえで実施する。 

・訓練中は、常に訓練要員を可搬型車両等に待機させ、訓練実施中に重大事故

等が発生した場合は、速やかに所定の場所へ移動することを確認したうえで

実施する。 

 

（２）可搬型重大事故等対処設備を運用するための要員数について 

可搬型重大事故等対処設備を所定の時間内に活用するための運用を実現するため、

設備と要員で担保している。この場合、設備の不具合についてはＬＣＯで確認して

いるが、要員の確保については体制管理を実施しており、要員数が不足しないよう

に管理していることから、問題ないと考える。しかし、万一人命、身体の安全に係

る急病が発生し、発電所や所定の待機場所に余裕の要員が不在の場合は、欠員状態

が発生することから、この状態を速やかに解除できる運用を定めておく。 

具体的には、要員の交替管理、要員の所在管理及び集団食中毒のような事態も踏

まえた交替要員の管理（交替要員の所在管理）等、休日、時間外（夜間）も含めた

要員の体制に係る管理方法を定め、実施する。要員の体制管理の対応例を「【要員

の体制管理の対応例】」に示す。 

 

（３）プラント運転状態に応じた要員数の管理について 

重大事故等発生時に必要な要員は、「3.1.2 保安規定の記載内容について」に
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基づき、保安規定に記載し、維持管理される。 

また、原子炉内に燃料が無い場合には炉心損傷防止、原子炉格納容器破損防

止の活動が必要となるような事象は発生しないため、ＳＦＰの燃料損傷防止のた

めの活動（アクセスルート復旧、消防活動等も含む）に係る要員のみが必要であ

り、プラント運転状態に応じて必要な要員数は削減可能である。 

この場合、以下の条件を満足することを前提に、保安規定にプラント状態

（運転モード）別に必要人数を定め、管理する。 

 

＜必要要員数の条件＞ 

① 運転員等の必要な要員数については、設置許可（技術的能力 1.11～1.19）

に係る各手順における必要な要員数とし、運転モード毎に必要な技術的能

力の各手順は、「4.3 (1)f. LCO 適用モード」に基づき整理する。 

なお、各手順の直接的な対応に限らず、号炉毎の運転操作指揮、号炉間連

絡・運転操作助勢に係る要員についても必要な要員数に加える。 

② 上記①の必要な要員数においても、大規模損壊対応のケーススタディにお

いて対応可能であることが確認されること。 

③ 上記①②により整理された要員数について、設置許可の記載と不整合とな

らないこと。 

 

以上のような観点も含めて、訓練、要員の配置に係る事項として保安規定の

添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に記載する。 
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【要員の体制管理の対応例】 

１．ＳＡ要員の体制管理 

（1） ＳＡ要員の配置 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するためのＳＡ要員は、必要な 

措置を行うために、発電所構内及び近傍に常時、必要な要員数を配置する。 

 

（2） ＳＡ要員の体制管理 

ＳＡ要員は、要員の交替、要員の所在等、ＳＡ要員の体制に係る管理を行う。 

なお、運転員（当直員）等、交替勤務者は、既存の交替勤務に係る管理を行う。 

 

２．要員の欠員を踏まえたＳＡ要員の体制管理 

集団食中毒のような事態により要員に欠員が生じた場合の措置及び成立性の確認訓練

において、その訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断した場合の措置を以下

のとおり、保安規定の「第 12 条（運転員等の確保）」及び「添付３ 重大事故等及び

大規模損壊対応に係る実施基準」に規定する。 

（1） 集団食中毒のような事態（（2）項の事態以外）により要員に欠員が生じた場合 

ａ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場

合、原子力発電所の運転管理、設備管理をはじめ、安全確保に係る管理業務を最優

先に継続する体制を構築する。 

また、新感染症のまん延期においては、法令、保安規定を遵守するために必要な

業務等、必要不可欠な安全確保に係る管理業務を最優先に継続する。 

 

ｂ．保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者に欠員が生じた場合は、

休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。 

 

ｃ．保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者の補充の見込みが立たな

いと判断した場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停

止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。 

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速や

かに、実施する。 

また、ｂ項の措置は、復帰するまで実施する。 

 

（2） 成立性の確認訓練において、成立性の確認訓練に係る者が、力量を確保できていな

いと判断したことにより要員に欠員が生じた場合 

ａ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評価の成立

性確認、中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練による有効性評価の
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成立性確認）において、その訓練に係る者が、役割に応じた必要な力量（以下、要

員の体制管理（例）内において「力量」という。）を確保できていないと判断した

場合は、速やかに、保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者を確保

する体制から、力量が確保できていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術

者の確認、所長の承認を得て、体制を構築する。 

 

ｂ．ａ項の訓練うち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、除外された

者と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、その結果、

力量を確保できる見込みが立たないと判断した場合は、ｆ項の措置を講じる。 

 

ｃ．ａ項を受け、力量が確保できていないと判断された者については、教育訓練等に

より、力量が確保されていることを確認した後、原子炉主任技術者の確認、所長の

承認を得て、保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者を確保する体

制に復帰させる。 

 

ｄ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認、技術的能力の成立性確認及び机上訓練

による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていないと判断した場合

は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改

善等、必要な措置を講じる。 

（b） 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結果を踏ま

え、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対象に、力量の

維持向上訓練を実施した後、役割に応じた要員により成立性の確認訓練を実施

し、力量が確保できていることを確認し、所長及び原子炉主任技術者に報告す

る。 

 

ｅ．現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていないと判断

した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改

善等、必要な措置を講じる。 

（b） 力量を確保できていないと判断された者と同じ役割の者に対して、必要な措置

の結果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対

象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確

認し、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（c） （b） 項の措置により、力量が確保できる見込みが立たないと判断した場合

は、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 
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（d） 力量を確保できていないと判断された者については、必要により、改めて原因

を分析、評価し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持向上訓練を実施した

後、力量を確保できていないと判断された成立性の確認訓練を実施し、力量が確

保できていることを確認する。 

（e） （d） 項の措置により、力量が確保できていると判断した場合は、所長及び原

子炉主任技術者に報告する。 

 

ｆ．ｂ項の措置を受け、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停

止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止

の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施する。 

 

３．完了時間の運用 

（1） 保安規定の「速やかに」の定義 

ａ．第３節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するものであるが、

一義的に時間を決められないものであり、意図的に遅延させることなく行うことを

意味する。 

なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的

に実施する準備（関係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行う

こと。）が整い次第行う活動を意味する。 

 

ｂ．複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている場合は、い

ずれか１つの要求される措置を「速やかに」実施し、引き続き遅滞なく、残りの要

求される措置を実施する。 

 

（2）２項の「速やかに」等の運用 

ａ．集団食中毒のような事態（（2）項の事態以外）により要員に欠員が生じ、保安

規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、

時間外（夜間）を含め補充を行う。 

（a） 「休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。」の説明 

○ 保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者に欠員が生じた

場合は、休日、時間外（夜間）を含め、以下の非常召集ルートを使用した

召集時間を目安に、要員の補充を行う。 

・発電所近傍に居る社員      ：約 30 分 

・非常召集ルートを使用した召集時間：約１時間～約７時間 30 分 
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（b） 要員の体制管理 

○ 配置（業務）中の要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、対

象者を速やかに、病院へ搬送するなど、人命、身体の安全を優先する措置

を講じ、体調に問題のない要員と交替し、体制を構成する。 

○ 休日、時間外（夜間）に事態が発生した場合に備えて、交替要員の所在

管理等、要員の体制に係る管理を行う。 

○ 休日、時間外（夜間）に事態が発生した場合は、必要な措置を実施する

まで、あらかじめ所在管理を行っている要員と交替し、体制を構成する。 

なお、要員を対象者の人数確保するに当たっては、非常召集する発電所

近傍に居る社員を優先し、その他召集ルートからから召集してくる要員に

より対応する。 

○ 交替する要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、体調に問題

のない要員と交替し、体制を構成する。 

なお、体制を構成し、交替する要員が配置するまでは、配置（業務）中

の要員が、対応を継続する。 

 

ｂ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評価の成立

性確認、中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練による有効性評価の

成立性確認）において、その訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断した

場合は、速やかに、保安規定（表 12－１及び表 12－３）に定める人数の者を確保

する体制から、力量が確保できていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術

者の確認、所長の承認を得て、体制を構築する。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ （b）項の管理を行うことで、速やかに（短時間）に対応を行う。 

（b） 要員の体制管理 

○ 成立性の確認訓練において、その訓練に係る者が、必要な力量を確保で

きていないと判断した場合でも、速やかに、保安規定（表 12－１及び表

12－３）に定める人数の者を確保し、体制が構成できるように要員の体制

管理を行う。 

 

ｃ．現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていないと判断

した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ 現場訓練による有効性評価の成立性確認の成立性の確認により、力量を

確保できていないと判断した場合は、その原因を分析、評価し、改善等、

必要な措置を講じる。 
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○ 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結果を

踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対象

に、力量の維持向上の訓練を実施した後、役割に応じた要員により成立性

の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認する。 

（b）措置の完了目標 

○ 約７日～約 10 日 

 

ｄ．原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停

止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止の措置の実施に当た

っては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施する。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ 原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速

やかに、実施する。 

（b） 原子炉停止の措置の完了目標（例） 

○ モード３ 12 時間 

○ モード４ 36 時間 

○ モード５ 56 時間 

 

 

 

 



3.2-1 

3.2 火災発生時、内部溢水発生時、火山影響等発生時、その他自然災害等

※１

（地震、

津波、竜巻及び火山活動のモニタリング等）、並びに想定される人為事象のう

ち、航空機の墜落（航空路の変更状況））及びその他要求事項（誤操作の防止、

安全避難通路、安全施設、全交流動力電源喪失時対策設備、燃料体等の取扱施

設及び貯蔵施設、原子炉冷却材圧力バウンダリ、計測制御系統施設、安全保護

回路、中央制御室、監視設備、保安電源設備、緊急時対策所、通信連絡設備

(以下、誤操作防止等という。)）に係る保安規定の記載について 

※１：その他自然災害等に係る保安規定の記載は、原子炉設置変更許可申請

書の記載に準じて保安規定に記載する。（以下、本項において同じ） 

 

3.2.1 概 要 

発電用原子炉施設において、火災が発生した場合、内部溢水が発生した場合、

火山現象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下、火山影響等

発生時という。）において当該事故等に適切に対処するためには、火災、内部溢

水及び火山影響等発生時に対応するために必要な要員の配置、火災、内部溢水及

び火山影響等発生時に対処設備を十分に活用するための手順書の整備、活動を行

うために必要な要員に対する教育・訓練の実施等、運用面での体制をあらかじめ

整備するとともに、運転段階の運用においてもそれら体制が維持管理されていか

なければならない。また、設計基準対象施設に対する省令改正内容を踏まえた対

応についても運用面での体制をあらかじめ整備するとともに、運転段階の運用に

おいてもそれら体制が維持管理されていかなければならない。 

従って、火災、内部溢水及び火山影響等発生時並びにその他設計基準対象施設

における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関して、発電

用原子炉設置者が運用を行っていく中において遵守しなければならない事項は発

電用原子炉設置者が構築するＱＭＳ文書体系の上位に位置付けられる保安規定に

規定する必要がある。 

また、設計上要求される設計基準対象施設に対する損傷防止について、設備維

持・運用で担保する事項に関しても、同様に保安規定に規定する必要がある。 

以上を踏まえ、「実用炉規則」、「設置許可基準規則」、「技術基準規則」、

「保安規定審査基準」及び「火災防護審査基準」の規制要求事項を満足するため

に、保安規定に規定する事項の記載内容及び下部規定に記載すべき内容について

は、「2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について」及び「2.3

上流文書からの要求事項」に示す考え方に従う。 

 

3.2.2 保安規定の記載内容について 

保安規定の本文の具体的な記載としては、発電用原子炉施設の保全のために必

要な体制を整備し、その体制を運転段階の運用の中においても維持管理していく



3.2-2 

ためには、保安規定第３条（品質保証計画）に示すとおり、体制の整備に係る計

画を策定し、実施し、評価し、継続的に改善していく管理の枠組みを適切に構築

しておくことが重要である。 

よって、火災発生時については、保安規定審査基準の「火災発生時における発

電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備」にて定めることを求めら

れている内容を記載する。内部溢水発生時については、保安規定審査基準の「内

部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備」

にて定めることを求められている内容を記載する。火山影響等発生時については、

保安規定審査基準の「火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備」にて定めることを求められている内容を記載する。 

また、その他自然災害等（地震、津波、竜巻及び火山活動のモニタリング等）

についてもこれに準じて作成することとする。 

なお、その他、要求事項（誤操作の防止等）現状の保安規定にすでに規定され、

従来より適切に運用管理されていると考えられるものについては、例えば誤操作

の防止であれば、識別管理に関する方法についてマニュアルに定めることを規定

する等、個々の対応内容に応じて反映方法を検討する。 

保安規定の本文を踏まえた添付書類については、前記の各要求内容を踏まえて、

設置変更許可申請書に記載している内容のうち、運用で担保すべき内容及びその

活動に必要な資機材管理について保安規定に記載する。具体的には 3.2.2.1 から

3.2.2.6 において記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安管理体制 

保安規定第４条に保安に関する組織の体制を定めており、その

体制の下、火災・内部溢水・火山影響等・その他自然災害発生

時における体制（要員の配置、教育及び訓練等）等を整備。 

火災・内部溢水・火山影響等発生時の 

体制の整備(本文) 

保安規定審査基準要求内容を踏まえて記載 

その他自然災害等発生時等の 

体制の整備(本文) 

火災の記載内容に準じて記載 

要員の配置 資機材の配備 

教育及び訓練 活動(手順書) 

要員の配置 資機材の配備 

教育及び訓練 活動(手順書) 

添付資料 火災、内部溢水、火山影響等発生時 

及びその他自然災害対応に係る実施基準 

火災・内部溢水・火山影響等・その他自然災害発生

時については、各災害発生時において、安全施設が安

全機能を損なわないために必要となる運用として、設

置変更許可申請書に規定された運用すべき活動計画を

記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管

理することを規定する。 

なお、その他自然災害発生時においては、設置変更

許可申請書において運用すべき事項を規定する地震、

津波、竜巻及び火山活動のモニタリングを添付書類に

整備する。 

その他要求事項の記載内容(本文) 

 

現状の保安規定にすでに規定され、従来より適

切に運用管理されていると考えられるものについ

ては、例えば誤操作の防止であれば、識別管理に

関する方法についてマニュアルに定めることを規

定する等、個々の対応内容に応じて反映方法を検

討する。 

火山活動のモニタリング等(本文) 
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3.2.2.1 火災発生時の対応体制について 

  3.2.2 に示す保安規定本文に記載すべき事項を踏まえ、保安規定の添付書類

に、火災防護審査基準の要求である火災防護計画で定めるべき内容を、火災

発生の防止、火災を早期に感知して速やかな消火、火災による影響の軽減(影

響の評価)の観点で記載することとする。 

  以上の火災発生時の対応体制に関する保安規定の記載を踏まえて、火災防

護計画を２次文書に定め、実施すべき事項を規定することとする。 

  なお、火災発生時の対応体制に関しては、従来から保安規定に定めること

が求められていた「初期消火活動のための体制の整備」は、火災防護計画に

おいて初期消火活動も含めた消火活動全体の計画を定めることが求められて

いることから、火災防護計画等において規定することとする。 

 

3.2.2.2 内部溢水発生時の対応体制について 

  前項と同様、保安規定の添付書類に、災害発生時において、安全施設が安

全機能を損なわないために必要となる運用として、設置変更許可申請書に規

定された運用すべき活動計画を記載するとともに、その活動に必要となる資

機材を管理することを規定する。 

    以上の内部溢水に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施すべ

き事項を規定することとする。 

 

3.2.2.3 火山影響等発生時の対応体制について 

  前項と同様、保安規定の添付書類に、災害発生時において、安全施設が安

全機能を損なわないために必要となる運用として、設置変更許可申請書に規

定された運用、並びに火山影響等発生時の体制の整備として、非常用交流動

力電源設備の機能維持、代替電源設備その他の炉心を冷却する設備の機能維

持、交流動力電源喪失時の炉心の著しい損傷を防止するための対策及びその

他保全のための活動に必要な運用に係る活動計画を記載するとともに、その

活動に必要となる資機材を管理することについても規定する。 

また、この活動計画には、前兆事象を確認した時点において事前の対応を

行う場合、並びに原子炉の停止を行う場合、その判断基準を規定することと

する。 

    以上の火山影響等発生時に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に

実施すべき事項を規定することとする。 

 

3.2.2.4 その他自然災害等（地震、津波、竜巻及び火山活動のモニタリング等） 

  前項と同様、保安規定の添付書類には、災害発生時において、安全施設が

安全機能を損なわないために必要となる運用として、設置変更許可申請書に
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規定された地震、津波、竜巻及び火山活動のモニタリングに係る運用すべき

活動計画を記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管理すること

を規定する。 

その他自然災害発生時における対応については、例えば車両の退避などの

対応手順については保安規定添付２に基づき社内規定に定められるが、対応

する組織体制については、従前の保安規定に基づく作業管理の一環として実

施することを計画しており、新たに定めることを要しない場合がある。 

なお、地震、津波、竜巻及び火山活動のモニタリング以外で設置変更許可

申請書において考慮している自然現象として、洪水、風(台風)、凍結、降水、

積雪、落雷、地滑り、生物学的事象、高潮については、設計により安全機能

を損なわないことを規定していることから、保安規定の添付書類には規定す

る内容は無いと考える。 

 

  以上のその他自然災害に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実

施すべき事項を規定することとする。 

 

3.2.2.5 火災、内部溢水、その他自然災害の教育について 

  各災害発生時の教育については、設置変更許可申請書において実施するこ

とを定めているものについて、保安規定の添付書類に定め、計画する。 

この教育について、これら災害の特徴、基本的な対応の考え方及び手順等、

全所員に関わる事項の内容については、教育の対象者を全所員とし保安教育

に位置づけて実施する。また、中央への煙侵入阻止のための教育など、運転

操作の一貫である個別技能にかかるものについては、個別に教育対象者を定

め火災に係る条文の教育と位置づけて実施する場合がある。 

  また、この保安規定に基づく教育の記載を踏まえて、２次文書に実施すべ

き事項を規定することとする。 

 

3.2.2.6 火山影響等発生時の教育について 

火山影響等発生時の教育については、設置変更許可申請書において実施す

ることを定めているもの並びに発電用原子炉施設の保全のための活動に係る

ものについて、保安規定の添付書類に定め、計画する。 

この教育について、災害の特徴、基本的な対応の考え方及び手順等、全所

員に関わる事項の内容については、教育の対象者を全所員とし保安教育に位

置づけて実施する。また、発電用原子炉施設の保全のための活動に係るもの

については、個別に教育対象者を定め火山影響等発生時に係る条文の教育と

位置づけて実施する。 

  また、この保安規定に基づく教育の記載を踏まえて、２次文書に実施すべ
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き事項を規定することとする。 

 

3.2.2.7 その他、要求事項（誤操作の防止等）について 

その他の要求事項についても、原子炉施設の保安のために必要な対応であ

ることから、災害発生時において、安全施設が安全機能を損なわないために

必要となる運用として、設置変更許可申請書に規定された運用すべき活動計

画を記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管理することを規定

する。ただし、従来の保安規定条文に既に規定されているものはその条文で

取り扱うこととする。 

以上のその他要求事項に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実

施すべき事項を規定することとする。 

 

3.2.2.8 保安規定及び２次文書他の文書体系における記載内容の整理について 

以上の保安規定に記載すべき事項及び下部規定に記載すべき事項について

は、2.2 及び 2.3 に従い計画する。また、保安規定に紐づく社内文書体系につ

いては、第１－１図規定文書体系（例）に示すとおりである。 
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【記載例】 

 

（火災発生時の体制の整備） 

第 17 条 防災課長は、火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における

原子炉施設の保全のための活動

※１

を行う体制の整備として、次の各号を含む火災

防護計画を策定し、所長の承認を得る。また、火災防護計画は、添付２に示す「火

災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施

基準」に従い策定する。 

(1) 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備の設

置

※２

 

(2) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員

の配置 

(3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育

訓練 

(4) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機

材の配備 

(5) 発電所における可燃物の適切な管理 

２ 各課長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、火災発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３ 防災課長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

４ 各課長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があ

ると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

※１：消防機関への通報、消火又は延焼の防止、その他公設消防隊が火災の現場に到

着するまでに行う活動を含む。また、火災の発生防止、火災の早期感知及び消

火並びに火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下、本条において同じ）。 

※２：一般回線の代替設備である専用回線、通報設備が点検又は故障により使用不能

となった場合を除く。ただし、点検後又は修復後は遅滞なく復旧させる。 
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【記載例】 

 

 

 

（内部溢水発生時の体制の整備） 

第 17 条の２ 防災課長は、原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下「内部溢

水発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付２に

示す「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に

係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

要員の配置 

(2) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する

教育訓練 

(3) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

資機材の配備 

２ 各課長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、内部溢水発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３ 防災課長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

４ 各課長は、内部溢水の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性

があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するととも

に、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 
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【記載例】 

 

 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第 17条の２の２ 防災課長は、火山現象による影響が発生するおそれがある場合又は

発生した場合（以下「火山影響等発生時」という。）における原子炉施設の保全の

ための活動※１を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承

認を得る。また、計画は、添付２に示す「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対

応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な要員の配置 

(2) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対す

る教育訓練 

(3) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

なフィルタその他の資機材の配備 

２ 各課長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、次の各号を含む火山影響等

発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

の整備を実施する。 

(1) 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するための

対策に関すること 

(2) (1)に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源設備その他の炉

心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること 

(3) (2)に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合に

おける炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

３ 各課長（当直課長を除く。）は、第１項(1)の要員に第２項の手順を遵守させる。 

４ 防災課長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項につい

て定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

５ 各課長は、火山現象の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能

性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとと

もに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

６ 原子力管理部長は、火山現象に係る新たな知見等の収集、反映等を実施する。 

 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下、本条において同じ）。 
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【記載例】 

 

 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第 17 条の３ 防災課長は、原子炉施設内においてその他自然災害（「地震、津波及び

竜巻等」をいう。以下、本条において同じ。）が発生した場合における原子炉施設

の保全のための活動※１を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、

所長の承認を得る。また、計画は、添付２に示す「火災、内部溢水、火山現象、自

然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な要員の配置 

(2) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に

対する教育訓練 

(3) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な資機材の配備 

２ 各課長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、その他自然災害発生時にお

ける原子炉施設の保全のために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３ 防災課長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

４ 各課長は、その他自然災害の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす

可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡する

とともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

５ 原子力管理部長は、その他自然災害に係る新たな知見等の収集、反映等を実施する。 

６ 原子力建設部長は、その他自然災害のうち地震に関して、新たな波及的影響の観点

の抽出を実施する。 

７ 原子力土木建築部長は、地震観測及び影響確認に関する活動を実施する。 

８ 安全・品質保証部長は、定期的に発電所周辺の航空路の変更状況を確認し、確認結

果に基づき防護措置の要否を判断する。防護措置が必要と判断された場合は、関係

箇所へ防護措置の検討依頼を行う。また、関係箇所の対応が完了したことを確認す

る。 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下、本条において同じ）。 
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【記載例】 

 

 

（火山活動のモニタリング等の体制の整備） 

第 17 条の４ 原子力土木建築部長は、破局的噴火の可能性が十分小さいことを継続的

に確認することを目的に火山活動のモニタリングを行う体制の整備として、次の

(1)及び(2)を含む計画を策定する。また、原子力管理部長及び原子力技術部長は、

破局的噴火への発展の可能性につながる結果が観測された場合における必要な対

応を行う体制の整備として、次の(3)及び(4)を含む計画を策定する。なお、計画は、

添付２に示す「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリ

ング等に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 原子炉停止の計画策定 

(4) 燃料体等の搬出等の計画策定 

２ 原子力土木建築部長は、前項の計画に基づき、火山活動のモニタリングのための活

動を行うために必要な体制の整備を実施する。また、原子力管理部長及び原子力技

術部長は、前項の計画に基づき、破局的噴火への発展の可能性がある場合における

原子炉停止、燃料体等の搬出等のための活動を行うために必要な体制の整備を実施

する。 

３ 原子力管理部長、原子力技術部長及び原子力土木建築部長は、第２項に定める事項

について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

４ 原子力土木建築部長は、火山活動のモニタリングの結果、破局的噴火への発展の可

能性があると評価された場合、その結果を社長へ報告する。 

５ 原子力管理部長及び原子力技術部長は、破局的噴火への発展の可能性がある場合

は、社長からの指示を受け、所長及び原子炉主任技術者に連絡するとともに、原子

炉停止、燃料体等の搬出等の対応について協議し、所長に指示する。 

６ 技術課長、保修課長、発電課長及び当直課長は、所長の指示に基づき原子炉停止、

燃料体等の搬出等を実施する。 

 

（その他自然災害発生時の体制の整備）と（火山活動のモ

ニタリング等）を分けて記載する例 
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【記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２ 火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制要求事項、設置（変更）許可申請の記載内容を踏まえ『火災、

内部溢水、火山現象、地震、竜巻及び津波』について保安規定に

記載すべき事項を添付２に整理し記載する。 



3.2-12 

１ 火災 

防災課長は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て、次の1.1項から1.5 項を含む火災防護計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課

長（当直課長を除く。）は、火災防護計画に基づき、火災発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

1.1 専用回線を使用した通報設備の設置 

防災課長は、中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備

を設置する。 

 

1.2 要員の配置 

(1) 防災課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119 

条に定める必要な要員を配置する。 

(3) 防災課長は、上記体制以外の通常時及び火災発生時における火災防護対策を実施する

ための要員を以下のとおり配置する。 

ア 火災予防活動に関する要員 

防火管理者及び防災管理者を中心に、各建屋、階及び部屋等を単位として、火元責

任者を置く。 

イ 初期消火活動要員 

通報連絡者、運転員、専属消防隊による初期消火活動要員として、10 名以上を発

電所に常駐させる。 

ウ 自衛消防隊 

(ｱ) 火災による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、所長を本部長とする自

衛消防隊を設置する。 

(ｲ) 自衛消防隊は、９つの班で構成され、各班には、責任者である班長（管理職）を

配置するとともに、自衛消防隊を統括する統括管理者を置く。 

(ｳ) 本部長は、自衛消防隊の統括管理者が行う活動に対し、指揮、指令を行うととも

に、公設消防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努める。 

 

1.3 教育訓練の実施 

(1) 防災課長及び発電課長は、火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施す

る。 

ア 火災防護教育 

(ｱ) 防災課長は、全所員に対して、以下の教育訓練を実施する。また、専属消防隊に

対して、以下の教育訓練が実施されていることを確認する。 

ａ 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物、

系統及び機器並びに重大事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的

第 129条の教育とするものも含め、ここには火災防護計画に定

める全ての教育を列記している。 
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として、火災から防護すべき機器等の火災の発生防止、火災の感知及び消火並

びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した教育訓練 

ｂ 安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教育訓練 

(a) 外部火災発生時の初期消火活動に関する教育訓練 

(b) 外部火災によるばい煙発生時及び有毒ガス発生時における外気取入ダンパ

の閉止、換気空調系の停止又は閉回路循環運転により、建屋内へのばい煙及

び有毒ガスの侵入を防止することについての教育訓練 

(c) 森林火災から外部火災防護施設を防護するための防火帯の設定に係る教育

訓練 

(d) 近隣の産業施設の火災・爆発から外部火災防護施設を防護するために、離

隔距離を確保することについての教育訓練 

ｃ 火災が発生した場合の初期消火活動及び内部溢水を考慮した消火活動に関す

る教育訓練 

イ 初期消火活動要員による総合訓練 

防災課長は、通報連絡者及び運転員に対して、初期消火活動等を確認する総合的な

教育訓練を実施する。また、専属消防隊に対して、同内容の教育訓練が実施されてい

ることを確認する。 

ウ 消防訓練（防火対応） 

防災課長は、全所員に対して、火災が発生した場合における一連の自衛消防活動を

確認する教育訓練を実施する。また、専属消防隊に対して、同内容の教育訓練が実施

されていることを確認する。 

エ 運転員に対する訓練 

発電課長は、運転員に対して、火災発生時の運転操作等の教育訓練を実施する。 

 

1.4 資機材の配備 

(1) 防災課長は、化学消防自動車、泡消火薬剤等の消火活動のために必要な資機材を配備

する。 

(2) 防災課長、保修課長及び発電課長は、火災防護対策のために必要な資機材を配備する。 

 

1.5 手順書の整備 

(1) 防災課長は、原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため、以下の項目

を含む火災防護計画を策定し、所長の承認を得る。 

ア 火災防護対策を実施するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、

必要な要員の確保及び教育訓練、火災発生防止のための活動、火災防護設備の保守管

理、点検及び火災情報の共有化等 

イ 原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに重大事故等対処施設を

設置する火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生防止、火災の早期感知及び消火

並びに火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 

ウ 可搬型重大事故等対処設備、重大事故等に柔軟に対応するための多様性拡張設備等
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のその他の原子炉施設については、当該設備等に応じた火災防護対策 

エ 安全施設を外部火災から防護するための運用等 

(2) 各課長（当直課長を除く。）は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを規定文書に定め

る。 

ア 初期消火活動 

各課（室、センター）長は、火災発生現場の確認及び中央制御室への連絡並びに消

火器、消火栓等を用いた初期消火活動を実施する。 

イ 消火設備故障時の対応 

当直課長は、消火設備の故障警報が発信した場合、中央制御室及び必要な現場の制

御盤の警報の確認を実施する。 

ウ 消火設備のうち、自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画における火災発生

時の対応 

(ｱ) 当直課長は、火災感知器が作動した場合、火災区域又は火災区画からの退避警報

及び自動消火設備の作動状況の確認を実施する。 

(ｲ) 当直課長は、自動消火設備の作動後の消火状況の確認及びプラント運転状況の確

認等を実施する。 

エ 消火設備のうち、手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域又は火災区画

における火災発生時の対応 

(ｱ) 初期消火活動要員は、火災感知器が作動し、火災を確認した場合、初期消火活動

を実施する。 

(ｲ) 当直課長は、消火が困難な場合、職員の退避確認後に固定式消火設備を手動操作

により作動させ、その作動状況、消火状況及びプラント運転状況の確認等を実施

する。 

オ 原子炉格納容器内における火災発生時の対応 

(ｱ) 当直課長は、局所火災と判断し、かつ、原子炉格納容器内への進入が可能である

と判断した場合、消火器及び水による消火活動、消火状況の確認、プラント運転

状況の確認及び必要な運転操作を実施する。 

(ｲ) 当直課長は、広範囲な火災又は原子炉格納容器内へ進入できないと判断した場

合、プラントを停止するとともに、原子炉格納容器スプレイ設備を使用した消火

活動、消火状況の確認、プラント運転状況の確認及び必要な運転操作を実施する。 

カ 単一故障も想定した中央制御盤内における火災発生時の対応（中央制御盤の１つの

区画の安全機能が全て喪失した場合における原子炉の安全停止に係る対応を含む。） 

(ｱ) 当直課長は、高感度煙感知器により火災を検知し、火災を確認した場合、常駐す

る運転員による二酸化炭素消火器を用いた初期消火活動及びプラント運転状態の

確認等を実施する。 

(ｲ) 当直課長及び保修課長は、煙の充満により運転操作に支障がある場合、火災発生

時の煙を排気するための排煙設備を起動する。 

キ 水素濃度検知器が設置される火災区域又は火災区画における水素濃度上昇時の対
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応 

当直課長は、換気設備の運転状態の確認及び換気設備の追加起動等を実施する。 

ク 火災発生時の煙の充満により消火活動に支障を生じた際のポンプ室の消火活動 

当直課長及び保修課長は、火災発生時の煙の充満によりポンプ室の消火活動に支障

がある場合は、煙を排気できる可搬式の排風機を準備し、起動する。 

ケ 屋外消火配管の凍結防止対策の対応 

当直課長は、外気温度が０℃まで低下した場合、屋外の消火設備の凍結を防止する

ために消火栓及び消火配管のブロー弁を微開する。 

コ 防火帯の維持・管理 

防災課長及び土木建築課長は、防火帯の維持・管理を実施する。 

サ 外部火災によるばい煙発生時の対応 

当直課長は、ばい煙発生時、外気取入ダンパの閉止、換気空調系の停止又は中央制

御室及び安全補機開閉器室の閉回路循環運転による建屋内へのばい煙の侵入の防止

を実施する。 

シ 外部火災による有毒ガス発生時の対応 

当直課長は、有毒ガス発生時、外気取入ダンパの閉止、換気空調系の停止又は中央

制御室及び安全補機開閉器室の閉回路循環運転による建屋内への有毒ガスの侵入の

防止を実施する。 

ス 火災予防活動（巡視点検） 

各課長（発電課長を除く。）は、巡視点検により、火災発生の有無の確認を実施す

る。 

セ 火災予防活動（可燃物管理） 

防災課長は、原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災

区域又は火災区画については、当該施設を火災から防護するため、恒設機器及び点検

等に使用する可燃物（資機材）の総発熱量が、制限発熱量を超えない管理（持込みと

保管）及び重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域については、当該施設を火

災から防護するため、可燃物を置かない管理を実施する。 

ソ 火災予防活動（火気作業等の管理） 

各課（室、センター）長は、火災区域又は火災区画において、溶接等の火気作業を

実施する場合、火気作業前に計画を策定するとともに、火気作業時の養生、消火器等

の配備、監視人の配置等を実施する。 

タ 延焼防止 

防災課長は、重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域では、周辺施設及び植

生との離隔を確保し、火災区域内及び火災区域の周辺の植生区域については除草等の

管理を実施し、延焼防止を図る。 

チ 火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各課長は、原子炉施設に火災が発生した場合は、火災鎮火後、原子炉施設の損傷の

有無を確認するとともに、その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ツ 地震発生時における火災発生の有無の確認 
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各課長は、最寄りの気象庁震度観測点において震度５弱以上の地震が観測された場

合、地震終了後、原子炉施設の火災発生の有無を確認するとともに、その結果を所長

及び原子炉主任技術者に報告する。 

テ 保守管理、点検 

防災課長、保修課長、発電課長及び土木建築課長は、火災防護に必要な設備の要求

機能を維持するため、保守管理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するととも

に、必要に応じ補修を行う。 

ト 火災影響評価条件の変更の要否確認 

(ｱ) 防災課長は、設備改造等を行う場合、都度、内部火災影響評価への影響確認を行

い、評価結果に影響がある場合は、原子炉施設内の火災によっても、安全保護系

及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、

多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を安全停止で

きることを確認するために、内部火災影響評価の再評価を実施する。 

(ｲ) 防災課長は、評価条件を定期的に確認し、評価結果に影響がある場合は、発電所

敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと及び火災の二次的影響

に対する適切な防護対策が施されていることを確認するために、外部火災影響評

価の再評価を実施する。 

 

1.6 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、1.1 項から1.5 項の活動の実施結果について、防災

課長に報告する。 

(2) 防災課長は、1.1 項から1.5 項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、火災防護計画の見直しを行う。 

 

1.7 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必要に

応じて原子炉停止等の措置について協議する。 
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２ 内部溢水 

防災課長は、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備

として、次の2.1 項から2.4 項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課長（当

直課長を除く。）は、計画に基づき、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

2.1 要員の配置 

(1) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119 

条に定める必要な要員を配置する。 

 

2.2 教育訓練の実施 

(1) 防災課長は、全所員に対して、内部溢水全般（評価内容、溢水経路、防護すべき設備、

水密扉、堰等の設置の考え方等）の運用管理に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 防災課長は、全所員に対して、火災が発生した場合の初期消火及び放水時の注意事項

に関する教育訓練を定期的に実施する。また、専属消防隊に対して、同内容の教育訓

練が実施されていることを定期的に確認する。 

(3) 発電課長は、運転員に対して、内部溢水発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期

的に実施する。 

 

2.3 資機材の配備 

(1) 防災課長及び保修課長は、内部溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

 

2.4 手順書の整備 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを規定文書に

定める。 

ア 内部溢水発生時の措置 

当直課長は、配管の想定破損による溢水が発生した場合及び基準地震動による地震

力により耐震Ｂ、Ｃクラスの機器が破損し溢水が発生した場合の措置を行う。 

イ 消火水放水時における注意喚起 

防災課長は、機能喪失高さが低い防護すべき設備について、消火水放水時における

注意喚起をするため、機能喪失高さ及び注意事項の表示を行う。 

ウ 運転時間実績管理 

技術課長は、運転実績（高エネルギ配管として運転している割合が当該系統の運転

している時間の２％又はプラント運転期間の１％より小さい）により低エネルギ配管

としている系統についての運転時間実績管理を行う。 

エ 水密扉の閉止状態の管理 

当直課長は、中央制御室において水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉止

状態の確認を行う。また、各課（室、センター）長は、水密扉開放後の確実な閉止操
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作及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

オ 内部溢水発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は、原子炉施設に内部溢水が発生した場合は、事象収束後、原子炉施設の損

傷の有無を確認するとともに、その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

カ 保守管理、点検 

(ｱ) 保修課長及び発電課長は、火災時に消火水を放水した場合、消火水による防護す

べき設備の安全機能への影響の有無を確認するために、放水後に適切な点検を行

う。 

(ｲ) 保修課長は、防護すべき設備が蒸気環境に曝された場合、防護すべき設備の要求

される安全機能を維持するために、適切な点検を行う。 

(ｳ) 保修課長は、海水ポンプエリア内で溢水が発生した場合に、排水を期待する床ド

レンが閉塞しないように、日常点検又は定期点検を行う。 

(ｴ) 保修課長は、配管の想定破損評価において、応力評価の結果により破損形状の想

定を行う配管は、評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために、

継続的な肉厚管理を行う。 

(ｵ) 保修課長及び土木建築課長は、浸水防護施設及び防護すべき設備の要求機能を維

持するため、保守管理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 

キ 溢水評価条件の変更の要否確認 

防災課長は、設備改造や資機材の持込みにより評価条件に見直しがある場合、都度、

溢水評価への影響確認を行う。 

 

2.5 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、2.1 項から2.4 項の活動の実施結果について、防災

課長に報告する。 

(2) 防災課長は、2.1 項から2.4 項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 

 

2.6 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、内部溢水の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性が

あると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必

要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 
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３ 火山影響等発生時、降雪 

防災課長は、火山影響等及び降雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備として、次の3.1項から3.4項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、

各課長（当直課長を除く。）は、計画に基づき、火山影響等及び降雪発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

3.1 要員の配置 

(1) 防災課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119

条に定める必要な要員を配置する。 

また、休日、時間外（夜間）に発生した場合に備え、第12条（運転員等の確保）に定

める必要な要員を配置する。 

ア 要員の非常召集 

所長（原子力防災管理者）は、降灰予報等により発電所への多量の降灰が予想され、

原子力災害が発生するおそれがある場合、緊急時体制を発令し、保安規定第119条（原

子力防災組織）に定める要員を非常召集するとともに、自らを本部長とする緊急時対

策本部を設置する。 

なお、休日、時間外（夜間）においては、緊急時対策本部要員（指揮者等）は、保

安規定第12条（運転員等の確保）に定める緊急時対策本部要員（４名）及び重大事故

等対策要員（36名）を非常召集し、緊急時対策本部要員の全体指揮者は、緊急時対策

本部要員を発電所へ非常召集する。 

 

3.2 教育訓練の実施 

(1) 防災課長は、全所員に対して、火山影響等発生時及び積雪に対する運用管理に関する

教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 発電課長は、運転員に対して、火山影響等発生時の運転操作等に関する教育訓練を定

期的に実施する。 

(3) 保修課長及び土木建築課長は、各課員に対して、火山影響等発生時及び積雪に対する

運用管理に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(4) 保修課長及び土木建築課長は、各課員に対して、火山影響等発生時及び積雪より防護

すべき施設の保守管理、点検に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(5) 原子力訓練センター所長、防災課長及び発電課長は、第12条に定める緊急時対策本部

要員、重大事故等対策要員及び当直員に対して、火山影響等発生時における対応要員

の役割に応じた教育訓練を定期的に実施する。 

 

3.3 資機材の配備 

(1) 防災課長及び発電課長は、降下火砕物の除去等の屋外作業時に使用する道具や防護具

等を配備する。 
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(2) 保修課長は、火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要なディーゼル発電機及び可搬型ディーゼル注入ポンプ用の着脱可能なフィルタ

（500メッシュ）その他の資機材並びに通信連絡設備の確保に必要な資機材を配備す

る。 

(3) 防災課長は、緊急時対策所の居住性確保に必要な資機材を配備する。 

 

3.4 手順書の整備 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、火山影響等及び降雪発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを

規定文書に定める。 

ア アクセスルート確保 

保修課長は、降灰状況を踏まえ、タンクローリによる燃料供給に必要な発電所内

のアクセスルートの降下火砕物の除去を実施する。 

イ 降下火砕物の侵入防止 

当直課長は、外気取入口に設置している平型フィルタ等の差圧監視、外気取入ダ

ンパの閉止、換気空調系の停止又は中央制御室及び安全補機開閉器室の閉回路循環運

転による建屋内への降下火砕物の侵入防止を実施する。 

ウ 降下火砕物及び積雪の除去作業 

(ｱ) 保修課長及び当直課長は、降灰時又は降灰後、施設の機能に影響が及ばないよ

う、換気空調設備のフィルタの取替・清掃作業、水循環系のストレーナ清掃作業、

碍子及びガス絶縁開閉装置の絶縁部の洗浄作業を実施する。 

(ｲ) 保修課長及び土木建築課長は、降灰時、海水ポンプ、復水タンク、燃料取替用

水タンク、２次系純水タンク、補助ボイラ燃料タンク、海水ストレーナ及び降下火

砕物より防護すべき施設を内包する建屋における降下火砕物の堆積量が15cmにな

らないよう除去するとともに、降灰後は、長期的な堆積により施設に悪影響を及ぼ

さないよう適宜除去する。なお、降灰予報等により発電所への多量の降灰が予想さ

れ、緊急時体制を発令し、緊急時対策本部が設置された場合は、緊急時対策本部に

て実施する。 

また、上記以外の屋外に設置されている重大事故等対処設備に対する降下火砕物

及び積雪の除去作業については、降灰及び降雪状況を踏まえ、設備に悪影響を及ぼ

さないよう適宜実施する。 

エ ディーゼル発電機の機能を維持するための対策 

緊急時対策本部は、ディーゼル発電機の機能を維持するため、火山影響等発生時

はディーゼル発電機吸気フィルタの閉塞防止措置を講じ、火山影響等発生時において

ディーゼル発電機を運転する場合は、適宜、吸気フィルタの交換、清掃を実施する。 

(ｱ) ディーゼル発電機へのフィルタコンテナ接続 

緊急時対策本部は、火山影響等発生時においてディーゼル発電機吸気フィルタ

の閉塞を防止するため、フィルタの取替・清掃が容易なフィルタコンテナを吸気

フィルタへ接続する。 
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ａ 手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において地

理的領域（発電所敷地から半径160km）内の火山に20km以上の噴煙が観測されたが

噴火後10分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所への

重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満となった場

合は、体制を解除する。 

(ｲ) ディーゼル発電機による給電 

当直課長は、火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、原子炉を停止

した場合は、炉心崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため、ディーゼル発電

機から給電を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生した場合。 

(ｳ) 蒸気発生器２次側及び余熱除去系を用いた炉心冷却 

当直課長は、火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、原子炉を停止

した場合は、炉心崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため、ディーゼル発電

機からの給電により蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機による給

電を開始した場合。 

(ｴ) ディーゼル発電機フィルタコンテナのフィルタ取替・清掃 

緊急時対策本部は、火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディー

ゼル発電機が起動した場合において、吸気フィルタの閉塞を防止するため、フィ

ルタの取替・清掃を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機が起動し

た場合。 

オ 可搬型ディーゼル注入ポンプを用いた炉心の冷却及び同ポンプの機能を維持する

ための対策 

当直課長及び緊急時対策本部は、火山影響等発生時においてディーゼル発電機及

びタービン動補助給水ポンプが機能喪失した場合は、炉心損傷を防止するため可搬型

ディーゼル注入ポンプを使用し蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

また、緊急時対策本部は、可搬型ディーゼル注入ポンプ吸気フィルタの閉塞防止

措置を講じ、可搬型ディーゼル注入ポンプ運転時は、適宜、吸気フィルタの交換、清

掃を実施する。 

(ｱ) 可搬型ディーゼル注入ポンプの移動及びフィルタコンテナ接続 

緊急時対策本部は、火山影響等発生時において可搬型ディーゼル注入ポンプの

機能を維持するための対策として、可搬型ディーゼル注入ポンプの移動（ホース
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敷設含む）及びフィルタの取替・清掃が容易なフィルタコンテナを吸気フィルタ

へ接続する。 

ａ 手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において地

理的領域（発電所敷地から半径160km）内の火山に20km以上の噴煙が観測されたが

噴火後10分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所への

重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満となった場

合は、体制を解除する。 

(ｲ) 可搬型ディーゼル注入ポンプを用いた炉心冷却 

当直課長は、火山影響等発生時において、全交流動力電源喪失となりタービン

動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う際に、タービ

ン動補助給水ポンプによる給水ができない場合は、可搬型ディーゼル注入ポンプ

を用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機２台がと

もに機能喪失し、かつタービン動補助給水ポンプによる給水ができない場合。 

(ｳ) 可搬型ディーゼル注入ポンプフィルタコンテナのフィルタ取替・清掃 

緊急時対策本部は、火山影響等発生時において全交流動力電源喪失となりター

ビン動補助給水ポンプによる給水ができず可搬型ディーゼル注入ポンプを使用す

る場合において、可搬型ディーゼル注入ポンプの吸気フィルタの閉塞を防止する

ため、フィルタの取替・清掃を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機２台がと

もに機能喪失し、かつタービン動補助給水ポンプによる給水ができず可搬型ディ

ーゼル注入ポンプを起動した場合。 

カ タービン動補助給水ポンプを用いた炉心の著しい損傷を防止するための対策 

当直課長は、火山影響等発生時において外部電源喪失及びディーゼル発電機が機

能喪失した場合は、炉心損傷を防止するためタービン動補助給水ポンプを使用し蒸気

発生器２次側による炉心冷却を行う。 

(ｱ) タービン動補助給水ポンプを用いた炉心冷却 

当直課長は、火山影響等発生時において、外部電源喪失及びディーゼル発電機

が機能喪失した場合は、タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側に

よる炉心冷却を行う。 

ａ 手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機２台がと

もに機能喪失した場合。 

キ 緊急時対策所の居住性確保に関する対策 
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緊急時対策本部は、火山影響等発生時において、必要な数の要員を収容する等の

緊急時対策本部としての機能を維持するため、代替緊急時対策所の居住性を確保す

る。 

代替緊急時対策所入口扉の開放により居住性を確保し、降下火砕物の侵入を防止

するため、入口扉（２か所）に仮設フィルタを設置する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において地

理的領域（発電所敷地から半径160km）内の火山に20km以上の噴煙が観測されたが

噴火後10分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所への

重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満となった場

合は、体制を解除する。 

ク 通信連絡設備に関する対策 

緊急時対策本部は、火山影響等発生時において、通信連絡手段を確保するため、

通信連絡設備のうち、降下火砕物の影響を受けない有線系の設備を複数手段確保す

る。 

通信連絡設備は、ディーゼル発電機の機能が喪失した場合、可搬型発電機（以下

「通信連絡設備用発電機」という。）より給電する。 

火山影響等発生時において通信連絡設備用発電機吸気フィルタの閉塞を防止する

ため、フィルタの取替・清掃が容易なフィルタコンテナ（ディーゼル発電機用のもの

を兼用）を吸気フィルタへ接続する。 

通信連絡設備用発電機の機能が喪失した場合には、火山影響等発生時の手順にお

いて最低限必要となる発電所内の通信連絡機能を確保するため、乾電池で使用可能な

携帯型有線通話装置を使用する。 

(ｱ) 手順着手の判断基準 

ａ 通信連絡設備用発電機による給電準備 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において地

理的領域（発電所敷地から半径160km）内の火山に20km以上の噴煙が観測されたが

噴火後10分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所への

重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満となった場

合は、体制を解除する。 

ｂ 通信連絡設備用発電機による給電開始 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、１号炉及び２号炉のディー

ゼル発電機全台が機能喪失した場合。 
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火山影響等発生時の対策における操作の成立性 

操作

手順

No 

対応手段 要員 要員数 想定時間 

1 ディーゼル発電機へのフィルタコンテナ接続 保修対応要員 4 1 時間 10 分 

2 

ディーゼル発電機フィルタコンテナのフィルタ取替・清

掃 

保修対応要員 4 

2 時間 

（１交換サイクル当たり） 

運転員等（現場） 4 

3 

可搬型ディーゼル注入ポンプの移動及びフィルタコン

テナ接続 

保修対応要員 10 7 時間 20 分 

4 

可搬型ディーゼル注入ポンプ

を用いた炉心冷却における水

源切り替え 

系統構成（逆止弁の弁

体取り外し前） 

運転員等（現場） 2 

1 時間 

（移動 30 分、操作 30 分） 

逆止弁の弁体取り外し 保修対応要員 2 

2 時間 30 分 

（移動 30 分、2 時間） 

系統構成（逆止弁の弁

体取り外し後） 

運転員等（現場） 2 30 分 

5 

可搬型ディーゼル注入ポンプフィルタコンテナのフィ

ルタ取替・清掃 

保修対応要員 4 

2 時間 

（１交換サイクル当たり） 

6 通信連絡設備用発電機による給電準備 保修対応要員 4 1 時間 40 分 

7 通信連絡設備用発電機による給電開始 保修対応要員 4 1 時間 

8 可搬型ディーゼル注入ポンプの燃料補給作業 保修対応要員 4 2 時間 

9 通信連絡設備用発電機の燃料油補給作業 保修対応要員 2 7 時間 

 

ケ 噴火発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は、原子炉施設に10cmを超える降下火砕物が確認された場合は、事象収束

後、原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに、その結果を所長及び原子炉主任技

術者に報告する。 

ク 保守管理、点検 

保修課長及び土木建築課長は、火山事象より防護すべき施設の要求機能を維持す

るため、降灰後における降下火砕物による静的荷重、腐食、磨耗等の影響について、

保守管理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を

行う。 

 

3.5 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、3.1項から3.4項の活動の実施結果について、防災課

長に報告する。 

(2) 防災課長は、3.1項から3.4項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的

に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、

計画の見直しを行う。 

 

3.6 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、火山影響等発生時及び降雪の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響

を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡
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するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

(1) 火山影響等発生時における原子炉停止の判断基準 

ア 外部電源が第 71条の運転上の制限を逸脱し、完了時間内に措置を講じることがで

きない場合 

イ 原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があり、プラントの運転を継続で

きないと判断した場合 

(ｱ) 降灰予報等を用いた手順着手の判断基準に基づき対応に着手し、かつ、第71条

に定める外部電源３回線のうち、１回線が動作不能となり、動作可能な外部電源が

２回線となった場合（送電線の点検時を含む。）又は全ての外部電源が他の回線に

対し独立性を有していない場合 

 

3.7 その他関連する活動 

(1) 原子力管理部長は、以下の活動を実施することを規定文書に定める。 

ア  新たな知見の収集、反映 

原子力管理部長は、定期的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場

合の火山現象の評価を行い、必要な事項を適切に反映する。 
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４ 地震 

防災課長は、地震発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て、次の3.1項から3.4 項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課長（当直

課長を除く。）は、計画に基づき、地震発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

4.1 要員の配置 

(1) 防災課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119 

条に定める必要な要員を配置する。 

 

4.2 教育訓練の実施 

(1) 防災課長は、全所員に対して、地震発生時の運用管理に関する教育訓練を定期的に実

施する。 

(2) 発電課長は、運転員に対して、地震発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期的に

実施する。 

 

4.3 資機材の配備 

(1) 発電課長は、地震発生時に使用する資機材を配備する。 

 

4.4 手順書の整備 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、地震発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを規定文書に定め

る。 

ア 波及的影響防止 

(ｱ) 防災課長、保修課長及び土木建築課長は、波及的影響を防止するよう現場を維持

するため、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

(ｲ) 防災課長、保修課長及び土木建築課長は、機器・配管等の設置及び点検資材等の

仮設・仮置時における、耐震重要施設（耐震Ｓクラス施設）及び常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（常

設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備を含む。）（以下「耐震重

要施設等」という。）に対する下位クラス施設

※１

の波及的影響（４つの観点

※２

及

び溢水・火災の観点）を防止する。 

※１：耐震Ｂクラス及びＣクラス施設に加え、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備を含む。）、可搬型重大事故等対処設備、並びに常

設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも属さない常設の重大

事故等対処施設を考慮する。 
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※２：４つの観点とは、以下をいう。 

ａ 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による

影響 

ｂ 耐震重要施設等と下位クラス施設との接続部における相互影響 

ｃ 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設等

への影響 

ｄ 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設等

への影響 

イ 設備の保管 

(ｱ) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長及び発電課長は、可搬型重大事故

等対処設備について、地震による周辺斜面の崩壊、溢水・火災等の影響により重

大事故等に対処するために必要な機能を喪失しないよう、固縛措置、分散配置、

転倒防止対策等による適切な保管がなされていることを確認する。 

(ｲ) 保修課長は、可搬型重大事故等対処設備等のうち、屋外の車両型設備、転倒防止

フレーム型設備及び可搬型電動ポンプ用発電機について、離隔距離を基に必要な

設備間隔を定め適切な保管がなされていることを確認する。 

ウ 地震発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は、最寄りの気象庁震度観測点において震度５弱以上の地震が観測された場

合、地震終了後、以下の対応を行うとともに、その結果を所長及び原子炉主任技術者

に報告する。 

(ｱ) 各課長は、原子炉施設の損傷の有無を確認する。 

(ｲ) 技術課長は、使用済燃料ピットにおいて、水面の清浄度及び異物の混入がないこ

と等を確認する。 

 

4.5 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、3.1 項から3.4 項の活動の実施結果について、防災

課長に報告する。 

(2) 防災課長は、3.1 項から3.4 項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 

 

4.6 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、地震の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必要に

応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

4.7 その他関連する活動 

(1) 原子力管理部長、原子力建設部長及び原子力土木建築部長は、以下の活動を実施する

ことを規定文書に定める。 



3.2-28 

ア 新たな知見の収集、反映 

原子力管理部長は、定期的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場合

の基準地震動の評価を行い、必要な事項を適切に反映する。 

イ 波及的影響防止 

原子力建設部長は、４つの観点以外の新たな波及的影響の観点の抽出を実施する。 

ウ 地震観測及び影響確認 

(ｱ) 原子力土木建築部長は、原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対して、地震

観測等により振動性状の把握及び施設の機能に支障のないことの確認を行うとと

もに、適切な観測を継続的に実施するために、必要に応じ、地震観測網の拡充を

計画する。 

(ｲ) 原子力管理部長は、原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対する振動性状の

確認結果を受けて、その結果をもとに施設の機能に支障のないことを確認する。 
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５ 津波 

防災課長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て、次の4.1項から4.4 項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課長（当直

課長を除く。）は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

5.1 要員の配置 

(1) 防災課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119 

条に定める必要な要員を配置する。 

 

5.2 教育訓練の実施 

(1) 防災課長は、全所員に対して、津波防護の運用管理に関する教育訓練を定期的に実施

する。 

(2) 発電課長は、運転員に対して、津波発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期的に

実施する。 

(3) 保修課長及び土木建築課長は、各課員に対して、津波防護施設、浸水防止設備、津波

監視設備及び津波影響軽減施設の保守管理、点検に関する教育訓練を定期的に実施す

る。 

 

5.3 資機材の配備 

(1) 発電課長は、津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

5.4 手順書の整備 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを規定文書に定め

る。 

ア 津波の襲来が予想される場合の対応 

(ｱ) 当直課長は、発電所を含む地域に大津波警報が発令された場合、原則として循環

水ポンプ停止（原子炉停止）、原子炉の冷却操作を実施する。ただし、以下の場

合はその限りではない。 

ａ 大津波警報が誤報であった場合 

ｂ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、発電所を含む地域に、到達するまで

の時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(ｲ) 保修課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等が発令された場合、荷役作業を中

断し、陸側作業員及び輸送物の退避に関する措置を実施する。 

(ｳ) 技術課長、安全管理課長及び保修課長は、緊急離岸する船側と退避状況に関する

情報連絡を行う。 
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(ｴ) 当直課長は、津波監視カメラ及び取水ピット水位計による津波の襲来状況の監視

を実施する。 

イ 水密扉の閉止状態の管理 

当直課長は、中央制御室において水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉止

状態の確認を行う。また、各課（室、センター）長は、水密扉開放後の確実な閉止操

作及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

ウ 津波発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は、発電所を含む地域に大津波警報が発令された場合は、事象収束後、原子

炉施設の損傷の有無を確認するとともに、その結果を所長及び原子炉主任技術者に報

告する。 

エ 保守管理、点検 

保修課長及び土木建築課長は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津

波影響軽減施設の要求機能を維持するため、保守管理計画に基づき適切に保守管理、

点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

オ 津波評価条件の変更の要否確認 

(ｱ) 防災課長は、設備改造等を行う場合、都度、津波評価への影響確認を行う。 

(ｲ) 防災課長は、津波評価に係る評価条件を定期的に確認する。 

 

5.5 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、4.1 項から4.4 項の活動の実施結果について、防災

課長に報告する。 

(2) 防災課長は、4.1 項から4.4 項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 

 

5.6 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、津波の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必要に

応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

5.7 その他関連する活動 

(1) 原子力管理部長は、以下の活動を実施することを規定文書に定める。 

ア 新たな知見の収集、反映 

原子力管理部長は、定期的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場合

の基準津波の評価を行い、必要な事項を適切に反映する。 

 

 

 

 



3.2-31 

６ 竜巻 

防災課長は、竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て、次の5.1項から5.4 項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課長（当直

課長を除く。）は、計画に基づき、竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

6.1 要員の配置 

(1) 防災課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 防災課長は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第119 

条に定める必要な要員を配置する。 

 

6.2 教育訓練の実施 

(1) 防災課長は、全所員に対して、竜巻防護の運用管理に関する教育訓練を定期的に実施

する。また、全所員に対して、竜巻発生時における車両退避等の訓練を実施する。 

(2) 発電課長は、運転員に対して、竜巻発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期的に

実施する。 

(3) 保修課長及び土木建築課長は、各課員に対して、竜巻対策設備の保守管理、点検に関

する教育訓練を定期的に実施する。 

 

6.3 資機材の配備 

(1) 保修課長は、竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備する。 

 

6.4 手順書の整備 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを規定文書に定め

る。 

ア 飛来物管理 

(ｱ) 各課（室、センター）長は、飛来時の運動エネルギ、貫通力が設計飛来物である

鋼製材

※１

よりも大きなものについて、設置場所等に応じて固縛、建屋内収納又は

撤去により飛来物とならない管理を実施する。 

(ｲ) 各課長は、屋外の重大事故等対処設備等を固縛することにより、重大事故等対処

設備等の機能を損なわないよう及び他の設備に悪影響を与えないよう管理を実施

する。また、各課長は、屋外の重大事故等対処設備等の保管場所に保管する資機

材等を固縛することにより、重大事故等対処設備等に波及的影響を及ぼすことが

ないよう管理を実施する。 

(ｳ) 防災課長は、車両に関する入構管理を行う。 
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※１：設計飛来物である鋼製材の寸法等は、以下のとおり。 

飛来物の種類 鋼製材 

寸法（m） 

長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

質量（kg） 135 

イ 竜巻の襲来が予想される場合の対応 

(ｱ) 防災課長は、車両に関して停車している場所に応じて退避又は固縛することによ

り飛来物とならない管理を実施する。 

(ｲ) 防災課長及び当直課長は、海水ポンプエリア及びディーゼル建屋の水密扉、屋外

タンクエリアの防護扉及びタンクローリ車庫入口扉の閉止状態の確認を実施す

る。 

(ｳ) 保修課長及び土木建築課長は、燃料取扱作業及びクレーンの作業を中止し、ジブ

クレーンについては、ジブを倒伏位置でレスト台に固定する。 

(ｴ) 各課長は、車両型等の重大事故等対処設備等の地震時の横滑り等を考慮して地震

後の機能を保持するものについて、通常時は拘束せず固縛し、竜巻襲来のおそれ

がある場合には、たるみ巻取装置により固縛のたるみを巻き取ることで拘束する。 

ウ 竜巻防護ネットの取付け及び取外操作等 

各課（室、センター）長は、竜巻防護ネットの取付け及び取外操作、飛来物発生防

止設備の操作を実施する。 

エ 代替設備又は予備品確保 

保修課長は、竜巻の襲来により、安全施設の構造健全性が維持できない場合には、

代替設備又は予備品を確保する。 

オ 竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は、発電所敷地内に竜巻が発生した場合は、事象収束後、原子炉施設の損傷

の有無を確認するとともに、その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

カ 保守管理、点検 

(ｱ) 保修課長及び土木建築課長は、竜巻対策設備の要求機能を保持するため、保守管

理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行

う。 

(ｲ) 保修課長は、たるみ巻取装置の機能が喪失した場合、速やかに機能を復帰するた

めの補修を行う。 

 

6.5 定期的な評価 

(1) 各課長（当直課長を除く。）は、5.1 項から5.4 項の活動の実施結果について、防災

課長に報告する。 

(2) 防災課長は、5.1 項から5.4 項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 
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6.6 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課長は、竜巻の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必要に

応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

6.7 その他関連する活動 

(1) 原子力管理部長は、以下の活動を実施することを規定文書に定める。 

ア 新たな知見の収集、反映 

原子力管理部長は、定期的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場合

の竜巻の評価を行い、必要な事項を適切に反映する。 
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７ 火山活動のモニタリング等 

(1) 原子力土木建築部長は、破局的噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認するこ

とを目的に火山活動のモニタリングを行う体制の整備として、次の7.1 項から7.3 項

を含む計画を策定するとともに、計画に基づき、火山活動のモニタリングのための活

動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

(2) 原子力管理部長及び原子力技術部長は、破局的噴火への発展の可能性につながる結果

が観測された場合における必要な判断・対応を行う体制の整備として、次の7.3 項を

含む計画を策定するとともに、計画に基づき、破局的噴火への発展の可能性がある場

合における原子炉停止、燃料体等の搬出等のための活動を行うために必要な体制及び

手順の整備を実施する。 

 

7.1 要員の配置 

(1) 原子力土木建築部長は、火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要

員を配置する。 

 

7.2 教育訓練の実施 

(1) 原子力土木建築部長は、火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対して、

火山活動のモニタリングのための活動に関する教育訓練を定期的に実施する。 

 

7.3 手順書の整備 

(1) 原子力管理部長、原子力技術部長及び原子力土木建築部長は、火山活動のモニタリン

グのための活動及び破局的噴火への発展の可能性がある場合における原子炉停止、燃

料体等の搬出等のための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実

施することを規定文書に定める。 

ア 火山活動のモニタリングのための活動 

(ｱ) 原子力土木建築部長は、対象火山に対して火山活動のモニタリングを実施し、第

三者の助言を得た上で、１年に１回、評価を行い、その結果を社長へ報告する。 

(ｲ) 原子力土木建築部長は、対象火山に顕著な変化が生じた場合、第三者の助言を得

た上で、破局的噴火への発展性の評価を行い、その結果を社長へ報告する。 

(ｳ) 原子力土木建築部長は、火山活動のモニタリングのための活動を実施する。火山

活動のモニタリングのための活動の手順には、以下を含める。 

ａ 対象火山の選定 

ｂ 対象火山の状態（噴火状況や観測状況）に応じた監視レベルの設定 

ｃ 監視レベルの移行判断基準（マグマ供給率及び地殻変動）の設定 

ｄ 評価方法（手法の選択、観測・調査データの充実、信頼性の確保） 

ｅ 定期的な評価及び対応（平常時～注意時） 

ｆ 臨時の評価及び対応（警戒時～緊急時） 

ｇ 公的機関への評価結果の報告 

ｈ 新たな知見を反映した観測手法、判断基準等の見直し 
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イ 原子炉停止、燃料体等の搬出等の実施指示 

社長は、破局的噴火への発展の可能性があると報告を受けた場合、原子力管理部長

に原子炉停止、原子力技術部長に燃料体等の搬出等の実施を指示する。 

ウ 原子炉停止の計画策定 

(ｱ) 原子力管理部長は、破局的噴火への発展の可能性があると評価された場合におけ

る社長からの指示を受け、原子炉停止の計画を策定し、社長の承認を得た上で、

原子炉停止に係る対応を所長へ指示する。原子炉停止の計画には以下を含める。 

ａ 発電機解列日 

ｂ 原子炉停止日 

ｃ 原子炉容器からの燃料取り出し完了期限 

(ｲ) 原子力管理部長は、破局的噴火への発展の可能性がある場合に備え、原子炉停止

計画策定手順を定める。 

エ 燃料体等の搬出等の計画策定 

(ｱ) 原子力技術部長は、破局的噴火への発展の可能性があると評価された場合におけ

る社長からの指示を受け、燃料体等の搬出等の計画を策定し、社長の承認を得た

上で、燃料体等の搬出等に係る対応を所長へ指示する。燃料体等の搬出等の計画

には以下を含める。 

ａ 燃料体等の搬出優先順位 

ｂ 貯蔵方法の選定・調達 

ｃ 輸送方法の選定・調達 

ｄ 体制の確立 

(ｲ) 原子力技術部長は、破局的噴火への発展の可能性がある場合に備え、燃料体等の

搬出等に係る以下の項目について事前に検討を行う。 

ａ 貯蔵方法に関すること 

ｂ 輸送方法に関すること 

ｃ 体制に関すること 

(ｳ) 原子力技術部長は、破局的噴火への発展の可能性がある場合に備え、燃料体等の

搬出等のための計画策定手順を定める。 

 

7.4 定期的な評価 

(1) 原子力管理部長、原子力技術部長及び原子力土木建築部長は、7.1 項から7.3 項に基

づき、火山活動のモニタリングのための活動及び破局的噴火への発展の可能性がある

場合における原子炉停止、燃料体等の搬出等のための活動を行うために必要な体制の

整備状況について、１年に１回以上定期的に評価するとともに、評価結果に基づき、

より適切な活動となるよう必要に応じて、計画の見直しを行う。 

 

7.5 その他関連する活動 

(1) 技術課長、保修課長及び発電課長は、以下の活動を実施することを規定文書に定める。 

ア 原子炉停止及び燃料体等の搬出等の対応 
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(ｱ) 所長は、原子力管理部長及び原子力技術部長の指示を受け、原子炉停止及び燃料

体等の搬出等の対応を技術課長、保修課長及び発電課長へ指示する。 

(ｲ) 技術課長、保修課長、発電課長及び当直課長は、所長の指示を受け、原子炉停止

及び燃料体等の搬出等を実施する。 
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【記載例】 

 

（所員への保安教育） 

第129条 各課（室、センター）長は、「教育訓練基準」に基づき、次に定める事項を実施

する。 

(1)  原子力訓練センター所長は、毎年度、原子炉施設の運転及び管理を行う所員への

保安教育の実施計画を表129－１、表129－２及び表129－３の実施方針に基づいて作

成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

（以下、省略） 

 

表129-1 保安教育の実施方針（総括表） 

保安教育の内容 対象者と教育時間 

大分類 

中分類 

(実用炉規

則第92条

の内容) 

小分類 

(項目) 

内容 

実施 

時期 

運転員 

＜分類 

省略＞ 

燃料取替の

業務に関わ

る者 

左記以外の

技術系所員 

事務系所員 

その他

反復教

育 

非常の場合に講ず

べき処置に関する

こと 

緊急事態応急対策等、

原子力防災対策活動に

関すること 

１回／

年以上 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間以

上) 

◎ 

(１時間以

上) 

重大事故等及び大規模

損壊発生時における原

子炉施設の保全のため

の活動に関すること 

火災発生時の措置に関

すること 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間 

以上) 

◎ 

(１時間以

上) 

◎ 

(１時間以

上) 

内部溢水発生時の措置

に関すること 

その他自然災害（地震、

津波、竜巻及び火山(降

灰)等）発生時の措置に

関すること 
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【記載例】 

 

（請負会社従業員への保安教育） 

第130条 各課長（当直課長を除く。）、原子力訓練センター所長及び総務課長は、「教育

訓練基準」に基づき、次に定める事項を実施する。 

（途中省略） 

(4) 各課長（当直課長を除く。）及び総務課長は、重大事故等及び大規模損壊発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動に関する業務の補助を請負会社に行わせる場

合は、当該業務に従事する請負会社従業員に対し、安全上必要な教育が表129－１の

実施方針のうち「左記以外の技術系所員」に準じる保安教育「重大事故等及び大規模

損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関すること」の実施計画を定め

ていることを確認し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

(5) 各課長（当直課長を除く。）及び総務課長は、原子炉施設に関する作業のうち、火

災、内部溢水及びその他自然災害（地震、津波、竜巻及び火山（降灰）等）発生時の

措置における業務の補助を請負会社に行わせる場合は、当該業務に従事する請負会社

従業員に対し、安全上必要な教育が表129－１の実施方針のうち「左記以外の技術系

所員」に準じる保安教育「火災、内部溢水及びその他自然災害（地震、津波、竜巻及

び火山（降灰）等）発生時の措置に関すること」の実施計画を定めていることを確認

し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

(6) 各課長（当直課長を除く。）及び総務課長は、(3)、(4)及び(5)の保安教育の実施計

画に基づいた保安教育が実施されていることを確認し、年度ごとにその実施結果を所

長に報告する。なお、教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

（以下、省略） 
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【記載例】 

 

（運転管理に関する社内基準の作成） 

第 14条 各課長（当直課長を除く。）及び原子力訓練センター所長は、次の各号に掲

げる原子炉施設の運転管理に関する社内基準を作成し、制定及び改正に当たっては、

第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得る。 

(1) 原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

(2) 巡視点検に関する事項 

(3) 異常時の措置に関する事項 

(4) 警報発生時の措置に関する事項 

(5) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(6) 定期的に実施する試験に関する事項 

(7) 誤操作の防止に関する事項 

(8) 火災、内部溢水発生時及びその他自然災害発生時等の体制の整備に関する事項 

(9) 重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項 

 

 

 

（資機材等の整備） 

第 17 条の５ 防災課長、技術課長、保修課長及び発電課長は、次の各号の資機材等を

配置又は整備し、維持管理する。 

(1) 防災課長及び保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置し

た安全避難通路、避難用及び事故対策用照明を整備するとともに、作業用照明

設置箇所以外で現場作業が必要になった場合等に使用する可搬型照明を配備す

る。 

(2) 保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いるディーゼル発電機を７日間

連続運転させるために、必要なタンクローリを常時４台以上整備（うち１台を

タンクローリ車庫内に保管）し、位置的分散を考慮して配置するとともに、タ

ンクローリによる燃料油貯蔵タンクから燃料油貯油そう間の輸送に関する手順

を定める。 

(3) 技術課長、保修課長及び発電課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる警

報装置及び通信連絡設備を整備し、警報装置及び通信連絡設備の操作に関する

手順並びに専用通信回線及びデータ伝送設備の異常時の対応に関する手順を定

める。 
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【記載例】 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁管理） 

第 18条の２ 発電課長は、定期検査時に、通常時閉、事故時閉となる手動弁のうち、開と

なるおそれがないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（原子炉側

からみた第１弁）について、閉止施錠状態であることを確認する。 
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4. 設備の運用管理について 

4.1 LCO 等を設定する設備 

(1) 保安規定に定めるＬＣＯ等設定の考え方について 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下、「設置許可基準規則」という。）で期待されている機能を有する設備に

は設計基準対象施設、重大事故等対処設備等があり、それぞれ発電用軽水型原子炉

施設の安全性を確保するために必要な各種の機能（以下、「安全機能」という。）の

重要度が高い設備から資機材レベルのものまで種々のものがある。 

これら設備は、保安規定に定める品質保証計画に従って確立されている品質マネ

ジメントシステムの中で運用、管理されているが、全ての設備を一律に同レベルで

管理するのではなく、安全上の見地から設定された相対的重要度を踏まえ、より重

要度の高い設備に資源を配分して確実な保安活動を遂行することにより、発電所全

体としての安全性をさらに向上させることが適切であると考える。 

保安規定における設備の運用管理においても、上記考えに基づき相対的重要度を

踏まえた管理を実施する。 

 

(2) ＬＣＯ等の設定要領 

a.従来の考え方 

発電用原子炉設置者は、「実用発電用原子炉施設保安規定の審査について（内

規）」（旧原子力安全・保安院）に定める下記規定 

 

 

 

 

 

 

に従い、原子炉設置（変更）許可申請書における「基本設計が要求する事項」に

ついてＬＣＯ、サーベランス、要求される措置及びＡＯＴ（以下、「ＬＣＯ等」と

いう。）を保安規定に定め、運用してきた。 

 

 これはＪＣＯ臨界事故を受けて、平成１１年１２月に原子炉等規制法が改正さ

れ、保安検査制度の導入、保安教育に関する規定等と合わせて保安規定の中核部

分である運転管理に関する記載事項についても抜本的な見直しが実施されたこと

による。運転管理の見直しに当たっては、米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）の標

準技術仕様書（ＳＴＳ）を参考としながら、原子炉施設の「止める」、「冷やす」、

「閉じこめる」に代表される重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、

機器等について運転状態に対応したＬＣＯ、サーベランス、要求される措置及び

原子炉施設の重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、機器等につい

て、運転状態に対応した運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）、ＬＣＯを満

足していることの確認の内容（以下「サーベランス」という。）、ＬＣＯを満足

していない場合に要求される措置（以下「要求される措置」という。）及び要

求される措置の完了時間（以下「ＡＯＴ」という。）が定められていること。 
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ＡＯＴが規定されており、運転段階の原子炉施設の安全確保の方策を具体的に規

定している。 

 

「重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、機器等」については、従

来の「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」（以下、「安全設計審

査指針」という。）において、それぞれの特徴に応じて適切な設計上の考慮がなさ

れていなければならないことと規定されており、その具体的適用について「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下、「重要度

分類指針」という。）に以下の通り定められている。（丸数字は、各事項がそれぞ

れ別紙－１「「重要度の特に高い安全機能を有する設備」と保安規定の記載事項」

における各分類に該当する項目を示すために符番している。） 

・信頼性に対する設計上の考慮 

「重要度の特に高い安全機能を有する系統」として 

(a)PS-1 のうち通常運転時に開であって、事故時閉動作によって原子炉冷却材

圧力バウンダリ機能の一部を果たすこととなる弁 ・・・① 

(b)MS-1 ・・・② 

 (c)MS-2 のうち、事故時のプラント状態の把握機能を果たすべき系統・・・③ 

・自然現象に対する設計上の考慮 

 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器」として 

 (a)クラス１ ・・・④ 

 (b)クラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によ  

ってその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、

系統及び機器（PWR の場合、補助建屋排気筒） ・・・⑤ 

・電気系統に対する設計上の考慮 

 「重要度の特に高い安全機能」として 

 (a)PS-1 ・・・⑥ 

 (b)MS-1 ・・・⑦ 

 (c)MS-2 のうち、 

   燃料プール水の補給機能 ・・・⑧ 

   事故時のプラント状態の把握機能 ・・・⑨ 

   異常状態の緩和機能のうち、逃がし弁からの原子炉冷却材流出の防止機能

（PWR の場合、加圧器逃がし弁（手動開閉機能）及び同元弁） ・・・⑩ 

   制御室外からの安全停止機能 ・・・⑪ 

 

これら安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能」を有する設備

の考え方と現状の保安規定における規定の有無について別紙－１、２のとおり整

理した。具体的には、別紙－１で安全設計指針及び重要度分類指針において要求
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されている「重要度の特に高い安全機能を有する設備」が、保安規定第３節（運

転上の制限）においてＬＣＯ等を設定し運用を管理する項目に網羅的に反映され

ているかを確認した。また別紙－２で重要度分類指針と保安規定第３節（運転上

の制限）においてＬＣＯ等を設定し運用管理する項目に網羅的に反映されている

かを確認した。 

以上の結果、概ね安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能」に

該当する設備である重要度分類指針における「ＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重

要度の特に高い安全機能を有する設備等）」に該当する設備についてＬＣＯ等を設

定しているが、下記設備については相違がみられた。 

（重要度の特に高い安全機能に該当する設備と考えられるが、保安規定に明示的に

規定していない設備） 

 ・通常運転時に開であって、事故時閉動作によって原子炉冷却材圧力バウンダリ

機能の一部を果たすこととなる弁（例：抽出ラインの隔離弁） 

 ・原子炉格納容器排気筒、補助建屋排気筒 

・制御用空気圧縮設備 

 （重要度分類指針におけるＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２に該当する設備とはなっ

ていないが、保安規定に規定されている設備） 

・加圧器逃がし弁（吹き止まり機能） 

 

これらは、 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの一部を果たすこととなる弁については、これま

では保安規定における「原子炉格納容器」の条文において、抽出ラインの隔離

弁の閉動作可能を規定し、設備の運用を管理してきたこと 

・原子炉格納容器排気筒及び補助建屋排気筒は鋼管であり、ＬＣＯ等を設定して

運用を管理する設備には当たらないこと 

・制御用空気圧縮設備については、従来は制御用空気の喪失により運転上の制限

がある機器に影響がある場合、当該機器についてＬＣＯを満足しているかどう

かの判断を行うことからＬＣＯ等を設定していなかったこと、この考え方は米

国ＳＴＳにおいても同様であったこと 

・加圧器逃がし弁の吹き止まり機能については、昭和５４年に発生した米国スリ

ーマイル島原子力発電所事故の反映（１次冷却材の流出事象防止）を踏まえた

対応であること 

などの理由によると考えられる。 

なお、制御用空気圧縮設備については、これまでの我が国の運転経験において設

備の機能喪失による事故等の発生は無かったことから、適切な運用管理であったと

考える。 
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b.新規制基準を踏まえた考え方 

平成２５年７月８日の新規制基準の施行により、「実用発電用原子炉及びその附

属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下、「保安規定審査基

準」という。）では下記が規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定審査基準では、ＬＣＯ等を設定する設備として「発電用原子炉施設の重

要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器及び重大事故等対処設備」とされ

ていること、また設置許可基準規則において「安全機能を有する系統のうち、安全

機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」として示されている機能は、従来

の考え方同様、重要度分類指針におけるＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重要度の

特に高い安全機能を有する設備等）に相当することを踏まえ、保安規定にＬＣＯ等

を設定する設備としては、従来から保安規定にＬＣＯ等を設定し運用している設備

（第１図の青太線範囲内）に、 

・設計基準対象施設について、（安全施設において）安全機能を有する系統のうち

安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの 

・重大事故等対処設備 

の観点から不足している設備を加えたもの（第１図の赤太線範囲内）と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器及び重

大事故等対処設備等について、運転状態に対応した運転上の制限（以下「ＬＣ

Ｏ」という。）を満足していることの確認の内容（以下「サーベランス」とい

う。）、ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置（以下「要求される措置」

という。）及び要求される措置の完了時間（以下「ＡＯＴ」という。）が定めら

れていること。 
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第 4.1 図 発電用原子炉施設の区分 

安全機能： 
・機能喪失により、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生 
・運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大防止又は速やかにその事故を収束 

設計基準対象施設： 
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止 

重大事故等対処施設： 
重大事故等に対処す 
るための機能を有す 
る施設 

重大事故等対処設備： 
重大事故等に対処するための機能を有する設備 
(例)空冷式非常用発電装置、中型ﾎﾟﾝﾌﾟ車、格納容器再循環ﾕﾆｯﾄ 

設計基準事故対処設備： 
設計基準事故に対処するための安全機能を有する設備 
(例)廃棄物処理設備 

安全施設： 
設計基準対象施設 
のうち安全機能を 
有するもの 

発電用原子炉施設 

安全機能の重要度が特に 
高い安全機能を有するもの 
[新たにＬＣＯ等を設定] 
(例)制御用空気圧縮設備 

[適用モードを見直し] 

(例)充てんﾎﾟﾝﾌﾟ、 

非常用炉心冷却系 

(例)緊急時対策所、 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備 

安全機能の重要度が特に高い 
安全機能を有するもの 
[従来からＬＣＯ等を設定] 
(例)主給水制御弁、主蒸気安全弁、 

加圧器安全弁 

多様性拡張設備 
技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難で

あるが、耐震性に多様化を持たせた設備、対応に時間を要することから初期対応としてではなく

長期的な事故対応に有効な設備 
（例）①：設計基準対象施設のうち従来からＡＭ策対応設備 
      格納容器代替スプレイに使用する消火系、主給水ポンプ、主蒸気ダンプ弁 
   ②：重大事故等対処設備であるが他の機能において重大事故等対処設備とならない設備 
      可搬型電動低圧注水ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ 
   ③：重大事故等対処設備とならない設備 
      ＳＧ代替注水ポンプ 

① 

② 

③ 
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(3) ＬＣＯ等を設定する設備の範囲について 

重大事故等対処設備については、有効性評価、技術的能力および設備基準適合

性で、重大事故等対処設備と確認された全設備がＬＣＯ等設定の対象となる。 

 

設計基準対象施設については、「（安全施設において）安全機能を有する系統の

うち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」の対象となる設備の

範囲となる。基本的には、従来の安全設計審査指針に定める「重要度の特に高い

安全機能を有する系統」が対象となる。 

具体的には、設計基準対象施設のうち安全機能を有するもの（安全施設）は、

重要度分類指針における「当該系」の設備と「関連系」の設備に分けられ、当該

系の機能遂行に直接必要となるか否かの観点から、「関連系」はさらに「直接関連

系」と「間接関連系」に分けられる。「直接関連系」は「当該系」の機能遂行に直

接必要となる関連系であり、「間接関連系」は「当該系」の信頼性を維持し、又は

担保するために必要な関連系である。「間接関連系」は、「当該系」より下位の重

要度を有するものとみなされている。 

このことから、「設計基準対象施設において、安全機能を有する系統のうち、安

全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」としてＰＳ－１、ＭＳ－１、

ＭＳ－２（重要度の特に高い安全機能を有する設備等）をＬＣＯ等を設定する設

備と考えると、 

・ＰＳ－１、ＭＳ－１の「当該系」設備及びその「直接関連系」設備 

・ＭＳ－２のうち「重要度の特に高い安全機能を有する設備等」にあたる設備 

のいずれかに該当する場合は、保安規定においてＬＣＯ等を設定し運用管理する

必要がある。（第 4.1-1 表） 

 

第 4.1－1 表 分類の適用について 

分類 分類の適用の考え方 系統及び機器の例 

当該系 所要の安全機能を直接果たす構築物、系

統及び機器 

非常用炉心冷却系 

関連系 当該系が機能を果たすのに直接、間接に

必要な構築物、系統及び機器 

 

 直接関連系 当該系の機能遂行に直接必要となる関

連系 

起動・運転制御を行う計装、駆

動系、機器冷却系、機器燃料系 

間接関連系 当該系の信頼性を維持し、又は担保する

ために必要な関連系 

監視するための計装、試験用設

備 
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しかしながら、安全施設を防護する目的で設置された設備については、その経緯

を踏まえ、ＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重要度の特に高い安全機能を有する設

備等）に相当する防護施設を防護するための設備についても保安規定に機器名称を

定め、具体的な運用をＱＭＳ文書（保安規定第３条（品質保証計画）において当該

条文に紐付けられた文書）体系の中で管理する。 

 

 

以上の考え方により、重要度の特に高い安全機能を有する設備については、新規

制基準において改めて要求されている設備でもあることから、従来の「制御用空気

の喪失により運転上の制限がある機器に影響がある場合、当該機器についてＬＣＯ

を満足しているかどうかの判断を行う」という考え方を見直し、保安規定へ反映す

る。 

（保安規定に新たにＬＣＯ等を設定し運用を管理する設備） 

 ・制御用空気圧縮設備 

 

  なお、通常運転時に開であって事故時閉動作によって原子炉冷却材圧力バウンダ

リ機能の一部を果たすこととなる弁（抽出ラインの隔離弁）については、現状の保

安規定でその機能が確保されているため保安規定の変更は不要と考える。原子炉格

納容器排気筒及び補助建屋排気筒については、事故時に各排気筒からの放出を期待

している発電所については、それぞれの排気筒につながる排気ファン等にＬＣＯ等

を設定しているが、期待していない発電所については引き続き保安規定におけるＬ

ＣＯ等の設定は不要と考える。また加圧器逃がし弁（吹き止まり機能）については、

米国スリーマイル島原子力発電所事故の反映であることから、引き続き保安規定に

規定し運用を管理する。 

 
 

新規制基準を踏まえ新たに設計基準対象施設とした設備について、保安規定への

反映要否に関する検討は、今後、新たに設計基準対象施設とした設備について重要

度分類指針を踏まえた安全機能の重要度分類を設定し、保安規定審査基準に定める

「発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器」に相当

する、重要度分類指針における「ＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重要度の特に高

い安全機能を有する設備等）」に該当する設備に対しＬＣＯ等を設定する。（設計基

準対象施設の安全機能の重要度分類の考え方については、（参考）を参照。） 
  以上のＬＣＯ等設定に関する考え方について、第 4.1-2 表に示す。 
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 今後、各発電用原子炉設置者の発電用原子炉施設について、第 4.1-2 表に従い保安

規定におけるＬＣＯ等を個別に設定していく。 

 区分の考え方 設備区分 

従来からの

運用 

保安規定にＬＣＯ等を

設定し運用を管理して

きた設備 

設計基準対象施設のうち、

安全機能の重要度が特に

高い安全機能を有するも

の（重要度分類指針におけ

る PS-1,MS-1,MS-2（重要

度の特に高い安全機能を

有する設備等）） 

設計基準対象施設 

新規制基準

施行を踏ま

えた運用 

保安規定に新たにＬＣ

Ｏ等を設定し、今後運

用を管理していく設備 

設計基準

対象施設 

新規制基準の適用状況を踏

まえ、保安規定への記載を

追加する設備 

新たに追加となった設備 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準対象施設

と兼ねている設備を含む） 

ＬＣＯ等を設定せず、

保安規定に機器名称を

定め、具体的な運用を

QMS 文書体系の中で管

理する設備 

PS-1,MS-1,MS-2(重要度の

特に高い安全機能を有す

る設備等)に相当する防護

施設を防護するための設

備 

設計基準対象施設（重大事故等対処設備

と兼ねているものを除く） 

第 4.1-2 表 保安規定におけるＬＣＯ等設定の考え方 
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「
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
」
と
保
安
規
定
の
記
載
事
項

 
  

保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
1
9
条
 

停
止
余
裕
 

停
止
余
裕
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維

持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
2
0
条
 

臨
界
ﾎ
ﾞ
ﾛ
ﾝ
濃
度
 

臨
界
ﾎ
ﾞ
ﾛ
ﾝ
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能

 
④
、

⑥
 

第
2
1
条
 

減
速
材
温
度
係
数
 

減
速
材
温
度
係
数
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心

形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
2
2
条
 

制
御
棒
動
作
機
能
 

制
御
棒
動
作
機
能
 

M
S
-
1
 
1
)
1
)
原

子
炉
の
緊
急
停
止
機
能
 

 
 
 
1
)
2
)
未
臨
界
維
持
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
2
3
条
 

制
御
棒
の
挿
入
限
界
 

制
御
棒
の
挿
入
限
界
 

M
S
-
1
 
1
)
1
)
原
子
炉
の
緊
急
停
止
機
能
 

 
 
 
1
)
2
)
未
臨
界
維
持
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
2
4
条
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

M
S
-
1
 
1
)
1
)
原

子
炉
の
緊
急
停
止
機
能
 

 
 
 
1
)
2
)
未
臨
界
維
持
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
2
5
条
 

炉
物
理
検
査
 

-
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
-
 

原
子
炉
熱
出
力
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
2
6
条
 

炉
物
理
検
査
 

-
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
2
-
 

停
止
余
裕
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状

の
維

持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
2
7
条
 

化
学

体
積
制

御
系

(
ほ

う
酸

濃
縮

機

能
)
 

化
学
体
積
制
御
系
 

M
S
-
1
 
1
)
2
)
未
臨
界

維
持

機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
2
8
条
 

原
子
炉
熱
出
力
 

原
子
炉
熱
出
力
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心

形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
2
9
条
 

熱
流
束
熱
水
路
係
数
 

F
Q
(
Z
)
 
熱
流
束
熱
水
路
係
数
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
0
条
 

核
的
ｴ
ﾝ
ﾀ
ﾙ
ﾋ
ﾟ
上
昇
熱
水
路
係
数
 

F

N

Δ
H
 
核
的
ｴ
ﾝ
ﾀ
ﾙ
ﾋ
ﾟ
上
昇
熱
水
路
係
数
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能

 
④
、

⑥
 

第
3
1
条
 

軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
 

軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
2
条
 

1
/
4
出
力
偏
差
 

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心

形
状
の
維
持
機
能
 

④
、
⑥
 

別紙１（１／６） 
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保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
3
3
条
 

計
測
お
よ
び
制
御
設
備
 

原
子
炉
保
護
計
装
 

工
学
的
安
全
施
設
等
作
動
計
装
 

非
常
用
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
起
動
計
装
 

中
央
制
御
室
換
気
系
隔
離
計
装
 

燃
料

落
下

お
よ

び
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化

系
計
装
 

M
S
-
1
 
2
)
1
)
工
学
的
安

全
施

設
及

び
原

子
炉
停
止
系
へ

の
作
動
信
号
 

②
、

④
、
⑦
 

事
故
時
監
視
計
装
 

M
S
-
2
 
2
)
1
)
事
故
時

の
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
状
態
の
把
握
機
能
 

③
、
⑨
 

中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置
 

M
S
-
2
 
2
)
3
)
制
御
室

外
か

ら
の
安
全

停
止

機
能
 

⑪
 

第
3
4
条
 

D
N
B
比
 

D
N
B
比
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状
の
維
持
機
能

 
④
、
⑥
 

第
3
5
条
 

1
次
冷
却
材
の
温
度
･
圧
力
お
よ
び

1

次
冷
却
材
温
度
変
化
率
 

1
次
冷
却
材
温

度
・
圧
力
 

1
次
冷
却
材
温

度
変
化
率
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
6
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
3
-
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
7
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
4
-
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
8
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
5
-
(
1
次
冷
却
系
満
水
)
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
3
9
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
5
-
(
1
次
冷
却
系
非
満
水
)
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
4
0
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
6
-
(
ｷ
ｬ
ﾋ
ﾞ
ﾃ
ｨ
高
水
位
)
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
4
1
条
 

１
次
冷
却
系
 

 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
6
-
(
ｷ
ｬ
ﾋ
ﾞ
ﾃ
ｨ
低
水
位
)
 

１
次
冷
却
系
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

別紙１（２／６） 
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保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
4
2
条
 

加
圧
器
 

加
圧
器
 

M
S
-
2
 
2
)
2
)
異
常
状
態
の
緩
和
機

能
 

⑩
 

第
4
3
条
 

加
圧
器
安
全
弁
 

加
圧
器
安
全
弁
 

加
圧
器
安
全
弁
吹
出
し
圧
力
 

M
S
-
1
 
1
)
3
)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
の

過
加

圧

防
止
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
4
4
条
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
 

お
よ
び
加
圧
器
逃
が
し
元
弁
 

P
S
-
2
 
2
)
1
)
安
全
弁
及

び
逃

が
し

弁
の

吹
き
止
ま
り
機

能
 

⑩
 

第
4
5
条
 

低
温
過
加
圧
防
護
 

低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
 

M
S
-
1
 
1
)
3
)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
の

過
加

圧

防
止
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
4
6
条
 

1
次
冷
却
材
漏
え
い
率
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
4
7
条
 

蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い
監
視
 

蒸
気
発
生
器
細
管
 

蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い
監
視
装
置
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
4
8
条
 

余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
監
視
 

１
次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
 

P
S
-
1
 
1
)
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
機
能
 

④
、
⑥
 

第
4
9
条
 

1
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素

1
3
1
濃
度
 

１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素

1
3
1
濃
度
 

P
S
-
1
 
3
)
炉
心
形
状

の
維

持
機
能
 

④
、
⑥
 

第
5
0
条
 

蓄
圧
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

蓄
圧
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

M
S
-
1
 
1
)
5
)
炉
心
冷
却
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
5
1
条
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
,
2
お

よ
び

3
-
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
 

余
熱
除
去
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 

高
圧
注
入
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 

M
S
-
1
 
1
)
5
)
炉
心
冷
却
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
5
2
条
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
4
-
 

非
常
用
炉
心
冷

却
系
 

M
S
-
1
 
1
)
5
)
炉
心
冷
却
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
5
3
条
 

燃
料
取
替
用
水
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

燃
料
取
替
用
水
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

ほ
う
素
濃
度
、
ほ
う
酸
水
量
（
有
効
水
量
）
 

M
S
-
1
 
1
)
5
)
炉
心
冷
却
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
5
4
条
 

ほ
う
酸
注
入
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

ほ
う
酸
注
入
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

ほ
う
素
濃
度
、
ほ
う
酸
水
量
（
有
効
水
量
）
 

ほ
う
酸
水
温
度
 

M
S
-
1
 
1
)
2
)
未
臨
界
維
持
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

別紙１（３／６） 



 

4.1
-12

 
 

保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
5
5
条
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
 

A
種
検
査
（
設

計
圧
力
検
査
、
低
圧
検
査
）
 

B
・
C
種
検
査
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 放

射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能

、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

①
、

②
、
④
、
⑦
 

第
5
6
条
 

原
子

炉
格

納
容

器
真

空
逃

が
し

装

置
 

原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃
が
し
系
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 放

射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能

、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
5
7
条
 

原
子
炉
格
納
容
器
ｽ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｲ
系
 

原
子
炉
格
納
容
器
ｽ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｲ
系
 

苛
性
ｿ
ｰ
ﾀ
ﾞ
濃
度
、
ﾋ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｼ
ﾞ
ﾝ
濃
度
 

溶
液
量
（
有
効
水
量
）
 

格
納
容
器
ｽ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｲ
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放
射
性
物
質
の
閉

じ
込
め
機
能
、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
5
8
条
 

ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
空
気
浄
化
系
 

ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
空
気
浄
化
系
 

ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
排
気
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放
射
性
物
質
の
閉

じ
込
め
機
能
、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
5
9
条
 

ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
 

ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放
射
性
物
質
の
閉
じ

込
め

機
能

、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
6
0
条
 

主
蒸
気
安
全
弁
 

主
蒸
気
安
全
弁
 

主
蒸
気
安
全
弁
吹
出
し
圧
力
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
6
1
条
 

主
蒸
気
隔
離
弁
 

主
蒸
気
隔
離
弁
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原

子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
6
2
条
 

主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
お

よ
び
主
給
水
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾊ
ﾟ
ｽ
弁
 

主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給

水
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾊ
ﾟ
ｽ
弁
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
6
3
条
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原

子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
6
4
条
 

補
助
給
水
系
 

補
助
給
水
系
 

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ
動
補
助
給
水
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 

電
動
補
助
給
水
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

別紙１（４／６） 



 

4.1
-13

 
 

保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
6
5
条
 

復
水
ﾀ
ﾝ
ｸ
 

復
水
ﾀ
ﾝ
ｸ
水
量
（
有
効
水
量
）
 

補
助
給
水
ﾀ
ﾝ
ｸ
水
量
（
有
効
水
量
）
 

M
S
-
1
 
1
)
4
)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
6
6
条
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
6
7
条
 

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
6
8
条
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
 

中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
6
9
条
 

安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系
 

安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系
 

安
全
補
機
室
排
気
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放
射
性
物
質
の
閉

じ
込
め
機
能
、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
7
0
条
 

燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
 

燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放
射
性
物
質
の
閉

じ
込
め
機
能
、
放
射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
7
1
条
 

外
部

電
源

 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ

1
,
2
,
3

お
よ

び

4
-
 

外
部
電
源
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
7
2
条
 

外
部
電
源
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
5
,
6
お
よ
び
照
射

済
燃
料
移
動
中
-
 

外
部
電
源
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
7
3
条
 

ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
,
2
,
3
お

よ
び

4
-
 

非
常
用
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
 

燃
料
油
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ｸ
貯
油
量
（
保
有
油
量
）
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
7
4
条
 

ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
,
2
,
3
お

よ
び

4
以
外
-
 

非
常
用
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
 

燃
料
油
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ｸ
貯
油
量
（
保
有
油
量
）
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

第
7
5
条
 

ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑

油
お
よ
び
始
動
用
空
気
 

所
要

の
非

常
用

ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発

電
機

の
燃

料
油

、

潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
 

燃
料
油
貯
油
量
の
油
量
（
保
有
油
量
）
 

潤
滑
油
ﾀ
ﾝ
ｸ
の
油
量
（
保
有
油
量
）
 

起
動
用
空
気
貯
槽
圧
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

②
、

④
、
⑦
 

別紙１（５／６） 



 

4.1
-14

 
 

保
安
規
定
 
条
文
 

（
第
３
節
 
運
転
上
の
制
限
）
 

保
安
規
定
 
項
目
 

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
該
当
す
る
機
能
 

安
全
設
計
審
査
指
針
に

お
け
る
必
要
な
考
慮
 

第
7
6
条
 

非
常
用
直
流
電
源
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
,
2
,
3
お

よ
び

4
-
 

非
常
用
直
流
電
源
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
7
7
条
 

非
常
用
直
流
電
源
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
5
,
6
お
よ

び
照
射
済
燃
料
移
動
中
-
 

非
常
用
直
流
電
源
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
7
8
条
 

所
内
非
常
用
母
線
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
1
,
2
,
3
お

よ
び

4
-
 

所
内
非
常
用
母
線
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
7
9
条
 

所
内
非
常
用
母
線
 
 
ﾓ
ｰ
ﾄ
ﾞ
5
,
6
お
よ

び
照
射
済
燃
料
移
動
中
-
 

所
内
非
常
用
母
線
 

M
S
-
1
 
2
)
2
)
安
全
上

特
に

重
要
な
関

連
機

能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
8
0
条
 

1
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
度
 
 
ﾓ
ｰ

ﾄ
ﾞ
6
-
 

１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
度
 

M
S
-
1
 
1
)
2
)
未
臨
界

維
持

機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
8
1
条
 

原
子

炉
ｷ
ｬ
ﾋ
ﾞ
ﾃ
ｨ
水

位
 
 
燃

料
移

動

中
-
 

原
子
炉
ｷ
ｬ
ﾋ
ﾞ
ﾃ
ｨ
水
位
 

M
S
-
1
 
1
)
2
)
未
臨
界
維
持
機
能
 

②
、
④
、
⑦
 

第
8
2
条
 

原
子

炉
格

納
容

器
貫

通
部

 
 
燃

料

移
動
中
-
 

原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部
 

M
S
-
1
 
1
)
6
)
 
放

射
性

物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
、
放

射
線

の
遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能

 

②
、

④
、
⑦
 

第
8
3
条
 

使
用

済
燃

料
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
の

水
位

お
よ

び

水
温
 

使
用
済
燃
料
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
 

水
位
 

水
温
 

M
S
-
2
 
1
)
1
)
燃
料
ﾌ
ﾟ
ｰ
ﾙ
水
の
補
給
機
能
 

⑧
 

 

別紙１（６／６） 



別
紙
－

２
（

1
／
3
）

現
状

の
規
定
の
有
無

保
安
規

定
へ
の
反
映

が
必
要

な
事
項

１
）
原
子
炉
冷
却

材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ
リ
機
能

・
原
子
炉

冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
を
構
成

す
る
機

器
・
配
管

系
（
計
装
等
の

小
口
径
配
管
・

機
器
は

除
く
。
）

－

２
）
過
剰
反
応
度

の
印
加
防
止

機
能

・
制
御
棒

駆
動
装
置
圧
力

ﾊ
ｳ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ｸ
ﾞ

－

３
）
炉
心
形
状
の

維
持
機
能

・
炉
心
支

持
構
造
物

・
燃
料
集

合
体
（
た
だ
し

、
燃
料
を
除
く

。
）

第
3
5
条
（
１
次

冷
却
材
の
温
度

・
圧
力
お
よ
び

１
次
冷
却
材

温
度
変
化
率
）

に
よ
り
、
炉
心

支
持

構
造
物

も
含
め
た
原
子

炉
冷
却
材
圧

力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
お
よ

び
そ
れ
に

含

ま
れ
る
機
器
の

非
延
性
破
壊
及

び
疲
労
破
壊
等

を
防
止
す
る

た
め
の
運
用
を

規
定
。

第
4
9
条
（
１
次

冷
却
材
中
の
よ

う
素
1
3
1
濃
度

）
に
よ
り
、
燃

料
集
合
体
と
し

て
の
健

全
性

の
確

保
を
規

定
。

－

１
）
原
子
炉
の
緊

急
停
止
機
能

・
原
子
炉

停
止
系
の
制
御

棒
に
よ
る
系

（
制
御
棒

ｸ
ﾗ
ｽ
ﾀ
及
び

制
御
棒
駆
動
系

（
ｽ
ｸ
ﾗ
ﾑ
機
能
）

）

第
2
2
条
（
制
御

棒
動
作
機
能
）

に
よ
り
、
制
御

棒
を
定
期
的

に
動
作
さ
せ
て

制
御
棒
の
固

着
が
無
い
こ
と

、
挿
入
に
要

す
る
時
間
の
確
認

を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
制
御

棒
に
よ
る
緊
急

停
止
機
能
の
健

全
性
を
確
保
す

る
運
用
を
規

定
。

－

２
）
未
臨
界
維
持

機
能

・
原
子
炉

停
止
系
（
制
御

棒
に
よ
る
系

、
化
学
体

積
制
御
設

備
及
び
非
常
用

炉
心
冷
却
系
の

ほ
う
酸

水
注
入
機

能
）

第
2
7
条
（
化
学

体
積
制
御
系
（

ほ
う
酸
濃
縮
機

能
）
）
に
よ

り
、
制
御
棒
に

よ
る
系
と
は
独

立
し
た
原

子
炉

停
止
系
の
機

能
を
担
保
す
る

た
め
の
運
用
を

規
定
。

－

３
）
原
子
炉
冷
却

材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧
防

止

機
能

・
加
圧
器

安
全
弁
（
開
機

能
）

第
4
3
条
（
加
圧

器
安
全
弁
）

に
よ
り
、
運
転
時

の
異
常
な
過

渡
変
化
時
に
お

い
て
１
次
冷

却
材
の
圧

力
を
最

高
使
用
圧
力

の
1
.
1
倍
以
下

に
抑

え
る
た
め

の
運

用
を
規

定
。

－

４
）
原
子
炉
停
止

後
の
除
熱
機

能
・
残
留
熱

を
除
去
す
る
系

統
（
余
熱
除

去
系
、
補

助
給
水
系

、
蒸
気
発
生
器

2
次
側
隔
離
弁

ま
で
の

主
蒸
気
系

・
給
水
系
、
主

蒸
気
安
全
弁
、

主
蒸
気

逃
が
し
弁

（
手
動
逃
が
し

機
能
）
）

第
3
6
条
（
１
次

冷
却
系
　
－
モ

ー
ド
３
－
）

に
よ
り
、
モ
ー

ド
３
に
お
け
る

炉
心
の
残
留
熱

等
を
除
去
す

る
た
め
に
、
蒸

気
発
生
器
に
よ

る
除
熱
機
能
を

確
保
す
る
運

用
を
規
定
。

第
3
7
条
（
１
次

冷
却
系
　
－
モ

ー
ド
４
－
）
、

第
3
8
条
（
１

次
冷
却
系
　
－

モ
ー
ド
５
（

１
次
冷
却

系
満
水

）
－
）
に
よ

り
、
各
モ
ー
ド

に
お
け
る
炉

心
の
残
留
熱

等

を
除
去
す
る
た

め
に
蒸
気
発
生

器
又
は
余
熱
除

去
系
に
よ
る

除
熱
機
能
を
確

保
す
る
運
用

を
規
定
。

第
3
9
条
（
１
次

冷
却
系
　
－
モ

ー
ド
５
（
１
次

冷
却
系
非
満

水
）
－
）
、
第

4
0
条
（
１
次

冷
却
系
　

－
モ
ー

ド
６
（
キ
ャ

ビ
テ

ィ
高
水
位

）
－
）
、
第
4
1
条
（
１
次
冷

却
系
　
－
モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ

テ
ィ
低
水
位
）

－
）
に
よ
り
、

各
モ
ー
ド
に

お
け
る
炉
心

の
残
留
熱

等
を
除

去
す
る
た
め

に
余
熱
除
去
系

に
よ
る

除
熱
機

能
を
確
保
す

る
運
用
を
規
定

。

第
6
4
条
（
補
助

給
水
系
）
に
よ

り
、
補
助
給
水

系
の
機
能
を

確
保
す
る
こ
と

に
よ
り
、

蒸
気

発
生

器
へ
の
通

常
の
給
水
系

統
の
機
能
が
喪

失
し

た
際
に
も

、
安

全
上
必

要
な
給
水
を
確

保
し
、
通
常
の

給
水
系
統
の
機

能
喪
失
に
伴

う
事
象
の
収
束

を
担
保
す
る

運
用
を
規

定
。

－

５
）
炉
心
冷
却
機

能
・
非
常
用

炉
心
冷
却
系
（

低
圧
注
入
系

、
高
圧
注

入
系
、
蓄

圧
注
入
系
）

第
5
0
条
（
蓄
圧

タ
ン
ク
）
に
よ

り
、
原
子
炉
冷

却
材
喪
失
等

が
発
生
し
た
場

合
に
必
要

な
炉

心
へ

の
ほ
う
酸

注
入
機
能
を

待
機
状
態
に
し

て
お

く
運
用
を

規
定

。

第
5
1
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
系

　
－
モ
ー
ド
１

，
２
お
よ
び

３
－
）
に
よ
り

、
非
常
用
炉
心

冷
却

設
備
の
う

ち
高
圧
注
入

系
及
び
低
圧
注

入
系

に
お
い
て

、
原
子
炉
冷

却
材
喪
失
、
主

蒸
気
管
破
断
等

が
発
生
し
た
場

合
に
必
要
な

炉
心
冷
却
機
能

及
び
ほ
う
酸

注
入
に
よ

る
未
臨

界
維
持
機
能

を
待

機
状
態
に

し
て
お
く
運
用

を
規
定
。

第
5
2
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
系

　
－
モ
ー
ド
４

－
）
に
よ
り
、

非
常
用
炉
心

冷
却
設
備
の

う
ち
高
圧

注
入
系

及
び
低
圧
注

入
系
に
お
い
て

、
モ
ー

ド
４
で

原
子
炉
冷
却

材
が
減
少
す
る

事
象
が
発
生
し

た
場
合
に
必
要

な
炉
心
へ
の

ほ
う
酸
注
入
機

能
を
待
機
状

態
と
し
て

お
く
運

用
を
規
定
。

－

・
原
子
炉

格
納
容
器

・
ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ

・
原
子
炉

格
納
容
器
隔
離

弁

・
原
子
炉

格
納
容
器
ｽ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｲ
系

・
ｱ
ﾆ
ｭ
ﾗ
ｽ
空

気
再
循
環
設

備

・
安
全
補

機
室
空
気
浄
化

系

・
可
燃
性

ｶ
ﾞ
ｽ
濃
度
制
御

系

第
5
5
条
（
原
子

炉
格
納
容
器
）

に
よ
り
、
原
子

炉
冷
却
材
が

喪
失
し
た
場
合

に
必
要
な
、

放
射
性
物
質
の

外
部
放
出
を

最
小
限
に
止
め
る

た
め
の
機
能
（

原
子
炉
格
納

容
器
隔
離
弁
を

含
む
）
を
待
機

状
態
と
し
て
お

く
運
用
を
規

定
。

第
5
9
条
（
ア
ニ

ュ
ラ
ス
）
に
よ

り
、
原
子
炉
冷

却
材
喪
失
が

発
生
し
た
場
合

に
必
要
な

ア
ニ

ュ
ラ

ス
部
を
負

圧
に
保
つ
機

能
を
待
機
状
態

と
し

て
お
く
運

用
を

規
定
。

第
5
7
条
（
原
子

炉
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ
系
）

に
よ
り
、
原
子

炉
冷
却
材
喪
失

が
発
生
し
た
場

合
に
必
要
な

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力
を

最
高
使
用
圧
力

以
下
に
保

ち
、
か
つ
、
原

子
炉
格
納
容
器

内
に
放
出
さ
れ

た
放
射
性
無

機
よ
う
素
を
除

去
す
る
機
能

を
待
機
状

態
と
し

て
お
く
運
用

を
規

定
。

第
5
8
条
（
ア
ニ

ュ
ラ
ス
空
気
浄

化
系
）
に
よ
り

、
原
子
炉
冷
却

材
喪
失
が
発

生
し
た
場

合
に

必
要
な
原
子
炉

格
納
容
器
か

ら
ア

ニ
ュ
ラ
ス

部
に
漏
え
い
し

た
空
気
を
浄

化
再
循
環
し
、

環
境
に
放
出
さ

れ
る
放
射
性
物

質
の
濃
度
を

低
減
す
る
機
能

を
待
機
状
態

と
し
て
お

く
運
用

を
規
定
。

第
6
9
条
（
安
全

補
機
室
空
気
浄

化
系
）
に
よ
り

、
原
子
炉
冷
却

材
喪
失
時
の

再
循
環
モ

ー
ド

時
に
安
全
補
機

室
（
格
納
容

器
ス

プ
レ
イ
ポ

ン
プ
室
、
余
熱

除
去
ポ
ン
プ

室
等
）
に
漏
え

い
す
る
放
射
性

物
質
を
除
去
し

、
環
境
に
放

出
さ
れ
る
放
射

性
物
質
の
濃

度
を
減
少

さ
せ
る

た
め
の
安
全

補
機

室
空
気
浄

化
系
の
機
能
を

確
保
す
る
運

用
を
規
定
。

第
7
0
条
（
燃
料

取
扱
建
屋
空
気

浄
化
系
）
に
よ

り
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
お

け
る
燃
料
集
合

体
の
落
下

時
に

燃
料
取
扱
建

屋
に
漏
え
い
す

る
放
射
性
物
質

を
除
去
し
、

環
境
に
放
出
さ

れ
る
放
射
性
物

質
の
濃
度
を
減

少
さ
せ
る
た

め
の
燃
料
取
扱

建
屋
空
気
浄

化
系
の
機

能
を
確

保
す
る
た
め

の
運

用
を
規
定

。

－

<
特
記
す
べ

き
関
連
系
(
P
W
R
)
>

・
原
子
炉

格
納
容
器
排
気

筒

第
5
9
条
（
ア
ニ

ュ
ラ
ス
）
、
第

6
9
条
（
安
全
補

機
室
空
気
浄

化
系
）
、
第
7
0
条
（
燃
料
取

扱
建
屋
空

気
浄
化

系
）

※
１

に
よ
り
、

個
々
の
排

気
系

統
毎
に
動
作

可
能

を

判
断
し
、
要
求

さ
れ
る
措
置
を

行
う
運
用
を
規

定
。

－

１
）
工
学
的
安
全

施
設
及
び
原

子
炉

停
止

系
へ
の

作

動
信
号
の
発
生
機

能

・
安
全
保

護
系

第
3
3
条
（
計
測

お
よ
び
制
御
設

備
）
に
よ
り
、

運
転
時
の
異
常

な
過
渡
変
化

時
及
び

事
故
時

に
、
そ
の
異
常

な
状

態
を
検

知
し
、
原
子
炉

保
護
系
、
非
常

用
炉
心
冷
却

系
等
を
自
動
的

に
作
動
さ
せ
る

と
と
も
に
、
通

常
運
転
時
及

び
運
転
時
の
異

常
な
過
渡
変

化
時
に
お

い
て
は

、
重
要
な
パ

ラ
メ

ー
タ
を
適

切
な
範
囲
に
維

持
制
御
及
び

監
視
し
、
事
故

時
に
お
い
て
も

そ
の
状
態
を
連

続
監
視
す
る

た
め
の
計
測
及

び
制
御
設
備

の
機
能
を

担
保
す

る
運
用
を
規

定
。

－

・
非
常
用

所
内
電
源
系

・
制
御
室

及
び
そ
の
遮
へ

い
・
換
気
空
調

系
・
原

子
炉
補
機

冷
却
水
系

・
原
子
炉

補
機
冷
却
海
水

系

・
直
流
電

源
系

・
制
御
用

圧
縮
空
気
設
備

（
い
ず
れ

も
、
M
S
-
1
関
連

の
も
の
）

第
7
8
条
（
所
内

非
常
用
母
線
　

－
モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
－
）
、
第

7
9
条
（
所
内

非
常
用
母

線
　
－

モ
ー
ド
５
，

６
お

よ
び
照
射

済
燃
料
移
動
中

－
）
に
よ

り
、
各
モ
ー
ド

に
お
い
て
、
非

常
用
所
内
電
源

系
を
構
成
す

る
所
内
非
常
用

母
線
の
受
電

を
確
保
す

る
こ
と

に
よ
り
、
重

要
度

の
特
に
高

い
安
全
機
能
を

有
す
る
構
築

物
、
系
統
及
び

機
器
の
安
全
機

能
を
確
保
す
る

運
用
を
規
定

。

第
6
8
条
（
中
央

制
御
室
非
常
用

循
環
系
）
に
お

い
て
、
運
転

員
が
事
故
時
に

中
央
制
御
室
に

接
近
し
、

又
は

と
ど
ま
っ
て

所
要
の
操
作
及

び
措
置
が
と
れ

る
よ
う
雰
囲

気
環
境
を
維
持

す
る
た
め
の
中

央
制
御
室
非
常

用
循
環
系
の

機
能
を
確
保
す

る
運
用
を
規

定
。

第
6
6
条
（
原
子

炉
補
機
冷
却
水

系
）
に
よ
り
、

原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
の
機

能
を
確

保
す
る

こ
と
に
よ
り
、

安
全

系
設
備

か
ら
発
生
す
る

熱
を
除
去
し
健

全
性
を
確
保

す
る
運
用
を
規

定
。

第
6
7
条
（
原
子

炉
補
機
冷
却
海

水
系
）
に
よ
り

、
原
子
炉
補
機

冷
却
海
水
系

の
機
能
を

確
保

す
る
こ
と
に
よ

り
、
安
全
系

設
備

か
ら
発
生

す
る
熱
を
除
去

し
健
全
性
を

確
保
す
る
運
用

を
規
定
。

第
7
6
条
（
非
常

用
直
流
電
源
　

－
モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
－
）
、
第

7
7
条
（
非
常

用
直
流
電

源
　
－

モ
ー
ド
５
，

６
お

よ
び
照
射

済
燃
料
移
動
中

－
）
に
よ

り
、
各
モ
ー
ド

に
お
い
て
、
非

常
用
直
流
電
源

の
機
能
を
確

保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
重
要

度
の
特
に

高
い
安

全
機
能
を
有

す
る

系
統
及
び

機
器
に
、
直
流

電
源
の
供
給

を
可
能
と
す
る

運
用
を
規
定
。

制
御
用
空
気
圧
縮

系
に
関
す
る
規

定
が
無

い
こ
と
か
ら
、
反

映
が
必
要

<
特
記
す
べ

き
関
連
系
(
P
W
R
)
>

・
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
発
電
機
燃
料

輸
送
系

・
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
冷
却
系

・
取
水
設

備
（
屋
外
ﾄ
ﾚ
ﾝ
ﾁ
を
含
む
。
）

第
7
5
条
（
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機

の
燃
料
油
、
潤

滑
油
お
よ
び

始
動
用
空
気
）

に
よ
り
、
外
部

電
源

の
機
能

喪
失
時
に
、
重

要
度
の
特
に

高
い
安
全
機
能

を
有
す

る
構
築

物
、
系
統
及
び

機
器
の
安
全
機

能
を
確
保
す
る

た
め
、
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機

の
起
動
及
び

運
転
に
必

要
と
な

る
燃
料
油
、

潤
滑

油
及
び
始

動
用
空
気
系
の

所
要
能
力
を

確
保
す
る
運
用

を
規
定
。

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
冷
却
系

お
よ
び
取
水
設

備
は
、
第
6
7
条
（
原
子
炉
補

機
冷
却
海
水
系

）
に
よ
り

規
定

。
）

重
要
安
全

施
設

及
び
重

要
度

分
類

指
針
に

示
す

設
備

の
保
安

規
定

上
の
扱

い

分
類

定
義

機
能

１
）

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

、
残

留
熱

を
除

去
し

、
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
、

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築
物
、
系

統
及
び
機
器

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す
る
事
象

に
よ
っ
て
、

(
a
)

炉
心

の
著

し
い

損
傷

、
又

は (
b
)

燃
料

の
大

量
の

破
損

を
引

き
起

こ
す

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
、
系
統
及

び
機
器

P
S
-
1

ｸ
ﾗ
ｽ
1

６
）
放
射
性
物
質

の
閉
じ
込
め

機
能

、
放

射
線
の

遮

へ
い
及
び
放
出
低

減
機
能

M
S
-
1

２
）

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築
物
、
系

統
及
び
機
器

２
）
安
全
上
特
に

重
要
な
関
連

機
能

構
築
物
、
系

統
又
は
機
器
(
P
W
R
)

保
安

規
定
上
の

扱
い

第
4
6
条
（
１
次

冷
却
材
漏
え
い

率
）
に
よ
り
、

原
子
炉
冷
却
材

圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
か
ら
１
次
冷

却
材
の

漏
え
い

が
あ
っ
た
場
合

、
そ
の
漏
え

い
を
速
や
か
に

、
か
つ
、
確

実
に
検
出
す
る

こ
と
を
可
能
と

し
、
原
子
炉
冷

却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
の
健
全
性

を
担
保

す
る

運
用
を
規
定

。

第
4
9
条
（
余
熱

除
去
系
へ
の
漏

え
い
監
視
）

に
よ
り
、
余
熱

除
去
系
隔
離
弁

の
機
能
を
確
保

し
1
次
冷
却
系

か
ら
余
熱
除

去
系
へ
の
漏
え

い
を
防
止
し
、

格
納
容
器
外

で
の
1
次
冷
却
材

の
漏
え
い
が
発

生
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
運

用
を
規
定
。

第
3
5
条
（
１
次

冷
却
材
の
温
度

・
圧
力
お
よ
び

１
次
冷
却
材

温
度
変
化
率
）

に
よ
り
、
通

常
の
１
次
冷
却

系
の
加
熱
・

冷
却
時
に
お
い
て

１
次
冷
却
材
温

度
・
圧
力
お

よ
び
１
次
冷
却

材
温
度
変
化
率

を
規
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、

原
子
炉
冷
却
材

圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
を
非
延
性
破

壊
及
び
疲

労
破
壊

等
か
ら
防
止

す
る

た
め
の
運

用
を
規
定
。

・
格
納
容
器
内
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
機
能

・
格
納
容
器
の
冷
却
機
能

・
格
納
容
器
内
の
可
燃
性
ガ
ス
制
御
機
能

・
原
子
炉
格
納
容
器
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
を
構
成
す
る
配
管
の
隔
離
機
能

・
非
常
用
交
流
電
源
か
ら
非
常
用
の
負
荷
に
対
し
電
力
を
供
給
す
る
機
能

・
非
常
用
直
流
電
源
か
ら
非
常
用
の
負
荷
に
対
し
電
力
を
供
給
す
る
機
能

・
非
常
用
の
交
流
電
源
機
能

・
非
常
用
の
直
流
電
源
機
能

・
非
常
用
の
計
測
制
御
用
直
流
電
源
機
能

・
補
機
冷
却
機
能

・
冷
却
用
海
水
供
給
機
能

・
原
子
炉
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
機
能

・
圧
縮
空
気
供
給
機
能

・
原
子
炉
の
緊
急
停
止
機
能

・
未
臨
界
維
持
機
能

・
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
の
過
圧
防
止
機
能

・
原
子
炉
停
止
後
に
お
け
る
除
熱
の
た
め
の

残
留
熱
除
熱
機
能

二
次
系
か
ら
の
除
熱
機
能

二
次
系
へ
の
補
給
水
機
能

・
事
故
時
の
原
子
炉
の
状
態
に
応
じ
た
炉
心
冷
却
の
た
め
の

原
子
炉
内
高
圧
時
に
お
け
る
注
水
機
能

原
子
炉
内
低
圧
時
に
お
け
る
注
水
機
能

・
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
ﾊ
ﾞ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ﾘ
を
構
成
す
る
配
管
の
隔
離
機
能

・
原
子
炉
停
止
系
に
対
す
る
作
動
信
号
（
常
用
系
と
し
て
作
動
さ
せ
る
も
の
を
除
く
）
の
発
生
機
能

・
工
学
的
安
全
施
設
に
分
類
さ
れ
る
機
器
若
し
く
は
系
統
に
対
す
る
作
動
信
号
の
発
生
機
能

・
燃
料
集
合
体

・
赤
枠
線
：
従
来
の
安
全
設
計
審
査
指
針
に
お
け
る
「
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る
系
統
」
に
該
当
す
る
範

囲

（
Ｐ
Ｓ
－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
２
（
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
等
）

※
１
：
「
燃
料
集
合
体
落
下
事
故
時
の
放
射
能
放
出
」
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｓ
－
１
に
該
当
す
る
格
納
容
器
排
気
筒
か
ら
放
出
す
る
。

4
.
1
-
1
5



別
紙
－

２
（

2
／
3
）

現
状

の
規
定
の
有
無

保
安
規

定
へ
の
反
映

が
必
要

な
事
項

１
）
原
子
炉
冷
却

材
を
内
蔵
す

る
機

能
（

た
だ
し

、

原
子
炉
冷
却
材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ
れ

て

い
る
計
装
等
の
小

口
径
の
も
の

及
び

バ
ウ

ン
ダ
リ

に

直
接
接
続
さ
れ
て

い
な
い
も
の

は
除
く
。
）

・
化
学
体

積
制
御
設
備
の

抽
出
系
・
浄
化

系
（

規
定
な
し
）

－

・
放
射
性

廃
棄
物
処
理
施

設
（
放
射
能
ｲ
ﾝ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
ﾘ

の
大
き
い

も
の
）
[
現
状

で
は
、
放
射
性

気
体
廃

棄
物
処
理

系
が
考
え
ら
れ

る
。
]

・
使
用
済

燃
料
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
（
使

用
済
燃
料
ﾗ
ｯ
ｸ
を
含

む
。
）

（
規
定
な
し
）

－

<
特
記
す
べ

き
関
連
系
(
P
W
R
)
>

・
使
用
済

燃
料
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
冷
却

系

（
規
定
な
し
）

－

３
）
燃
料
を
安
全

に
取
り
扱
う

機
能

・
燃
料
取

扱
設
備

第
5
章
燃
料
管
理

　
第
9
6
条
（
燃

料
の
取
替
等

）
等
に
よ
り
、

使
用
す
る
燃
料

取
扱
設

備
に

つ
い

て
規
定

。
ま
た
燃

料
取
扱

設
備
の
保
守

に
つ

い
て
は
、

第
8
章
保

守
管

理
　
第
1
1
9
条
（

保
守
管
理
計

画
）

に
よ
り
規

定
。
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ

等
は
設
定
さ
れ

て
い
な
い
）

－

２
）

通
常

運
転

時
及

び
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

作
動

を
要

求
さ

れ
る

も
の

で
あ

っ

て
、

そ
の

故
障

に
よ

り
、

炉
心

冷
却

が
損

な
わ

れ
る

可
能

性
の

高
い
構
築
物

、
系
統
及
び
機

器

１
）
安
全
弁
及
び

逃
が
し
弁
の

吹
き
止
ま
り
機

能
・
加
圧
器

安
全
弁

・
加
圧
器

逃
が
し
弁

（
い
ず
れ

も
、
吹
き
止
ま

り
機
能
に
関
連

す
る
部

分
）

第
4
4
条
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
）

に
よ
り
、
加
圧

器
逃
が
し
弁

の
開
閉
機
能
が

確
保
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て

、
１
次
冷
却

系
の
加
圧
防
護
、

蒸
気
発
生
器
伝

熱
管
破
損
時

の
影
響
緩
和
機

能
等
を
担
保
す

る
た
め
の
運
用

を
規
定
。
な

お
、
本
条
で
は

吹
止
ま
り
圧

力
の
設
定

値
を
規

定
し
て
い
る

。

（
「
加
圧
器
安

全
弁
」
に
つ
い

て
は
、
吹
止
ま

り
機
能
に
関

す
る
規
定
な
し

）

－

１
）
燃
料
プ
ー
ル

水
の
補
給
機

能
・
使
用
済

燃
料
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
補
給

水
系

第
8
3
条
（
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト

の
水
位
お
よ
び

水
温
）
に
よ

り
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
の
水
位

を
制
限
す

る
こ

と
に
よ
り
、

「
燃
料
集
合
体

の
落
下
」
時
に

環
境
へ
の
放

射
能
放
出
量
を

抑
制
す
る
こ
と

を
担
保
す
る
と

と
も
に
、
使

用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
温
度
を

制
限
す
る

こ
と
に

よ
り
、
コ
ン

ク
リ

ー
ト
の
長

期
的
な
健
全
性

を
確
保
す
る

た
め
の
運
用
を

規
定
。

－

２
）
放
射
性
物
質

放
出
の
防
止

機
能

・
燃
料
集

合
体
落
下
事
故

時
放
射
能
放

出
を
低
減

す
る
系

・
排
気
筒

（
補
助
建
屋
）

（
第
7
0
条
（
安

全
補
機
室
空
気

浄
化
系
）
に
よ

り
、
補
助
建

屋
よ
う
素
除
去

排
気
系
の
運
用

に
つ
い
て

規
定

。
）

－

１
）
事
故
時
の
プ

ラ
ン
ト
状
態

の
把
握
機
能

・
事
故
時

監
視
計
器
の
一

部
[
現
状
で
は

、
(
P
W
R
)

格
納
容
器

ｴ
ﾘ
ｱ
ﾓ
ﾆ
ﾀ
が
考
え

ら
れ
る
。
]

第
3
3
条
（
計
測

お
よ
び
制
御
設

備
）
に
よ
り
事

故
時
に
お
い
て

事
故
の
状
態

を
知
り

対
策
を

講
じ
る
た
め
に

必
要

な
パ
ラ

メ
ー
タ
を
監
視

で
き
る
機
能
を

有
す
る
た
め

に
、
原
子
炉
の

運
転
状
態
に
応

じ
て
動
作
可
能

で
あ
る
べ
き

所
要
チ
ャ
ン
ネ

ル
数
の
機
能

を
確
保
す

る
た
め

の
運
用
を
規

定
。

－

２
）
異
常
状
態
の

緩
和
機
能

・
加
圧
器

逃
が
し
弁
（
手

動
開
閉
機
能

）

・
加
圧
器

逃
が
し
弁
元
弁

・
加
圧
器

ﾋ
ｰ
ﾀ
（
後
備
ﾋ
ｰ
ﾀ
）

第
4
4
条
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
）

に
よ
り
、
加
圧

器
逃
が
し
弁

の
開
閉
機
能
が

確
保
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て

、
１
次
冷
却

系
の
加
圧
防
護
、

蒸
気
発
生
器
伝

熱
管
破
損
時

の
影
響
緩
和
機

能
等
を
担
保
す

る
た
め
の
運
用

を
規
定
。
な

お
、
本
条
で
は

自
動
制
御
が

で
き
な
い

場
合
に

要
求
さ
れ
る

措
置

と
し
て
、

手
動
開
閉
機
能

の
確
認
、
加

圧
器
逃
が
し
弁

元
弁
の
手
動
閉

止
を
規
定
し
て

い
る
。

－

３
）
制
御
室
外
か

ら
の
安
全
停

止
機
能

・
制
御
室

外
原
子
炉
停
止

装
置
（
安
全

停
止
に
関

連
す
る
も

の
）

第
3
3
条
（
計
測

お
よ
び
制
御
設

備
）
に
よ
り
何

ら
か
の
原
因
で

中
央
制
御
室

に
と
ど

ま
る
こ

と
が
で
き
な
い

場
合

に
、
原

子
炉
を
停
止
し

、
高
温
停
止
状

態
に
維
持

し
、
必
要
に
応

じ
て
低
温
停
止

状
態
に
導
く
た

め
の
必
要
な

機
器
の
う
ち
原

子
炉
の
高
温

停
止
時
に

操
作
頻

度
が
高
い
か

、
操

作
が
時
間

的
に
急
を
要
す

る
機
器
の
操

作
が
行
え
る
と

と
も
に
必
要
最

小
限
の
パ
ラ
メ

ー
タ
監
視
を

行
え
る
機
能
を

確
保
す
る
。

こ
の
機
能

確
保
の

た
め
に
、
原

子
炉

の
運
転
状

態
に
応
じ
て
動

作
可
能
で
あ

る
べ
き
操
作
、

監
視
機
能
を
運

転
上
の
制
限
と

し
て
定
め
て

い
る
。

－

分
類

定
義

機
能

構
築
物
、
系

統
又
は
機
器
(
P
W
R
)

ｸ
ﾗ
ｽ
2

P
S
-
2

１
）

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

又
は

燃
料

の
大

量
の

破
損

を
直

ち
に

引
き

起
こ

す
お

そ
れ

は
な

い
が

、
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
、
系
統
及

び
機
器

２
）
原
子
炉
冷
却

材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接
接

続

さ
れ
て
い
な
い
も

の
で
あ
っ
て

、
放

射
性

物
質
を

貯

蔵
す
る
機
能

M
S
-
2

１
）

Ｐ
Ｓ

－
２

の
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
敷

地
周

辺
公

衆
に

与
え

る
放

射
線

の
影

響
を

十
分

小
さ

く
す

る
よ

う
に

す
る

構
築

物
、

系
統
及
び
機

器

２
）

異
常

状
態

へ
の

対
応

上
特

に
重

要
な

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

保
安

規
定
上
の

扱
い

・
事
故
時
の
原
子
炉
の
停
止
状
態
の
把
握
機
能

・
事
故
時
の
炉
心
冷
却
状
態
の
把
握
機
能

・
事
故
時
の
放
射
能
閉
じ
込
め
状
態
の
把
握
機
能

・
事
故
時
の
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
操
作
の
た
め
の
情
報
の
把
握
機
能

・
赤
枠
線
：
従
来
の
安
全
設
計
審
査
指
針
に
お
け
る
「
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る
系
統
」
に
該
当
す
る
範

囲

（
Ｐ
Ｓ
－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
２
（
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
等
）

4
.
1
-
1
6



別
紙
－

２
（

3
／
3
）

現
状

の
規
定
の
有
無

保
安
規

定
へ
の
反
映

が
必
要

な
事
項

１
）
原
子
炉
冷
却

材
保
持
機
能

（
Ｐ

Ｓ
－

１
、
Ｐ

Ｓ

－
２
以
外
の
も
の

。
）

・
計
装
配

管

・
試
料
採

取
管

（
規
定
な
し
）

－

２
）
原
子
炉
冷
却

材
の
循
環
機

能
・
1
次
冷
却

材
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
及
び

そ
の
関
連
系

第
3
3
条
（
計
測

お
よ
び
制
御
設

備
）
に
よ
り
１

次
冷
却
材
流
量

喪
失
時
の
炉

心
の
Ｄ

Ｎ
Ｂ
に

対
す
る
保
護
と

し
て

、
原
子

炉
の
運
転
状
態

に
応
じ
て
動
作

可
能
で
あ
る

べ
き
所
要
チ
ャ

ン
ネ
ル
数
の
機

能
を
確
保
す
る

た
め
の
運
用

を
規
定
。

－

３
）
放
射
性
物
質

の
貯
蔵
機
能

・
放
射
性

廃
棄
物
処
理
施

設
（
放
射
能

ｲ
ﾝ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
ﾘ

の
小
さ
い

も
の
）
[
現
状

で
は
、
液
体
及

び
固
体

の
放
射
性

廃
棄
物
処
理
系

が
考
え
ら
れ
る

。
]

（
規
定
な
し
）

－

４
）
電
源
供
給
機

能
（
非
常
用

を
除
く
。
）

・
主
蒸
気

系
（
隔
離
弁
以

後
）

・
給
水
系

（
隔
離
弁
以
前

）

・
送
電
線

・
変
圧
器

・
開
閉
所

（
規
定
な
し
）

※
第
7
1
条
、
7
2
条
（
外
部
電
源

）
は
、
非
常
用

高
圧
母
線
に

電
力
供
給
す
る

こ
と
が
で
き

る
外
部
電

源
に
つ

い
て
規
定
し

て
い

る
。

－

５
）
プ
ラ
ン
ト
計

測
・
制
御
機

能
（
安
全
保
護

機
能

を
除
く
。
）

・
原
子
炉

制
御
系

・
原
子
炉

計
装

・
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｾ
ｽ
計

装

（
規
定
な
し
）

－

６
）
プ
ラ
ン
ト
運

転
補
助
機
能

・
補
助
蒸

気
系

・
制
御
用

圧
縮
空
気
設
備

（
M
S
-
1
以
外
）

（
規
定
な
し
）

－

１
）
核
分
裂
生
成

物
の
原
子
炉

冷
却

材
中

へ
の
放

散

防
止
機
能

・
燃
料
被

覆
管

（
規
定
な
し
）

－

２
）
原
子
炉
冷
却

材
の
浄
化
機

能
・
化
学
体

積
制
御
設
備
の

浄
化
系
（
浄

化
機
能
）

（
規
定
な
し
）

－

１
）
原
子
炉
圧
力

の
上
昇
の
緩

和
機
能

・
加
圧
器

逃
が
し
弁
（
自

動
操
作
）

第
4
4
条
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
）

に
よ
り
、
加
圧

器
逃
が
し
弁

の
開
閉
機
能
が

確
保
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て

、
１
次
冷
却

系
の
加
圧
防
護
、

蒸
気
発
生
器
伝

熱
管
破
損
時

の
影
響
緩
和
機

能
等
を
担
保
す

る
た
め
の
運
用

を
規
定
。
な

お
、
本
条
で
は

自
動
制
御
が

で
き
な
い

場
合
に

要
求
さ
れ
る

措
置

と
し
て
、

手
動
開
閉
機
能

の
確
認
、
加

圧
器
逃
が
し
弁

元
弁
の
手
動
閉

止
を
規
定
し
て

い
る
。
こ
れ

ら
の
要
求
さ
れ

る
措
置
を
行

え
ば
、
プ

ラ
ン
ト

停
止
は
要
求

さ
れ

て
い
な
い

。

－

２
）
出
力
上
昇
の

抑
制
機
能

・
ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ
ﾗ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｯ
ｸ
系

・
制
御
棒

引
抜
阻
止
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾛ
ｯ
ｸ

（
規
定
な
し
）

－

３
）
原
子
炉
冷
却

材
の
補
給
機

能
・
化
学
体

積
制
御
設
備
の

充
て
ん
系

・
1
次
冷
却

系
補
給
水
設

備

（
規
定
な
し
）

－

２
）

異
常

状
態

へ
の

対
応

上
必

要
な
構
築
物

、
系
統
及
び
機

器

緊
急
時
対
策
上
重

要
な
も
の
及

び
異

常
状

態
の
把

握

機
能

・
原
子
力

発
電
所
緊
急
時

対
策
所

・
試
料
採

取
系

・
通
信
連

絡
設
備

・
放
射
線

監
視
設
備

・
事
故
時

監
視
計
器
の
一

部

・
消
火
系

・
安
全
避

難
通
路

・
非
常
用

照
明

（
規
定
な
し
）

－

機
能

構
築
物
、
系

統
又
は
機
器
(
P
W
R
)

保
安

規
定
上
の

扱
い

ｸ
ﾗ
ｽ
3

P
S
-
3

１
）

異
常

状
態

の
起

因
事

象
と

な
る

も
の

で
あ

っ
て

、
Ｐ

Ｓ
－

１
及

び
Ｐ

Ｓ
－

２
以

外
の

構
築

物
、
系
統
及

び
機
器

２
）

原
子

炉
冷

却
材

中
放

射
性

物
質

濃
度

を
通

常
運

転
に

支
障

の
な

い
程

度
に

低
く

抑
え

る
構

築
物
、
系
統

及
び
機
器

M
S
-
3

１
）

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
が

あ
っ

て
も

、
Ｍ

Ｓ
－

１
、

Ｍ
Ｓ

－
２

と
あ

い
ま

っ
て

、
事

象
を

緩
和

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び
機
器

分
類

定
義

：
伊
方
３

号
炉
原
子
炉
設

置
変
更
許
可
申

請
書
添
付
書

類
八
「
安
全
機

能
の
重
要
度
分

類
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
設

備

：
「
安
全

機
能
を
有
す
る

系
統
の
う
ち
、

安
全
機
能
の

重
要
度
が
特
に

高
い
安
全
機
能

を
有
す
る
も

の
」
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
具

体
的
な
機
能

4
.
1
-
1
7
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4.2 サーベランスの設定方針 
 

発電用原子炉施設の各設備については、設備に応じた常時の運転監視、発電用原子

炉施設の巡視および日常の保守点検（外観点検、バッテリー点検等）等の管理に加え、

特に運転上の制限となる設備については、定期的に運転上の制限を満足しているかの

確認（以下、サーベランス）を行っている。 
新規制基準を踏まえ、新たに運転上の制限として管理する設備に対するサーベラン

スについて整理する。 
 
（１）サーベランス方法 

運転上の制限（以下、LCO）を満足しているかを確認するため、当該設備の種類

（ポンプ、発電機、タンク、計測制御装置等）および平常時の待機状態（運転／停

止、保有水の有無）に応じて、サーベランス方法を定めることで、適切に機器の状

態を把握し、LCO を満足（設備の動作可否、所要の性能）しているかの判断を行

う。 
サーベランス方法は、プラント停止中のサーベランス

※１

により所要の性能が維持

できていることを確認、プラント運転中のサーベランスによりポンプ等の主要な機

器の動作確認を組み合わせて LCO を満足していることを確認している。 
ａ．プラント停止中のサーベランス 

設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）

の確認により運転上の制限を満足していることを判断するため、実系統、また

はテストライン

※２

により、設備を運転する。 
ｂ．プラント運転中のサーベランス 

設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限を

満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン

※１

により、設

備を運転する。 
また、運転中パラメータ（揚程、流量等）の傾向監視や、訓練に伴う設備運

転中の運転状態、発電用原子炉施設の巡視および日常の保守点検等において、

運転上の制限に係る事象が発見された場合には、運転上の制限を満足している

かの判断を速やかに行うこととしている。 
 

※１：プラントの運転状態によらず常に適用モードとなる設備については、プ

ラント停止中に限らず、運転中プラントへの影響を考慮した上で所要の

性能が維持できていることの確認を行う。（以下、同じ。） 
※２：運転中プラント、停止中プラントへの影響を考慮し、試験方法（ライン

構成、負荷／無負荷試験等）を定める。 
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（２）サーベランス頻度 

a.サーベランス頻度の考え方 
サーベランスは、運転上の制限（以下、「ＬＣＯ」という。）が定義された機

器・系統の動作確認であり、サーベランスの結果、機器・系統について動作不

能と判断された場合、ＬＣＯを逸脱した際の要求される措置を、その措置を実

行するために許容される時間内に実施することが求められている。 
一方、機器の保全のための管理としては、保安規定に定める保守管理計画に

基づき実施される保守・点検（機器を健全に作動できることを担保するための

行為）でその機能は担保されている。保守管理計画では、事業者が定めた保全

計画に基づき機器・系統の点検、補修等の保全を実施し、点検・補修の結果の

確認・評価を行うこと等が定められている。保全計画の設定にあたっては、使

用実績や故障事例などの運転経験(メーカー推奨を含む)や使用環境、劣化モー

ド、故障モード、科学的知見を踏まえて設定される。この保全計画には、回転

機器について定期的な運転によることも規定している。 
サーベランスの実施は、ＬＣＯを満足しているかの確認であり、サーベラン

スの頻度を増やしても設備の健全性が向上することはないことから、サーベラ

ンス頻度と設備の健全性は、必ずしも直接的に関連するものではないが、上記

の考え方を踏まえ、サーベランスは保全計画に基づく定期的な運転頻度以内で

実施する。 
ＬＣＯを満足していることの確認は、これまでもサーベランスでの確認以外

でも巡視等により実施されており、例えば運転員、保修員による日常の巡視に

より設備の不具合が確認された場合は、サーベランスによる設備の健全性確認

にかかわらずＬＣＯからの逸脱を宣言し適切な処置を実施している。事業者は、

サーベランスによる確認のみに頼ることなく、運転巡視、発電用原子炉施設の

巡視および日常の保守点検によってもＬＣＯを満足していることを確認して

いる。 
 

b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 
新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全

計画に定める点検計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続

されているか、容易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統

と切り離して保管された状態となっている。この可搬設備の保守管理計画に定

める点検計画(例)は、添付―１に示すとおりであり、サーベランスの運用管理

の観点から、当面これらの点検頻度から最も短い 3 ヶ月毎を上限とする。常設

設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度
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以内で設定する。 
なお、仮に可搬設備のサーベランス頻度を 1 ヶ月毎とした場合には、系統と

切り離して保管状態にある設備であることから、テストラインの構成等に多大

なマンパワー、時間を要することになる。しかし、その効果として、より高い

頻度で健全性は確認できるものの、健全性が向上するものではないことから、

可搬設備のサーベランス頻度を 3 ヶ月毎とすることは、プラント管理全体から

見て妥当と考える。 
設置許可基準規則により、保守点検による待機除外時のバックアップを確保

することが求められている設備のバックアップ分についても同様にサーベラ

ンスを実施する。 
また、今後、運転保守経験を踏まえ、必要に応じてサーベランス頻度の見直

しを実施していく。 
 
（３）設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備のサーベランスの取

扱い 
設計基準事故等対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備（格納容器スプレイ

ポンプ、燃料取替用水ピット 等）について、既存の設計基準事故等対処設備とし

てのサーベランスにより重大事故等対処設備としての必要な機能も包含して確認

できるものであれば、それらを兼ねてサーベランスを行うことができる。 
 
（４）サーベランス実施に伴う可搬設備の運用について 

可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則により「原子炉建屋か

らの離隔」「共通要因による故障を防止するための分散配置」が要求されている。 
サーベランスの実施に当たっては、保管場所から機器を移動して実施する場合も

あることから、「3.1.3(1) 訓練実施に伴う可搬設備の運用について」と同様に、サ

ーベランス中に事故が発生したときの対応についての措置を実施する。 
 
（５）サーベランス時等のＬＣＯ適用除外 

重大事故等対処設備のサーベランス実施中においては、テストラインの構成のた

め、設計基準事故対処設備の弁状態を変更する場合があるが、弁状態変更について

は運転員の管理下にあり、事故発生等の必要時には速やかに復旧できること、サー

ベランスとして機能維持の確認に必要な行為であり重要性が高いことから、設計基

準事故対処設備のサーベランス時のＬＣＯ適用除外と同様に、ＬＣＯ逸脱とは見な

さない。 
なお、訓練のため設備を運転する場合においても、上述と同様に設計基準事故対

処設備の弁状態変更については運転員の管理下にあり、事故発生等の必要時には速

やかに復旧できること、また要員の力量向上のため有用なことであることから、同
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様にＬＣＯ逸脱とは見なさない。 
 

（６）保全実績を考慮したサーベランス 
保全の実績が得られている一部の可搬設備については、代表として 1 台の機器を

監視用機器として起動し、運転状態の確認を行うとともに、残りの全台数の機器に

ついては、停止状態での健全性の確認（外観点検、絶縁抵抗測定）を実施

※３

する

ことで、通水・運転による機器の劣化を最小限に抑えた上でサーベランスが実施で

きることから、一部の可搬設備については本運用を行う場合がある。 
なお、本運用によるサーベランスを行う場合は、保安規定に対象機器、確認方法

を定めた上で行うこととする。 
 
※３：監視用機器の動作確認時に異常が確認された場合は、残りの全台について

は起動し、動作確認を行う。 
 
 

以上の整理を踏まえた重大事故等対処設備のサーベランス例として、４．３ 別紙－

３（具体的な記載例（川内原子力発電所の例））に示す。 
以上 



 

添付－１ 
可搬型のポンプ、電源設備（発電機）のサーベランス頻度について 

 
重大事故対処設備のうち可搬型のポンプ、電源設備（発電機）については、保守管

理計画に基づく各設備の定期的な運転状態確認を実施しており、この頻度はメーカー

推奨等に基づき適切に設定していることから、この頻度と同等以上の頻度でサーベラ

ンスを行うこととし、具体的には下表のとおり。（設定例） 
設備 保守管理計画に基づく定

期的な運転頻度 サーベランス頻度 
大容量ポンプ 3 ヶ月毎（動作確認） 

定検毎（性能確認） 
3 ヶ月毎（動作確認） 
定検毎（性能確認） 

可搬式代替低圧注水

ポンプ 
定検毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 

定検毎（性能確認） 
消防ポンプ 6 ヶ月毎

※１

（動作確認） 
1 年毎

※１

（性能確認） 
3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎（性能確認） 

電源車 定検毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 
定検毎（性能確認） 

※１：消防法等に基づく点検頻度 
消防ポンプは、消防法等に基づく可搬消防ポンプとしての汎用品を用いてい

る。消防法等に基づく「機器点検頻度」での定期運転は、可搬消防ポンプに

対する一般的な点検頻度であり、消防ポンプの健全性を確認する頻度として

適切である。なお、性能確認においては重大事故等の対応に必要な性能（流

量・圧力）を有しているかを確認している。 
 
サーベランス頻度の妥当性 

保守管理計画に基づき設定された定期的な運転頻度は、メーカー推奨値等を踏まえ

て適切に設定されており、更にこの頻度と同等以上の頻度でサーベランスを実施する

こと、および現場運用（図１参照）として効率的に実施可能な頻度として、”「3 ヶ月

毎（動作確認）」および「定検毎（又は 1 年毎）（性能確認）」”とすることで、プラン

トの安全性は維持できると考える。 
なお、これらの設備は、サーベランス時の起動確認以外にも、訓練に伴う設備運転

中の運転状況、発電用原子炉施設の巡視および日常の保守点検（週次、月次の外観点

検、バッテリー点検等）等において、運転上の制限に係る事象が発見された場合には、

運転上の制限を満足しているかの判断を速やかに行うこととしており、サーベランス

頻度を 3 ヶ月毎としても、早期の不具合発見が可能である。 
 

以上
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4.3 LCO・要求される措置・AOT の設定方針 

 

 

省令改正に伴い、発電用原子炉施設に重大事故等対処施設が追加され、「実用発電用

原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下、「保安

規定審査基準」という。）では、審査において確認すべき事項のうち LCO/AOT に係る基

準に「重大事故等対処設備」が追加された。 

実用炉規則第９２条第１項第９号 発電用原子炉施設の運転 

 ○ 発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器及び重大

事故等対処設備等について、運転状態に対応した運転上の制限（以下「LCO」とい

う。）を満足していることの確認の内容（以下「サーベランス」という。）、LCO を

満足していない場合に要求される措置（以下「要求される措置」という。）及び要

求される措置の完了時間（以下「AOT」という。）が定められてること。 

 なお、LCO 等は原子炉等規制法第４３条の３の５による発電用原子炉施設設置許

可及び同法第４３条の３の８による発電用原子炉施設設置変更許可において行っ

た安全解析の前提条件又はその他の設計条件を満足するように定められているこ

と。 

重大事故等対処設備は新規に設置する設備以外に、従来から設計基準事故対処設備と

して LCO を設定していた設備のうち、重大事故等に対処するために利用する設備も含ま

れることから、これらの設備に対する LCO、要求される措置および AOT についても合わ

せて考え方をまとめるものである。 

 

なお、「4.1 LCO 等を設定する設備」により LCO 設定が必要と整理された設計基準対象

施設

※１

については従来の設計基準事故対処設備に対する LCO 等の設定の考え方が適用

できることから、ここでの検討対象から除外する。 

※１： 制御用空気系統等 
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(1) LCO 設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原

子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可

基準規則」という。）第４３条第３項第１号の解釈において「１基あたり２セット以

上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCO とする。（以下、本設備を「２

Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCO とし、各個別設

備に対する設置許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用

する場合は、一括りにまとめて LCO を設定することができる。 

（添付－１「運転上の制限に係る重大事故等対処設備の系統毎の括り方について」） 

設置許可基準規則 解  釈 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対

処設備に関しては、第

一項に定めるもののほ

か、次に掲げるもので

なければならない。 

一 想定される重大事

故等の収束に必要な

容量に加え、十分に余

裕のある容量を有す

るものであること。 

第４３条（重大事故等対処設備） 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

るものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことができる

可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つ

こと。 

 これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機

除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当たり

１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこ

と。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のため

に有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 

なお、当該重大事故等対処設備の全ての機能について同等の機能を持つ他の重大

事故等対処設備として、性能、頑健性、準備時間が問題ないことを「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下、「技術的能力審査基準」と

いう。）への適合性において確認された設備

※２

が確保されている場合は、LCO 逸脱と

はみなさないこととする。 

ただし、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設

備を維持できない場合は除く。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

※２： 伊方発電所の例 

「充てんポンプ（自己冷却）」に対する「代替格納容器スプレイポンプ」 

 

上記考え方を踏まえて以下に LCO 設定の考え方をまとめる。 
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ａ．常設重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量「１系統」を LCO とする。 

なお、常設重大事故等対処設備には様々な設備があることから、以下にそれぞ

れの LCO 設定の考え方を例示する。 

(a) 系統・機器 

当該設備が要求される機能を発揮するために必要な系統について LCO を

設定する。また、発電用原子炉施設と接続されていない常設の設備につい

ては、「必要な系統」に接続するために必要な資機材（一般工具は対象外）

を含むこととする。 

① 新設設備 

当該設備が要求される機能を必要とする運転モードを LCO 適用モード

として LCO を設定する。 

② 既設設備 

従来から設計基準事故対処設備として LCO が設定されている系統を利

用して重大事故等に対処する場合、従来設定されていた LCO 適用モード

から新たに適用モードを追加する必要がある系統については、LCO を追加

設定する。 

【例】保安規定記載例は、別紙－３｢具体的な記載例（川内原子力発電所の例）｣参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 

当該設備が要求される機能を発揮するために必要な「論理回路」および

当該論理回路に入力される「所要チャンネル数」について LCO を設定する。 

① 新設設備 

当該設備が要求される機能を必要とする運転モードを LCO 適用モード

として LCO を設定する。 

② 既設設備 

従来から設計基準事故対処設備として LCO が設定されている設備を利

用して重大事故等に対処する場合、従来設定されていた LCO 適用モード

から新たに適用モードを追加する必要がある設備については、LCO を追加

設定する。 

A-格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ 

【新設設備】 

【既設設備】 

燃料取替 

用水ﾀﾝｸ 

【既設設備】 

【既設設備】 

格納容器 

ｽﾌﾟﾚｲ系統 

常設電動注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 

A-余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ 

【既設設備】 

【既設設備】 

余熱除去系統 
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【例】保安規定記載例は、別紙－３｢具体的な記載例（川内原子力発電所の例）｣参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１： ４チャンネル構成による 2 out of 4 のロジックとしているプラントについては、プラ

ントによって以下の２通りの LCO を規定している。 

① 単一故障を想定しても、事故時に確実な動作を保証する設備数（３チャンネル）を所要チ

ャンネルとして記載。 

② 設置している設備数（４チャンネル）を所要チャンネル数として記載。 

この場合、残りの３チャンネルが動作可能であることを条件に、１チャンネルのバイパスを

許可し、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさないことを規定している。 

※２： ※１の通り、プラントにより設計基準事故対処設備の所要チャンネル数の記載が異なる

ため、重大事故等対処設備の所要チャンネル数は各プラントの設計基準事故対処設備の所

要チャンネル数の考え方と同様に設定する。 

 

(c) 計装設備 

重大事故等対処設備に該当する計装設備については、既に保安規定に「事

故時監視計装」として LCO 設定されている設計基準事故対処設備が含まれ

ている。 

設計基準事故対処設備の「事故時監視計装」は、事故時において、事故

の状態を把握し対策を講じるために必要なパラメータを監視できる機能を

確保するために、適用モードにおいて動作可能であるべき所要チャンネル

数を運転上の制限として規定しているものであることから、この設計基準

事故対処設備の LCO に対する考え方は重大事故等への対応上必要なパラメ

ータについても同様の考え方を適用することが妥当であることから、設計

基準事故対処設備の「事故時監視計装」を参考に LCO 設定する。 

（添付－４「重大事故等対処設備のうち計装設備の保安規定への規定について」） 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（川内原子力発電所の例）」参照） 

 

論理回路 

【新設設備】 

【既設設備】 

原子炉保護系論理回路 

緊急停止失敗時 

原子炉出力抑制論理回路 

論理回路 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

A-蒸気発生器水位 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

B-蒸気発生器水位 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

C-蒸気発生器水位 

論理回路 論理回路 
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(d) その他の設備 

・ 緊急時対策所 

緊急時対策所は参考とする LCO を設定している設計基準事故対処設備が

ない設備である。 

緊急時対策所は設計基準事故対処設備としては「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下、「重要度分類指針」

という。）において「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」と

して「ＭＳ－３」に分類されているが、重大事故等対処設備に位置付けら

れたことから、「ＭＳ－２」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系

統及び機器」に該当するものとして、既に「ＭＳ－２」に分類されて LCO

設定されている設計基準事故対処設備の「事故時監視計器」および「制御

室外原子炉停止装置」の LCO を参考として緊急時対策所の LCO を設定する。 

具体的な考え方を以下に示す。 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（川内原子力発電所の例）」参照） 

【電源設備】 

「代替緊急時対策所用発電機」については、設置許可基準規則第 61

条および技術基準規則第 76 条の解釈１．ｃ）の定めにより、「２台」

を LCO とする。 

なお、可搬型電源設備により給電可能な場合は、注釈にて「代替緊

急時対策所用発電機には、可搬型代替電源車１台を含めることができ

る。」等を記載することとする。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。 

また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多

重性又は多様性を有すること。 

 

【空気浄化設備】 

「代替緊急時対策所空気浄化ファン」および「代替緊急時対策所空

気浄化フィルタユニット」について個別機器として LCO 管理した場合、

系統を構成するダクト・ダンパ等の機能喪失が LCO 管理対象として明

確とならないことから、「代替緊急時対策所空気浄化系」として「系統」

で LCO 管理する。 

なお、「緊急時対策所遮へい（ 代替緊急時対策所）」について、その

機能である遮へいの寸法（厚さ）については設備設計・建設段階で担

保し、建設時の状態が維持されていることを保全計画に基づく点検に

より確認（ひび割れの有無等）するものであり、建物の壁等について

は運用による厚さの変化や故障により機能喪失するものではないこと

から LCO を設定して運用管理する対象とはしない。 
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・ 通信連絡設備 

【緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)】 

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、Ａ系，Ｂ系など多重

化されている場合は「Ａ系」または「Ｂ系」のいずれかが動作可能で

あれば機能は果たせることから、いずれかの「１系列」を運転上の制

限とする。 

なお、サーバー切替等により一時的にデータ伝送が停止する場合に

ついては、一時的なものであることから運転上の制限を満足していな

いとはみなさないこととする。また、代替手段を確保した上で行う計

画的な保守または機能試験によるデータ伝送の停止は、代替手段を確

保した上で行うものであることから運転上の制限を満足していないと

はみなさないこととする。 

【統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備】 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、

「TV 会議システム」、「IP 電話」、「衛星通信装置」または「IP-FAX」の

いずれかが動作可能であれば通信連絡機能は果たせることから、いず

れかの「１系列」が動作可能であることを運転上の制限とする。 

 

ｂ．２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量「１基あたり２セット」をLCOとし、

当該設備が要求される機能を発揮するために必要な系統（接続に必要な資機材を

含む)についてLCOを設定することとし、設定の考え方は上記ａ.-(a)同様とする。 

２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則第４３条

第３項第１号の解釈においてバックアップ（予備機）の確保の要求があるが、こ

のバックアップは故障時および保守点検による待機除外時においても「１基あた

り２セット」確保するために配備するものであることから、LCO にはこのような

重大事故等の対処に必要な機能の担保とならないバックアップ（予備機）は含め

ないこととする。 

また、複数の号炉間で共用する場合は、各ユニットの運転モードに対する所要

の２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備の合計数が LCO となる。 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（川内原子力発電所の例）」参照） 

 

なお、重大事故等の対処に必要な機能の担保となるバックアップ（予備機）に

ついては、LCO に含めることとする。 

（添付－５「LCO にバックアップ（予備機）を含める事例」） 
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ｃ．２Ｎ要求以外の可搬型重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量「１基あたり１セット」（可搬型重

大事故等対処設備のうち「可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続するも

の」については、「１負荷当たり１セット」）を LCO とし、当該設備が要求される

機能を発揮するために必要な系統（接続に必要な資機材を含む)について LCO を

設定することとし、設定の考え方は上記ａ.-(a)同様とする。ただし、「工場等外

への放射性物質の拡散を抑制するための設備」の「放水設備」については設置許

可基準規則第 55 条および技術基準規則第 70 条の解釈１．ｄ）の定めにより、「発

電用原子炉施設基数の半数以上」を LCO とする。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発

電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

 

「可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続するもの」については設置許

可基準規則第４３条第３項第１号の解釈においてバックアップ（予備機）の確保

の要求があるが、このバックアップは故障時および保守点検による待機除外時に

おいても「１負荷当たり１セット」確保するために配備するものであることから、

LCO にはこのような重大事故等の対処に必要な機能の担保とならないバックアッ

プ（予備機）は含めないこととする。 

また、上記、2N 要求の可搬型重大事故等対処設備同様に複数の号炉間で共用す

る場合は、各ユニットの運転モードと所要の２Ｎ要求以外の可搬型重大事故等対

処設備の合計数が LCO となる。 

 

なお、重大事故等の対処に必要な機能の担保となるバックアップ（予備機）に

ついては、LCO に含めることとする。 

（添付－５「LCO にバックアップ（予備機）を含める事例」） 

 

 

ｄ．流路を構成する設備に対する LCO 設定 

重大事故等の対応に必要な設備の流路、バウンダリを構成する設備についても

重大事故等対処設備に位置づけられている。 

これらの設備に要求される機能は、流路、バウンダリを維持することであり、

その機能が喪失した場合には、これらの設備を流路、バウンダリとして使用する

機能（例：代替炉心注入機能、代替格納容器スプレイ機能）の喪失となる。 

重大事故等対処設備に対する LCO は、既存の設計基準事故対処設備に対する

LCO と同様に、ポンプ、流路、水源等を含む「系統」として LCO を設定し、流路、

バウンダリを構成する設備についても「系統」に含まれ、「系統」の LCO の中で

管理する。 

即ち、プラント運転中に流路からの漏えい等の異常が発生した場合、その漏え

い等の異常により当該流路を使用する系統の機能が喪失するかを判断し、機能が

喪失すると判断した場合は、当該流路を使用する系統が動作不能と判断し、LCO
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逸脱時の措置を行う。 

 

 

ｅ．有効性評価、感度解析と LCO 所要数の考え方 

LCO 所要数については、上述ａ．からｃ．に基づき設定されるとともに、この

所要数は、保安規定審査基準に基づき「安全解析の前提条件又はその他の設計条

件を満足すること」として、有効性評価の前提を満足するような LCO の所要数と

する。 

また、有効性評価においては、ベースケースに加えて、評価条件を変更した感

度解析を実施しているが、いずれも重大事故等への対応の有効性を確認したもの

であるため、解析上保守的な値を LCO の所要数とする。 

ただし、設置許可本文（本文十号 有効性評価）に記載された評価条件につい

ては、この記載により設置が許可されるものであることから、設置許可本文記載

の条件を LCO の所要数とする。 

なお、有効性が確認された感度解析の評価条件を満足するような場合

※３

にお

ける LCO 逸脱時の措置については、設置許可本文に記載された評価条件の数量を

LCO 所要数として設定した上で、要求される措置を見直すこととする

※４

。 

※３：有効性が確認された感度解析の評価条件を満足するような場合 

設置変更許可申請書添付書類十（重大事故等に対する対策の有効性評

価）における感度解析により、設置変更許可申請書本文十号に示す評

価項目となるパラメータに対して与える影響が小さいことを確認し、

その旨を設置変更許可申請書添付書類十に記載した場合をいう。 

※４：要求される措置を見直す例として、上記考え方に基づく AOT の見直し

については、(2) c.(e)項に記載する。 

 

ｆ．LCO 適用モード 

各重大事故等対処設備に対する LCO 適用モードについては、技術的能力審査基

準の 1.1 から 1.19（設置許可基準規則第 44 条～第 62 条）の各項目毎に整理す

る。 

（添付－６「重大事故等対処設備の LCO を適用する運転モードについて」） 
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(2) AOT 設定の考え方 

重大事故等対処設備の AOT については、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提

に規制上の要求があることを踏まえて設計基準事故対処設備の AOT を参考として設

定することとする。 

なお、今回重大事故等対処設備に対して設定する AOT については、重大事故等対

処設備の運用実績がないことから実績のある設計基準事故対処設備の AOT を参考と

して設定するものであるが、今後、重大事故等対処設備の運用実績等を活用した見

直しを行うものとする。 

また、重大事故等対処設備のうち重大事故防止設備については代替する設計基準

事故対処設備に予め設定してある AOT の考え方を参考とできるが、代替する設計基

準事故対処設備がない重大事故緩和設備については重大事故防止設備と同様の考え

方を適用することは難しいと考えられる。 

重大事故緩和設備は重大事故防止設備の後段の設備として重大事故等発生時の影

響緩和のために使用する設備であり、重大事故防止設備より位置付けが重いもので

あることから、この点についても AOT 設定の考え方として整理することとする。 

 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備の AOT 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備の AOT は、平成 12 年に

米国 STS を参考に、日本の運転経験に基づき合理的と判断された値として設定し

たものであり、その後 13 年間に渡る運転経験において LCO 逸脱時における AOT

の長さに係る不具合等は発生していない実績のある値である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備として、ECCS 機器の AOT

を確認すると「10 日間」が多く設定され、一部（事故時監視計装）について「30

日間」があり、この「30 日間」が最長の AOT として設定されていることから、 

重大事故等対処設備の AOT の上限は「30 日間」とする。 

 （添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の

例」） 

 

なお、参考とする設計基準事故対処設備の AOT を重大事故等対処設備の AOT に

採用することについては、重大事故等は設計基準事故よりも起こりにくいことを

考慮すると安全側な値となるため妥当なものである。 

ただし、重大事故等対処設備の LCO 逸脱時には LCO 逸脱と判断した当該重大事

故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確認

※５

を行うこととする。 

※５：対応する設計基準事故対処設備の確認方法 

 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確認は、当

該設計基準事故対処設備の至近のサーベランス記録を確認するとと

もに、さらなる信頼性を確保するために相当機能を有する設計基準事

故対処設備を起動することにより行う。 
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ｂ．重大事故等対処設備に対する AOT 設定の考え方 

(a) 重大事故防止設備と重大事故緩和設備の AOT の設定 

① 重大事故防止設備の AOT 

上記ａ．で述べたとおり、重大事故防止設備が参考とする設計基準事故

対処設備の AOT を採用することについては、対応する設計基準事故対処設

備が動作可能である場合の重大事故等の起こりにくさを考慮すると安全側

な設定として適用可能と考えることから、参考とする設計基準事故対処設

備の AOT を参考として設定することとする。 

 ② 重大事故緩和設備の AOT 

重大事故緩和設備の AOT 設定の考え方については、重大事故防止設備の

AOT 設定の考え方を踏まえて設定することとし、上記①で述べた通り重大事

故防止設備の AOT 設定については“安全側の設定”として参考とする設計

基準事故対処設備の AOT を参考として設定することとしていることから、

重大事故緩和設備の AOT 設定の考え方も設計基準事故対処設備の AOT を参

考に設定することとする。 

ただし、重大事故緩和設備については参考とする設計基準事故対処設備

がないことから、その目的（例：放射性物質の拡散抑制機能等）に応じて

対応する設計基準事故対処設備（例：格納容器スプレイ系等）の AOT を参

考として設定することとする。 

 

(b) 他の重大事故等対処設備の活用による AOT の延長 

動作不能となった重大事故等対処設備（以下、「当該重大事故等対処設備」

という。）の機能を代替することができる設備として、発電用原子炉施設の設

置（変更）許可申請書（技術的能力）において当該重大事故等対処設備と同じ

機能を持つ他の重大事故等対処設備

※６

、および多様性拡張設備（他の基準へ

の適合性において重大事故等対処設備として整理されているものに限る）とし

て整理されている設備（以下、「同等な重大事故等対処設備」という。）がある。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

※６： (1)に基づき、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準

の手順要求による設備を維持できる場合は、AOT 延長のための代替設

備ではなく、LCO 逸脱とはみなさない。（以下同様） 

この同等な重大事故等対処設備には性能・頑健性は満足するが、必要な時間

内に準備できないものがあり、その場合は「災害対策要員の増員」や「可搬型

設備の配置変更」等の準備時間短縮に係る補完措置を行うことで、当該重大事

故等対処設備と同等の機能を有すると見なすことができる。 

従って、同等な重大事故等対処設備が動作可能であり、必要な補完措置が完

了した場合（補完措置が必要な場合に限る。以下同様）においては、LCO 逸脱

からの復帰はできないものの、AOT を延長することは可能と考える。 
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(c) 多様性拡張設備の活用による AOT の延長 

重大事故等対処設備の機能を一部補完することができる設備として、「技術

的能力審査基準」への適合性において「多様性拡張設備」が示されている。 

AOT 延長のために活用する多様性拡張設備については、重大事故等対処設備

と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重大事故等

対処設備と同等の機能を発揮し得るものとする。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

従って、多様性拡張設備が動作可能であることを確認

※７

した場合において

は、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長することは可能と考え

る。 

なお、AOT 延長に活用する多様性拡張設備については、活用できる多様性拡

張設備が限定されている(補完措置を行っても「動作可能」とみなすことがで

きないものがある。)ことから、「LCO 逸脱時の要求される措置」に活用可能な

多様性拡張設備（具体的な名称を保安規定に記載）について補完措置の実施内

容とともに定めることとする。 

※７： 「多様性拡張設備が動作可能であることの確認」は、当該多様性拡張

設備について起動等により動作可能であることを確認するとともに、多

様性拡張設備は重大事故等対処設備に対して準備に必要な時間などの面

で不足している部分があることから、それらの不足分を補う「補完措置」

（災害対策要員の増員、可搬型設備の配置変更等のあらかじめ定めた必

要な措置）を行うことも「動作可能であること」に含まれる。 

 なお、多様性拡張設備の性能を確認する方法として、保安規定第８章

（保守管理）に基づく保全活動により所定の機能を発揮しうることを確

認した記録を保存し、当該多様性拡張設備を AOT 延長に活用する際には

当該記録を炉主任が確認することとする。 
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(d) AOT 延長に活用する設備の妥当性、保守管理について 

① 上記(b)項および(c)項で AOT 延長に活用することとした設備については、

保安規定に定めるとともに添付－３に示す内容を保安規定個別条文の審査

において説明することにより、その妥当性を示すものとする。 

 なお、各設備の待機状態の確認方法については以下のとおりとする。 

重大事故等対処設備 

(添付－３ ①、②) 

現状の待機状態確認により判断 

理由：定期的なサーベランスおよび巡視点検によ

り異常がないことを確認しており、健全性は

担保できる。 

多様性拡張設備 

(添付－３ ③) 

例：可搬代替低圧注水ポンプ 

 

現状の待機状態確認により判断 

理由：定期的なサーベランスおよび巡視点検によ

り異常がないことを確認しており、健全性は

担保できる。 

多様性拡張設備 

(添付－３ ④) 

（上記以外） 

例：（設備洗い出し中） 

起動試験、または運用中の状態確認により判断 

理由：定期的なサーベランスを実施していないた

め、運転状態により判断する。 

（性能の確認方法は、設備洗い出し後に説明

個別条文の審査において説明） 

また、AOT 延長の担保とする多様性拡張設備については、保安規定第８章

（保守管理）に基づく保全活動により保全重要度を「高」として管理する

とともに、所定の機能を発揮しうることを確認した記録を保存することと

し、当該多様性拡張設備を AOT 延長に活用する際には当該記録を炉主任が

確認することとする。 

 

② AOT 延長に活用する重大事故等対処設備および多様性拡張設備の具体例 

添付－２の表―２に示すとおり、LCO 対象機器に期待する機能に対してフ

ロントライン系故障時とサポート系故障時に必要となる対応手段を絞り込

み、全ての要求機能に共通する多様性拡張設備（重大事故等対処設備であ

る場合も含む）を AOT 延長に活用することとする。 

例） 川内原子力発電所における常設電動注水ポンプが LCO 逸脱の場合

は、「可搬型電動低圧注入ポンプ」および「可搬型ディーゼル注入ポ

ンプ」が該当する。また、大容量空冷式発電機の場合は、「発電機車(中

容量発電機車)」が該当する。 

 

(e) 常設重大事故等対処設備とは異なる可搬型重大事故等対処設備(2N 要求)の

AOT 設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備には 2N 要求の可搬型重大事故等対処設備がある。 

2N要求の可搬型重大事故等対処設備が 2N未満(1N以上)となった場合の AOT

については、要求数量(2N)を満たしていないこと、および離隔・分散配置が成

立しないことから LCO 逸脱となるが、現行の保安規定における設計基準事故対

処設備に対する AOT の考え方(「1/2 故障」と「全て故障」を分けて設定)を参

考に、「１Ｎの場合」(1/2 故障)と「０Ｎの場合」(全て故障)の２段階に分け

て AOT を設定することとする。 
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ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な AOT の設定 

設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重大事故等

対処設備の AOT は、基本的に以下の(a)および(b)の考え方により設定することと

し、設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器以外の AOT を参考とする場合の重大

事故等対処設備の AOT は、基本的に以下の(c)の考え方により設定する。 

また、モード変更に係る AOT については(d)の考え方により設定する。 

 

(a) 常設重大事故等対処設備および2N要求以外の可搬型重大事故等対処設備に対

する AOT 設定（設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場

合） 

設計基準事故対処設備は単一故障が発生しても機能が維持できるように、

各機能について多重性や多様性を持たせた設計としており、特に重要な安全

機能に係る設備については、1/2 故障時の LCO 逸脱時においても安全機能が

確保されている（安全機能の低下のみ）ため、適用モード期間中（プラント

の運転を継続した状態）での復旧に対する AOT を許容しており、全ての系統

が動作不能な場合にはプラント停止することとしている。 

一方、重大事故等対処設備（2N 要求の可搬型重大事故等対処設備を除く。）

は「1N」を LCO として設定することから、LCO 逸脱時において「残りの系統」

はない（全ての系統が動作不能な場合となる）ことから、設計基準事故対処

設備の AOT の考え方を参考とすると AOT は「0時間」（プラント停止）となる

が、重大事故等の起こりにくさを考慮すると「故障の状況を把握し、軽微な

故障である場合にはプラント停止せずに補修する時間を確保する」ことは許

容されるものと考える。 

ただし、上記ａ．で述べたとおり、重大事故等対処設備の LCO 逸脱時には

LCO 逸脱と判断した当該重大事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設

備が動作可能であることの確認が必要である。 

 

具体的な AOT を以下に示す。 

（添付－８「設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場

合の重大事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置」） 

① 1N 要求の重大事故等対処設備が LCO 逸脱となった場合は、残りの系統（重

大事故等対処設備）がない状態となるが、LCO 逸脱となった重大事故等対処

設備に「対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認した場

合」、軽微な補修のための期間として、1日目に故障状況把握・隔離、2日目

に補修、3日目に復旧の計「3日間」を AOT として設定することとする。 

有効性が確認された感度解析の評価条件を満足する場合は、(e)の考え方

により AOT を延長することも可能とする。 
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② 当該重大事故等対処設備の機能を代替することができる同等な重大事故

等対処設備としては、発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請書（技術的

能力）において当該重大事故等対処設備と同じ機能を持つ他の重大事故等対

処設備、および多様性拡張設備（他の基準への適合性において重大事故等対

処設備として整理されているものに限る。）として整理されている設備がある。

これらの設備を AOT 延長に活用する場合は、当該設備を個別条文に定めるこ

ととし、その妥当性については添付－３に示す内容により個別条文の審査に

おいて説明する。 

1N要求の重大事故等対処設備がLCO逸脱となった場合に対応する設計基準

事故対処設備が動作可能であることを確認することで「安全機能が低下した

状態」となるが、この同等な重大事故等対処設備を確保（補完措置含む）す

ることで、当該重大事故等対処設備の機能を代替することができることから

「安全機能が元の水準まで回復した」ものとして LCO 復帰とすることも可能

と考えるが、補完措置には災害対策要員の増員等の通常とは異なる体制であ

ることから LCO 復帰とはせずに、要求される措置を行う（当該重大事故等対

処設備を復旧する。）こととした。 

 また、補完措置（災害対策要員の増員等）が維持されている限り AOT を無

期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等対処設備の上限

のAOTとした「30日間」までのAOT延長として制限を設けることとしている。 

なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了

できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が

維持できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

 具体的には、本来の AOT である「3日以内」に「同等な重大事故等対処設

備が動作可能であることの確認（補完措置含む）ができた場合」、AOT を「3

日間」から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30

日間」までの延長に制限することとする。 

 

③ 多様性拡張設備を確保（補完措置

※８

含む）または当該機能を補完する代替

措置

※９

をあらかじめ定め、炉主任確認の上実施することで、その機能を一部

補完することができる。 

なお、AOT 延長のために活用する多様性拡張設備については、重大事故等

対処設備と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重

大事故等対処設備と同等の機能を発揮し得るものとする。これらの設備を

AOT 延長に活用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、その妥

当性については添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明する。 

1N要求の重大事故等対処設備がLCO逸脱となった場合に対応する設計基準

事故対処設備が動作可能であることを確認することで「安全機能が低下した

状態」となるが、多様性拡張設備または代替措置を確保（新たな手段を確保）

することにより「低下した安全機能を元の水準近くまで高める」効果を期待

できるものと考えるが、「安全機能は完全に元の水準までは回復していない」
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ことから LCO 復帰とできるものではない。 

多様性拡張設備または代替措置を確保した場合の AOT は、前述の通り「低

下した安全機能を元の水準近くまで高める効果を期待できる」と考えられる

が、補完措置には災害対策要員の増員等が含まれていること、および多様性

拡張設備または代替措置は機能の一部を補完するものであることから、運用

上の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長ではなく、参考とする設計

基準事故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2 故障時に多く設定されている「10

日間」までの AOT 延長とする。 

 なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了

できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が

維持できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

※８： 補完措置についてはｂ.-(c)同様。 

※９： 全ての機能において多様性拡張設備があるものではないことから、

「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災害対策要員

の増員」等、当該機能を補完する代替措置を定め、炉主任の確認（性

能、準備時間が当該重大事故等対処設備と同等であることの確認）を

得たのちに実施することとし、これらの措置はあらかじめ定めておく

こととする。 

具体的には、本来の AOT である「3日以内」に「多様性拡張設備が動作可

能であることの確認ができた場合」または「代替措置を実施した場合」、AOT

を「3日間」から、参考とする設計基準事故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2

故障の AOT である「10 日間」まで延長することとする。 

 

(b) 2N 要求の可搬型重大事故等対処設備に対する AOT 設定（設計基準事故対処

設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合） 

屋外に設置されている 2N 要求の可搬型重大事故等対処設備は、自然災害な

どにより同時に機能喪失することがないように「１基あたり２セット」およ

び「離隔・分散配置」の要求がある。 

2N 要求の可搬型重大事故等対処設備が 2N 未満(1N 以上)となった場合、「１

基あたり２セット」および「離隔・分散配置」の要求が満たされないことか

ら LCO 逸脱となる。 

この際、現行の保安規定における設計基準事故対処設備に対する AOT の考

え方(「1/2 故障」と「全て故障」を分けて設定)を参考に、「2N 未満(1N 以上)

の場合」(1/2 故障)と「1N 未満の場合」(全て故障)の２段階に分けて AOT を

設定することとし、1N 未満となった場合(全て故障)の AOT は１系統要求の常

設重大事故等対処設備と同様に「3日間」として設定し、2N 未満(1N 以上)と

なった場合(1/2故障)の考え方は設計基準事故対処設備のうちのECCS機器の

1/2 故障の AOT である「10 日間」を参考に設定することとした。ただし、い

ずれの場合も対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることが条件と

なる。 
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具体的な AOT を以下に示す。 

（添付－８「設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場

合の重大事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置」） 

 

① 2N 要求の可搬型重大事故等対処設備が 2N 未満(1N 以上)となった場合は、

設計基準事故対処設備の 1/2 故障に対する AOT が「安全機能が低下した状態」

に対して設定されているものであるため、2N 要求の可搬型重大事故等対処設

備が 2N 未満(1N 以上)となった場合も同様に「安全機能が低下した状態」（機

能喪失はしていない）と考えられることから、設計基準事故対処設備の 1/2

故障に対する AOT を参考にするものである。 

 なお、2N 未満(1N 以上)となった場合(1/2 故障)の前述した「１基あたり２

セット」および「離隔・分散配置」に対する考え方については、対応する設

計基準事故対処設備が動作可能であることを確認することで、「残された１Ｎ

の自然災害などによる機能喪失」に対するリスクを低減（「１基あたり２セッ

ト」および「離隔・分散配置」を補完）することが出来る（同時に機能喪失

しない）ものと考えることから、2N 要求の可搬型重大事故等対処設備が 2N

未満(1N 以上)となった際(1/2 故障)の AOT については、対応する設計基準事

故対処設備が動作可能であることが確認できた場合は参考とする設計基準事

故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2 故障の AOT である「10 日間」を設定す

ることが可能と考える。 

 

② 当該重大事故等対処設備の機能を代替することができる同等な重大事故

等対処設備としては、発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請書（技術的

能力）において当該重大事故等対処設備と同じ機能を持つ他の重大事故等対

処設備同じ機能を持つ他の重大事故等対処設備、および多様性拡張設備（他

の基準への適合性において重大事故等対処設備として整理されているものに

限る。）として整理されている設備がある。これらの設備を AOT 延長に活用す

る場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、その妥当性については添

付－３に示す内容により個別条文の審査において説明する。 

２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が2N未満(1N以上)となったことで「安

全機能が低下」するが、この同等な重大事故等対処設備を確保（補完措置含

む）することで、当該重大事故等対処設備の機能を代替することができるこ

とから「安全機能が元の水準まで回復した」ものとして LCO 復帰とすること

も可能と考えるが、補完措置は災害対策要員の増員等の通常とは異なる体制

となることから LCO 復帰とはせずに、要求される措置を行う（当該重大事故

等対処設備を復旧する。）こととした。 

 また、補完措置（災害対策要員の増員等）が維持されている限り AOT を無

期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等対処設備の上限

のAOTとした「30日間」までのAOT延長として制限を設けることとしている。 

 なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了
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できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が

維持できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

 具体的には、本来の AOT である「10 日以内」に「同等な重大事故等対処設

備が動作可能であることの確認（補完措置含む）ができた場合」、AOT を「10

日間」から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30

日間」までの延長に制限することとする。 

 

③ 多様性拡張設備を確保（補完措置

※１０

含む）または当該機能を補完する代

替措置

※１１

をあらかじめ定めて炉主任確認の上実施することで、その機能を

一部補完することができる。 

なお、AOT 延長のために活用する多様性拡張設備については、重大事故等

対処設備と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重

大事故等対処設備と同等の機能を発揮し得るものとする。これらの設備を

AOT 延長に活用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、その妥

当性については添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明する。 

多様性拡張設備または代替措置確保による AOT 延長については、上記①の

設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認して AOT を「10 日間」と

した後の措置であることから、「残された１Ｎと設計基準事故対処設備は同時

に機能喪失しない状態」であることを確認した上で、さらに多様性拡張設備

または代替措置確保を行うものである。２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設

備が 2N 未満(1N 以上)となったことで「安全機能が低下」した場合、多様性

拡張設備または代替措置を確保（新たな手段を確保）することにより「低下

した安全機能を元の水準近くまで高める」効果を期待できるものと考えるが、

「安全機能は完全に元の水準までは回復していない」ことから LCO 復帰とで

きるものではない。 

ただし、多様性拡張設備または代替措置を確保した場合の AOT は、前述の

通り「低下した安全機能を元の水準近くまで高める効果を期待できる」と考

えられることから、重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30 日

間」までの AOT 延長は可能であると考える。 

なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了

できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が

維持できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

※１０： 補完措置についてはｂ.-(c)同様。 

※１１： 代替措置についてはｃ.-(a)-③同様。 

具体的には、本来の AOT である「10 日以内」に「多様性拡張設備が動作可

能であることの確認ができた場合」または「代替措置を実施した場合」、AOT

を「10 日間」から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT と

した「30 日間」まで AOT を延長することとする。 
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(c) 設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器以外の AOT を参考とする場合の AOT 

① 緊急停止失敗時原子炉出力抑制設備作動計装 

「緊急停止失敗時原子炉出力抑制設備作動計装」は、蒸気発生器水位の

異常低下を検知し、「蒸気発生器水位低」により原子炉が自動停止していな

い場合に原子炉出力を抑制するために必要な設備を自動作動させる論理回

路等で構成される設備であることから、設計基準事故対処設備の「原子炉

保護系計装」および「工学的安全施設等作動計装」の要求される措置／AOT

を参考に定めることとし、「論理回路動作不能時」および「所要チャンネル

動作不能時」の AOT は「６時間」とし、AOT 内に復旧できない場合は「１２

時間」以内にモード３に移行することにより適用モード外への移行を要求

することとする。ただし、「６時間」以内に同等の機能を有する重大事故等

対処設備が動作可能であることの確認を行った場合は、運用上、重大事故

等対処設備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長を可能とする。 

 

② 緊急時対策所 

緊急時対策所は設計基準事故対処設備としては重要度分類指針において

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」として「ＭＳ－３」

に分類されており、従来は LCO を設定していない。 

緊急時対策所は、運転中／停止中の炉心、および SFP の燃料に対して間

接的に安全機能を有する設備であり、事故時に情報収集し必要な指示を行

うためのものであることから、参考とする設計基準事故対処設備は ECCS 機

器ではなく、「ＭＳ－２」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統

及び機器」に分類されて LCO 設定されている設計基準事故対処設備の「事

故時監視計器」の要求される措置／AOT を参考に定めることとし、以下に示

す考え方により設定する。 
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【電源設備】 

・モード１～４の場合 

「4.3-(1)-a-(d) その他の設備『・緊急時対策所』」に示す通り、電

源設備の LCO は「２台」とすることから、「動作可能な設備が１台の場

合」と「全て動作不能な場合」の２通りの条件・AOT を設定する。 

「事故時監視計器」の LCO 設定は、「複数ﾁｬﾝﾈﾙのうちの１ﾁｬﾝﾈﾙ動作

不能時」(１ﾁｬﾝﾈﾙ故障時)と「機能喪失時」(１つの機能が動作不能時)

の２通りの条件・AOT を設定している。 

○ 「動作可能な設備が１台の場合」 

「事故時監視計器」の「１ﾁｬﾝﾈﾙ故障時」は、AOT「30 日以内」に

復旧するか、当該計器に故障表示を行うことで LCO 逸脱のまま運転継

続可能としているが、緊急時対策所の電源設備については設置許可基

準規則により「多重性または多様性」が求められていることから、AOT

「30 日以内」に復旧することのみを要求することとする。 

○ 「全て動作不能な場合」 

「事故時監視計器」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に復旧

するか、代替監視手段を確保することで LCO 逸脱のまま運転継続可能

としているが、緊急時対策所の電源設備については可搬型電源設備が

代替手段となり得る場合はLCO逸脱としないこととすることからLCO

逸脱時は代替手段となり得る措置はないことになるため、AOT「10 日

以内」に復旧することのみを要求することとする。 

 

・モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、

適用モード外へ移行することができないことから、「速やかに復旧措置

を開始する」ことを要求する。 

 

【空気浄化設備および空気加圧設備】 

・モード１～４の場合 

基本方針を踏まえて、１基以上の原子炉が運転中（モード１～４）

の場合における LCO 逸脱時は「プラント停止」（モード５への移行）を

要求する。 

空気浄化設備および空気加圧設備の LCO は「１系統以上」とするこ

とから、上記【電源設備】の「全て動作不能な場合」の AOT の考え方

同様に「１０日間」を AOT とする。 

・モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、

適用モード外へ移行することはできないことから、上記【電源設備】

同様に、「速やかに復旧措置を開始する」ことを要求する。 
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【その他の設備】 

緊急時対策所に係るその他設備(可搬型ｴﾘｱﾓﾆﾀ、酸素濃度計および二酸

化炭素濃度計)については、設計基準事故対処設備として LCO が設定され

ていない設備である。 

緊急時対策所に係るその他設備は、運転中／停止中の炉心、および SFP 

の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備であり、緊急時対策所の

居住性を確保することにより災害対策要員が緊急時対策所に留まり、異

常状態への対応を行うために必要な設備であることから、重要度分類指

針「ＭＳ－２」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機

器」に該当する設計基準対処設備に設定された LCO を参考とすることが

適切であると考える。 

従って、「ＭＳ－２」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統

及び機器」に分類されて LCO 設定されている設計基準事故対処設備の「事

故時監視計器」の要求される措置／AOT を参考に定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO

が「複数台」で設定した設備について「必要数量(LCO)を下回った場合」

には残りの設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、

「事故時監視計器」の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とす

ることとする。 

 

・モード１～４の場合 

「事故時監視計器」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に復

旧するか、代替監視手段を確保することで LCO 逸脱のまま運転継

続可能としている。 

緊急時対策所に係るその他設備については、通常作業の放射線

管理のために用いられる資機材の可搬型ｴﾘｱﾓﾆﾀ、酸素濃度計や二

酸化炭素濃度計については通常作業の酸素欠乏危険箇所作業の管

理のために用いられる資機材など、発電所構内の資機材による代

替手段により対応することが可能であるため、「事故時監視計器」

の「機能喪失時」同様に AOT「10 日以内」に「所要数を満足させ

る」か「代替手段を確保する」ことを要求する。なお、代替手段

の確保により LCO 逸脱から復帰することは出来ないものとする。 

 

・ モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはな

く、適用モード外へ移行することができないことから、「速やかに

代替手段を確保する措置を開始する。」または「速やかに所要数を

満足させる措置を開始する。」ことを要求する。なお、代替手段の

確保により LCO 逸脱から復帰することは出来ないものとする。 
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③ 監視測定設備 

設計基準事故対処設備のモニタリングポストは、LCO は設定せずに保安規

定第７章（放射線管理）の「放射線計器類の管理」において「必要数量を

確保し、故障等により使用不能となった場合は修理または代替品を補充す

る。」ことを定めている。 

重大事故等対処設備のモニタリングポスト（常設または可搬）について

は、プラント停止や全ての原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は

変わることはなく、適用モード外へ移行することはできないが、設計基準

事故対処設備に対して定められている「修理または代替品を補充する」こ

とで対応できることから、基本方針「4.3-(3)-c-(b)-②」において保安規

定第７章（放射線管理）の「放射線計器類の管理」と同様に「当該モニタ

を復旧する措置を開始する」または「代替品を補充する」としている。な

お、要求される措置は従来の対応と同様の措置であるが、当該設備に対す

る管理については、基本方針「4.5 新規制基準の適用後の保守管理活動に

ついて」に基づき、重大事故等対処設備については保全重要度が高い設備

（クラス 1,2 相当）と位置づけて保全重要度を設定し、保全活動管理指標

の設定および指標の監視等について予防可能故障(MPFF)回数および非待機

(UA)時間を設定するなどの保守管理面において重要度の高い系統として管

理を行うこととなること、また、LCO を設定することによりサーベランスを

設定し、故障時（LCO 逸脱時）の対応として LCO 逸脱時・復旧時の関係各所

への通報・報告が必要となることから、従来の管理とは保守管理面および

運用面において、より重要度の高い設備として取扱うこととなる。 

AOT については、適切と考えられる「参照する設計基準事故対処設備の

AOT」はないが、重大事故等対処設備のモニタリングポスト（常設または可

搬）については、プラント停止や全ての原子炉から燃料取出しを行っても

その必要性は変わることはなく、適用モード外へ移行することはできなく、

設計基準事故対処設備に対して定められている「修理または代替品を補充

する」ことで対応できることから、「プラント停止」ではなく「修理または

代替品を補充する。」という措置に対する AOT として、設計基準事故対処設

備のプラント停止時における要求される措置（プラント停止以外の措置）

の AOT を参考とし、「速やかに修理または代替品を補充する措置を開始す

る。」とする。なお、代替品の補充により LCO 逸脱から復帰することは出来

ないものとする。 
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④ 通信連絡設備 

通信連絡設備（通話設備）は設計基準事故対処設備としては重要度分類

指針において「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」として

「ＭＳ－３」に分類されており、従来は LCO を設定していない。 

通信連絡設備（通話設備）は、運転中／停止中の炉心、および SFP の燃

料に対して間接的に安全機能を有する設備であり、事故時に収集した情報

の連絡、対応の指示を行うためのものであることから、「ＭＳ－２」の「異

常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器」に分類されて LCO 設

定されている設計基準事故対処設備の「事故時監視計器」の要求される措

置／AOT を参考に定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO が「複

数台」で設定した設備について「必要数量(LCO)を下回った場合」には残り

の設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、「事故時監視

計器」の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とすることとする。 

ただし、発電用原子炉設置者の管理範囲外の不具合（例：通信衛星故障

等、通信事業者側の不具合等）については必要な機能が確保されていない

ことから LCO 逸脱とするが、発電用原子炉設置者が当該設備の復旧を行う

ことが出来ないため、復旧措置（完了時間）について除外規定を定めるこ

ととする。 

 

・モード１～４の場合 

「事故時監視計器」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に復旧す

るか、代替監視手段を確保することで LCO 逸脱のまま運転継続可能とし

ている。 

通信連絡設備については、基本方針「4.3-(3)-c.-(b) プラント停止

を要しないもの」の②に記載の通り、災害対策要員（連絡要員）の追加

や通信機器の追加（無線等）等の代替手段により対応することが可能で

あるため、「事故時監視計器」の「機能喪失時」同様に AOT「10 日以内」

に「所要数を満足させる」か「代替手段を確保する」ことを要求する。

なお、代替手段の確保により LCO 逸脱から復帰することは出来ないもの

とする。 

 

・ モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、適

用モード外へ移行することができないことから、「速やかに代替手段を

確保する措置を開始する。」または「速やかに所要数を満足させる措置

を開始する。」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱

から復帰することは出来ないものとする。 
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⑤ その他の設備（ホイールローダ等） 

ホイールローダ等は、重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備を運搬

するためのアクセスルートを確保する設備であることから、運転／停止中

の炉心、および SFP の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備であり、

「ＭＳ－２」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器」

に分類されて LCO 設定されている設計基準事故対処設備の「事故時監視計

器」の要求される措置／AOT を参考に定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO が「複

数台」で設定した場合について「必要数量(LCO)を下回った場合」には残り

の設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、「事故時監視

計器」の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とすることとする。 

 

・モード１～４の場合 

「事故時監視計器」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に復旧す

るか、代替監視手段を確保することで LCO 逸脱のまま運転継続可能とし

ている。 

ホイールローダ等は一般的な重機であることから代替手段により対

応することが可能であるため、「事故時監視計器」の「機能喪失時」同

様に AOT「10 日以内」に「所要数を満足させる」か「代替手段を確保す

る」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱から復帰す

ることは出来ないものとする。 

 

・ モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、適

用モード外へ移行することができないことから、「速やかに代替手段を

確保する措置を開始する。」または「速やかに所要数を満足させる措置

を開始する。」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱

から復帰することは出来ないものとする。 
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(d) モード変更に係る AOT 

設計基準事故対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモ

ード変更に係る AOT は、日本の運転経験に基づき標準的なプラント停止操作

に必要な時間として設定したものであり、LCO 逸脱時におけるプラント停止

等のモード変更時において AOT の長さに係る不具合等は発生していない実績

のある値である。 

従って、重大事故等対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止

等のモード変更に係る AOT についても設計基準事故対処設備の AOT を適用す

ることが妥当である。 

 （添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の

例」） 

 

(e) 有効性が確認された感度解析を考慮した AOT 

設置許可本文に記載された評価条件とは異なるが、有効性が確認された感

度解析の評価条件を満足するような場合における LCO逸脱時の措置について

は、設置許可本文に記載された評価条件の数量を LCO の所要数として設定し

た上で、重大事故等への対処が可能な状態であることを踏まえた AOT を設定

する。 

なお、保安規定変更認可に係る審査の中で、必要に応じて、不確かさの影

響を把握する観点から、不確かさ評価を実施し、設置変更許可申請書添付書

類十における感度解析の結果を補足する。 

【記載例】 

重大事故等対処設備である１次冷却系統フィードアンドブリードにおけ

る高圧注入ポンプについて、感度解析により１台で必要な機能を有している

ことを確認した場合は、重大事故等対処設備の AOT の上限である「30 日間」

までの期間を AOT として設定する。 

運用上、設計基準事故対処設備としての高圧注入ポンプの AOT として規定

している 10 日に合わせ、AOT を 10 日に設定する。 
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(3) 要求される措置の考え方 

重大事故等対処設備の要求される措置については「(2) AOT 設定の考え方」同様

に、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に規制上の要求があることを踏まえて

設計基準事故対処設備の要求される措置を参考として定めることとする。 

なお、重大事故等対処設備のうち重大事故防止設備と重大事故緩和設備の取扱い

については、「(2) AOT 設定の考え方」同様に要求される措置の設定の考え方として

整理することとする。 

 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置は、平

成 12 年に米国 STS を参考に、日本の運転経験に基づき合理的な措置として定め

たものであり、その後 13 年間に渡る運転経験において LCO 逸脱時における要求

される措置に係る不具合等は発生していない実績のある措置である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備のLCO逸脱時に要求され

る措置は、原則「AOT 内に復旧できなければ適用モード外に移行（プラント停止）

する」ものであるが、プラント停止時における要求される措置については「速や

かに○○を中止する。」や「速やかに○○を開始する。」といった措置が多い。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の

例」） 

 

なお、要求される措置については動作不能となった設備に要求される機能に対

する措置であり、同一設備でも「モード１～４における事故時の炉心注入機能」

に対する要求される措置と「モード５，６の崩壊熱除去機能」に対する要求され

る措置は異なるものであり、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備といっ

た設備の区分で異なる措置を要求するものではないことから、参考とする設計基

準事故対処設備の類似する各機能に対する要求される措置を重大事故等対処設

備の各機能に対する要求される措置に対して適用することとする。 

 

ｂ．重大事故等対処設備に対する要求される措置の考え方 

(a) 重大事故防止設備と重大事故緩和設備の要求される措置 

要求される措置については動作不能となった設備に対する措置であり、重大

事故防止設備と重大事故緩和設備で対応に差を設ける必要はないものと考え

られることから、設備区分毎(ポンプ・ファン、監視設備等)に参考となる設計

基準事故対処設備の要求される措置を参考として定めることとする。 
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(b) 要求される措置として実施する設計基準事故対処設備の確認 

「(2) AOT 設定の考え方」において、LCO 逸脱時には LCO 逸脱と判断した当

該重大事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備が動作可能であるこ

との確認が必要としたことから、LCO 逸脱時の要求される措置として「対応す

る設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認する。」を要求される措

置に定めることとする。 

SA 設備の LCO 逸脱時に実施する設計基準事故対処設備の確認 AOT は、既存

の設計基準事故対処設備の LCO・AOT を参考に「LCO 逸脱判断後、4時間以内」

とする 

また、重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備を兼ねる設備が LCO 逸

脱した場合、「イ．DB（2 系統要求中、1系統故障）としての他方の健全性確認

（以下、本項においてイ．という）」および「ロ．SA としての機能に相当する

DB 設備（2系統要求中、故障の兆候なし）の健全性確認（以下、本項において

ロ．という）」を初動対応として行う必要がある。 

これらの健全性確認として、動作確認を行う場合、設計基準事故対処設備

の自動待機状態を除外させた上で実施する必要があることから、イ．およびロ．

を同時並行で実施した場合は、２つの機能に係る設備が同時に待機除外となる

ことから、プラントへの安全性（複数機能の同時待機除外のリスク）および輻

輳操作による誤操作防止の観点から、これらの動作確認は同時並行で行わず、

１台ずつ実施する。 

この場合、イ．は残り系統が 1 系統以下しかないことが明白であること、

ロ．は 2系統とも故障の兆候が無い状態での動作確認であることから、プラン

トへの安全性（DB としての全機能喪失のリスク）を考慮し、イ．を優先して

動作確認を行う。 

以上より、イ．の AOT は、既存の設計基準事故対処設備の LCO・AOT を参考

に「LCO 逸脱判断後、4時間以内」とし、引き続きロ．の確認を行うこととし、

ロ．の AOT は、「イ．を実施後、4時間以内」とする。 

なお、先に実施するイ．が 4時間以内に動作確認を完了した場合、4時間を

待たず速やかにロ．の動作確認を行うこととする。 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

 

(c) 他の重大事故等対処設備を活用する場合の要求される措置 

「(2) AOT 設定の考え方」において、同等な重大事故等対処設備が動作可能

であることを確認した場合には、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT

を延長することは可能としていることから、LCO 逸脱時の要求される措置とし

て「同等な重大事故等対処設備が動作可能であることを確認する。」を該当す

る設備があるものについて要求される措置として定めることとする。 

 



4.3-27 

(d) 多様性拡張設備を活用する場合の要求される措置 

「(2) AOT 設定の考え方」において、多様性拡張設備が動作可能であること

を確認した場合には、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長する

ことは可能としていることから、LCO 逸脱時の要求される措置として「多様性

拡張設備が動作可能であることを確認する。」を該当する設備があるものにつ

いて要求される措置として定めることとする。 

 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な要求される措置 

LCO 逸脱時の要求される措置は、原則「AOT 内に復旧できなければ適用モード

外に移行（プラント停止）する」ものであるが、重大事故等対処設備は「機能喪

失した設備が使用できない状態で適用モード外に移行する対応が必ずしも安全

側の対応とならない場合」や「常に適用モードであるため適用モード外に移行で

きない場合」などがあることから、各ケースについて考え方を整理した。 

 

(a) プラント停止を要求するもの 

① 適用モードが「モード４以上」の設備 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

これらの設備は、運転中の炉心に対する直接的な安全機能を有する設備

である。 

要求される措置としては以下を基本とする。 

【AOT 内の措置】 

・ 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・ 当該設備の復旧 

・ 多様性拡張設備が動作可能であることを確認 

・ 当該機能を補完する代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間

中における災害対策要員の増員」等）をあらかじめ定めて炉主任確認の上実

施 

【AOT 超過後】 

・ プラント停止（モード５まで）を行い、当該設備を必要としない「適用モ

ード外」に移行することで LCO 逸脱から復帰する。 
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② 適用モードが「モード６以上」の設備 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

これらの設備は、運転中の炉心、および停止中の炉心に対する直接的な

安全機能を有する設備である。 

プラント停止（モード５まで）を行い、当該設備が必要な運転中事故に

対するリスクを低減させる。 

 この状態では適用モード外とはならないが、原子炉を停止することで崩

壊熱が低下し、事故対応に時間余裕が確保されることから、多様性拡張設

備が活用できるケースが増え、総合的に重大事故時のリスクを低減させる

ことができ、補助給水系統を確保することにより蒸気発生器による除熱に

も期待することが出来る。 

さらに、モード６（キャビティ高水位）まで移行し、燃料取出しを行う

ことで、当該設備を必要としない「適用モード外」に移行し LCO 逸脱から

復帰することができるが、この措置については停止時 PRA において最もリ

スクの高い「ミッドループ運転」を経由する必要がある。 

モード６までを適用モードとしている設備に最も期待する運転状態が「ミ

ッドループ運転」であることを考慮すると、当該設備が動作不能である状

態であえて「ミッドループ運転」を行うことは安全側の措置とはいえない

ことから避けるべきであり、要求する措置としては「燃料取出しによる適

用モード外への移行」よりも「水抜き中の場合は、速やかに水抜きを中止

する」等の「ミッドループ運転を避ける措置」が適切である。 

 しかしながら、既にミッドループ運転中において LCO 逸脱となる場合も

あることから、その場合は「１次系保有水量を回復する措置」を行うこと

とする。 

要求される措置としては以下を基本とする。 

【モード１～４における AOT 内の措置】 

・ 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・ 当該設備の復旧 

・ 多様性拡張設備が動作可能であることを確認 

・ 当該機能を補完する代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間

中における災害対策要員の増員」等）を炉主任確認の上定めて実施 

【モード１～４における AOT 超過後】 

・ プラント停止（モード５まで） 

【モード５，６における措置】 

・ 水抜き中の場合は、速やかに水抜きを中止する 

・ １次系保有水を回復する措置を実施する 
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(b) プラント停止を要求しないもの 

① 当該設備の要求モードがモード外（使用済燃料ピットでの照射済燃料保管

中）も含む設備のうち、使用済燃料ピット冷却等のための設備 

使用済燃料ピット（以下、「SFP」という。）冷却等のための設備は、SFP 

の燃料に対する直接的な安全機能を有する設備であることから、その必要

性はプラント停止しても変わるものではない。 

原子炉運転中や原子炉停止中（原子炉容器内に燃料を装荷した状態）に

おける重大事故等発生時において、SFP においても重大事故等が発生した

場合を考慮すると、全ての照射済燃料を SFP に貯蔵することで、SFP にお

ける重大事故等発生時の対応のみに限定されることから、災害対策要員や

資機材に余裕が確保されることとなるが、炉心の燃料取出しについては、

SFP冷却等のための設備の機能が喪失している状態においてSFP の崩壊熱

が増加することとなる燃料取出しを行うことは安全側の措置とはいえな

いことから避けるべきである。 

また、プラント停止のみを行った場合においても炉心と SFP で同時に重

大事故等が発生する可能性は避けられない。 

しかしながら、SFP 冷却等のための設備の LCO 逸脱時の措置としては、

炉心側での事故対応体制は維持しつつSFP側への措置に対してSFP冷却等

のための設備の機能に対する多様性拡張設備（補完措置を含む。）の活用

や代替措置の実施、および重大事故等発生時の時間的余裕を確認するため

の SFP 温度上昇評価などを行うことにより、SFP と炉心側で同時に重大事

故等が発生した場合においても炉心側での措置に影響を与えることがな

いように実施することができる。 

 

・ 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・ 当該重大事故等対処設備を復旧する措置を開始する 

・ 多様性拡張設備が動作可能であることを確認する 

・ 当該 SFP に貯蔵されている照射済燃料の崩壊熱を基に SFP 冷却機能喪失時

における SFP 温度上昇評価を行う 

・ 代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災害対策

要員の増員」等）をあらかじめ定めて炉主任の確認の上実施する 
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② 当該設備の要求モードがモード外（SFP での照射済燃料保管中）も含む設備

のうち、SFP 冷却以外の設備（緊急時対策所、モニタ等） 

緊急時対策所（以下、「TSC」という。）、モニタ等の設備は、運転中／停

止中の炉心、および SFP の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備で

あることから、その必要性はプラント停止しても変わるものではない。 

 以下にそれぞれの考え方を整理する。 

 

【TSC】 

TSC に関しては、特に電源および空調設備が重大事故等対処時に必要と

なることから、それぞれについて考え方を整理する。 

電源についてはその機能喪失により TSC としての機能を失うことから、

AOT 超過後はプラント停止することとする。 

また、空調設備（ファン・フィルタユニットから構成される設備）およ

び加圧装置（空気ボンベ）については、それぞれの設備について機能喪失

した場合は放射線防護機能が喪失することから、AOT 超過後はプラント停

止することとする。 

なお、情報把握機能および居住性のうちのﾓﾆﾀや酸素濃度計・二酸化炭

素濃度計については災害対策要員の追加などの代替措置

※１２

や代替品の補

充

※１３

を行うことで対応可能であることから、プラント停止は要求しない

こととする。 

※１２：ＳＰＤＳについては、データ採取様式の準備、災害対策要員

（データ採取・連絡）の追加、通信機器の追加による代替措置 

※１３：可搬型ｴﾘｱﾓﾆﾀや酸素濃度計・二酸化炭素濃度計については代

替品の補充による代替措置 

 

従って、TSC の LCO 逸脱時の要求される措置としては、以下の措置が適

切である。 

・ 当該重大事故等対処設備を復旧する措置を開始する 

・ 代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災

害対策要員の増員」等）をあらかじめ定めておき、炉主任の確認を得

て実施する 

・ 電源、換気空調設備または加圧装置（空気ボンベ）のいずれかの機

能喪失時は、AOT 超過後プラント停止する。 
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【モニタ】 

モニタに関しては、従来保安規定第７章（放射線管理）の「放射線計器

類の管理」において、「必要数量を確保し、故障等により使用不能となっ

た場合は修理または代替品を補充する。」としている。 

LCO 設定対象設備となるモニタについては、同様に以下の措置を求める

ことが適切である。 

・ 当該モニタを復旧する措置を開始する 

・ 代替品を補充する 

 

(4) 重大事故等対処設備として利用する設計基準事故対処設備の LCO の記載 

重大事故等対処設備は新規に設置する設備以外に、従来から設計基準事故対処設備

として LCO を設定していた設備のうち、重大事故等に対処するために利用する設備も

含まれることから、これらの設備に対する LCO、要求される措置および AOT の記載方

法について考え方を整理する。 

 

ａ．従来の記載方法 

従来の記載は「要求される機能毎」に条文が整理されていたため、同一機器が

複数の条文に記載されているものがある。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の

例」） 

これは、以下の理由から設備毎にまとめた構成とはしていないものである。 

・ 当該設備に要求される機能を明確にする。 

・ 要求される措置については動作不能となった設備に要求される機能に対す

る措置であり、同一設備でも要求される機能により動作不能時の措置は異な

る 

・ 要求される機能によっては、他の設備と合わせて LCO 設定するものがある 

 

ｂ．重大事故等対処設備として利用する設計基準事故対処設備の LCO の記載 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備では要求される機能が異なるこ

とから、重大事故等対処設備として利用する設計基準事故対処設備の LCO の記載

については、重大事故等対処設備として新規条文（第 83 条  重大事故等対処設

備）に LCO を設定することとする。 

従来から設計基準事故対処設備として LCO を設定されている設備であって、重

大事故発生時に重大事故等対処設備としての機能を期待される設備は、基本的に

は、新規条文（第 83 条  重大事故等対処設備）に LCO 等を記載する。また、現

行の条文との関連を記載する。 

ただし、要求されるモード又は機能が同等な設備及びタンク類等については、

従来のＤＢ条文に記載を追加することで対応する。 

また、LCO 等が設定されていない既設設備のうち、重大事故等対処設備として

登録した設備（モニタリングポスト等）については、新規条文（第 83 条  重大
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事故等対処設備）にLCO等を記載し、現行の条文に新規条文との関連を記載する。 

保安規定を作成するにあたり、まずは各条文毎に要求される機能・手段に対し

て、フロントライン系故障時やサポート系故障時等に分けて LCO を設定する。最

終的には各系統・各機器毎に整理する。 

（添付－10「重大事故等対処設備の記載例」） 

 

 (5) 停止中における格納容器の LCO の記載 

新規制基準においては、停止時の想定事象として炉心冷却機能の喪失等により、

炉心の沸騰事象を想定しており、格納容器内の圧力上昇の対応が求めている。 

このため、従来は格納容器の機能を要求していなかったモード５，６についても、

格納容器内に燃料が存在することから、運転上の制限を設定する。 

また、モード５，６においてＲ／Ｖスタッドボルト取外し／取付け作業に必要な

テンショナー搬出入のための機器ハッチの開放作業についても、開放中に炉心沸騰

事象が発生し加圧状態に至るまでに、ＣＶの耐圧性能が維持されるよう、要求する

プラント状態を保安規定に定めて運用することとする。 

（添付－11「定期検査停止中における原子炉格納容器貫通部の開放運用の例」） 

 

 

 

以 上 
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添付－１ 

 
運転上の制限に係る重大事故等対処設備の系統毎の括り方について 

 
 重大事故等対処設備（以下、SA 設備）に対する運転上の制限（以下、LCO）を設定

するに当たり、設置許可基準規則、技術基準規則及び技術的能力の審査基準の要求を踏

まえた多様な目的に対して、同一系統を使用するものが少なくない。LCO 設定に関し

ては、保安規定の運用面を考慮し、多様な目的に対して同一系統は一括りにして整理す

ることとする。以下にその配慮事項を取り纏め、詳細な内容を整理する。 
 
１． 配慮事項 
（１）系統を一括りにする場合の配慮事項 

・ 技術基準規則、設置許可基準規則及び技術的能力審査基準の要求を満足するよ

う LCO を設定する。 
・ 取りまとめの範囲を明確にし、要求事項を満足する LCO 設定であること。 

例） 技術基準規則（技術的能力審査基準）の 60 条（1.2）「原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」～66 条（1.8）

「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」を対象とし、

多様な目的に対して同一系統で使用するものを、系統毎に一括りとする。 
・ 重大事故等の処置に使用する配管等は、必ずどれかの SA 設備と紐付けし、必

ず LCO 設定範囲に入るよう配慮する。 
・ SA 設備が、故障等により動作不能となった場合において、その機能と同等の

設備があれば LCO 逸脱にならないことを考慮し、系統毎の LCO を設定する。 
例） 充てん／高圧注入ポンプによる充てん注入と、Ｂ－充てん／高圧注入ポ

ンプによる充てん注入を比較した場合、全交流動力電源喪失においても使

用可能なＢ－充てん／高圧注入ポンプが全てを包絡することから、LCO
はＢ－充てん／高圧注入ポンプを代表として設定する。 

２． 整理の例 
（１） 保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表 
（２） 保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表（補足）



保
安
規
定
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
及
び
完
了
時
間
整
理
表
（
技
術
的
能
力
１
．
２
～
１
．
８
の
手
段
別
・
系
統
別
）

（
　
）
は
、
緩
和
設
備
で
参
考
と
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
を
指
す

Ｂ
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
な
し
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

Ｃ
（
代
替
手
段
）

表
N
o
.

分
類
１

分
類
２

分
類
３
（
対
応
設
備
等
）

主
な
用
途

Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
逸
脱
し
た
Ｓ
Ａ
設
備

と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
判
断

（
2
N
以
外
：
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝
3
日
）

（
2
N
：
A
O
T
＝
1
0
日
）

（
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝
3
0
日
）

補
完
措
置
に
よ
り

同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

1
.
2

6
0
条

1
.
3

6
1
条

1
.
4

6
2
条

1
.
5

6
3
条

1
.
6

6
4
条

1
.
7

6
5
条

1
.
8

6
6
条

８
３
－
３

1
次
系
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

1
次
系
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

高
圧
注
入
系
統
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

・
S
/
G
除
熱
機
能
喪
失
時
の
代
替
冷
却

－

・
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁

－
１
Ｎ

○
○

○
－

－
－

－
－

×

保
安
規
定
4
4
条
、
5
1
条
と
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
要
求
さ
れ
る
措
置
及
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
が

異
な
る
た
め
、
8
3
条
に
て
整
理
す
る
。

N
=
C
H
/
S
I
P
１
台
、
P
O
R
V
2
個

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
で
整
理

余
熱
除
去
系
統

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
余
熱
除
去
冷
却
器
）

・
1
次
系
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
後
の
余
熱

除
去
と
し
て
使
用
（
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
）

通
常
運
転
時
の
余
熱
除
去
と
同
じ
で
あ
る
の

で
、
保
安
規
定
3
7
条
～
4
1
条
に
よ
る
。

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
○

－
保
安
規
定
3
7
条
～
4
1
条
に
て
整
理

８
３
－
４
炉
心
注
入

炉
心
注
入

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

（
低
圧
注
入
系
統
、
高
圧
注
入
系
統
）

・
C
/
V
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
閉
塞
時
及

び
停
止
中
の
余
熱
除
去
機
能
喪
失
時
の
代

替
冷
却

・
S
B
O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心
の
C
/
V
下
部

へ
の
落
下
遅
延
、
防
止
の
た
め
の
代
替
冷
却

－
－

－
１
Ｎ

○
－

－
○

－
－

－
○

×

非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
要
求
モ
ー
ド
、
L
C
O
逸
脱
時
の
要
求
さ
れ
る
措
置
及
び

Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め
8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

充
て
ん
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
充
て
ん
注

入 【
数
分
】

・
C
/
V
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
閉
塞
時
及
び
停

止
中
の
余
熱
除
去
機
能
喪
失
時
の
代
替
冷
却

・
S
B
O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心
の
C
/
V
下
部
へ
の

落
下
遅
延
、
防
止
の
た
め
の
代
替
冷
却

B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
充
て
ん
注
入
に
包
絡
さ
れ
る
。

･
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
○

×

保
安
規
定
2
7
条
化
学
体
積
制
御
系
は
ほ
う
素
濃
縮
機
能
で
あ
り
、
目
的
が
違
う

た
め
適
用
不
可
。

B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
注
入
に
包
絡
さ
れ

る
。

－

・
B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る
S
B
O
に
お
け
る
代
替
冷
却

－

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

（
≦
2
.
2
時
間
：
S
B
O
+
シ
ー
ル
L
O
C
A
）

１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

×

保
安
規
定
2
7
条
化
学
体
積
制
御
系
は
ほ
う
素
濃
縮
機
能
で
あ
り
、
目
的
が
違
う

た
め
適
用
不
可
。

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

・
S
B
O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心
の
C
/
V
下
部

へ
の
落
下
遅
延
、
防
止
の
た
め
の
代
替
冷
却

－
（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

（
≦
1
.
5
時
間
：
過
圧
破
損
）

１
Ｎ

－
－

－
－

－
－

－
○

×
〃

〃

・
E
C
C
S
機
能
喪
失
時
に
お
い
て
非
常
用
電
源

健
全
時
の
代
替
冷
却

A
-
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
R
H
R
S
-
C
S
S

タ
イ
ラ
イ
ン
使
用
)
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入

【
2
5
分
】

･
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

・
S
B
O
、
低
圧
注
入
機
能
喪
失
時
に
お
け
る

常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
冷
却

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

・
S
B
O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心
の
C
/
V
下
部

へ
の
落
下
遅
延
、
防
止
の
た
め
の
代
替
冷
却

－
－

１
Ｎ

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－

・
E
C
C
S
機
能
喪
失
時
に
お
い
て
非
常
用
電
源

健
全
時
の
代
替
冷
却

－

･
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

△
－

－
○

－
－

－
－

×
－

－

・
溶
融
炉
心
の
C
/
V
下
部
へ
の
落
下
遅
延
、

防
止
の
た
め
の
代
替
冷
却

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
【
数
分
】

－
－

１
Ｎ

△
－

－
－

－
－

－
○

×
－

－

代
替
炉
心
注
入

－
可
搬
型
電
動
低
圧
注
入
ポ
ン

プ
又
は
可
搬
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
注

入
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入

－

可
搬
型
電
動
低
圧
注
入
ポ
ン
プ
又
は
可
搬

型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
注
入
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
に
よ
る
代
替
炉

心
注
入

【
7
時
間
3
5
分
】

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
S
B
O
に
お
け
る

代
替
再
循
環

－

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
　
【
3
8
分
】

２
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

代
替
再
循
環
運
転

A
-
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
R
H
R
S
-

C
S
S
タ
イ
ラ
イ
ン
使
用
)
に
よ
る
代
替
再
循
環

運
転

・
L
O
C
A
時
再
循
環
不
能
時
に
お
い
て
非
常

用
電
源
健
全
時
の
代
替
冷
却
　
（
ス
プ
レ
イ
冷

却
器
使
用
）

－
・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

×
8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

海
水
代
替
補
機
冷
却
に
よ
る
再
循
環
運
転

　
B
-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）

　
C
-
充
て
ん
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷

却
）

・
移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
代
替
補

機
冷
却

・
S
B
O
時
に
お
い
て
海
水
代
替
補
機
冷
却
さ

れ
た
E
C
C
S
補
機
に
よ
る
代
替
冷
却

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
B
-
充
て
ん
／
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

＋
C
/
V
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト

＋
移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車

（
≦
5
1
時
間
：
S
B
O
+
シ
ー
ル
L
O
C
A
）

１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

×

非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
要
求
モ
ー
ド
、
L
C
O
逸
脱
時
の
要
求
さ
れ
る
措
置
及
び

Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め
8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

ま
た
、
代
替
海
水
供
給
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
は
、
１
．
７
（
6
5
条
）
に
て
整
理
す

る
。

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

８
３
－
５
1
次
冷
却
系
統
の
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

【
1
分
】

・
燃
料
破
損
時
の
Ｄ
Ｃ
Ｈ
防
止
の
た
め
の
1
次

系
減
圧

・
S
G
T
R
減
圧
継
続
及
び
I
S
L
O
C
A
時
の
1
次

系
減
圧

－
－

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

○

要
求
モ
ー
ド
、
要
求
機
能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ

4
4
条
に
て
整
理
す
る
。

N
=
2
個
：
4
4
条
に
て
整
理

窒
素
ボ
ン
ベ
及
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
を
使
用

し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
1
次
系
減
圧

【
3
5
分
】

・
S
B
O
及
び
常
設
直
流
電
源
喪
失
時
の
代
替

空
気
及
び
代
替
直
流
電
源
に
よ
る
加
圧
器
逃

が
し
弁
機
能
回
復

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
直
流
電
源
装
置

－
１
Ｎ

－
－

○
－

－
－

－
－

－
8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
3
で
整
理

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
3
で
整
理

８
３
－
６
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
よ
る
格
納
容
器
注
水

【
数
分
】

・
格
納
容
器
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
【
3
8
分
】

－
－

１
Ｎ

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存
す
る
溶
融
炉
心

を
冷
却
す
る
た
め
の
格
納
容
器
水
張
り

常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
　
【
3
8
分
】

－
－

１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

・
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
の

冷
却
の
た
め
の
格
納
容
器
注
水

－
（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

１
Ｎ

－
－

－
－

－
－

－
○

－

Ｄ
Ｂ
に
お
け
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
要
求
モ
ー
ド
は
1
～
4
で
あ
り
、
8
3
条
に

て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

C
/
V
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
1
台
及
び
代
替
C
/
V
ス
プ
レ
イ
（
常
設

電
動
注
入
ポ
ン
プ
）
を
要
求

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ

常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
【
3
8
分
】

・
格
納
容
器
冷
却
及
び
格
納
容
器
過
圧
破
損

を
防
止
す
る
た
め
の
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ

－

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

１
Ｎ

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存
す
る
溶
融
炉
心

を
冷
却
す
る
た
め
の
代
替
格
納
容
器
水
張
り

－
・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

・
S
B
O
時
に
お
け
る
格
納
容
器
下
部
に
落
下

し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却
の
た
め
の
格
納
容
器

注
水

－
（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

・
可
搬
型
注
入
ポ
ン
プ

１
Ｎ

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

C
/
V
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
1
台
及
び
代
替
C
/
V
ス
プ
レ
イ
（
常
設

電
動
注
入
ポ
ン
プ
）
を
要
求

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

代
替
炉
心
注
入

－
B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
入
－

－

L
C
O
逸
脱
と
な
ら
な
い
た

め
、
他
の
機
能
で
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設

定
す
る

A
-
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
R
H
R
S
-

C
S
S
タ
イ
ラ
イ
ン
使
用
)
に
よ
る
代
替
炉
心
注

入 【
2
5
分
】

常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心

注
入

【
3
8
分
】

B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
充
て
ん
注
入

【
7
4
分
】

B
-
充
て
ん
/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
充
て
ん
注
入

【
7
4
分
】

（
≦
2
.
2
時
間
：
S
B
O
+
シ
ー
ル
L
O
C
A
）

（
≦
1
.
5
時
間
：
過
圧
破
損
）

D
B

兼
用

所
要
数
（
量
）

一
括
り
に
す
る
範
囲

対
応
手
段

適
用
モ
ー
ド
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
設
定

備
　
　
考

：
要
求
モ
ー
ド
１
～
3

：
要
求
モ
ー
ド
１
～
6

D
B
-
S
A

統
合

該
当
条
文

設
備
要
求
の
た
め
代
替
な
し

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1
0

1
1

4.3-添付-2



保
安
規
定
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
及
び
完
了
時
間
整
理
表
（
技
術
的
能
力
１
．
２
～
１
．
８
の
手
段
別
・
系
統
別
）

（
　
）
は
、
緩
和
設
備
で
参
考
と
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
を
指
す

Ｂ
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
な
し
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

Ｃ
（
代
替
手
段
）

表
N
o
.

分
類
１

分
類
２

分
類
３
（
対
応
設
備
等
）

主
な
用
途

Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
逸
脱
し
た
Ｓ
Ａ
設
備

と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
判
断

（
2
N
以
外
：
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝
3
日
）

（
2
N
：
A
O
T
＝
1
0
日
）

（
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝
3
0
日
）

補
完
措
置
に
よ
り

同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

1
.
2

6
0
条

1
.
3

6
1
条

1
.
4

6
2
条

1
.
5

6
3
条

1
.
6

6
4
条

1
.
7

6
5
条

1
.
8

6
6
条

８
３
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流

冷
却

A
,
B
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

【
7
0
分
】

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機
能
喪
失
時
に
お
け
る

C
C
W
S
に
よ
る
格
納
容
器
の
代
替
冷
却

－
・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

・
常
設
電
動
注
入
ポ
ン
プ
　
【
3
8
分
】

１
Ｎ

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
に
よ

る
原
子
炉
格
納
容
器
自
然
対
流

冷
却
及
び
代
替
補
機
冷
却

移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
を
用
い
た
A
,
B
格

納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

【
1
4
時
間
1
0
分
】

・
S
B
O
、
C
C
W
機
能
喪
失
時
に
お
け
る
代
替

海
水
供
給
設
備
（
移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
）

を
使
用
し
た
格
納
容
器
の
代
替
冷
却

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
海
水
ポ
ン
プ

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
代
替
品

１
Ｎ

－
－

－
－

○
○

○
－

－
－

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
補
機
冷

却
海
水
通
水

【
1
4
時
間
1
0
分
】

・
S
B
O
又
は
L
U
H
S
時
の
移
動
式
大
容
量
ポ
ン

プ
車
で
の
制
御
用
空
圧
縮
機
等
へ
の
海
水
通

水
に
よ
る
代
替
補
機
冷
却

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
海
水
ポ
ン
プ

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

・
代
替
品

１
Ｎ

－
－

－
－

○
－

－
－

－

代
替
補
機
冷
却
設
備
は
、
移
動
式
大
容
量
ポ
ン
プ
車
を
使
用
し
た
系
統
で
あ

り
、
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
と
同
じ
く
全
交
流
動
力

電
源
喪
失
時
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
同
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
に
て

一
括
り
に
整
理
す
る
。

8
3
条
に
て
モ
ー
ド
1
～
6
で
整
理

８
３
－
８

蒸
気
発
生
器
2
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水
）

蒸
気
発
生
器
2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却
（
注
水
）

海
水
ポ
ン
プ
を
水
源
と
し
た
補
助
給
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
【
4
3
分
】

・
復
水
タ
ン
ク
破
損
時
等
に
お
け
る
水
源
喪
失

時
の
海
水
を
水
源
と
し
た
給
水

－
・
復
水
タ
ン
ク

－
１
Ｎ

△
○

○
－

－
－

－
－

－
－

N
=
S
W
P
1
台
+
M
/
D
A
F
W
P
2
台

N
=
S
W
P
1
台
+
T
/
D
A
F
W
P

8
3
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド
1
～
5
（
満
水
）
）

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ

の
給
水
　
【
数
分
】

・
D
B
A
機
能
に
同
じ

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
機
能
喪
失
時
の
２
次
系

に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧

－
・
加
圧
器
逃
が
し
弁

－
１
Ｎ

○
－

○
－

－
－

－
－

×

要
求
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
、
要
求
機
能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
要
求

さ
れ
る
措
置
が
異
な
る
た
め
、
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
は
8
3
条
に
て
整
理

す
る
。

N
=
M
/
D
A
F
W
P
2
台

N
=
T
/
D
A
F
W
P
１
台

8
3
条
に
て
整
理
（
M
/
D
：
モ
ー
ド
1
～
5
（
満
水
）
）

　
（
T
/
D
：
モ
ー
ド
1
～
3
）

・
余
熱
除
去
系
機
能
喪
失
時
の
2
次
系
に
よ
る

1
次
冷
却
系
の
冷
却

－
・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

○
－

－
○

－
－

－
－

×
〃

〃

・
S
B
O
又
は
Ｌ
Ｕ
Ｈ
Ｓ
時
の
2
次
系
に
よ
る
1
次

冷
却
系
の
冷
却

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
海
水
ポ
ン
プ

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

○
○

－
○

○
－

－
－

×
〃

〃

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
2
次
側
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

・
余
熱
除
去
系
機
能
喪
失
又
は
S
B
O
時
の
2

次
系
に
よ
る
1
次
冷
却
系
の
冷
却

－

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

N
=
M
/
D
A
F
W
P
2
台

8
3
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド
1
～
5
（
満
水
）
）

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
手
動
）
に
よ

る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
【
1
5
分
】

・
S
B
O
及
び
常
設
直
流
電
源
喪
失
時
の
現
場

手
動
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

機
能
回
復

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
直
流
電
源
装
置

・
大
容
量
空
冷
式
発
電
機

・
電
動
補
助
給
水
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ

１
Ｎ

－
○

○
－

－
－

－
－

×

要
求
モ
ー
ド
1
～
3
は
Ｄ
Ｂ
と
同
じ

現
場
で
の
手
動
起
動
に
つ
い
て
は
、
8
3
条
に
て
整
理
す
る
。

N
=
T
/
D
A
F
W
P

8
3
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド
1
～
3
）

８
３
－
９

蒸
気
発
生
器
2
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）

蒸
気
発
生
器
2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却
（
蒸
気
放
出
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出

・
余
熱
除
去
系
機
能
喪
失
又
は
加
圧
器
逃
が

し
弁
機
能
喪
失
時
の
2
次
系
に
よ
る
1
次
冷
却

系
の
冷
却

・
S
G
T
R
減
圧
継
続
及
び
I
S
L
O
C
A
時
の
1
次

系
減
圧

－

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
加
圧
器
逃
が
し
弁

－
全

○
－

○
○

－
－

－
－

×

要
求
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
、
要
求
機
能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
要
求

さ
れ
る
措
置
が
異
な
る
た
め
、
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
は
8
3
条
に
て
整
理

す
る
。

N
=
3

8
3
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
に
よ
る
蒸
気
放

出

・
S
B
O
及
び
常
設
直
流
電
源
喪
失
時
の
現
場

手
動
に
よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
機
能
回
復

・
Ｌ
Ｕ
Ｈ
Ｓ
時
の
2
次
系
に
よ
る
1
次
冷
却
系
の

冷
却

－

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
直
流
電
源
装
置

・
海
水
ポ
ン
プ

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

－
全

－
○

○
○

○
－

－
－

×

要
求
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
、
は
Ｄ
Ｂ
と
同
じ

現
場
で
の
手
動
開
に
つ
い
て
は
8
3
条
に
て
整
理
す
る
。

N
=
3

8
3
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド
1
～
4
（
S
G
使
用
）
）

対
応
手
段

所
要
数
（
量
）

D
B

兼
用

該
当
条
文

D
B
-
S
A

統
合

適
用
モ
ー
ド
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
設
定

備
　
　
考

一
括
り
に
す
る
範
囲

L
C
O
逸
脱
と
な
ら
な
い
た

め
、
他
の
機
能
で
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設

定
す
る

：
要
求
モ
ー
ド
１
～
3

：
要
求
モ
ー
ド
１
～
6

設
備
要
求
の
た
め
代
替
な
し

設
備
要
求
の
た
め
代
替
な
し

1
2

1
3

1
4

1
5

4.3-添付-3



保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表（技術的能力１．２～１．８の手段別・系統別）【補足】

表No. 分類１ 分類２ 分類３（対応設備等） 主な用途

８３－３

1次系フィード

アンドブリード

1次系フィード

アンドブリード

高圧注入系統、加圧器逃がし弁 ・S/G除熱機能喪失時の代替冷却

保安規定44条、51条とはＬＣＯ逸脱時に要求される措置及びＡＯＴが異なるため、83条にて整理しLCOを設定する。

適用するモードは、蒸気発生器による冷却機能が喪失した場合の代替措置であることから、蒸気発生器に適用される

モードに合わせるものとし、モード1～4（SG使用）とする（１．２，１．３に対応）。

1次系Ｆ＆Ｂは、有効性評価評価条件であるCH/SIP2台、加圧器逃がし弁2個としていることから、それをＬLCOとする。

ＬＣＯ逸脱時は、ＤＢ側の要求される措置と同じＡＯＴ（10日）にて対応する。

N=CH/SIP2台、PORV2個

83条にてモード1～4（SG使用）で整理

余熱除去系統

（余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器）

・1次系フィードアンドブリード後の余熱

除去として使用（ＤＢと同じ）

余熱除去機能として期待するものであることから、第37条～41条（1次冷却材）にて整理する。 保安規定37条～41条にて整理

８３－４ 炉心注入 炉心注入

非常用炉心冷却設備

（低圧注入系統、高圧注入系統）

・C/V再循環サンプスクリーン閉塞時及

び停止中の余熱除去機能喪失時の代

替冷却

・SBO時における溶融炉心のC/V下部

への落下遅延、防止のための代替冷却

非常用炉心冷却設備は、従来よりＤＢ設備として51条、52条で整理しているが、ＳＡ設備としては、要求モード、ＬＣＯ逸脱

時に要求される措置及びＡＯＴが異なることから、83条にて整理しLCOを設定する。

適用する運転モードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．８に対応）。

本系統による炉心注入は、ＳＡ設備として１．８（66条）溶融炉心のＣ／Ｖ下部への落下遅延防止機能を有する。

ＬＣＯ逸脱時は、ＤＢ側の要求される措置で低温停止とするため、83条側でも、速やかに動作可能な状態に復旧する措置

を開始するとともに、低温停止までの操作を開始する。

83条にてモード1～6で整理

充てん高圧注入ポンプによる充てん注

入

【数分】

・C/V再循環サンプスクリーン閉塞時及び停

止中の余熱除去機能喪失時の代替冷却

・SBO時における溶融炉心のC/V下部への

落下遅延、防止のための代替冷却

充てん／高圧注入ポンプによる充てん系は、３台中１台のポンプが健全であればよい。

B-充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）は、全交流動力電源がない状況においても炉心に注入可能な手段であり、充て

ん／高圧注入ポンプ３台を代表するため、運転上の制限はB-充てん／高圧注入ポンプに設定する。

83条にてモード1～6で整理

・B-充てん/高圧注入ポンプ（自己冷

却）によるSBOにおける代替冷却

83条にてモード1～6で整理

・SBO時における溶融炉心のC/V下部

への落下遅延、防止のための代替冷却

〃

・ECCS機能喪失時において非常用電源

健全時の代替冷却

－

・SBO、低圧注入機能喪失時における

常設電動注入ポンプによる代替冷却

－

・SBO時における溶融炉心のC/V下部

への落下遅延、防止のための代替冷却

－

・ECCS機能喪失時において非常用電源

健全時の代替冷却

－

・溶融炉心のC/V下部への落下遅延、

防止のための代替冷却

－

代替炉心注入

－可搬型電動低圧注入ポン

プ又は可搬型ディーゼル注

入ﾎﾟﾝﾌﾟによる代替炉心注入

－

可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬

型ディーゼル注入ﾎﾟﾝﾌﾟによる代替炉

心注入

【7時間35分】

・可搬型注入ポンプによるSBOにおける

代替冷却

技術基準規則第６２条にて、可搬型重大事故防止設備を要求されていることから、83条に他の代替炉心注入とは別に

LCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．４に対応）。

83条にてモード1～6で整理

代替再循環運転

A-格納容器スプレイポンプ（RHRS-

CSSタイライン使用)による代替再循環

運転

・LOCA時再循環不能時において非常

用電源健全時の代替冷却　（スプレイ冷

却器使用）

A-格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSSタイライン使用)は、LOCA時再循環不能時の代替再循環機能として、83条に

LCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．４に対応）。

RHRS-CSSタイラインを使用するA-格納容器スプレイポンプによる代替炉心注入の担保となる。

83条にてモード1～6で整理

海水代替補機冷却による再循環運転

　B-余熱除去ポンプ（海水冷却）

　C-充てん高圧注入ポンプ（海水冷

却）

・移動式大容量ポンプ車による代替補

機冷却

・SBO時において海水代替補機冷却さ

れたECCS補機による代替再循環

過圧破損シーケンスにおいて、SBOを起因とする海水冷却機能喪失時に、移動式大容量ポンプ車からの海水供給によ

り、ＥＣＣＳ補機を冷却し再循環運転を可能とする。　これらに関するＳＡ設備を、83条にて整理しLCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．４に対応）。

代替手段（Ｃ）として、B-充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）による充てん注入と、Ｃ／Ｖ再循環ユニットによる自然対流

冷却により除熱可能である。この機能は、対象となる重大事故シーケンスにおける再循環運転への切替えまでの時間（５

１時間）内に準備できればよいことから、補完措置は必要ない。

83条にてモード1～6で整理

８３－５ 1次冷却系統の減圧 加圧器逃がし弁による減圧

加圧器逃がし弁による減圧

【1分】

・燃料破損時のＤＣＨ防止のための1次

系減圧

・SGTR減圧継続及びISLOCA時の1次

系減圧

要求モード、要求機能ともＤＢと同じであることから、44条「加圧器逃がし弁」により対応する。 N=2個：44条にて整理

窒素ボンベ及び可搬型バッテリを使用

した加圧器逃がし弁による減圧

【35分】

・SBO及び常設直流電源喪失時の代替

空気及び代替直流電源による加圧器逃

がし弁機能回復

窒素ボンベ及び可搬型バッテリは、技術基準規則第61条にて設備要求されていることから、83条にLCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～3とする（１．３に対応）。

83条にてモード1～3で整理

８３－６ 原子炉格納容器スプレイ原子炉格納容器スプレイ

格納容器スプレイによる格納容器注水

【数分】

・格納容器過圧破損を防止するための

格納容器スプレイ

83条にてモード1～6で整理

・原子炉圧力容器に残存する溶融炉心

を冷却するための格納容器水張り

83条にてモード1～6で整理

・格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却のための格納容器注水

C/Vスプレイポンプ1台及び代替C/Vス

プレイ（常設電動注入ポンプ）を要求

83条にてモード1～6で整理

代替原子炉格納容器スプレ

イ

常設電動注入ポンプによる代替格納

容器スプレイ【38分】

・格納容器冷却及び格納容器過圧破損

を防止するための代替格納容器スプレ

イ

83条にてモード1～6で整理

・原子炉圧力容器に残存する溶融炉心

を冷却するための代替格納容器水張り

83条にてモード1～6で整理

・SBO時における格納容器下部に落下

した溶融炉心の冷却のための格納容器

注水

C/Vスプレイポンプ1台及び代替C/Vス

プレイ（常設電動注入ポンプ）を要求

83条にてモード1～6で整理

８３－７

原子炉格納容器内自然

対流冷却

原子炉格納容器内自然対流

冷却

A,B格納容器再循環ユニットによる原

子炉格納容器内自然対流冷却

【70分】

・格納容器スプレイ機能喪失時における

CCWSによる格納容器の代替冷却

格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却は、技術基準規則第65条の要求であり、自然対流冷却のための系統とし

て、恒設設備の範囲を対象に、83条にて整理しLCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．６，１．７に対応）。

フロント系故障（格納容器スプレイ機能喪失）時に対応する機能に対して、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプ

レイとする。

83条にてモード1～6で整理

移動式大容量ポンプ車によ

る原子炉格納容器自然対流

冷却及び代替補機冷却

移動式大容量ポンプ車を用いたA,B原

子炉格納容器再循環ユニットによる格

納容器内自然対流冷却

【14時間10分】

・SBO、CCW機能喪失時における代替

海水供給設備（移動式大容量ポンプ車）

を使用した格納容器の代替冷却

移動式大容量ポンプ車による補機冷

却海水通水

【14時間10分】

・SBO又はLUHS時の移動式大容量ポン

プ車での制御用空圧縮機等への海水通

水による代替補機冷却

８３－８

蒸気発生器2次側によ

る炉心冷却（注水）

蒸気発生器2次側による炉心

冷却（注水）

海水ポンプを水源とした補助給水ポン

プによる蒸気発生器への給水【43分】

・復水タンク破損時等における水源喪失

時の海水を水源とした給水

N=SWP1台+M/DAFWP2台

N=SWP1台+T/DAFWP

83条にて整理（モード1～5（満水））

補助給水ポンプによる蒸気発生器へ

の給水　【数分】

・DBA機能に同じ

・加圧器逃がし弁機能喪失時の２次系

による１次冷却系の減圧

N=M/DAFWP2台

N=T/DAFWP１台

83条にて整理（M/D：モード1～5（満

水））

　（T/D：モード1～3）

・余熱除去系機能喪失時の2次系による

1次冷却系の冷却

〃

・SBO又はＬＵＨＳ時の2次系による1次

冷却系の冷却

〃

電動補助給水ポンプによる蒸気発生

器2次側のフィードアンドブリード

・余熱除去系機能喪失又はSBO時の2

次系による1次冷却系の冷却

N=M/DAFWP2台

83条にて整理（モード1～5（満水））

タービン動補助給水ポンプ（手動）によ

る蒸気発生器への給水【15分】

・SBO及び常設直流電源喪失時の現場

手動によるタービン動補助給水ポンプ

機能回復

N=T/DAFWP

83条にて整理（モード1～3）

８３－９

蒸気発生器2次側によ

る炉心冷却（蒸気放出）

蒸気発生器2次側による炉心

冷却（蒸気放出）

主蒸気逃がし弁による蒸気放出

・余熱除去系機能喪失又は加圧器逃が

し弁機能喪失時の2次系による1次冷却

系の冷却

・SGTR減圧継続及びISLOCA時の1次

系減圧

N=3

83条にて整理（モード1～4（SG使用））

主蒸気逃がし弁手動開による蒸気放

出

・SBO及び常設直流電源喪失時の現場

手動による主蒸気逃がし弁機能回復

・ＬＵＨＳ時の2次系による1次冷却系の

冷却

N=3

83条にて整理（モード1～4（SG使用））

代替炉心注入

－B-充てん/高圧注入ポンプ

（自己冷却）による代替炉心

注入－

－

ＬＣＯ設定、適用モード設定の考え方（補足） 備　　考

対応手段

A-格納容器スプレイポンプ（RHRS-

CSSタイライン使用)による代替炉心注

入

【25分】

常設電動注入ポンプによる代替炉心

注入

【38分】

B-充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）

による充てん注入

【74分】

補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水系は、83条にて一括りに整理しLCOを設定する。

適用モードは、蒸気発生器の冷却機能に期待できる範囲として、電動補助給水ポンプの適用モードをモード１～５（1次冷

却系満水）、タービン動補助給水ポンプの適用モードを、ＤＢ同様、運転に必要な蒸気が供給可能なモード１～３とする。

電動補助給水ポンプによる蒸気発生器2次側のフィードアンドブリードは、モード４（蒸気発生器による冷却）までの蒸気に

よる冷却ができない状態から蒸気発生器の機能に期待できるモード５（1次冷却系満水）までが要求となることから、補助

給水ポンプ全般の括りで整理できる。

ＬＣＯ逸脱時は、ＤＢ側の要求される措置で低温停止とするため、83条側でも、速やかに動作可能な状態に復旧する措置

を開始するとともに、低温停止までの操作を開始する。

83条にてモード1～6で整理

主蒸気逃がし弁の適用モードは、蒸気発生器で蒸気放出による１次系冷却に期待するモード１～４（蒸気発生器が熱除

去のために使用されている場合）とする。

充てん／高圧注入ポンプによる代替炉心注入を代表して、B-充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）による充てん注入に

対して、８３条にて整理しにLCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．４、１．８に対応）。

当該ポンプは、ＳＢＯ時における代替炉心注入や溶融炉心のＣ／Ｖ下部への落下遅延防止の機能を有し、以下に示すよ

うに、当該ポンプの故障等により系統が動作できない場合は、同等の機能を有する設備（Ｂ）はない。

【　理由　】

①常設電動注入ポンプと②A-格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSSタイライン使用)による代替炉心注入が代替となる可

能性について、①は、溶融炉心の落下遅延・防止が必要な状況では、格納容器スプレイ機能としてＣ／Ｖ注水に使用して

いるため、代替とはならない。　また、②もＳＢＯ時にはＣＣＷＳ等が運転できないことからポンプが起動できず、代替とな

らない。

常設電動注入ポンプは、代替炉心注入機能と代替Ｃ／Ｖスプレイ機能を有する。

常設電動注入ポンプが故障等により使用できない場合は、代替炉心注入機能としては、B-充てん/高圧注入ポンプ（自

己冷却）による充てん注入が同等の機能を有することから、運転上の制限を逸脱することはない。

したがって、当該ポンプの故障に対しては、代替Ｃ／Ｖスプレイ機能にのみ運転上の制限を設定する。

A-格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSSタイライン使用)は、代替炉心注入機能と代替再循環機能を有する。

A-格納容器スプレイポンプが故障等により使用できない場合は、溶融炉心の落下遅延・防止機能については、B-充てん

/高圧注入ポンプ（自己冷却）が同等の機能を有することから、運転上の制限を逸脱することはない。

以下の理由により、当該ポンプの故障に対しては、83条の炉心冷却「代替再循環」にLCOを設定する。

・ECCS機能喪失時に対応するA-格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSSタイライン使用)による代替炉心注入機能が喪失

した場合、それにかわる同等の機能を有するＳＡ設備はない。これは代替再循環機能でも同じであることから、代替再循

環にて整理する。

原子炉格納容器スプレイ系統と代替原子炉格納容器スプレイ系統は、以下の機能を有する。

　・原子炉格納容器過圧破損を防止する機能

　・原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための原子炉格納容器水張り機能

　・原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための原子炉格納容器注水機能

これらの機能を一括りにして、83条にて整理しLCOを設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．４，１．６，１．７，１．８に対応）。

技術基準規則66条の要求では、「格納容器下部注水設備は、ＳＡ設備に対して多様性又は多重性及び独立性を有し位

置的分散が図られていること」としており、１台の格納容器スプレイポンプと常設電動注入ポンプが健全であることが運転

上の制限となる。

原子炉格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却に使用するための、移動式大容量

ポンプ車による海水供給系統は、一括りに83条にて整理しLCOと設定する。

適用するモードは、基本方針に則り、モード1～6とする（１．５，１．６，１．７に対応）。

移動式大容量ポンプ車からの海水は、技術基準規則第62条の再循環運転に使用するRHRP及びCH/SIPの冷却水とし

て、また、第67条にて要求される水素ガスサンプリングに必要な、可搬型ガスサンプリング冷却器の冷却水にも供給す

る。
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 添付－２ 
 

同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について 
 
技術的能力審査基準 1.1 から 1.19 への適合性の確認において、重大事故等対処設備

と、重大事故等対処設備の機能を一部補完できる設備として多様性拡張設備が示されて

おり、その内容を整理した例を下表に示す。 

ここで、一つの機能に対して同等の重大事故等対処設備が複数あるものについては、

同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備が健全であればLCO逸脱とはみなさないこと

とする。 

ただし、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を

維持できない場合

※１

は除く。 

なお、重大事故等対処設備の中でも性能、頑健性（耐震等）は満足していても準備時

間が満足しないものがあるが、当該設備については災害対策要員の増員や配置変更など

の補完措置により準備時間を満足させることが出来る場合には、当該補完措置を行うこ

とで所要の機能を確保することができる。 

また、他の基準への適合性において重大事故等対処設備として整理されているが当該

基準に対しては準備時間が不足する等の理由により多様性拡張設備として整理されて

いる多様性拡張設備については災害対策要員の増員や配置変更などの補完措置により

準備時間を満足させることが出来る場合には、当該補完措置を行うことで所要の機能を

確保することができ、その他の多様性拡張設備については、性能が満足しない（低圧時

のみ性能を満足する等）もの、頑健性が満足しないもの、準備時間が満足しないものな

ど様々であるが、性能・準備時間について補完措置を行うことにより、所要の機能を確

保することができるものがある。 

 

※１：設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維持

できない場合 

例えば、設置許可基準規則第５７条（電源設備）において、同じ機能（代替電

源（交流）の供給機能）である場合も、５７条解釈「1.a）ⅱ)常設代替交流電源」

と「1.d)号機間の電力融通」といった、別々の要求条文によるものでなく、いず

れも「1.a）ⅱ)常設代替交流電源」に該当する場合をいう。 

即ち、発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請書（技術的能力）において１

つの機能に複数手段の重大事故等対処設備が有り、代替設備により重大事故等の

対応に必要な機能（例：代替交流電源の供給機能）も満足する場合においても、

基準要求（例：常設代替交流電源および号機間の電力融通）を維持できない場合

は、LCO 逸脱と判断する。 

なお、技術的能力審査基準の手順要求による重大事故等対処設備も同様に考え

る。 
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表－１ 

LCO設定

機器 

性能 

準備 

時間 

要求 

される 

機能 

代替可能設

備 

代替 

性能 

頑健性 

準備 

時間 

代替使用の可否 

移動式大

容量発電

機（常設） 

（１台／

100%） 

4,000kVA

・6,600V 

（設備台

数１） 

約 15

分 

代替 

電源 

【重大事故

等対処設備】 

号炉間電力

融通ケーブ

ル 

4,000kV

A・

6,600V 

頑健性

のある

補助建

屋に布

設 

1時間

25分 

号炉間電力融通ケーブ

ルを使用し、接続にか

かる専門要員を確保す

ることで、準備時間の

短縮が図れる。また、

他号炉のディーゼル発

電機が使用できる。 

【重大事故

等対処設備】 

発電機車 

（中容量発

電機車） 

1,825kV

A・

6,600V 

頑健性

のある

高台に

配備 

2時間

40分 

予備の中容量発電機車

2台を使用し、接続にか

かる専用要員を確保す

ることで、準備時間の

短縮が図れる。 

又は、ＬＣＯ逸脱期間

中、常時接続（分散配

置等については、残り

の２Ｎで満足）として

おくことで、準備時間

に対する考慮が不要に

なる。 

【多様性拡

張設備】 

予備変圧器

２次側電路 

7,200kV

A・

6,600V 

耐震 C

クラス 

1時間

25分 

要員を増員しても時間

短縮は見込めない。ま

た、頑健性のない機器

である。 
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表－２ 

重大事故等対処設備に対する「同等機能を持つ他の重大事故等対処設備 

（補完措置含む）」「同等の機能を持つ多様性拡張設備（補完措置含む）」の整理表 

 

（常設電動注入ポンプの例） 

重大事故等対処設備：常設電動注入ポンプ（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

47条／62条（低

圧冷却） 

運転時、フロン

トライン系故

障時の代替炉

心注入 

Ａスプレイポンプ

（RHRS-CSS タイライ

ン使用） 

  【所要時間：25分】 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-②] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（2.2 時間以内で対応

可能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-②] 

  

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

47条／62条（低

圧冷却） 

運転時、サポー

ト系故障時の

代替炉心注入 

Ｂ充てん／高圧注入

ポンプ（自己冷却） 

  【所要時間：74分】 

 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-②] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（2.2 時間以内で対応

可能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-②] 

  

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却）（RHRS-CSS タ

イライン使用） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、代替手段として

有効 

【所要時間：60分】 

要員の増置又は事前

準備（2.2 時間以内で

対応可能な状態とす

る） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

47条／62条（低

圧冷却） 

溶融デブリの

RV 残存時の炉

心冠水 

スプレイポンプ   【中央制御室による

通常操作】 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（2.2 時間以内で対応

可能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

 

：常設電動注入ポンプと同等機能として共通で扱える機器 
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（続き） 

重大事故等対処設備：常設電動注入ポンプ（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

47条／62条（低

圧冷却） 

停止時、フロン

トライン系故

障時の代替炉

心注入 

Ａスプレイポンプ

（RHRS-CSS タイライ

ン使用） 

  【所要時間：25分】 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-②] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約１時間内で対応

可能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-②] 

  

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

47条／62条（低

圧冷却） 

停止時、サポー

ト系故障時の

代替炉心注入 

Ｂ充てん／高圧注入

ポンプ（自己冷却） 

  【所要時間：74分】 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-②] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（2.2 時間以内で対応

可能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-②] 

  

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却）（RHRS-CSS タ

イライン使用） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、代替手段として

有効 

【所要時間：60分】 

要員の増置又は事前

準備（2.2 時間以内で

対応可能な状態とす

る） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

49条／64条（CV

内冷却） 

炉心損傷防止 

フロントライ

ン系故障時の

代替格納容器

スプレイ 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

49 条／64条（CV

内冷却） 

炉心損傷防止 

サポート系故

障時の代替格

納容器スプレ

イ 

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、流量が大きく高

い減圧効果が見込めるこ

とから有効 

【所要時間：47分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 
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（続き） 

重大事故等対処設備：常設電動注入ポンプ（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

49条／64条（CV

内冷却） 

CV 破損防止 

フロントライ

ン系故障時の

代替格納容器

スプレイ 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

 

49 条／64条（CV

内冷却） 

CV 破損防止 

サポート系故

障時の代替格

納容器スプレ

イ 

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、流量が大きく高

い減圧効果が見込めるこ

とから有効 

【所要時間：47分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

50 条／65条（CV

過圧破損防止） 

フロントライ

ン系故障時の

代替格納容器

スプレイ 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

  

50 条／65条（CV

過圧破損防止） 

サポート系故

障時の代替格

納容器スプレ

イ 

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、流量が大きく高

い減圧効果が見込めるこ

とから有効 

【所要時間：47分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

  【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 
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（続き） 

重大事故等対処設備：常設電動注入ポンプ（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

51条／66条（溶

融炉心冷却） 

フロントライ

ン系故障時の

代替格納容器

スプレイ 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

51 条／66条（溶

融炉心冷却） 

サポート系故

障時の代替格

納容器スプレ

イ 

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、流量が大きく高

い減圧効果が見込めるこ

とから有効 

【所要時間：47分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（49 分以内で対応可

能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

51 条／66条（溶

融炉心の落下

遅延・防止） 

フロントライ

ン系故障時の

代替炉心注入 

Ａスプレイポンプ

（RHRS-CSS タイライ

ン使用） 

  【所要時間：25分】 

 電動消火ポンプ 消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（1.5 時間以内で対応

可能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 
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（続き） 

重大事故等対処設備：常設電動注入ポンプ（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

51条／66条（溶

融炉心の落下

遅延・防止） 

サポート系故

障時の代替炉

心注入 

Ｂ充てん／高圧注入

ポンプ（自己冷却） 

  【所要時間：74分】 

 

 Ａスプレイポンプ（自

己冷却）（RHRS-CSS タ

イライン使用） 

自己冷却で使用した場

合、原子炉補機冷却水系

統が復旧しても放射性物

質を含む流体により汚染

する可能性があることか

ら再循環運転で使用でき

ないが、代替手段として

有効 

【所要時間：60分】 

要員の増置又は事前

準備（約 1.5時間以内

で対応可能な状態と

する） 

 ディーゼル消火ポン

プ 

消火を目的として配備し

ているが、火災が発生し

ていなければ代替手段と

して有効 

（採用しない） 

 消防自動車 

 可搬型電動低圧注入

ポンプ[添付 3-③] 

可搬型ホース及びポンプ

車等の運搬、接続作業に

最短でも7時間35分を有

するが、水源を特定しな

い代替手段として有効 

【所要時間：7時間 35

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約1.5時間以内で対

応可能な状態とする） 

 可搬型ディーゼル注

入ポンプ[添付 3-③] 

 

 

技術的能力まとめ資料に基づき説明 実働の検証等により説明 
太線により囲まれた設備は、常設電動注入ポンプに期待される機能全てに対して、同等な機能

を持つ重大事故等対処設備（一部機能に対しては多様性拡張設備も含む）を示す。 
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（大容量空冷式発電機の例） 

重大事故等対処設備：大容量空冷式発電機（１台／Ｎ） 

上記設備に期

待する機能 

上記設備以外の対応手段 

多様性拡張設備の理由 

AOTを延長する場合

の補完措置 重大事故等対処設備 多様性拡張設備 

57条／72条（電

源設備） 

交流電源喪失 

号炉間電力融通ケー

ブル 

  【所要時間：1時間 25

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約 45 分内で対応可

能な状態とする） 

予備ケーブル（号炉間

電力融通用） 

  【所要時間：3時間】 

要員の増置又は事前

準備 

（約 45 分内で対応可

能な状態とする） 

発電機車 

（中容量発電機車） 

[添付 3-②] 

  【所要時間：2時間 40

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約 45 分内で対応可

能な状態とする） 

発電機車 

（高圧発電機車） 

  （容量が不足するこ

とから採用しない） 

 予備変圧器２次側電

路（号炉間融通） 

耐震Ｓクラスの能力を持

たないが、当該電路及び

他号炉の交流電源が健全

（外部電源１系統、主発

電機による所内単独運転

成功、ディーゼル発電機

２台が健全、ディーゼル

発電機１台と大容量空冷

式発電機１台が健全）で

ある場合に、ディーゼル

発電機の代替手段として

有効である。 

（採用しない） 

57条／72条（電

源設備） 

所内電気設備

機能電源喪失 

発電機車 

（中容量発電機車） 

[添付 3-②] 

  【所要時間：2時間 40

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約 45 分内で対応可

能な状態とする） 

発電機車 

（高圧発電機車） 

  【所要時間：1時間 50

分】 

要員の増置又は事前

準備 

（約 45 分内で対応可

能な状態とする） 

 

 

 

 

 

 

 

技術的能力まとめ資料に基づき説明 実働の検証等により説明 

太線により囲まれた設備は、大容量空冷式発電機に期待される機能全てに対して、同等な機能

を持つ重大事故等対処設備を示す。 

：大容量空冷式発電機と同等機能として共通で扱える機器 
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A
O
T
延
長
に

活
用

す
る
設
備

の
妥

当
性
確

認
 

 

技
術
的
能
力
審
査
基
準
へ
の
適
合
性
の
確
認
に
お
い
て
各
設
備
は
以
下
の
通
り
整
理
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
多
様
性
拡
張
設
備
に
つ
い
て
は
、
L
C
O
逸
脱
機
器
に
対
し
て
、
代
替

す
る
た
め
の
所
定
の
性
能
等
を
 

満
足
す
る
機
器
が
該
当
す
る
。
 

技
術

的
能

力
審

査
基

準

へ
の

適
合

性
確

認
に

お

け
る
位
置
付
け
 

 
当

該
基

準
に

お
け

る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
設

備
要

求
に
対
応
す
る
設
備

 

他
の

基
準

に
お

け
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
設

備
要

求
に
対
応
す
る
設
備
 

準
備

時
間

短
縮

等
の

補
完

措
置

要
否
 

L
C
O
設
定
対
象
設
備
と
同
等
な
機
能
を
 

発
揮
し
得

る
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

○
0

 
○

※
１

 
─
 

不
要
 

２
Ｎ

要
求

以
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
対

し
て

同
等

な

機
能
を
発

揮
し

得
る

設
備

の
た

め
、
本
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
場
合
は

L
C
O
逸
脱

と
は

み
な

さ
な
い
。
 

①
 

○

※
２

 
─
 

不
要
 

２
Ｎ

要
求

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
同

等

な
機
能
を

発
揮

し
得

る
常

設
設

備
の
た
め
、
２
Ｎ
要
求
に
対
し

て
L
C
O
逸

脱
と

な
っ

た
場

合
、
本
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認

す
る

こ
と

の
み
で

A
O
T
延
長
に
活
用
で
き
る
。
 

②
 

○
 

─
 

必
要
 

A
O
T
延
長
に
活
用
す

る
場
合
、
準
備
時
間
短
縮
等
の
補
完
措
置

を
要
す
る
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

③
 

×
 

○
 

必
要
 

A
O
T
延
長
に
活
用
す

る
場
合
、
準
備
時
間
短
縮
等
の
補
完
措
置

を
要
す
る
 

④
 

×
 

×
 

必
要
 

A
O
T
延
長
に
活
用
す

る
場
合
、
準
備
時
間
短
縮
等
の
補
完
措
置

を
要
す
る

か
、
「
低
圧
時
」
な
ど
の
条
件
付
 

※
１
：
設
置
許
可
基
準
規
則
の
設
備
要
求
、
技
術
的
能
力
審
査
基
準
の
手
順
要
求
に
よ
る
設
備
を
維
持
で
き

る
場
合
。
 

※
２
：
設
置
許
可
基
準
規
則
の
設
備
要
求
、
技
術
的
能
力
審
査
基
準
の
手
順
要
求
に
よ
る
設
備
を
維
持
で
き

な
い
場
合
。
（
例
：
可
搬
型
設
備
の
故
障
）
 

①
～
④
の
各
設
備
に
つ
い
て

A
O
T
延
長
の
た
め
に
活
用
す
る
場
合
に
は
、
「
準
備
時
間
短
縮
等
の
補
完
措
置
」
等
を
含

め
た
妥
当
性
確

認
（
L
C
O
設
定
対
象

設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
し
て
い
る
か
の
確
認
）
を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
確
認
は
保
安
規
定
個
別
条
文

の
審
査
に
お
い

て
説
明
す
る
。
 

ま
た
、
上
記
③
に
つ
い
て
は
他
の
基
準
に
お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
い
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
L
C
O
設

定
対
象
設
備
と
同
等
な
性
能
を

有
し
て
い
る
も
の
は
、
準
備
時
間
短
縮
等
の
補
完
措
置
を
行
う
こ
と
で
②
と
同
様
の
扱
い
で
「
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故

等
対
処
設
備
」
と
し
て

A
O
T

延
長
に
活
用
す
る
。
 

添付－３ 
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①
～
④
の
各
設
備
に
つ
い
て

A
O
T
延
長
の
た
め
に
活
用
す
る
場
合
の
説
明
内
容
 

技
術

的
能

力
審

査
基

準
へ

の
適

合
性

確
認

に
お

け
る

位
置
付
け
 

 
当

該
基

準
に

お
け

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と

し
て

の
設

備
要

求
に

対

応
す
る
設

備
 

他
の

基
準

に
お

け
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
設

備
要

求
に

対
応

す
る

設
備
 

準
備

時
間

短
縮

等
の

補
完

措
置

要
否
 

L
C
O
設

定
対
象
設
備
と

同
等
な
機

能
を
発

揮
し
得

る
設
備
 

重
大
事

故
等
対
処
設
備
 

①
 

○
 

─
 

不
要
 

○
 

 
①
を

A
O
T
延
長

に
活
用
し
た
場
合

に
他
の

基
準
に
よ

る
要
求

に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
の

説
明

。
 

［
例
］
（
②
③
も
同
様
）
 

・
 
予
備
機
を
活
用
 

・
 
他
の
基
準
に
よ
る
要
求
と
当
該
基
準
に
よ
る
要
求
の
時
期
が
異
な
る
 

・
 
他
の
基
準
に
よ
る
要
求
と
当
該
基
準
に
よ
る
要
求
を
同
時
に
対
応
可
能
 

 L
C
O
設
定
対

象
設
備
と
同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ

と
の
説
明
。
 

［
例
］
L
C
O
設
定
対
象
設
備
に
要
求
さ
れ
る
各
基
準
に
対
し
て
、
当
該
設
備
が
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
 

（
必
要
に
応
じ
て
、
工
認
資
料
等
に
よ
り

L
C
O
設
定
対
象
設
備
と
当
該
設
備
の
性
能
を
説
明
す
る
。
）
（
②
も
同
様
）
 

 準
備
時
間
短
縮

等
の
補
完
措
置
が

必
要
な

い
こ
と
の

説
明
。

 

［
例
］
訓
練
実
績
等
に
よ
り
補
完
措
置
が
必
要
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。
 

②
 

○
 

─
 

必
要
 

準
備
時

間
短
縮

等
の

補
完
措
置

を
要

す
る
 

 ②
を

A
O
T
延
長

に
活
用
し
た
場
合

に
他
の

基
準
に
よ

る
要
求

に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
の

説
明

。
（
①

同
様
）
 

 L
C
O
設
定
対

象
設
備
と
同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ

と
の
説
明
。
（

①
同
様

）
 

 準
備
時
間
短
縮

等
の
補
完
措
置
（
「

配
置
変

更
要
否

」
、
「
設

備
接
続
要

否
」
、
「
要

員
追
加
要

否
」
等
）

の
妥
当
性
の
説
明
。
 

［
例
］
準
備
時
間
に
係
る
措
置
の
説
明
は
訓
練
実
績
等
に
よ
り
説
明
す
る
。
（
③
④
も
同
様
）
 

多
様
性

拡
張
設
備
 

③
 

×
 

○
 

必
要
 

準
備
時

間
短
縮

等
の

補
完
措
置

を
要

す
る
 

 ③
を

A
O
T
延
長

に
活
用
し
た
場
合

に
他
の

基
準
に
よ

る
要
求

に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
の

説
明

。
（
①

同
様
）
 

 L
C
O
設
定
対

象
設
備
と
同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ

と
の
説
明
。
 

［
例
］
他
の
基
準
に
お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
L
C
O
設
定
対
象
設
備
に
要
求
さ
れ
る
各
基
準
に
対
し
て
当
該
設
備
が
必
要

な
性
能
を
有
す
る
こ
と
を
工
認
資
料
等
に
よ
り
説
明
す
る
。
 

 準
備
時
間
短
縮

等
の
補
完
措
置
（
「

配
置
変

更
要
否

」
、
「
設

備
接
続
要

否
」
、
「
要

員
追
加
要

否
」
等
）

の
妥
当
性
の
説
明
。
（
②
同
様

）
 

④
 

×
 

×
 

必
要
 

準
備
時

間
短
縮

等
の

補
完
措
置

を
要

す
る
か
、
「
低
圧

時
」
な

ど
の
条

件
付
 

 L
C
O
設
定
対

象
設
備
と
同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ

と
の
説
明
。
 

［
例
］
ポ
ン
プ
揚
程
・
容
量
、
耐
震
、
離
隔
等
に
つ
い
て
、
 

各
事
業
者
の
品
質
保
証
計
画
に
基
づ
く
品
質
記
録
（
工
場
試
験
成
績
書
[
Q
/
H
ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞ
]
、
現
地
据
付
試
験
記
録
等
）
、
配
置
図
等
に
よ
り
説
明
す
る
。
 

 準
備
時
間
短
縮

等
の
補
完
措
置
（
「
配

置
変
更
要

否
」
、
「
設

備
接

続
要
否

」
、
「
要

員
追
加

要
否
」
、
「

適
用

モ
ー
ド
限
定
要

否
」
等
）
の
妥
当

性
の
説
明
。
 

［
例
］
準
備
時
間
に
係
る
措
置
の
説
明
は
②
同
様
。
適
用
モ
ー
ド
を
限
定
す
る
場
合
は
、
限
定
し
た
運
転
モ
ー
ド
に
て
必
要
な
性
能
を
有
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
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添付－４ 
 

重大事故等対処設備のうち計装設備の保安規定への規定について 

 
１．従来の保安規定における事故時監視計装に関する規定 

事故時監視計装は、設置（変更）許可で確認された下記の事項について、運転段

階においても継続して必要な機能が確保されることを担保するために、保安規定に

おいてＬＣＯ等を定めている。 

 

 

設置（変更）許可申請書 添付書類八の記載概要（例：伊方発電所３号炉） 

 

 7. 計測制御系統施設 

 7.3 プロセス計装設備 

 7.3.4 主要設備 

 7.3.4.2 安全保護系以外のプロセス計装 

  安全保護系以外のプロセス計装は、次の計装により監視又は記録できるようにす

る。 

  また、事故時において事故の状態を知り対策を講じるに必要なプロセス計装は第

7.3.2 表に示すとおりであり、これらは監視、記録できるようにする。 

 

7.3.5 評価 

 (7) 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、加圧器水位、１次冷却

材の圧力、温度及び流量、原子炉格納容器圧力等は、予想変動範囲内での監視が

可能である。 

   また、事故時において、事故の状態を知り対策を講じるに必要なパラメータで

ある原子炉格納容器圧力、温度等は、中央制御盤で監視できる。 
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第 7.3.2 表 事故時監視が必要なプロセス計装 

 

項目 名称 

１次冷却系計装 

１次冷却材温度（広域－高温側、低温側） 

１次冷却材圧力（広域） 

化学体制制御系計装 ほう酸タンク水位 

主蒸気及び給水、補助給水

系計装 

補助給水流量 

蒸気発生器水位（広域） 

補助給水タンク水位 

燃料取替用水系計装 燃料取替用水タンク水位 

原子炉格納容器関連計装 

原子炉格納容器内温度 

原子炉格納容器水位（広域、狭域） 

原子炉補機冷却系計装 原子炉補機冷却水サージタンク水位 

制御用空気系計装 制御用空気圧力 

非常用炉心冷却系計装 

高圧注入流量 

低圧注入流量 

 

 

 

２．新規制基準施行を踏まえた事故時の計装に関する保安規定への規定 

新規制基準の施行により、重大事故等発生時において対応手順の判断基準に使用

される計装設備のうち重大事故等対処設備に位置付けられる設備については、「保

安規定変更に係る基本方針」に記載する下記事項により、保安規定へのＬＣＯ等の

設定が必要である。 

 

  ＬＣＯ等を設定する設備の範囲について 

    重大事故等対処設備については、有効性評価、技術的能力および設備基準適

合性で、重大事故等対処設備と確認された全設備がＬＣＯ等設定の対象となる。 

 

（１）主要パラメータ 

新規制基準適合性審査において、川内原子力発電所における技術的能力に係る審

査資料のうち、1.15「事故時の計装に関する手順等」によれば、事故時に監視する

必要があるパラメータについて以下のとおり整理されている。 

 

重大事故等発生時において、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を実施
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するため、発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラメータを「主要パラメータ」という。

また、主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメー

タを推定するために必要なパラメータを「代替パラメータ」という。 

主要パラメータは以下のとおり分類されている。 

①重要な監視パラメータ 

 主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として

の要求事項を満たした計器で計測するパラメータをいう。 

②有効な監視パラメータ 

 主要パラメータのうち、多様性拡張設備の計器で計測されるが、計測すること

が困難となった場合でも重大事故等対処設備の計器で計測される代替パラメー

タを有するものをいう。 

 

また、補助的な監視パラメータ、重要代替パラメータについては、以下のとおり

整理されている。 

③補助的な監視パラメータ 

 原子炉施設の状況や重大事故等対処設備の運転状態等を補助的に監視するパラ

メータをいう。 

④重要代替パラメータ 

 重要な監視パラメータの代替パラメータのうち重大事故等対処設備としての要

求事項を満たした計器（当該重要な監視パラメータの他チャンネル及び他ルー

プの重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器含む）並びに有効な

監視パラメータの代替パラメータを計測する重大事故等対処設備としての要求

事項を満たした計器により計測されるパラメータをいう。 

 

以上より、事故時に監視する必要がある主要パラメータ、補助的な監視パラメー

タおよび重要代替パラメータのうち、重大事故等対処設備に位置付けられているパ

ラメータは「重要な監視パラメータ」および「重要代替パラメータ」とされ、それ

ぞれ以下の計器により計測される。 

保安規定には、これらの計器についてＬＣＯ等を規定し運用を管理する。 

・重要な監視パラメータ 

：重要な監視パラメータを計測する計器 

・重要代替パラメータ 

：重要代替計器 

なお、有効な監視パラメータおよび補助的な監視パラメータは、多様性拡張設備

として位置付けられていることから、保安規定への規定を要しない。 
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（２）計器の計測範囲を超えた場合のパラメータの推定 

重大事故等の対処時に重要な監視パラメータが計測範囲を超えた場合は、原子炉

施設の状態を把握するため、代替パラメータを計測する又は可搬型計測器により必

要とするパラメータの値を推定する手段を整備することとされている。 

代替パラメータを計測する計器のうち、重大事故等対処設備に位置付けられてい

る計器は以下のとおりであり、これらの機器により原子炉施設の状態を把握するこ

とができる。そのため、保安規定にはこれらの機器についてＬＣＯ等を規定し運用

を管理する。 

・重要代替計器 

・可搬型計測器 

 

（３）計測に必要な計器電源の喪失時の対応 

重要な監視パラメータの計器に供給する電源が喪失し、監視機能が喪失した場合

に代替電源（交流、直流）より給電し、当該パラメータの計器により計測し監視す

る手段を整備することとされている。また、直流電源が喪失した場合に、電源を内

蔵した可搬型計測器を用いて計測し監視する手段を整備するとされている。 

計器に電源を供給する設備のうち、重大事故等対処設備に位置付けられている設

備は以下のとおりであり、これらの設備により主要パラメータ（重要な監視パラメ

ータまたは重要代替パラメータ）を把握することができる。そのため、保安規定に

はこれらの設備についてＬＣＯ等を規定し運用を管理する。 

・大容量空冷式発電機 

・蓄電池（重大事故等対処用） 

・直流電源用発電機 

・可搬型直流変換器 

・可搬型計測器 

 

（４）重大事故等時のパラメータの記録 

重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放

射線量率など想定される重大事故等時の対応に必要となる監視パラメータ（重要な

監視パラメータおよび重要代替パラメータ）を記録する手順を整備することとされ

ている。 

重要な監視パラメータを記録する設備のうち重大事故等対処設備と位置付けら

れている設備は以下のとおりであり、保安規定にはこれらの設備についてＬＣＯ等

を設定し運用を管理する。 

・ＳＰＤＳ（緊急時運転パラメータ伝送システム） 

・ＳＰＤＳデータ表示装置 

・可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）） 
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３．事故時の計装に関するＬＣＯ等設定の考え方 

「保安規定変更に係る基本方針」においては、１Ｎ要求の重大事故等対処設備が

ＬＣＯ逸脱となった場合は、残りの系統（重大事故等対処設備）がない状態となる

ことから、ＡＯＴは３日を基本としている。事故時の計装設備のうち重大事故等対

処設備と位置付けられるものについて、上記考え方に従いＬＣＯ／ＡＯＴ等を設定

し保安規定に規定する。 

（１）主要パラメータの監視 
・重要な監視パラメータを計測する計器 
・重要代替計器 

（考え方）第１表を参照。 
①重要な監視パラメータを計測する計器が動作不能となればＬＣＯ逸脱と判断す

る。この場合、同等な重大事故等対処設備である重要代替計器で重要代替パラ

メータを確認することにより、重要な監視パラメータを計測する計器の機能を

代替することができることからＬＣＯ復帰とすることも可能と考えられるが、

重要な監視パラメータを確認する場合に比べ、代替措置となる重要代替パラメ

ータにより推定する手順が通常とは異なる手順と考えられるため、ＬＣＯ復帰

とはせずに、要求される措置を行うこととする。また代替措置が維持されてい

る限りＡＯＴを無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等

対処設備の上限のＡＯＴとした「３０日間」までのＡＯＴ延長として制限を設

け、設定する。 
②重要代替計器が動作不能となった場合においても、重要な監視パラメータを計

測する計器が動作可能であれば重大事故等時の対応は可能であるが、「技術的能

力審査基準の手順要求による設備が維持できない場合」に該当することからＬ

ＣＯ逸脱と判断する。また重要な監視パラメータを計測する計器が動作可能で

あればＡＯＴを無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等

対処設備の上限のＡＯＴとした「３０日間」までのＡＯＴ延長として制限を設

け、設定する。 
③重要な監視パラメータを計測する計器および重要代替計器とも動作不能とな

れば、主要パラメータを監視する機能が全喪失となることから、ＡＯＴを３日

とし、ＡＯＴ内に復旧できなければプラント停止等の措置を実施する。 
 
（２）計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの推定 

・重要代替計器 
・可搬型計測器 

（考え方）第２表を参照。 
①重要代替計器が動作不能となった場合、同等な重大事故等対処設備である可搬

型計測器により、重要な監視パラメータを計測する計器が測定範囲を超えた場
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合のパラメータの推定の機能を代替することができることからＬＣＯ復帰とす

ることも可能と考えられるが、重要な監視パラメータを確認する場合に比べ、

代替措置を実施する手順が通常とは異なる手順と考えられるため、ＬＣＯ復帰

とはせずに、要求される措置を行うこととする。また代替措置が維持されてい

る限りＡＯＴを無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等

対処設備の上限のＡＯＴとした「３０日間」までのＡＯＴ延長として制限を設

け、設定する。 
②可搬型計測器は、川内原子力発電所においては、原子炉圧力容器内の温度が重

要な監視パラメータを計測する計器および重要代替計器の計測範囲（０～  

４００℃）を超えた場合に温度検出器（内部温度素子）の耐熱温度（５００℃

程度）までの間を計測するために使用することとされており、重大事故等対処

設備と位置付けられていることからＬＣＯ逸脱と判断する。ただし可搬型計測

器は重要な監視パラメータを計測する計器およびその代替である重要代替計器

が故障した場合のさらに代替として可能な限り計測するための設備と考えられ

ることから、ＡＯＴは運用上、重大事故等対処設備の上限である「３０日間」

を設定する。 
 
（３）計測に必要な計器電源の喪失時の対応 

・大容量空冷式発電機 
・蓄電池（重大事故等対処用） 
・直流電源用発電機 
・可搬型直流変換器 
・可搬型計測器 

（考え方）第３表を参照。 
①計測に必要な計器電源喪失時に必要となる上記設備のうちに大容量空冷式発電

機、蓄電池、直流電源用発電機、可搬型直流変換器（以下、「大容量空冷式発電

機等」という。）について、いずれかが動作不能となれば当該設備についてＬＣ

Ｏ逸脱と判断する。（電源に関する他条文でＬＣＯ等が設定されることから、当

該条文に従い必要な措置を実施する。）なお、可搬型計測器は、川内原子力発電

所においては重大事故等対処設備と位置付けられていることから、動作不能時

はＬＣＯ逸脱と判断する。 
②大容量空冷式発電機等についてＬＣＯ逸脱と判断した場合、代替措置として同

等な重大事故等対処設備である他の計測に必要な計器電源喪失時に必要となる

設備により、重要な監視パラメータを計測する計器へ代替電源を供給または重

要な監視パラメータを計測する計器の機能を代替することができることからＬ

ＣＯ復帰とすることも可能と考えられるが、重要な監視パラメータを確認する

場合に比べ、代替措置を実施する手順が通常とは異なる手順と考えられるため、
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ＬＣＯ復帰とはせずに、要求される措置を行うこととする。また代替措置が維

持されている限りＡＯＴを無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、

重大事故等対処設備の上限のＡＯＴとした「３０日間」までのＡＯＴ延長とし

て制限を設け、設定する。 
可搬型計測器は、代替である大容量空冷式発電機等による電源の供給ができな

い場合において、さらにその代替として期待される設備であることから、ＡＯ

Ｔは運用上、重大事故等対処設備の上限である「３０日間」を設定する。 
 
（４）重大事故等時のパラメータの記録 

・ＳＰＤＳ 

・ＳＰＤＳデータ表示装置 

・可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）） 

（考え方）第４表を参照。 
①主要パラメータの記録に必要な設備であることから、ＳＰＤＳ、ＳＰＤＳデー

タ表示装置および可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出

口温度（SA））においていずれかが、重要な監視パラメータおよび重要代替パラ

メータの記録不能となった場合、ＬＣＯ逸脱とする。 
（ＳＰＤＳに関するＬＣＯ等設定の考え方は、添付－４ 別紙１参照） 

②ただし重大事故等時の対処においては、災害対策要員の追加などの代替措置（デ

ータ採取様式の準備、災害対策要員（データ採取・連絡）の追加、通信機器の

追加）を行うことで対応可能であることから、要求される措置としてプラント

停止は要しない。 
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第１表 主要パラメータの監視に係るＬＣＯ等設定 

重要な監視パラメータ

を計測する計器 重要代替計器

※１ 考え方 
動作可能 動作可能 － 
動作可能 動作不能 ＬＣＯ逸脱とする。 

重要な監視パラメータを計測する計器で重

要な監視パラメータは確認できるが、「技術

的能力審査基準の手順要求による設備が維

持できない場合」に該当することからＬＣ

Ｏ逸脱と判断する。また運用上、重大事故

等対処設備の上限としたＡＯＴ30日とす

る。 
動作不能 動作可能 ＬＣＯ逸脱とする。 

重要代替計器で重要代替パラメータを確認

することにより、事故時操作の判断は可能。 
ただし重要な監視パラメータで確認する場

合に比べ、代替措置となる重要代替パラメ

ータにより推定する手順が追加となるた

め、ＡＯＴ30日とする。 
動作不能 動作不能 ＬＣＯ逸脱とする。 

主要パラメータを監視するための機能を全

て失ったことから、ＡＯＴ３日とする。 
※１：当該重要な監視パラメータの他チャンネル及び他ループの重大事故等対処設

備としての要求事項を満たした計器を含む 
 

第２表 計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの監視に係るＬＣＯ等設定 
重要代替計器 可搬型計測器 考え方 

動作可能 動作可能 － 
動作不能 動作可能 ＬＣＯ逸脱とする。 

可搬型計測器により計器の測定範囲を超えた場

合のパラメータの推定は可能であるが、代替措置

となる推定する手順が追加となるため、ＡＯＴ30

日とする。 
動作可能 動作不能 ＬＣＯ逸脱とする。 

可搬型計測器は、代替として可能な限り計測する

手段と考えられることから、ＡＯＴ30日とする。 
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第３表 計器電源の喪失時のパラメータの監視に係るＬＣＯ等設定 

電源

※２ 可搬型計測器 考え方 
すべて動作可能 動作可能 － 
いずれかが動作不

能 
動作可能 当該設備についてＬＣＯ逸脱とする。 

（電源設備に係る条文に従い対応する。） 

動作可能 動作不能 ＬＣＯ逸脱とする。 
可搬型計測器は、代替手段のさらなる代替手段と

考えられることから、ＡＯＴ30 日とする。 
※２：大容量空冷式発電機、蓄電池（重大事故等対処用）、直流電源用発電機および

可搬型直流変換器 
 
 

第４表 パラメータの記録 
（１）ＳＰＤＳ、ＳＰＤＳデータ表示装置 

SPDS SPDS データ表示装置 考え方 
動作可能 動作可能 － 
動作不能 動作可能 重要な監視パラメータおよび重要代替

パラメータの記録に必要な設備である

ことからＬＣＯ逸脱とする 動作可能 動作不能 
 

（２）可搬型温度計測装置 
可搬型温度計測装置 考え方 

動作可能 － 
動作不能 格納容器再循環ユニット入口温度／出

口温度（SA）の記録に必要な設備である

ことからＬＣＯ逸脱とする 
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添付－４ 別紙１ 
 

ＳＰＤＳに関するＬＣＯ等設定の考え方 
 
 

九州電力川内原子力発電所の設置（変更）許可審査におけるまとめ資料のうち、技

術的能力適合性に係る審査において、重大事故等対処設備に位置付けられている  

ＳＰＤＳに求められている機能は以下のとおり。 
 
１．１５ 事故時の計装に関する手順等 
・重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放

射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる監視パラメータを記録

する手段 
 
１．１９ 通信連絡に関する手順等 

・発電所内で、重大事故等に対処するために必要なデータを伝送し、パラメータを

共有する手段 

・計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手段 

・国の緊急時対策支援システム( E R S S)等へ必要なデータを伝送し、パラメータ

を共有する手段 

・計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する手段 

 

 

ＳＰＤＳにＬＣＯ等を設定するにあたり、下記の考え方に基づき設定する。 

・ＳＰＤＳの範囲（添付－４ 別紙２参照）内の設備のいずれかが動作不能（全機能

喪失）となり、重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水

素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる監視パラメ

ータ（重要な監視パラメータまたは重要代替パラメータ）について上記のＳＰＤＳ

に求められる機能を満足できない場合、ＳＰＤＳは動作不能と判断し、ＬＣＯから

の逸脱を宣言する。 

 なお、例えばＳＰＤＳを二重化しておくことにより、常用系が故障した場合、自動

または手動で待機系へ切替えることによりＳＰＤＳは継続して必要な機能を果た

すことができる。常用系、待機系の切替えに伴い、一時的にデータの伝送が欠落す

る場合があるが、系の切替えが正常に行われた時のデータ伝送の欠落は、例えばＳ

ＰＤＳサーバの系切替えであれば１分程度、伝送経路の切替えであれば数分程度と

見込まれ、緊急時対策所、原子力施設事態即応センター等で行われている災害対策
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活動（支援活動）を遂行するにあたっては、欠落前後のデータを基に推測するなど

の対応により活動を継続することが可能であることから、この間は動作不能とはみ

なさない。ただし系の切替えに失敗し、データ伝送の欠落が継続する場合は、ＳＰ

ＤＳは動作不能と判断する。 

・プラントデータ（圧力、温度、水位等）は検出器、計装盤等を経由してＳＰＤＳへ

データが伝送される。検出器、計装盤等から誤ったデータ（例：検出器、計装盤等

の異常により発生した測定範囲外のデータ）がＳＰＤＳへ伝送された場合、または

検出器、計装盤等からデータが伝送されない場合、上記のＳＰＤＳに求められる機

能が健全であればＳＰＤＳは動作可能と考え、ＬＣＯ逸脱とはみなさない。 

なお、検出器、計装盤等については、別途ＬＣＯ逸脱を判断する。 

 

ＳＰＤＳが動作不能となりＬＣＯ逸脱と判断した場合、速やかに

※

復旧する措置を

開始することとなる。復旧までに要する期間は、発電所毎に設備が相違すること、ケ

ーブルなど故障部位によっては相当期間を要する場合もあることなど、一概に決めら

れるものではないが、通常考えられる故障に対する復旧作業として、通信用電子部品

の交換、ケーブルの応急復旧等に要する期間は、おおむね数日（２～１０日間。ただ

し多くの場合２，３日間）程度と考えられる。 

なお、ＳＰＤＳ等の故障時に、事業者側で伝送停止が判断できない場合は、速やか

に規制当局へデータ伝送状態を確認し、ＬＣＯ逸脱の判断を行う。 

また、規制当局への伝送状態確認の間に、ＳＰＤＳからの伝送が復帰した場合は、念

のため規制当局へデータ伝送状態を確認し、正常であればＬＣＯ逸脱とはみなさない。 

 

※：保安規定では、「速やかに」の表現について下記を定義している。 

   可能な限り短時間で実施するものであるが、一義的に時間を決められないもの

であり、意図的に遅延させることなく行うことを意味する。なお、要求される措

置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に実施する準備（関

係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。）が整い次

第、行う活動を意味する。 
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SPDSバス

ユニットバス

ERSS（国へ）

SPDSデータ

表示装置

SPDS

サーバ

(他号機)

プラント

計算機

計算機

Ｓ－ＧＷ

データ

収集装置

計 装盤 等

プラントデータ

（圧力、温度、

水位等）を検

出器で検出

緊急時対策所

SPDSの範囲

SPDSデータ表示装置の範囲

ＳＰＤＳに関するＬＣＯ等設定の考え方

検出器、計装盤等から誤ったデータ（例：測定範囲外のデータ）が送ら

れた場合、またはデータが何も送られない場合、SPDSの機能が健全

であればＳＰＤＳは動作可能と考え、ＬＣＯ逸脱とはみなさない。（検出

器または計装盤について、別途LCO逸脱を判断する。）

【LCO等設定の考え方】

　「SPDSの範囲」内設備のいずれかが動作不能（全機能喪失）となり、

重要な監視パラメータまたは重要代替パラメータについてSPDSに求

められる機能を満足できない場合、動作不能と判断し、LCOからの逸

脱を宣言する。

別紙１

 

 

添
付
－

４
 
別
紙
２ 
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添付－４ （参考） 
 

可搬型計測器の保安規定上の扱いについて 
 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下、

「審査基準」という。）のうち「１．１５ 事故時の計装に関する手順等」では、

下記のとおり規定されている。 
 
【要求事項】 
発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 
 
【解釈】 
１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者

が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 
 ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明

確化すること。（最高計測可能温度等） 
 ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場

合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 
  ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 
 
 （中略） 
 
ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テ

スター又は換算表等）を整備すること。 
 

（以下、省略） 
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１．計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの推定について 
審査基準で規定されている内容は、重大事故が発生し計測機器が故障し、必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータ

（計測範囲を超えた場合を含む）を推定するための対応手順等を整備しておく

ことが要求されていると考えられる。 
 

以上の要求に対し、川内原子力発電所における対応（原子炉圧力容器内の温

度が、重要な監視パラメータを計測する計器および重要代替計器の計測範囲を

超えた場合に、可搬型計測器を用いて温度検出器（内部温度素子）の耐熱温度

までの間を計測する）の他、重要代替パラメータ、有効な監視パラメータまた

は補助的な監視パラメータにより発電用原子炉施設（原子炉圧力容器内の温度、

圧力及び水位等）を推定する手順等を整備するなどの対応により要求を満足す

ることも考えられる。（計器の計測範囲と検出器の性能（耐熱温度等）に差が

ない場合は、可搬型計測器による計測もできないことから、他の手段を整備し

ておく必要がある。） 
 

以上より、重大事故が発生し計測機器が故障し必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において、川内原子力発電所と同様、可搬型計測器を

使用する場合は可搬型計測器を重大事故等対処設備として整理する必要があ

るが、可搬型計測器を使用せず必要なパラメータの推定が可能であれば、可搬

型計測器を重大事故等対処設備として整理する必要はない。 
 
 
２．計測に必要な計器電源の喪失時の対応について 
  審査基準で規定されている内容は、重大事故が発生し直流電源が喪失する

ことにより故障（計測機器の機能が喪失）し、必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において、当該パラメータを推定するための対応手

順等を整備しておくことが要求されていると考えられる。 
  このため審査基準上は、テスター等可搬型計測器による必要なパラメータ

の計測手順等の他、直流電源を計測機器に供給できる手順、換算表の使用手

順等を整備しておけば、要求を満足していると考えられる。 
 
 

以  上 
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添付－５ 
LCO にバックアップ（予備機）を含める事例 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち、バックアップ（予備機）について重大事故

等の対処に必要な機能の担保とする場合は、LCO に含めることとし、事例を以下

に示す。 

 

１．可搬型重大事故等対処設備の予備機も含めた位置的分散により、竜巻発生

時における機能維持設計としている事例（高浜発電所例） 

 

（１）工認における設計 

竜巻に対する屋外の重大事故等対処設備の設計方針として、 

・位置的分散による機能維持 

・悪影響防止のための固縛 

により、竜巻発生時においてもに重大事故等に対処する機能を維持できるよう設計して

いる。 
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以上を踏まえた、工認における運用設計として、 

 

 

（２）保安規定による運用 

工認における設計として、放水砲用大容量ポンプ、放水砲、タンクローリー、スプレ

イヘッダに対して、必要数＋予備機を管理すべき数とし、満足しない場合の措置を保

安規定に定めて運用として機能を確保することを担保。 

・対応する設計基準事故対処設備の動作確認。 

・他の発電所からの搬入等による代替品の補充等。 

・当該設備を動作可能な状態に復旧。 

↓ 

達成できない場合、原子炉停止操作等 

 

 

ａ．運転上の制限 

保安規定変更に係る基本方針に基づき、重大事故等対処設備については、運転上の制

限（以下、ＬＣＯ）を定めて管理すること。また上記の工認における設計を踏まえ、

上記のＳＡ設備については、予備機も所要数とみなし、ＬＣＯを設定して管理する。 
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ｂ．AOT の考え方 

保安規定変更に係る基本方針に基づき、ＳＡ設備が故障により機能喪失（動作可能な

機能が１Ｎ未満）した場合、対応するＤＢ設備の動作確認を行い、AOT の７２時間が基

本となる。 

竜巻防護の設計方針は、位置的分散による機能維持、即ち竜巻によって１台が損傷す

ることを前提とし、その上でも必要数を満足するよう、予備機も含めて分散して保管

し、かつ原子炉建屋、海水ポンプ室から１００ｍ以上離隔し、竜巻により同じ機能を

有する設備が同時に機能を喪失しない設計としている。 

よって、AOT については、現状の待機数から、将来の竜巻発生による１台の故障を見

越し、残る台数により AOT を設定する。 

 

ｃ．予備機も含めた位置的分散の管理 

工認において整理した「同じ機能を有するＳＡ設備がない屋外ＳＡ設備」については、

予備機も含めて位置的分散の保管管理を行うことについて、保安規定添付３（重大事

故等および大規模損壊対応に係る実施基準）に規定する。 

以上
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高浜発電所 保安規定記載例（大容量ポンプ、放水砲） 

 

表８５－１３ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

８５－１３－１ 大気への拡散抑制、航空機燃料火災への泡消火 

 

(1) 運転上の制限  

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器、アニュラス

部への放水 

原子炉補助建屋（使用済燃料

ピット内燃料体等）への放水

航空機燃料火災への泡消火 

大容量ポンプおよび放水砲による放水系１系統

※１

が動

作可能であること 

適用モード 設 備 所要数 

モード１、２、３、４、５、

６および使用済燃料ピット

に燃料体を貯蔵している期

間 

大容量ポンプ（放水砲用） ３台

※２※３

 

放水砲 ３個

※３

 

泡混合器 １台

※３

 

燃料油貯油そう ※４ 

タンクローリー ※４ 

※１：１系統とは、大容量ポンプ３台（予備機１台含む）、放水砲３個（予備機１個含

む）および泡混合器１台。 

※２：２台接続で３号炉と４号炉の両方に同時に放水できる容量を有するもの 

※３：３号炉および４号炉の合計所要数 

※４：「８５－１５－７ 燃料油貯油そう、タンクローリーによる燃料補給設備」にお

いて運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項 目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

大容量ポンプ 

（放水砲用） 

ポンプを起動し、運転状態に異常がないこ

と、および吐出圧力が____MPa以上、容量

が_____m

3

/h以上であることを確認する。 

１年に１回 タービン

保修課長 

ポンプを起動し、動作可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１回 タービン

保修課長 

放水砲 

所要数が使用可能であることを確認する。 １年に１回 タービン

保修課長 

泡混合器 

所要数が使用可能であることを確認する。 １年に１回 タ－ビン

保修課長 

 

所要数に予備機１台（個）を含めて管理すること

を記載。 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条 件 要求される措置 完了時間 

モ ー ド

１、２、

３および

４ 

A. 放水系が動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、１台の格納容器スプレイ

ポンプを起動し、動作可能であるこ

と、その他の設備

※５

が動作可能である

こと、ならびに使用済燃料ピット水位

がEL31.4m以上および水温が65℃以下

であることを確認する。 

および 

A.2 タービン保修課長は、代替措置

※６

を検

討し、原子炉主任技術者の確認を得て

実施する。 

および 

A.3 タービン保修課長は、当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

４時間 

 

 

 

 

 

 

７２時間 

 

 

 

１０日 

B. 条件Ａの措置を

完了時間内に達

成できない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

モ ー ド

５、６お

よび使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A. 放水系が動作不

能である場合 

A.1 タービン保修課長は、当該系統を動作

可能な状態に復旧する措置を開始す

る。 

および 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行

っている場合は、水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非

満水）またはモード６（キャビティ低

水位）の場合１次系保有水を回復する

措置を開始する。 

および 

A.4 タービン保修課長は、代替措置

※６

を検

討し、原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※５：残りの格納容器スプレイポンプ１台については、至近の記録等により動作可能で

あることを確認する。 

※６：代替品の補充等。 

 

 

放水系１系統に予備機を含めているため、大容量

ポンプ３台中１台の故障により、放水系の動作不

能と判断する。 
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能
を
保
持
す
る
設
計
と
す
る
こ
と
を

基
本
と
す
る
。
屋
内
の
防
護
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
設
計
荷

重
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
防
護
対
象
施
設

を
内

包
す

る
施

設
に

よ
り

防
護
す
る

設
計

と
す
る

こ
と

を
基

本
と
し
、
外
気
と
繋
が
っ
て
い
る
屋
内
の
防
護
対
象
施
設
、
並

び
に

建
屋

及
び

竜
巻

飛
来

物
防
護
対

策
設

備
に
よ

る
飛

来
物

の
防
護
が
期
待
で
き
な
い
屋
内
の
防
護
対
象
施
設
は
、
加
わ
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
計

荷
重

に
対
し
て

防
護

対
象
施

設
の

構
造

強
度
評
価
を
実
施
し
、
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
要
求

さ
れ
る
機
能
を
保
持
す
る
設
計
と
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を
損
な

う
お

そ
れ
が

あ
る

場
合

に
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
設
計
と
す

る
。
 

屋
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
風
（
台
風
）
及
び
竜
巻

に
よ
る
風
荷
重
に
対
し
、
位
置
的
分
散
を
考
慮
し
た
保
管
に
よ

り
、
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

添
付
２
－
３
－
４
「
竜
巻
防
護
に
関
す
る
屋
外
重
大
事
故
等
対
処
設

備
の
設
計
方
針
」
 

 

3
.
1
 
位
置
的
分
散
に
よ
る
機
能
維
持
の
設
計
方
針
 

位
置
的
分
散
に
よ
る
機
能
維
持
設
計
に
お
い
て
は
、「

2
.
 
設

計
の
基
本
方
針
」
に
記
載
し
た
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
位
置
的

分
散
を
考
慮
し
た
保
管
に
よ
り
、
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と

す
る
。
 

(
1
)
 
同
じ

機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備
が
他
に
あ
る

設
備
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故
等
対

処
設
備

が
他

に
あ

る
屋
外
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て
は
、
同
じ
機
能

を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
を
兼
ね
て
い
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
も
含
む
）
と

1
0
0
m
以

上
の
離
隔
距
離
を
確
保
し
た
保
管
場
所
を
定
め
て

保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、
竜
巻
に
よ
り
同
じ
機
能
を
有
す

る
設
備
が
同
時
に
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
が
な
い
設
計
と

す
る
。
 

(
2
)
 
同
じ

機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備
が
他
に
な
い

設
備
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故
等
対

処
設
備

が
他

に
な

い
屋
外
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て
は
、
竜
巻
に
よ

っ
て

1
台

が
損

傷
し

た
と

し
て

も
必

要
数

を
満

足
す

る
よ

う
、
予
備
も
含
め
て
分
散
さ
せ
る
と
と
も
に
、
原
子
炉
格

納
容
器
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
及
び
こ
れ
ら
の
設
備
が
必

要
と
な
る
事
象
の
発
生
を
防
止
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
内
包
す
る
原
子
炉
建
屋

並
び
に

海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら
1
0
0
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
し
た
保
管
場
所
を
定
め
て
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、
竜

巻
に
よ
り
同
じ
機
能
を
有
す
る
設
備
が
同
時
に
機
能
を
喪

失
す
る
こ
と
が
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

保
安
規
定
添
付
３
（
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る

実
施
基
準
）
 

 （
３
）
資
機
材
の
配
備
 

(
ｳ
)
 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
、

設
計

基
準

事
故

対
処
設

備
の

配
置
も

含
め
て

常
設

重
大
事

故

等
対

処
設

備
と

位
置
的

分
散

を
図
り

保
管
し

、
屋

外
の
可

搬

型
重

大
事

故
等

対
処
設

備
は

複
数
箇

所
に
分

散
し

て
保
管

す

る
。

な
お

、
同

じ
機
能

を
有

す
る
重

大
事
故

等
対

処
設
備

が

他
に
な
い
設
備
に
つ
い
て
は
、
予
備
も
含
め
て
分
散
さ
せ
る
。
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添付－６ 
重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて 

  

  技術的能力審査基準 1.1～1.19（設置許可基準規則第 44 条～第 62 条）において，当該機

能を有する重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについては，以下の基本的な

考え方に基づき，下表を参考に設定する。(詳細は次頁に示す。） 

 【適用する運転モードの基本的な考え方】 

  ａ．重大事故等対処設備に対するＬＣＯを適用する運転モードについては，その機能を代

替する設計基準事故対処設備（例：格納容器スプレイポンプ）が適用される運転モード

を基本として設定する。 

    ただし，重大事故等対処設備の機能として，上記における設計基準事故対処設備の運

転モードの適用範囲外においても要求される場合があることから，当該の重大事故等対

処設備の機能を勘案した運転モードの設定が必要となる。 

   ｂ．機能を代替する対象の設計基準事故対処設備が明確ではない重大事故等対処設備（例：

放水砲）については，当該設備の機能が要求される重大事故等から判断して，個別に適

用する運転モードを設定する。 

技術的能力審査基準 

（設置許可基準規則） 

適用される運転モード（例） 重大事故等対象設備（代表例） 

1.1 

(第44条) 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備 

モード１及び２ ・多様化自動作動設備 

・緊急ほう酸注入系 

1.2 

(第45条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１,２及び３ ・充てん/高圧注入ポンプ 

・可搬型バッテリ（T/D-AFWP 起動用） 

1.3 

(第46条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備 

モード１,２及び３ ・加圧器逃がし弁 

・主蒸気逃がし弁 

1.4 

(第47条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・常設電動注入ポンプ 

・A 格納容器スプレイポンプ(RHRS-CSS ﾀｲﾗ

ｲﾝ) 

1.5 

(第48条) 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・移動式大容量ポンプ 

・A･B格納容器再循環ユニット 

1.6 

(第49条) 

原子炉格納容器内の冷却等のための設

備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・A･B格納容器再循環ユニット 

・常設電動注入ポンプ 

1.7 

(第50条) 

原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・A･B格納容器再循環ユニット 

・常設電動注入ポンプ 

1.8 

(第51条) 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・格納容器スプレイポンプ 

・常設電動注入ポンプ 

1.9 

(第52条) 

水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・静的触媒式水素再結合装置 

・可搬型格納容器水素濃度計測装置 

1.10 

(第53条) 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を

防止するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・アニュラス空気浄化ファン 

・アニュラス水素濃度計測装置 

1.11 

(第54条) 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備 

使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している

期間 

・使用済燃料ピット補給用水中ポンプ 

・使用済燃料ピットスプレイヘッダ 

1.12 

(第55条) 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６並びに使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間 

・移動式大容量ポンプ 

・放水砲 

1.13 

(第56条) 

重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備 

同上 ・取水用水中ポンプ 

・燃料取替用水タンク 

1.14 

(第57条) 

電源設備 同上 ・移動式大容量発電機(常設） 

・直流電源用発電装置 

1.15 

(第58条) 

計装設備 各計器ごとの要求モードに従う。（右例では，

モード１,２,３,４,５及び６） 

・１次冷却材高温側温度(広域) 

・格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 

1.16 

(第59条) 

原子炉制御室 モード１,２,３,４,５及び６並びに使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間 

・中央制御室非常用循環ファン 

・中央制御室非常用循環ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ 

1.17 

(第60条) 

監視測定設備 同上 ・可搬型モニタリングポスト 

・可搬型エリアモニタ 

1.18 

(第61条) 

緊急時対策所 同上 ・代替緊急時対策所用発電機 

・代替緊急時対策所加圧設備 

1.19 

(第62条) 

通信連絡を行うために必要な設備 同上 ・衛星携帯電話設備 

・無線連絡設備 

1.0 

(第43条) 

共通事項 

（重大事故等対処設備） 

同上 ・ホイールローダ等 



4
.
3
-
添
付
-
3
6
 

■
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

適
用

モ
ー

ド
に

つ
い

て
（
例

）
 

分
 
類

 

(
技

術
的

能
力

審
査

基
準

/

設
置

許
可

基
準

規
則

)
 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 

喪
失

を
想

定
す

る
設

計
基

準
事

故
 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）
の

要
求

モ
ー

ド
 

(
1
)
 
緊

急
停

止
失

敗
時

に

発
電

用
原

子
炉

を
未

臨

界
に

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
1
/
第

4
4

条
)
 

モ
ー

ド
１

及
び

２
 

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和

設
備

は
，

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

の
運

転

を
緊

急
に

停
止

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

象
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

当

該
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子

炉
出

力
を

抑
制

し
１

次
系

の
過

圧
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

原
子

炉
起

動
中

の
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

・
原

子
炉

安
全

保
護

盤
 

・
原

子
炉

保
護

系
プ

ロ
セ

ス
計

装
 

・
原

子
炉

核
計

装
 

・
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

，
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断

器
 

モ
ー

ド
１

及
び

２
 

(
2
)
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
高

圧
時

に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
2
/
第

4
5

条
)
 

モ
ー

ド
１

,
２

及
び

３
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
冷

却
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

（
例

：

加
圧

器
逃

が
し

弁
）
，

高
圧

時
に

当
該

の
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
に

よ
る

冷
却

機
能

が
必

要
な

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

。
 

・
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
（
直

流
電

源
）
 

・
復

水
タ

ン
ク

 

・
主

蒸
気

逃
が

し
弁

（
全

交
流

動
力

電
源

，

直
流

電
源

）
 

モ
ー

ド
１

,
２

及
び

３
 

(
3
)
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

減
圧

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
3
/
第

4
6

条
)
 

モ
ー

ド
１

,
２

及
び

３
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
減

圧
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
減

圧
す

る
た

め
に

必
要

な

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
（
例

：
加

圧
器

逃
が

し
弁

，
主

蒸
気

逃
が

し
弁

(
手

動
)
）
，

(
2
)
と

同

様
の

運
転

モ
ー

ド
と

な
る

。
 

・
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
(
全

交
流

動

力
電

源
，

直
流

電
源

）
 

・
復

水
タ

ン
ク

 

・
主

蒸
気

逃
が

し
弁

（
全

交
流

動
力

電
源

，

直
流

電
源

）
 

・
加

圧
器

逃
が

し
弁

（
全

交
流

動
力

電
源

，

直
流

電
源

）
 

モ
ー

ド
１

,
２

及
び

３
 

(
4
)
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
4
/
第

4
7

条
)
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

低
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
冷

却
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

を
防

止
す

る
た

め
，

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

に

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

（
例

：
常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

）
，

当
該

の
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
様

の
運

転
モ

ー
ド

と
な

る
。

 

・
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

/
余

熱
除

去
冷

却
器

 

・
充

て
ん

/
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
外

隔
離

弁
 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

及
び

４
 

・
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

/
余

熱
除

去
冷

却
器

 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）
 

モ
ー

ド
５

及
び

６
 

(
5
)
 
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

た
め

の

設
備

 

 
 

（
1
.
5
/
第

4
8

条
)
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
有

す
る

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
機

能
が

喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
（
炉

心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
す

る
前

に
生

ず
る

も
の

に
限

る
。

）
を

防
止

す
る

た
め

，
最

終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

（
例

：
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト
）
，

当
該

の
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
様

の
運

転
モ

ー
ド

と
な

る
。

 

 

・
海

水
ポ

ン
プ

 

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４
 

（
モ

ー
ド

５
及

び
６

に
つ

い
て

は
片

系
列

要
求

）
 



4
.
3
-
添
付
-
3
7
 

分
 
類

 

(
技

術
的

能
力

審
査

基
準

/

設
置

許
可

基
準

規
則

)
 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 

喪
失

を
想

定
す

る
設

計
基

準
事

故
 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）
の

要
求

モ
ー

ド
 

(
6
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
冷

却
等

の
た

め
の

設

備
 

 
 

（
1
.
6
/
第

4
9

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

，
４

,
５

及

び
６

 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
有

す
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
常

設
電

動
注

入
ポ

ン

プ
）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に
も

必
要

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料
が

存
在

す
る

期
間

の
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

・
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）
 

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

並
び

に
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

低
下

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト
）
，

原
子

炉

格
納

容
器

の
破

損
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

運
転

モ
ー

ド
と

な
る

。
 

(
7
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

の

過
圧

破
損

を
防

止
す

る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
7
/
第

5
0

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子
炉

格
納

容
器

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
設

備

で
あ

り
（
例

：
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト
）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に
も

必
要

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料
が

存
在

す
る

期

間
の

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

・
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）
 

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４
 

(
8
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

下

部
の

溶
融

炉
心

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
8
/
第

5
1

条
)
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

，
４

,
５

及

び
６

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

，
溶

融
し

，
原

子
炉

格
納

容
器

の
下

部
に

落
下

し
た

炉
心

を
冷

却
す

る
た

め

に
必

要
な

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
設

備
で

あ
り

（
例

：
常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に
も

必
要

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

（
6
)
同

様
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料
が

存
在

す
る

期
間

の
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

・
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）
 

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）
 

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４
 

(
9
)
 

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

を
防

止
す

る
た

め
の

設

備
 

 
 

（
1
.
9
/
第

5
2

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
水

素
爆

発
に

よ
る

破
損

を
防

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
，

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
静

的
触

媒
式

水
素

再

結
合

装
置

）
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料
が

存
在

す
る

期
間

の
運

転
モ

ー
ド

を
適

用

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

－
 

－
 

(
1
0
)
水

素
爆

発
に

よ
る

原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
1
0
/
第

5
3

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

建
屋

等
の

水
素

爆
発

に
よ

る
損

傷
を

防
止

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

，
水

素
爆

発
に

よ
る

当
該

原
子

炉
建

屋
等

の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

（
例

：
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

フ

ァ
ン

）
，

(
9
)
と

同
様

の
期

間
に

適
用

さ
れ

る
運

転
モ

ー
ド

と
な

る
。

 

 

－
 

－
 



4
.
3
-
添
付
-
3
8
 

分
 
類

 

(
技

術
的

能
力

審
査

基
準

/

設
置

許
可

基
準

規
則

)
 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 

喪
失

を
想

定
す

る
設

計
基

準
事

故
 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）
の

要
求

モ
ー

ド
 

(
1
1
)
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

設

備
 

 
 

（
1
.
1
1
/
第

5
4

条
）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

冷
却

機
能

又
は

注
水

機
能

が
喪

失
し

，
又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

水
位

が
低

下

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
等

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

断
し

，
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て

待
機

が
必

要
な

設
備

で
あ

る
。

(
例

：
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
補

給
用

水
中

ポ
ン

プ
）
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ポ

ン
プ

/
冷

却
器

 

又
は

 

・
燃

料
取

替
用

水
ピ

ッ
ト
ポ

ン
プ

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
当

該
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

が
異

常
に

低
下

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
等

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

及
び

臨
界

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

も
あ

る
こ

と
か

ら
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

は
待

機
が

要
求

さ
れ

る
設

備
で

あ
る

（
例

：
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
。

 

－
 

－
 

(
1
2
)
工

場
等

外
へ

の
放

射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.
1
2
/
第

5
5

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

等
の

著
し

い
損

傷
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
放

水
砲

）
，

原
子

炉
格

納
容

器
破

損

に
至

る
可

能
性

の
あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

待
機

が
必

要
な

設
備

で
あ

る
。

 

－
 

－
 

(
1
3
)
事

故
時

等
の

収
束

に

必
要

と
な

る
水

の
供

給

設
備

 

 
 

（
1
.
1
3
/
第

5
6

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
重

大
事

故
等

の

収
束

に
必

要
と

な
る

十
分

な
量

の
水

を
供

給
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

）
，

設
計

基
準

事
故

又
は

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

。
 

(
設

計
基

準
事

故
の

収
束

に
必

要
な

水
源

）
 

・
復

水
タ

ン
ク

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 

(
1
4
)
電

源
設

備
 

 
 

（
1
.
1
4
/
第

5
7

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷

，
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
内

燃
料

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

り
(
例

：
移

動
式

大
容

量
発

電
機

（
常

設
）
）
，

設
計

基
準

事
故

又
は

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

い
て

電
源

供
給

が
必

要
な

設
備

に
適

用
さ

れ
る

運
転

モ
ー

ド
と

な
る

。
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

 
（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
 

・
蓄

電
池

（
安

全
系

）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 

非
常

用
電

源
設

備
及

び
上

記
電

源
設

備
の

ほ
か

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

電
源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
，

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

燃
料

等
の

著
し

い
損

傷
及

び

運
転

停
止

中
原

子
炉

内
燃

料
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

常
設

直
流

電
源

設
備

（
例

：
直

流
電

源
用

発
電

装
置

）
で

あ
り

，
上

記
と

同
様

の
運

転
モ

ー
ド

で
の

待
機

が
必

要
と

な
る

。
 



4
.
3
-
添
付
-
3
9
 

分
 
類

 

(
技

術
的

能
力

審
査

基
準

/

設
置

許
可

基
準

規
則

)
 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 

喪
失

を
想

定
す

る
設

計
基

準
事

故
 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）
の

要
求

モ
ー

ド
 

(
1
5
)
計

装
設

備
 

 
 

（
1
.
1
5
/
第

5
8

条
）
 

各
計

器
ご

と
の

要
求

モ

ー
ド

に
従

う
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
，

計
測

機
器

（
非

常
用

の
も

の
に

限
る

）
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
，

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

た
め

に
有

効
な

情
報

を
把

握
で

き
る

こ
と

が
必

要
な

設
備

（
例

：
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
器

出
口

積
算

流

量
）
で

あ
る

。
 

各
計

器
 

・
各

計
器

の
要

求
モ

ー

ド
 

(
1
6
)
原

子
炉

制
御

室
 

 
 

（
1
.
1
6
/
第

5
9

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

運
転

員
が

と
ど

ま
る

の
に

必
要

な
設

備
で

あ

り
，

重
大

事
故

が
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な

設
備

で
あ

る
。

（
例

：
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

１
系

統
）
 

－
 

－
 

(
1
7
)
監

視
測

定
設

備
 

 
 

（
1
.
1
7
/
第

6
0

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
発

電
所

及
び

そ
の

周
辺

（
周

辺
海

域
を

含
む

）
に

お

い
て

原
子

炉
施

設
か

ら
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

放
射

線
量

を
監

視
し

，

及
び

測
定

し
，

並
び

に
そ

の
結

果
を

記
録

で
き

る
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
重

大
事

故
等

が
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

。
ま

た
，

常
設

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

必
要

な
監

視
測

定
設

備
（
例

：

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

）
の

運
転

モ
ー

ド
に

つ
い

て
は

，
当

該
の

常
設

設
備

の
モ

ー
ド

と
同

様
と

な
る

。
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

/
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

ポ
ス

ト
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
カ

ー
 

・
気

象
観

測
設

備
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
発

電
所

に
お

い
て

風
向

，
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
を

測
定

し
，

及
び

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

備
で

あ
り

，
上

記
と

同
様

の
運

転
モ

ー
ド

で
適

用
さ

れ
る

（
例

：
可

搬
型

気
象

観
測

装
置

）
。

 

(
1
8
)
緊

急
時

対
策

所
 

 
 

（
1
.
1
8
/
第

6
1

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
必

要
な

要
員

が
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う

適
切

な
措

置
を

講
じ

た
も

の
，

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
及

び
発

電
所

内
外

と

の
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

を
設

け
た

も
の

で
あ

る
（
例

：
代

替
緊

急
時

対
策

所

用
発

電
機

）
。

(
1
6
)
原

子
炉

制
御

室
と

同
様

，
重

大
事

故
等

が
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

。
 

－
 

－
 

(
1
9
)
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 

 
 

（
1
.
1
9
/
第

6
2

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

原
子

炉
施

設
内

外
の

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

，
上

記
同

様
，

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

運
転

モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

（
例

：
衛

星
携

帯
電

話
設

備
）
。

 

・
運

転
指

令
設

備
（
ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

，
デ

ィ

ジ
タ

ル
無

線
ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

）
 

・
非

常
用

サ
イ

レ
ン

 

・
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

（
保

安
電

話
，

衛
星

電
話

）
 

・
加

入
電

話
設

備
 

・
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 



4
.
3
-
添
付
-
4
0
 

分
 
類

 

(
技

術
的

能
力

審
査

基
準

/

設
置

許
可

基
準

規
則

)
 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 

喪
失

を
想

定
す

る
設

計
基

準
事

故
 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）
の

要
求

モ
ー

ド
 

（
2
0
）
共

通
事

項
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

（
1
.
0
/
第

4
3

条
）
 

モ
ー

ド
１

,
２

,
３

,
４

,
５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故
等
が
発
生

し
、
代
替
炉
心
注

入
、
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス

プ
レ
イ

並
び

に
原
子
炉
格
納

容
器
へ
の
放
水
等

、
発
電
所
に
配

備
し
て
い
る
可
搬

型
重
大

事
故

等
対
処
設
備
の

用
途
は
多
岐
に
渡

る
。
屋
外
の
ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト
を

確
保
す

る
た

め
の
ホ
イ
ー
ル

ロ
ー
ダ
等
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら

の
可
搬
型
重
大
事

故
等
対

処
設

備
に
そ
れ
ぞ
れ

要
求
さ
れ
る
モ
ー

ド
に
お
い
て
、

待
機
が
必
要
な
設

備
で
あ

る
。

 

－
 

－
 

 



4.3-添付-41 

添付－７ 
 

参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の例 
 

ａ．ＥＣＣＳ機器（ポンプ・ファン）他 

・非常用炉心冷却系（適用モード：１，２および３） 

・格納容器スプレイ系（適用モード：１，２，３および４） 

・アニュラス空気浄化系（適用モード：１，２，３および４） 

・補助給水系（適用モード：１，２および３） 

・原子炉補機冷却水系（適用モード：１，２，３および４） 

・原子炉補機冷却海水系（適用モード：１，２，３および４） 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. １系統が動作不能で

ある場合 

A.1 当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

および 

A.2 残りの系統のポンプを起動し、動

作可能であることを確認する。 

10 日 

 

 

４時間 

その後の８時間に１回 

B.  条件 Aの措置を完了

時間内に達成できな

い場合 

B.1 モード３にする。 

および 

B.2 モード４（５）にする。 

12 時間 

 

36(56)時間 

 

ｂ．事故時監視計装 

項目 機能 

所要 

ﾁｬﾝﾈﾙ数 

適用 

ﾓｰﾄﾞ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置 

条件 措置 完了時間 

１次冷

却系計

装 

１次冷却材圧力 2 モー

ド

１、

２お

よび

３ 

A.１チャン

ネルの計器

が動作不能

である場合 

A.1 当該チャンネ

ルを動作可能な

状態にする。 

30日 

加圧器水位 2 

１次冷却材温度 

（広域） 

（高温側） 

3 

１次冷却材温度 

（広域） 

（低温側） 

3 B.条件Aの措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B.1 当該計器が故

障状態であるこ

とが運転員に明

確に分かるよう

な措置を講じる。 

速やかに 

化学体

積制御

系計装 

ほう酸タンク 

水位 

2 

主蒸気、

給水お

よび補

助給水

系計装 

主蒸気ライン 

圧力 

2/ﾙｰﾌﾟ 

 

C.１つの機

能が動作不

能である場

合 

C.1 当該機能の１

チャンネルを動

作可能な状態に

する。または代替

の監視手段を確

保する。 

10日 

補助給水ピット 

水位 

2 

蒸気発生器水位 

（広域） 

3 

蒸気発生器水位 

（狭域） 

2/基 

 

D.条件Cの措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

D.1 モード３にす

る。 

および 

D.2 モード４にす

る。 

12時間 

 

 

36時間 

補助給水流量 3 

   

 

 

 



4.3-添付-42 

 

ｃ．プラント停止時の要求される措置に多く見られる例 

・ １次冷却系－モード５ (１次冷却系満水)－ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. 余熱除去系１系統が動作不

能である場合 

および 

計器スパンの５％以上の

水位（狭域）を有する蒸気発

生器が１基以下である場合 

A.1 当該余熱除去系統を復旧する措置を開始す

る。 

または 

A.2 ２基以上の蒸気発生器の水位（狭域）が計

器スパンの５％以上である状態に復旧する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

B. 余熱除去系が全て運転中で

ない場合 

B.1 １次冷却材中のほう素濃度が低下する操作

を全て中止する。 

および 

B.2 余熱除去系１系統を復旧し、運転状態とす

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

・ １次冷却系－モード５ (１次冷却系非満水)－ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. 余熱除去系１系統が動作不

能である場合 

A.1 当該系統を復旧する措置を開始する。 速やかに 

B. 余熱除去系が全て運転中で

ない場合 

B.1 １次冷却材中のほう素濃度が低下する操作

を全て中止する。 

および 

B.2 余熱除去系１系統を復旧し、運転状態とす

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 
ｄ．プラント停止等のモード変更に係る AOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 
モード１ ⇒ モード４ ３６時間 
モード１ ⇒ モード５ ５６時間 
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ｅ．複数の条文において LCO を設定している例 

余熱除去系統（低圧注入系）に関して、以下の２つの条文でモード４における LCO

が設定されている。 

 
（非常用炉心冷却系－モード４－） 

項 目 運転上の制限 
非常用炉心冷却系 

(1) 高圧注入系または充てん系１系統以上が動作可能であること

※１

 

(2) 低圧注入系１系統以上が動作可能であること

※１※２

 

※１：非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行う場合、２時間に限り、運転上の制限を適用しない。 
※２：余熱除去ポンプを用いて余熱除去運転を行っている場合は、低圧注入系への切替操作が

可能な状態であることを条件に動作不能とはみなさない。 
 
（１次冷却系－モード４－） 

項 目 運転上の制限 
１次冷却系 余熱除去系または蒸気発生器による熱除去系のうち、２系統以上が動作可能

であり、そのうち１系統以上が運転中であること 
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添付－８ 
設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の 

重大事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置 

 

2N 要求以外の重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る） 

Ｃ：Ａの機能全てを満足

※１

するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合） 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ａ動作不能 

Ｂに該当する設備がある 
Ｂが動作可能 

ＬＣＯ満足 

Ｃに該当する設備がある 
Ｃが動作可能 

Yes 
No Yes 

No 
ＬＣＯ逸脱 

Yes 
Yes 

補完措置実施 

ﾌﾟﾗﾝﾄ停止 

No 

Yes 

No 

AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 No 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

Ｄに該当する設備がある 
Ｄが動作可能 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

No 
No 

ＬＣＯ逸脱 

３日以内に復旧完了 No 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

Yes 
AOT｢10 日｣に延長 

10 日以内に復旧完了 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

No 

３日以内に措置完了 No 
３日以内に措置完了 No 

対応する設計基準事故対処設備が動作可能 
Yes 

No 

AOT｢3 日｣ 

補完措置が必要 
Yes No 
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2N 要求の可搬型重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備(2N 要求の可搬型重大事故等対処設備) 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る） 

Ｃ：Ａの機能全てを満足

※１

するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合） 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ａ動作不能 

Ｂに該当する設備がある 
Ｂが動作可能 

ＬＣＯ満足 

Ｃに該当する設備がある 
Ｃが動作可能 

Yes 
No Yes 

No 

ＬＣＯ逸脱 

Yes 
Yes 

補完措置実施 

ﾌﾟﾗﾝﾄ停止等 

No 

Yes 

No 

AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 No 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

Ｄに該当する設備がある 
Ｄが動作可能 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

No 
No 

ＬＣＯ逸脱 

10 日以内に復旧完了 No 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

Yes 
AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 
Yes 

ＬＣＯ復帰 

No 

10 日以内に措置完了 No 
10 日以内に措置完了 No 

2N 未満～1N 以上 
Yes 

2N要求以外のフローへ No 
(1N 未満) 

離隔・分散配置を満足 
Yes 

No 

AOT｢10 日｣ 

対応する設計基準事故対処設備が動作可能 
Yes 

No 

補完措置が必要 
Yes No 
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添付－９ 
 

ＬＣＯ／要求される措置／ＡＯＴ 保安規定記載例 
 
 
ａ．適用モードが「モード４以上」の設備の例 

 
機 能 適用ﾓｰﾄﾞ 条 件 要求される措置 AOT 

○○○ ﾓｰﾄﾞ 1～4 

 

A. ○○○が動

作不能な場合 

A.1.1 □□□が動作可能であることを確

認

※１

する。 

および 

A.1.2 ○○○を復旧する。 

または 

A.2.1 □□□が動作可能であることを確

認

※１

する。 

および 

A.2.2.1 ○○○の機能を代替する多様性

拡張設備

※２

が動作可能であることを

確認

※３

する。 

または 

A.2.2.2 ○○○の機能を補完する代替措

置

※４

を原子炉主任技術者の確認を得

て実施する。 

および 

A.2.3 ○○○を復旧する。 

または 

A.3.1 □□□が動作可能であることを確

認

※１

する。 

および 

A.3.2 ○○○の機能と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※５

が動作可能であ

ることを確認

※３

する。 

および 

A.3.3 ○○○を復旧する。 

４時間 

 

 

３日間 

 

４時間 

 

 

３日間 

 

 

 

３日間 

 

 

 

10 日間 

 

４時間 

 

 

３日間 

 

 

 

30 日間 

B. 条件 Aの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 モード３とする。 

および 

B.2 モード５とする。 

12 時間 

 

56 時間 

※１： 残りの□□□１台及び□□については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※２： △△△をいう。 

※３： 「動作可能であること」とは、当該系統に要求される性能および準備時間を満足させるた

めに行う補完措置が完了していることを含む。 

※４： 外部からの代替品の配備等 

※５： ×××をいう。 

 

 

○○○に対応する設計基準事故対処設備 
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ｂ． 適用モードが「モード６以上」の設備の例 

 
機 能 適用 

モード 

条 件 措 置 完了時間 

○○○ モード

１～４ 

A. ○○○が動作

不能である場合 

A.1.1 □□□が動作可能であることを確認

※１

する。 

および 

A.1.2 ○○○を動作可能な状態にする 

または 

A.2.1 □□□が動作可能であることを確認

※１

する。 

および 

A.2.2 ○○○の機能を代替する多様性拡張設備

※２

が動

作可能であることを確認

※３

する。 

および 

A.2.3 ○○○を動作可能な状態にする 

４時間 

 

３日 

 

４時間 

 

３日 

 

 

10 日 

B. 条件 Aの措置

を完了時間内に

達成できない場

合 

B.1 モード３にする。 

および 

B.2 モード５にする。 

12時間以内 

 

56 時間以内 

モード

５およ

び６ 

A. ○○○が動作

不能である場合 

A.1 ○○○を動作可能な状態にする措置を開始する 

および 

A.2 一次冷却系の水抜きを行っている場合は、水抜きを

中止する 

および 

A.3 モード５(非満水)またはモード 6(低水位)の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4.1 ○○○機能に係る多様性拡張設備

※２

が動作可能

であることを確認

※３

する 

または 

A.4.2 代替措置を検討し、炉主任の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１： 残りの□□□１台及び□□については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※２： △△△をいう。 

※３： 「動作可能であること」とは、当該系統に要求される性能および準備時間を満足させるた

めに行う補完措置が完了していることを含む。 

○○○に対応する設計基準事故対処設備 
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ｃ．設計基準事故等対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備の例 

 

 

（重大事故等対処設備側の記載） 
機 能 適用ﾓｰﾄﾞ 条 件 要求される措置 AOT 

△△△ ﾓｰﾄﾞ 1～4 

 

A. ○○○が動

作不能な場合 

A.1.1 □□□が動作可能であるこ

とを確認

※１

する。 

および 

A.1.2 ○○○を復旧する。 

または 

A.2.1 □□□が動作可能であるこ

とを確認

※１

する。 

および 

A.2.2.1 ○○○の機能を代替する

多様性拡張設備

※２

が動作可能

であることを確認

※３

する。 

または 

 

表○－○A.2 の

初回確認完了後

４時間 

３日間 

 

表○－○A.2 の

初回確認完了後

４時間 

 

３日間 

 

 

 

 

B. 条件 Aの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 モード３とする。 

および 

B.2 モード５とする。 

12 時間 

 

56 時間 

※１：残りの□□□１台及び□□については、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

（設計基準事故対処設備側の記載（既存記載のため、参考）） 
第○条 ○○○ 

１．○○○が動作可能であること。 
～略～ 

３．当直課長は、第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表○○－○の措置

を講じる。 
表○－○ 

条 件 要求される措置 AOT 

A. ○○○１系

統が動作不能

な場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

および 

A.2 当直課長は、残りの系統のポ

ンプを起動し、動作可能である

ことを確認する。 

 

１０日 

 

 

４時間 

その後の８時間

に１回 

 

B. 条件 Aの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 モード３とする。 

および 

B.2 モード５とする。 

12 時間 

 

56 時間 

 

～略～ 

△△△機能に対応する設計基準事故対処設備 
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（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
／
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
兼
用
設
備
 
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
初
動
対

応
イ
メ
ー
ジ
 
１
／
２
）

 
 

Ａ
－
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
機
能
喪
失
の
措
置
（
初
動
対
応
）

 
 
 
 
 

0時
間
 
 
 

2時
間
 

 
4時

間
 
 
 

6時
間
 
 
 

8時
間

 
状
況
確
認
・
連
絡
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｄ
Ｂ
対
応

 
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
機
能

 
Ｂ

－
原
子

炉
格

納
容
器

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
の

起
動
試
験

（
4 時

間
以
内
、

そ
の

後
8時

間
に

1回
）

 
 

4 時
間
以
内

 
 

 
 

 
 

 

Ｓ
Ａ
対
応

 
代
替
炉
心
注
入
機
能

 
代
替
再
循
環
機
能

 

1 台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
起
動
試
験

 
 

Ｄ
Ｂ

側
の

初

動
対

応
実

施

後
、

4時
間
以

内
 

 
 

 
 

 
 

残
り

1 台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
充
て

ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

2台
の
健
全
性

確
認

※

 
※

：
前
回

サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
の
記

録
、
現

場
待
機
状
態
等
の
確
認
に
よ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 

▽
LC

O 逸
脱

 

Ｄ
Ｂ

対
応

と
し

て
の
逸

脱
時
の
措
置
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

 

Ｓ
Ａ

対
応

と
し

て
の

逸
脱

時

の
措
置
の

Ａ
Ｏ

Ｔ
 

4時
間

 

4 時
間
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（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
／
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
兼
用
設
備
 
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
初
動
対

応
イ
メ
ー
ジ
 
２
／
２
）

 
 

Ａ
－
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
機
能
喪
失
の
措
置
（
初
動
対
応
）

 
 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

 
重

大
事
故
等
対
処
設
備

 
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機
能

 
①
Ａ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 
②
Ｂ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 
①
常
設
電

動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ

 
②
可
搬
型

電
動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ

 
③
可
搬
型

デ
ィ
ー
ゼ
ル
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ

 
炉
心
注
入
機
能

 
①
Ａ
－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
②
Ｂ
－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
③
Ａ
－
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

 
④
Ｂ
－
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

 

①
常
設
電

動
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入

 
②
Ａ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉

心
注
入

 
③
可
搬
型

電
動
低
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入

 
④
可
搬
型

デ
ィ
ー
ゼ
ル
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入

 
再
循
環
機
能

 
①
Ａ
－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
②
Ｂ
－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
①
Ａ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
再

循
環

 

 
※
１
：
Ａ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｄ
Ｂ
機
能
）
故
障
に
対
す
る
、
他
方
の
健
全
性
確
認
（
動
作
確
認
）
。

 
→
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機
能
に
お
け
る
設
計
基
準
事
故
等
対
処
設
備
は
、

1系
統
故
障
（
残
り
１
系
統
）
で
あ
り
、
優
先
し
て
確
認

す
る

。
 

 ※
２
：
Ａ
－
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｓ
Ａ
機
能
）
故
障
に
対

す
る
、
対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
の
健
全
性
確
認
（

1台
の
動

作
確

認
、
そ

の
他
は
記
録
確
認
・
待
機
状
態
確

認
）
 

→
炉
心
注
入
機
能
に
お
け
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
は
、
故
障
の
兆
候
な
し
（
残
り

2系
統
以
上
）

で
あ
り
、
※
１
の
確
認
後
に
実
施
す
る
。

 
 

  

※
１

 ※
２
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重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
記
載
例
 

 
Ｓ

Ａ
設
備

の
種
類

 
保

安
規
定
記
載
例

 

従
来

か
ら

Ｄ
Ｂ

設
備

と
し

て
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
を

設
定
し
て
い
た
設
備
で
あ
っ
て
、
重
大
事
故

等
発

生
時

に
Ｓ

Ａ
設

備
と

し
て

の
機

能
を

期
待
す
る
Ｓ
Ａ
設
備

 

第
8
3
条
に
記
載

す
る
場
合

 

(
1
)
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
の
記
載

例
 

 (
2
)
5
7
条
の
記
載
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

 
―
モ
ー
ド
１

，
２
，

３
及
び
４
－
）
 

表
5
7
－
１
 

項
 
目
 

運
転
上
の

制
限
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

ス
プ
レ
イ
系

※
１

 

(
1
)
２
系
統
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と

※
２

 

(
2
)
よ

う
素

除
去

薬
品

タ
ン

ク
の

苛
性

ソ
ー

ダ
濃

度
及

び
苛

性
ソ

ー

ダ
溶
液
量
が
表

5
7
－
２
で
定
め
る

制
限
値

内
に
あ

る
こ
と
 

※
１
：
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
が
動
作

不
能

時
は
，
第

8
3
条

の
運
転

上
の

制
限
も
確

認
す

る
。
 

※
２
：
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
弁
開
閉

点
検
を

行
う
場
合
，
２

時
間
に

限
り
，
運
転
上
の
制
限
 

を
適
用
し
な
い
。

 

現
行

の
条

文
に

記
載
す
る
場
合

 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 
―
モ
ー
ド
１
，
２
，

３
及
び
４
－
）
 

表
7
2
－
１
 

項
 
目
 

運
転
上
の

制
限
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
１

 

(
1
)
 デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

２
基

が
動
作

可
能
で
あ
る
こ

と

※
２

 

(
2
)
燃

料
油

サ
ー
ビ

ス
タ

ン
ク
の

貯
油

量
が

表
7
2
－

２
に

定
め

る
制

限
値
内
に
あ
る
こ

と

※
３

 

※
１
：
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
，

重
大
事
故
等

対
処

設
備
を
兼

ね
る

。
 

※
２
：
予
備
潤
滑
運
転
（
タ
ー
ニ

ン
グ
，
エ
ア
ラ

ン
）
を

行
う
場
合
，
運

転
上
の

制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
３
：
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
運
転
中
及
び
運
転
終
了
後
の

2
4
時
間
は

，
運
転
上
の
制
限

を
適
用
 

し
な
い
。

 

 
  

添付－１０ 
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添付－１１ 
 

定期検査停止中における原子炉格納容器貫通部の開放運用の例 
 
１．運用の例 
○ 原子炉格納容器圧力が最高使用圧力程度まで上昇する可能性があるため内封機能の維持については、

機器ハッチのボルト４本だけではなく全ボルトでの閉止により実施する。 
○ 機器ハッチについては、以下の条件を満たす場合、許容時間内に機器ハッチを閉止可能であることを

条件に開放を許容する。 
運転モード 条件 
モード５ 

加圧器安全弁が取外されていないこと 

RCP 停止 

加圧器水位 10～30％ 

モード６ 原子炉キャビティ水位 EL＋12.7m 以上 

 
２．運用例の検討内容 
（１） 現状の停止時管理要領 

ミッドループ運転期間（モード５非満水、モード６低水位）において、余熱除去系が喪失し、１次冷

却材の沸騰が始まり、原子炉格納容器内での作業が困難となるまでの間に原子炉格納容器の閉止が可能

な状態を整えておくことで開放を許容する。仮に蒸気放出先が原子炉格納容器雰囲気中ではなく、加圧

器逃がし弁を利用し加圧器逃がしタンクとした場合は、迅速な閉止は要求されない。 
また、蒸気発生前に炉心の冷却が十分行える安全機能の確保が行われており、蒸気発生を未然に防ぐ

ことが可能であれば、迅速な停止は要求されない。ただし、原子炉容器への冷却材の補給による冷却の

場合、冷却材の蒸散を伴う場合については、蒸気発生までに閉止することが要求される。 
 
（２） 停止時における有効性評価内容 

 停止時（ミッドループ運転時）における有効性評価のうち、原子炉格納容器圧力及び１次冷却材の蒸

散開始までの時間の結果は以下のとおり。 
項目 評価結果 

原子炉格納容器圧力（設置許可に記載なし） 最高使用圧力程度まで上昇の可能性あり 
蒸散開始までの時間 約１分 

 
（３） 機器ハッチの閉止ボルト数 

 機器ハッチについては、ボルト４本により内封機能を維持することとしていたが、停止時（ミッドル

ープ運転時）の有効性評価による想定圧力が最高使用圧力程度まで上昇する可能性があり、ボルト４本

では内封機能を維持できなくなるため、全ボルトでの閉止により内封機能を維持する。 
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（４） 機器ハッチ開放可能条件 

 停止時管理要領では、蒸散開始までに機器ハッチの閉止が要求されるが、有効性評価ではミッドルー

プ運転中（原子炉容器出入口配管中心高さ＋８cm）において余熱除去系の機能が喪失した場合、蒸散開

始までが約１分との評価となる。このため、モード５、６で RCS の冷却機能が喪失した場合に、機器ハ

ッチの閉止時間を確保できる条件を再検討した。 

 また作業可能時間の評価は、加圧器安全弁取外し前は余熱除去系統入口逃がし弁吹出しまで、取外し

後は沸騰までの時間を確認し、機器ハッチの閉止時間 120 分が確保可能か評価する。 

運転モード 状態 評価 結果 

モード５ 

満水 

RCS 満水 

加圧器安全弁取外し前 

RCP 起動 

満水状態では、温度上昇による圧力上昇

が急激に起こり、余熱除去系統入口逃が

し弁から加圧器逃がしタンクを経由して

短時間で CV 内へ蒸気放出される。 

× 

モード５ 

非満水 

加圧器安全弁取外し前 

RCP 起動 

加圧器水位 10～30％ 

加圧器に気相部がある状態では圧力コン

トロールが難しいため、RCP の健全性確保

が困難となる。 

× 

加圧器安全弁取外し前 

RCP 停止 

加圧器水位 10～30％ 

温度上昇による圧力上昇は、加圧器の気

相部で吸収できるため緩やかとなり、CV

内への蒸気放出までに機器ハッチ閉止時

間を確保できる。（約 150分） 

○ 

加圧器安全弁取外し 

RCP 停止 

加圧器水位 10％以下 

ミッドループ運転時の有効性評価上約１

分で蒸散開始するため、機器ハッチ閉止

時間を確保できない。 

× 

モード６ 

低水位 

原子炉キャビティ水張り中 

原子炉キャビティ水抜き中 

モード６ 

高水位 

原子炉容器上蓋開放 

原子炉キャビティ高水位 

水量が十分あるため沸騰まで十分な時間

を確保できる。（約８時間） 

○ 

 
（５） 有効性評価への影響 

停止時の有効性評価では、設備容量の観点でプラント停止中におけるもっとも厳しい運転状態であ

るミッドループ運転中での評価を実施した。 

機器ハッチの開放は、RCS が閉ループであること又は原子炉キャビティに水張りし RCS 保有水が多

いことが前提であり、RCS 開口部があり RCS 保有水も少ないミッドループ運転中は機器ハッチを開放

しないため、停止時の有効性評価の前提条件を覆すものではない。 

また機器ハッチの閉止作業は、原子炉格納容器内に蒸気が流出する前に完了できるため、作業員の

安全は確保される。 

なお機器ハッチ閉止に係る要員については、当該要員は緊急時対策要員とは別に確保することから、

有効性評価に影響を与えるものではない。 

 

以上 
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添付－11 別紙２ 
条文記載例 

（原子炉格納容器貫通部） 

第 81条 モード５及び６において、原子炉格納容器貫通部は、表 81－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２ 原子炉格納容器貫通部が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を

実施する。 

(1) 当直課長は、原子炉格納容器内での燃料装荷及び燃料取出作業前に、原子炉格納容器貫通部  

の状態を確認する。 

３ 当直課長は、原子炉格納容器貫通部が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合、保修課長に通知する。通知を受けた保修課長は、表 81－２の措置を講じる。 

表 81－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器貫通部 

(1)機器ハッチが全ボルトで閉じられていること

※１

 

(2)各原子炉格納容器エアロックが１つ以上のドアで閉止可能である

こと

※２ 

(3)その他の貫通部のうち、隔離弁については閉止可能であること

※２

、

隔離弁以外については閉止フランジ又は同等なものによって閉じ

られていること

※３

 

※１：原子炉格納容器内で燃料移動を行っていない場合は、速やかに閉止できることを条件に以下の

いずれかを満足する場合に開放することが許容される。この場合、運転上の制限を満足してい

ないとはみなさない。 

ア １次冷却材ポンプ停止中で余熱除去系統による冷却時、加圧器安全弁が健全であること及び

加圧器水位が 10％から 30％である場合 

イ 原子炉キャビティ水位が EL＋12.7ｍ以上である場合 

※２：閉止可能であることとは、閉止状態であることを含む。 

※３：原子炉格納容器内で燃料移動を行っていない場合は、速やかに閉止できることを条件に開放す

ることが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

表 81－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉格納容器貫通部が運

転上の制限を満足してい

ない場合 

A.1 保修課長は、原子炉格納容器内での燃料

の移動中の場合は移動を中止する

※４

。 

及び 

A.2  保修課長は、原子炉格納容器貫通部の運

転上の制限復旧のための措置を開始す

る。 

及び 

A.3  当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起

動し、動作可能であることを確認

※５

する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

※４：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 

※５：運転中のポンプについては運転状態により確認する。 
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■
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
う
ち

E
C
C
S
機
器
の

A
O
T
を
参
考
と
す
る
場
合
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

LC
O 逸

脱
時
の

AO
T の

考
え
方
（
基
本
ケ
ー
ス
①

 
分

 
類

 
Ｌ

Ｃ
Ｏ

 
Ｓ

Ｒ
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸

脱
時

に
要

求
さ

れ
る

措
置

及
び

Ａ
Ｏ

Ｔ
 

備
 

考
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

【
２

Ｎ
要

求
以

外
の

設
備

】
 

  

  

Ｎ
 

  

１
回

/
 

○
ヶ

月
 

①
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

動
作

可
能

な
場

合
 

 
 
 

⇒
 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
３

日
」
 

 
（
当

該
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

有
す

る
機

能

全
て

を
満

足
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
あ

る

場
合

に
は

，
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

と
は

な
ら

な
い

。
）
 

・
L
C

O
逸

脱
時

（
Ｎ

未
満

と
な

っ
た

場
合

)
，

当
該

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

有
す

る
設

計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
場

合
に

は
，

Ａ
Ｏ

Ｔ
を

「
３

日
」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
当

該
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
動

作
不

能
な

場
合

に
は

，
速

や
か

に
プ

ラ
ン

ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

②
①

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
３

日
」
以

内
に

，
有

効
性

評
価

に
お

い
て

担
保

す
べ

き
時

間
の

み
満

足
で

き
な

い
よ

う

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
動

作
可

能
を

確

認
，

及
び

補
完

措
置

を
実

施
で

き
た

場
合

 

 
 

⇒
 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
3
0

日
」
（
上

限
）
 

 

・
当

該
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

有
す

る
機

能
に

対
し

て
，

有
効

性
評

価
に

お
い

て
担

保
す

べ
き

時
間

の
み

満
足

で
き

な
い

よ
う
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

，
①

に
お

け
る

Ａ
Ｏ

Ｔ
｢
３

日
｣
以

内
に

，
当

該
設

備
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

補
完

措
置

（
例

：
要

員

の
増

員
等

）
を

行
っ

て
時

間
要

求
を

満
足

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

お
い

て
も

，
L
C

O
復

帰
と

は

せ
ず

に
A

O
T

を
｢
3
0

日
｣
（
運

用
上

の
上

限
）
ま

で
の

延
長

に
制

限
す

る
。

 

・
A

O
T

「
3
0

日
」
以

内
の

復
旧

が
で

き
な

い
場

合
に

は
，

速
や

か
に

プ
ラ

ン
ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

③
①

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
３

日
｣
以

内
に

，
多

様
性

拡
張

設
備

の
動

作
可

能
を

確
認

及
び

補
完

措
置

を
実

施
で

き
た

場
合

，
又

は
当

該
機

能
を

補
完

す
る

代
替

措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

で
き

た
場

合
 

 
 

⇒
 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
1
0

日
」
 

 

・
当

該
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

有
す

る
機

能
に

対
し

て
多

様
性

拡
張

設
備

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

①
に

お
け

る
Ａ

Ｏ
Ｔ

｢
３

日
｣
以

内
に

，
当

該
設

備
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

補
完

措
置

（
例

：
要

員
の

増
員

等
）
を

行
う

こ
と

が
で

き
た

場
合

，
又

は
当

該
機

能
を

補
完

す
る

代
替

措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

で
き

た
場

合
に

は
，

A
O

T
を

「
1
0

日
」
ま

で
延

長
可

能
と

す
る

。
 

・
A

O
T

「
1
0

日
」
以

内
の

復
旧

が
で

き
な

い
場

合
に

は
，

速
や

か
に

プ
ラ

ン
ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

  可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 

【
２

Ｎ
要

求
設

備
】
 

  

  

２
Ｎ

 

  

１
回

/
 

○
ヶ

月
 

④
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

動
作

可
能

な
場

合
 

 
 
⇒

 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
1
0

日
」
 

 
（
当

該
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
有

す

る
機

能
全

て
を

満
足

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

あ
る

場
合

に
は

，
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

と
は

な
ら

な

い
。

）
 

・
L
C

O
逸

脱
時

（
２

Ｎ
未

満
～

１
Ｎ

以
上

と
な

っ
た

場
合

)
，

当
該

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
場

合
に

は
，

Ａ
Ｏ

Ｔ

を
「
1
0

日
」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
当

該
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
動

作
不

能
な

場
合

に
は

，
速

や
か

に
プ

ラ
ン

ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

⑤
④

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
1
0

日
」
以

内
に

，
有

効
性

評
価

に
お

い
て

担
保

す
べ

き
時

間
の

み
満

足
で

き
な

い
よ

う

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
動

作
可

能
を

確

認
，

及
び

補
完

措
置

を
実

施
で

き
た

場
合

 

 
 

⇒
 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
3
0

日
」
（
上

限
）
 

 

・
当

該
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
有

す
る

機
能

に
対

し
て

，
有

効
性

評
価

に
お

い
て

担
保

す
べ

き
時

間
の

み
満

足
で

き
な

い
よ

う
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

，
④

に
お

け
る

Ａ
Ｏ

Ｔ
｢
1
0

日
｣
以

内
に

，
当

該
設

備
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

補
完

措
置

（
例

：
要

員
の

増
員

等
）
を

行
っ

て
時

間
要

求
を

満
足

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

お
い

て
も

，
L
C

O

復
帰

と
は

せ
ず

に
A

O
T

を
｢
3
0

日
｣
（
運

用
上

の
上

限
）
ま

で
の

延
長

に
制

限
す

る
。

 

・
A

O
T

「
3
0

日
」
以

内
の

復
旧

が
で

き
な

い
場

合
に

は
，

速
や

か
に

プ
ラ

ン
ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

⑥
④

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
1
0

日
｣
以

内
に

，
多

様
性

拡
張

設
備

の
動

作
可

能
を

確
認

及
び

補
完

措
置

を
実

施
で

き
た

場
合

，
又

は
当

該
機

能
を

補
完

す
る

代
替

措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

で
き

た
場

合
 

 
 

⇒
 
Ａ

Ｏ
Ｔ

「
3
0

日
」
（
上

限
）
 

・
当

該
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
有

す
る

機
能

に
対

し
て

多
様

性
拡

張
設

備
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

，
④

に
お

け
る

Ａ
Ｏ

Ｔ
｢
1
0

日
｣
以

内
に

，
当

該
設

備
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と

と
も

に
，

補
完

措
置

（
例

：
要

員
の

増
員

等
）
を

行
う

こ
と

が
で

き
た

場
合

，
又

は
当

該
機

能
を

補
完

す

る
代

替
措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

で
き

た
場

合
に

は
，

 
A

O
T

を
「
3
0

日
」
（
運

用
上

の
上

限
）
ま

で
延

長
可

能
と

す
る

。
 

・
A

O
T

「
3
0

日
」
以

内
の

復
旧

が
で

き
な

い
場

合
に

は
，

速
や

か
に

プ
ラ

ン
ト
停

止
措

置
へ

移
行

す
る

。
 

 

別紙１ 



4
.
3
-
別
紙
-
2
 

■
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
う
ち

E
C
C
S
機
器
の

A
O
T
を
参
考

と
す
る
場
合
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

LC
O 逸

脱
時
の

AO
T の

考
え
方
（
基
本
ケ
ー
ス
）
②
 

 
・

常
設
重

大
事
故
等
対
処
設
備
 

・
２
Ｎ
要
求
以
外

の
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

・
２
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（

２
Ｎ
⇒
２
Ｎ
未
満
～
１

Ｎ
以
上

）
 

設
備
 

A
O
T
 

 
設
備
 

A
O
T
 

 

通
常
状
態
 

(
D
B
+
1
S
A
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
 

 
 

(
D
B
+
2
S
A
[
2
/
2
]
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
①
 

Ｓ
Ａ
②
 
 

 
 

L
C
O
逸

脱
 

 
 

 
 

 
 

設
計
基
準
事
故
 

対
処
設
備
が
 

動
作
可
能
 

(
D
B
+
0
S
A
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
 

3
日
 

①
 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
軽
微
な
故
障
に
対
す
る
復
旧
期

間
と
し
て

A
O
T
を
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

(
D
B
+
1
S
A
[
1
/
2
]
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
①
 

Ｓ
Ａ
②
 
 

1
0
日
 

④
 
１
Ｎ
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
(
1
/
2
故
障

[
安
全
機
能
の
低
下
]
)
、
対
応
す
る
設
計
基
準

事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
「
残
さ
れ
た
１
Ｎ
の
自

然
災
害
な
ど
に
よ
る
機
能
喪
失
」
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
低
減
（
「
１
基
あ
た
り
２
セ
ッ
ト
」

お
よ
び
「
離
隔
・
分
散
配
置
」
を
補
完
）
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
同
時
に
機
能
喪
失
し

な
い
）
も
の
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
参
考
と
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
う
ち
の

E
C
C
S
機
器
の

1
/
2
故
障
の

A
O
T
で
あ
る
「
1
0
日
間
」
と
す
る
。
 

他
の
 

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
が
 

動
作
可
能
 

(
補
完
措
置
含
む
)
 

(
D
B
+
1
S
A
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
 

Ｓ
Ａ

他

 

3
0
日
 

②
 
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
あ
ら
か
じ
め

定
め
た
補
完
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
（
安

全
機
能
が
元
の
水
準
ま
で
回
復
）
で

L
C
O

を
満
足
し
た
状
態
と
し
て

L
C
O
復
帰
と

す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
る
が
、
補
完
措

置
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

L
C
O
復
帰

と
は
せ
ず
に
要
求
さ
れ
る
措
置
を
行
う
。
 

 
A
O
T
は
補
完
措
置
が
維
持
さ
れ
て
い
る

限
り
無
期
限
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
考

え
る
が
、
運
用
上
の
上
限
で
あ
る
「
3
0

日
間
」
ま
で
の
延
長
に
制
限
す
る
。
 

(
D
B
+
2
S
A
[
2
/
2
]
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
①
 

Ｓ
Ａ
②
 

Ｓ
Ａ

他

 

3
0
日
 

⑤
 
同
 
左
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

ま
た
は
 

代
替
措
置
 

を
確
保
 

(
補
完
措
置
含
む
)
 

(
D
B
+
α

S
A
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
 

多
様
性
 

1
0
日
 

③
 
A
O
T
延
長
の
た
め
に
活
用
す
る
多
様

性
拡
張
設
備
に
つ
い
て
は
、
保
守
管
理
に

お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等

の
管
理
を
行
う
こ
と
に
加
え
て
補
完
措

置
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故

等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
発
揮
し

得
る
も
の
と
す
る
。
 

 
多
様
性
拡
張
設
備
ま
た
は
代
替
措
置

は
機
能
の
一
部
を
補
完
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら

1
/
2
故
障
相
当
と
し
て
、

A
O
T
は
参
考
と
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
の
う
ち
の

E
C
C
S
機
器
の

1
/
2
故
障

時
に
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
「
1
0
日
間
」

ま
で
の
延
長
と
す
る
。
 

(
D
B
+
1
α
S
A
 

[
1
α
/
2
]
)
 

Ｄ
Ｂ
 

Ｓ
Ａ
①
 

Ｓ
Ａ
②
 

多
様
性
 

3
0
日
 

⑥
 
A
O
T
延
長
の
た
め
に
活
用
す
る
多
様
性
拡
張
設
備
に
つ
い
て
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設

備
と
同
等
の
管
理
を
行
う
こ
と
に
加
え
て
補
完
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
重
大
事

故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
発
揮
し
得
る
も
の
と
す
る
。
 

 
こ
の
措
置
は
上
記
④
の
残
さ
れ
た
１
Ｎ
と
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
同
時
に
機
能

喪
失
し
な
い
状
態
を
確
認
し
た
上
で
、
さ
ら
に
多
様
性
拡
張
設
備
ま
た
は
代
替
措
置
を

確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
２

Ｎ
未
満
(
1
N
以
上
)
と
な
っ
た
こ
と
で
「
安
全
機
能
が
低
下
」
し
た
場
合
、
多
様
性
拡
張

設
備
ま
た
は
代
替
措
置
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
「
低
下
し
た
安
全
機
能
を
元
の
水
準

近
く
ま
で
高
め
る
」
効
果
を
期
待
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
、
「
安
全
機
能
は
完
全
に
元

の
水
準
ま
で
は
回
復
し
て
い
な
い
」
こ
と
か
ら

L
C
O
復
帰
と
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
た
だ
し
、
多
様
性
拡
張
設
備
ま
た
は
代
替
措
置
を
確
保
し
た
場
合
の

A
O
T
は
、
「
低
下

し
た
安
全
機
能
を
元
の
水
準
近
く
ま
で
高
め
る
効
果
を
期
待
で
き
る
」
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
用
上
の
上
限
の

A
O
T
と
し
た
「
3
0
日
間
」
ま

で
の

A
O
T
延
長
は
可
能
で
あ
る
。
 

 



4.3-別紙-3 

別紙－２ 
 

LCO 逸脱時の措置と AOT の関係の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 代替非常用発電機が「故障」 ⇒ ＬＣＯ逸脱 
② ディーゼル発電機が「動作可能であること」を確認（起動確認）⇒ ＡＯＴ「３日」 
③ 可搬型代替電源車（２Ｎ＋αの「α」を移動）を移動、接続する。［補完措置］ 
   ※ ３日以内（ＡＯＴ内）に実施。 
④ 可搬型代替電源車の現場起動要員を確保［補完措置 完了］⇒ ＡＯＴ「３０日」 
   ※ ３日以内（ＡＯＴ内）に実施。 
⑤ 「３０日以内」に代替非常用発電機を復旧 ⇒ ＬＣＯ復帰 
   ※ ３０日以内（ＡＯＴ内）に復旧できなければプラント停止。 
 

 
 

Ｇ 

Ｇ 

【DBA】ディーゼル発電機 

【SA】代替非常用発電機 

Ｇ 

【SA】可搬型代替電源車 

Ｇ 

中央制御室 災害対策要員 

遠隔起動 

［準備に時間を要する］ 

［準備時間を満足］ 

① ⑤ 

② 

③ 

④ 
要員追加 

起動確認 

移 

 動 

現場起動 

【補完措置について】  

 可搬型代替電源車の移動のみで準備時間を満足する場合は、接続しない。  

 



4.3-別紙-4 

保安規定記載例（前頁の例に基づく記載例） 
 

機 能 適用ﾓｰﾄﾞ 条 件 
要求される措置 AOT 

代替非常用

発電機 

ﾓｰﾄﾞ 1～4 

 

A. 代替非常用

発電機が動作

不能な場合 

A.1.1 ディーゼル発電機が動作可能であ

ることを確認

※１

する。 

および 

A.1.2 代替非常用発電機を復旧する。 

または 

A.2.1 ディーゼル発電機が動作可能であ

ることを確認

※１

する。 

および 

A.2.2 代替非常用発電機の機能と同等な

機能を持つ可搬型電源車２台が動作可

能であることを確認

※２

する。 

および 

A.3.3 代替非常用発電機を復旧する。 

４時間 

 

 

３日間 

 

４時間 

 

 

３日間 

 

 

 

30 日間 

B. 条件 Aの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 モード３とする。 

および 

B.2 モード５とする。 

12 時間 

 

56 時間 

※１： 動作可能であることの確認は、対象設備全ての至近の記録の確認および対象設備のうちの

１台を起動することにより行う。 

※２： 「動作可能であること」とは、当該重大事故等対処設備について代替非常用発電機に要求

される準備時間を満足させるために行う補完措置が完了していることを含む。 

 

 



4.3-別紙-5 

別紙－３ 
具体的な記載例（川内原子力発電所の例） 

（重大事故等対処設備） 

第 83 条 次の各号の重大事故等対処設備は、表 83－１で定める事項を運転上の制限とする。 

(1) 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 

(2) １次系フィードアンドブリードをするための設備 

(3) 炉心注入をするための設備 

(4) １次冷却系統の減圧をするための設備 

(5) 原子炉格納容器スプレイをするための設備 

(6) 原子炉格納容器内自然対流冷却をするための設備 

(7) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）をするための設備 

(8) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）をするための設備 

(9) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

(10) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

(11) 使用済燃料ピットの冷却等のための設備 

(12) 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

(13) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

(14) 電源設備 

(15) 計装設備 

(16) 中央制御室 

(17) 監視測定設備 

(18) 緊急時対策所 

(19) 通信連絡を行うために必要な設備 

(20) その他の設備 

２ 重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を

実施する。 

(1) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び当直課長は、表 83－２から

表 83－21 に定める確認事項を実施する。また、防災課長、技術課長、安全管理課長及び保

修課長は、その結果を発電課長又は当直課長に通知する。 

３ 防災課長、技術課長、安全管理課長、当直課長及び保修課長は、重大事故等対処設備が第１項

で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 83－２から表 83－21 の措置を講

じるとともに必要に応じ関係各課長へ通知する。通知を受けた関係各課長は、同表に定める措

置を講じる。 

 

表 83－１ 

項 目 運転上の制限 

第１項で定める 

重大事故等対処設備 

(1)表 83－２、表 83－12

※１

、表 83－16、表 83－18 及び表 83－20 に定

める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可

能であること 

(2)表 83－３から表 83－15

※２

、表 83－17、表 83－19 及び表 83－21 につ

いては、各表内に定める

※３

 

※ １：83－12－３が該当 

※ ２：表 83－３から表 83－15 のうち、表 83－12 については 83－12－１、83－12－２が該当 

※ ３：可搬型設備の系統には、資機材等を含む。 
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（重大事故等対処設備） 

第 83 条 次の各号の重大事故等対処設備は、表 83－１で定める事項を運転上の制限とする。 

(1) 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 

(2) １次系フィードアンドブリードをするための設備 

(3) 炉心注入をするための設備 

(4) １次冷却系統の減圧をするための設備 

(5) 原子炉格納容器スプレイをするための設備 

(6) 原子炉格納容器内自然対流冷却をするための設備 

(7) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）をするための設備 

(8) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）をするための設備 

(9) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

(10) 水素爆発による原子炉補助建屋等の損傷を防止するための設備 

(11) 使用済燃料ピットの冷却等のための設備 

(12) 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

(13) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

(14) 電源設備 

(15) 計装設備 

(16) 中央制御室 

(17) 監視測定設備 

(18) 緊急時対策所 

(19) 通信連絡を行うために必要な設備 

(20) その他の設備 

２ 重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実

施する。 

(1) 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、発電課長及び当直課長は、表 83－２から表 83

－21 に定める確認事項を実施する。また、防災課長、技術課長、安全管理課長及び保修課長は、

その結果を発電課長又は当直課長に通知する。 

３ 防災課長、技術課長、安全管理課長、当直課長及び保修課長は、重大事故等対処設備が第１項で

定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表83－２から表83－21の措置を講じるとと

もに必要に応じ関係各課長へ通知する。通知を受けた関係各課長は、同表に定める措置を講じる。 

 

表83－１ 

項   目 運転上の制限 

 

第１項で定める 

重大事故等対処設備 

 

(1)表 83－２、表 83－12

※１

、表 83－16、表 83－18及び表 83－20 に

定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて

動作可能であること 

(2)表 83－３から表 83－15

※２

、表 83－17、表 83－19 及び表 83－21

については、各表内に定める

※３

 

※ １：83－12－３が該当 

※ ２：表 83－３から表 83－15のうち、表 83－12については 83－12－１、83－12－２が該当 

※ ３：可搬型設備の系統には、資機材等を含む。
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表
8
3
－

２
 
緊

急
停

止
失

敗
時

に
原

子
炉

を
未

臨
界

に
す

る
た

め
の

設
備

 

 8
3
－

２
－

１
 

原
子

炉
出

力
抑

制
（

自
動

）

※
１

 

設
 
定
 
値
 

所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
系
統
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
２

 
確
認
事
項
 

機
 
 
 
能
 

１
号
炉
及
び
２
号
炉

 

適
用
モ
ー
ド
 

所
要
チ
ャ
ン
ネ

ル
・
系
統
数
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
.
多
様
化
自
動
作
動
設
備
（
A
T
W
S
緩
和
設
備
）
 
 

A
.
多
様
化
自
動
作

動
設
備
（
A
T
W
S

緩
和
設
備
）
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
重
大
事
故

等
対
処
設

備

※
３

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る

※
４

。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統

を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

６
時
間
 

   

3
0
日
 

a
.
 
多
様
化
自
動
作
動
設
備
（
A
T
W
S
緩
和
設

備
）
論
理
回
路
 

－
 

モ
ー
ド
１
及
び
２

 
１
系
統
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 
1
2
時
間
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長
 

 

A
.
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
重
大
事
故

等
対
処
設

備

※
３

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る

※
４

。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
チ
ャ

ン
ネ
ル
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

６
時
間
 

   

3
0
日
 

設
定

値
確

認
及

び
機

能
検

査

を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時

 

 

保
修
課
長
 

ｂ
.
蒸
気
発
生
器
水
位
異
常
低
 

計
器
ス
パ
ン
の
 

７
％
以
上
 

モ
ー
ド
１
及
び
２
 

３

※
５

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 
1
2
時
間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指

示
値
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
日
に
１
回

 
当
直
課
長
 

※
１
：
本
表
に
お
け
る
動
作
可
能
と
は
、
当
該
計
装
及
び
制
御
設
備
に
期
待
さ
れ
て
い
る

機
能
が
達
成
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
動
作
不
能
と
は
、
点
検
・
修
理
の
た
め
に
当
該
チ
ャ
ン
ネ
ル
若
し
く
は
論
理
回
路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合
又
は
不

動
作
の
場
合
を
い
う
。
動
作
信
号
を
出
力
さ
せ
て
い
る
状
態
又
は
誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は
動
作
可
能
と
み
な
す
。
 

※
２
：
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
系
統
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
３
：
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
い
う
。
 

※
４
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う

。
 

※
５
：
多
様
化
自
動
作
動
設
備
（
A
T
W
S
緩
和
設
備
）
に
使
用
す
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
限
る
。
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表 83－３ １次系フィードアンドブリードをするための設備 

 

83－３－１ １次系フィードアンドブリード 

 

(1) 運転上の制限 

項   目 運転上の制限 

１次系フィードアンドブリ

ードによる炉心冷却系

※１

 

(1)高圧注入系の２系統以上が動作可能であること

※２

 

(2)加圧器逃がし弁２台による１次冷却系統の減圧系が動作可能である 

こと 

適用モード 設   備 所要数 

充てん／高圧注入ポンプ ２台 

加圧器逃がし弁 ２台 

モード１、２、３及び４（蒸

気発生器が熱除去のため

に使用されている場合） 

燃料取替用水タンク ※３ 

※１：高圧注入系及び加圧器逃がし弁による１次冷却系統の減圧系をいう。 

※２：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい

う。 

※３：「83－14－３ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が   ｍ以上、容量が   m

3

/h 以上

であることを確認する。 

定期検査時 

 

 

発電課長 

 

 

施錠等により固定されていない非常用炉心

冷却系の流路中の弁が正しい位置にあるこ

とを確認する。 

定期検査時 当直課長 

モード１、２及び３において、２台以上のポ

ンプを起動し、動作可能であることを確認

する

※４

。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認す

る。 

１か月に１回 発電課長 

充てん／高圧注入ポンプ 

モード４（蒸気発生器が熱除去のために使

用されている場合）において、２台以上のポ

ンプが手動起動可能であることを確認す

る。 

１か月に１回 当直課長 

加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁が全開及び全閉することを

確認する。 

定期検査時 保修課長 

※４：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧注入系１系

統が動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、１台の電動補助給水ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※５

。 

 

 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

表 51－３

A.2 の初回

確認完了後 

４時間 

 

10 日 

Ｂ．加圧器逃がし弁

１台が動作不能

である場合 

B.1 当直課長は、１台の電動補助給水ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※５

。 

 

 

及び 

B.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

表 44－３

B.1 の措置

完了後 

４時間 

 

72 時間 

モ ー ド

１、２及

び３ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード４にする。 

12 時間 

 

36 時間 

Ａ．高圧注入系１系

統が動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、１台の電動補助給水ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

 

 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

 

 

10 日 

Ｂ．加圧器逃がし弁

１台が動作不能

である場合 

B.1 当直課長は、１台の電動補助給水ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

及び 

B.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

72 時間 

モード４

(蒸気発

生器が熱

除去のた

めに使用

されてい

る場合) 

Ｃ．条件Ａ又はＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合 

C.1 当直課長は、モード５にする。 20 時間 

※５：残りの電動補助給水ポンプ１台、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁３個につい

ては、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：残りの電動補助給水ポンプ１台及び主蒸気逃がし弁３個については、至近の記録等により動

作可能であることを確認する。 
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表 83－４ 炉心注入をするための設備 

 

83－４－１ 炉心注入 

 

(1) 運転上の制限 

項   目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系 

(1)高圧注入系の１系統以上が動作可能であること

※１

 

(2)低圧注入系の１系統以上が動作可能であること

※１

 

適用モード 設   備 所要数 

充てん／高圧注入ポンプ １台 

余熱除去ポンプ １台 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

燃料取替用水タンク ※２ 

※１：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい   

う。 

※２：「83－14－３ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目  確 認 事 項 頻 度 担 当 

施錠等により固定されていない非常用炉

心冷却系の流路中の弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が   ｍ以上、容量が   m

3

/h 以

上であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、１台以上のポ

ンプを起動し、動作可能であることを確認す

る

※３

。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

充てん／高圧注入ポンプ 

モード４、５及び６において、１台以上のポ

ンプが手動起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

施錠等により固定されていない非常用炉

心冷却系の流路中の弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が    ｍ以上、容量が   m

3

/h 以

上であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、１台以上のポ

ンプを起動し、動作可能であることを確認す 

る

※３

。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

余熱除去ポンプ 

モード４、５及び６において、１台以上のポ

ンプが手動起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

※３：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ａ．高圧注入系の全

てが動作不能で

ある場合 

又は 

低圧注入系の全

てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、モード３にする。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５にする。 

速やかに 

 

 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．高圧注入系の全

てが動作不能で

ある場合 

又は 

低圧注入系の全

てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行ってい

る場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水

※４

）

又はモード６（キャビティ低水位

※５

）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※４：１次冷却系非満水とは、１次冷却系水抜き開始からモード６となるまで、及びモード５とな

ってから１次冷却系水張り終了までの期間をいう（以下、本条において同じ）。 

※５：キャビティ低水位とは、原子炉キャビティ水位が EL＋12.70m 未満である場合をいう（以下、

本条において同じ）。 
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83－４－２ 代替炉心注入 －Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入－ 

 

(1) 運転上の制限 

項   目 運転上の制限 

充てん注入系 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による充てん注入系が動

作可能であること

※１

 

適用モード 設   備 所要数 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却） １台 

燃料取替用水タンク ※２ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

復水タンク ※３ 

※１：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい   

う。 

※２：「83－14－３ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

※３：「83－14－４ 復水タンク」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

施錠等により固定されていない充てん

注入系の流路中の弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、

異臭、漏えいがないこと、及びテスト

ラインにおける揚程が   ｍ以上、容量

が   m

3

/h 以上であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、ポンプを起

動し、動作可能であることを確認する

※４

。 

また、確認する際に操作した弁について

は、正しい位置に復旧していることを確認

する。 

１か月に１回 発電課長 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ 

モード４、５及び６において、ポンプが手

動起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

※４：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。 

 

4.3-別紙-12
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．Ｂ充てん／高圧

注入ポンプ（自

己冷却）による

充てん注入系統

が動作不能であ

る場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動し、

動作可能であることを確認する

※５

。 

 

 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備

※６

が動作可能であることを確

認する

※７

。 

及び 

A.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

表 51－３

A.2 の初回

確認完了後 

４時間 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を

完了時間内に達

成できない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．Ｂ充てん／高圧

注入ポンプ（自

己冷却）による

充てん注入系統

が動作不能であ

る場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っている

場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）又

はモード６（キャビティ低水位）の場合、１次

系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備

※６

が動作可能であることを確

認する

※７

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※５：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台、ディー

ゼル発電機２基及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

※６：中間受槽を水源とした可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又は可

搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入系をいう。 

※７：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また、「動作可能で

あること」とは、当該系統に要求される準備時間を満足させるために、当該系統と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備を設置し、接続口付近までホースを布設する補完措置が完了し

ていることを含む。 

4.3-別紙-13
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83－４－３ 代替炉心注入 

－可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又は可搬型ディーゼル注入ポンプ

による代替炉心注入－ 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替炉心注入系 

可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又

は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入系２系統

※１

が

動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用

発電機含む） 

又は 

可搬型ディーゼル注入ポンプ 

１台×２ 

燃料油貯蔵タンク ※２ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

タンクローリ ※２ 

※１：１系統とは、可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又は可搬型ディ

ーゼル注入ポンプどちらか１台 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が  ｍ以上、容

量が  m

3

/h 以上であることを確認す

る。 

１年に１回 保修課長 可搬型電動低圧注入ポンプ及び

可搬型ディーゼル注入ポンプ 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、可搬型電動低圧注入ポンプ

及び可搬型ディーゼル注入ポンプの

うち、２台以上を起動し、動作可能

であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 保修課長 可搬型電動ポンプ用発電機 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、可搬型電動低圧注入ポンプ

と同数の可搬型電動ポンプ用発電機

を起動し、動作可能であることを確

認する。 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-14
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可搬型電動低圧

注入ポンプ（可

搬型電動ポンプ

用発電機含む）

又は可搬型ディ

ーゼル注入ポン

プによる代替炉

心注入系のう

ち、動作可能な

系統が２系統未

満である場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動し、

動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備

※４

が動作可能であることを確

認する

※５

。 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

10 日 

 

 

 

30 日 

Ｂ．可搬型電動低圧

注入ポンプ（可

搬型電動ポンプ

用発電機含む）

又は可搬型ディ

ーゼル注入ポン

プによる代替炉

心注入系のう

ち、動作可能な

系統が１系統未

満である場合 

B.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動し、

動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

B.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備

※４

が動作可能であることを確

認する

※５

。 

及び 

B.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．可搬型電動低圧

注入ポンプ（可

搬型電動ポンプ

用発電機含む）

又は可搬型ディ

ーゼル注入ポン

プによる代替炉

心注入系のう

ち、動作可能な

系統が２系統未

満である場合 

A.1 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っている

場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）又

はモード６（キャビティ低水位）の場合、１次

系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備

※４

が動作可能であることを確

認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※３：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台、充てん

／高圧注入ポンプ２台、ディーゼル発電機２基及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※４：Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入系をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

4.3-別紙-15



 

 －4-144－ 

83－４－４ 代替再循環運転 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替再循環系 

(1)Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）による

代替再循環系が動作可能であること

※１

 

(2)Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）及びＣ充てん／高圧注入ポンプ

（海水冷却）による高圧再循環系、又はＢ余熱除去ポンプ（海 

水冷却）による低圧再循環系が動作可能であること

※１

 

適用モード 設  備 所要数 

Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン

使用） 

１台 

格納容器再循環サンプ  １基 

格納容器再循環サンプスクリーン １基 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却） １台 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（海水冷却） １台 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

移動式大容量ポンプ車 ※２ 

※１：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい   

う。 

※２：「83－７－２ 移動式大容量ポンプ車による原子炉格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷

却」において運転上の制限を定める。 

4.3-別紙-16
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(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

施錠等により固定されていない原子炉格

納容器スプレイ系の流路中の弁が正しい

位置にあることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が   ｍ以上、容量が   m

3

/h 以上

であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２、３及び４において、ポンプを

起動し、動作可能であることを確認する。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

Ａ格納容器スプレイポン

プ 

モード５及び６において、ポンプが手動起動

可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプス

クリーン 

格納容器再循環サンプが異物等により塞

がれていないことを確認する。 

定期検査時 保修課長 

施錠等により固定されていない非常用炉

心冷却系の流路中の弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が    ｍ以上、容量が   m

3

/h 以

上であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※３

。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

Ｂ余熱除去ポンプ 

モード４、５及び６において、ポンプが手動

起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

施錠等により固定されていない非常用炉

心冷却系の流路中の弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、異臭、

漏えいがないこと、及びテストラインにお

ける揚程が   ｍ以上、容量が   m

3

/h 以上

であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※３

。 

また、確認する際に操作した弁については、

正しい位置に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

Ｃ充てん／高圧注入ポン

プ 

モード４、５及び６において、ポンプが手動

起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

※３：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。 

4.3-別紙-17
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．Ａ 格 納 容 器 

スプレイポンプ

（RHRS-CSSタイラ

イン使用）による

代替再循環系が動

作不能である場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※４

。 

 

 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

表 57－４

A.2 の初回

確認完了後 

４時間 

 

72 時間 

Ｂ．Ｂ余熱除去ポンプ

（海水冷却）及び

Ｃ充てん／高圧注

入ポンプ（海水冷

却）による高圧再

循環系が動作不能

である場合 

B.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※５

。 

 

 

 

 

及び 

B.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※６

が動作可能である

ことを確認する

※７

。 

及び 

B.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

表 51－３

A.2（表 51

－３B.2）の

初回確認完

了後 

４時間 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

Ｃ．Ｂ余熱除去ポンプ

（海水冷却）によ

る低圧再循環系が

動作不能である場

合 

C.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※５

。 

 

 

及び 

C.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※６

が動作可能である

ことを確認する

※７

。 

及び 

C.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

表 51－３

B.2 の初回

確認完了後 

４時間 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｄ．条件Ａ、Ｂ又はＣ  

の措置を完了時間

内に達成できない

場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

 

4.3-別紙-18
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(3) 要求される措置（続き） 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

モード５

及び６ 

Ａ．Ａ 格 納 容 器 

スプレイポンプ

（RHRS-CSS タイラ

イン使用）による

代替再循環系が動

作不能である場合 

又は 

Ｂ余熱除去ポンプ

（海水冷却）及びＣ 

充てん／高圧注入

ポンプ（海水冷却）

による高圧再循環

系が動作不能であ

る場合 

又は 

Ｂ余熱除去ポンプ

（海水冷却）によ

る低圧再循環系が

動作不能である場

合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※６

が動作可能である

ことを確認する

※７

。 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台について

は、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※５：残りのディーゼル発電機１基及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※６：Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による充てん注入系及び移動式大容量ポンプ車によ

る原子炉格納容器内自然対流冷却系をいう。 

※７：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 
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表 83－５ １次冷却系統の減圧をするための設備 

 

83－５－１ 加圧器逃がし弁による減圧 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

窒素ボンベ及び可搬型バッテリ

を使用した加圧器逃がし弁によ

る１次冷却系統の減圧系 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）及び可搬型バッテリ（加圧器逃がし

弁用）を使用した加圧器逃がし弁による１次冷却系統の減圧系が動作

可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用） ４個

※１

 

モード１、２及び３ 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） ２個

※２

 

※１：１セット４個（Ａ系統２個、Ｂ系統２個） 

※２：１セット２個（Ａ系統１個、Ｂ系統１個） 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用） モード１、２及び３において、ボン

ベ１次側圧力により使用可能である

ことを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし

弁用） 

モード１、２及び３において、バッ

テリ電圧により使用可能であること

を確認する。 

３か月に１回 保修課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．窒素ボンベ（加圧器

逃がし弁用）又は可

搬型バッテリ（加圧

器逃がし弁用）を使

用した加圧器逃がし

弁による１次冷却系

統の減圧系が動作

不能である場合 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２及

び３ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード４にする。 

12 時間 

 

36 時間 

※３：残りのディーゼル発電機１基及び直流電源装置については、至近の記録等により動作可能で

あることを確認する。 

※４：代替品の補充等 

4.3-別紙-20
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表 83－６ 原子炉格納容器スプレイをするための設備 

 

83－６－１ 原子炉格納容器スプレイ 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

原子炉格納容器スプレイ系 

原子炉格納容器スプレイ系

※１

の１系統以上が動作可能である  

こと

※２

 

適用モード 設  備 所要数 

格納容器スプレイポンプ １台 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

燃料取替用水タンク ※３ 

※１：よう素除去薬品タンクを除く。 

※２：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できることをいう。 

※３：「83－14－３ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、

異臭、漏えいがないこと、及びテス

トラインにおける揚程が   ｍ以上、

容量が   m

3

/h 以上であることを確

認する。 

定期検査時 発電課長 

施錠等により固定されていない原子

炉格納容器スプレイ系の流路中の弁

が正しい位置にあることを確認す

る。 

定期検査時 当直課長 

モード１、２、３及び４において、１台

以上のポンプを起動し、動作可能であ

ることを確認する。 

また、確認する際に操作した弁につ

いては、正しい位置に復旧している

ことを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

格納容器スプレイポンプ 

モード５及び６において、１台以上のポ

ンプが手動起動可能であることを確認

する。 

１か月に１回 当直課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ａ．原子炉格納容器ス

プレイ系の全てが

動作不能である場

合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

及び 

A.3 当直課長は、モード３にする。 

及び 

A.4 当直課長は、モード５にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．原子炉格納容器ス

プレイ系の全てが

動作不能である場

合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※４：中間受槽を水源とした可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又は可

搬型ディーゼル注入ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また、「動作可能で

あること」とは、当該系統に要求される準備時間を満足させるために、当該系統と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備を設置し、接続口付近までホースを布設する補完措置が完了し

ていることを含む。 
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83－６－２ 代替原子炉格納容器スプレイ 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替原子炉格納容器スプレイ系 

常設電動注入ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系が動作

可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

常設電動注入ポンプ １台 

燃料取替用水タンク ※１ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

復水タンク ※２ 

※１：「83－14－３ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

※２：「83－14－４ 復水タンク」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、異常な振動、異音、

異臭、漏えいがないこと、及び揚程

が   ｍ以上、容量が   m

3

/h 以上で

あることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２、３及び４において、ポ

ンプを起動し、動作可能であること

を確認する。 

１か月に１回 発電課長 

常設電動注入ポンプ 

モード５及び６において、ポンプが手動

起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．常設電動注入ポン

プによる代替原子

炉格納容器スプレ

イ系が動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

及び 

A.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．常設電動注入ポン

プによる代替原子

炉格納容器スプレ

イ系が動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※３：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台、格納容

器スプレイポンプ２台、ディーゼル発電機２基及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※４：中間受槽を水源とした可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）又は可

搬型ディーゼル注入ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また、「動作可能で

あること」とは、当該系統に要求される準備時間を満足させるために、当該系統と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備を設置し、接続口付近までホースを布設する補完措置が完了し

ていることを含む。 
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表 83－７ 原子炉格納容器内自然対流冷却をするための設備 

 

83－７－１ 原子炉格納容器内自然対流冷却 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

原子炉格納容器内自然対流冷

却系 

原子炉補機冷却水系による原子炉格納容器内自然対流冷却系が動作

可能であること

※１

 

適用モード 設  備 所要数 

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット ２基 

Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水ポンプ ２台 

原子炉補機冷却水サージタンク １基 

窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク

用） 

２個 

Ａ、Ｂ海水ポンプ ２台 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット

入口温度／出口温度(SA)用） 

※２ 

※１：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい

う。 

※２：「83－16－１ 計装設備」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット 

 

外観点検により動作可能であること

を確認する。 

定期検査時 保修課長 

施錠等により固定されていない原子

炉補機冷却水系の流路中の弁が正し

い位置にあることを確認する。 

定期検査時 当直課長 Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水ポンプ 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、ポンプ又は原子炉補機冷却水

冷却器の切替を行った場合は、切替

の際に操作した弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

切替の都度 当直課長 

原子炉補機冷却水サージタン

ク 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、外観点検により動作可能で

あることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

窒素ボンベ（原子炉補機冷却水

サージタンク用） 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、ボンベ１次側圧力により使

用可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

施錠等により固定されていない原子

炉補機冷却海水系の流路中の弁が正

しい位置にあることを確認する。 

定期検査時 当直課長 Ａ、Ｂ海水ポンプ 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、ポンプ又は原子炉補機冷却水

冷却器の切替を行った場合は、切替

の際に操作した弁が正しい位置にあ

ることを確認する。 

切替の都度 当直課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉格納容器内自

然対流冷却系が動作

不能である場合 

A.1 当直課長は、１台の格納容器スプレイポン

プを起動し、動作可能であることを確認す

る

※３

。 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

及び 

A.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．原子炉格納容器内自

然対流冷却系が動

作不能である場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※３：残りの格納容器スプレイポンプ１台については、至近の記録等により動作可能であることを

確認する。 

※４：常設電動注入ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 
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83－７－２ 移動式大容量ポンプ車による原子炉格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

移動式大容量ポンプ車による

原子炉格納容器内自然対流冷

却系及び代替補機冷却系 

移動式大容量ポンプ車による海水供給系

※１

２系統が動作可能であ

ること 

適用モード 設  備 所要数 

移動式大容量ポンプ車 １台×２

※２

 

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット ※３ 

燃料油貯蔵タンク ※４ 

タンクローリ ※４ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット

入口温度／出口温度(SA)用） 

※５ 

※１：海水供給系とは、移動式大容量ポンプ車から海水管接続口までをいう。 

※２：１号炉及び２号炉の合計所要数 

※３：「83－７－１ 原子炉格納容器内自然対流冷却」において運転上の制限を定める。 

※４：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

※５：「83－16－１ 計装設備」において運転上の制限を定める。 

 

（２）確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が  ｍ以上、容

量が   m

3

/h 以上であることを確認

する。 

１年に１回 保修課長 移動式大容量ポンプ車 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、２台以上のポンプを起動し、

動作可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 
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（３）要求される措置 

適用 

モード 

条  件  要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な移動

式大容量ポンプ

車による海水供

給系が２系統未

満である場合 

 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

及び 

A.2  保修課長は、代替措置

※７

を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

10 日 

 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な移動

式大容量ポンプ

車による海水供

給系が１系統未

満である場合 

 

B.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

及び 

B.2  保修課長は、代替措置

※７

を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

B.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．動作可能な移動

式大容量ポンプ

車による海水供

給系が２系統未

満である場合 

 

A.1 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っている

場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）又

はモード６（キャビティ低水位）の場合、１

次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、代替措置

※７

を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※６：残りのディーゼル発電機１基、海水ポンプ４台及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※７：代替品の補充等 

 

 

4.3-別紙-28
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表 83－８ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）をするための設備 

 

83－８－１ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

海水ポンプ又は復水タンクを水

源とした補助給水ポンプによる

蒸気発生器への給水系 

(1) モード１、２、３、４及び５（１次冷却系満水）において、

Ａ若しくはＢ海水ポンプ又は復水タンクを水源とした電動補

助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系１系統

※１

が動作可

能であること

※２

 

又は 

(2) モード１、２及び３において、Ａ若しくはＢ海水ポンプ又は

復水タンクを水源としたタービン動補助給水ポンプによる蒸

気発生器への給水系１系統が動作可能であること

※２※３※４

 

適用モード 設  備 所要数 

Ａ、Ｂ海水ポンプ １台 

電動補助給水ポンプ ２台 

タービン動補助給水ポンプ １台 

タービン動補助給水ポンプ蒸気入口弁（手動） １台 

復水タンク ※５ 

モード１、２、３、４及び５（１

次冷却系満水） 

大容量空冷式発電機 ※６ 

※１：電動補助給水ポンプ２台で１系統とする（本表に限る）。 

※２：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい

う。 

※３：タービン動補助給水ポンプについては、原子炉起動時のモード３において試運転に係る調整

を行っている場合、運転上の制限は適用しない。 

※４：タービン動補助給水ポンプが動作可能とは、現場手動による起動を含む。 

※５：「83－14－４ 復水タンク」において運転上の制限を定める。 

※６：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

 

4.3-別紙-29
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(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

施錠等により固定されていない補助

給水系の流路中の弁が正しい位置に

あることを確認する。 

定期検査時 当直課長 

電動補助給水ポンプを起動し、異常

な振動、異音、異臭、漏えいがない

こと、及びテストラインにおける揚

程が   ｍ以上、容量が  m

3

/h 以上で

あることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

タービン動補助給水ポンプを起動

し、異常な振動、異音、異臭、漏え

いがないこと、及びテストラインに

おける揚程が   ｍ以上、容量が

___m

3

/h 以上であることを確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２及び３において、２台の

電動補助給水ポンプについて、ポン

プを起動し、動作可能であることを

確認する。また、確認する際に操作

した弁については、正しい位置に復

旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

モード４及び５（１次冷却系満水）

において、２台以上の電動補助給水

ポンプが手動起動可能であることを

確認する。 

１か月に１回 当直課長 

補助給水系 

モード１、２及び３において、ター

ビン動補助給水ポンプについて、ポ

ンプを起動し、動作可能であること

を確認する

※７

。また、確認する際に

操作した弁については、正しい位置

に復旧していることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

施錠等により固定されていない原子

炉補機冷却海水系の流路中の弁が正

しい位置にあることを確認する。 

定期検査時 当直課長 Ａ、Ｂ海水ポンプ 

モード１、２、３、４及び５（１次

冷却系満水）において、ポンプ又は原

子炉補機冷却水冷却器の切替を行っ

た場合は、切替の際に操作した弁が

正しい位置にあることを確認する。 

切替の都度 当直課長 

※７：モード３において、タービン動補助給水ポンプが動作可能であることの確認は、起動弁の開

閉確認をもって代えることができる。 

4.3-別紙-30
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

モ ー ド

１、２及

び３ 

Ａ．Ａ若しくはＢ海水

ポンプ又は復水タ

ンクを水源とした

電動補助給水ポン

プ１系統及びター

ビン動補助給水ポ

ンプ１系統が動作

不能である場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、モード３にする。 

及び 

A.3 当直課長は、モード４にする。 

速やかに 

 

 

12 時間 

 

36 時間 

モード４ Ａ．Ａ若しくはＢ海水

ポンプ又は復水タ

ンクを水源とした

電動補助給水ポン

プ１系統が動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、モード５にする。 

速やかに 

 

 

20 時間 

モード５

(１次冷

却 系 満

水) 

Ａ．Ａ若しくはＢ海水

ポンプ又は復水タ

ンクを水源とした

電動補助給水ポン

プ１系統が動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

4.3-別紙-31
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表 83－９ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）をするための設備 

 

83－９－１ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

主蒸気逃がし弁による蒸気放出

系 

手動での開弁ができること（現場手動含む） 

適用モード 設  備 所要数 

モード１、２、３及び４（蒸気

発生器が熱除去のために使用

されている場合） 

主蒸気逃がし弁 ３個 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

主蒸気逃がし弁 主蒸気逃がし弁が手動で開弁できる

ことを確認する。 

定期検査時 保修課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ.主蒸気逃がし弁１個

が手動で開弁でき

ない場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※１

。 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４

（蒸気発

生器が熱

除去のた

めに使用

されてい

る場合） 

Ｂ.条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

※１：残りの余熱除去ポンプ１台、加圧器逃がし弁２台、ディーゼル発電機２基、直流電源装置、

海水ポンプ４台及び原子炉補機冷却水ポンプ４台については、至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

4.3-別紙-32
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表 83－10 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

 

83－10－１ 水素濃度低減 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

水素濃度低減 

(1)静的触媒式水素再結合装置の所要数が動作可能であること 

(2)静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の所要数が動作可能 

であること 

(3)電気式水素燃焼装置の所要数が動作可能であること 

(4)電気式水素燃焼装置動作監視装置の所要数が動作可能である 

こと 

適用モード 設  備 所要数 

静的触媒式水素再結合装置 ５基 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 ５個 

電気式水素燃焼装置 12個 

電気式水素燃焼装置動作監視装置 12個 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

大容量空冷式発電機 ※１ 

※１：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

装置の外観点検により動作可能であ

ることを確認する。 

定期検査時 保修課長 静的触媒式水素再結合装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置の外観点検により動作

可能であることを確認する。 

１か月に１回 保修課長 

装置の機能を確認する。 定期検査時 保修課長 静的触媒式水素再結合装置動

作監視装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置が動作不能でないこと

を指示値により確認する。 

１か月に１回 当直課長 

装置の外観点検により動作可能であ

ることを確認する。 

定期検査時 保修課長 電気式水素燃焼装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置の外観点検

※２

により動

作可能であることを確認する。 

１か月に１回 保修課長 

装置の機能を確認する。 定期検査時 保修課長 電気式水素燃焼装置動作監視

装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置が動作不能でないこと

を指示値により確認する。 

１か月に１回 当直課長 

※２：ループ室内、加圧器室内及びドーム部を除く。 

 

4.3-別紙-33
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．静的触媒式水素再

結合装置の所要数

の１基以上が動作

不能である場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該設備を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間  

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｃ．電気式水素燃焼装

置の所要数の１個

以上が動作不能で

ある場合 

C.1  保修課長は、当該設備を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

速やかに  

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｄ．静的触媒式水素再

結合装置動作監視

装置又は電気式水

素燃焼装置動作監

視装置の所要数の

１個以上が動作不

能である場合 

D.1 当直課長は、原子炉格納容器内が静的触

媒式水素再結合装置又は電気式水素燃焼

装置が動作する環境にないことを確認す

る

※４

。 

及び 

D.2 保修課長は、当該設備を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

４時間 

その後の 12

時間に１回 

 

 

速やかに 

モード５

及び６ 

Ａ．静的触媒式水素再

結合装置の所要数

の１基以上又は電

気式水素燃焼装置

の所要数の１個以

上が動作不能であ

る場合 

又は 

静的触媒式水素再

結合装置動作監視

装置又は電気式水

素燃焼装置動作監

視装置の所要数の

１個以上が動作不

能である場合 

 

A.1 保修課長は、当該設備を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満

水）又はモード６（キャビティ低水位）

の場合、１次系保有水を回復する措置を

開始する。 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※３：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台について

は、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※４：原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えい率等を確認する。 
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83－10－２ 水素濃度監視 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

水素濃度監視 

可搬型格納容器水素濃度計測装置等による水素濃度監視系１系 

統

※１

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

可搬型格納容器水素濃度計測装置 １個

※２

 

可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ １台

※２

 

可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置 １台

※２

 

Ａガスサンプリング圧縮装置 １台

※２

 

窒素ボンベ（事故後サンプリング設備弁用） １個 

移動式大容量ポンプ車 ※３ 

大容量空冷式発電機 ※４ 

燃料油貯蔵タンク ※５ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

タンクローリ ※５ 

※１：１系統とは、可搬型格納容器水素濃度計測装置１個、可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却

ポンプ１台、可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置１台、Ａガスサンプリング圧縮装置１台

及び窒素ボンベ（事故後サンプリング設備弁用）１個 

※２：１号炉及び２号炉の合計所要数 

※３：「83－７－２ 移動式大容量ポンプ車による原子炉格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷

却」において運転上の制限を定める。 

※４：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

※５：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 
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(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

装置の機能検査を実施する。 定期検査時 保修課長 可搬型格納容器水素濃度計測

装置 モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置の外観点検により動作

可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

ポンプを起動し、動作可能であるこ

とを確認する。 

定期検査時 保修課長 可搬型ガスサンプリング冷却

器用冷却ポンプ 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、ポンプの外観点検により動

作可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

装置を起動し、動作可能であること

を確認する。 

定期検査時 保修課長 可搬型代替ガスサンプリング

圧縮装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置の外観点検により動作

可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

装置を起動し、動作可能であること

を確認する。 

定期検査時 発電課長 Ａガスサンプリング圧縮装置 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、装置を起動し、動作可能で

あることを確認する。 

１か月に１回 発電課長 

窒素ボンベ（事故後サンプリン

グ設備弁用） 

モード１、２、３、４、５及び６に

おいて、ボンベの１次側圧力により

使用可能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ. 可搬型格納容器水

素濃度計測装置等

による水素濃度監

視系の全てが動作

不能である場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※７

が動作可能である

ことを確認する

※８

。 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間  

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ. 条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ. 可搬型格納容器水

素濃度計測装置等

による水素濃度監

視系の全てが動作

不能である場合 

A.1 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※７

が動作可能である

ことを確認する

※８

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※６：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台について

は、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※７：静的触媒式水素再結合装置動作監視装置又は電気式水素燃焼装置動作監視装置をいう。 

※８：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 
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表 83－11 水素爆発による原子炉補助建屋等の損傷を防止するための設備 

 

83－11－１ 水素排出 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

水素排出 

(1)Ｂアニュラス空気浄化系が動作可能であること

※１

 

(2)代替空気（窒素）系統が動作可能であること

※２

 

適用モード 設  備 所要数 

Ｂアニュラス空気浄化ファン １台 

Ｂアニュラス空気浄化系フィルタユニット １基 

窒素ボンベ（アニュラス空気浄化ファン弁用） ３個

※３

 

モード１、２、３、４、５

及び６ 

大容量空冷式発電機 ※４ 

※１：動作可能とは、ファンが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい

う。 

※２：窒素ボンベを含む。 

※３：１セット３個 

※４：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ファンを起動し、動作可能であることを

確認する。 

定期検査時 発電課長 

モード１、２、３及び４において、ファン

を起動し、動作可能であることを確認す

る

※５

。 

１か月に１回 発電課長 

Ｂアニュラス空気浄化フ

ァン 

モード５及び６において、ファンが手動

起動可能であることを確認する。 

１か月に１回 当直課長 

Ｂアニュラス空気浄化系

フィルタユニット 

フィルタのよう素除去効率（総合除去効

率）が 95％以上であることを確認する。 

定期検査時 保修課長 

窒素ボンベ（アニュラス空

気浄化ファン弁用） 

モード１、２、３、４、５及び６におい

て、ボンベの１次側圧力により使用可能

であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

※５：運転中のファンについては、運転状態により確認する。
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ. Ｂアニュラス空気

浄化系が動作不能

である場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

 

 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

表 58－３

A.2 の初回

確認完了後

４時間 

 

72 時間 

Ｂ．代替空気（窒素）

系統が動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※６

。 

及び 

B.2  保修課長は、代替措置

※７

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

B.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ. 条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ. Ｂアニュラス空気

浄化系が動作不能

である場合 

又は 

代替空気（窒素）

系統が動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4 保修課長は、代替措置

※７

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※６：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台について

は、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※７：代替品の補充等 

4.3-別紙-39



 

 －4-168－ 

表 83－12 使用済燃料ピットの冷却等のための設備 

 

83－12－１ 使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水系 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

使用済燃料ピット補給用水中ポ

ンプによる使用済燃料ピットへ

の注水系 

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水

系２系統

※１

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

使用済燃料ピット補給用水中ポンプ １台×２ 

使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水

中ポンプ用発電機 

１台×２ 

燃料油貯蔵タンク ※２ 

使用済燃料ピットに燃料体を

貯蔵している期間 

タンクローリ ※２ 

※１：１系統とは、使用済燃料ピット補給用水中ポンプ１台及び使用済燃料ピット及び復水タンク

補給用水中ポンプ用発電機１台 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が  ｍ以上 、容

量が  m

3

/h 以上であることを確認す

る。 

１年に１回 

 

保修課長 使用済燃料ピット補給用水中

ポンプ 

ポンプを起動し、動作可能であるこ

とを確認する

※３

。 

３か月に１回 

 

保修課長 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）に

異常がないことを確認する。 

１年に１回 

 

保修課長 使用済燃料ピット及び復水タ

ンク補給用水中ポンプ用発電

機 ２台以上の発電機を起動し、動作可能で

あることを確認する。 

３か月に１回 

 

保修課長 

※３：「動作可能であること」の確認は、基準となる１台の使用済燃料ピット補給用水中ポンプを起

動し運転状態の確認を行うとともに、全台数の保管状態（外観点検、絶縁抵抗測定）の確認

を行う。 

4.3-別紙-40
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

使用済燃

料ピット

に燃料体

を貯蔵し

ている期

間 

Ａ．動作可能な使用済

燃料ピット補給用

水中ポンプによる

使用済燃料ピット

への注水系が２系

統未満となった場

合  

A.1 当直課長は、使用済燃料ピット水位

が EL+12.70m 以上及び水温が 65℃以下で

あることを確認する。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.3 保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※４：代替品の補充等 

4.3-別紙-41
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83－12－２ 使用済燃料ピットへのスプレイ系 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

使用済燃料ピットへのスプレイ

系 

(1)使用済燃料ピットへのスプレイ系のうち屋外に配備する設備につ

いて２系統

※１

が動作可能であること 

(2)使用済燃料ピットへのスプレイ系のうち屋内に配備する設備につ

いて１系統

※２

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ

用発電機含む） 

又は

 

可搬型ディーゼル注入ポンプ

 

１台×２ 

使用済燃料ピットスプレイヘッダ ２基 

燃料油貯蔵タンク ※３ 

使用済燃料ピットに燃料体を

貯蔵している期間 

タンクローリ ※３ 

※１：１系統とは、屋外に配備する可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む）

又は可搬型ディーゼル注入ポンプどちらか１台 

※２：１系統とは、屋内に配備する使用済燃料ピットスプレイヘッダ２基 

※３：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が   ｍ以上、容

量が   m

3

/h 以上であることを確認

する。 

１年に１回 

 

保修課長 可搬型電動低圧注入ポンプ及

び可搬型ディーゼル注入ポン

プ 

可搬型電動低圧注入ポンプ及び可搬

型ディーゼル注入ポンプのうち、２

台以上を起動し、動作可能であるこ

とを確認する。 

３か月に１回 

 

保修課長 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）に

異常がないことを確認する。 

１年に１回 

 

保修課長 可搬型電動ポンプ用発電機 

可搬型電動低圧注入ポンプと同数の

可搬型電動ポンプ用発電機を起動し、

動作可能であることを確認する。 

３か月に１回 

 

保修課長 

使用済燃料ピットスプレイヘ

ッダ 

所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 

 

保修課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

使用済燃

料ピット

に燃料体

を貯蔵し

ている期

間 

Ａ．使用済燃料ピットへ

のスプレイ系のうち

動作可能な屋外に

配備する設備が２系

統未満となった場合 

又は 

使用済燃料ピットへ

のスプレイ系のうち

屋内に配備する全て

が動作不能である場

合 

A.1 当直課長は、使用済燃料ピット水位が EL+ 

12.70m 以上及び水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.3 保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を開

始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※４：代替品の補充等
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8
3
－

1
2
－

３
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
 

所
要
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
１

 
確
認
事
項
 

項
 
目
 
 
 

機
 
 
 
 
能
 

所
要
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

措
 
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
S
A
）

※
２

 

 

２
個
 

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計

（
S
A
）
及
び
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
温
度
計
（
S
A
）
の
機
能

検
査
を
実
施
す
る
。
 

 

定
期
検
査
時

 

 

保
修
課
長
 

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計

（
S
A
）
及
び
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
温
度
計
（
S
A
）
が
動
作

不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
値

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
か

月
に

１

回
 

 

当
直
課
長
 

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
S
A
）
 

 

２
個
 

 

使
用

済

燃
料

ピ

ッ
ト

の

監
視
 

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
状

態
監

視
カ
メ
ラ
 

２
個
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
 
 

 

A
.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水

位
が

E
L
+
1
2
.
7
0
m

以
上

及
び

水
温

が

6
5
℃

以
下

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該

設
備

を
動

作
可

能

な
状

態
に

復
旧

す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

内
で

の
照

射
済

燃

料
の

移
動

を
中

止

す
る

※
３

。
 

速
や
か
に
 

     

 速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
状
態
監

視
カ
メ
ラ
が
動
作
不
能
で
な

い
こ
と
を
画
像
に
よ
り
確
認

す
る
。
 

１
か

月
に

１

回
 

当
直
課
長
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所
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適
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ド
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措
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了
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項
 
 
 
目
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用
済
燃
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計
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（

使
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ッ
ト
監
視
装
置
用
空
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供
給

シ
ス
テ
ム
含
む
）
の
機
能
検

査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時

 
保
修
課
長
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計

（
広

域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
監
視
装
置
用
空
気
供
給

シ
ス
テ
ム
含
む
）
が
動
作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

保
修
課
長
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
広

域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

装
置
用

空
気

供
給

シ
ス
テ
ム

※
４

含
む
）

 

２
個
 

（
１
号
）
 

 

４
個
 

（
２
号
）
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
周
辺
線

量
率
計
の
機
能
検
査
を
実
施

す
る
。
 

定
期
検
査
時

 
安

全
管

理
課

長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
周

辺
線

量
率
 

２
個
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
 
 

 

A
.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水

位
が

E
L
+
1
2
.
7
0
m

以
上

及
び

水
温

が

6
5
℃

以
下

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該

設
備

を
動

作
可

能

な
状

態
に

復
旧

す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

内
で

の
照

射
済

燃

料
の

移
動

を
中

止

す
る

※
３

。
 

及
び
 

A
.
4
 
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置

※
５

を
検

討

し
、

原
子

炉
主

任

技
術

者
の

確
認

を

得
て

実
施

す
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

 速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
周
辺
線

量
率
計
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

   

３
か

月
に

１

回
 
 

   

安
全

管
理

課

長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

   

大
容
量
空
冷
式
発
電
機
 

「
8
3
－
1
5
－
１
 
大
容
量
空
冷
式
発
電
機
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

使
用

済

燃
料

ピ

ッ
ト

の

監
視
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

「
8
3
－
1
5
－
８
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
１
：
所
要
数
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
監
視
装
置
用
空
気
供
給
シ
ス
テ
ム
含
む
）
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

※
４
：
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
監
視
装
置
用
空
気
供
給
シ
ス
テ
ム
は
、
１
セ
ッ
ト
１
個
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
 

4.3-別紙-45



 

 －4-174－ 

表 83－13 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

83－13－１ 大気への拡散抑制、航空機燃料火災への泡消火 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

原子炉格納容器及びアニュラス

部への放水 

燃料取扱建屋（使用済燃料ピット

内燃料体等）への放水 

航空機燃料火災への泡消火 

１号炉及び２号炉において移動式大容量ポンプ車及び放水砲によ

る放水系１系統

※ １

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

移動式大容量ポンプ車 １台

※ ２ ※ ３

 

放水砲 ２台

※ ３

 

燃料油貯蔵タンク ※４ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ ※４ 

※１：１系統とは、移動式大容量ポンプ車１台及び放水砲２台 

※２：１台で１号炉と２号炉の両方に同時に放水できる容量を有するもの 

※３：１号炉及び２号炉の合計所要数 

※４：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が   ｍ以上、容

量が     m

3

/h 以上であることを確

認する。 

１年に１回 保修課長 移動式大容量ポンプ車 

１台以上のポンプを起動し、動作可

能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

放水砲 所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-46



 

 －4-175－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．放水系が動作不能

である場合 

 

A.1  当直課長は、１台の格納容器スプレイポン

プを起動し、動作可能

※５

であること、使用

済燃料ピット水位がEL+12.70m 以上及び水

温が 65℃以下であることを確認する。 

及び 

A.2  保修課長は、代替措置

※６

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．放水系が動作不能

である場合 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、代替措置

※６

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※５：残りの格納容器スプレイポンプ１台については、至近の記録等により動作可能であることを

確認する。 

※６：代替品の補充等 

4.3-別紙-47



 

 －4-176－ 

83－13－２ 海洋への拡散抑制 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

海洋への拡散抑制 所要数が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

放射性物質吸着剤 １式

※１※２

 

シルトフェンス ２組

※２※３

 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

小型船舶

 

１台

※２

 

※１：総量 8,000 ㎏ 

※２：１号炉及び２号炉の合計所要数 

※３：北側雨水排水処理装置放水箇所付近：１組７本として２組分14本 

   放水口付近           ：１組12本として２組分24本 

   防波堤付近           ：１組９本として２組分18本 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

放射性物質吸着剤 

シルトフェンス 

小型船舶 

所要数が使用可能であることを

確認する。 

３か月に 1回 安全管理課長 

 

4.3-別紙-48



 

 －4-177－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1  当直課長は、１台の格納容器スプレイポン

プを起動し、動作可能

※４

であること、使用

済燃料ピット水位がEL+12.70m 以上及び水

温が 65℃以下であることを確認する。 

及び 

A.2  安全管理課長は、代替措置

※５

を検討し、原

子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3  安全管理課長は、当該設備を使用可能な状

態に復旧する。 

４時間 

 

 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1  安全管理課長は、当該設備を使用可能な状

態に復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  安全管理課長は、代替措置

※５

を検討し、原

子炉主任技術者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：残りの格納容器スプレイポンプ１台については、至近の記録等により動作可能であることを

確認する。 

※５：代替品の補充等 

4.3-別紙-49



 

 －4-178－ 

表 83－14 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

83－14－１ 宮山池又は海水（取水ピット、取水口）から中間受槽への供給 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

宮山池又は海水（取水ピット、取

水口）から中間受槽への供給 

取水用水中ポンプ等による中間受槽への供給系２系統

※１

が動作可

能であること 

適用モード 設  備 所要数 

中間受槽 １個×２

 

取水用水中ポンプ ３台×２

 

取水用水中ポンプ用発電機 １台×２

 

燃料油貯蔵タンク

 

※２ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ

 

※２ 

※１：１系統とは、中間受槽１個、取水用水中ポンプ３台及び取水用水中ポンプ用発電機１台 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

中間受槽 所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 保修課長 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が  ｍ以上、容

量が  m

3

/h 以上であることを確認す

る。 

１年に１回 保修課長 取水用水中ポンプ 

ポンプを起動し、動作可能であるこ

とを確認する

※３

。 

３か月に１回 保修課長 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 保修課長 取水用水中ポンプ用発電機 

２台以上の発電機を起動し、動作可

能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

※３：「動作可能であること」の確認は、基準となる１台の取水用水中ポンプを起動し運転状態の確

認を行うとともに、全台数の保管状態（外観点検、絶縁抵抗測定）の確認を行う。 

4.3-別紙-50



 

 －4-179－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な中間受

槽への供給系が２

系統未満である場

合 

A.1  当直課長は、復水タンクの水量が 640m

3

以

上、燃料取替用水タンクの水量が 1,677m

3

以上、使用済燃料ピット水位が EL+12.70m

以上であることを確認する。 

及び 

A.2  保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

 

 

10 日 

 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な中間受

槽への供給系が１

系統未満である場

合 

B.1  当直課長は、復水タンクの水量が 640m

3

以

上、燃料取替用水タンクの水量が 1,677m

3

以上、使用済燃料ピット水位が EL+12.70m

以上であることを確認する。 

及び 

B.2  保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

B.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．動作可能な中間受

槽への供給系が２

系統未満である場

合 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充等 

4.3-別紙-51



 

 －4-180－ 

83－14－２ 中間受槽から復水タンクへの供給 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

中間受槽から復水タンクへの供

給 

復水タンク補給用水中ポンプ等による復水タンクへの供給系２系

統

※１

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

復水タンク補給用水中ポンプ ２台×２

 

使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中

ポンプ用発電機 

１台×２

 

中間受槽 ※２ 

燃料油貯蔵タンク

 

※３ 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

タンクローリ

 

※３ 

※１：１系統とは、復水タンク補給用水中ポンプ２台及び使用済燃料ピット及び復水タンク補給用

水中ポンプ用発電機１台 

※２：「83－14－１ 宮山池又は海水（取水ピット、取水口）から中間受槽への供給」において運転

上の制限を定める。 

※３：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ポンプを起動し、運転状態に異常が

ないこと、及び揚程が  ｍ以上、容

量が  m

3

/h 以上であることを確認す

る。 

１年に１回 保修課長 復水タンク補給用水中ポンプ 

ポンプを起動し、動作可能であるこ

とを確認する

※４

。 

３か月に１回 保修課長 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 保修課長 使用済燃料ピット及び復水タン

ク補給用水中ポンプ用発電機 

２台以上の発電機を起動し、動作可

能であることを確認する。 

３か月に１回 保修課長 

※４：「動作可能であること」の確認は、基準となる１台の復水タンク補給用水中ポンプを起動し運

転状態の確認を行うとともに、全台数の保管状態（外観点検、絶縁抵抗測定）の確認を行う。 

4.3-別紙-52



 

 －4-181－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な復水タ

ンクへの供給系が

２系統未満である

場合 

A.1  当直課長は、復水タンクの水量が 640m

3

以

上であることを確認する。 

及び 

A.2  保修課長は、代替措置

※５

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

10 日 

 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な復水タ

ンクへの供給系が

１系統未満である

場合 

B.1  当直課長は、復水タンクの水量が 640m

3

以

上であることを確認する。 

及び 

B.2  保修課長は、代替措置

※５

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

B.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．動作可能な復水タ

ンクへの供給系が

２系統未満である

場合 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、代替措置

※５

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※５：代替品の補充等 

4.3-別紙-53



 

 －4-182－ 

83－14－３ 燃料取替用水タンク 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

燃料取替用水タンク（有効水量） 1,677m

3

以上であること

※１

 

適用モード 設  備 所要数 

モード１、２、３、４、５及び

６（キャビティ低水位） 

燃料取替用水タンク 1,677m

3 ※１

 

※１：原子炉キャビティ水張り、水抜き期間においては、第 83 条に定める水源及び炉心注入手段  

等が確保されていることを条件に、運転上の制限を満足していないとはみなさない。なお、

原子炉キャビティ水張り期間とは、原子炉キャビティ水張り作業開始から水張り完了までの

期間を、また、原子炉キャビティ水抜き期間とは、原子炉キャビティ水抜き作業開始から燃

料取替用水タンク水位を回復するまでの期間をいう。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

燃料取替用水タンク 

 

水量を確認する。 １週間に１回 当直課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料取替用水タン

ク水量が運転上の

制限を満足してい

ない場合 

A.1  当直課長は、復水タンクの水量が 640m

3

以

上を満足していることを確認する。 

及び 

A.2  当直課長は、燃料取替用水タンク水量の運

転上の制限を満足させる。 

１時間 

 

 

72 時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及 び ６

（キャビ

ティ低水

位）

 

Ａ．燃料取替用水タン

ク水量が運転上の

制限を満足してい

ない場合 

A.1  当直課長は、運転上の制限を満足させる措

置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

4.3-別紙-54



 

 －4-183－ 

83－14－４ 復水タンク 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

復水タンク（有効水量） 640m

3

以上であること 

適用モード 設  備 所要数 

モード１、２、３、４、５及び

６ 

復水タンク 640m

3

 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

復水タンク 

 

水量を確認する。 １日に１回 当直課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．復水タンク水量が

運転上の制限を満

足していない場合 

A.1  当直課長は、燃料取替用水タンクの水量が

1,677m

3

以上を満足していることを確認す

る。 

及び 

A.2  当直課長は、復水タンク水量の運転上の制

限を満足させる。 

４時間 

 

 

 

72 時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モード５

及び６ 

Ａ．復水タンク水量が

運転上の制限を満

足していない場合 

A.1  当直課長は、運転上の制限を満足させる措

置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

4.3-別紙-55



 

 －4-184－ 

表 83－15 電源設備 

 

83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

大容量空冷式発電機からの給電 

(1)大容量空冷式発電機による電源系１系統

※ １

が動作可能である

こと

 

(2)大容量空冷式発電機用燃料タンクの油量が20k 

※２

以上あるこ

と 

適用モード 設  備 所要数 

大容量空冷式発電機 １台 

大容量空冷式発電機用給油ポンプ

 

１台 

大容量空冷式発電機用燃料タンク

 

20k 

※２

 

燃料油貯蔵タンク

 

※３ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ

 

※３ 

※１：１系統に、大容量空冷式発電機用給油ポンプ１台が健全であることを含む。 

※２：大容量空冷式発電機が運転中及び運転終了後の 24 時間は、運転上の制限を適用しない。 

※３：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

定期検査時 保修課長 大容量空冷式発電機 

発電機を起動し、動作可能であるこ

とを確認する。 

１か月に１回 保修課長 

大容量空冷式発電機用給油ポンプ ポンプを起動し、動作可能であるこ

とを確認する。 

 

１か月に１回 保修課長 

大容量空冷式発電機用燃料タンク 油量を確認する。 

 

１か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-56



 

 －4-185－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．大容量空冷式発電

機からの電源系が

動作不能である場

合

※４

 

A.1  当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※５

。 

及び 

A.2  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※６

が動作可能である

ことを確認する

※７

。 

及び 

A.3  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間

 

Ａ．大容量空冷式発電

機からの電源系が

動作不能である場

合

※４

 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※６

が動作可能である

ことを確認する

※７

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：大容量空冷式発電機用燃料タンクの貯油量（保有油量）が制限値を満足していない場合を含

む。 

※５：残りのディーゼル発電機１基については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※６：モード１、２、３、４、５及び６では、発電機車（中容量発電機車）をいう。モード１、２、

３、４、５及び６以外では、発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）をいう。 

※７：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また、モード１、２、

３、４、５及び６で、「動作可能であること」とは、当該系統に要求される準備時間を満足さ

せるために、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処設備を設置し、ケーブルを接続す

る補完措置が完了していることを含む。 

4.3-別紙-57



 

 －4-186－ 

83－15－２ 号炉間電力融通ケーブル（予備ケーブル(号炉間電力融通用)）からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

号炉間電力融通ケーブル（予備ケ

ーブル（号炉間電力融通用））か

らの給電 

(1)号炉間電力融通ケーブルによる電源系１系統

※１

が使用可能で

あること

※２

 

(2)予備ケーブル（号炉間電力融通用）による電源系１系統

※３

が使

用可能であること

※２

 

適用モード 設  備 所要数 

号炉間電力融通ケーブル １本 
モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 
予備ケーブル（号炉間電力融通用） 21本 

※１：１系統とは、号炉間電力融通ケーブル１本、ディーゼル発電機（他号炉）１基及び燃料油貯

油そう（他号炉）１基 

※２：「使用可能であること」とは、当該号炉の重大事故等対処に必要な負荷容量と他号炉のプラン

ト状態に応じた負荷容量の合計が、他号炉の動作可能なディーゼル発電機の定格容量の範囲

内であることをいう。 

※３：１系統とは、予備ケーブル（号炉間電力融通用）21 本（21 本は、１相分７本で３相分の本数

を示す）、ディーゼル発電機（他号炉）１基及び燃料油貯油そう（他号炉）１基 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

号炉間電力融通ケーブル 

 

予備ケーブル（号炉間電力融通

用） 

所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-58



 

 －4-187－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．号炉間電力融通ケ

ーブルからの電源

系が使用不能であ

る場合 

又は 

予備ケーブル（号

炉間電力融通用）

からの電源系が使

用不能である場合 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※４

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※５

が動作可能である

ことを確認する

※６

。 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を使用可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．号炉間電力融通ケ

ーブルからの電源

系が使用不能であ

る場合 

又は 

予備ケーブル（号

炉間電力融通用）

からの電源系が使

用不能である場合 

A.1  保修課長は、当該系統を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※５

が動作可能である

ことを確認する

※６

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：残りのディーゼル発電機 1基については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※５：大容量空冷式発電機をいう。 

※６：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

4.3-別紙-59



 

 －4-188－ 

83－15－３ 発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

発電機車（中容量発電機車又は高

圧発電機車）からの給電 

発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）による電源系２系統

※１

が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車） １台×２

 

燃料油貯蔵タンク ※２ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ ※２ 

※１：１系統とは、中容量発電機車又は高圧発電機車どちらか１台 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 保修課長 発電機車（中容量発電機車又は高

圧発電機車） 

２台以上の発電機を起動し、動作可

能であることを確認する。 

 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-60



 

 －4-189－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な発電機

車（中容量発電機

車又は高圧発電機

車）からの電源系

が２系統未満であ

る場合 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。

 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

10 日 

 

 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な発電機

車（中容量発電機

車又は高圧発電機

車）からの電源系

が１系統未満であ

る場合 

B.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

B.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。

 

及び 

B.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．動作可能な発電機

車（中容量発電機

車又は高圧発電機

車）からの電源系

が２系統未満であ

る場合 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※３：残りのディーゼル発電機１基については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※４：大容量空冷式発電機をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

4.3-別紙-61



 

 －4-190－ 

83－15－４ 蓄電池（安全防護系用）及び蓄電池（重大事故等対処用）からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

蓄電池（安全防護系用）及び蓄

電池（重大事故等対処用）からの

給電 

(1)蓄電池（安全防護系用）からの電源系１系統が動作可能であること 

(2)蓄電池（重大事故等対処用）からの電源系１系統が動作可能である

こと 

適用モード 設  備 所要数 

蓄電池（安全防護系用） １組

 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 蓄電池（重大事故等対処用） １組 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

蓄電池（安全防護系用）及び蓄電池（重

大事故等対処用）が健全であることを確

認する。 

定期検査時 保修課長 蓄電池（安全防護系用）及び蓄

電池（重大事故等対処用） 

蓄電池（安全防護系用）及び蓄電池（重

大事故等対処用）の蓄電池端子電圧が

126.0V 以上であることを確認する。 

１週間に１回 当直課長 

 

4.3-別紙-62



 

 －4-191－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．蓄電池（安全防護

系用）又は蓄電池

（重大事故等対処

用）からの電源系

が動作不能である

場合 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※１

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※２

が動作可能である

ことを確認する

※３

。 

及び 

A.3 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．蓄電池（安全防護

系用）又は蓄電池

（重大事故等対処

用）からの電源系

が動作不能である

場合 

A.1  当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※２

が動作可能である

ことを確認する

※３

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：残りのディーゼル発電機１基については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※２：大容量空冷式発電機をいう。 

※３：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

4.3-別紙-63



 

 －4-192－ 

83－15－５ 直流電源用発電機及び可搬型直流変換器からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

直流電源用発電機及び可搬型

直流変換器からの給電 

直流電源用発電機及び可搬型直流変換器からの電源系２系統

※１

が

動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

直流電源用発電機 １台×２ 

可搬型直流変換器 １個×２ 

燃料油貯蔵タンク ※２ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ ※２ 

※１：１系統とは、直流電源用発電機１台及び可搬型直流変換器１個 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 保修課長 直流電源用発電機 

２台以上の発電機を起動し、動作可

能であることを確認する。 

 

３か月に１回 保修課長 

可搬型直流変換器 所要数が使用可能であることを確認

する。 

 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-64



 

 －4-193－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な直流電

源用発電機及び可

搬型直流変換器か

らの電源系が２系

統未満である場合 

A.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

A.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。

 

及び 

A.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

10 日 

 

 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な直流電

源用発電機及び可

搬型直流変換器か

らの電源系が１系

統未満である場合 

B.1 当直課長は、１基のディーゼル発電機を起

動し、動作可能であることを確認する

※３

。 

及び 

B.2 保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。

 

及び 

B.3 保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．動作可能な直流電

源用発電機及び可

搬型直流変換器か

らの電源系が２系

統未満である場合 

A.1  保修課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該系統と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※４

が動作可能である

ことを確認する

※５

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※３：残りのディーゼル発電機１基については、至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※４：大容量空冷式発電機をいう。 

※５：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

4.3-別紙-65



 

 －4-194－ 

83－15－６ 代替所内電気設備（重大事故等対処用変圧器受電盤、重大事故等対処用変圧器盤、大容量

空冷式発電機）からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替所内電気設備（重大事故等対

処用変圧器受電盤、重大事故等対

処用変圧器盤、大容量空冷式発電

機）からの給電 

所要数が使用可能であること

 

適用モード 設  備 所要数 

重大事故等対処用変圧器受電盤

 

１個 

重大事故等対処用変圧器盤 １個 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

大容量空冷式発電機 ※１ 

※１：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

重大事故等対処用変圧器受電盤 

 

重大事故等対処用変圧器盤 

 

所要数が使用可能であることを確認

する。 

１か月に１回 保修課長 

4.3-別紙-66



 

 －4-195－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1  当直課長は、所内電気設備の系統電圧を確

認し、使用可能であることを確認する。 

及び 

A.2  保修課長は、当該設備と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※２

が動作可能である

ことを確認する

※３

。 

及び 

A.3  保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

 

30 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1  保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

A.4  保修課長は、当該設備と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備

※２

が動作可能である

ことを確認する

※３

。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※２：モード１、２、３、４、５及び６では、発電機車（中容量発電機車）及び変圧器車をいう。

モード１、２、３、４、５及び６以外では、発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）

及び変圧器車をいう。 

※３：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また、モード１、２、

３、４、５及び６で、「動作可能であること」とは、当該設備に要求される準備時間を満足さ

せるために、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処設備を設置し、ケーブルを接続す

る補完措置が完了していることを含む。 

 

4.3-別紙-67



 

 －4-196－ 

83－15－７ 代替所内電気設備（発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）、変圧器車及び可搬

型分電盤）からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替所内電気設備（発電機車

（中容量発電機車又は高圧発

電機車）、変圧器車及び可搬型

分電盤）からの給電 

所要数が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

変圧器車

 

１台 

可搬型分電盤 ７個 

モード１、２及び３（１次冷却

材圧力が 6.89MPa[gage]を超え

る場合） 

発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機

車） 

※１ 

※１：「83－15－３ 発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）からの給電」において運転上の

制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

変圧器車 

 

可搬型分電盤 

 

所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に 1回 保修課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1 当直課長は、所内電気設備の系統電圧を確

認し、使用可能であることを確認する。 

及び 

A.2 保修課長は、代替措置

※２

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。

 

及び 

A.3 保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２及

び３（１

次冷却材

圧 力 が

6.89MPa[

gage] を

超える場

合） Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、１次冷却材圧力を 6.89MPa 

[gage]以下に下げる。 

12 時間 

 

18 時間 

※２：代替品の補充等 

4.3-別紙-68



 

 －4-197－ 

83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

燃料油貯蔵タンク、タンクローリ

による燃料補給設備 

(1)燃料油貯蔵タンクの油量が 294k 

※１

以上あること 

(2)タンクローリの所要数が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

燃料油貯蔵タンク 294k 

※１ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 
タンクローリ １台

※２※３ 

※１：燃料油貯蔵タンク２基分 

※２：重大事故等対処設備の連続定格運転に必要な燃料を補給できる容量を有するもの 

※３：１号炉及び２号炉の合計所要数 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

燃料油貯蔵タンク 油量を確認する。 

 

１か月に１回 保修課長 

タンクローリ 所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 保修課長 

 

4.3-別紙-69



 

 －4-198－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料油貯蔵タンク

の油量が運転上の

制限を満足してい

ない場合 

A.1  保修課長は、燃料油貯蔵タンクの油量を制

限値内に回復させる。 

 

48 時間 

Ｂ．タンクローリの所

要数を満足してい

ない場合 

B.1 保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

又は 

B.2 保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

48 時間 

 

 

48 時間 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1 当直課長は、燃料補給を要する重大事故等

対処設備

※５

を動作不能

※６

とみなす。 

速やかに 

Ａ．燃料油貯蔵タンク

の油量が運転上の

制限を満足してい

ない場合 

A.1  保修課長は、燃料油貯蔵タンクの油量を制

限値内に回復させる措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ｂ．タンクローリの所

要数を満足してい

ない場合 

B.1 保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

B.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

B.3  当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

及び 

B.4 保修課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充等 

※５：燃料補給を要する重大事故等対処設備とは、大容量空冷式発電機、発電機車（中容量発電機

車及び高圧発電機車）、直流電源用発電機、移動式大容量ポンプ車、可搬型ディーゼル注入ポ

ンプ、可搬型電動ポンプ用発電機、取水用水中ポンプ用発電機、使用済燃料ピット及び復水

タンク補給用水中ポンプ用発電機、代替緊急時対策所用発電機及び使用済燃料ピット水位（広

域）（使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム含む）をいう。 

※６：当該可搬型設備の運転上の制限は個別に適用される。
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表
8
3
－

1
6
 
計

装
設

備
 

 8
3
－

1
6
－

１
 

計
装

設
備

 

機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

１
次
冷
却
材
高
温
側
温
度
 

(
広
域
)
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

ル
ー
プ
 

②
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
(
広
域
)
 

１
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査

時
 

 

保
修
課
長

 

１
次
冷
却
材
低
温
側
温
度
 

(
広
域
)
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

ル
ー
プ
 

②
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
(
広
域
)
 

１
 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

原
子

炉

容
器

内

の
温
度

 

〔
炉
心
出
口
温
度
〕

※
４

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他

検
出
器

※
４

 

②
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
（
広
域
）
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
（
広
域
）
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

１
次
冷
却
材
圧
力
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
(
広
域
)
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
(
広
域
)
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
１
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

原
子

炉

容
器

内

の
圧
力

 

〔
加
圧
器
圧
力
〕

※
４

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他

チ
ャ
ン
ネ
ル

※
４

 

②
１
次
冷
却
材
圧
力
 

１
 

D
.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

及
び

４
に

お
い

て
条

件
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成
で
き
な
い
場
合

 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー

ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー

ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

加
圧
器
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
容
器
水
位
 

③
１
次
冷
却
材
圧
力
 

④
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
(
広
域
)
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

原
子

炉

容
器

内

の
水
位

 

〔
燃
料
取
替
時
用
Ｒ
Ｃ
Ｓ
水
位
〕

※
４

 
①

１
次

冷
却

材
高

温
側

温

度
(
広
域
)
 

①
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
(
広
域
)
 

１
 

モ
ー

ド
 
 

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に

１
回

 
当
直
課
長

 

  

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド

 
条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

ほ
う
酸
注
入
ラ
イ
ン
流
量

 
機
能
検
査
を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 

補
助
注
入
ラ
イ
ン
流
量
 

余
熱
除
去
ル
ー
プ
流
量
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

③
加
圧
器
水
位
 

④
原
子
炉
容
器
水
位
 

⑤
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に

明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

 

S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
 

及
び
ス
プ
レ
イ
積
算
流
量

 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
加
圧
器
水
位
 

③
原
子
炉
容
器
水
位
 

④
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

〔
充
て
ん
ラ
イ
ン
流
量
〕

※
４

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
加
圧
器
水
位
 

③
原
子
炉
容
器
水
位
 

１
 

原
子

炉

容
器

へ

の
注

水

量
 

〔
蓄
圧
タ
ン
ク
圧
力
〕

※
４

 

〔
蓄
圧
タ
ン
ク
水
位
〕

※
４

 

①
１
次
冷
却
材
圧
力
 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
温
度
（
広

域
）
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に

明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

Ａ
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
器

出
口
積
算
流
量
 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

ほ
う
酸
注
入
ラ
イ
ン
流
量

 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ

メ
ー
タ
を
１
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

補
助
注
入
ラ
イ
ン
流
量
 

余
熱
除
去
ル
ー
プ
流
量
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

③
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

D
.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

及
び

４
に

お
い

て
条

件
Ａ

、
Ｂ

又
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー

ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー

ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

原
子

炉

格
納

容

器
へ

の

注
水
量

 

〔
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
器

出
口
流
量
〕

※
４

 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作
不
能
で

な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

温
度
 

格
納
容
器
内
温
度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
格
納
容
器
圧
力
 

③
A
M
用
格
納
容
器
圧
力
 

１
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 
A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

 

格
納
容
器
圧
力
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
A
M
用
格
納
容
器
圧
力
 

③
格
納
容
器
内
温
度
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

圧
力
 

A
M
用
格
納
容
器
圧
力
 

①
格
納
容
器
圧
力
 

②
格
納
容
器
内
温
度
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

水
位
 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

広
域

水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
狭

域
水
位
 

③
原

子
炉

下
部

キ
ャ

ビ
テ

ィ
水

位
 

③
原
子
炉
格
納
容
器
水
位
 

④
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

④
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

④
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

器
出
口
積
算
流
量
 

④
S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
４

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回
 
当
直
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
 

狭
域
水
位
 

①
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

１
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査

時
 

 

保
修
課
長

 

計
器

が
動

作

不
能

で
な

い

こ
と

を
指

示

値
に

よ
り

確

認
す
る
。
 

１
か

月
に

１

回
 

当
直
課
長

 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
 

①
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

器
出
口
積
算
流
量
 

②
S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

１
 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
.
1
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能

な
状
態
に
す
る
。
 

又
は
 

A
.
3
.
2
保
修

課
長
は
、

代
替
措
置

※
４

を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

  

3
0
日
 

可
搬

型
格

納

容
器

水
素

濃

度
計

測
装

置

の
機

能
検

査

を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査

時
 
保
修
課
長

 

可
搬

型
格

納

容
器

水
素

濃

度
計

測
装

置

が
動

作
可

能

で
あ

る
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

保
修
課
長

 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

水
位
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
位

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

器
出
口
積
算
流
量
 

①
S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

静
的

触
媒

式

水
素

再
結

合

装
置

動
作

監

視
装

置
の

機

能
を

確
認

す

る
。
 

定
期
検
査

時
 

 

保
修
課
長

 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

水
素

濃

度
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
 

②
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
動
作
監
視
装
置
 

②
電
気
式
水
素
燃
焼
装
置
 

動
作
監
視
装
置
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

電
気

式
水

素

燃
焼

装
置

動

作
監

視
装

置

の
機

能
を

確

認
す
る
。
 

定
期
検
査

時
 
保
修
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
代
替
品
の
補
充
等
（

格
納
容
器
水
素
濃
度
の
場
合
）
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 

計
器

が
動

作

不
能

で
な

い

こ
と

を
指

示

値
に

よ
り

確

認
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

  

A
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
.
1
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能

な
状
態
に
す
る
。
 

又
は
 

A
.
3
.
2
保
修

課
長
は
、

代
替
措
置

※
５

を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

  

3
0
日
 

可
搬

型
格

納

容
器

水
素

濃

度
計

測
装

置

の
機

能
検

査

を
実

施
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

保
修
課
長

 

B
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

可
搬

型
格

納

容
器

水
素

濃

度
計

測
装

置

が
動

作
可

能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す

る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
保
修
課
長

 

C
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
又

は
Ｂ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き
な
い
場
合
 

C
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

C
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス

水
素

濃
度

推

定
用

可
搬

型

線
量

率
計

の

機
能

確
認

を

実
施
す
る
。

 

１
年
に
１
回
 

安
全

管
理

課
長
 

ア
ニ

ュ

ラ
ス

内

の
水

素

濃
度
 

〔
ア
ニ
ュ
ラ
ス
水
素
濃
度
〕

※
４

 
①
格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ
ニ
タ
Ｂ
（
高
レ
ン
ジ
）

 

①
ア

ニ
ュ

ラ
ス

水
素

濃
度

推
定

用
可
搬
型
線
量
率
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

D
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

D
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
６

。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

ア
ニ

ュ
ラ

ス

水
素

濃
度

推

定
用

可
搬

型

線
量

率
計

が

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
安

全
管

理

課
長
 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
代
替
品
の
補
充
等
（

格
納
容
器
水
素
濃
度
又
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
水
素
濃
度
推
定
用
可
搬
型
線
量
率
の
場
合
）
 

※
６
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 
A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に

明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

 

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ

リ
ア
 

モ
ニ
タ
Ｂ
（
高
レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
格

納
容

器
内

高
レ

ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
Ａ

（
低
レ
ン
ジ
）
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に

明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ

リ
ア
 

モ
ニ
タ
Ａ
（
低
レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
格

納
容

器
内

高
レ

ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
Ｂ

（
高
レ
ン
ジ
）
 

１
 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

原
子

炉

格
納

容

器
内

の

放
射

線

量
率
 

〔
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
炉
内
計
装
区
域
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
格
納
容
器
じ
ん
あ
い
モ

ニ
タ
〕

※
４

 

〔
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ

〕

※
４

 

①
格

納
容

器
内

高
レ

ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
Ａ

（
低
レ
ン
ジ
）
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

  

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 
出
力
領
域
中
性
子
束
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

③
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度

(
広
域
)
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度

(
広
域
)
 

④
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
 

１
 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当

直
課
長

は
、

代
替
パ

ラ
メ
ー

タ
が

動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保

修
課
長

は
、

当
該
計

器
が
故

障
状

態

で
あ

る
こ
と

が
運
転

員
に

明
確

に
分
か

る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該

計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当

直
課
長

は
、

主
要
パ

ラ
メ
ー

タ
が

動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保

修
課
長

は
、

当
該
計

器
が
故

障
状

態

で
あ

る
こ
と

が
運
転

員
に

明
確

に
分
か

る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該

計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

中
間
領
域
中
性
子
束
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

②
出
力
領
域
中
性
子
束
 

②
中
性
子
源
領
域
 

中
性
子
束

※
５

 

③
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保

修
課
長

は
、

当
該
機

能
の
主

要
パ

ラ

メ
ー
タ
又
は
、
代
替

パ
ラ
メ
ー
タ
を
１
手

段
以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

未
臨

界

の
維

持

又
は

監

視
 

〔
中
間
領
域
中
性
子
束
起

動
率
〕

※
４

 
①
中
間
領
域
中
性
子
束
 

②
中
性
子
源
領
域
 

中
性
子
束

※
５

 

１
 

モ
ー

ド
１

及
び
２
 

D
.
モ

ー
ド

１
及

び
２

に

お
い
て
条
件
Ａ
、
Ｂ
又

は
Ｃ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
Ｐ
－
６
以
上
に
お
い

て
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
は
電
源
切
と
な
る
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
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－4-206－

 

機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 

 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

 

中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

※
５

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ
ル
 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

③
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ

う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

D
.
モ
ー
ド
２
、
３
及
び
４

に
お
い
て
条
件
Ａ
、
Ｂ

又
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

未
臨

界

の
維

持

又
は

監

視
 

〔
中

性
子

源
領

域
中

性
子

束
起

動
率
〕

※
４

 

①
中
性
子
源
領
域
 

中
性
子
束

※
５

 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

１
 

モ
ー

ド

２
、
３
、

４
、
５
及

び
６
 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
６

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
Ｐ
－
６
以
上
に
お
い

て
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
は
電
源
切
と
な
る
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
６
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

格
納
容
器
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
A
M
用
格
納
容
器
圧
力
 

③
格
納
容
器
内
温
度
 

１
 

機
能
検
査
を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
 
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温

度
／
出
口

温
度
(
S
A
)
 

１
 

計
器
が
動
作

不
能
で
な
い

こ
と
を
指
示

値
に
よ
り
確

認
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

 

〔
A
M
用

原
子

炉
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

圧
力
〕

※
４

 

①
原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

圧
力
(
S
A
)
 
 

１
 

〔
Ａ
、
Ｂ
格
納
容
器
再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
出

口
冷

却
水
流
量
〕

※
４

 

①
格
納
容
器
内
温
度
 

①
格
納
容
器
圧
力
 

１
 

A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測
す
る
計
器
全
て
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ

と
が

運
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
.
1
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

又
は
 

A
.
3
.
2
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５

を
検
討
し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

  

3
0
日
 

原
子
炉
補
機

冷
却
水
サ
ー

ジ
タ
ン
ク
圧

力
(
S
A
)
の
機

能
確
認
を
実

施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
 

ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
 

温
度
(
S
A
)
 

①
格
納
容
器
内
温
度
 

①
格
納
容
器
圧
力
 

１
 

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

又
は
他
ル

ー
プ
 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
温
度
(
広
域
)
 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
温
度
(
広
域
)
 

１
 

原
子
炉
補
機

冷
却
水
サ
ー

ジ
タ
ン
ク
圧

力
(
S
A
)
が
動

作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
保
修
課
長

 

蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
温
度
(
広
域
)
 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
温
度
(
広
域
)
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測
す
る
計
器
全
て
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ

と
が

運
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
.
1
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

又
は
 

B
.
3
.
2
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５

を
検
討
し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日
 

  

3
0
日
 

蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

①
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
温
度
(
広
域
)
 

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
温
度
(
広
域
)
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る
全
て
の
計
器
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段
以
上

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間
 

格
納
容
器
再

循
環
ユ
ニ
ッ

ト
入
口
温
度

／
出
口
温
度

(
S
A
)
の
機
能

確
認
を
実
施

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

保
修
課
長
 

補
助
給
水
流
量
 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

②
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

③
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

１
 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

最
終

ヒ

ー
ト

シ

ン
ク

の

確
保
 

〔
主
蒸
気
流
量
〕

※
４

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

③
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

③
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

③
補
助
給
水
流
量
 

１
 

モ
ー

ド

１
、
２
、

３
、
４
、

５
及

び

６
 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い
て
条
件
Ａ
又
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の
燃

料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
６

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃

度
が
低
下
す
る
操
作
を
全
て
中
止
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

格
納
容
器
再

循
環
ユ
ニ
ッ

ト
入
口
温
度

／
出
口
温
度

(
S
A
)
が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認

す
る
。
 

  

３
か
月
に
１
回

 
保
修
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
代
替
品
の
補
充
等
（

格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
(
S
A
)
又
は
、
原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
圧
力
(
S
A
)
の
場
合
）
 

※
６
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数

 

適
用
 

モ
ー
ド

 
条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

①
主
要
パ

ラ
メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

②
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

③
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

③
補
助
給
水
流
量
 

１
 

機
能
検
査
を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 
A
.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

 

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

①
主
要
パ

ラ
メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

①
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

②
補
助
給
水
流
量
 

１
 

B
.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

１
次
冷
却
材
圧
力
 

①
主
要
パ

ラ
メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

②
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

②
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

②
格
納
容

器
再
循
環

サ
ン
プ

広
域
水
位
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度

(
広
域
)
 

③
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度

(
広
域
)
 

１
 

C
.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間

 

〔
復
水
器
排
気
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
 

モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
高
感
度
型
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
〕

※
４

 

①
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

②
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

１
 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間

 

 

5
6
時
間

 
〔
補
助
建
屋
排
気
筒
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
安
全
補
機
室
排
気
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕

※
４

 

〔
補
助
建
屋
サ
ン
プ
タ
ン
ク
水
位
〕

※
４

 

〔
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
〕

※
４

 

①
１
次
冷
却
材
圧
力
 

①
加
圧
器
水
位
 

①
格
納
容

器
再
循
環

サ
ン
プ

広
域
水
位
 

①
蒸
気
発
生
器
狭
域
水
位
 

①
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
 

１
 

格
納

容

器
バ

イ

パ
ス

の

監
視
 

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
圧
力
〕

※
４

 

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
水
位
〕

※
４

 

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
温
度
〕

※
４

 

①
１
次
冷
却
材
圧
力
 

①
加
圧
器
水
位
 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ

ー
ド

５
及

び
６

に

お
い

て
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す
る

操
作

を
全

て
中

止
す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作
不
能
で

な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回
 
当
直
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
〔
 
〕
は
多
様
性
拡

張
設
備
を
示
す
。
多
様
性
拡
張
設
備
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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機
 
 
 
能

※
１

 
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

分
類
 

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２

 

所
要
チ

ャ
ン
ネ

ル
数
 

適
用
 

モ
ー
ド

 
条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

機
能
検
査
を

実
施
す
る
｡
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長

 
A
.
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測

す
る
計
器
全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

A
.
3
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

 

B
.
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測

す
る
計
器
全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

及
び
 

B
.
3
 
保
修
課
長
は
、
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

   

3
0
日

 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
広

域
水
位
 

③
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

器
出
口
積
算
流
量
 

③
ほ
う
酸
注
入
ラ
イ
ン
流
量
 

③
補
助
注
入
ラ
イ
ン
流
量
 

③
余
熱
除
去
ル
ー
プ
流
量
 

③
S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

１
 

C
.
１
つ
の
機
能
を
確
認
す
る

全
て
の
計
器
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

C
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ

ー
タ
又
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を

1
手
段

以
上
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

7
2
時
間

 

復
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
補
助
給
水
流
量
 

③
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

器
出
口
積
算
流
量
 

③
S
A
用
低
圧
炉
心
注
入
及
び
 

ス
プ
レ
イ
積
算
流
量
 

１
 

D
.
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
に
お
い
て
条
件
Ａ
、
Ｂ

又
は
Ｃ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

D
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間

 

 

5
6
時
間

 

水
源
の

 

確
保
 

ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ
ル
 

②
出
力
領
域
中
性
子
束
 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

②
中
性
子
源
領
域
 

中
性
子
束

※
４

 

１
 

モ
ー

ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
及
び
６

 

E
.
モ
ー
ド
５
及
び
６
に
お
い

て
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

E
.
1
 
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
の

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
５

。
 

及
び
 

E
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止
す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作
不
能
で

な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
か
月
に
１
回
 
当
直
課
長

 

※
１
：
 
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴

う
計
器
校
正
及
び
真
空
ベ
ン
チ
ン
グ
時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
等
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に

記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

※
３
：
 
チ
ャ
ン
ネ
ル
ご
と
に

個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
 
Ｐ
－
６
以
上
に
お
い

て
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
は
電
源
切
と
な
る
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
５
：
 
移
動
中
の
燃
料
を
所

定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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8
3
－

1
6
－

２
 

可
搬

型
計

測
器

 

所
要
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
１

 
確
認
事
項
 

設
 
 
 
備
 

所
要
数
 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 

 

保
修
課
長
 

温
度
、
圧
力
、
水
位
 

及
び
流
量
計
測
用
 

８
個
 

 

A
.
動
作

可
能
な
可
搬
型
計

測
器
が
所
要

数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

A
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

A
.
2
 
保
修
課
長

は
、
代
替
措
置

※
２

を
検
討

し
、
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。

3
0
日
 

  

3
0
日
 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
及
び
４
 

B
.
モ
ー

ド
１
、
２
、
３
及

び
４
に
お
い

て

条
件
Ａ
の

措
置
を
完

了
時
間

内
に
達

成

で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間

 

 

5
6
時
間

 

可
搬
型
計
測
器
 

 

圧
力
、
水
位
 

及
び
流
量
計
測
用
 

2
6
個
 

 

モ
ー

ド
５
及

び

６
 

A
.
動
作

可
能
な
可
搬
型
計

測
器
が
所
要

数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、

代
替
措
置

※
２

を
検
討
し
、

原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

 

保
修
課
長
 

※
１
：
所
要
数
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
等
 
 

 8
3
－

1
6
－

３
 

記
録

機
能

 

所
要
数
・
系
統
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
１

 
確
認
事
項
 

設
 
 
 
備
 

所
要
数
・
系
統
数
 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
件
 

措
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

機
能

検
査

を

実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 

 

保
修
課
長
 

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
 

ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
 

／
出
口
温
度
(
S
A
)
用
 

１
式

※
３

 

A
.
動
作

可
能
な
可
搬
型
温

度
計
測
装
置

が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

A
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
保
修
課
長
は
、

代
替
措
置

※
２

を
検
討
し
、

原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る

措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

 

保
修
課
長
 

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装
置
 

１
台

※
４

 
A
.
動
作
可
能
な

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装
置
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

A
.
1
 
技
術
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
２

を
検
討
し
、
原

子
炉
主

任
技

術
者
の

確
認

を
得

て
実

施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

S
P
D
S

デ
ー

タ

表
示

装
置

の

伝
送

確
認

を

実
施
す
る
。
 

１
か

月
に

１

回
 

 

技
術
課
長
 

緊
急

時
運

転
パ

ラ
メ

ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム

（
S
P
D
S
）
 

１
系
列

※
４

 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、

４
、

５
及

び
６
 

A
.
 
緊
急
時
運
転
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ

ム
（
S
P
D
S
）
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
技
術
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
２

を
検
討
し
、
原

子
炉
主
任
技

術
者
の
確

認
を
得
て

実
施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

緊
急

時
運

転

パ
ラ

メ
ー

タ

伝
送

シ
ス

テ

ム
（
S
P
D
S
）
の

伝
送

確
認

を

実
施
す
る
。
 

１
か

月
に

１

回
 

 

技
術
課
長
 

※
１
：
所
要
数
・
系
統
数
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
又
は
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
、
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
３
：
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
３
台
及
び
デ
ー
タ
コ
レ
ク
タ
１
台
 

※
４
：
１
号
炉
及
び
２
号
炉
の
合
計
所
要
数
・
系
統
数
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表 83－17 中央制御室 

 

83－17－１ 居住性の確保及び汚染の持ち込み防止 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

中央制御室非常用循環系 

居住性確保設備 

汚染の持ち込み防止設備 

(1)中央制御室当たり中央制御室非常用循環系１系統以上が動作

可能であること

※１

 

(2)可搬型照明（SA）、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の所要数

が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

中央制御室非常用循環ファン １台 

中央制御室空調ファン １台 

中央制御室循環ファン １台 

中央制御室非常用循環フィルタユニット １基 

可搬型照明（SA） 10個

※２

 

酸素濃度計 １個

※２ 

二酸化炭素濃度計 １個

※２

 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

大容量空冷式発電機

 

※３ 

※１：動作可能とは、ファンが手動起動（系統構成含む）できること、又は運転中であることをい

う。 

※２：１号炉及び２号炉の合計所要数 

※３：「83－15－１ 大容量空冷式発電機からの給電」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ファンを起動し、動作可能である

ことを確認する。 

定期検査時 発電課長 中央制御室非常用循環ファン 

中央制御室当たり１台以上のファ

ンを起動し、動作可能であること

を確認する

※４

。 

１か月に１回 発電課長 

中央制御室非常用循環フィル

タユニット 

フィルタのよう素除去効率（総合

除去効率）が 95%以上であることを

確認する。 

定期検査時 保修課長 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）が使用可能であ

ることを確認する。 

３か月に１回 発電課長 

及び 

安全管理課長 

酸素濃度計 酸素濃度計が使用可能であること

を確認する。 

３か月に１回 発電課長 

二酸化炭素濃度計 二酸化炭素濃度計が使用可能であ

ることを確認する。 

３か月に１回 発電課長 

※４：運転中のファンについては、運転状態により確認する。 

4.3-別紙-83



 

 －4-212－ 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．中央制御室非常用

循環系の全ての系

統が動作不能であ

る場合 

A.1 当直課長は、１台の余熱除去ポンプを起動

し、動作可能であることを確認する

※５

。 

及び 

A.2 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

４時間 

 

 

72 時間 

Ｂ．使用可能な可搬型

照明（SA）、酸素濃

度計又は二酸化炭

素濃度計が所要数

を満足していない

場合 

B.1 当直課長は、使用可能な可搬型照明(SA)、

酸素濃度計又は二酸化炭素濃度計の所要

数を満足させる。 

又は 

B.2 当直課長は、代替措置

※６

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ．条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ａ．中央制御室非常用

循環系の全ての系

統が動作不能であ

る場合 

A.1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3 当直課長は、モード５（１次冷却系非満水）

又はモード６（キャビティ低水位）の場合、

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ｂ．使用可能な可搬型

照明（SA）、酸素濃

度計又は二酸化炭

素濃度計が所要数

を満足していない

場合 

B.1 当直課長は、使用可能な可搬型照明(SA)、

酸素濃度計又は二酸化炭素濃度計の所要

数を満足させる措置を開始する。 

及び 

B.2 当直課長は、代替措置

※６

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※５：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。残りの余熱除去ポンプ１台について

は、至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等 
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表
8
3
－

1
8
 
監

視
測

定
設

備
 

 8
3
－

1
8
－

１
 

監
視

測
定

設
備

 

所
要
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
４

 
確
認
事
項
 

項
 
目
 
 
 
 

設
 
 
 
 
備
 

所
要
数

※
１

 
適
用
モ
ー
ド

 

条
 
 
件
 

措
 
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
 
目
 
 

頻
 
度
 
 

担
 
当
 

モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及

び
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
機
能

検
査
を
実

施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

 

保
修
課
長
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

※
２

及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

５
台

※
３
 

 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
、

６
及
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間

 

 

A
.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

A
.
1
 
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
安
全
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５

を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

 

モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及

び
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
動
作

不
能
で
な

い
こ
と
を
点
検
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

１
か

月
に

１

回
 

保
修
課
長
 

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

安
全
管
理
課
長

 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

５
個
 

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

安
全
管
理
課
長

 

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

機
能

確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

 

安
全
管
理
課
長

 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

８
個
 

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
が

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

安
全
管
理
課
長

 

可
搬
型
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

２
個
 

可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
 

２
個
 

N
a
I
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ

ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
個
 

放
射

能
測

定
装

置
の

機
能

確
認

を
実
施
す
る
。
 

 

 

１
年
に
１
回
 

 

安
全
管
理
課
長

 

G
M
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
個
 

Z
n
S
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ

ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

１
個
 

放

 

射

 

能

 

測

 

定

 

装

 

置

 

β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

１
個
 

放
射

能
測

定
装

置
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

安
全
管
理
課
長

 

電
離

箱
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

の
機

能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

安
全
管
理
課
長

 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
個
 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
、

６
及
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間

 

 
 
 
 
 

A
.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

A
.
1
 
安
全
管
理
課
長
は
、
当
該

設
備
を
動
作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
安
全
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
６

を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  

速
や
か
に

 

 

電
離

箱
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
か

月
に

１

回
 

安
全
管
理
課
長

 

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

放
射

線
量

の
測

定
 

小
型
船
舶
 
 

「
8
3
－
1
3
－
２
 
海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
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8
3
－

1
8
－

１
 

監
視

測
定

設
備

（
続

き
）

 

所
要
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
４

 
確
認
事
項
 

項
 
目
 
 
 
 

 

設
 
 
 
 
備
 

所
要
数

※
１

 
適
用
モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

措
 
 
置
 

完
了
時
間

 
項
 
 
 
目
 
 

頻
 
度
 
 

担
 
当
 

可
搬

型
気

象
観

測
装

置
の

機
能

確
認
を
実

施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

技
術
課
長
 

風
向

、
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
の
測
定

 

可
搬
型
気
象
観
測
装
置
 

１
個
 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
、

６
及
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
 

A
.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

A
.
1
 
技
術
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替

措
置

※
６

を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

 

 

速
や
か
に

 

 
可

搬
型

気
象

観
測

装
置

が
動

作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
技
術
課
長
 

※
１
：
１

号
炉
及
び
２
号
炉
の
合
計
所
要
数
 

※
２
：
放

射
性
物
質
の
濃
度
（
よ
う
素
及
び
ダ
ス
ト
）
は
除
く
。
 

※
３
：
計

画
的
な
保
守
点
検
に
よ
り
停
止
す
る
場
合
は
、
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
を
設
置
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４
：
設

備
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
５
：
可

搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
の
設
置
を
い
う
。
 

※
６
：
代

替
品
の
補
充
等
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表 83－19 緊急時対策所 

（代替緊急時対策所） 

 

83－19－１ 代替電源設備からの給電 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替緊急時対策所用発電機 代替緊急時対策所用発電機２台が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

代替緊急時対策所用発電機 １台×２

※１

 

燃料油貯蔵タンク ※２ 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

タンクローリ

 

※２ 

※１：代替緊急時対策所当たりの合計所要数 

※２：「83－15－８ 燃料油貯蔵タンク、タンクローリによる燃料補給設備」において運転上の制限

を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

発電機を起動し、運転状態（電圧等）

に異常がないことを確認する。 

１年に１回 防災課長 代替緊急時対策所用発電機 

２台以上の発電機を起動し、動作可

能であることを確認する。 

３か月に１回 防災課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ. 動作可能な代替緊

急時対策所用発電

機が２台未満であ

る場合 

A.1 防災課長は、代替緊急時対策所用発電機２

台を動作可能な状態に復旧する。 

又は 

A.2 防災課長は、代替措置

※３

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

30 日 

 

 

30 日 

Ｂ. 動作可能な代替緊

急時対策所用発電

機が１台未満であ

る場合  

B.1 防災課長は、代替緊急時対策所用発電機１

台を動作可能な状態に復旧する。  

又は 

B.2 防災課長は、代替措置

※３

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｃ. 条件Ａ又はＢの措

置を完了時間内に

達成できない場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ. 動作可能な代替緊

急時対策所用発電

機が２台未満であ

る場合  

A.1 防災課長は、代替緊急時対策所用発電機２

台を動作可能な状態に復旧する措置を開

始する。 

及び 

A.2 防災課長は、代替措置

※３

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※３：代替品の補充等
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83－19－２ 居住性の確保 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

代替緊急時対策所空気浄化系 

代替緊急時対策所加圧設備 

居住性確保設備 

(1)代替緊急時対策所空気浄化系１系統

※１

以上が動作可能である

こと 

(2)代替緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の所要数が使用可能

であること 

(3)酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の所要数が使用可能である

こと 

(4)代替緊急時対策所エリアモニタの所要数が動作可能であるこ

と 

適用モード 設  備 所要数 

代替緊急時対策所空気浄化ファン １台

※２

 

代替緊急時対策所空気浄化フィルタユニッ

ト 

１基

※２

 

代替緊急時対策所加圧設備 

（空気ボンベ） 

400 本以上

※２

 

酸素濃度計 １個

※２

 

二酸化炭素濃度計 １個

※２

 

代替緊急時対策所エリアモニタ １個

※２

 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

可搬型エリアモニタ（加圧判断用） ※３ 

※１：１系統とは、代替緊急時対策所空気浄化ファン１台及び代替緊急時対策所空気浄化フィルタ 

ユニット１基 

※２：代替緊急時対策所当たりの合計所要数 

※３：「83－18－１ 監視測定設備」において運転上の制限を定める。 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

代替緊急時対策所空気浄化系（フ

ァン及びフィルタユニット）が動

作可能であることを確認する。 

１か月に１回 防災課長 代替緊急時対策所空気浄化系 

代替緊急時対策所空気浄化フィル

タユニットのよう素除去効率（総

合除去効率）が 99.75%（有機よう

素）以上及び 99.99%（無機よう素）

以上であることを確認する。 

１年に１回 保修課長 

代替緊急時対策所加圧設備 

（空気ボンベ） 

代替緊急時対策所加圧設備（空気

ボンベ）の所要数が使用可能であ

ることを確認する。 

３か月に１回 防災課長 

酸素濃度計 酸素濃度計が使用可能であること

を確認する。 

３か月に１回 防災課長 

二酸化炭素濃度計 二酸化炭素濃度計が使用可能であ

ることを確認する。 

３か月に１回 防災課長 

機能確認を実施する。 １年に１回 安全管理課長 代替緊急時対策所エリアモニ

タ 代替緊急時対策所エリアモニタが

動作可能であることを確認する。 

３か月に１回 安全管理課長 
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(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替緊急時対策所

エリアモニタが所

要数を満足してい

ない場合 

A.1 安全管理課長は、当該設備を動作可能な状

態に復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 安全管理課長は、代替措置

※４

を検討し、原

子炉主任技術者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．代替緊急時対策所

空気浄化系の全て

が動作不能である

場合 

B.1 防災課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B.2 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

10 日 

Ｃ．代替緊急時対策所

加圧設備が所要数

を満足していない

場合 

C.1 防災課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

又は 

C.2 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

10 日 

Ｄ．使用可能な酸素濃

度計又は二酸化炭

素濃度計が所要数

を満足していない

場合 

D.1 防災課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

又は 

D.2 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｅ．条件Ｂ、Ｃ又はＤ

の措置を完了時間

内に達成できない

場合  

E.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

E.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ａ．代替緊急時対策所

エリアモニタが所

要数を満足してい

ない場合 

A.1 安全管理課長は、当該設備を動作可能な状

態に復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2 安全管理課長は、代替措置

※４

を検討し、原

子炉主任技術者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．代替緊急時対策所

空気浄化系の全て

が動作不能である

場合 

B.1 防災課長は、当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

B.2 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｃ．代替緊急時対策所

加圧設備が所要数

を満足していない

場合 

C.1 防災課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

C.2 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ｄ．使用可能な酸素濃

度計又は二酸化炭

素濃度計が所要数

を満足していない

場合 

D.1 防災課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

D.２ 防災課長は、代替措置

※４

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充等 
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表
8
3
－

2
0
 
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 

 8
3
－

2
0
－

１
 

通
信

連
絡

 

所
要
数
・
系
統
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

項
 
目
 

設
 
備
 

所
要
数
・

 

系
統
数

※
１

 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

措
 
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

１
か
月
に

1
回
 

（
固
定
型
）
 

技
術
課
長
 

衛
星
携
帯
電
話
設
備
 

８
台
 

衛
星

携
帯

電
話

設
備

の
通

話
確

認
を

実
施

す
る
。
 

３
か
月
に
１
回
 

（
携
帯
型
）
 

技
術
課
長
 

及
び
 

安
全
管
理
課
長
 

A
.
動

作
可

能
な

衛
星

携
帯

電
話

設
備

、
無

線
連

絡
設

備
又

は

S
P
D
S
デ

ー
タ
表
示
装
置

※
４

が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い

場
合
 

A
.
1
 
技

術
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

A
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
６

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

1
0
日

※
５

 

 

 

1
0
日
 

B
.
動

作
可

能
な

携
帯

型
通

話
設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い

な
い
場
合
 

B
.
1
 
当

直
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

B
.
2
当
直
課
長
は
、
代
替
措
置

※
６

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

1
0
日

 

 

 

1
0
日
 

無
線
連
絡
設
備
 

８
台
 

無
線

連
絡

設
備

の
通

話
確

認
を

実
施

す

る
。
 

３
か
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

携
帯
型
通
話
設
備
 

2
4
台
 

携
帯

型
通

話
設

備
の

通
話

確
認

を
実

施
す

る
。
 

３
か
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

C
.
緊

急
時

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ
ス

テ
ム
（

S
P
D
S
）

※
４

が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

又
は
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡

設
備

が
動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

C
.
1
 
技

術
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

C
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
７

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。

 

1
0
日

※
５

 

 

 

1
0
日
 

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装
置
 

２
台
 

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装

置
の

伝
送

確
認

を
実

施
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

緊
急
時
運
転
パ
ラ
メ
ー
タ

伝
送
シ
ス
テ
ム
（
S
P
D
S
）

 

1
系
列

※
２

 
緊

急
時

運
転

パ
ラ

メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

（
S
P
D
S
）

の
伝

送
確

認
を
実
施
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ

ム
 

I
P
電
話
 

衛
星
通
信

装
置

(
電

話
)
 

通
信
 

連
絡
 

設
備
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡
設
備
 

I
P
-
F
A
X
 

1
系
列

※
２

 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
及
び
４
 

D
.
条
件
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
措
置
を

完
了

時
間

以
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

D
.
1
当

直
課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 

及
び
 

D
.
2
 
当

直
課
長

は
、

モ
ー

ド
５

に
す

る
。
 

1
2
時
間
 

  

5
6
時
間
 

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
、
I
P
電
話
、
衛
星

通
信

装
置

(
電

話
)
、

I
P
-
F
A
X
の
通
話
通
信

確
認
を
実
施
す
る
。

 

１
か
月
に
１
回
 

技
術
課
長
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8
3
－

2
0
－

１
 

通
信

連
絡

（
続

き
）

 

所
要
数
・
系
統
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置

※
３

 
確
認
事
項
 

項
 
目
 

設
 
備
 

所
要
数
・

 

系
統
数

※
１

 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

措
 
 
置
 

完
了
時
間
 

項
 
 
目
 

頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

１
か
月
に

1
回

 

（
固
定
型
）
 

技
術
課
長
 

 

衛
星
携
帯
電
話
設
備
 

８
台
 

A
.
動

作
可

能
な

衛
星

携
帯

電
話

設
備

、
無

線
連

絡
設

備
又

は

S
P
D
S
デ
ー
タ

表
示
装
置

※
４

が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い

場
合
 

A
.
1
 
技

術
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

A
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
６

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確

認
を
得

て
実
施

す
る
措

置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
５

 

  

 

速
や
か
に
 

衛
星

携
帯

電
話

設
備

の
通

話
確

認
を

実
施

す
る
。
 

３
か
月
に
１
回

 

（
携
帯
型
）
 

技
術
課
長
 

及
び
 

安
全
管
理
課
長
 

無
線
連
絡
設
備
 

８
台
 

無
線

連
絡

設
備

の
通

話
確

認
を

実
施

す

る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
技
術
課
長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

携
帯
型
通
話
設
備
 

2
4
台
 

B
.
動

作
可

能
な

携
帯

型
通

話
設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い

な
い
場
合
 

B
.
1
 
当

直
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

B
.
2
当
直
課
長
は
、
代
替
措
置

※
６

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確

認
を
得

て
実
施

す
る
措

置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

   

速
や
か
に
 

携
帯

型
通

話
設

備
の

通
話

確
認

を
実

施
す

る
。
 

３
か
月
に
１
回

 
発
電
課
長
 

及
び
 

保
修
課
長
 

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装
置
 

２
台
 

S
P
D
S
デ
ー
タ
表
示
装

置
の

伝
送

確
認

を
実

施
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
技
術
課
長
 

緊
急
時
運
転
パ
ラ
メ
ー
タ

伝
送
シ
ス
テ
ム
（
S
P
D
S
）

 

 

1
系
列

※
２

 
緊

急
時

運
転

パ
ラ

メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

（
S
P
D
S
）

の
伝

送
確

認
を
実
施
す
る
。
 

１
か
月
に
１
回

 
技
術
課
長
 

テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ

ム
 

I
P
電
話
 

衛
星
通
信

装
置

(
電

話
)
 

通
信
 

連
絡
 

設
備
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡
設
備
 

I
P
-
F
A
X
 

1
系
列

※
２

 

モ
ー
ド
５
、
６
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る
期
間
 

C
.
緊

急
時

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ
ス
テ
ム
（
S
P
D
S
）

※
４
 

が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

又
は
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡

設
備

が
動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

C
.
1
 
技

術
課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

C
.
2
 
技
術
課
長
は
、
代
替
措
置

※
７

を

検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者

の
確

認
を
得

て
実
施

す
る
措

置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
５

 

   

速
や
か
に

 

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
、
I
P
電
話
、
衛
星

通
信

装
置

(
電

話
)
、

I
P
-
F
A
X
の
通
話
通
信

確
認
を
実
施
す
る
。

 

１
か
月
に
１
回

 
技
術
課
長
 

※
１
：
１
号
炉
及
び
２
号
炉
の
合
計
所
要
数
・
系
統
数
 

※
２
：
緊
急
時
運
転
パ
ラ

メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ
ム
(
S
P
D
S
)
に
つ
い
て
は
、
Ａ
系
又
は
Ｂ
系
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
有
線
系
、
無
線
系
又
は
衛
星
系
回
線
で
所
内
及
び
所
外
へ
伝
送
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
、
I
P
電
話
、
衛
星
通
信
装
置
(
電
話
)
、
I
P
-
F
A
X
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
通
信
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
３
：
設
備
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
４
：
サ
ー
バ
切
替
等
に

よ
る
一
時
的
な
デ
ー
タ
伝
送
停
止
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
ま
た
、
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
、
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
を
条
件
に
行
う
計
画
的

保
守
及
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
の
点
検
及
び
試
験
に
伴
う
デ
ー
タ
伝
送
停
止
を
含
む
。
）
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
５
：
衛
星
携
帯
電
話
設

備
、
緊
急
時
運
転
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ
ム
(
S
P
D
S
)
、
及
び
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
、
原
子
炉
設
置
者
所
掌
外
の
設
備
（
通
信
衛
星
等
の
他
の
事
業
者
等
が

所
掌
す
る
設
備
）
の
故
障
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
は
、
当
該
要
求
さ
れ
る
措
置
に
対
す
る
完
了
時
間
を
除
外
す
る
。
 

※
６
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
、
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
又
は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確
保
に
よ
る
措
置
を
い
う
。
 

※
７
：
緊
急
時
運
転
パ
ラ

メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ
ム
(
S
P
D
S
)
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
、
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、

通
信
機
器
の
補
充
等
を
い
う
。
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表 83－21 その他の設備 

 

83－21－１ アクセスルートの確保 

 

(1) 運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

アクセスルートの確保 ホイールローダの所要数が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

モード１、２、３、４、５、６

及び使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間 

ホイールローダ １台

※１

 

※１：１号炉及び２号炉の合計所要数 

 

(2) 確認事項 

項   目 確 認 事 項 頻 度 担 当 

ホイールローダ 所要数が使用可能であることを確認

する。 

３か月に１回 

 

保修課長 

 

(3) 要求される措置 

適用 

モード 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

A.1  保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する。 

又は 

A.2 保修課長は、代替措置

※２

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

10 日 

 

 

10 日 

モ ー ド

１、２、

３及び４ 

Ｂ．条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1  当直課長は、モード３にする。 

及び 

B.2  当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

モ ー ド

５、６及

び使用済

燃料ピッ

トに燃料

体を貯蔵

している

期間 

Ａ．所要数を満足して

いない場合 

 

A.1  保修課長は、当該設備を使用可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A.2  当直課長は、１次冷却系の水抜きを行って

いる場合は、水抜きを中止する。 

及び 

A.3  当直課長は、モード５（１次系冷却系非満

水）又はモード６（キャビティ低水位）の

場合、１次系保有水を回復する措置を開始

する。 

及び 

A.4  保修課長は、代替措置

※２

を検討し、原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※２：代替品の補充等 
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4.4 予防保全を目的とした点検・補修のために計画的に運転上の制限外に移行する

場合ついて 

 

 (１)基本的な考え方 

  保安規定第４章に定める設備・機器が、運転上の制限を満足しない状態に移行す

る場合のうち、予防保全を目的とした点検・保修を実施するために計画的に運転上

の制限を満足しない状態に移行する場合については、保安規定の運転上の制限の考

え方として、突発的に生じた運転上の制限の逸脱とは明確に区別するべきものであ

ることから、その定義、運用を明確に定める必要があるため、保安規定において、

「予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合」の条文を規定している。 

 

この条の運用を適用できる点検・保修は、運転上の制限が設定されている設備・

機器及びそれらに直接的に関連する設備・機器（以下、「対象設備・機器」という。）

に対して「予防保全を目的とした点検・保修であって、対象設備・機器に要求され

る機能が維持されていることはもちろんのこと、故障、損傷等の兆候（軽度な場合

※１

を除く）がない状態から実施するもの。」に限定され、機能確認試験や消耗品の

交換、清掃、手入れ等の点検・保修には適用できるが、機器に故障、損傷の兆候（軽

度な場合

※１

を除く）がある場合やその機能が低下していることに伴う点検・保修に

は適用できない。なお、この考え方については、「「運転上の制限を満足しない場

合（第４項及び第５項）の運用方法について」平成13 年4 月1 日原子力事故故障

対策室」を参考に記載したものである。以下に、適用の具体例を記載する。 

 

基本的な考え方は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するために計画的に

運転上の制限を満足しない状態に移行する場合については、運転上の制限を満足し

ない場合とはみなさないというものである。運転上の制限を満足しないという点で

は、故障等による運転上の制限を満足しない場合と等価であるものの、予防保全を

目的とした点検・保修を実施することは、早期に設備に対する危険要素を取り除く

行為であり、このような行為を阻害することはかえって安全レベルの低下につなが

るものであることから、同じく保安規定に定める「運転上の制限を満足しない場合」

とは分けて規定している。この主旨は「予防保全を目的とした点検・保修を実施す

る場合」の条文において、予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合の運転

上の制限外への移行は「運転上の制限を満足しない場合とはみなさない」として明

記している。 

 

ここで、予防保全を目的とした点検・保修作業とは以下のものとしている。 

① 法令に基づく点検・保修（例：消防法第３章に基づいて非常用ディーゼル発電

機用軽油タンクの消火設備を保修する際に軽油タンクを空にすることにより、
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軽油タンクの動作不能の状態が生じる場合） 

② 自プラント及び他プラントの事故・故障の再発防止対策の水平展開として実施

する点検・保修 

③原子炉設置者が自主保安の一環として、定期的に行う点検・保修（放射線モニタ

点検、可燃性ガス濃度制御系点検、非常用ガス処理系点検、中央制御室非常用換

気空調系点検、変圧器点検、送電線点検等） 

④消耗品等の交換にあたって、交換の目安に達したため実施する点検・保修（フィ

ルタやストレーナの交換、潤滑油やグリース補給等） 

※１：メカシール

※２

やグランド部

※３

からの漏えいによる部品交換等、軽微な点検・

保修

※２※４

 

※２：次の場合は適用できない。 

a. 各原子炉設置者があらかじめ定めている取替期間を超えて使用している場合

又はあらかじめ取替期間を定めていない場合 

b. 漏えい量がメーカーによる漏えい管理推奨値を超えている場合 

c. 連続運転のポンプにおいては、漏えい量の著しい増加傾向が認められる場合

（著しい増加傾向とは、１週間以内に漏えい量がメーカーによる漏えい管理推

奨値を超えると予測される場合とする。したがって、予防保全を目的としてメ

カシールの点検・保修を実施する場合には、原子炉設置者はその計画の説明時

に漏えい量の増加傾向の予測と点検・保修の着手日を示すことになるが、点

検・保修に着手する時点までに漏えい量が漏えい管理推奨値を超えた場合及び

漏えい量の増加傾向が大きくなり計画を前倒しする場合には、事前に点検・保

修の計画を説明したとしても適用できない。） 

d. 間欠運転のポンプ（例：ＥＣＣＳポンプ）においては、運転中に漏えい量の

増加傾向が認められる場合 

※３：増締めを行い、漏えい量が通常の状態に復旧した場合に限る。 

※４：軽微な点検・保修とは、以下のような事例をいう。 

a. 要求される機能は維持されているが、対象設備・機器以外の設備・機器の点

検・保修のために、運転上の制限を満足しない状態に移行する場合。（例：ポ

ンプ自動停止回路不良による保修（現場での手動停止は可能な場合）等） 

b. 対象設備・機器の故障、損傷の兆候の有無又はその機能が低下しているかど

うかを判断するために、運転上の制限を満足しない状態に移行する場合。 

（例１：計測及び制御設備において所要チャンネルのうち１チャンネルの機能

が喪失する可能性があるかどうか判断するために、当該チャンネルを

バイパスする。（保安規定上、バイパスが許容されているものに限る。） 

例２：海水ポンプの切替えに伴い停止したポンプが逆回転したことを受け、

その調査のためにポンプ出口の逆止弁を点検する場合等） 

なお、対象設備・機器に故障、損傷の兆候がある又はその機能が低下している
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と判断した場合には、判断した時点を要求される措置の起点とするのではなく、

運転上の制限を満足しない状態に移行した時点を要求される措置の起点とす

る。 

c. 要求される機能は維持されているが、対象設備・機器について予防保全を目

的として予備品と交換するために、運転上の制限を満足しない状態に移行する

場合。（例：基板交換や予備配線への切替え等） 

 

この考え方に対し、新規制基準の適用によって新たに運転上の制限を設定する

機器の取扱いについて、次項にて説明する。 

 

（２）重大事故等対処設備および設計基準事故対処設備のうち、新規制基準導入に伴

い追加となったＬＣＯ対象設備について 

 

 新たに導入された、重大事故等対処設備および設計基準事故対処設備の予防保

全を目的とした点検・保修についても、ＬＣＯが設定されるものであれば、（１）

の基本的な考え方の適用に相違があるものではなく、「予防保全を目的とした点

検・補修であって、対象設備・機器に要求される機能が維持されていることはも

ちろんのこと、故障、損傷等の兆候（軽度な場合

※１

を除く）がない状態から実施

するもの。」に限定される。 

 以下に、重大事故等対処設備および設計基準事故対処設備の予防保全を目的と

した点検・保修における対応を記載する。 

 

a.重大事故等対処設備

※５

場合 

ＬＣＯ逸脱時の措置と同様に、予め当該機能を有する設計基準事故対処

設備が動作可能であることの確認に加え、同等の機能を持つ他の重大事故

等対処設備が動作可能であることの確認（必要に応じて補完措置も含む）、

ＡＯＴ延長のための多様性拡張設備が動作可能であることを確認（必要に

応じて補完措置も含む）、または当該機能を補完する代替措置を講じた上で

実施することし、作業時間としては、それらの措置に応じた完了時間であ

る３日、３０日、あるいは１０日を適用する。 

なお、可搬設備については、車両上に設置されているものがあり、これ

らの車両は法定点検を受ける必要がある。２Ｎを保有しないものについて

は、上記の設備の場合と同様に、代替措置(多様性拡張設備によるものを含

む)等の補完措置を講じ、その車両の法定点検期間についても、その措置に

応じたＡＯＴを適用する。 

     ※５：設置許可基準規則により、保守点検による待機除外時のバックアッ

プを確保することが求められている設備については、その設計要求及
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びバックアップはＬＣＯ対象外で管理することを踏まえて、保安規定

に定める「予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合」の条文

を適用しない。 

 

b. 設計基準事故対処設備の場合 

 設計基準事故対処設備のＬＣＯ逸脱時の措置と同様に、健全側系統機器

の健全性確認を行い、作業時間としては、それらの措置に応じたＡＯＴを

適用する。 

     

上記のＡＯＴ期間では対応作業ができない場合は、保安規定の運転管理に

定めるとおり、ＡＯＴを超えて実施する場合における予め必要な安全措置を

定め、炉主任の確認を得て実施する。 

 

（３）保全計画に基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合の措置 

一部の設計基準事故対処設備（号炉間の共用設備等）については、保全計画に

基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合、上述（１）③のとおり予防保全

を目的とした点検・保修作業として取り扱っていた。 

重大事故等対処設備のうち、一部設備については、炉心に燃料が無い期間にお

いてもＬＣＯが要求される設備があり、これらについて保全計画に基づき定期的

に点検・保修を実施し、ＬＣＯに抵触する場合、その点検・保修の目的は設計基

準事故対処設備と変わるものではないことから、同様に予防保全を目的とした点

検・保修作業として取り扱う。 

ただし、点検・保修期間中のリスク増加を抑えるため、点検・保修の実施時期

および点検時の措置をあらかじめ保安規定に定めることとする。 

なお、従前から実施していた設計基準事故対処設備の保全計画に基づいた定期

的に行う点検・保修についても同様に点検・保修の実施時期および点検時の措置

をあらかじめ保安規定に定めることとする。 

以 上 
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4.5 新規制基準の適用後の保守管理活動について 

 

4.5.1 新規制基準を踏まえた保守管理計画について 

  保安規定に定める保守管理計画については、「原子力発電所の保守管理規定

(JEAC4209-2007)」に従い実施することを規定しており、その保守管理活動は保守

管理計画に定めるＰＤＣＡサイクルを通じて、継続的改善を図ってきたものである。 

新規制基準によって、新たに設置する重大事故等対処設備及び多様性拡張設備並

びに新たに地震、津波、竜巻などから防護すべき対象設備（以下、「防護設備」と

いう。）及びそれを保護することを目的に設置する設備（防護設備と合わせて「防

護設備等」という。）については、下図に示す保守管理計画で取り扱うこととする。  

具体的な保守管理計画における取扱いについては、次項にて説明する。 

 
 

注：条文番号は例 
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4.5.2 保守管理計画における新規制基準の取扱いについて 
(1)保全対象範囲の策定（120 条 4.） 
 保全対象範囲の策定においては、重要度分類指針、発電用原子力設備に関する技術

基準を定める省令(省令 62 号)に規定された設備、炉心損傷または格納容器機能喪失を

防止するために必要な機能を有する設備などにより、保全対象範囲として系統毎の範

囲と機能を明確にすることが求められてきた。また、この保全対象範囲策定に当たっ

ては、7.1 点検計画の策定に示す通り、予防保全を基本とする保全方式を選定し、そ

の保全方式に応じて、点検周期を定めることとしている。 
 これまで、その要求に従って、保全対象範囲を定めてきたが、新規制基準で新たに

追加となる 
・重大事故等対処設備 
・多様性拡張設備 

・大規模損壊時の対応に使用する設備 

・新たに追加された防護設備（ＤＧ燃料タンク、タンクローリー） 

・防護設備を保護するための設備(竜巻用防護ネット等) 

を発電用原子炉施設とし保全対象範囲に加えるため、「設置変更許可申請書」の仕様

表及び設計方針並びに「工事計画認可申請書」の要目表及び基本設計方針に保管又は

設置要求があり許可又は認可を受けた設備並びに「多様性拡張設備」を保安規定の保

全対象範囲の項目に加える。 
これらの機器のうち、重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備がＬＣＯ逸脱し

た場合に代替機能として位置づける多様性拡張設備については、安全施設に想定され

る自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないものであることが求め

られ、安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設または設備

等への措置を含むとされているものであることから、予防保全として、時間基準保全

または状態基準保全にて点検計画を定める。 
 
(2)保全重要度の設定（120 条 5.） 
 前項における保全対象範囲を明確にしたうえで、構築物、系統及び機器の保全重要

度は、重要度分類指針の重要度に基づき、ＰＲＡから得られるリスク情報を考慮して

設定することが求められている。また、重要度分類指針の考え方においては、所要の

安全機能を直接果たす構築物、系統および機器を表す「当該系」と、当該系の機能を

果たすのに直接必要となる直接関連系(例：駆動用電源等)および当該系の信頼性を維

持し、または担保するために必要な間接関連系(例：監視計装、防護設備を保護する

ための設備)に分類でき、直接関連系は当該系と同位の重要度、間接関連系は当該系

より下位の重要度として取り扱うこととしている。 
これまで、既存の設備に対しては前記の考えを基に保全重要度を設定しているが、

新たな機器の一部については、重要度分類指針が適用できない、およびＰＲＡからの
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リスク情報が準備されていない状況にあることから次のとおりとする。 
重大事故等対処設備については、従来から規定する炉心損傷または格納容器機能喪

失を防止するために必要な機能を有する設備（ＡＭ設備）に相当し、ＰＲＡから得ら

れるリスク重要度が高相当として保全重要度が高い設備（クラス 1,2 相当）と位置づ

けて、保全重要度を設定することを追記する。 
また、多様性拡張設備については、重大事故等対処設備が使用不能となった場合に

おいて、重大事故等対処設備の機能の一部を代替する設備であり、保安規定において

重大事故等対処設備がＬＣＯ逸脱した場合に代替機能として位置づける多様性拡張

設備ものについては保全重要度を高に設定することを追記する。 
なお、防護設備等については、設計基準対処設備であり、従来の重要度分類指針の

機能にて判断することとなるため、前記のとおり防護設備を保護するための設備(竜
巻防護ネット等)は防護設備(海水ポンプ等)の間接関連系に整理されると考えること

から、重要度分類指針上はクラス２または３と見なし、クラス 2 であれば保全重要度

は高として取り扱うこととする。 
 

(3)保全活動管理指標の設定および指標の監視等について（120 条 6.(1)～(4)） 
  系統レベルの保全活動管理指標は、保全重要度の高い系統のうち重要度分類指針

クラス１、クラス２およびリスク重要度の高い系統機能並びに重大事故等対処設備

および重大事故等対処設備がＬＣＯ逸脱した場合に代替機能として位置づける多

様性拡張設備に対して、予防可能故障(MPFF)回数および非待機(UA)時間を設定す

る。 
また、系統レベルの保全活動管理指標の目標値は、それぞれ以下のとおり。 
① 予防可能故障(MPFF)回数：目標値は運転実績、重要度分類指針の重要度、リ  

スク重要度を考慮して設定する。 
② 非待機(UA)時間：目標値は、点検実績および AOT を参照して設定する。 
これに対し、新たに設置された設備については、(1)(2)の設定結果を受けて、本

項に基づく管理指標および指標の監視等を行うこととする。 
 
(4)保全計画の策定(120 条 7,7.1～7,3) 
 保全計画の策定に当たっては、前項の保全重要度を勘案し、必要に応じて使用環境

や設置環境(自然災害時の使用や屋外の保管状況)を考慮し、(1)項で定める対象範囲に

対する保全計画を策定する。この保全計画には、点検計画や補修取替計画などをを含

めることを規定している。この点検計画においては、保全重要度を勘案し、予防保全

を基本とし、予防保全であれば時間基準保全または状態基準保全を行う。 
なお、補修、取替え等の計画を行う場合、安全上重要な機器(重大事故等対処設備

を含む)に対して実施する場合は、法令に基づく必要な手続きを行うことを規定して

おり、従来の設置変更許可及び届出／工事計画／使用前検査／溶接安全管理検査に加
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え、施設定期検査／安全管理審査についても、必要な手続きの要否を追加して同様に

検討を行い、その結果を記録する。 
 
これに対し、新たに設置された設備の計画においては、重大事故等対処設備であれ

ば保全重要度が高い設備（クラス 1,2 相当）であること、また防護設備を保護するた

めの設備については前記のとおりクラス２であれば保全重要度が高であること、多様

性拡張設備であれば重大事故等対処設備の後段としてその機能の一部を果たす設備

であり、その代替できる程度によって全てをリスク重要度の高に位置づけられるもの

ではないと判断し、保全重要度は高または低であることを考慮して保全計画を策定す

る。 
また、保全計画には次の３つを含める。①点検計画として保全方式を選定し点検方

法、実施頻度等を定めた点検計画を策定する。②補修、取替えおよび改造計画を定め

る。この時、安全上重要な機器等については、法令に基づく必要な手続きの要否につ

いて確認を行い、記録する。③特別な保全計画として、地震、事故等により長期停止

を伴った特別な措置として、予め原子炉施設の状態に応じた保全方法および実施時期

を定めた計画とする。 
（参考：7,1 点検計画策定、7.2 補修、取替え計画策定、7.3 特別な保全計画） 

 
(5)保全の実施(120 条 8) 
 前項で定めた計画に基づき点検、補修等の保全を実施する。また、点検、補修結果

について記録する。 
 
(6)点検、補修等の結果の確認・評価(120 条 9) 
 系統及び機器の点検補修の結果から、所定の機能を発揮しうる状態にあることを所

定の時期（所定の機能が要求される時または計画された保全の完了時期）までに確認

評価し、記録する。 
また、これらの点検・補修等が実施されたことを確認・評価し記録することが求め

られていることに対し、従来の保守管理記録に加え、新規に導入された機器も含め、

炉規則の改正によって、使用前検査および施設定期検査の記録も保存する。 
 

これに対し、具体的な運用として、重大事故等対処設備および防護設備等は、所定

の機能が要求される時期までに必要であることから、その時期までに確認し、評価し、

その結果を記録することとなる。 
なお、重大事故等対処設備はＬＣＯ対象設備であり、設備に不具合が発生した場合

は、定めるＡＯＴに従い補修等を行い機能維持することが求められる。一方、設置許

可基準規則および技術基準規則に定める機器のうちＬＣＯに設定されない機器につ

いては、各種許可基準に基づく機能維持を確実にすることから、各機器の機能維持を
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求める条文において、「不具合が発生した場合は速やかに復旧する。」ことを規定する。  
 
 
(7)保全の有効性評価(120 条 11) 
 保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有効に機能して

いることを確認するとともに、継続的な改善につなげることが求められている。 
 
また、具体的な運用として、重大事故等対処設備等も含めて、保全活動から得られ

た情報等から、保全の有効性を評価することについては、従来と同様に保全管理指標

の監視結果、トラブルなどの運転経験、他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に

係るデータ等を組み合わせ、評価を行うこととする。 
 

以上の(1)～(7)を踏まえ、現在、重大事故等対処設備等の保全重要度の分類作業

を行っているところであるが、その結果に従い、現状の保全計画書に規定する内容

に従って適切に保守管理活動を実施することとする。 
 
(8)その他 
 保守管理計画については、構築物、系統及び機器を取り扱うものであり、それに該

当しない、例えば防火帯の維持運用などについては火災防護計画に定めて管理する。 

新たに追加となった重大事故等対処設備、多様性拡張設備及び防護設備等の保全重要度の判断については、重要

度分類指針を参考にして、各機器ごとに考え方を整理して、個別に判定する必要がある。現状は総論を記載した。 
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第８章 保守管理 

 

（保守管理計画） 

第１２０条 保守管理を実施するにあたり、以下の保守管理計画を定める。 

 

１．定義 

本保守管理計画における用語の定義は、「原子力発電所の保守管理規程

（JEAC4209-2007）」に従うものとする。 

２．保守管理の実施方針および保守管理目標 

(1) 社長は、原子炉施設の安全確保を最優先として、保守管理の継続的な改善を図るた

め、保守管理の現状等を踏まえ、保守管理の実施方針を定める。また、１２．の保守

管理の有効性評価の結果、および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）

を踏まえ保守管理の実施方針の見直しを行う。 

(2) さらに、第１２０条の２に定める長期保守管理方針を策定または変更した場合に

は、長期保守管理方針に従い保全を実施することを保守管理の実施方針に反映する。 

(3) 原子力部門は、保守管理の実施方針に基づき、保守管理の改善を図るための保守管

理目標を設定する。また、１２．の保守管理の有効性評価の結果、および保守管理を

行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ保守管理目標の見直しを行う。 

３．保全プログラムの策定 

原子力部門は、２．の保守管理目標を達成するため４．より１１．からなる保全プロ

グラムを策定する。 

また、１２．の保守管理の有効性評価の結果、および保守管理を行う観点から特別な

状態（７．３参照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

４．保全対象範囲の策定 

原子力部門は、原子力発電施設の中から、各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として

次の各項の設備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において、一般の産業施設よりもさらに高度な信頼性の確保および

維持が要求される機能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において、一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保および維持が

要求される機能を有する設備 

(3) 設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書に保管又は設置要求があり許可又は認

可を受けた設備 

(4) 多様性拡張設備

※１

 

(5) 炉心損傷または格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

(6) その他自ら定める設備 

※１：多様性拡張設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状

態において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に

有効な設備 

 

 

 

 

 

 

【記載例】 
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５．保全重要度の設定 

原子力部門は、４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で、

構築物、系統および機器の保全重要度を設定する。 

 

 

 

(1) 系統の保全重要度は、原子炉施設の安全性を確保するため、重大事故等対処設備（ま

たは重大事故等対処設備が運転上の制限を逸脱した場合に代替機能として位置づけ

る多様性拡張設備）に該当することもしくは重要度分類指針の重要度に基づき、ＰＳ

Ａ確率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する。 

(2) 機器の保全重要度は、当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。 

なお、この際、機器が故障した場合の系統機能への影響、確率論的リスク評価から得

られるリスク情報を考慮することができる。 

(3) 構築物の保全重要度は、(1)または(2)に基づき設定する。 

６．保全活動管理指標の設定、監視計画の策定および監視 

 (1) 原子力部門は、保全の有効性を監視、評価するために５．の保全重要度を踏まえ、

プラントレベルおよび系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として、以下のものを設定する。 

① ７０００臨界時間あたりの計画外自動スクラム回数 

② ７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

③ 工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として、５．（１）の保全重要度の高い系統のうち、

重要度分類指針クラス１、クラス２およびリスク重要度の高い系統機能並びに重大

事故等対処設備（および重大事故等対処設備がＬＣＯ逸脱した場合に代替機能とし

て位置づける多様性拡張設備）に対して以下のものを設定する。 

① 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

② 非待機（ＵＡ）時間

※２

 

 

 

※２：非待機（ＵＡ）時間については、待機状態にある機能および待機状態にある

系統の動作に必須の機能に対してのみ設定する(以下、本条において同じ)。 

(2) 原子力部門は、以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また、１１．

の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は、運転実績を踏まえて設定する。 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

①予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は、運転実績、重要度分類指針の重要度、

リスク重要度を考慮して設定する。 

②非待機（ＵＡ）時間の目標値は、点検実績および第４章第３節（運転上の制限）

第２０条から第８６条の第３項で定める要求される措置の完了時間を参照して

設定する。 

(3) 原子力部門は、プラントまたは系統の供用開始までに、保全活動管理指標の監視項

目、監視方法および算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお、監視計画

多様性拡張設備をＡＯＴの延長に用いる場合 

多様性拡張設備をＡＯＴの延長に用いる場合 



 

4.5-8 

 

には、計画の始期および期間に関することを含める。 

(4) 原子力部門は、監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取および監視を

実施し、その結果を記録する。 

７．保全計画の策定 

(1) 原子力部門は、４．の保全対象範囲に対し、以下の保全計画を策定する。なお、保

全計画には、計画の始期および期間に関することを含める。 

ａ．点検計画（７．１参照） 

ｂ．補修、取替えおよび改造計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

(2) 原子力部門は、保全計画の策定にあたって、５．の保全重要度を勘案し、必要に応

じて次の事項を考慮する。また、１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画

の見直しを行う。 

ａ．運転実績、事故および故障事例などの運転経験 

ｂ．使用環境および設置環境 

ｃ．劣化、故障モード 

ｄ．機器の構造等の設計的知見 

ｅ．科学的知見 

(3) 原子力部門は、保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認す

るとともに、安全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し、保全計画を策定す

る。 

７．１ 点検計画の策定 

(1) 原子力部門は、原子炉停止中または運転中に点検を実施する場合は、あらかじめ保

全方式を選定し、点検の方法ならびにそれらの実施頻度および実施時期を定めた点検

計画を策定する。 

(2) 原子力部門は、構築物、系統および機器の適切な単位ごとに、予防保全を基本とし

て、以下に示す保全方式から適切な方式を選定する。 

ａ．予防保全 

 ①時間基準保全 

 ②状態基準保全 

ｂ．事後保全 

(3) 原子力部門は、選定した保全方式の種類に応じて、次の事項を定める。 

ａ．時間基準保全 

点検を実施する時期までに、次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物、系統および機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評

価するために必要なデータ項目、評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお、時間基準保全を選定した機器に対して、運転中に設備診断技術を使った状

態監視データ採取、巡視点検または定例試験の状態監視を実施する場合は、状態

監視の内容に応じて、状態基準保全を選定した場合に準じて必要な事項を定め

る。 

ｂ．状態基準保全 

①設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに、次の事項を定める。 

ｉ）状態監視データの具体的採取方法 

ⅱ）機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目、評価方法

および必要な対応を適切に判断するための管理基準 
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ⅲ）状態監視データ採取頻度 

ⅳ）実施時期 

ⅴ）機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

②巡視点検を実施する時期までに、次の事項を定める。 

ⅰ）巡視点検の具体的方法 

ⅱ）構築物、系統および機器の状態を監視するために必要なデータ項目、評価

方法および管理基準 

ⅲ）実施頻度 

ⅳ）実施時期 

ⅴ）機器の状態が管理基準に達するかまたは故障の兆候を発見した場合の対応

方法 

③定例試験を実施する時期までに、次の事項を定める。 

ⅰ）定例試験の具体的方法 

ⅱ）構築物、系統および機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・

評価するために必要なデータ項目、評価方法および管理基準 

ⅲ）実施頻度 

ⅳ）実施時期 

ⅴ）機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

 

ｃ．事後保全 

事後保全を選定した場合は、機能喪失の発見後、修復を実施する前に、修復方

法、修復後に所定の機能を発揮することの確認方法および修復時期を定める。 

７．２ 補修、取替えおよび改造計画の策定 

(1) 原子力部門は、補修、取替えおよび改造を実施する場合は、あらかじめその方法お

よび実施時期を定めた計画を策定する。また、安全上重要な機器等

※３

の補修、取替え

および改造を実施する場合は、その計画段階において、法令に基づく必要な手続き

※

４

の要否について確認を行い、その結果を記録する。 

(2) 原子力部門は、補修、取替えおよび改造を実施する構築物、系統および機器が、所

定の機能を発揮しうる状態にあることを検査および試験により確認・評価する時期ま

でに、次の事項を定める。 

ａ．検査および試験の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な検査およ

び試験の項目、評価方法および管理基準 

ｃ．検査および試験の実施時期 

※３：安全上重要な機器等とは、「安全上重要な機器等を定める告示」に定める機器お

よび構造物並びに重大事故等対処設備をいう(以下、本条および第１３３条におい

て同じ)。 

※４：法令に基づく手続きとは、原子炉等規制法 第４３条の３の８（変更の許可及び

届出等）、第４３条の３の９（工事計画の認可）、第４３条の３の１０(工事計画の

届出)、第４３条の３の１１（使用前検査）、第４３条の３の１２（燃料体検査）、

第４３条の３の１３（溶接安全管理審査）、４３条の３の１５（施設定期検査）お

よび第４３条の３の１６（定期安全管理検査）に係る手続きをいう(以下、本条お

よび第１３３条において同じ)。 

７．３ 特別な保全計画の策定 

(1) 原子力部門は、地震、事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは、

特別な措置として、あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法および実施時

期を定めた計画を策定する。 
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(2) 原子力部門は、特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物、系統および機器が、

所定の機能を発揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに、次

の事項を定める。 

ａ．点検の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項

目、評価方法および管理基準 

ｃ．点検の実施時期 

８．保全の実施 

(1) 原子力部門は、７．で定めた保全計画にしたがって点検・補修等の保全を実施する。 

(2) 原子力部門は、保全の実施にあたって、以下の必要なプロセスを実施する。 

ａ．工事計画 

ｂ．設計管理 

ｃ．調達管理 

ｄ．工事管理 

(3) 原子力部門は、点検・補修等の結果について記録する。 

９．点検・補修等の結果の確認・評価 

(1) 原子力部門は、あらかじめ定めた方法で、保全の実施段階で採取した構築物、系統

および機器の点検･補修等の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを、所

定の時期

※４

までに確認･評価し、記録する。 

(2) 原子力部門は、最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には、定め

たプロセスに基づき、点検・補修等が実施されていることを、所定の時期

※４

までに確

認・評価し、記録する。 

※４：所定の時期とは、所定の機能が要求される時またはあらかじめ計画された保全の 

完了時をいう。 

１０．点検・補修等の不適合管理、是正処置および予防処置 

(1) 原子力部門は、以下の a.および b.の場合には、不適合管理を行ったうえで、９．

の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法、実施頻度およ

び時期の是正処置ならびに予防処置を講じる。 

ａ．点検・補修等を実施した構築物、系統および機器が所定の機能を発揮しうること

を確認・評価できない場合 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって、定めたプロセ

スに基づき、点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合 

(2) 原子力部門は、(1)a.および b.の場合の不適合管理、是正処置および予防処置につ

いて記録する。 

１１．保全の有効性評価 

原子力部門は、保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有

効に機能していることを確認するとともに、継続的な改善につなげる。 

(1) 原子力部門は、あらかじめ定めた時期および内容に基づき、保全の有効性を評価す

る。なお、保全の有効性評価は、以下の情報を適切に組み合わせて行う。 

ａ．保全活動管理指標の監視結果 

ｂ．保全データの推移および経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

ｃ．トラブルなど運転経験 

ｄ．高経年化技術評価および定期安全レビュー結果 

ｅ．他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に係るデータ 

ｆ．リスク情報、科学的知見 
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(2) 原子力部門は、保全の有効性評価の結果を踏まえ、構築物、系統および機器の保全

方式を変更する場合には、７．１に基づき保全方式を選定する。また、構築物、系統

および機器の点検間隔を変更する場合には、保全重要度を踏まえた上で、以下の評価

方法を活用して評価する。 

ａ．点検および取替結果の評価 

ｂ．劣化トレンドによる評価 

ｃ．類似機器等のベンチマークによる評価 

ｄ．研究成果等による評価 

(3) 原子力部門は、保全の有効性評価の結果とその根拠および必要となる改善内容につ

いて記録する。 

１２．保守管理の有効性評価 

(1) 原子力部門は、１１．の保全の有効性評価の結果および２．の保守管理目標の達成

度から、定期的に保守管理の有効性を評価し、保守管理が有効に機能していることを

確認するとともに、継続的な改善につなげる。 

(2) 原子力部門は、保守管理の有効性評価の結果とその根拠および改善内容について記

録する。 

１３．情報共有 

原子力部門は、保守点検を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要

な技術情報を、ＰＷＲ事業者連絡会を通じて他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

 



4.6 可搬設備及び代替緊急時対策所設備等の巡視点検について 
 
発電用原子炉施設の巡視点検については、基本的には運転中の機器、待機状態にある

機器について、毎日実施することで異常兆候を発見する。 
なお、可搬設備等の系統から切離されており保管状態にある機器については、保全の

考えを基に一定期間毎に巡視点検を行うことで健全性の確認を行う場合がある。 
具体的には、現在、可搬設備及び代替緊急時対策所設備等については、保全活動の一

環として定期的な外観点検（水中ポンプ１回／月）、絶縁抵抗測定（水中ポンプ１回／

６ヶ月）、潤滑油入替え（水中ポンプ１回／６ヶ月）、起動確認（発電機２回／月）等を

実施し、訓練時においても問題なく起動できており、異常は確認されていないことから、

これらの実績を基に、定検時にしか確認できない設備を除き１週間１回～１ヶ月１回程

度で保全活動の頻度以上の巡視及び点検を行う。 
本運用により巡視点検を行う場合は、保安規定に対象機器を定め、詳細については設

備ごとに適切な頻度を２次文書に定めた上で行うこととする。 
 

【記載例】 
 
（巡視点検） 

第 13 条 当直課長は、毎日１回以上、原子炉施設（原子炉格納容器内、アニュラス内、第 105

条第１項で定める区域及び系統より切離されている施設

※１

を除く。）を「運転基準」に基づき

巡視し、次の施設及び設備について点検を行う。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源、給排水及び排気施設 

２ 当直課長は、「運転基準」に基づき原子炉格納容器内、アニュラス内及び第 105 条第１項で

定める区域を、関連するパラメータによる間接的な監視により、点検を行う。なお、原子炉

格納容器内及び第 105 条第１項で定める区域（特に立入りが制限された区域を除く。）は一定

期間

※２

ごとに巡視し、点検を行う。 

３ 防災課長、技術課長、安全管理課長、保修課長、土木建築課長及び当直課長は、「非常事態

対策基準」、「技術基準」、「放射線管理基準」、「保修基準」、「土木建築基準」及び「運転基準」

に基づき、系統より切離されている施設について一定期間

※２

ごとに巡視し、点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは、可搬設備、代替緊急時対策所設備及び通信連絡を

行うために必要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは、１か月を超えない期間をいい、その確認の間隔は７日間を上限として

延長することができる。ただし、確認回数の低減を目的として、恒常的に延長しては

ならない。なお、定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。 

また、点検可能な時期が定期検査時となる施設については、定期検査ごととする。 
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5.その他 

5.1 原子炉主任技術者の選任について 

 

省令改正に伴い、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下、炉規則とい

う。）95 条の改正に伴い、発電用原子炉主任技術者（以下、「炉主任」という。）の選任

等について、「同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、兼任する

ことを妨げない。」として規定していた内容が削除されるとともに、新たに実務の経験

として通算して 3年以上であることが求められている。 

 

＜炉規則改正内容の抜粋＞ 

炉規則第９５条第１項第９号 発電用原子炉主任技術者の選任等 

変更前 変更後 

第十九条法第四十条第一項の規定による原子

炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うもの

とする。ただし、同一の工場又は事業所におけ

る同一型式の原子炉については、兼任すること

を妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第四十条第二項の規定による届出書の提

出部数は、正本一通とする。 

第九十五条法第四十三条の三の二十六第一項

の規定による発電用原子炉主任技術者の選任

は、発電用原子炉ごとに行うものとする。 

 

 

２ 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力

規制委員会規則で定める実務の経験は、第一

号から第四号までに掲げる期間が通算して

三年以上であることとする。 

一発電用原子炉施設の工事又は保守管理に関

する業務に従事した期間 

二発電用原子炉の運転に関する業務に従事し

た期間 

三発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解

析及び評価に関する業務に従事した期間 

四発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は

管理に関する業務に従事した期間 

３ 法第四十三条の三の二十六第二項で準用す

る法第四十条第二項の規定による届出書の

提出部数は、正本一通とする。 

 

 

この改正を踏まえ、例えば一人の炉主任が 1号炉と 2号炉を兼務できた運用から、1

号炉で一人、2号炉で一人の炉主任を選任する運用に変更する必要がある。また、従来

はその炉主任に選任する要件としては、炉規則に特に定めがなく、炉主任の資格を有す

る者の中から選任できたものが、炉規則による要件として実務経験も考慮して選定する

必要があることから、それらの要件について次のとおり整理する。 

 



5.1-2 

 

5.1.1 炉主任の選任について 

炉主任の選任については、前記、炉規則改正内容を踏まえ、原子炉毎に 1名を選

任することとする。その場合の炉主任として選任すべき要件としては、従来と同様

に炉主任の資格を有する者の中から、5.1.2 項に示す運転経験、および 5.1.3 項に

示す保安規定に定める役職要件を踏まえて選任する。 

 

5.1.2 実務経験の考え方 

  今回の改正によって炉主任に選任する要件として、炉規則に示された次の実務経験

について、3年以上従事した経験を有する者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務 

(2) 原子炉の運転に関する業務 

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

(4) 原子炉の燃料体の設計又は管理に関する業務 

 

5.1.3 保安規定に定める役職要件 

炉主任に選任する役職要件は、従前より保安規定において炉主任の職務を果たす

ために、正の炉主任については独立性の観点から保安規定に定める特定の役職者、

代行者の職位についても課長級以上としており、考え方に変更は無い。 

 

以上を踏まえた川内原子力発電所における保安規定の記載例は以下のとおり。 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 社長は、原子炉主任技術者及び代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者で

あって、次の各号に掲げる業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から

選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務 

(2) 原子炉の運転に関する業務 

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

(4) 原子炉の燃料体の設計又は管理に関する業務 

２ 原子炉主任技術者は，原子炉ごとに選任する。 

３ 原子炉主任技術者の職位は、原子炉保安監理担当とする。なお、原子炉保安監理担

当は、安全品質保証統括室長、安全品質保証統括室副室長及び原子力訓練センター所

長と兼務できる。 

４ 代行者の職位は，課長以上とする。 

５ 原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合は、代行者と交代する。ただし、職務

を遂行できない期間が長期にわたる場合は、第１項から第３項に基づき、あらためて

原子炉主任技術者を選任する。 

以 上 
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5.2 原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の運用について 
 

5.2.1 経緯 

  各原子力発電所における従来の保安規定では、「モード５，６および照射済燃料

移動中においては、非常用ディーゼル発電機１基以上が動作可能であること」との

旨を規定し運用してきた。 
 

平成２３年４月７日、宮城県沖地震が発生し、運転停止中の東北電力東通原子力

発電所において外部電源が喪失したが、非常用発電設備が起動し電源の確保を行っ

た。その後、外部電源は復旧したが、非常用発電設備がトラブルにより停止し、保

安規定における運転上の制限を逸脱した。 
本事象を踏まえ、当時の原子力安全・保安院は、原子力発電所を有する電気事業

者に対し以下の内容を保安規定へ反映することを指示した。 
 

  ・原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流電源

母線に接続する非常用発電設備が２台動作可能（同一発電所に複数炉ある場合

には、必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備か

ら受給可能な場合の台数を含む。）であることを必要とすることとする。 
 

このため、各社は速やかに指示内容を保安規定へ反映し、原子炉停止中（ＰＷＲ

型原子炉においては、モード１，２，３および４以外）における非常用発電設備の

配備、他の号炉の非常用ディーゼル発電機から電力供給が可能となる手順を整備し

運用している。 
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（ディーゼル発電機 －モード１，２，３及び４以外－） 
第 73条 モード１，２，３及び４以外において，ディーゼル発電機は，表 73－１で定める事項を運

転上の制限とする。 

 （中略） 

 

表 73－１ 

項  目 運転上の制限 

ディーゼル発電機

※１

 (1)ディーゼル発電機２基が動作可能であること

※２※３

 

(2)(1)のディーゼル発電機に対応する燃料油サービスタンクの貯油 

量が表73－２に定める制限値内にあること

※４

 

※１：ディーゼル発電機は、重大事故等対処設備を兼ねる。 
※２：ディーゼル発電機の予備潤滑運転（ターニング，エアラン）を行う場合，運転上の制限を適

用しない。 
※３：ディーゼル発電機には，非常用発電機１基を含めることができる。非常用発電機とは，所要 

の電力供給が可能なものをいう。なお，非常用発電機は複数の号炉で共用することができる。 
 （中略） 
 
表73－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.ディーゼル発電機２基及

び非常用発電機１基のう

ち，２基以上が動作不 

能

※５

である場合 

 

A.1 保修課長は，照射済燃料の移動を中止す 

る

※６

。 

及び 

A.2 当直課長は，１次冷却材中のほう素濃度が 

低下する操作を全て中止する｡ 

及び 

A.3 当直課長は，ディーゼル発電機２基及び非

常用発電機１基のうち，少なくとも２基を

動作可能な状態に復旧する措置を開始す 

る｡ 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

※５：ディーゼル発電機の燃料油サービスタンクの貯油量（保有油量）が制限値を満足していない

場合を含む。 

※６：（記載省略） 

 
（附則） 

第１条  （記載省略） 

２ 第 73 条（ディーゼル発電機 －モード１，２，３及び４以外－）の表 73－１について，非常用

発電機の運用を開始するまでは，所要の電力供給が可能な場合，他の号炉のディーゼル発電機又

は移動式発電装置を非常用発電機とみなすことができる。 

（記 載 例） 
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5.2.2 新規制基準における電源設備の位置づけについて 

平成２５年７月８日、新規制基準が施行され、設置許可基準規則、技術基準規則

において設計基準事故対処設備、重大事故等対処設備が法令上明確に区分されたこ

とから、原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の扱いについて、下記のと

おり明確化する。 

（１）非常用発電設備を２台要求している旧原子力安全・保安院指示文書が引き続き

有効（廃止されていない）であるため、指示文書を踏まえて規定している現在の

保安規定記載内容は変更を要しない。 

（２）原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の運用に関する附則の解釈は、

下記のとおりとする。 

ａ． 他の号炉の非常用ディーゼル発電機については、二次文書等に定めている、

自号炉の非常用母線へ速やかに給電できる手順等を整備しておくことにより、

自号炉の非常用発電機とみなすことができる。この場合、設置許可基準規則等

における「共用」には当たらない。 

ｂ． 移動式発電装置のうち重大事故等対処設備と位置付けているものは、保安規

定他条文において、重大事故等発生時にその用途に応じた所要数量を定め運用

を管理していることから、本条文における非常用発電機とみなすことはできな

い。 

ただし、重大事故等対処設備のうちバックアップ分（＋α）として運用を管

理しているものは、別の用途に使用しても重大事故等発生時における対応に支

障はないと考えられることから、バックアップ分の設備が非常用発電機として

必要な所要の容量（当該運転モードにおける非常用ディーゼル発電機に期待さ

れる負荷）を有することを確認したうえで、非常用発電機とみなすことができ

る。 

 

 

以  上 
 



5.3-1  

5.3 制御室外停止機能（低温停止）のＬＣＯについて 

 

技術基準規則（解釈）において、中央制御室以外の場所から原子炉を停止し、かつ、

安全な状態に維持することができる装置について、高温停止に加え「引き続き低温停

止できる機能を有した装置であること」との要求が明確化（別紙－１）されたことに

係る保安規定への反映として、以下に整理する。 

 

5.3.1 技術基準規則で要求される「安全な状態を維持することができる装置」の解

釈 

技術基準規則の解釈では、「中央制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止

でき、引き続き低温停止できる機能を有した装置である。」としており、当該装置

は、中央制御室外原子炉停止盤（以下、EP 盤という。）及びその関連設備として、

中央制御室以外の場所から低温停止までの移行操作に必要な設備全般を指すもの

と解釈する。 

 
5.3.2 これまでの保安規定上の扱い 

EP 盤の要求は、米国 STS「遠隔停止系は制御室外の適切な場所でプラントを直

ちに停止させ、モード 3 の安全な状態を維持する機能を有する機器を設置するこ

と。」を参考に定めている。この遠隔停止系の要求は米国 STS の計装で整理されて

おり、保安規定でも計測制御系の条文で EP 盤として整理しているが、中央制御室

外操作の全てが遠隔制御系である必要は無い。 

また、安全設計審査指針の「適切な手順を用いて原子炉を引き続き低温停止で

きること」の要求に対しては、高温停止後に、適切な現場操作（操作手順）を用い

て「低温停止」に移行することが出来れば良いとの解釈もでき、 

◆保安規定 第 33 条

＊１

にて高温停止までの「モード 1～3」を担保 

◆保安規定 第 14 条

＊２

にて「低温停止」のための手順（操作手順）を担保 

として低温停止機能を担保してきた。 

＊１：第 33 条「計測及び制御設備」 

＊２：第 14 条「運転管理に関する社内基準の作成」 

 

5.3.3 今後の保安規定上の扱い 

技術基準規則（解釈）において、低温停止できる機能を有することが明示され

たことから、従前どおり「低温停止」を手順のみで担保するだけでなく、設備に対

する運転上の制限として「低温停止」のための装置を要求することとする。 

(1) 適用モードと必要な操作器及び監視計器について 

適用モードは、低温停止に移行し維持するために、縛る必要があるモードとし

て、モード 1～４とする。このモード４以上において、運転上の制限を逸脱した
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場合の要求される措置により、安全な低温停止状態に移行することが可能である。 

必要な操作器及び監視計器については、現行の保安規定 第 33 条の運転上の制

限に倣い「低温停止への移行操作時に必要な主要機器で操作頻度が高いか、操作

が時間的に急を要する機器の操作器、及び必要最小限のパラメータ」として選定

する。（別紙－２） 

なお、選定した操作器及び監視計器について、必ずしも EP 盤内で整理すること

が求められているものではなく、中央制御室以外の、例えば現地盤にしか操作器

又は監視計器がない場合、この現地盤の操作器又は監視計器について運転上の制

限を定めて管理する。 

(2) 保安規定での管理方法 

中央制御室以外からの原子炉停止操作手順については、高温停止移行から低温

停止移行・維持に係る操作を、引き続き保安規定 第 14 条にて担保する。 

高温停止及び低温停止への移行・維持機能の担保としては、保安規定 第 33 条

の中央制御室外原子炉停止装置として整理できる場合は、その中で適用モード範

囲の拡大、適用機器の操作器及び必要な監視計器を追加することとする。 

なお、中央制御室以外からの低温停止への移行・維持機能として、現地盤の操

作器及び監視計器を運転上の制限を定めて管理する場合においては、現地盤であ

ることを明確化した上で保安規定 第 33 条に追加することとする。 

 

以 上 
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別
紙
－
１

 
技
術
基
準
規
則
等
の
要
求
事
項

 
【
技
術
基
準
規
則
】
 

 
技
術
基
準
規
則
（
H
2
5
.
6
.
2
8
）
 

技
術
基
準
規
則
の
解
釈
（
H
2
6
.
8
.
6
）
 

備
 
考
 

第
 

3
8
 

条
 

 

原
 

子
 

炉
 

制
 

御
 

室
 

等
 

4
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
火

災
そ

の
他

の
異

常
な

状
態

に
よ

り
原

子
炉

制
御

室
が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
、

原
子

炉
制

御
室

以
外

の
場

所
か

ら
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

を
停

止
し

、
か

つ
、

安
全

な
状

態
に

維
持

す
る

こ
と

が
で

き
る

装
置

を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

9
 
第

4
項
に
規
定
す
る
「
原
子
炉
制
御
室
以
外
の
場
所
」
と

は
、

原
子

炉
制

御
室

を
構

成
す

る
区

画
壁

の
外

で
あ

っ
て

原
子

炉
制

御
室

退
避

の
原

因
と

な
っ

た
居

住
性

の
悪

化
の

影
響

が
及

ぶ
恐

れ
が

な
い

程
度

に
隔

離
さ

れ
た

場
所

を
い

い
、
「
安
全
な
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
装
置
」
と

は
、

原
子

炉
制

御
室

以
外

の
場

所
か

ら
発

電
用

原
子

炉
を

高
温

停
止

で
き

、
引

き
続

き
低

温
停

止
で

き
る

機
能

を
有

し
た
装
置
で
あ
る
こ
と
。
 

新
た
な
追
加
要
求
事
項
で
は
な
い
 

【
低

温
停
止
機
能
要
求
の
明
確
化
】
 

 

従
来
か
ら
の

要
求

事
項

で
あ

る
安
全
設

計
審

査
指
針
で
は
「

適
切

な
手

順
を
用
い

て
原

子
炉

を
引

き
続

き
低

温
停

止
で

き

る
こ

と
」

と
要

求
し

て
い

る
（

下
表

参

照
）
。
 

＊
装
置
：
「
あ
る
特
定
の
機
能
を
達
成
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
一
連
の
設
備
群
」
と
の
意
味
合
い
よ
り
、
E
P
盤
及
び
そ
の
関
連
設
備
を
指
す
。
 

  【
安
全
設
計
審
査
指
針
】
 

 
安
全
設
計
審
査
指
針
 

指 針 ４ ２

 

制 御 室 外 か

ら の 原 子 炉 停 止 機 能

 

原
子
炉
施
設
は
、
制
御
室
外
の
適
切
な
場
所
か
ら
原
子
炉
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
次
の
機
能
を
有
す
る

設
計
で
あ
る
こ
と
。
 

（
1
）
原
子
炉
施
設
を
安
全
な
状
態
に
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
な
計
測
制
御
を
含
め
、
原
子
炉
の
急
速

な
高

温
停
止
が
で
き
る
こ
と
。
 

（
2
）
適
切
な
手
順
を
用
い
て
原
子
炉
を
引
き
続
き
低
温
停
止
で
き
る
こ
と
。
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別
紙
－
２

 
低
温
停
止
移
行
操
作
と
運
転
上
の
制
限
の
設
定
例

 
操
作
項
目

 
必
要
な
補
機
（
操
作
器
）

 
必
要
な
監
視
計
器

 
適
用
モ
ー
ド
等

 
ほ
う
酸
添
加

 
 
低
温
停
止
に
必
要
な
ほ
う
酸
を
、
ほ
う
酸
ポ
ン
プ
及
び
充
て
ん
／

高
圧
注
入
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
１
次
冷
却
系
に
添
加
す
る
。

 
・
ほ
う
酸
ポ
ン
プ
 
 
 
 
 
 
＊
１

 
・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 
＊
２

 
－

 
＊
１
：
モ
ー
ド
１
，
２
及
び

３
 

＊
２
：
モ
ー
ド
１
，
２
，
３

及
び
４

 
１
次
冷
却
系
の
冷
却

 
 
蒸
気
発
生
器
を
使
用
し
て
１
次
冷
却
系
の
冷
却
を
行
う
。

 
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
抽
出
オ
リ
フ
ィ
ス
隔
離
弁
の
開
閉

に
よ
り
、
加
圧
器
水
位
を
調
節
し
、
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ
を
使
用
し

な
が
ら
、
加
圧
器
の
冷
却
及
び
減
圧
を
行
う
。
１
次
冷
却
材
の
収
縮

に
対
し
て
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
を
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ
に
よ
り
補
給
す
る
。

 

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 
＊
２

 
・
抽
出
オ
リ
フ
ィ
ス
隔
離
弁
 
 
＊
２

 
・
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ
 
 
 
 
＊
２

 
・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
 
 
 
＊
２

 
・
海
水
ポ
ン
プ
 
 
 
 
 
 
 
＊
２

 
・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 
＊
２

 

・
加
圧
器
圧
力
計
 
 
 
 
 
＊
１

 
・
加
圧
器
水
位
計
 
 
 
 
 
＊
２

 
・
蒸
気
発
生
器
水
位
計
 
 
 
＊
２

 
・
蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
計
 
 
 
＊
２

 
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
作
動
信
号
（
Ｓ
Ｉ
信
号
）
ブ
ロ
ッ
ク

 
 
加
圧
器
水
位
・
圧
力
低
等
に
よ
る
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
が
作
動

し
な
い
よ
う
に
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
。

 
Ｅ
Ｐ
盤
以
外
の
場
所
か
ら
も
ブ
ロ
ッ
ク
可
能
で
あ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
操
作
に
お
い
て
は
、
冷
却
を
停
止
し
、
温
度
圧
力

を
維
持
し
た
状
態
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、

時
間
的
に
急
を
要
す
る
こ
と
が
な
い

た
め
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
対
象
外
と
す

る
。

 
蓄
圧
タ
ン
ク
出
口
電
動
弁
の
閉
止

 
 
蓄
圧
タ
ン
ク
出
口
電
動
弁
を
閉
止
し
、
蓄
圧
タ
ン
ク
水
が
１
次
冷

却
系
に
注
入
す
る
の
を
防
止
す
る
。

 
Ｓ
Ｉ
信
号
ブ
ロ
ッ
ク
同
様
、
温
度
圧
力
を
維
持
し
た
状
態
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
時
間
的
に
急
を
要
す
る
こ
と
が

な
い
た
め
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
対
象
外
と
す
る
。

 

余
熱
除
去
系
の
使
用

 
 
１
次
冷
却
系
の
温
度
・
圧
力
が
所
定
の
値
ま
で
低
下
し
た
後
、
余

熱
除
去
系
を
起
動
す
る
。

 
・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
・
海
水
ポ
ン
プ

 
・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

 
・
１
次
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

 
・
１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
（
低
温
側
）
 モ

ー
ド
３
及
び
４

 

中
性
子
束
の
監
視

 
－

 
・
中
性
子
束
（
中
性
子
源
領
域
）

 
モ
ー
ド
２
（
Ｐ
－
６
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾛ
ｯ

ｸ
未
満
）
，
３
及
び
４

 
 ア

ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
機
器
：

 
現
行
の
Ｅ
Ｐ
盤
の
運
転
上
の
制
限
に
倣
い
「
低
温
停
止
へ
の

移
行
操
作
時
に
必
要
な
主
要
機
器
で
操
作
頻
度
が
高

い
か

、
操
作
が

時
間
的
に
急
を
要
す
る

機
器

の
操
作

器
、
及
び
必
要
最
小
限
の
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
し
て
選
定
し
た
結
果
、
低
温
停
止
機
能
に
必
要
な
操
作
器
、
監
視
計
器
と
し

て
新

た
に

運
転
上
の
制

限
の

対
象
機
器
と
す
る

も
の
。
 



  

 

 

 

 

 

添 付 資 料 一 覧 

 

 

 

 

 

１ 保安規定添付３「重大事故等及び大規模損壊対応にかかる実施基準」に記

載すべき内容の例について 

１.１ 大規模損壊対策 

 

 

 

基本設計で前提とした運転管理事項が運転段階においても継続して確保されるこ

とを担保するために、必要な事項を要求事項とする。 

青字下線を、要求事項の行為者及び行為内容として保安規定及び２次文書他に記

載する。 

緑字下線を、行為内容を遂行する実施者及び実施内容として２次文書他に記載す

る。 
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流

文
書

（
設

置
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更

許
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書
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安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
1

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                         

                                                         

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制
の

整
備
）

 

第
1
7

条
の

７
 

防
災

課
長

は
、

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

り
原

子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損

壊
が

生
じ

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実
施
基

準
」

に
従
い
策

定
す
る

。
 

(
1
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
 

(
2
)
 
(
1
)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次

の
事

項
 

ア
 

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

 

イ
 

重
大
事

故
の

発
生
及

び
拡

大
の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る
た

め
に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と
を

確
認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い

う
。

）
を

年
１

回
以

上
実
施
す

る
こ
と

 

ウ
 

イ
項
の

訓
練

の
実
施

計
画

を
作
成

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確
認

を
得
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
 

エ
 

イ
項
の

訓
練

の
結
果

を
記

録
し
、

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報
告
す

る
こ
と

 

(
3
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

 

２
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、

次
の

各
号

の
手

順
を

定
め

る
。

ま
た

、
手

順
書

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
従
う
。

 

(
1
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

大
規

模
な
火

災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消
火

活
動

に
関

す
る

こ
と

 

(
2
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

炉
心

の
著
し

い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る
こ

と
 

(
3
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
格
納

容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の
対

策
に

関
す

る
こ

と
 

(
4
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

使
用

済
燃
料

ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め
の

対
策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と
 

(
5
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

放
射

性
物
質

の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る
こ

と
 

３
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

課
長

、
発

電
課

長
及

び
原

子
力

訓
練

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

第
１

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

１
項

(
1
)
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵

 ・
保

安
規

定
変

更
に

係

る
基

本
方

針
「

3
.
1

重
大

事
故

発
生

時
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

体
制

の
整

備
」

に
基

づ
き

記

載
。

 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

基
本

的
事

項
を

本
文

第
1
7
条

の
７

と

し
て

定
め

る
。
 

                                            

                                                         

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
2

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                      （
ⅱ

）
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の

対
応

に
お

け
る

事
項

 

a
.
 

可
搬

型
設

備
等

に
よ

る
対

応
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
体

制
の

整
備

に
関

し
、

以
下

の
項

目
に

関
す

る
手

順
書

を
適

切
に

整
備

し
、

ま

た
、

当
該

手
順

書
に

従
っ

て
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
及

び
資

機
材

を
整

備
す

る
。

 

一
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動

に
関

す
る

こ
と

。
 

二
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

三
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に

関
す

る
こ

と
。

 

四
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

五
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

                      5
.
2
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の

対
応

に
お

け
る

事
項

 

5
.
2
.
1
 

可
搬

型
設

備
等

に
よ

る
対

応
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
体

制
の

整
備

に
関

し
、

以
下

の
項

目
に

関
す

る
手

順
書

を
適

切
に

整
備

し
、

ま

た
、

当
該

手
順

書
に

従
っ

て
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
及

び
資

機
材

を
整

備
す

る
。

 

一
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動

に
関

す
る

こ
と

。
 

二
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

三
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に

関
す

る
こ

と
。

 

四
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

五
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

守
さ

せ
る

。
 

４
 

防
災

課
長

は
、

第
３

項
の

活
動

の
実

施
結

果
を

取

り
ま

と
め

、
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講
じ
る

。
 

５
 

原
子

力
管

理
部

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

つ
い

て
計

画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、

計
画

は
、

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施
基
準

」
に

従
い
策
定

す
る
。
 

６
 

原
子

力
管

理
部

長
は

、
第

５
項

の
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整
備
を

実
施

す
る
。
 

７
 

原
子

力
管

理
部

長
は

、
第

６
項

の
実

施
内

容
を

踏

ま
え

、
第

５
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る
。
 

     

重
大

事
故

等
及
び

大
規
模

損
壊

対
応

に
か

か
る

実
施

基
準

 

 ２
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る

事
項
 

(
1
)
 
防

災
課

長
は

、
大

規
模
損

壊
発

生
時

に
お
け

る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体
制

の
整
備

と
し
て

、
次

の
2
.
1
項

を
含

む
計
画

を
策

定
し
、

所
長
の

承
認

を
得

る
。

 

ま
た

、
防

災
課

長
、

技
術

課
長
、

安
全

管
理
課

長
、
保

修
課

長
、

発
電

課
長

及
び
原

子
力

訓
練
セ

ン
タ
ー

所
長

は
、

計
画

に
基

づ
き
、

大
規

模
損
壊

発
生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の
保

全
の

た
め
の

活
動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制
の

整
備

を
実
施

す
る
。

 

(
2
)
 
防

災
課

長
、

技
術

課
長
、

安
全

管
理

課
長
、

保

修
課

長
及

び
発

電
課

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動
を

行
う
体

制
の
整

備
と

し
て

、
次

の
2
.
2
項

に
示

す

手
順

を
整

備
し

、
2
.
1
(
1
)
の

要
員

に
こ

の
手

順
を

遵
守
さ

せ
る
。
 

(
3
)
 
原

子
力

管
理

部
長

は
、
本

店
が

行
う

支
援
に

関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、

次
の

2
.
1

項
を

含
む

計
画
を

策
定
す

る
と

と
も
に

、
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

を
実

施
す

る
。
 

 

 

                      ・
可

搬
型

設
備

等
に

よ

る
対
応

の
前

書
き

と

し
て
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
よ

り
引

用
し

て
記

載
）

 

     ・
具

体
的

な
要

求
項

目

に
つ

い
て

は
、

第
1
7

条
の

７
（

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
に

記
載
 

 

                      ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

                      ・
「

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
」

、
「

炉

心
の

著
し

い
損

傷
緩

和
」

、
「

原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
緩

和
」

、

「
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

水
位

を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料

体
の

著
し

い
損

傷
緩

和
」

及
び

「
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
」

の

活
動

を
行

う
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
3

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                         

                                                         

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制
の

整
備
）

 

第
1
7

条
の

７
 

防
災

課
長

は
、

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

り
原

子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損

壊
が

生
じ

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実
施
基

準
」

に
従
い
策

定
す
る

。
 

(
1
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
 

(
2
)
 
(
1
)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次

の
事

項
 

ア
 

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

 

イ
 

重
大
事

故
の

発
生
及

び
拡

大
の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る
た

め
に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と
を

確
認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い

う
。

）
を

年
１

回
以

上
実
施
す

る
こ
と

 

ウ
 

イ
項
の

訓
練

の
実
施

計
画

を
作
成

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確
認

を
得
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
 

エ
 

イ
項
の

訓
練

の
結
果

を
記

録
し
、

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報
告
す

る
こ
と

 

(
3
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

 

２
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、

次
の

各
号

の
手

順
を

定
め

る
。

ま
た

、
手

順
書

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
従
う
。

 

(
1
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

大
規

模
な
火

災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消
火

活
動

に
関

す
る

こ
と

 

(
2
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

炉
心

の
著
し

い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る
こ

と
 

(
3
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
格
納

容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の
対

策
に

関
す

る
こ

と
 

(
4
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

使
用

済
燃
料

ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め
の

対
策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と
 

(
5
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

放
射

性
物
質

の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る
こ

と
 

３
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

課
長

、
発

電
課

長
及

び
原

子
力

訓
練

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

第
１

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

１
項

(
1
)
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵

・
設

置
変

更
許

可
申

請

書
「

2
.
1
.
1

手
順

書

の
整

備
」

と
の

関
連

を
下

線
に

て
示

す
。
 

                                                     

                                                         

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
4

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

    （
a
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

手
順

書
の

整
備

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
手

順
書

を
整

備
す

る

に
当

た
っ

て
は

、
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

外
部

事
象

と
し

て
、

大
規

模
な

自
然

災
害

及
び

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
想

定
す

る
。

 

大
規

模
な

自
然

災
害

に
つ

い
て

は
、

多
数

あ

る
自

然
災

害
の

中
か

ら
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
に

よ
り

、
重

大
事

故
又

は
大

規
模

損
壊

等
が

発
生

す
る

可
能

性
を

考
慮

し
対

応
手

順
書

を
整

備
す

る
。

 

こ
れ

に
加

え
、

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
（

以

下
「

P
R
A
」

と
い

う
。

）
の

結
果

に
基

づ
く

事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
選

定
に

て
抽

出
し

な
か

っ
た

地
震

及
び

津
波

特
有

の
事

象
と

し
て

発
生

す
る

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
へ

の
対

応
を

含
む

手
順

書
と

し
て

、
ま

た
、

発
生

確
率

や
地

理
的

な
理

由
に

よ
り

発
生

す
る

可
能

性
が

極
め

て
低

い
た

め
抽

出
し

て
い

な
い

外
部

事
象

に
対

し
て

も
緩

和
措

置
が

行
え

る
よ

う
整

備
す

る
。

 

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

高
い

事
象

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

大
規

模
損

壊
及

び
大

規
模

な
火

災
が

発
生

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
た

対
応

手
順

書
を

整
備

す
る

。
 

    5
.
2
.
1
.
1
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

手
順

書
の

整
備

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
手

順
書

を
整

備
す

る

に
当

た
っ

て
は

、
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

外
部

事
象

と
し

て
、

大
規

模
な

自
然

災
害

及
び

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
想

定
す

る
。

 

大
規

模
な

自
然

災
害

に
つ

い
て

は
、

多
数

あ

る
自

然
災

害
の

中
か

ら
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
を

抽
出

し
た

上
で

、
当

該
の

自
然

災
害

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

重
大

事
故

又
は

大
規

模
損

壊
等

が
発

生
す

る
可

能
性

を
考

慮
し

対
応

手
順

書
を

整
備

す
る

。
こ

れ
に

加
え

、
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

（
以

下
「

P
R
A
」

と
い

う
。

）
の

結
果

に
基

づ
く

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
の

選
定

に
て

抽
出

し
な

か
っ

た
地

震
及

び
津

波
特

有
の

事
象

と
し

て
発

生
す

る
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

に
つ

い
て

、
当

該
事

故
に

よ
り

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

重
大

事
故

、
大

規
模

損
壊

へ
の

対
応

を
含

む
手

順
書

と
し

て
、

ま
た

、
発

生
確

率
や

地
理

的
な

理
由

に
よ

り
発

生
す

る
可

能
性

が
極

め
て

低
い

た
め

抽
出

し
て

い
な

い
外

部
事

象
（

例
：

衛
星

の
落

下
等

）
に

対
し

て
も

緩
和

措
置

が
行

え
る

よ
う

整
備

す
る

。
 

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

高
い

事
象

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

大
規

模
損

壊
及

び
大

規
模

な
火

災
が

発
生

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
た

対
応

手
順

書
を

整
備

す
る

。
 

以
下

に
お

い
て

、
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ

る
可

能
性

の
あ

る
外

部
事

象
に

つ
い

て
整

理
す

る
。

検
討

プ
ロ

セ
ス

の
概

要
を

第
5
.
2
.
1

図

に
、

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
大

規
模

な
自

然
災

害
の

影
響

を
整

理
し

た
結

果
を

第
5
.
2
.
1

表
及

び
第

5
.
2
.
2

表
に

そ
れ

ぞ
れ

示
す

。
 

守
さ

せ
る

。
 

 

～
省

略
～

 

 

2
.
2
 
手

順
書

の
整

備
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全
管

理
課

長
、
保

修
課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

大
規
模

損
壊

発
生
時

の
手
順

書
を

整
備

す
る

に
当

た
っ
て

は
、

大
規
模

損
壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ
る

外
部

事
象
と

し
て
、

大
規

模
な

自
然

災
害

及
び
故

意
に

よ
る
大

型
航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

を
想
定

す
る
。

 

(
1
)
 
大

規
模

な
自

然
災

害
に

つ
い

て
は
、

以
下

を
考

慮
す
る

。
 

ア
 

重
大

事
故

又
は

大
規

模
損

壊
等
が

発
生

す
る

可
能

性
 

イ
 

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
の

結
果
に

基
づ

く
事

故
シ

ー
ケ
ン

ス
グ
ル

ー
プ

の
選
定

に
て

抽
出
し

な
か

っ
た
地

震
及
び

津
波

特
有
の

事
象

と
し
て

発
生

す
る

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
へ

の
対

応
 

ウ
 

発
生

確
率

や
地

理
的

な
理

由
に
よ

り
発

生
す

る
可

能
性
が

極
め
て

低
い

た
め
抽

出
し

て
い
な

い
外

部
事

象
に

対
す

る
緩

和
措

置
 

(
2
)
 
故

意
に

よ
る

大
型

航
空
機

の
衝

突
そ

の
他
の

テ

ロ
リ

ズ
ム

に
つ

い
て

は
、

大
規

模
損

壊
及

び
大
規

模
な
火

災
が
発

生
す

る
こ

と
を

前
提

と
す
る

。
 

 

    ・
大

規
模

な
自

然
災

害

及
び
故

意
に

よ
る

大

型
航
空

機
の

衝
突

そ

の
他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム

へ
の
考

慮
事

項
に

つ

い
て
は

、
継

続
し

て

遵
守
す

べ
き

事
項

と

し
て
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
）

よ
り

引

用
し

て
記

載
）
 

・
２

次
文

書
他

に
は

、

考
慮

事
項

を
踏

ま
え

た
実

施
手

段
を

記
載

す
る

。
 

 

    ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

    ・
大

規
模

な
自

然
災

害
及

び
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
想

定
す

る
こ

と
、

そ
の

影
響

を
考

慮
し

た
手

順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
具

体
的

な
手

順
へ

の
記

載
事

項
に

つ
い

て
は

、
(
5
)
に

て
整

理
。

 

（
a
-
1
）

 
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

自
然

災
害

へ
の

対
応

に
お

け
る

考
慮

 

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
を

想
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、

国
内

外
の

基
準

等
で

示
さ

れ
て

い
る

外
部

事

象
を

網
羅

的
に

収
集

し
、

そ
の

中
か

ら
考

慮

す
べ

き
自

然
災

害
に

対
し

て
、

設
計

基
準

又

は
そ

れ
に

準
じ

た
基

準
を

超
え

る
よ

う
な

規

模
を

想
定

し
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全

性
に

与
え

る
影

響
及

び
重

畳
す

る
こ

と
が

考

え
ら

れ
る

自
然

災
害

の
組

合
せ

に
つ

い
て

も

考
慮

す
る

。
 

ま
た

、
事

前
予

測
が

可
能

な
自

然
災

害
に

つ
い

て
は

、
影

響
を

低
減

さ
せ

る
た

め
の

必

要
な

安
全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

を
考

慮
す

る
。

 

（
1
）

 
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

あ

る
自

然
災

害
へ

の
対

応
に

お
け

る
考

慮
 

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
を

選
定

す
る

た
め

、
国

内
外

の

基
準

等
で

示
さ

れ
て

い
る

外
部

事
象

を
網

羅

的
に

収
集

し
、

外
部

事
象

7
8

事
象

を
抽

出

し
た

。
 

そ
の

内
の

自
然

災
害

5
5

事
象

の
中

で
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与

え
る

可
能

性
の

あ
る

自
然

災
害

と
し

て
、

地

震
、

津
波

、
豪

雪
(
降

雪
)
、

暴
風

(
台

風
)
、

竜
巻

、
火

山
（

火
山

活
動

、
降

灰
）

、
凍

結
、

森
林

火
災

、
生

物
学

的
事

象
、

落
雷

及

び
隕

石
の

1
1
事

象
（

以
下

「
自

然
災

害
1
1

事
象

」
と

い
う

。
）

を
選

定
す

る
。

 

選
定

し
た

1
1

事
象

の
考

慮
す

べ
き

自
然

(
3
)
 
大

規
模

損
壊

を
発

生
さ

せ
る

可
能
性

の
あ

る
自

然
災
害

へ
の
対

応
に

お
け

る
考

慮
 

防
災

課
長

、
技

術
課
長

及
び
発

電
課

長
は

、
原

子
炉

施
設
の

安
全

性
に
影

響
を

与
え
る

可
能

性
の

あ
る

自
然
災

害
の

う
ち
、

事
前

予
測
が

可
能

な
豪

雪
（

降
雪

）
、

暴
風

（
台

風
）

、
竜

巻
、

火
山

（
降

灰
）
、

凍
結

及
び
森

林
火

災
に
つ

い
て

は
、

影
響

を
低
減

す
る

た
め
の

必
要

な
安
全

措
置

を
規

定
文

書
に

定
め

る
。
 

 

・
大

規
模

損
壊

を
発

生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
の

選

定
、

大
規

模
損

壊
発

生
の

起
因

事
象

を
特

定
す

る
た

め
の

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

は
、

運
用

管
理

事
項

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

は
記

載
し

な
い

。
 

・
事

前
予

測
が

可
能

な

自
然

災
害

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

施
設

へ
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
に

必
要

な
運

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

竜
巻

対
策

要
領

、
火

山
対

策
要

領

を
新

規
追

加
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
台

風
対

策
要

領
（

既

存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

・
各

自
然

災
害

に
よ

る
施

設
へ

の
影

響
を

低
減

さ
せ

る
た

め
の

具
体

的

な
安

全
措

置
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
5

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

さ
ら

に
、

事
態

収
束

に
必

要
と

考
え

ら
れ

る
機

能
の

状
態

に
着

目
し

て
事

象
の

進
展

を

考
慮

す
る

。
 

災
害

に
対

し
て

、
万

一
の

事
態

に
備

え
る

た

め
、

基
準

地
震

動
、

基
準

津
波

等
の

設
計

基

準
又

は
そ

れ
に

準
じ

た
基

準
を

超
え

る
よ

う

な
規

模
を

想
定

し
、

当
該

事
象

が
発

電
用

原

子
炉

施
設

の
安

全
性

に
与

え
る

影
響

及
び

重

畳
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
自

然
災

害
の

組

合
せ

に
つ

い
て

も
考

慮
す

る
。

ま
た

、
事

前

予
測

が
可

能
な

自
然

災
害

に
つ

い
て

は
、

影

響
を

低
減

さ
せ

る
た

め
の

必
要

な
安

全
措

置

を
講

じ
る

こ
と

を
考

慮
す

る
。

 

a
.
 

自
然

災
害

の
規

模
の

想
定

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
1
1

事
象

に
対

し
て

、
万

一
の

事
態

に
備

え
る

た
め

、

基
準

地
震

動
、

基
準

津
波

等
の

設
計

基
準

又

は
そ

れ
に

準
じ

た
基

準
を

超
え

る
よ

う
な

規

模
を

想
定

す
る

。
 

（
a
）

 
地

 
 

震
 

基
準

地
震

動
を

超
え

る
よ

う
な

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い
が

、
基

準

地
震

動
を

一
定

程
度

超
え

る
規

模
を

想
定

す

る
。

 

な
お

、
地

震
の

事
前

の
予

測
に

つ
い

て

は
、

現
在

確
立

し
た

手
法

が
存

在
し

な
い

こ

と
か

ら
予

兆
な

く
発

生
す

る
想

定
と

す
る

。
 

（
b
）

 
津

 
 

波
 

基
準

津
波

を
超

え
る

よ
う

な
大

規
模

な
津

波
が

発
生

す
る

可
能

性
は

低
い

が
、

基
準

津

波
を

一
定

程
度

超
え

る
規

模
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
津

波
の

事
前

の
予

測
に

つ
い

て

は
、

施
設

近
傍

で
津

波
が

発
生

す
る

可
能

性

は
低

い
が

、
襲

来
ま

で
の

時
間

的
余

裕
の

少

な
い

津
波

が
発

生
す

る
こ

と
を

想
定

す
る

。
 

（
c
）

 
豪

雪
（

降
雪

）
 

敷
地

付
近

の
観

測
所

で
観

測
さ

れ
た

積
雪

深
さ

の
月

最
大

値
3
8
c
m

を
超

え
る

よ
う

な

豪
雪

（
降

雪
）

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い

が
、

積
雪

量
3
8
c
m

を
超

え
る

規
模

を
想

定

す
る

。
な

お
、

豪
雪

（
降

雪
）

は
事

前
の

予

測
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

除
雪

等
の

必

要
な

安
全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
d
）

 
暴

風
（

台
風

）
 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

最
大

瞬
間

風
速

（
6
2
.
7
m
/
s
）

の
風

速
を

超
え

る
よ

う
な

暴

風
（

台
風

）
が

発
生

す
る

可
能

性
は

低
い

。
 

な
お

、
暴

風
（

台
風

）
は

事
前

の
予

測
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

飛
散

防
止

措
置

等

の
必

要
な

安
全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

（
e
）

 
竜

 
 

巻
 

過
去

に
お

け
る

国
内

最
大

級
の

竜
巻

（
F
3

ク
ラ

ス
：

５
秒

間
の

平
均

風
速

7
0
m
/
s
～

9
2
m
/
s
）

に
保

守
性

を
持

た
せ

た
風

速

1
0
0
m
/
s

を
超

え
る

よ
う

な
規

模
の

竜
巻

が

発
生

す
る

可
能

性
は

低
い

が
、

風
速

1
0
0
m
/
s
を

超
え

る
規

模
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
竜

巻
は

事
前

の
予

測
が

可
能

で
あ

転
管

理
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
必

要
な

安
全

措
置

の

具
体

的
な

手
段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
1
）

よ
り

引
用

し
て

記
載

）
 

 

・
火

災
防

護
計

画
（

基

準
）

（
新

規
）
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
6

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

る
こ

と
か

ら
、

飛
散

防
止

措
置

等
の

必
要

な

安
全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
f
）

 
火

山
（

火
山

活
動

、
降

灰
)
 

設
計

想
定

で
あ

る
1
5
c
m

の
降

灰
を

超
え

る
よ

う
な

降
灰

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い

が
、

設
計

想
定

で
あ

る
1
5
c
m

を
超

え
る

規

模
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
火

山
（

降
灰

）
は

事
前

の
予

測
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

除
灰

等
の

必
要

な

安
全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
g
）

 
凍

 
 

結
 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

最
低

気
温

（
－

6
.
7
℃

）
を

下
回

る
よ

う
な

気
温

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い
が

、
最

低
気

温
（

－

6
.
7
℃

）
を

下
回

る
気

温
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
低

温
は

事
前

の
予

測
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

凍
結

防
止

等
の

必
要

な
安

全

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
h
）

 
森

林
火

災
 

防
火

帯
を

越
え

る
よ

う
な

森
林

火
災

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い
が

、
防

火
帯

を
越

え

る
よ

う
な

森
林

火
災

の
規

模
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
森

林
火

災
が

拡
大

す
る

ま
で

の
時

間
的

余
裕

は
十

分
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
予

め

放
水

す
る

等
の

必
要

な
安

全
措

置
を

講
じ

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
i
）

 
生

物
学

的
事

象
 

海
水

取
水

機
能

が
喪

失
す

る
よ

う
な

規
模

の
海

生
生

物
の

襲
来

が
発

生
す

る
可

能
性

は

低
い

が
、

海
水

取
水

機
能

が
喪

失
す

る
よ

う

な
規

模
の

海
生

生
物

の
襲

来
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
生

物
学

的
事

象
の

発
生

ま
で

の
時

間
的

余
裕

は
な

い
想

定
と

す
る

。
 

（
j
）

 
落

 
 

雷
 

設
計

想
定

以
上

の
雷

サ
ー

ジ
が

発
生

す
る

可
能

性
は

低
い

が
、

設
計

想
定

以
上

の
雷

サ

ー
ジ

の
規

模
を

想
定

す
る

。
 

な
お

、
雷

の
発

生
ま

で
の

時
間

的
余

裕
は

な
い

想
定

と
す

る
。

 

（
k
）

 
隕

 
 

石
 

敷
地

内
に

隕
石

が
落

下
す

る
可

能
性

は
低

い
が

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

広
範

な
エ

リ

ア
が

損
壊

す
る

規
模

を
想

定
す

る
。

 

な
お

、
隕

石
の

落
下

ま
で

の
時

間
的

余
裕

は
な

い
想

定
と

す
る

。
 

（
l
）

 
地

震
と

津
波

の
重

畳
 

大
規

模
地

震
に

よ
る

影
響

に
対

す
る

対
策

で
あ

る
重

大
事

故
等

対
策

（
水

源
確

保
等

）

が
、

大
規

模
津

波
に

よ
る

影
響

に
よ

っ
て

遅

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

地
震

に
よ

る
斜

面
崩

壊
、

地
盤

の
陥

没
等

に
よ

り
、

津
波

に
よ

る
漂

流
物

、
タ

ン
ク

火

災
等

に
よ

り
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

通
行

に

支
障

を
き

た
し

、
重

大
事

故
等

対
策

に
影

響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

両
事

象
の

重
畳

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
高

台
に

分
散

配
置

し
て

い
る

可
搬

型
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付
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(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
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4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

事
故

緩
和

措

置
に

期
待

で
き

る
。

 

（
m
）

 
火

山
（

降
灰

)
と

豪
雪

(
降

雪
)
と

の
重

畳
 

火
山

（
降

灰
）

、
豪

雪
が

重
畳

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

事
前

の
予

測
が

可
能

で
あ

る

こ
と

か
ら

、
要

員
を

確
保

し
て

除
雪

及
び

除

灰
等

の
対

策
を

講
じ

る
こ

と
に

よ
り

、
プ

ラ

ン
ト

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

は

低
い

。
 

火
山

（
降

灰
）

と
豪

雪
(
降

雪
)
と

の
重

畳

に
よ

る
影

響
は

、
火

山
（

降
灰

）
で

の
評

価

に
包

含
さ

れ
る

。
 

b
.
 

大
規

模
損

壊
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
起

因
事

象
の

特
定

 

自
然

災
害

に
よ

る
大

規
模

損
壊

発
生

の
起

因
事

象
（

プ
ラ

ン
ト

状
態

）
を

特
定

す
る

た

め
、

1
1

事
象

の
自

然
災

害
に

対
し

て
生

じ

う
る

プ
ラ

ン
ト

状
態

を
特

定
す

る
。

プ
ラ

ン

ト
状

態
を

特
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
大

規

模
損

壊
の

事
態

収
束

に
必

要
と

考
え

ら
れ

る

以
下

の
機

能
の

状
態

に
着

目
し

て
作

成
し

た

イ
ベ

ン
ト

ツ
リ

ー
に

よ
り

、
事

象
の

進
展

を

考
慮

す
る

。
 

（
a
）

 
異

常
発

生
防

止
系

 

イ
．

原
子

炉
建

屋
 

ロ
．

原
子

炉
制

御
系

 

ハ
．

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
機

能
 

（
b
）

 
異

常
影

響
緩

和
系

 

イ
．

原
子

炉
格

納
容

器
 

ロ
．

安
全

保
護

系
 

ハ
．

２
次

系
か

ら
の

除
熱

機
能

（
補

助
給

水
、

主
蒸

気
逃

が
し

弁
等

）
 

ニ
．

炉
心

冷
却

機
能

（
E
C
C
S
等

）
 

（
c
）

 
関

連
系

（
安

全
上

特
に

重
要

な
も

の
）

 

イ
．

原
子

炉
補

機
冷

却
機

能
 

ロ
．

所
内

非
常

用
電

源
 

c
．

 
イ

ベ
ン

ト
ツ

リ
ー

に
よ

る
整

理
 

イ
ベ

ン
ト

ツ
リ

ー
に

よ
る

整
理

結
果

を
第

5
.
2
.
2

図
に

示
す

。
こ

こ
で

、
最

終
的

な
プ

ラ
ン

ト
状

態
に

つ
い

て
は

、
代

表
性

を
持

た

せ
同

様
な

プ
ラ

ン
ト

状
態

と
な

る
ケ

ー
ス

に

つ
い

て
は

示
し

て
い

な
い

。
ま

た
、

隕
石

に

つ
い

て
は

、
大

型
航

空
機

の
衝

突
同

様
プ

ラ

ン
ト

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
象

で
あ

る

こ
と

は
明

ら
か

な
こ

と
か

ら
、

イ
ベ

ン
ト

ツ

リ
ー

図
で

示
し

て
い

な
い

。
 

（
a
）

 
地

 
 

震
 

大
規

模
地

震
の

想
定

で
は

、
外

部
電

源
が

喪
失

す
る

と
と

も
に

非
常

用
所

内
電

源
、

海

水
ポ

ン
プ

及
び

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン

プ
が

機
能

喪
失

す
る

こ
と

に
よ

り
、

全
交

流

動
力

電
源

喪
失

及
び

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
り

、
そ

の
状

態
に

お

い
て

、
１

次
冷

却
材

喪
失

（
L
O
C
A
）

等
の

事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
設

計
基

準
事

故

対
処

設
備

が
機

能
喪

失
し

て
い

る
こ

と
か

ら
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.
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原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

重
大

事
故

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

さ
ら

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
等

の
機

能
の

喪
失

又

は
安

全
保

護
系

・
原

子
炉

制
御

系
の

機
能

喪

失
に

よ
り

大
規

模
損

壊
へ

至
る

可
能

性
が

あ

る
。

 

ま
た

、
大

規
模

地
震

に
よ

る
原

子
炉

建

屋
・

原
子

炉
格

納
容

器
機

能
、

安
全

保
護

系
・

原
子

炉
制

御
機

能
、

２
次

系
か

ら
の

除

熱
機

能
及

び
炉

心
冷

却
機

能
の

喪
失

に
伴

い
、

P
R
A

の
結

果
に

基
づ

く
シ

ー
ケ

ン
ス

グ

ル
ー

プ
の

選
定

に
て

抽
出

し
な

か
っ

た
地

震

特
有

の
事

象
と

し
て

発
生

す
る

事
故

シ
ー

ケ

ン
ス

で
あ

る
原

子
炉

建
屋

損
傷

、
原

子
炉

格

納
容

器
破

損
、

蒸
気

発
生

器
伝

熱
管

破
損

（
複

数
本

破
損

）
、

原
子

炉
補

助
建

屋
損

傷
、

複
数

の
信

号
系

損
傷

、
大

破
断

L
O
C
A

を
上

回
る

規
模

の
L
O
C
A

等
の

E
C
C
S

注
入

機
能

喪
失

及
び

過
渡

事
象

＋
補

助
給

水
失

敗

（
炉

内
構

造
物

の
損

傷
）

が
発

生
し

、
大

規

模
損

壊
へ

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
ま

た
、

レ

ベ
ル

1
.
5
P
R
A

の
知

見
よ

り
、

炉
心

損
傷

後

に
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
に

至
る

も
の

と
し

て
、

温
度

誘
因

蒸
気

発
生

器
伝

熱
管

破
損

（
T
I
-
S
G
T
R
）

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

（
b
）

 
津

 
 

波
 

大
規

模
津

波
の

想
定

で
は

、
地

震
同

様
に

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
及

び
最

終
ヒ

ー
ト

シ

ン
ク

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

り
、

そ
の

状

態
に

お
い

て
、

シ
ー

ル
L
O
C
A

等
の

事
故

が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
設

計
基

準
事

故
対

処

設
備

が
機

能
喪

失
し

て
い

る
こ

と
か

ら
重

大

事
故

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

ま
た

、
タ

ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

の
機

能
喪

失
に

よ

る
２

次
系

か
ら

の
除

熱
機

能
の

喪
失

及
び

安

全
保

護
系

・
原

子
炉

制
御

系
の

機
能

喪
失

に

よ
り

、
重

大
事

故
か

ら
大

規
模

損
壊

へ
至

る

可
能

性
が

あ
る

。
 

ま
た

、
大

規
模

津
波

に
よ

る
安

全
保

護

系
・

原
子

炉
制

御
機

能
及

び
２

次
系

か
ら

の

除
熱

機
能

の
喪

失
に

伴
い

、
P
R
A

の
結

果
に

基
づ

く
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
選

定

に
て

抽
出

し
な

か
っ

た
津

波
特

有
の

事
象

と

し
て

発
生

す
る

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
で

あ
る

複

数
の

信
号

系
損

傷
及

び
補

機
冷

却
水

の
喪

失

＋
補

助
給

水
失

敗
が

発
生

し
、

大
規

模
損

壊

へ
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

（
c
）

 
竜

 
 

巻
 

大
規

模
な

竜
巻

の
想

定
で

は
、

外
部

電
源

が
喪

失
す

る
と

と
も

に
、

竜
巻

に
よ

っ
て

も

た
ら

さ
れ

る
飛

来
物

等
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ

の
機

能
喪

失
及

び
そ

れ
に

伴
う

デ
ィ

ー
ゼ

ル

発
電

機
の

機
能

喪
失

に
よ

っ
て

、
全

交
流

動

力
電

源
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
そ

の

状
況

に
お

い
て

、
可

能
性

は
極

め
て

低
い

も

の
の

復
水

タ
ン

ク
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

に

は
、

重
大

事
故

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

ま
た

、
加

え
て

屋
外

の
大

容
量

空
冷

式
発
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対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添
付

資
料

1
.
1
-
9

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

電
機

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

は
、

重
大

事

故
か

ら
大

規
模

損
壊

へ
至

る
可

能
性

も
あ

る
。

 

（
d
）

 
生

物
学

的
事

象
 

大
量

の
海

生
生

物
の

来
襲

に
よ

り
、

海
水

ポ
ン

プ
の

機
能

喪
失

に
よ

る
原

子
炉

補
機

冷

却
機

能
の

喪
失

の
可

能
性

が
あ

る
。

 

（
e
）

 
落

 
 

雷
 

大
規

模
な

落
雷

に
よ

っ
て

、
外

部
電

源
喪

失
が

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
ま

た
、

雷

サ
ー

ジ
に

よ
る

誤
信

号
の

発
信

も
想

定
さ

れ

る
。

 

（
f
）

 
豪

雪
（

降
雪

）
、

火
山

（
火

山
活

動
、

降

灰
)
 

こ
れ

ら
の

事
象

に
よ

っ
て

、
送

電
系

統
の

異
常

等
に

よ
る

外
部

電
源

喪
失

が
発

生
す

る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

、
こ

れ
ら

の
自

然

災
害

２
事

象
に

つ
い

て
は

、
事

前
の

予
測

が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

要
員

を
確

保
し

て

除
雪

及
び

除
灰

等
の

必
要

な
安

全
措

置
を

講

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

プ
ラ

ン
ト

の
安

全
性

に

影
響

を
与

え
る

可
能

性
は

低
い

。
 

（
g
）

 
森

林
火

災
 

送
電

系
統

へ
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

外
部

電
源

喪
失

が
発

生
す

る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

、
建

屋
周

辺
に

は

可
燃

物
と

な
る

木
々

は
存

在
し

な
い

こ
と

、

万
一

森
林

火
災

が
拡

大
し

た
と

し
て

も
、

プ

ラ
ン

ト
に

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
範

囲
ま

で

火
災

が
及

ぶ
に

は
相

応
の

時
間

が
あ

る
と

考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
要

員
を

確
保

し
て

消

火
活

動
を

行
う

こ
と

で
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

性

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

は
低

い
。

 

こ
れ

ら
の

結
果

か
ら

、
最

終
的

な
プ

ラ
ン

ト
の

状
態

は
以

下
に

類
型

化
さ

れ
た

。
類

型

化
し

た
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

第
5
.
2
.
3

表
に

示
す

。
 

・
 

大
規

模
損

壊
（

重
大

事
故

を
上

回
る

状
態

）
 

・
 

重
大

事
故

等
 

・
 

設
計

基
準

事
故

等
 

第
5
.
2
.
3

表
に

示
す

と
お

り
、

発
電

用

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
大

規
模

損
壊

を
発

生

さ
せ

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
災

害
又

は
安

全

性
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
可

能
性

の
あ

る

自
然

災
害

は
、

地
震

、
津

波
及

び
竜

巻
の

３

事
象

を
代

表
と

し
て

整
理

す
る

。
ま

た
、

当

該
の

３
事

象
以

外
の

自
然

災
害

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
可

能

性
は

あ
る

も
の

の
大

規
模

損
壊

に
至

る
こ

と

は
な

い
、

又
は

与
え

る
影

響
が

こ
れ

ら
３

事

象
に

包
含

で
き

被
害

の
態

様
か

ら
同

様
の

手

順
で

対
応

で
き

る
。

 

（
a
-
2
）

 
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
考

慮
 

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

は
様

々
な

状
況

が
想

定
さ

れ
る

が
、

そ
の

中
で

も
施

設
の

広
範

囲
に

わ

（
2
）

 
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の

対
応

に
お

け
る

考
慮

 

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

は
様

々
な

状
況

が
想

定
さ

れ
る

が
、

そ
の

中
で

も
施

設
の

広
範

囲
に

わ

(
4
)
 
故

意
に

よ
る

大
型

航
空
機

の
衝

突
そ

の
他
の

テ

ロ
リ
ズ

ム
へ
の

対
応

に
お

け
る

考
慮

 

防
災

課
長

、
技

術
課
長

、
安
全

管
理

課
長

、
保

修
課

長
及
び

発
電

課
長
は

、
故

意
に
よ

る
大

型
航

・
故

意
に

よ
る

大
型

航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の

対
応

に
お

け
る

考
慮

 
・

具
体

的
な

手
順

へ
の

記
載

事
項

に

つ
い

て
は

、
(
5
)
に

て
整

理
。

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
0

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

た
る

損
壊

、
不

特
定

多
数

の
機

器
の

機
能

喪

失
及

び
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
て

発
電

用

原
子

炉
施

設
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ

リ
ズ

ム
を

想
定

し
、

そ
の

上
で

流
用

性
を

持

た
せ

た
柔

軟
で

多
様

性
の

あ
る

対
応

が
で

き

る
よ

う
に

考
慮

す
る

。
 

た
る

損
壊

、
不

特
定

多
数

の
機

器
の

機
能

喪

失
及

び
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
て

発
電

用

原
子

炉
施

設
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ

リ
ズ

ム
を

想
定

し
、

そ
の

上
で

流
用

性
を

持

た
せ

た
柔

軟
で

多
様

性
の

あ
る

対
応

が
で

き

る
よ

う
に

考
慮

す
る

。
 

な
お

、
飛

来
物

（
航

空
機

衝
突

）
、

爆
発

等
の

人
為

的
事

象
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

施

設
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
故

意
に

よ
る

大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に

よ
る

影
響

に
包

含
で

き
同

様
の

手
順

で
対

応

で
き

る
。

 

 

以
上

に
よ

り
、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
の

整
備

に
当

た
っ

て
は

、
（

1
）

項

及
び

（
2
）

項
に

お
い

て
整

理
し

た
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

よ
っ

て
、

多
量

の
放

射
性

物

質
が

環
境

中
に

放
出

さ
れ

る
よ

う
な

万
一

の

事
態

に
至

る
場

合
に

も
対

応
で

き
る

よ
う

、

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

使
え

る
可

能

性
の

あ
る

設
備

、
資

機
材

及
び

要
員

を
最

大

限
に

活
用

し
た

柔
軟

で
多

様
性

の
あ

る
手

段

を
構

築
す

る
よ

う
に

考
慮

す
る

。
 

空
機

の
衝
突

そ
の

他
の
テ

ロ
リ

ズ
ム
へ

の
対

応
手

順
書

を
整
備

す
る

に
当
た

っ
て

は
、
施

設
の

広
範

囲
に

わ
た
る

損
壊

、
不
特

定
多

数
の
機

器
の

機
能

喪
失

及
び
大

規
模

な
火
災

が
発

生
し
て

原
子

炉
施

設
に

大
き
な

影
響

を
与
え

る
こ

と
を
想

定
し

、
そ

の
上

で
流
用

性
を

持
た
せ

た
柔

軟
で
多

様
性

の
あ

る
対

応
が

で
き

る
よ
う

規
定
文

書
に
定
め

る
。

 

       防
災

課
長

、
技

術
課
長

、
安
全

管
理

課
長

、
保

修
課

長
及
び

発
電

課
長
は

、
大

規
模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手
順

の
整

備
に
当

た
っ

て
は
、

大
規

模
損

壊
の

発
生
に

よ
っ

て
、
多

量
の

放
射
性

物
質

が
環

境
中

に
放
出

さ
れ

る
よ
う

な
万

一
の
事

態
に

至
る

場
合

に
も
対

応
で

き
る
よ

う
、

原
子
炉

施
設

に
お

い
て

使
え
る

可
能

性
の
あ

る
設

備
、
資

機
材

及
び

対
応

要
員
を

最
大

限
に
活

用
し

た
柔
軟

で
多

様
性

の
あ

る
手

段
を

規
定
文

書
に
定

め
る
。
 

 

事
項

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
多

量
の

放
射

性
物

質

が
環

境
中

に
放

出
さ

れ
る

よ
う

な
万

一
の

事
態

を
考

慮
し

た
対

応
を

行
う

こ
と

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
2
）

よ
り

引
用

し
て

記
載

）
 

・
２

次
文

書
他

に
は

、

考
慮

事
項

を
踏

ま
え

た
実

施
手

段
を

記
載

す
る

。
 

（
a
-
3
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手
順

書
の

整
備

及
び

そ
の

対
応

操
作

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手

順
書

に
つ

い
て

は
、

（
a
-
3
-
3
）

項
に

示
す

５
つ

の
項

目
に

関
す

る
緩

和
等

の
措

置
を

講
じ

る
た

め
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
よ

る

対
応

を
中

心
と

し
た

多
様

性
及

び
柔

軟
性

を

有
す

る
も

の
と

し
て

、
ま

た
、

（
a
-
3
-
3
）

項
に

示
す

と
お

り
重

大
事

故
等

対
策

に
お

い

て
整

備
す

る
手

順
等

に
対

し
て

更
な

る
多

様

性
を

持
た

せ
た

も
の

と
し

て
整

備
す

る
。

 

大
規

模
損

壊
に

よ
り

発
電

用
原

子
炉

施
設

が
受

け
る

被
害

範
囲

は
不

確
定

性
が

大
き

く
、

重
大

事
故

等
対

策
の

よ
う

に
予

め
シ

ナ

リ
オ

設
定

し
た

対
応

操
作

は
困

難
で

あ
る

と

考
え

ら
れ

る
。

よ
っ

て
、

施
設

の
損

壊
状

況

等
の

把
握

を
迅

速
に

試
み

る
と

と
も

に
断

片

的
に

得
ら

れ
る

情
報

、
確

保
で

き
る

要
員

及

び
使

用
可

能
な

設
備

に
よ

り
、

原
子

炉
格

納

容
器

の
破

損
緩

和
又

は
放

射
性

物
質

の
放

出

低
減

等
の

た
め

に
効

果
的

な
対

応
操

作
を

速

や
か

に
か

つ
臨

機
応

変
に

選
択

及
び

実
行

す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
発

電
用

原
子

炉

施
設

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
手

段

及
び

各
対

応
操

作
の

実
行

判
断

を
行

う
た

め

の
手

段
を

手
順

と
し

て
定

め
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
当

該
の

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

な
自

然
災

害
及

び
故

意
に

よ
る

大
型

航

空
機

の
衝

突
が

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
及

ぼ

す
影

響
等

、
様

々
な

状
況

を
想

定
し

た
場

合

に
お

け
る

事
象

進
展

の
抑

制
及

び
緩

和
対

策

の
実

行
性

を
確

認
し

整
備

す
る

。
 

（
3
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手
順

書
の

整

備
及

び
そ

の
対

応
操

作
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手

順
書

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
c
.
項

の
（

a
）

項
に

示
す

５
つ

の
項

目
に

関
す

る
緩

和
等

の
措

置
を

講

じ
る

た
め

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備

に
よ

る
対

応
を

中
心

と
し

た
多

様
性

及
び

柔

軟
性

を
有

す
る

も
の

と
し

て
、

ま
た

、
c
.
項

に
示

す
と

お
り

重
大

事
故

等
対

策
に

お
い

て

整
備

す
る

手
順

等
に

対
し

て
更

な
る

多
様

性

を
持

た
せ

た
も

の
と

し
て

整
備

す
る

。
 

当
該

の
手

順
書

に
よ

る
対

応
操

作
は

、
大

規
模

損
壊

に
よ

っ
て

発
電

用
原

子
炉

施
設

が

受
け

る
被

害
範

囲
は

不
確

定
性

が
大

き
く

、

重
大

事
故

等
対

策
の

よ
う

に
予

め
シ

ナ
リ

オ

設
定

し
た

対
応

操
作

は
困

難
で

あ
る

と
考

え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

施
設

の
損

壊
状

況
等

の

把
握

を
迅

速
に

試
み

る
と

と
も

に
断

片
的

に

得
ら

れ
る

情
報

、
確

保
で

き
る

要
員

及
び

使

用
可

能
な

設
備

に
よ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器

の
破

損
緩

和
又

は
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減

等
の

た
め

に
効

果
的

な
対

応
操

作
を

速
や

か

に
か

つ
臨

機
応

変
に

選
択

及
び

実
行

す
る

必

要
が

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

手
段

及
び

各
対

応

操
作

の
実

行
判

断
を

行
う

た
め

の
手

段
を

手

順
と

し
て

定
め

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
当

該
の

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

な
自

然
災

害
及

び
故

意
に

よ
る

大
型

航

空
機

の
衝

突
が

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
及

ぼ

す
影

響
等

、
様

々
な

状
況

を
想

定
し

た
場

合

に
お

け
る

以
下

の
事

象
進

展
の

抑
制

及
び

緩

(
5
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の
対

応
手

順
書

の
整
備

及

び
そ
の

対
応
操

作
 

防
災

課
長

、
技

術
課
長

、
安
全

管
理

課
長

、
保

修
課

長
及
び

発
電

課
長
は

、
大

規
模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手
順

書
を

整
備
す

る
に

当
た
っ

て
は

、
可

搬
型

重
大
事

故
等

対
処
設

備
に

よ
る
対

応
を

中
心

と
し

た
多
様

性
及

び
柔
軟

性
を

有
す
る

も
の

と
し

て
、

重
大
事

故
等

対
策
に

お
い

て
整
備

す
る

手
順

等
に

対
し
て

更
な

る
多
様

性
を

持
た
せ

た
も

の
と

す
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

施
設
の

損
壊
状

況
等

の
把

握
を

迅
速

に
試
み

る
と

と
も
に

断
片

的
に
得

ら
れ

る
情

報
、

確
保
で

き
る

対
応
要

員
及

び
使
用

可
能

な
設

備
に

よ
り
、

原
子

炉
格
納

容
器

の
破
損

緩
和

又
は

放
射

性
物
質

の
放

出
低
減

等
の

た
め
に

効
果

的
な

対
応

操
作
を

速
や

か
に
、

か
つ

、
臨
機

応
変

に
選

択
及

び
実
行

す
る

た
め
、

施
設

の
被
害

状
況

を
把

握
す

る
た
め

の
手

段
及
び

各
対

応
操
作

の
実

行
判

断
を

行
う

た
め

の
手
段

を
定
め

る
。
 

              

・
手

順
書

の
整

備
に

お

け
る

考
慮

事
項

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す

る
。

 

２
次

文
書

他
に

は
そ

の
対

応
内

容
（

手

順
）

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
と

し
、

考
慮

事
項

は
記

載
し

な

い
。

 

 （
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
）

よ
り

引
用

し
て

記
載

）
 

        

 ・
緩

和
対

策
の

実
行

性

確
認

に
つ

い
て

は
、

手

順
書

の
妥

当
性

を
確

認

す
た

め
の

ケ
ー

ス
ス

タ

デ
ィ

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
は

記

載
し

な
い

。
 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
施

設
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

手
段

と
し

て
、

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

プ
ラ

ン
ト

状
態

、
対

応

要
員

及
び

残
存

す
る

資
源

等
を

把

握
す

る
た

め
の

「
大

規
模

損
壊

時

プ
ラ

ン
ト

状
態

確
認

チ
ェ

ッ
ク

シ

ー
ト

」
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

各

対
応

操
作

の
実

行
判

断
を

行
う

た

め
の

手
段

と
し

て
「

初
動

対
応

フ

ロ
ー

」
及

び
個

別
対

応
手

段
の

判

断
の

た
め

の
「

個
別

対
応

フ
ロ

ー
」

を
整

備
す

る
。

 

・
ま

た
、

個
別

対
応

手
段

と
し

て
手

順
書

に
以

下
の

項
目

を
記

載
す

る
。

 

・
電

源
の

確
保

 

・
炉

心
損

傷
の

緩
和

 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
緩

和
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
維

持

及
び

燃
料

の
損

傷
緩

和
 

・
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
 

・
水

源
の

確
保

 

・
大

規
模

火
災

へ
の

対
応

 

・
そ

の
他

（
原

子
炉

停
止

操
作

、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
確

保
、

燃
料

給
油

）
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
1

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

和
対

策
の

実
行

性
を

確
認

し
整

備
す

る
。

 

・
電

源
の

確
保

 

・
炉

心
損

傷
の

緩
和

 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
緩

和
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
維

持
及

び
燃

料

の
損

傷
緩

和
 

・
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
 

・
水

源
の

確
保

 

・
大

規
模

火
災

へ
の

対
応

 

・
そ

の
他

（
原

子
炉

停
止

操
作

、
ア

ク
セ

ス

ル
ー

ト
確

保
、

燃
料

給
油

）
 

上
記

の
各

項
目

に
対

応
す

る
操

作
の

一
覧

を
第

5
.
2
.
4
表

に
示

す
。

 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 ・
具

体
的

な
整

備
項

目

は
２

次
文

書
他

に
記

載
す

る
。

 

（
a
-
3
-
1
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手
順

書
の

適
用

条
件

と
判

断
フ

ロ
ー

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

は
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
、

状
況

把

握
が

あ
る

程
度

可
能

な
場

合
を

想
定

し
、

状

況
に

応
じ

た
対

応
が

可
能

と
な

る
よ

う
判

断

フ
ロ

ー
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

手
順

書
を

有

効
か

つ
効

果
的

に
活

用
す

る
た

め
、

適
用

開

始
条

件
を

明
確

化
す

る
と

と
も

に
、

緩
和

操

作
を

選
択

す
る

た
め

の
判

断
フ

ロ
ー

を
明

示

す
る

こ
と

に
よ

り
必

要
な

個
別

対
応

手
段

へ

の
移

行
基

準
を

明
確

化
す

る
。

 

   （
a
-
3
-
1
-
1
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

の
判

断
及

び

対
応

要
否

の
判

断
基

準
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

つ
い

て
、

緊
急

地
震

速

報
、

大
津

波
警

報
等

又
は

衝
撃

音
、

衝
突

音

等
に

よ
り

検
知

し
た

場
合

、
中

央
制

御
室

の

状
況

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

大
ま

か
な

確
認

及

び
把

握
を

行
う

と
と

も
に

、
大

規
模

損
壊

発

生
（

又
は

発
生

が
疑

わ
れ

る
場

合
）

の
判

断

を
当

直
課

長
又

は
原

子
力

防
災

管
理

者
が

行

う
。

ま
た

、
以

下
の

適
用

開
始

条
件

に
該

当

す
る

と
当

直
課

長
又

は
原

子
力

防
災

管
理

者

が
判

断
す

れ
ば

、
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す

る
手

順
に

基
づ

き
事

故
の

進
展

防
止

及
び

影

響
を

緩
和

す
る

た
め

の
活

動
を

開
始

す
る

。
 

  （
a
-
3
-
1
-
1
-
1
）

 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
 
突

等
に

よ
り

発
電

用
原

子
炉

施
設

が
以

下
の

い
ず

れ
か

の

状
態

と
な

っ
た

場
合

 

・
 
プ

ラ
ン

ト
監

視
機

能
又

は
制

御
機

能
が

喪
失

（
中

央
制

御
室

の
喪

失
を

含
む

)
 

・
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
が

損
傷

し
漏

え
い

が
発

生
 

・
 
炉

心
冷

却
機

能
及

び
放

射
性

物
質

閉
じ

込
め

機
能

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
よ

う
な

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
 

・
 
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ
る

大
規

模
な

a
.
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手
順

書
の

適

用
条

件
と

判
断

フ
ロ

ー
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

は
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
、

状
況

把

握
が

あ
る

程
度

可
能

な
場

合
を

想
定

し
、

状

況
に

応
じ

た
対

応
が

可
能

と
な

る
よ

う
判

断

フ
ロ

ー
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

使
用

す
る

こ
れ

ら
の

手
順

書
を

有

効
か

つ
効

果
的

に
活

用
す

る
た

め
、

対
応

手

順
書

に
お

い
て

、
適

用
開

始
条

件
を

明
確

化

す
る

と
と

も
に

、
緩

和
操

作
を

選
択

す
る

た

め
の

判
断

フ
ロ

ー
を

明
示

す
る

こ
と

に
よ

り

必
要

な
個

別
対

応
手

段
へ

の
移

行
基

準
を

明

確
化

す
る

。
 

 （
a
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

の
判

断
及

び
対

応
要

否

の
判

断
基

準
 

大
規

模
な

自
然

災
害

（
地

震
、

津
波

等
）

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

つ

い
て

、
緊

急
地

震
速

報
、

大
津

波
警

報
等

又

は
衝

撃
音

、
衝

突
音

等
に

よ
り

検
知

し
た

場

合
、

中
央

制
御

室
の

状
況

、
プ

ラ
ン

ト
状

態

の
大

ま
か

な
確

認
及

び
把

握
（

火
災

の
発

生

有
無

、
建

屋
の

損
壊

状
況

等
）

を
行

う
と

と

も
に

、
大

規
模

損
壊

発
生

（
又

は
発

生
が

疑

わ
れ

る
場

合
）

の
判

断
を

当
直

課
長

又
は

原

子
力

防
災

管
理

者
が

行
う

。
ま

た
、

以
下

の

適
用

開
始

条
件

に
該

当
す

る
と

当
直

課
長

又

は
原

子
力

防
災

管
理

者
が

判
断

す
れ

ば
、

大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

に
基

づ
き

事

故
の

進
展

防
止

及
び

影
響

を
緩

和
す

る
た

め

の
活

動
を

開
始

す
る

。
 

・
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
等

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉

施
設

が
以

下
の

い
ず

れ
か

の
状

態
と

な
っ

た

場
合

 

・
 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

又
は

制
御

機
能

が

喪
失

（
中

央
制

御
室

の
喪

失
を

含
む

)
 

・
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

が
損

傷
し

漏
え

い

が
発

生
 

・
 

炉
心

冷
却

機
能

及
び

放
射

性
物

質
閉

じ

込
め

機
能

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
よ

う
な

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
 

・
 

大
型

航
空

機
の

衝
突

に
よ

る
大

規
模

な

ア
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手
順

書
の

適
用

条
件

と
判

断
フ

ロ
ー

 

所
長

は
、

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

及
び

状
況

把
握

が
あ

る
程

度
可

能

な
場

合
を

想
定

し
、

状
況

に
応

じ
た

対
応

が

可
能

と
な

る
よ

う
判

断
フ

ロ
ー

を
定

め
る

。

ま
た

、
手

順
書

を
有

効
、

か
つ

、
効

果
的

に

活
用

す
る

た
め

、
適

用
開

始
条

件
を

明
確

化

す
る

と
と

も
に

、
緩

和
操

作
を

選
択

す
る

た

め
の

判
断

フ
ロ

ー
を

明
記

す
る

こ
と

に
よ

り

必
要

な
個

別
対

応
手

段
へ

の
移

行
基

準
を

定

め
る

。
 

  

(
ｱ
)
 
 
大
規

模
損

壊
発

生
の

判
断
及

び
対

応
要
否

の
判

断
基

準
 

当
直

課
長

又
は

所
長

は
、

大
規

模
な

自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

に
つ

い
て

、
緊

急
地

震
速

報
、

大
津

波
警

報
等

又
は

衝
撃

音
、

衝
突

音
等

に
よ

り
検

知
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
の

状

況
、

プ
ラ

ン
ト

状
態

の
大

ま
か

な
確

認
及

び
把

握
を

行
う

と
と

も
に

、
大

規
模

損
壊

発
生

（
又

は
発

生
が

疑
わ

れ
る

場
合

）
の

判
断

を
行

う
。

ま
た

、
以

下
の

適
用

開
始

条
件

に
該

当
す

る
と

判
断

す
れ

ば
、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
に

基
づ

き
事

故
の

進
展

防
止

及
び

影
響

を
緩

和
す

る
た

め
の
活

動
を
開

始
す

る
。
 

【
適
用
開

始
条

件
】
 

ａ
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
等

に
よ

り
原

子

炉
施

設
が

以
下

の
い

ず
れ

か
の

状
態

と

な
っ

た
場

合
 

(
a
)
 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

又
は

制
御

機

能
が

喪
失

（
中

央
制

御
室

の
喪

失
を

含
む

。
)
 

(
b
)
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

が
損

傷
し

漏

え
い

が
発

生
 

(
c
)
 

炉
心

冷
却

機
能

及
び

放
射

性
物

質

閉
じ

込
め

機
能

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
よ

う
な

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
 

(
d
)
 

大
型

航
空

機
の

衝
突

に
よ

る
大

規

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

の
対

応
手

順
書

の
適

用
条

件
と

判
断

フ
ロ

ー
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
-
1
）

よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

                     

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

 

・
各

対
応

操
作

の
実

行
判

断
を

行
う

た
め

の
「

初
動

対
応

フ
ロ

ー
」

に

つ
い

て
は

、
施

設
の

状
況

把
握

が

困
難

な
場

合
、

状
況

把
握

が
あ

る

程
度

可
能

な
場

合
を

想
定

し
た

構

成
と

す
る

。
 

・
大

規
模

損
壊

発
生

の
適

用
開

始
条

件
で

あ
る

以
下

の
内

容
に

つ
い

て

記
載

す
る

。
 

・
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
等

に
よ

り
原

子
炉

施
設

が
以

下
の

い
ず

れ
か

の
状

態
と

な
っ

た
場

合
 

・
プ

ラ
ン

ト
監

視
機

能
又

は
制

御
機

能
が

喪
失

（
中

央
制

御

室
の

喪
失

を
含

む
)
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
が

損
壊

し
漏

え
い

が
発

生
 

・
炉

心
冷

却
機

能
及

び
放

射
性

物
質

閉
じ

込
め

機
能

に
影

響

を
与

え
る

可
能

性
が

あ
る

よ

う
な

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
 

・
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ
る

大
規

模
な

火
災

が
発

生
 

・
当

直
課

長
が

重
大

事
故

等
発

生

時
に

期
待

す
る

安
全

機
能

が
喪

失
し

、
事

故
の

進
展

防
止

及
び

影
響

緩
和

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

 

・
原

子
力

防
災

管
理

者
が

大
規

模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

を
活

用
し

た
支

援
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
2

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

火
災

が
発

生
 

（
a
-
3
-
1
-
1
-
2
）

 
当

直
課

長
が

重
大

事
故

等
発

生
時

に
期

待
す

る
安

全
機

能
が

喪
失

し
、

事

故
の

進
展

防
止

及
び

影
響

緩
和

が
必

要
と

判

断
し

た
場

合
 

（
a
-
3
-
1
-
1
-
3
）

 
原

子
力

防
災

管
理

者
が

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
を

活
用

し
た

支

援
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
 

  （
a
-
3
-
1
-
2
）

 
緩

和
操

作
を

選
択

す
る

た
め

の

判
断

フ
ロ

ー
 

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
に

よ
る

対
応

を
判

断
後

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
手

段
を

用
い

て

施
設

の
損

壊
状

況
及

び
プ

ラ
ン

ト
の

状
態

等

を
把

握
し

、
各

対
応

操
作

の
実

行
判

断
を

行

う
た

め
の

手
段

に
基

づ
い

て
、

事
象

進
展

に

応
じ

た
対

応
操

作
を

選
定

す
る

。
緩

和
操

作

を
選

択
す

る
た

め
の

判
断

フ
ロ

ー
は

、
中

央

制
御

室
の

監
視

及
び

制
御

機
能

の
喪

失
に

よ

り
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
に

は
、

外
か

ら

の
目

視
に

よ
る

確
認

又
は

可
搬

型
計

測
器

に

よ
る

優
先

順
位

に
従

っ
た

内
部

の
状

況
確

認

を
順

次
行

い
、

必
要

の
都

度
緩

和
措

置
を

行

う
。

ま
た

、
中

央
制

御
室

又
は

代
替

緊
急

時

対
策

所
若

し
く

は
緊

急
時

対
策

所
（

免
震

重

要
棟

内
）

で
の

監
視

機
能

の
一

部
が

健
全

で

あ
り

、
速

や
か

な
安

全
機

能
等

の
状

況
把

握

が
可

能
な

場
合

に
は

、
内

部
の

状
況

か
ら

全

体
を

速
や

か
に

把
握

し
、

優
先

順
位

を
付

け

て
喪

失
し

た
機

能
を

回
復

又
は

代
替

さ
せ

る

等
に

よ
り

緩
和

措
置

を
行

う
。

ま
た

、
適

切

な
個

別
操

作
を

速
や

か
に

選
択

で
き

る
よ

う

に
、

当
該

フ
ロ

ー
に

個
別

操
作

へ
の

移
行

基

準
を

明
確

化
す

る
。

 

な
お

、
個

別
操

作
を

実
行

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
又

は
設

計
基

準

事
故

対
処

設
備

の
使

用
可

否
に

つ
い

て
は

、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
に

基
づ

く

当
該

設
備

の
状

況
確

認
を

実
施

す
る

こ
と

に

よ
り

判
断

す
る

。
 

火
災

が
発

生
 

・
 

当
直

課
長

が
重

大
事

故
等

発
生

時
に

期
待

す
る

安
全

機
能

が
喪

失
し

、
事

故
の

進
展

防

止
及

び
影

響
緩

和
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
 

・
 

原
子

力
防

災
管

理
者

が
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

を
活

用
し

た
支

援
が

必
要

と

判
断

し
た

場
合

 

   （
b
）

 
緩

和
操

作
を

選
択

す
る

た
め

の
判

断
フ

ロ

ー
 大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

に
よ

る

対
応

を
判

断
後

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
手

段
を

用
い

て

施
設

の
損

壊
状

況
及

び
プ

ラ
ン

ト
の

状
態

等

を
把

握
し

、
各

対
応

操
作

の
実

行
判

断
を

行

う
た

め
の

手
段

に
基

づ
い

て
、

事
象

進
展

に

応
じ

た
対

応
操

作
を

選
定

す
る

。
緩

和
操

作

を
選

択
す

る
た

め
の

判
断

フ
ロ

ー
は

、
中

央

制
御

室
の

監
視

及
び

制
御

機
能

の
喪

失
に

よ

り
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
に

は
、

外
か

ら

の
目

視
に

よ
る

確
認

又
は

可
搬

型
計

測
器

に

よ
る

優
先

順
位

に
従

っ
た

内
部

の
状

況
確

認

を
順

次
行

い
、

必
要

の
都

度
緩

和
措

置
を

行

う
。

ま
た

、
中

央
制

御
室

又
は

代
替

緊
急

時

対
策

所
若

し
く

は
緊

急
時

対
策

所
（

免
震

重

要
棟

内
）

で
の

監
視

機
能

の
一

部
が

健
全

で

あ
り

、
速

や
か

な
安

全
機

能
等

の
状

況
把

握

が
可

能
な

場
合

に
は

、
内

部
の

状
況

か
ら

全

体
を

速
や

か
に

把
握

し
、

優
先

順
位

を
付

け

て
喪

失
し

た
機

能
を

回
復

又
は

代
替

さ
せ

る

等
に

よ
り

緩
和

措
置

を
行

う
。

ま
た

、
適

切

な
個

別
操

作
を

速
や

か
に

選
択

で
き

る
よ

う

に
、

当
該

フ
ロ

ー
に

個
別

操
作

へ
の

移
行

基

準
を

明
確

化
す

る
。

 

な
お

、
個

別
操

作
を

実
行

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
又

は
設

計
基

準

事
故

対
処

設
備

の
使

用
可

否
に

つ
い

て
は

、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
に

基
づ

く

当
該

設
備

の
状

況
確

認
を

実
施

す
る

こ
と

に

よ
り

判
断

す
る

。
 

模
な

火
災

が
発

生
 

ｂ
 

当
直

課
長

が
重

大
事

故
等

発
生

時
に

期
待

す
る

安
全

機
能

が
喪

失
し

、
事

故

の
進

展
防

止
及

び
影

響
緩

和
が

必
要

と

判
断

し
た

場
合

 

ｃ
 

本
部

長
が

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
を

活
用

し
た

支
援

が
必

要
と

判

断
し

た
場

合
 

  

(
ｲ
)
 
 
緩
和

操
作

を
選

択
す

る
た
め

の
判

断
フ
ロ

ー
 

本
部

長
は

、
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す

る
手

順
に

よ
る

対
応

を
判

断
後

、
原

子
炉

施
設

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
手

段
を

用
い

て
施

設
の

損
壊

状
況

及
び

プ
ラ

ン
ト

の
状

態
等

を
把

握
し

、
各

対
応

操
作

の
実

行
判

断
を

行
う

た
め

の
手

段
に

基
づ

い
て

、
事

象
進

展
に

応
じ

た
対

応
操

作
を

選
定
す

る
。
 

緩
和

操
作

を
選

択
す

る
た

め
の

判
断

フ

ロ
ー

は
、

中
央

制
御

室
の

監
視

及
び

制
御

機
能

の
喪

失
に

よ
り

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

に
は

、
外

か
ら

の
目

視
に

よ
る

確
認

又
は

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
優

先
順

位
に

従
っ

た
内

部
の

状
況

確
認

を
順

次
行

い
、

必
要
の

都
度
緩

和
措

置
を

行
う
。
 

中
央

制
御

室
又

は
代

替
緊

急
時

対
策

所

で
の

監
視

機
能

の
一

部
が

健
全

で
あ

り
、

速
や

か
な

安
全

機
能

等
の

状
況

把
握

が
可

能
な

場
合

に
は

、
内

部
の

状
況

か
ら

全
体

を
速

や
か

に
把

握
し

、
優

先
順

位
を

付
け

て
喪

失
し

た
機

能
を

回
復

又
は

代
替

さ
せ

る
等

に
よ

り
緩

和
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

適
切

な
個

別
操

作
を

速
や

か
に

選
択

で
き

る
よ

う
に

、
当

該
フ

ロ
ー

に
個

別
操

作
へ

の
移
行

基
準
を

定
め

る
。
 

な
お

、
個

別
操

作
を

実
行

す
る

た
め

に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

又
は

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
使

用
可

否
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

に
基

づ
く

当
該

設
備

の
状

況
確

認
を

実
施

す
る
こ

と
に
よ

り
判

断
す

る
。
 

 

 

（
a
-
3
-
2
）

優
先

順
位

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方

 

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

に
考

え
、

炉
心

損
傷

の
潜

在
的

可
能

性

を
最

小
限

に
す

る
こ

と
、

炉
心

損
傷

を
少

し

で
も

遅
ら

せ
る

こ
と

に
寄

与
で

き
る

初
期

活

動
を

行
う

と
と

も
に

、
事

故
対

応
へ

の
影

響

を
把

握
す

る
た

め
、

火
災

の
状

況
を

確
認

す

る
。

ま
た

、
対

応
要

員
及

び
残

存
す

る
資

源

等
を

基
に

有
効

か
つ

効
果

的
な

対
応

を
選

定

し
、

事
故

を
収

束
さ

せ
る

対
応

を
行

う
。

 

ま
た

、
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

安
全

機
能

の
喪

失
、

大
規

模
な

火
災

の
発

生
及

び

b
.
 

優
先

順
位

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
は

、
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

最
優

先
に

考
え

、

炉
心

損
傷

の
潜

在
的

可
能

性
を

最
小

限
に

す

る
こ

と
、

炉
心

損
傷

を
少

し
で

も
遅

ら
せ

る

こ
と

に
寄

与
で

き
る

初
期

活
動

を
行

う
と

と

も
に

、
事

故
対

応
へ

の
影

響
を

把
握

す
る

た

め
、

火
災

の
状

況
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

対

応
要

員
及

び
残

存
す

る
資

源
等

を
基

に
有

効

か
つ

効
果

的
な

対
応

を
選

定
し

、
事

故
を

収

束
さ

せ
る

対
応

を
行

う
。

 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て

イ
 
 
優
先

順
位

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方
 

本
部

長
は

、
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

最
優

先
に

考
え

、
炉

心
損

傷
の

潜

在
的

可
能

性
を

最
小

限
に

す
る

こ
と

、
炉

心

損
傷

を
少

し
で

も
遅

ら
せ

る
こ

と
に

寄
与

で

き
る

初
期

活
動

を
行

う
と

と
も

に
、

事
故

対

応
へ

の
影

響
を

把
握

す
る

た
め

、
火

災
の

状

況
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

対
応

要
員

及
び

残

存
す

る
資

源
等

を
基

に
有

効
、

か
つ

、
効

果

的
な

対
応

を
選

定
し

、
事

故
を

収
束

さ
せ

る

対
応

を
行

う
。
 

ま
た

、
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

安
全

・
優

先
順

位
に

係
る

基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
-
2
）

よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

  

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
初

動
対

応

及
び

大
規

模
火

災
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

優
先

順
位

に
従

っ
た

具
体

的
な

対
応

を
記

載
す

る
。

 

・
大

規
模

損
壊

が
発

生
又

は
発

生
す

る
恐

れ
が

あ
る

場
合

、
当

直
課

長

又
は

原
子

力
防

災
管

理
者

は
事

象

に
応

じ
た

以
下

の
対

応
及

び
確

認

を
行

う
。

 

・
事

前
予

測
が

で
き

な
い

自
然

災

害
（

大
地

震
、

竜
巻

等
）

又
は

大
型

航
空

機
の

衝
突

が
発

生
し



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
3

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

運
転

員
（

当
直

員
）

を
含

む
重

大
事

故
等

対

策
要

員
等

が
被

災
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

可
搬

型
重

大
事

故

等
対

処
設

備
等

を
活

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

（
a
-
3
-
3
）

項
に

示
す

５
つ

の
項

目
に

関
す

る
緩

和
等

の
措

置
に

つ
い

て
、

人
命

救

助
を

行
う

と
と

も
に

要
員

の
安

全
を

確
保

し

つ
つ

並
行

し
て

行
う

。
 

さ
ら

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

と
す

る
観

点
か

ら
、

事
故

対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操

作
場

所
に

支
障

と
な

る
火

災
及

び
延

焼
す

る

こ
と

に
よ

り
被

害
の

拡
大

に
繋

が
る

可
能

性

の
あ

る
火

災
の

消
火

活
動

を
優

先
的

に
実

施

す
る

。
 

対
応

の
優

先
順

位
に

つ
い

て
は

、
把

握
し

た
対

応
可

能
要

員
数

、
使

用
可

能
設

備
及

び

施
設

の
状

態
に

応
じ

て
選

定
す

る
。

 

・
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
喪

失
し

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

に

お
い

て
は

、
外

観
よ

り
施

設
の

状
況

を
把

握

す
る

と
と

も
に

、
対

応
可

能
な

要
員

の
状

況

を
可

能
な

範
囲

で
把

握
し

、
原

子
炉

格
納

容

器
又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
環

境
へ

の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

に
考

え
、

大
規

模
火

災
の

発
生

に
対

し
て

も
迅

速

に
対

応
す

る
。

ま
た

、
監

視
機

能
を

復
旧

さ

せ
る

た
め

、
代

替
所

内
電

源
に

よ
る

給
電

に

よ
り

、
監

視
機

能
の

復
旧

措
置

を
試

み
る

と

と
も

に
、

可
搬

型
計

測
器

等
を

用
い

て
可

能

な
限

り
継

続
的

に
状

態
把

握
に

努
め

る
。

 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
又

は
燃

料
取

扱
建

屋
の

破
損

が
確

認
さ

れ
周

辺
の

線
量

率

が
上

昇
し

て
い

る
場

合
は

放
射

性
物

質
の

放

出
低

減
処

置
を

行
う

。
 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
が

健
全

で
あ

る
こ

と
や

周
辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
は

原
子

炉
格

納
容

器

破
損

の
緩

和
処

置
を

優
先

し
て

実
施

し
、

炉

心
が

損
傷

し
て

い
な

い
こ

と
等

を
確

認
で

き

た
場

合
に

は
、

炉
心

損
傷

緩
和

の
処

置
を

実

施
す

る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

外
観

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

が
健

全
で

あ

る
こ

と
や

周
辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
は

、
建

屋
内

部
に

て

可
能

な
限

り
代

替
水

位
計

の
設

置
等

の
措

置

を
行

う
と

と
も

に
、

常
設

設
備

又
は

可
搬

型

設
備

に
よ

る
補

給
を

行
う

。
ま

た
、

水
位

の

維
持

が
不

可
能

又
は

不
明

と
判

断
し

た
場

合

は
外

部
ス

プ
レ

イ
を

行
う

。
 

 

・
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
あ

る
程

度
可

能
な

場
合

 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
健

全
で

あ
る

場
合

は
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
安

全
機

能

の
喪

失
、

大
規

模
な

火
災

の
発

生
及

び
運

転

員
（

当
直

員
）

を
含

む
重

大
事

故
等

対
策

要

員
等

が
被

災
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う

に
す

る
。

 

こ
の

よ
う

な
状

況
に

お
い

て
も

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

等
を

活
用

す
る

こ
と

に

よ
っ

て
、

「
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
」

、
「

炉
心

の
著

し

い
損

傷
緩

和
」

、
「

原
子

炉
格

納
容

器
の

破

損
緩

和
」

、
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

確

保
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

緩
和

」
及

び

「
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
」

の
原

子
力

災

害
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

人
命

救
助

を
行

う

と
と

も
に

要
員

の
安

全
を

確
保

し
つ

つ
並

行

し
て

行
う

。
 

さ
ら

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

と
す

る
観

点
か

ら
、

事
故

対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操

作
場

所
に

支
障

と
な

る
火

災
及

び
延

焼
す

る

こ
と

に
よ

り
被

害
の

拡
大

に
繋

が
る

可
能

性

の
あ

る
火

災
の

消
火

活
動

を
優

先
的

に
実

施

す
る

。
 

上
記

の
火

災
へ

の
対

応
を

含
む

優
先

順
位

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方

に
基

づ
く

、
大

規

模
損

壊
発

生
時

の
初

動
対

応
及

び
大

規
模

火

災
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

優
先

順
位

に
従

っ

た
具

体
的

な
対

応
を

以
下

に
示

す
。

 

（
a
）

 
大

規
模

損
壊

が
発

生
又

は
発

生
す

る
恐

れ

が
あ

る
場

合
、

当
直

課
長

又
は

原
子

力
防

災

管
理

者
は

事
象

に
応

じ
た

以
下

の
対

応
及

び

確
認

を
行

う
。

 

イ
．

 
事

前
予

測
が

で
き

な
い

自
然

災
害

（
地

震
）

又
は

大
型

航
空

機
の

衝
突

が
発

生
し

た
場

合
 

中
央

制
御

室
が

機
能

し
て

い
る

場
合

は
、

当
直

課
長

が
地

震
は

緊
急

地
震

速
報

及
び

地

震
に

伴
う

警
報

等
に

よ
り

、
航

空
機

衝
突

は

衝
撃

音
及

び
衝

突
音

等
に

よ
り

事
象

を
検

知

し
、

被
災

状
況

、
運

転
状

況
の

確
認

を
行

い

原
子

力
防

災
管

理
者

へ
状

況
報

告
を

行
う

。

な
お

、
中

央
制

御
室

が
機

能
し

て
い

な
い

場

合
又

は
当

直
課

長
か

ら
原

子
力

防
災

管
理

者

へ
連

絡
が

な
い

場
合

は
、

原
子

力
防

災
管

理

者
が

地
震

は
緊

急
地

震
速

報
等

に
よ

り
、

航

空
機

衝
突

は
衝

撃
音

及
び

衝
撃

音
等

に
よ

り

事
象

を
検

知
し

、
中

央
制

御
室

へ
状

況
の

確

認
、

連
絡

を
行

う
と

共
に

、
代

替
緊

急
時

対

策
所

並
び

に
緊

急
時

対
策

所
（

免
震

重
要

棟

内
）

へ
要

員
の

非
常

召
集

及
び

外
部

へ
の

通

報
連

絡
を

行
う

。
 

ロ
．

 
事

前
予

測
が

で
き

る
自

然
災

害
（

津

波
）

が
発

生
し

た
場

合
 

大
津

波
警

報
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、

当
直

課
長

は
原

則
と

し
て

発
電

用
原

子
炉

を
手

動

停
止

し
、

所
内

関
係

者
へ

避
難

指
示

を
出

す

と
と

も
に

原
子

力
防

災
管

理
者

へ
状

況
連

絡

機
能

の
喪

失
、

大
規

模
な

火
災

の
発

生
及

び

運
転

員
（

当
直

員
）

を
含

む
対

応
要

員
等

が

被
災

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

に
す

る

と
と

も
に

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備

等
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

「
大

規
模

な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
」

、
「

炉
心

の
著

し
い

損
傷

緩
和

」
、

「
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
緩

和
」

、
「

使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
確

保
及

び
燃

料
体

の

著
し

い
損

傷
緩

和
」

及
び

「
放

射
性

物
質

の

放
出

低
減

」
の

緩
和

等
の

措
置

に
つ

い
て

、

対
応

要
員

の
安

全
を

確
保

し
つ

つ
人

命
救

助

を
行

う
。

 

さ
ら

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

と
す

る
観

点
か

ら
、

事
故

対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操

作
場

所
に

支
障

と
な

る
火

災
並

び
に

延
焼

す

る
こ

と
に

よ
り

被
害

の
拡

大
に

繋
が

る
可

能

性
の

あ
る

火
災

の
消

火
活

動
を

優
先

的
に

実

施
す

る
。

 

                                     

                                                         

た
場

合
 

中
央

制
御

室
が

機
能

し
て

い

る
場

合
は

、
当

直
課

長
が

地
震

は
緊

急
地

震
速

報
及

び
地

震
に

伴
う

警
報

等
に

よ
り

、
航

空
機

衝
突

は
衝

撃
音

及
び

衝
突

音
等

に
よ

り
事

象
を

検
知

し
、

被
災

状
況

、
運

転
状

況
の

確
認

を
行

い
原

子
力

防
災

管
理

者
へ

状
況

報
告

を
行

う
。

な
お

、
中

央
制

御
室

が
機

能
し

て
い

な
い

場
合

又
は

当
直

課
長

か
ら

原
子

力
防

災
管

理
者

へ
連

絡
が

な
い

場
合

は
、

原
子

力
防

災
管

理
者

が
地

震
は

緊
急

地
震

速
報

等
に

よ

り
、

航
空

機
衝

突
は

衝
撃

音
及

び
衝

撃
音

等
に

よ
り

事
象

を
検

知
し

、
中

央
制

御
室

へ
状

況
の

確
認

、
連

絡
を

行
う

と
共

に
、

代
替

緊
急

時
対

策
所

へ
要

員
の

非
常

召
集

及
び

外
部

へ
の

通
報

連
絡

を
行

う
。

 

 ・
事

前
予

測
が

で
き

る
自

然
災

害

（
津

波
）

が
発

生
し

た
場

合
 

大
津

波
警

報
が

発
令

さ
れ

た

場
合

、
当

直
課

長
は

原
則

と
し

て
発

電
用

原
子

炉
を

手
動

停
止

し
、

所
内

関
係

者
へ

避
難

指
示

を
出

す
と

と
も

に
原

子
力

防
災

管
理

者
へ

状
況

連
絡

を
行

う
。

連
絡

を
受

け
た

原
子

力
防

災
管

理
者

は
、

要
員

を
一

旦
高

所
へ

避
難

さ
せ

た
後

、
第

２
、

第
３

波
の

津
波

の
情

報
を

継
続

的
に

収
集

し
な

が
ら

、
代

替
緊

急
時

対
策

所
へ

要
員

の
非

常
召

集
及

び
外

部
へ

の
通

報
連

絡
を

行

う
。

 

 

・
原

子
力

防
災

管
理

者
は

非
常

召

集
し

た
各

要
員

か
ら

原
子

炉
施

設
の

被
災

状
況

に
関

す
る

情
報

を
収

集
し

、
大

ま
か

な
状

況
の

確
認

及
び

把
握

（
火

災
の

発
生

有
無

、
建

屋
の

損
壊

状
況

等
）

を
行

う
。

当
直

課
長

又
は

原
子

力
防

災
管

理
者

が
原

子
炉

施
設

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
手

段
を

用
い

た
状

況
把

握
が

必
要

と
判

断
す

れ
ば

、
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

に
基

づ
く

対
応

を
開

始
す

る
。

 

 

・
緊

急
時

対
策

本
部

は
以

下
の

項

目
の

確
認

及
び

対
応

を
最

優
先

に
実

施
す

る
。

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
4

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

に
は

、
運

転
員

（
当

直
員

）
等

に
よ

り
発

電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
を

速
や

か
に

把
握

し
、

判
断

フ
ロ

ー
に

基
づ

い
て

「
止

め

る
」

、
「

冷
や

す
」

、
「

閉
じ

込
め

る
」

機

能
の

確
保

を
基

本
と

し
、

状
況

把
握

が
困

難

な
場

合
と

同
様

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質

の
放

出
低

減
を

目
的

に
、

優
先

的
に

実
施

す

べ
き

対
応

操
作

と
そ

の
実

効
性

を
総

合
的

に

判
断

し
、

必
要

な
緩

和
処

置
を

実
施

す
る

。
 

な
お

、
部

分
的

に
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

確
認

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
計

測
器

等
に

よ

り
確

認
を

試
み

る
。

 

 

上
記

の
各

対
策

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
ア

ク
セ

ス
ル

ー

ト
確

保
の

考
え

方
を

基
本

に
、

被
害

状
況

を

確
認

し
、

早
急

に
復

旧
可

能
な

ル
ー

ト
を

選

定
し

、
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

、
そ

の
他

重
機

を

用
い

て
法

面
崩

壊
に

よ
る

土
砂

、
建

屋
の

損

壊
に

よ
る

が
れ

き
等

の
撤

去
活

動
を

実
施

す

る
こ

と
で

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
行

う
。

ま
た

、
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク

セ
ス

ル
ー

ト
及

び
操

作
場

所
に

支
障

と
な

る

火
災

及
び

延
焼

す
る

こ
と

に
よ

り
被

害
の

拡

大
に

繋
が

る
可

能
性

の
あ

る
火

災
の

消
火

活

動
を

優
先

的
に

実
施

す
る

。
 

を
行

う
。

連
絡

を
受

け
た

原
子

力
防

災
管

理

者
は

、
要

員
を

一
旦

高
所

へ
避

難
さ

せ
た

後
、

第
２

、
第

３
波

の
津

波
の

情
報

を
継

続

的
に

収
集

し
な

が
ら

、
代

替
緊

急
時

対
策

所

並
び

に
緊

急
時

対
策

所
（

免
震

重
要

棟
内

）

へ
要

員
の

非
常

召
集

及
び

外
部

へ
の

通
報

連

絡
を

行
う

。
 

（
b
）

 
原

子
力

防
災

管
理

者
は

非
常

召
集

し
た

各

要
員

か
ら

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
被

災
状

況

に
関

す
る

情
報

を
収

集
し

、
大

ま
か

な
状

況

の
確

認
及

び
把

握
（

火
災

の
発

生
有

無
、

建

屋
の

損
壊

状
況

等
）

を
行

う
。

当
直

課
長

又

は
原

子
力

防
災

管
理

者
が

発
電

用
原

子
炉

施

設
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

手
段

を

用
い

た
状

況
把

握
が

必
要

と
判

断
す

れ
ば

、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
に

基
づ

く

対
応

を
開

始
す

る
。

 

（
c
）

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
以

下
の

項
目

の
確

認

及
び

対
応

を
最

優
先

に
実

施
す

る
。

 

イ
．

 
初

期
状

態
の

確
認

 

・
中

央
制

御
室

と
の

連
絡

及
び

プ
ラ

ン
ト

パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
 

可
否

 

・
原

子
炉

停
止

確
認

（
停

止
し

て
い

な
い

場

合
は

原
子

炉
手

動
停

止
を

速
や

か
に

試
み

る
。

）
 

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
起

動
確

認

（
起

動
し

て
い

な
い

場
合

は
起

動
操

作
を

速
や

か
に

試
み

る
。

）
 

ロ
．

 
モ

ニ
タ

指
示

値
の

確
認

（
モ

ニ
タ

指
示

値
に

よ
り

、
事

故
及

び
炉

心
の

状
況

を
推

測

す
る

。
）

 

ハ
．

 
火

災
の

確
認

（
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場
合

は
、

事
故

対
応

に
支

障
と

な
る

も
の

か

否
か

を
確

認
す

る
。

）
 

（
d
）

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
上

記
の

確
認

及
び

対

応
を

実
施

し
た

後
、

詳
細

な
状

況
を

把
握

す

る
た

め
以

下
の

項
目

を
確

認
す

る
。

 

イ
．

対
応

可
能

な
要

員
の

確
認

 

ロ
．

通
信

関
係

の
確

認
 

ハ
．

建
屋

ア
ク

セ
ス

性
の

確
認

 

ニ
．

施
設

損
壊

状
態

の
確

認
 

ホ
．

電
源

系
統

の
確

認
 

へ
．

機
器

状
態

の
確

認
 

（
e
）

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
（

c
）

項
の

確
認

と

並
行

し
て

以
下

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
対

応
の

優
先

順
位

に
つ

い
て

は
、

把
握

し
た

対
応

可
能

要
員

数
、

使
用

可
能

設

備
及

び
施

設
の

状
態

に
応

じ
て

選
定

す
る

。
 

イ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
喪

失
し

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

に

お
い

て
は

、
外

観
よ

り
施

設
の

状
況

を
把

握

す
る

と
と

も
に

、
対

応
可

能
な

要
員

の
状

況

を
可

能
な

範
囲

で
把

握
し

、
原

子
炉

格
納

容

器
又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
環

境
へ

の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

に
考

       本
部

長
は

、
非

常
召

集
し

た
対

応
要

員
か

ら
原

子
炉

施
設

の
被

災
状

況
に

関
す

る
情

報

を
収

集
し

、
大

ま
か

な
状

況
の

確
認

及
び

把

握
（

火
災

の
発

生
有

無
、

建
屋

の
損

壊
状

況

等
）

を
行

う
。

当
直

課
長

又
は

本
部

長
が

原

子
炉

施
設

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の

手
段

を
用

い
た

状
況

把
握

が
必

要
と

判
断

す

れ
ば

、
大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

に

基
づ

く
対

応
を

開
始
す
る

。
 

対
応

の
優

先
順

位
に

つ
い

て
は

、
把

握
し

た
対

応
可

能
要

員
数

、
使

用
可

能
設

備
及

び

施
設

の
状

態
に

応
じ
て
選

定
す

る
。

 

                             (
ｱ
)
 
 
原

子
炉

施
設

の
状

況
把
握

が
困
難
な

場
合
 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
喪

失
し

、
原

子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
困

難
な

場
合

に
お

い
て

は
、

外
観

よ
り

施
設

の
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
対

応
が

可
能

な
対

応
要

員
の

状
況

を
可

能
な

範
囲

で
把

握
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
最

優
先

に
考

え
、

大
規

模
火

災
の

発
生

       ・
優

先
順

位
に

従
っ

た

具
体

的
な

対
応

に
つ

い
て

は
、

実
施

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

・
初

期
状

態
の

確
認

 

・
中

央
制

御
室

と
の

連
絡

及

び
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
可

否
 

・
原

子
炉

停
止

確
認

（
停

止

し
て

い
な

い
場

合
は

原
子

炉
手

動
停

止
を

速
や

か
に

試
み

る
。

）
 

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ

ン
プ

起
動

確
認

（
起

動
し

て
い

な
い

場
合

は
起

動
操

作
を

速
や

か
に

試
み

る
。

）
 

・
モ

ニ
タ

指
示

値
の

確
認

（
モ

ニ
タ

指
示

値
に

よ
り

、
事

故

及
び

炉
心

の
状

況
を

推
測

す

る
。

）
 

・
火

災
の

確
認

（
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場
合

は
、

事
故

対

応
に

支
障

と
な

る
も

の
か

否

か
を

確
認

す
る

。
）

 

 ・
緊

急
時

対
策

本
部

は
上

記
の

確

認
及

び
対

応
を

実
施

し
た

後
、

詳
細

な
状

況
を

把
握

す
る

た
め

以
下

の
項

目
を

確
認

す
る

。
 

・
対

応
可

能
な

要
員

の
確

認
 

・
通

信
関

係
の

確
認

 

・
建

屋
ア

ク
セ

ス
性

の
確

認
 

・
施

設
損

壊
状

態
の

確
認

 

・
電

源
系

統
の

確
認

 

・
機

器
状

態
の

確
認

 

 

・
各

対
策

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

確
保

の
考

え
方

を
基

本
に

、
被

害
状

況
を

確
認

し
、

早
急

に
復

旧
可

能
な

ル
ー

ト
を

選
定

し
、

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
、

そ
の

他
重

機
を

用
い

て
法

面
崩

壊
に

よ
る

土
砂

、
建

屋
の

損
壊

に
よ

る
が

れ
き

等
の

撤
去

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
で

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
行

う
。

ま
た

、
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操
作

場
所

に
支

障
と

な
る

火
災

及
び

延
焼

す
る

こ
と

に
よ

り
被

害
の

拡
大

に
繋

が
る

可
能

性
の

あ
る

火
災

の
消

火
活

動
を

優
先

的
に

実
施

す
る

。
 

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
5

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

え
、

大
規

模
火

災
の

発
生

に
対

し
て

も
迅

速

な
対

応
が

で
き

る
よ

う
移

動
式

大
容

量
ポ

ン

プ
車

の
準

備
を

開
始

す
る

。
ま

た
、

監
視

機

能
を

復
旧

さ
せ

る
た

め
、

代
替

所
内

電
源

に

よ
る

給
電

に
よ

り
、

監
視

機
能

の
復

旧
措

置

を
試

み
る

と
と

も
に

、
可

搬
型

計
測

器
等

を

用
い

て
可

能
な

限
り

継
続

的
に

状
態

把
握

に

努
め

る
。

 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
又

は
燃

料
取

扱
建

屋
の

破
損

が
確

認
さ

れ
周

辺
の

線
量

率

が
上

昇
し

て
い

る
場

合
は

、
予

め
準

備
を

開

始
し

て
い

る
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車
と

放

水
砲

を
用

い
た

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

処

置
を

行
う

。
 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
が

健
全

で
あ

る
こ

と
や

周
辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
は

原
子

炉
格

納
容

器

破
損

の
緩

和
処

置
を

優
先

し
て

実
施

す
る

。
 

炉
心

が
損

傷
し

て
い

な
い

こ
と

、
１

次
冷

却
系

か
ら

大
規

模
な

漏
え

い
が

発
生

し
て

い

な
い

こ
と

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

減
圧

が

必
要

な
い

こ
と

を
確

認
で

き
た

場
合

に
は

、

炉
心

損
傷

緩
和

の
処

置
を

実
施

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

外
観

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

が
健

全
で

あ

る
こ

と
や

周
辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
は

、
建

屋
内

部
に

て

可
能

な
限

り
代

替
の

水
位

計
の

設
置

等
の

措

置
を

行
う

と
と

も
に

、
常

設
設

備
又

は
可

搬

型
設

備
に

よ
る

補
給

を
行

う
。

ま
た

、
水

位

の
維

持
が

不
可

能
又

は
不

明
と

判
断

し
た

場

合
は

外
部

ス
プ

レ
イ

を
行

う
。

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
の

フ
ロ

ー
を

第
5
.
2
.
3

図
に

示

す
。

 

ロ
．

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握

が
あ

る
程

度
可

能
な

場
合

 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
健

全
で

あ
る

場
合

に
は

、
運

転
員

（
当

直
員

）
等

に
よ

り
発

電

用
原

子
炉

施
設

の
状

況
を

速
や

か
に

把
握

し
、

判
断

フ
ロ

ー
に

基
づ

い
て

「
止

め

る
」

、
「

冷
や

す
」

、
「

閉
じ

込
め

る
」

機

能
の

確
保

を
基

本
と

し
、

状
況

把
握

が
困

難

な
場

合
と

同
様

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質

の
放

出
低

減
を

目
的

に
、

優
先

的
に

実
施

す

べ
き

対
応

操
作

と
そ

の
実

効
性

を
総

合
的

に

判
断

し
、

必
要

な
緩

和
処

置
を

実
施

す
る

。
 

な
お

、
部

分
的

に
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

確
認

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
計

測
器

等
に

よ

り
確

認
を

試
み

る
。

 

  （
f
）

 
（

c
）

項
か

ら
（

e
）

項
の

各
対

策
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
重

大
事

故
等

対
策

に
お

け

る
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

確
保

の
考

え
方

を
基

本

に
、

被
害

状
況

を
確

認
し

、
早

急
に

復
旧

可

能
な

ル
ー

ト
を

選
定

し
、

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

に
対

し
て

も
迅

速
に

対
応

す
る

。
ま

た
、

監
視

機
能

を
復

旧
さ

せ
る

た
め

、
代

替
所

内
電

源
に

よ
る

給
電

に
よ

り
、

監
視

機
能

の
復

旧
措

置
を

試
み

る
と

と
も

に
、

可
搬

型
計

測
器

等
を

用
い

て
可

能
な

限
り

継
続

的
に
状

態
把
握

に
努

め
る

。
 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
又

は
燃

料

取
扱

建
屋

の
破

損
が

確
認

さ
れ

周
辺

の
線

量
率

が
上

昇
し

て
い

る
場

合
は

放
射

性
物

質
の
放

出
低
減

処
置

を
行

う
。
 

外
観

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
が

健
全

で

あ
る

こ
と

や
周

辺
の

線
量

率
が

正
常

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
は

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
の

緩
和

処
置

を
優

先
し

て
実

施
し

、
炉

心
が

損
傷

し
て

い
な

い
こ

と
等

を
確

認
で

き
た

場
合

に
は

、
炉

心
損

傷
緩

和
の
処

置
を
実

施
す

る
。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

対
応

に
つ

い

て
は

、
外

観
よ

り
燃

料
取

扱
建

屋
が

健
全

で
あ

る
こ

と
や

周
辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
た

場
合

は
、

建
屋

内
部

に
て

可
能

な
限

り
代

替
水

位
計

の
設

置
等

の
措

置
を

行
う

と
と

も
に

、
常

設
設

備
又

は
可

搬
型

設
備

に
よ

る
補

給
を

行

う
。

ま
た

、
水

位
の

維
持

が
不

可
能

又
は

不
明

と
判

断
し

た
場

合
は

外
部

ス
プ

レ
イ

を
行
う

。
 

        (
ｲ
)
 
 
原
子

炉
施

設
の

状
況

把
握
が

あ
る

程
度
可

能
な

場
合
 

プ
ラ

ン
ト

監
視

機
能

が
健

全
で

あ
る

場

合
に

は
、

運
転

員
（

当
直

員
）

等
に

よ
り

原
子

炉
施

設
の

状
況

を
速

や
か

に
把

握

し
、

判
断

フ
ロ

ー
に

基
づ

い
て

「
止

め

る
」

、
「

冷
や

す
」

、
「

閉
じ

込
め

る
」

機
能

の
確

保
を

基
本

と
し

、
状

況
把

握
が

困
難

な
場

合
と

同
様

に
、

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

低
減

を
目

的
に

、
優

先
的

に
実

施
す

べ
き

対
応

操
作

と
そ

の
実

効
性

を
総

合
的

に
判

断
し

、
必

要
な

緩
和

処
置

を
実
施

す
る
。

 

な
お

、
部

分
的

に
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

計
測

器
等

に
よ
り

確
認
を

試
み

る
。
 

 各
対

策
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
重

大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

確
保

の
考

え
方

を
基

本
に

、
被

害
状

況
を

確
認

し
、

早
急

に
復

旧
可

能
な

ル
ー

ト
を

選
定

し
、

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
、

そ
の

他
重



上
流

文
書
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変
更
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可
申
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書
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か

ら
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規
定
へ

の
記
載

内
容
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本

文
 
十

号
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添
付
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十
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【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ
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ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
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可
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書
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書
類
十

】
 

(
補

正
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H
2
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.
9
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原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ダ
、

そ
の

他
重

機
を

用
い

て
法

面
崩

壊
に

よ

る
土

砂
、

建
屋

の
損

壊
に

よ
る

が
れ

き
等

の

撤
去

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
で

ア
ク

セ
ス

ル

ー
ト

の
確

保
を

行
う

。
ま

た
、

事
故

対
応

を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操
作

場

所
に

支
障

と
な

る
火

災
及

び
延

焼
す

る
こ

と

に
よ

り
被

害
の

拡
大

に
繋

が
る

可
能

性
の

あ

る
火

災
の

消
火

活
動

を
優

先
的

に
実

施
す

る
。

 

機
を

用
い

て
法

面
崩

壊
に

よ
る

土
砂

、
建

屋
の

損
壊

に
よ

る
が

れ
き

等
の

撤
去

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
で

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
行

う
。

ま
た

、
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

操
作

場
所

に
支

障
と

な
る

火
災

及
び

延
焼

す
る

こ
と

に
よ

り
被

害
の

拡
大

に
繋

が
る

可
能

性
の

あ
る

火
災

の
消

火
活

動
を

優
先

的
に

実
施

す
る
。

 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

（
a
-
3
-
3
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

順
書

 

大
規

模
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

に
対

応
す

る
手

順
に

つ
い

て
は

、
（

a
-
3
-
3
-
1
）

項
の

５
つ

の
活

動
を

行
う

た
め

の
手

順
書

と
し

て

重
大

事
故

等
対

策
で

整
備

す
る

設
備

を
活

用

し
た

手
順

等
に

加
え

て
、

事
象

進
展

の
抑

制

及
び

緩
和

に
資

す
る

た
め

の
多

様
性

を
持

た

せ
た

手
順

等
を

適
切

に
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
（

a
-
3
-
3
-
2
）

項
か

ら
（

a
-
3
-
3
-

1
4
）

項
の

手
順

等
を

基
本

に
、

共
通

要
因

で

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
、

中

央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現
場

に
て

プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る
た

め
の

手

順
、

重
大

事
故

等
対

策
と

異
な

る
判

断
基

準

に
よ

り
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
手

順
及

び

現
場

に
て

直
接

機
器

を
作

動
さ

せ
る

た
め

の

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

c
.
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
活

動
を

行
う

た
め

に

必
要

な
手

順
書

 

大
規

模
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

に
対

応
す

る
手

順
に

つ
い

て
は

、
（

a
）

項
の

５
つ

の

活
動

を
行

う
た

め
の

手
順

書
と

し
て

重
大

事

故
等

対
策

で
整

備
す

る
設

備
を

活
用

し
た

手

順
等

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及
び

緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性
を

持
た

せ
た

手

順
等

を
適

切
に

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
（

b
）

項
か

ら
（

n
）

項
の

と
お

り

の
手

順
等

を
基

本
に

、
共

通
要

因
で

同
時

に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
可

搬
型

重
大

事

故
等

対
処

設
備

を
用

い
た

手
順

、
中

央
制

御

室
で

の
監

視
及

び
制

御
機

能
が

喪
失

し
た

場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
現

場
に

て
プ

ラ
ン

ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

た
め

の
手

順
及

び

現
場

に
て

直
接

機
器

を
作

動
さ

せ
る

た
め

の

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

第
5
.
2
.
5
表

か
ら

第
5
.
2
.
1
7
表

に
1
.
2

か
ら

1
.
1
4

に
お

け
る

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

設
備

と
整

備
す

る
手

順
を

示

す
。

 

ウ
 
 
大
規

模
損

壊
発

生
時

に
活

動
を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

順
書
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課

長
、

保
修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

大
規

模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手
順

書
を

整
備

す
る

に

当
た

っ
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
で

整
備

す

る
設

備
を

活
用

し
た

手
順

等
に

加
え

て
、

事

象
進

展
の

抑
制

及
び

緩
和

に
資

す
る

た
め

の

多
様

性
を

持
た

せ
た

手
順

等
、

共
通

要
因

で

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
、

中

央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現
場

に
て

プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る
た

め
の

手

順
、

重
大

事
故

等
対

策
と

異
な

る
判

断
基

準

に
よ

り
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
手

順
及

び

現
場

に
て

直
接

機
器

を
作

動
さ

せ
る

た
め

の

手
順

等
を

定
め

る
。
 

 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

に
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

手
順

書
の

整
備

内
容

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
-
3
）

よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

整
備

(
改

正
)
す

る
手
順
 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

・
放

射
線

管
理

基
準

（
既

存
）
 

・
放

射
線

管
理

要
領

（
既

存
）
 

・
技

術
基

準
（

既
存
）
 

・
通

信
連

絡
設

備
管

理
要

領
（

新
規

）
 

  

（
a
-
3
-
3
-
1
）

 
５

つ
の

活
動

又
は

緩
和

対
策

を

行
う

た
め

の
手

順
書

 

・
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け

る
消

火
活

動
に

関
す

る
手

順
等

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

と
し

て
、

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ

る
大

規
模

な
航

空
機

燃
料

火
災

を
想

定
し

、

放
水

砲
等

を
用

い
た

泡
消

火
に

つ
い

て
の

手

順
書

を
整

備
す

る
と

と
も

に
必

要
な

設
備

を

配
備

す
る

。
 

ま
た

、
地

震
及

び
津

波
の

よ
う

な
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
っ

て
施

設
内

の
油

タ
ン

ク

火
災

等
の

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

同
様

な
対

応
が

可
能

な
よ

う

に
多

様
な

消
火

手
段

を
整

備
す

る
。

 

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

（
a
-
3
-

3
-
1
2
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と
し

て
整

備
す

る
。

 

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

（
a
）

 
５

つ
の

活
動

又
は

緩
和

対
策

を
行

う
た

め

の
手

順
書

 

イ
．

 
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

に
関

す
る

手
順

等
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

と
し

て
、

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ

る
大

規
模

な
航

空
機

燃
料

火
災

を
想

定
し

、

放
水

砲
等

を
用

い
た

泡
消

火
に

つ
い

て
の

手

順
書

を
整

備
す

る
と

と
も

に
必

要
な

設
備

を

配
備

す
る

。
 

ま
た

、
地

震
及

び
津

波
の

よ
う

な
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
っ

て
施

設
内

の
油

タ
ン

ク

火
災

等
の

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

同
様

な
対

応
が

可
能

な
よ

う

に
多

様
な

消
火

手
段

を
整

備
す

る
。

 

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

（
l
）

項

に
該

当
す

る
手

順
等

を
含

む
も

の
と

し
て

整

備
す

る
。

 

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

(
ｱ
)
 
 
５
つ

の
活

動
又

は
緩

和
対
策

を
行

う
た
め

の
手

順
書
 

ａ
 
 
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に

お
け

る
消

火
活

動
に
関
す

る
手
順

等
 

防
災

課
長

及
び

保
修

課
長

は
、

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ
る

大

規
模

な
航

空
機

燃
料

火
災

を
想

定
し

、

放
水

砲
等

を
用

い
た

泡
消

火
に

つ
い

て

の
手
順
書

を
定

め
る

。
 

ま
た

、
地

震
及

び
津

波
の

よ
う

な
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
っ

て
施

設
内

の

油
タ

ン
ク

火
災

等
の

大
規

模
な

火
災

が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

同
様

な

対
応

が
可

能
な

よ
う

に
多

様
な

消
火

手

段
を
定
め

る
。

 

手
順

書
に

つ
い
て

は
、

以
下
の

(
ｼ
)
項

に
該

当
す

る
手

順
等

を
含

む
も

の
と

す

る
。
 

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
対

応
手

段
の

優
先

順
位

は
、

放

・
大

規
模

な
火

災
に

対

す
る

消
火

活
動

の
内

容
と

そ
の

優
先

順
位

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
-
3
-
1
）

よ
り

引
用

し
て

記

載
）

 

        

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

            

・
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

に
よ

る
大

規
模

な
航

空
機

燃
料

火

災
、

地
震

及
び

津
波

の
よ

う
な

大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
る

施
設

内

の
油

タ
ン

ク
火

災
等

の
大

規
模

な

火
災

へ
の

消
火

活
動

及
び

地
震

に

よ
る

建
屋

内
部

の
火

災
に

対
す

る

消
火

活
動

に
つ

い
て

手
順

書
に

記

載
す

る
。

（
新
規
）

 

・
ま

た
、

消
火

活
動

は
事

故
対

応
と

独
立

し
た

通
信

手
段

を
整

備
し

、

実
施

す
る

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

（
新

規
）
 

建
屋

内
部

火
災

へ
の

対
応

（
新

規
）
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

常
設

配
管

へ
の

接
続

場
所

又
は

系

統
構

成
の

た
め

に
操

作
が

必
要

な

弁
等

の
設

置
場

所
に

お
い

て
火

災

が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

、
建

屋



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
7

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

る
対

応
手

段
の

優
先

順
位

は
、

放
水

砲
等

を

用
い

た
泡

消
火

に
つ

い
て

速
や

か
に

準
備

す

る
と

と
も

に
、

火
災

の
状

況
に

応
じ

て
小

型

放
水

砲
等

に
よ

る
泡

消
火

を
準

備
す

る
。

ま

た
、

早
期

に
準

備
が

可
能

な
化

学
消

防
自

動

車
に

よ
る

延
焼

防
止

の
た

め
の

消
火

を
実

施

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

対
策

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
う

場
合

は
、

事
故

対
応

と
は

独

立
し

た
通

信
手

段
を

用
い

る
た

め
に

、
別

の

無
線

通
話

装
置

の
回

線
を

使
用

す
る

こ
と

と

し
、

緊
急

時
対

策
本

部
と

の
連

絡
に

つ
い

て

は
衛

星
携

帯
電

話
設

備
を

使
用

し
て

、
全

体

指
揮

者
の

指
揮

の
下

対
応

を
行

う
。

 

                                           

る
対

応
手

段
の

優
先

順
位

は
、

放
水

砲
等

を

用
い

た
泡

消
火

に
つ

い
て

速
や

か
に

準
備

す

る
と

と
も

に
、

火
災

の
状

況
に

応
じ

て
小

型

放
水

砲
等

に
よ

る
泡

消
火

を
準

備
す

る
。

ま

た
、

早
期

に
準

備
が

可
能

な
化

学
消

防
自

動

車
に

よ
る

延
焼

防
止

の
た

め
の

消
火

を
実

施

す
る

。
 

地
震

に
よ

り
建

屋
内

部
に

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

の
火

災
に

よ
り

建

屋
内

の
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
及

び
重

大

事
故

等
対

処
設

備
の

一
部

の
機

能
が

喪
失

す

る
よ

う
な

場
合

で
も

、
屋

外
に

配
備

す
る

可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

火
災

の
影

響

を
受

け
な

い
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

設
備

を
中

心
と

し
た

事
故

対

応
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
な

お
、

当

該
対

応
に

お
い

て
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
と

常
設

配
管

へ
の

接
続

場
所

又
は

系

統
構

成
の

た
め

に
操

作
が

必
要

な
弁

等
の

設

置
場

所
に

お
い

て
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場

合
は

、
建

屋
内

に
設

置
し

て
い

る
消

火
器

等

に
よ

る
消

火
活

動
を

速
や

か
に

実
施

し
、

接

続
箇

所
ま

で
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
等

を
確

保

す
る

。
 

当
該

の
消

火
活

動
を

行
う

に
当

た
っ

て

は
、

以
下

の
と

お
り

、
緊

急
時

対
策

本
部

と

消
火

要
員

と
の

連
絡

を
密

に
行

い
、

火
災

の

影
響

に
よ

り
対

応
が

困
難

な
場

合
は

別
の

手

段
を

試
み

る
等

、
要

員
の

安
全

確
保

に
配

慮

し
て

実
施

す
る

。
 

・
現

場
に

お
い

て
事

故
対

応
操

作
等

を
行

う

場
合

に
は

、
並

行
し

て
消

火
活

動
が

必
要

に
な

る
可

能
性

も
想

定
し

複
数

名
で

活
動

す
る

。
 

・
再

燃
又

は
延

焼
の

可
能

性
を

考
慮

し
、

火

災
へ

の
監

視
を

強
化

す
る

。
 

・
消

火
活

動
を

含
む

屋
内

で
の

活
動

の
際

に

は
、

火
災

対
応

用
の

装
備

品
（

例
：

セ
ル

フ
エ

ア
セ

ッ
ト

等
）

を
確

実
に

装
着

す

る
。

当
該

の
装

備
品

を
装

着
し

て
の

消
火

活
動

に
つ

い
て

は
、

予
め

活
動

で
き

る
時

間
（

仕
様

)
を

確
認

し
た

上
で

行
う

。
 

・
消

火
活

動
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
消

火

専
用

と
し

て
配

備
し

て
い

る
無

線
通

話
装

置
（

携
帯

型
）

及
び

衛
星

携
帯

電
話

設
備

等
を

活
用

し
、

緊
急

時
対

策
本

部
と

消
防

要
員

の
連

絡
を

密
に

す
る

。
無

線
通

話
装

置
（

携
帯

型
）

で
の

連
絡

が
困

難
な

建
屋

内
に

お
い

て
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場
合

に
は

、
複

数
あ

る
別

の
対

応
手

段
を

選
択

し
て

事
故

対
応

を
試

み
る

と
と

も
に

、
火

災
に

対
し

て
は

連
絡

要
員

を
配

置
す

る
等

に
よ

り
外

部
と

の
通

信
ル

ー
ト

及
び

要
員

の
安

全
を

確
保

し
た

上
で

、
対

応
可

能
な

範
囲

の
消

火
活

動
を

行
う

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

対
策

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
う

場
合

は
、

事
故

対
応

と
は

独

水
砲

等
を

用
い

た
泡

消
火

に
つ

い
て

速

や
か

に
準

備
す

る
と

と
も

に
、

火
災

の

状
況

に
応

じ
て

小
型

放
水

砲
等

に
よ

る

泡
消

火
を

準
備

す
る

。
ま

た
、

早
期

に

準
備

が
可

能
な

化
学

消
防

自
動

車
に

よ

る
延

焼
防

止
の

た
め

の
消

火
を

実
施

す

る
。
 

          

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

                                   対
応

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
う

場
合

は
、

事
故

対
応

と
は

独
立

し
た

通

                ・
具

体
的

な
消

火
活

動

の
内

容
に

つ
い

て

は
、

実
施

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                                   

                                                         

内
に

設
置

し
て

い
る

消
火

器
等

に

よ
る

消
火

活
動

を
速

や
か

に
実

施

し
、

接
続

箇
所

ま
で

の
ア

ク
セ

ス

ル
ー

ト
等

を
確

保
す

る
。

 

・
緊

急
時

対
策

本
部

と
消

火
要

員
と

の
連

絡
を

密
に

行
い

、
火

災
の

影

響
に

よ
り

対
応

が
困

難
な

場
合

は

別
の

手
段

を
試

み
る

等
、

要
員

の

安
全

確
保

に
配

慮
し

て
実

施
す

る
。

 

・
現

場
に

お
い

て
事

故
対

応
操

作

等
を

行
う

場
合

に
は

、
並

行
し

て
消

火
活

動
が

必
要

に
な

る
可

能
性

も
想

定
し

複
数

名
で

活
動

す
る

。
 

・
再

燃
又

は
延

焼
の

可
能

性
を

考

慮
し

、
火

災
へ

の
監

視
を

強
化

す
る

。
 

・
消

火
活

動
を

含
む

屋
内

で
の

活

動
の

際
に

は
、

火
災

対
応

用
の

装
備

品
（

例
：

セ
ル

フ
エ

ア
セ

ッ
ト

等
）

を
確

実
に

装
着

す

る
。

当
該

の
装

備
品

を
装

着
し

て
の

消
火

活
動

に
つ

い
て

は
、

予
め

活
動

で
き

る
時

間
（

仕

様
)
を

確
認

し
た

上
で

行
う

。
 

・
消

火
活

動
を

行
う

に
あ

た
っ

て

は
、

消
火

専
用

と
し

て
配

備
し

て
い

る
無

線
通

話
装

置
（

携
帯

型
）

及
び

衛
星

携
帯

電
話

設
備

等
を

活
用

し
、

緊
急

時
対

策
本

部
と

消
防

要
員

の
連

絡
を

密
に

す
る

。
無

線
通

話
装

置
（

携
帯

型
）

で
の

連
絡

が
困

難
な

建
屋

内
に

お
い

て
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場
合

に
は

、
複

数
あ

る
別

の
対

応
手

段
を

選
択

し
て

事
故

対
応

を
試

み
る

と
と

も
に

、
火

災
に

対
し

て
は

連
絡

要
員

を
配

置
す

る
等

に
よ

り
外

部
と

の
通

信
ル

ー
ト

及
び

要
員

の
安

全
を

確
保

し
た

上
で

、
対

応
可

能
な

範
囲

の
消

火
活

動
を

行
う

。
 

              



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
8

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

        

・
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る

手
順

等
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
以

下

の
（

a
-
3
-
3
-
2
）

項
か

ら
（

a
-
3
-
3
-
6
）

項
、

（
a
-
3
-
3
-
1
3
）

項
及

び
（

a
-
3
-
3
-

1
4
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と

し
て

整
備

す
る

。
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手
段

の

優
先

順
位

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
減

圧
を

優
先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時

に
お

い
て

１
次

冷
却

材
喪

失
事

象
が

発
生

し
て

い
る

場
合

は
、

多
様

な
炉

心
注

入
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

炉
心

を
冷

却
す

る
。

ま
た

、
１

次
冷

却
材

喪
失

事
象

が
発

生
し

て
い

な
い

場
合

は
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

を
行

う
。

 

・
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

機
能

が
喪

失

し
た

場
合

は
、

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
に

は
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車
を

使
用

す
る

た
め

準
備

に
時

間
が

か
か

る
こ

と
か

ら
、

使
用

開
始

す
る

ま
で

の
間

に
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

が
最

高
使

用
圧

力
以

上
に

達
し

た
場

合
は

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
低

下
さ

せ
る

。
 

       

立
し

た
通

信
手

段
を

用
い

る
た

め
に

、
別

の

無
線

通
話

装
置

の
回

線
を

使
用

す
る

こ
と

と

し
、

緊
急

時
対

策
本

部
と

の
連

絡
に

つ
い

て

は
衛

星
携

帯
電

話
設

備
を

使
用

し
て

、
全

体

指
揮

者
の

指
揮

の
下

対
応

を
行

う
。

 

   ロ
．

 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
等

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書
に

つ
い

て
は

、
以

下

の
（

b
）

項
か

ら
（

f
）

項
、

（
m
）

項
及

び

（
n
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と
し

て
整

備
す

る
。

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手
段

の

優
先

順
位

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
減

圧
を

優
先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時

に
お

い
て

１
次

冷
却

材
喪

失
事

象
が

発
生

し
て

い
る

場
合

は
、

多
様

な
炉

心
注

入
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

炉
心

を
冷

却
す

る
。

ま
た

、
１

次
冷

却
材

喪
失

事
象

が
発

生
し

て
い

な
い

場
合

は
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

を
行

う
。

 

・
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

機
能

が
喪

失

し
た

場
合

は
、

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
に

は
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車
を

使
用

す
る

た
め

準
備

に
時

間
が

か
か

る
こ

と
か

ら
、

使
用

開
始

す
る

ま
で

の
間

に
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

が
最

高
使

用
圧

力
以

上
に

達
し

た
場

合
は

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
低

下
さ

せ
る

。
 

        

信
手

段
を

用
い

る
た

め
に

、
別

の
無

線

通
話

装
置

の
回

線
を

使
用

す
る

こ
と

と

し
、

緊
急

時
対

策
本

部
と

の
連

絡
に

つ

い
て

は
、

衛
星

携
帯

電
話

設
備

等
を

使

用
し

て
、

全
体

指
揮

者
の

指
揮

の
下

対

応
を
行
う

。
 

  

ｂ
 
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る
手
順

等
 

防
災

課
長

、
保

修
課

長
及

び
発

電
課

長
は

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書
に

つ

い
て
、

以
下

の
(
ｲ
)
項

か
ら

(
ｶ
)
項

、
(
ｽ
)

項
及

び
(
ｾ
)
項

に
該

当
す
る

手
順

等
を

含

む
も
の
と

し
て

定
め

る
。
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対

応
手
段
の

優
先

順
位
 

(
a
)
 
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
は

、
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

及
び

減
圧

を
優

先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
 

(
b
)
 
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

お
い

て
１

次
冷

却
材

喪
失

事
象

が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

、
多

様
な

炉
心

注
入

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
炉

心
を

冷
却

す
る

。
ま

た
、

１
次

冷
却

材
喪

失
事

象
が

発
生

し
て

い
な

い
場

合
は

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
を

行
う

。
 

(
c
)
 
 
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

、
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

(
d
)
 
 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
に

は
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車
を

使
用

す
る

た
め

の
準

備
に

時
間

が
か

か
る

こ
と

か

ら
、

使
用

開
始

す
る

ま
で

の
間

に
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

が
最

高
使

用
圧

力
以

上
に

達
し

た
場

合
は

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
低

下
さ

せ
る

。
 

 

        ・
炉

心
の

著
し

い
損

傷

緩
和

の
た

め
の

対
応

手
順

と
そ

の
優

先
順

位
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                                     

        ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                      

        ・
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

を

整
備

す
る

。
ま

た
、

対
応

手
段

の

優
先

順
位

を
明

確
に

す
る

。
 

（
新

規
）
 

                                            



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
1
9

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

   

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

等
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書
に

つ
い

て
は

、

以
下

の
（

a
-
3
-
3
-
3
）

項
か

ら
（

a
-
3
-
3
-

1
0
）

項
、

（
a
-
3
-
3
-
1
3
）

項
及

び
（

a
-
3
-

3
-
1
4
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と
し

て
整

備
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手

段
の

優
先

順
位

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 ・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
減

圧
を

優
先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
ま

た
、

１
次

冷
却

系
を

減
圧

す
る

手
段

に
よ

り
、

高
圧

溶
融

物
放

出
及

び
格

納
容

器
内

雰
囲

気
直

接
加

熱
に

よ
る

格
納

容
器

破
損

を
防

止
す

る
。

 

   ・
炉

心
が

溶
融

し
溶

融
デ

ブ
リ

が
原

子
炉

圧

力
容

器
内

に
残

存
し

た
場

合
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た
め

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

に
注

水
し

、
原

子
炉

容
器

内
の

残
存

溶
融

デ
ブ

リ
を

冷
却

す
る

。
 

  ・
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

  ・
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

又
は

破
損

を

緩
和

す
る

た
め

、
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
。

 

  ・
溶

融
炉

心
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

相
互

作
用

（
M
C
C
I
）

の
抑

制
及

び
溶

融
炉

心
が

拡
が

   ハ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
等

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書
に

つ
い

て
は

、

以
下

の
（

c
）

項
か

ら
（

j
）

項
、

（
m
）

項

及
び

（
n
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と
し

て
整

備
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手

段
の

優
先

順
位

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  ・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
減

圧
を

優
先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
ま

た
、

１
次

冷
却

系
を

減
圧

す
る

手
段

に
よ

り
、

高
圧

溶
融

物
放

出
及

び
格

納
容

器
内

雰
囲

気
直

接
加

熱
に

よ
る

格
納

容
器

破
損

を
防

止
す

る
。

 

   ・
炉

心
が

溶
融

し
溶

融
デ

ブ
リ

が
原

子
炉

圧

力
容

器
内

に
残

存
し

た
場

合
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た
め

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

に
注

水
し

、
原

子
炉

容
器

内
の

残
存

溶
融

デ
ブ

リ
を

冷
却

す
る

。
 

  ・
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

は
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
及

び
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

  ・
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

又
は

破
損

を

緩
和

す
る

た
め

、
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
。

 

  ・
溶

融
炉

心
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

相
互

作
用

（
M
C
C
I
）

の
抑

制
及

び
溶

融
炉

心
が

拡
が

   

ｃ
 
 
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す

る
た

め
の

対
策

に
関
す
る

手
順
等

 

防
災

課
長

、
保

修
課

長
及

び
発

電
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

書

に
つ

い
て

、
以

下
の

(
ｳ
)
項

か
ら

(
ｺ
)

項
、

(
ｽ
)
項

及
び

(
ｾ
)
項

に
該

当
す

る
手

順
等
を
含

む
も

の
と

し
て

定
め

る
。
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け

る
対
応
手

段
の

優
先

順
位
 

 

(
a
)
 
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
は

、
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

及
び

減
圧

を
優

先

し
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
を

行
う

。
ま

た
、

１
次

冷
却

系
を

減
圧

す
る

手
段

に
よ

り
、

高
圧

溶
融

物
放

出
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

雰
囲

気
直

接
加

熱
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
を

防
止

す

る
。
 

 (
b
)
 
 
炉

心
が

溶
融

し
溶

融
デ

ブ
リ

が
原

子
炉

容
器

内
に

残
存

し
た

場
合

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
、

多
様

な
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
に

注
水

し
、

原
子

炉
容

器
内

の
残

存
デ

ブ
リ

を
冷

却
す

る
。

 

 (
c
)
 
 
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
は

、
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

に
よ

り
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

。
 

 (
d
)
 
 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

又
は

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
。
 

 (
e
)
 
 
溶

融
炉

心
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

相
互

作
用

（
M
C
C
I
）

の
抑

制
及

び
溶

融
炉

   ・
原

子
炉

格
納

容
器

の

破
損

緩
和

の
た

め
の

対
応

手
順

と
そ

の
優

先
順

位
に

つ
い

て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                                          

   ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                           

  ・
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順

書
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

対
応

手

段
の

優
先

順
位

を
明

確
に

す
る

。
 

（
新

規
）
 

                                                  



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
0

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

り
原

子
炉

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
へ

の
接

触
を

防
止

す
る

た
め

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
、

溶
融

し
原

子
炉

格
納

容
器

の
下

部
に

落
下

し
た

炉
心

を
冷

却
す

る
。

ま

た
、

溶
融

炉
心

の
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

落
下

を
遅

延
又

は
防

止
す

る
た

め
、

多
様

な
炉

心
注

入
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

炉
心

を
冷

却
す

る
。

 

   ・
さ

ら
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

水
素

が

放
出

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
も

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

水
素

濃
度

低
減

及
び

水
素

濃
度

監
視

を
実

施
し

、
水

素
が

原
子

炉
格

納
容

器
か

ら
格

納
容

器
周

囲
の

ア
ニ

ュ
ラ

ス
に

漏
え

い
し

た
場

合
に

も
、

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
、

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

の
水

素
排

出
及

び
水

素
濃

度
監

視
を

実
施

す
る

。
 

   

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

を
確

保
す

る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

等
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

に

つ
い

て
は

、
以

下
の

（
a
-
3
-
3
-
1
1
）

項
及

び
（

a
-
3
-
3
-
1
3
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等

を
含

む
も

の
と

し
て

整
備

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
が

必
要

な
場

合
に

お

け
る

対
応

手
段

の
優

先
順

位
は

、
外

観
よ

り

燃
料

取
扱

建
屋

が
健

全
で

あ
る

こ
と

、
周

辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き

た
場

合
、

建
屋

内
部

に
て

可
能

な
限

り
代

替

水
位

計
の

設
置

等
の

措
置

を
行

う
と

と
も

に
、

早
期

に
準

備
が

可
能

な
常

設
設

備
に

よ

る
補

給
を

優
先

し
て

実
施

し
、

常
設

設
備

に

よ
る

補
給

が
で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

設

備
に

よ
る

補
給

、
内

部
か

ら
の

ス
プ

レ
イ

等

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

の
近

傍
に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合

は
、

外
部

か
ら

の
ス

プ
レ

イ
を

実
施

し
、

燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線
量

率
の

上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ
け

な
い

場

合
は

、
放

水
砲

に
よ

り
燃

料
体

の
著

し
い

損

り
原

子
炉

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
へ

の
接

触
を

防
止

す
る

た
め

、
多

様
な

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

よ
り

早
期

に
準

備
可

能
な

常
設

設
備

を
優

先
し

て
使

用
し

、
常

設
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

り
、

溶
融

し
原

子
炉

格
納

容
器

の
下

部
に

落
下

し
た

炉
心

を
冷

却
す

る
。

ま

た
、

溶
融

炉
心

の
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

落
下

を
遅

延
又

は
防

止
す

る
た

め
、

多
様

な
炉

心
注

入
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

炉
心

を
冷

却
す

る
。

 

   ・
さ

ら
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

水
素

が

放
出

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
も

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

水
素

濃
度

低
減

及
び

水
素

濃
度

監
視

を
実

施
し

、
水

素
が

原
子

炉
格

納
容

器
か

ら
格

納
容

器
周

囲
の

ア
ニ

ュ
ラ

ス
に

漏
え

い
し

た
場

合
に

も
、

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
、

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

の
水

素
排

出
及

び
水

素
濃

度
監

視
を

実
施

す
る

。
 

  

 

ニ
．

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

等
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

に

つ
い

て
は

、
以

下
の

（
k
）

項
及

び
（

m
）

項

に
該

当
す

る
手

順
等

を
含

む
も

の
と

し
て

整

備
す

る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
が

必
要

な
場

合
に

お

け
る

対
応

手
段

の
優

先
順

位
は

、
外

観
よ

り

燃
料

取
扱

建
屋

が
健

全
で

あ
る

こ
と

、
周

辺

の
線

量
率

が
正

常
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き

た
場

合
、

建
屋

内
部

に
て

可
能

な
限

り
代

替

水
位

計
の

設
置

等
の

措
置

を
行

う
と

と
も

に
、

早
期

に
準

備
が

可
能

な
常

設
設

備
に

よ

る
補

給
を

優
先

し
て

実
施

し
、

常
設

設
備

に

よ
る

補
給

が
で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

設

備
に

よ
る

補
給

、
内

部
か

ら
の

ス
プ

レ
イ

等

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

の
近

傍
に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合

は
、

外
部

か
ら

の
ス

プ
レ

イ
を

実
施

し
、

燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線
量

率
の

上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ
け

な
い

場

合
は

、
放

水
砲

に
よ

り
燃

料
体

の
著

し
い

損

傷
の

進
行

を
緩

和
す

る
。

 

心
が

拡
が

り
原

子
炉

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
へ

の
接

触
を

防
止

す
る

た

め
、

多
様

な
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

、
溶

融
し

原
子

炉
格

納
容

器
の

下
部

に
落

下
し

た
炉

心
を

冷
却

す
る

。
ま

た
、

溶
融

炉
心

の
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

落
下

を
遅

延
又

は
防

止
す

る
た

め
、

多
様

な
炉

心
注

入
手

段
よ

り
早

期
に

準
備

可
能

な
常

設
設

備
を

優
先

し
て

使
用

し
、

常
設

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ
り

炉
心

を
冷

却
す

る
。

 

 (
f
)
 
 
さ

ら
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

水
素

が
放

出
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

も
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
水

素
濃

度
低

減
及

び
水

素
濃

度
監

視
を

実
施

し
、

水
素

が
原

子
炉

格
納

容
器

か
ら

原
子

炉
格

納
容

器
周

囲
の

ア
ニ

ュ
ラ

ス
に

漏
え

い
し

た
場

合
に

も
、

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

補
助

建
屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
、

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

の
水

素
排

出
及

び
水

素
濃

度
監

視
を

実
施

す
る

。
 

 

ｄ
 
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

を
確

保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関

す
る

手
順

等
 

防
災

課
長

、
安

全
管

理
課

長
、

保
修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

使
用

済
燃

料

ピ
ッ

ト
の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

に

つ
い

て
、

以
下

の
(
ｻ
)
項

及
び

(
ｽ
)
項

に

該
当

す
る

手
順

等
を

含
む

も
の

と
し

て

定
め
る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
が

必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手
段

の
優

先

順
位

は
、

外
観

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

が

健
全

で
あ

る
こ

と
、

周
辺

の
線

量
率

が

正
常

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

た
場

合
、

建
屋

内
部

に
て

可
能

な
限

り
代

替

水
位

計
の

設
置

等
の

措
置

を
行

う
と

と

も
に

、
早

期
に

準
備

が
可

能
な

常
設

設

備
に

よ
る

補
給

を
優

先
し

て
実

施
し

、

常
設

設
備

に
よ

る
補

給
が

で
き

な
い

場

合
は

、
可

搬
型

設
備

に
よ

る
補

給
、

内

部
か

ら
の

ス
プ

レ
イ

等
を

実
施

す
る

。

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

近
傍

に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

、

                             ・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

緩
和

の
た

め
の

対
応

手
順

と
そ

の
優

先
順

位
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

             

                             ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                 

                           ・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

及
び

燃
料

体

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

を
整

備

す
る

。
ま

た
、

対
応

手
段

の
優

先

順
位

を
明

確
に

す
る

。
 

（
新

規
）
 

                       



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
1

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

傷
の

進
行

を
緩

和
す

る
。

 

      

・
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る

手
順

等
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料

体
の

著
し

い
損

傷
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対

策
に

関
す

る
手

順
書

に
つ

い
て

は
、

以
下

の

（
a
-
3
-
3
-
1
1
）

項
及

び
（

a
-
3
-
3
-
1
2
）

項

に
該

当
す

る
手

順
等

を
含

む
も

の
と

し
て

整

備
す

る
。

 

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手
順

の

優
先

順
位

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

閉
じ

込

め
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
格

納
容

器
ス

プ

レ
イ

が
実

施
可

能
で

あ
れ

ば
、

早
期

に
準

備

が
可

能
な

常
設

設
備

に
よ

る
ス

プ
レ

イ
を

優

先
し

て
実

施
し

、
常

設
設

備
に

よ
る

ス
プ

レ

イ
が

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

る

ス
プ

レ
イ

を
実

施
す

る
。

格
納

容
器

ス
プ

レ

イ
が

使
用

不
能

な
場

合
又

は
放

水
砲

に
よ

る

放
水

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

放
水

砲

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

実
施

す

る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

に
至

っ
た

場
合

は
、

外
部

か
ら

の
ス

プ

レ
イ

に
よ

り
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

実

施
し

、
燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線

量
率

の
上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ

け
な

い
場

合
は

、
放

水
砲

に
よ

る
放

射
性

物

質
の

放
出

低
減

を
実

施
す

る
。

 

 

      

ホ
．

 
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
等

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料

体
の

著
し

い
損

傷
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対

策
に

関
す

る
手

順
書

に
つ

い
て

は
、

以
下

の

（
k
）

項
及

び
（

l
）

項
に

該
当

す
る

手
順

等

を
含

む
も

の
と

し
て

整
備

す
る

。
 

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対
応

手
順

の

優
先

順
位

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

閉
じ

込

め
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
格

納
容

器
ス

プ

レ
イ

が
実

施
可

能
で

あ
れ

ば
、

早
期

に
準

備

が
可

能
な

常
設

設
備

に
よ

る
ス

プ
レ

イ
を

優

先
し

て
実

施
し

、
常

設
設

備
に

よ
る

ス
プ

レ

イ
が

で
き

な
い

場
合

は
可

搬
型

設
備

に
よ

る

ス
プ

レ
イ

を
実

施
す

る
。

格
納

容
器

ス
プ

レ

イ
が

使
用

不
能

な
場

合
又

は
放

水
砲

に
よ

る

放
水

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

放
水

砲

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

実
施

す

る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

に
至

っ
た

場
合

は
、

外
部

か
ら

の
ス

プ

レ
イ

に
よ

り
放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
を

実

施
し

、
燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線

量
率

の
上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ

け
な

い
場

合
は

、
放

水
砲

に
よ

る
放

射
性

物

質
の

放
出

低
減

を
実

施
す

る
。

 

外
部

か
ら

の
ス

プ
レ

イ
を

実
施

し
、

燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線
量

率

の
上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ

け
な

い
場

合
は

、
放

水
砲

に
よ

り
燃

料

体
の

著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
す

る

対
策
を
実

施
す

る
。
 

 

ｅ
 
 
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る
手
順

等
 

防
災

課
長

、
安

全
管

理
課

長
、

保
修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

炉
心

の
著

し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

の

著
し

い
損

傷
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

に
つ

い
て

、

以
下

の
(
ｻ
)
項

及
び

(
ｼ
)
項

に
該

当
す

る

手
順
等
を

含
む

も
の

と
し

て
定

め
る
。
 

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

が
必

要
な

場
合

に
お

け
る

対

応
手

順
の

優
先

順
位

は
、

原
子

炉
格

納

容
器

の
閉

じ
込

め
機

能
が

喪
失

し
た

場

合
、

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

が
実

施
可

能

で
あ

れ
ば

、
早

期
に

準
備

が
可

能
な

常

設
設

備
に

よ
る

ス
プ

レ
イ

を
優

先
し

て

実
施

し
、

常
設

設
備

に
よ

る
ス

プ
レ

イ

が
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
設

備
に

よ

る
ス

プ
レ

イ
を

実
施

す
る

。
格

納
容

器

ス
プ

レ
イ

が
使

用
不

能
な

場
合

又
は

放

水
砲

に
よ

る
放

水
が

必
要

と
判

断
し

た

場
合

は
、

放
水

砲
に

よ
る

放
射

性
物

質

の
放
出
低

減
を

実
施

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

に
至

っ
た

場
合

は
、

外
部

か

ら
の

ス
プ

レ
イ

に
よ

り
放

射
性

物
質

の

放
出

低
減

を
実

施
し

、
燃

料
取

扱
建

屋

の
損

壊
又

は
現

場
線

量
率

の
上

昇
に

よ

り
燃

料
取

扱
建

屋
に

近
づ

け
な

い
場

合

は
、

放
水

砲
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

放

出
低
減
を

実
施

す
る

。
 

 

 

       ・
放

射
性

物
質

の
放

出

低
減

の
た

め
の

対
応

手
順

と
そ

の
優

先
順

位
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

     

       ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

・
放

射
線

管
理

基
準

（
既

存
）
 

・
放

射
線

管
理

要
領

（
既

存
）
 

            

    ・
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
書

を

整
備

す
る

。
ま

た
、

対
応

手
段

の

優
先

順
位

を
明

確
に

す
る

。
 

（
新

規
）
 

（
a
-
3
-
3
-
2
）

 
「

1
.
2
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

            

（
b
）

 
「

1
.
2
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
高

圧
時

に
発

電
用

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た

め
の

手
順

等
」

 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
発

電
用

原
子

炉
の

冷
却

機
能

は
、

２
次

冷
却

系
の

除
熱

機
能

で
あ

る
。

 

こ
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
、

発

電
用

原
子

炉
を

冷
却

す
る

対
処

設
備

及
び

手

順
を

整
備

す
る

。
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

(
ｲ
)
 
 
「

2
.
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
に

原
子

炉
を

冷
却

す
る
た

め
の

手
順

等
」
 

            

・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

       ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

               

・
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
も

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

要

求
事

項
の

個
別

手
順

等
(
1
.
2
～

1
.
1
4
)
に

対
応

す
る

手
順

を
整

備

す
る

。
（
新
規

）
 

          



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
2

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

        重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
2
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

が
高

圧

の
状

態
に

お
い

て
、

全
て

の
蒸

気
発

生
器

が
除

熱
を

期
待

で
き

な
い

場
合

、
フ

ロ
ン

ト
ラ

イ
ン

系
の

機
能

喪
失

に
加

え
て

サ
ポ

ー
ト

系
の

機
能

喪
失

も
想

定
し

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
を

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
原

子
炉

へ
注

入
す

る
操

作
と

加
圧

器
逃

が
し

弁
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

原
子

炉
冷

却
材

を
放

出
す

る
操

作
を

組
み

合
わ

せ
た

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
に

よ
り

原
子

炉
を

冷
却

す
る

手
順

 

                             （
a
-
3
-
3
-
3
）

 
「

1
.
3
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
減

圧
す

る
た

め
の

手
順

等
」

 

   

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

、
共

通
要

因

で
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
可

搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
用

い
た

手
順

、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御
機

能
が

喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
現

場
に

て

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

た
め

の

手
順

及
び

現
場

に
て

直
接

機
器

を
作

動
さ

せ

る
た

め
の

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
2
の

手
順

に
加

え
て

、
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

全
て

の

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

が
期

待
で

き
な

い
場

合

に
、

フ
ロ

ン
ト

ラ
イ

ン
系

の
機

能
喪

失
に

加

え
て

サ
ポ

ー
ト

系
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
Ｂ

充
て

ん
／

高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
原

子

炉
へ

注
入

す
る

操
作

と
加

圧
器

逃
が

し
弁

に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

原
子

炉
冷

却

材
を

放
出

す
る

操
作

を
組

み
合

わ
せ

た
１

次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
に

よ
り

原

子
炉

を
冷

却
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

又
は

原
子

炉
補

機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
原

子
炉

へ
の

注
入

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
、

大
容

量
空

冷
式

発
電

機
に

よ
り

受
電

し
た

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
充

て
ん

ラ
イ

ン
を

使
用

し
て

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
原

子
炉

へ
注

入
す

る
操

作
 

・
制

御
用

空
気

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

窒
素

ボ
ン

ベ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
を

空
気

配
管

に
接

続
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

・
直

流
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、
加

圧
器

逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場
合

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
に

よ
り

直
流

電
源

を
供

給
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

２
次

冷
却

系
の

除
熱

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
の

対
応

で
あ

る

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

等
を

用
い

た
１

次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
及

び
可

搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

蒸
気

発

生
器

へ
の

給
水

を
行

う
。

ま
た

、
タ

ー
ビ

ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

、
主

蒸
気

逃
が

し
弁

等

の
機

能
回

復
を

行
う

。
 

   （
c
）

 
「

1
.
3
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
を

減
圧

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設

        防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
２

「
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
に

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え
て

、
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

が
高

圧
の

状
態

に
お

い
て

、
全

て
の

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

が
期

待
で

き
な

い
場

合
に

、
フ

ロ
ン

ト
ラ

イ
ン

系
の

機
能

喪
失

に
加

え
て

サ
ポ

ー
ト

系
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
を

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
原

子
炉

へ
注

入
す

る
操

作
と

加
圧

器
逃

が
し

弁
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

1
次

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

を
組

み
合

わ
せ

た
１

次
系

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

に
よ

り
原

子
炉

を
冷
却

す
る
手

順
を

定
め

る
。
 

ａ
 
 
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

又
は

原
子

炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
原

子
炉

へ

の
注

入
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
大

容

量
空

冷
式

発
電

機
に

よ
り

受
電

し
た

Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷

却
）

に
よ

り
充

て
ん

ラ
イ

ン
を

使
用

し

て
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
を

原
子

炉

へ
注

入
す

る
操

作
 

ｂ
 

制
御

用
空

気
喪

失
時

に
お

い
て

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る

た
め

、
窒

素
ボ

ン
ベ

（
加

圧
器

逃
が

し

弁
用

）
を

空
気

配
管

に
接

続
し

、
原

子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

1
次

冷
却

材
を

放

出
す

る
操

作
 

ｃ
 

直
流

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場

合
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

機
能

を
回

復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加

圧
器

逃
が

し
弁

用
）

に
よ

り
直

流
電

源

を
供

給
し

、
原

子
炉
格
納

容
器
内

部
へ

1

次
冷

却
材

を
放

出
す
る
操

作
 

      

(
ｳ
)
 「

3
.
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を

減
圧

す
る
た

め
の

手
順
等

」
 

 

  

        ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                              ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

        ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                      

        ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

又
は

原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
原

子
炉

へ
の

注
入

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
、

大
容

量
空

冷
式

発
電

機
に

よ
り

受
電

し
た

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
充

て
ん

ラ
イ

ン
を

使
用

し
て

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
原

子
炉

へ
注

入
す

る
操

作
 

・
制

御
用

空
気

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

機
能

を
回

復
さ

せ
る

た
め

、
窒

素
ボ

ン
ベ

（
加

圧
器

逃
が

し
弁

用
）

を
空

気
配

管
に

接
続

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

原
子

炉
冷

却
材

を
放

出
す

る
操

作
 

・
直

流
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場
合

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
に

よ
り

直
流

電
源

を
供

給
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

                 



上
流

文
書

（
設

置
変
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許
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申

請
書

）
か
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規
定
へ

の
記
載

内
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（
本

文
 
十
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＋
 
添
付

書
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【
大

規
模
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自
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害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
3

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                             重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
3
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

が
高

圧

の
状

態
に

お
い

て
、

全
て

の
蒸

気
発

生
器

が
除

熱
を

期
待

で
き

な
い

状
況

に
お

い

て
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
を

用
い

た
１

次
冷

却
系

の
減

圧
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
サ

ポ
ー

ト
系

の
機

能
喪

失
を

想
定

し
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
を

用
い

た
１

次
系

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

に
よ

り
１

次
冷

却
系

を
減

圧
す

る
手

順
 

備
が

有
す

る
発

電
用

原
子

炉
の

減
圧

機
能

は
、

２
次

冷
却

系
の

除
熱

に
よ

る
減

圧
機

能

又
は

加
圧

器
逃

が
し

弁
を

用
い

て
１

次
冷

却

系
を

減
圧

す
る

機
能

で
あ

る
。

な
お

、
加

圧

器
逃

が
し

弁
に

よ
る

減
圧

は
、

２
次

冷
却

系

の
除

熱
に

よ
り

サ
ブ

ク
ー

ル
度

を
確

保
し

た

上
で

実
施

す
る

。
２

次
冷

却
系

の
除

熱
機

能

が
喪

失
し

た
場

合
は

、
充

て
ん

／
高

圧
注

入

ポ
ン

プ
に

よ
る

原
子

炉
へ

の
注

入
機

能
を

確

保
し

た
後

に
加

圧
器

逃
が

し
弁

に
よ

る
減

圧

を
実

施
す

る
。

 

蒸
気

発
生

器
伝

熱
管

破
損

事
象

発
生

時

は
、

破
損

し
た

蒸
気

発
生

器
の

隔
離

を
行

い
、

健
全

側
蒸

気
発

生
器

の
主

蒸
気

逃
が

し

弁
に

よ
る

冷
却

、
減

圧
と

加
圧

器
逃

が
し

弁

に
よ

る
減

圧
操

作
に

よ
り

１
次

系
と

２
次

系

の
圧

力
を

均
圧

さ
せ

る
こ

と
で

１
次

冷
却

材

の
漏

え
い

を
抑

制
す

る
。

 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

シ
ス

テ
ム

L
O
C
A

発

生
時

は
、

主
蒸

気
逃

が
し

弁
に

よ
る

冷
却

、

減
圧

と
加

圧
器

逃
が

し
弁

に
よ

る
減

圧
操

作

を
行

う
と

共
に

、
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ

ン
ダ

リ
の

損
傷

箇
所

を
隔

離
す

る
こ

と
で

１

次
冷

却
材

の
漏

え
い

を
抑

制
す

る
。

 

な
お

、
ど

ち
ら

の
事

象
も

隔
離

で
き

な
い

場
合

は
、

主
蒸

気
逃

が
し

弁
に

よ
る

冷
却

、

減
圧

と
加

圧
器

逃
が

し
弁

に
よ

る
減

圧
で

１

次
冷

却
材

の
漏

え
い

を
抑

制
す

る
。

 

こ
れ

ら
の

設
備

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

、
発

電
用

原

子
炉

を
減

圧
す

る
対

処
設

備
及

び
手

順
を

整

備
す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

を
緩

和
す

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故

等
対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
、

中
央

制
御

室

で
の

監
視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現
場

に
て

プ
ラ

ン
ト

パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る
た

め
の

手
順

及
び

現

場
に

て
直

接
機

器
を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
3
の

手
順

に
加

え
て

、
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

全
て

の

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

が
期

待
で

き
ず

、
蒸

気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
を

用
い

た

１
次

冷
却

系
の

減
圧

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
、

フ
ロ

ン
ト

ラ
イ

ン
系

の
機

能
喪

失
に

加

え
て

サ
ポ

ー
ト

系
の

機
能

喪
失

も
想

定
し

、

加
圧

器
逃

が
し

弁
を

用
い

た
１

次
系

の
フ

ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
に

よ
り

１
次

冷
却

系

を
減

圧
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

サ

ポ
ー

ト
系

の
機

能
喪

失
を

想
定

し
、

燃
料

取

                                             

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
３

「
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
減

圧
す

る
た

め
の

手
順

等
」

の
手

順
に

加
え

て
、

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

全
て

の
蒸

気
発

生
器

の
除

熱
が

期
待

で
き

ず
、

蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
を

用
い

た
１

次
冷

却
系

の
減

圧
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
フ

ロ
ン

ト
ラ

イ
ン

系
の

機
能

喪
失

に
加

え
て

サ
ポ

ー
ト

系
の

機
能

喪
失

も
想

定
し

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

を
用

い
た

１
次

                                 ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

         ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

  

                                             ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

   

                                             ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

・
制

御
用

空
気

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

機
能

を
回

復
さ

せ
る

た
め

、
窒

素
ボ

ン
ベ

（
加

圧
器

逃
が

し
弁

用
）

を
空

気
配

管
に

接
続

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

原
子

炉
冷



上
流

文
書
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設
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更
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申
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か
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（
本
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十
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＋
 
添
付
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大

規
模
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害
又

は
故

意
に

よ
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大
型

航
空
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の

衝
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そ
の

他
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テ
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変

更
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可
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請

書
【

添
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書
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十

】
 

(
補

正
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H
2
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.
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原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

・
フ

ロ
ン

ト
ラ

イ
ン

系
の

機
能

喪
失

に
加

え

て
サ

ポ
ー

ト
系

の
機

能
喪

失
も

想
定

し
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷
却

）
に

よ
り

充
て

ん
ラ

イ
ン

を
使

用
し

て
原

子
炉

へ
注

入
し

、
原

子
炉

の
冷

却
を

確
保

し
て

か
ら

加
圧

器
逃

が
し

弁
を

開
と

す
る

手
順

 

                             （
a
-
3
-
3
-
4
）

「
1
.
4
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

                  

替
用

水
タ

ン
ク

水
を

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷
却

）
に

よ
り

充
て

ん
ラ

イ

ン
を

使
用

し
て

原
子

炉
へ

注
入

し
、

原
子

炉

の
冷

却
を

確
保

し
て

か
ら

加
圧

器
逃

が
し

弁

を
開

と
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

・
制

御
用

空
気

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

窒
素

ボ
ン

ベ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
を

空
気

配
管

に
接

続
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

・
直

流
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、
加

圧
器

逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場
合

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
に

よ
り

直
流

電
源

を
供

給
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

又
は

原
子

炉
補

機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
、

原
子

炉
へ

の
注

入
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

に
よ

り
受

電
し

た
Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷
却

）
に

よ
り

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
原

子
炉

へ
注

入
す

る
操

作
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

２
次

冷
却

系
か

ら
の

除
熱

に
よ

る
減

圧
機

能
が

喪
失

し
た

場

合
の

対
応

で
あ

る
Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

等

を
用

い
た

１
次

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ

ー
ド

、
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

に

よ
る

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
及

び
加

圧
器

逃

が
し

弁
を

用
い

た
１

次
冷

却
系

の
減

圧
を

行

う
。

ま
た

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
、

主
蒸

気
逃

が
し

弁
及

び
加

圧
器

逃
が

し

弁
の

機
能

回
復

を
行

う
。

 

 （
d
）

 
｢
1
.
4
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

低
圧

の
状

態
に

お
い

て
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
発

電
用

原
子

炉
の

冷
却

機
能

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

１
次

冷
却

材
喪

失
事

象
が

発
生

し
て

１
次

冷
却

材
の

保
有

水
量

を
確

保
す

る
必

要
が

あ

る
場

合
に

は
、

安
全

注
入

設
備

を
用

い
て

原

子
炉

に
注

水
す

る
こ

と
に

よ
り

原
子

炉
を

冷

却
す

る
。

ま
た

、
長

期
的

な
原

子
炉

冷
却

と

し
て

、
水

源
を

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
か

ら

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

に
切

り
替

え
、

余

熱
除

去
設

備
の

再
循

環
運

転
に

よ
り

原
子

炉

を
冷

却
す

る
。

 

１
次

冷
却

材
喪

失
事

象
が

発
生

し
て

い
な

い
場

合
又

は
運

転
停

止
中

は
、

余
熱

除
去

設

備
に

よ
る

除
熱

に
よ

り
冷

却
す

る
。

 

こ
れ

ら
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

系
の

フ
ィ

ー
ド

ア
ン

ド
ブ

リ
ー

ド
に

よ
り

１
次

冷
却

系
を

減
圧

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

ま
た

、
サ

ポ
ー

ト
系

の
機

能
喪

失
を

想
定

し
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

を
Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷

却
）

に
よ

り
充

て
ん

ラ
イ

ン
を

使
用

し
て

原
子

炉
へ

注
入

し
、

原
子

炉
の

冷
却

を
確

保
し

て
か

ら
加

圧
器

逃
が

し
弁

を
開

と
す

る
手
順

を
定
め

る
。

 

ａ
 
 
制

御
用

空
気

喪
失

時
に

お
い

て
、

加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る

た
め

、
窒

素
ボ

ン
ベ

（
加

圧
器

逃
が

し

弁
用

）
を

空
気

配
管

に
接

続
し

、
原

子

炉
格

納
容

器
内

部
へ

１
次

冷
却

材
を

放

出
す

る
操

作
 

ｂ
 

直
流

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場

合
、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

機
能

を
回

復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加

圧
器

逃
が

し
弁

用
）

に
よ

り
直

流
電

源

を
供

給
し

、
原

子
炉
格
納

容
器
内

部
へ

1

次
冷

却
材

を
放

出
す
る
操

作
 

ｃ
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
又

は
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
、

原
子

炉

へ
の

注
入

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
、

大

容
量

空
冷

式
発

電
機

に
よ

り
受

電
し

た

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己

冷
却

）
に

よ
り

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク

水
を

原
子

炉
へ

注
入
す
る

操
作
 

       

(
ｴ
)
 ｢4

.
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低

圧
時

に
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

手
順

等
」
 

 

                 

     ・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                           ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

                

                                                         

却
材

を
放

出
す

る
操

作
 

・
直

流
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、

加
圧

器
逃

が
し

弁
の

開
弁

が
必

要
で

あ
る

場
合

、
加

圧
器

逃
が

し
弁

の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

可
搬

型
バ

ッ
テ

リ
（

加
圧

器
逃

が
し

弁
用

）
に

よ
り

直
流

電
源

を
供

給
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

へ
原

子
炉

冷
却

材
を

放
出

す
る

操
作

 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

又
は

原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

り
、

原
子

炉
へ

の
注

入
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

、
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

に
よ

り
受

電
し

た
Ｂ

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ

（
自

己
冷

却
）

に
よ

り
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
を

原
子

炉
へ

注
入

す
る

操
作

 

                                      



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
5

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
4
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
と

同
様

の
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か
ら

原
子

炉
に

注
入

す
る

手
順

 

                                 

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

、
発

電
用

原

子
炉

を
冷

却
す

る
対

処
設

備
及

び
手

順
を

整

備
す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

を
緩

和
す

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

に
分

散
配

置

し
た

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
用

い

た
手

順
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う

現
場

に
て

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す

る
た

め
の

手
順

及
び

現
場

に
て

直
接

機
器

を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
4
の

手
順

に
加

え
て

、
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

じ
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か

ら
原

子
炉

に
注

入
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
及

び
復

水
タ

ン
ク

が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

可
搬

型
ポ

ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

へ
の

注
入

及
び

格
納

容

器
ス

プ
レ

イ
の

手
段

を
整

備
し

て
い

る
が

、

よ
り

速
や

か
に

対
応

を
実

施
で

き
る

よ
う

、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

原
子

炉
へ

の

注
入

又
は

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

を
行

う
た

め
、

海
水

を
Ａ

、
Ｂ

海
水

ポ
ン

プ
か

ら
常

設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
入

口
へ

直
接

供
給

し
、

原

子
炉

へ
注

入
す

る
手

段
及

び
格

納
容

器
へ

ス

プ
レ

イ
す

る
手

段
を

検
討

し
整

備
す

る
。

本

手
段

に
つ

い
て

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

の

対
応

手
段

と
し

て
だ

け
で

な
く

、
重

大
事

故

等
対

策
と

し
て

も
有

用
で

あ
る

た
め

、
重

大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

づ
け

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

安
全

注
入

設
備

を
用

い
て

原
子

炉
に

注
水

す
る

こ
と

に
よ

り

原
子

炉
を

冷
却

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合

の
対

応
で

あ
る

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
、

デ

ィ
ー

ゼ
ル

消
火

ポ
ン

プ
、

消
防

自
動

車
、

可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ
又

は
可

搬
型

デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

代
替

炉
心

注

入
を

行
う

。
ま

た
、

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入

ポ
ン

プ
（

自
己

冷
却

）
、

Ａ
格

納
容

器
ス

プ

レ
イ

ポ
ン

プ
（

自
己

冷
却

）
（

R
H
R
S
-
C
S
S

タ
イ

ラ
イ

ン
使

用
）

の
機

能
回

復
を

行
う

。
 

さ
ら

に
、

余
熱

除
去

設
備

に
よ

る
除

熱
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

の
対

応
で

あ
る

タ
ー

ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
及

び
主

蒸
気

逃
が

し

弁
に

よ
る

２
次

冷
却

系
か

ら
の

除
熱

、
可

搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

蒸
気

発

生
器

へ
の

注
水

を
行

う
。

 

  

                

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
４

「
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
定
め

る
。
 

ａ
 
 
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

様
の

接
続

口
を

使
用

し
、

消
防

自

動
車

か
ら

原
子

炉
に
注
入

す
る
操

作
 

                            

  

    ・
現

場
に

て
対

応
す

る
手

順
の

整
備

は

ウ
項

に
て

記
載

。
 

         ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

・
海

水
ポ

ン
プ

か
ら

常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

入
口

へ
直

接
供

給

し
、

炉
心

注
入

す
る

手
段

は
、

設
備

対
応

完
了

後
に

保
安

規
定

に
反

映
す

る
。
 

                        

                ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                              

                ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に

加
え

て
、

事
象

進
展

の
抑

制
及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性
を

持
た

せ
た

手
順

等
を

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め
る
。

（
新

規
）

 

                                    



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
6

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

（
a
-
3
-
3
-
5
）

「
1
.
5
 

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ

熱
を

輸
送

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
5
の

手
順

を
用

い
た

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

                                 （
a
-
3
-
3
-
6
）

「
1
.
6
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
 

                  

（
e
）

 
｢
1
.
5
 
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

は
、

原
子

炉

補
機

冷
却

海
水

設
備

及
び

原
子

炉
補

機
冷

却

水
設

備
に

よ
る

冷
却

機
能

で
あ

る
。

 

こ
れ

ら
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納

容
器

の
破

損
（

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生

す
る

前
に

生
ず

る
も

の
に

限
る

。
）

を
防

止

す
る

た
め

の
対

処
設

備
及

び
手

順
を

整
備

す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

（
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

す
る

前
に

生

ず
る

も
の

に
限

る
）

を
緩

和
す

る
た

め
、

共

通
要

因
で

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な

い
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

用
い

た

手
順

、
中

央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現

場
に

て
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る

た
め

の
手

順
及

び
現

場
に

て
直

接
機

器
を

作

動
さ

せ
る

た
め

の
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
設

備
及

び
原

子
炉

補
機

冷
却

水
設

備

に
よ

る
冷

却
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

の
対

応

で
あ

る
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
又

は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

蒸

気
発

生
器

へ
の

注
水

及
び

移
動

式
大

容
量

ポ

ン
プ

車
を

用
い

た
Ａ

、
Ｂ

格
納

容
器

再
循

環

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷

却
を

行
う

。
ま

た
、

主
蒸

気
逃

が
し

弁
の

機

能
回

復
を

行
う

。
 

 （
f
）

 
｢
1
.
6
 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
等

の
た

め
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

は
、

格
納

容
器

ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

冷
却

機
能

で
あ

る
。

 

こ
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
、

ま
た

、
炉

心

の
著

し
い

損
傷

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
し

並
び

に
放

射
性

物

質
濃

度
の

低
減

を
図

る
た

め
の

対
処

設
備

及

び
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

の
緩

和
並

び
に

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
低

下

さ
せ

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機
能

喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
、

中
央

制
御

室
で

の

(
ｵ
)
 
 
 
｢
5
.
 
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
５

｢
最

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す

る
た

め
の

手
順

等
」

の
手

順
を

用
い

た
手

順
等
を

定
め
る

。
 

                              

(
ｵ
)
 ｢6

.
 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た

め
の

手
順
等

」
 

 

                 

・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

        ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

                     ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

      ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

      

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                                

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
7

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

     重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
6
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
と

同
様

の
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か
ら

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す
る

手
順

 

                          （
a
-
3
-
3
-
7
）

「
1
.
7
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

                

監
視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対

応
で

き
る

よ
う

現
場

に
て

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ

ー
タ

を
監

視
す

る
た

め
の

手
順

及
び

現
場

に

て
直

接
機

器
を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

手
順

等

を
整

備
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
6
の

手
順

に
加

え
て

、
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

じ
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

へ
ス

プ
レ

イ
す

る
手

順

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
及

び
復

水
タ

ン
ク

が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

可
搬

型
ポ

ン

プ
を

用
い

た
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
の

手
段

を

整
備

し
て

い
る

が
、

よ
り

速
や

か
に

対
応

を

実
施

で
き

る
よ

う
、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ

に
よ

る
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
を

行
う

た
め

、

海
水

を
Ａ

、
Ｂ

海
水

ポ
ン

プ
か

ら
常

設
電

動

注
入

ポ
ン

プ
入

口
へ

直
接

供
給

し
、

格
納

容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す
る

手
段

を
検

討
し

整
備

す

る
。

本
手

段
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

損
壊

発

生
時

の
対

応
手

段
と

し
て

だ
け

で
な

く
、

重

大
事

故
等

対
策

と
し

て
も

有
用

で
あ

る
た

め
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

づ

け
る

。
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
冷

却
機

能
が

喪
失

し
た

場

合
の

対
応

で
あ

る
常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、
消

防
自

動
車

、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

に
よ

る
代

替
格

納

容
器

ス
プ

レ
イ

、
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車

を
用

い
た

Ａ
、

Ｂ
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ

ト
に

よ
る

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
を

行

う
。

ま
た

、
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ

（
自

己
冷

却
）

の
機

能
回

復
を

行
う

。
 

 （
g
）

 
｢
1
.
7
 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止

す
る

た
め

、
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度

を
低

下
さ

せ
る

対
処

設
備

及
び

手
順

を
整

備

す
る

。
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
原

子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
、

共

通
要

因
で

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な

い
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

用
い

た

手
順

、
中

央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機

能
が

喪
失

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現

場
に

て
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る

     

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
６

「
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の
手

順
を
定

め
る

。
 

ａ
 
 
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

様
の

接
続

口
を

使
用

し
、

消
防

自

動
車

か
ら

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ

イ
す

る
操

作
 

               

        

(
ｶ
)
 ｢7

.
 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防

止
す

る
た
め

の
手

順
等
」

 

 

               

     ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

・
海

水
ポ

ン
プ

か
ら

常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

入
口

へ
直

接
供

給

し
、

炉
心

注
入

す
る

手
段

は
、

設
備

対
応

完
了

後
に

保
安

規
定

に
反

映
す

る
。
 

                 ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

   ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

       

     ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                         

    ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

                                               



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
8

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

  重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
7
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
と

同
様

の
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か
ら

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す
る

手
順

 

                           （
a
-
3
-
3
-
8
）

「
1
.
8
 
 
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

                  

た
め

の
手

順
及

び
現

場
に

て
直

接
機

器
を

作

動
さ

せ
る

た
め

の
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
7
の

手
順

に
加

え
て

、
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

じ
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

へ
ス

プ
レ

イ
す

る
手

順

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
及

び
復

水
タ

ン
ク

が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

可
搬

型
ポ

ン

プ
を

用
い

た
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
の

手
段

を

整
備

し
て

い
る

が
、

よ
り

速
や

か
に

対
応

を

実
施

で
き

る
よ

う
、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ

に
よ

る
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
を

行
う

た
め

、

海
水

を
Ａ

、
Ｂ

海
水

ポ
ン

プ
か

ら
常

設
電

動

注
入

ポ
ン

プ
入

口
へ

直
接

供
給

し
、

格
納

容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す
る

手
段

を
検

討
し

整
備

す

る
。

本
手

段
に

つ
い

て
は

、
大

規
模

損
壊

発

生
時

の
対

応
手

段
と

し
て

だ
け

で
な

く
、

重

大
事

故
等

対
策

と
し

て
も

有
用

で
あ

る
た

め
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

づ

け
る

。
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
機

能

が
喪

失
し

た
場

合
の

対
応

で
あ

る
常

設
電

動

注
入

ポ
ン

プ
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、

消
防

自
動

車
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン

プ
又

は
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

に

よ
る

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

、
移

動
式

大

容
量

ポ
ン

プ
車

を
用

い
た

Ａ
、

Ｂ
格

納
容

器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
る

格
納

容
器

内
自

然

対
流

冷
却

を
行

う
。

ま
た

、
Ａ

格
納

容
器

ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

の
機

能
回

復

を
行

う
。

 

 （
h
）

 
｢
1
.
8
 
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

、
溶

融
が

発
生

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

下
部

に
落

下
し

た
場

合

に
お

い
て

、
溶

融
炉

心
に

よ
る

格
納

容
器

の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
、

溶
融

し
、

格
納

容

器
の

下
部

に
落

下
し

た
炉

心
を

冷
却

す
る

た

め
の

対
処

設
備

及
び

手
順

を
整

備
す

る
。

ま

た
、

溶
融

炉
心

の
格

納
容

器
下

部
へ

の
落

下

を
遅

延
又

は
防

止
す

る
た

め
、

原
子

炉
圧

力

容
器

へ
注

水
す

る
た

め
の

必
要

な
手

順
等

を

整
備

す
る

。
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
溶

融
炉

心
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和

す
る

た
め

及
び

溶
融

炉
心

の
格

納
容

器
下

部

へ
の

落
下

を
遅

延
す

る
た

め
、

共
通

要
因

で

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型

  

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
７

「
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え
て
、

以
下
の

手
順

を
定

め
る
。
 

ａ
 
 
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

様
の

接
続

口
を

使
用

し
、

消
防

自

動
車

か
ら

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ

イ
す

る
操

作
 

 

                     

  

(
ｷ
)
 ｢8

.
 
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心

を
冷

却
す
る

た
め

の
手
順

等
」
 

 

                 

  ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

・
海

水
ポ

ン
プ

か
ら

常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

入
口

へ
直

接
供

給

し
、

炉
心

注
入

す
る

手
段

は
、

設
備

対
応

完
了

後
に

保
安

規
定

に
反

映
す

る
。
 

                  ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

       ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

     

  ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                                            

 ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

                                                  



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
2
9

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

      重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
8
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

・
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
と

同
様

の
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か
ら

原
子

炉
に

注
入

す
る

手
順

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
へ

注
水

す
る

手
順

 

                                （
a
-
3
-
3
-
9
）

「
1
.
9
 
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

手

順
等

」
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
9
の

手
順

を
用

い
た

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

     

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
、

中

央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失

し
た

場
合

も
対

応
で

き
る

よ
う

現
場

に
て

プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る
た

め
の

手

順
及

び
現

場
に

て
直

接
機

器
を

作
動

さ
せ

る

た
め

の
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
8
の

手
順

に
加

え
て

、
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で

き
な

い
場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

じ
接

続
口

を
使

用
し

、
消

防
自

動
車

か

ら
原

子
炉

に
注

入
す

る
手

順
及

び
原

子
炉

格

納
容

器
へ

注
水

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
及

び
復

水
タ

ン
ク

が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

可
搬

型
ポ

ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

へ
の

注
入

及
び

格
納

容

器
ス

プ
レ

イ
の

手
段

を
整

備
し

て
い

る
が

、

よ
り

速
や

か
に

対
応

を
実

施
で

き
る

よ
う

、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

原
子

炉
へ

の

注
入

又
は

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

を
行

う
た

め
、

海
水

を
Ａ

、
Ｂ

海
水

ポ
ン

プ
か

ら
常

設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
入

口
へ

直
接

供
給

し
、

原

子
炉

へ
注

入
す

る
手

段
及

び
格

納
容

器
へ

ス

プ
レ

イ
す

る
手

段
を

検
討

し
整

備
す

る
。

本

手
段

に
つ

い
て

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

の

対
応

手
段

と
し

て
だ

け
で

な
く

、
重

大
事

故

等
対

策
と

し
て

も
有

用
で

あ
る

た
め

、
重

大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

づ
け

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

、
溶

融
が

発
生

し
、

原
子

炉
格

納
容

器

の
下

部
に

落
下

し
た

場
合

に
お

い
て

、
常

設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン

プ
、

消
防

自
動

車
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入

ポ
ン

プ
又

は
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン

プ
に

よ
る

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

を
行

う
。

ま
た

、
Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ

（
自

己
冷

却
）

の
機

能
回

復
を

行
う

。
 

さ
ら

に
、

溶
融

炉
心

の
格

納
容

器
下

部
へ

の
落

下
を

遅
延

又
は

防
止

す
る

た
め

、
常

設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン

プ
、

消
防

自
動

車
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入

ポ
ン

プ
又

は
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン

プ
に

よ
る

代
替

炉
心

注
入

を
行

う
。

ま
た

、

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
自

己
冷

却
）

の
機

能
回

復
を

行
う

。
 

 （
i
）

 
「

1
.
9
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

、
水

素
が

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
放

出
さ

れ
た

場
合

に

お
い

て
も

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

、
水

素
濃

度

制
御

を
行

う
対

処
設

備
及

び
手

順
を

整
備

す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

      

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
８

「
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加
え

て
、
以

下
の

手
順

を
定
め

る
。
 

ａ
 
 
消

火
用

水
系

統
が

使
用

で
き

な
い

場

合
は

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

と
同

様
の

接
続

口
を

使
用

し
、

消
防

自

動
車

か
ら

原
子

炉
に

注
入

す
る

手
順

及

び
原

子
炉

格
納

容
器
へ
注

水
す
る

操
作
 

 

                     

        

(
ｸ
)
 「

9
.
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

の
破

損
を
防

止
す

る
た
め

の
手
順

等
」
 

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
９

「
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

手
順

等
」

の
手
順

を
用
い

た
手

順
等

を
定
め

る
。
 

   

      ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

・
海

水
ポ

ン
プ

か
ら

常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

入
口

へ
直

接
供

給

し
、

炉
心

注
入

す
る

手
段

は
、

設
備

対
応

完
了

後
に

保
安

規
定

に
反

映
す

る
。
 

                        ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

   ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

      ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                              ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

 

     ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

                                              



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
0

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                  （
a
-
3
-
3
-
1
0
）

「
1
.
1
0
 
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

手

順
等

」
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
0

の
手

順
を

用
い

た
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

                        （
a
-
3
-
3
-
1
1
）

「
1
.
1
1
 
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

手
順

等
」

 

        

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

し
、

水
素

が
原

子
炉

格

納
容

器
内

に
放

出
さ

れ
た

場
合

の
水

素
爆

発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す

る
た

め
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
、

現
場

に
て

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監

視
す

る
た

め
の

手
順

及
び

現
場

に
て

直
接

機

器
を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

手
順

等
を

整
備

す

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

、
大

量
の

水
素

が
発

生
し

た

場
合

に
お

い
て

も
電

気
式

水
素

燃
焼

装
置

に

よ
る

水
素

濃
度

低
減

及
び

可
搬

型
格

納
容

器

水
素

濃
度

計
測

装
置

及
び

ガ
ス

分
析

計
に

よ

る
水

素
濃

度
監

視
を

行
う

。
 

 （
j
）

 
「

1
.
1
0
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
建

屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

手
順

等
」

 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

、
水

素
が

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
放

出
さ

れ
、

格
納

容

器
か

ら
格

納
容

器
周

囲
の

ア
ニ

ュ
ラ

ス
に

漏

え
い

し
た

場
合

に
お

い
て

も
水

素
爆

発
に

よ

る
原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
、

水
素

排
出

を
行

う
対

処
設

備
及

び
手

順

を
整

備
す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
格

納
容

器
か

ら
格

納
容

器
周

囲
の

ア
ニ

ュ
ラ

ス
に

漏

え
い

し
た

水
素

に
よ

る
原

子
炉

建
屋

の
損

傷

を
緩

和
す

る
た

め
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で

き
る

よ
う

、
現

場
に

て
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー

タ
を

監
視

す
る

た
め

の
手

順
及

び
現

場
に

て

直
接

機
器

を
作

動
さ

せ
る

た
め

の
手

順
等

を

整
備

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

の
水

素
濃

度
を

低
減

す
る

た
め

の
ア

ニ
ュ

ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

、
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄

化
微

粒
子

除
去

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

等
に

よ

る
水

素
排

出
及

び
ア

ニ
ュ

ラ
ス

水
素

濃
度

計

測
装

置
、

可
搬

型
格

納
容

器
水

素
濃

度
計

測

装
置

等
に

よ
る

水
素

濃
度

監
視

を
行

う
。

 

 (
k
)
 
「

1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
機

能
若

し
く

は
給

水
機

能
が

喪
失

し
又

は
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

か
ら

の
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
が

低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

内
の

燃
料

体
又

は
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

、

放
射

線
を

遮
へ

い
し

及
び

臨
界

を
防

止
す

る

                  

(
ｺ
)
 
 
「
1
0
.
 
水

素
爆

発
に

よ
る
原

子
炉

補
助
建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等
」

 

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
1
0
「

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

補
助

建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順

等
」

の
手

順
を

用
い

た
手

順
等

を
定

め

る
。
 

                     

(
ｻ
)
 「

1
1
.
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
手
順

等
」

 

 

       

に
て

記
載

。
 

                 ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

    ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

                 ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

     

                  ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                              

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
1

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                        重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
1

の
手

順
に

加
え

て
、

以
下

の
手

順
を

整
備

す

る
。

 

 
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

機
能

若
し

く

は
注

水
機

能
喪

失
又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

の
小

規
模

な
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
り

淡
水

又
は

海
水

を
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

注
水

す
る

手
順

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
大

量
の

水
の

漏

え
い

が
発

生
し

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
に

よ
る

水
位

維
持

が
不

可
能

又
は

不
明

と
判

断
し

た
場

合
で

、
燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線
量

率
の

上
昇

に
よ

り
燃

料
取

扱
建

屋
に

近
づ

け
な

い
場

合

は
、

消
防

自
動

車
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

の
運

搬
、

設
置

及
び

接
続

を
行

い
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

外
部

ス
プ

レ
イ

を
行

う
手

順
 

             

た
め

の
対

処
設

備
及

び
手

順
を

整
備

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

が
異

常
に

低
下

し
た

場

合
に

お
い

て
貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
及

び
臨

界
を

防
止

す

る
た

め
の

対
処

設
備

及
び

手
順

を
整

備
す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
体

又
は

使
用

済
燃

料

を
冷

却
し

、
放

射
線

を
遮

へ
い

し
及

び
臨

界

を
防

止
す

る
た

め
、

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

槽
内

の
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
の

進

行
を

緩
和

し
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

、

共
通

要
因

で
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
用

い

た
手

順
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
、

現
場

に
て

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監

視
す

る
た

め
の

手
順

及
び

現
場

に
て

直
接

機

器
を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

手
順

等
を

整
備

す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
1

の
手

順
に

加
え

て
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の

冷
却

機
能

若
し

く
は

注
水

機
能

喪
失

又
は

使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

の
小

規
模

な
漏

え
い

が

発
生

し
た

場
合

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ

ン
プ

又
は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ

に
よ

り
淡

水
又

は
海

水
を

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
へ

注
水

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
大

量
の

水
の

漏
え

い
が

発
生

し
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
へ

の
補

給
に

よ
る

水
位

維
持

が
不

可
能

又

は
不

明
と

判
断

し
た

場
合

で
燃

料
取

扱
建

屋

の
損

壊
又

は
現

場
線

量
率

の
上

昇
に

よ
り

燃

料
取

扱
建

屋
に

近
づ

け
な

い
場

合
は

、
消

防

自
動

車
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ス

プ
レ

イ

ヘ
ッ

ダ
の

運
搬

、
設

置
及

び
接

続
を

行
い

、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

外
部

ス
プ

レ
イ

を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
機

能
喪

失
、

給
水

機
能

喪
失

又

は
小

規
模

な
漏

え
い

の
発

生
時

に
お

い
て

も
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

補
給

用
水

中
ポ

ン

プ
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

及
び

消
防

自

動
車

に
よ

る
給

水
に

加
え

、
可

搬
型

デ
ィ

ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
及

び
可

搬
型

電
動

低
圧

注

入
ポ

ン
プ

に
よ

る
給

水
を

行
う

。
 

さ
ら

に
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
発

生
時

に
お

い
て

も
、

消

防
自

動
車

、
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン

プ
及

び
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ
に

よ

り
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

接
近

せ
ず

に
ス

プ

レ
イ

す
る

操
作

、
ガ

ス
ケ

ッ
ト

材
等

を
用

い

た
漏

え
い

抑
制

対
策

及
び

ロ
ー

プ
式

水
位

計

                        

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
1
1
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
等

の

た
め

の
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え
て

、
以

下
の
手

順
を
定

め
る

。
 

ａ
 
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

機
能

若

し
く

は
注

水
機

能
喪

失
又

は
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

小
規

模
な

漏
え

い
が

発

生
し

た
場

合
、

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入

ポ
ン

プ
又

は
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入

ポ
ン

プ
に

よ
り

淡
水

又
は

海
水

を
使

用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
注
水
す

る
手
順

 

ｂ
 
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
大

量
の

水

の
漏

え
い

が
発

生
し

、
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

へ
の

補
給

に
よ

る
水

位
維

持
が

不

可
能

又
は

不
明

と
判

断
し

た
場

合
で

燃

料
取

扱
建

屋
の

損
壊

又
は

現
場

線
量

率

の
上

昇
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

に
近

づ

け
な

い
場

合
は

、
消

防
自

動
車

及
び

使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

の

運
搬

、
設

置
及

び
接

続
を

行
い

、
使

用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

外
部

ス
プ

レ
イ

を

行
う

手
順

 

          

        ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順

の
整

備
は

ウ
項

に
て

記
載

。
 

             ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

                       

                        ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

                      

                        ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）
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大
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模
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自

然
災

害
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は
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意
に
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大
型

航
空

機
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突

そ
の

他
の

テ
ロ
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ズ

ム
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の
対

応
に
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け

る
事
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添

付
資
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1
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設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
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設
置
変
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許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
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原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                （
a
-
3
-
3
-
1
2
）

「
1
.
1
2
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
手

順
等

」
 

       

等
を

用
い

た
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

監
視

を

行
う

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
大

規
模

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

、
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

の
優

先
順

位
に

従
っ

た
事

故
対

応
例

に

つ
い

て
以

下
に

示
す

。
 

①
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

漏
え

い
緩

和
の

た

め
の

操
作

を
実

行
す

る
に

当
た

り
最

も
重

要
な

判
断

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

(
建

屋
)
へ

の
ア

ク
セ

ス
可

否
と

な
る

。
こ

れ

は
現

場
の

被
害

状
態

（
火

災
の

発
生

状

況
、

線
量

等
）

に
依

存
す

る
。

 

②
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

ア
ク

セ
ス

可
能

な

場
合

に
は

、
準

備
か

ら
補

給
す

る
ま

で
の

時
間

が
比

較
的

短
い

常
設

設
備

（
デ

ィ
ー

ゼ
ル

消
火

ポ
ン

プ
）

を
用

い
た

内
部

か
ら

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
補

給
操

作
を

実
行

す
る

。
 

③
②

の
操

作
に

よ
り

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水

位
の

維
持

が
で

き
な

い
場

合
、

消
防

自
動

車
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

補
給

用
水

中
ポ

ン
プ

、
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

及
び

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

を
用

い
て

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
補

給
操

作
を

試
み

る
。

 

④
③

に
よ

る
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給

を
行

っ
て

も
水

位
が

維
持

で
き

な
い

場

合
、

燃
料

取
扱

建
屋

内
部

か
ら

の
ス

プ
レ

イ
が

可
能

で
あ

れ
ば

、
消

防
自

動
車

、
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

及
び

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

を
用

い
た

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ス
プ

レ
イ

操
作

を
実

行
す

る
。

 

⑤
④

と
並

行
し

て
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の

漏
え

い
を

抑
制

す
る

た
め

、
予

め
準

備
し

て
い

る
漏

え
い

抑
制

の
た

め
の

資
機

材
を

用
い

た
手

段
に

よ
り

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

側
か

ら
の

漏
え

い
緩

和
を

試
み

る
。

 

⑥
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

ア
ク

セ
ス

で
き

な

い
場

合
や

建
屋

内
部

で
の

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ス
プ

レ
イ

が
困

難
な

場
合

、
消

防
自

動
車

、
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

及
び

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

を
用

い
た

外
部

か
ら

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ス

プ
レ

イ
操

作
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

移
動

式
大

容
量

ポ
ン

プ
車

を
用

い
た

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

放
水

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 （
l
）

 
「

1
.
1
2
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

手
順

等
」

 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料

体
等

の
著

し
い

損
傷

に
至

っ
た

場
合

に
お

い

て
、

原
子

炉
施

設
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
及

び
手

順
を

整

備
す

る
。

 

  

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

                                           

(
ｼ
)
 「

1
2
.
 
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制
す

る
た

め
の
手

順
等
」

 

 

      

  ・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                                          ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

    

                                                         

  ・
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

の
大
規

模
漏
え

い

時
の

対
応

手
順
（

優
先

順
位

）
を
定

め

る
。
 

                                                    



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
3

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
2

の
手

順
に

加
え

て
、

以
下

の
手

順
を

整
備

す

る
。

 

・
原

子
炉

格
納

容
器

、
原

子
炉

補
助

建
屋

等

が
破

損
し

て
い

る
場

合
又

は
破

損
が

不
明

な
状

況
に

お
い

て
、

建
屋

周
辺

の
線

量
率

が
上

昇
し

て
い

る
場

合
は

、
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す
る

手
順

 

                                

ま
た

、
原

子
炉

建
屋

周
辺

に
お

け
る

航
空

機
衝

突
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
が

発
生

し

た
場

合
に

、
航

空
機

燃
料

火
災

へ
の

泡
消

火

に
よ

り
、

火
災

に
対

応
す

る
手

順
等

を
整

備

す
る

。
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
原

子
炉

施
設

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機
能

喪
失

す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設

備
を

用
い

た
手

順
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視

及
び

制
御

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で

き
る

よ
う

、
現

場
に

て
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー

タ
を

監
視

す
る

た
め

の
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
2

の
手

順
に

加
え

て
、

原
子

炉
格

納
容

器
、

原

子
炉

補
助

建
屋

等
が

破
損

し
て

い
る

場
合

又

は
破

損
が

不
明

な
状

況
に

お
い

て
、

建
屋

周

辺
の

線
量

率
が

上
昇

し
て

い
る

場
合

は
、

代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
に

よ
り

原
子

炉
格

納

容
器

へ
ス

プ
レ

イ
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

移
動

式
大

容
量

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器

へ
の

放
水

に
加

え
、

放
水

砲
を

準
備

す

る
ま

で
の

間
、

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
が

使
用

可

能
な

場
合

は
、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
、

Ａ

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
（

自
己

冷

却
）

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

消
火

ポ
ン

プ
、

消
防

自

動
車

、
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ
又

は

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
を

用
い

た

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

操
作

等
を

実
施

す
る

こ

と
に

よ
り

、
放

射
性

物
質

の
拡

散
抑

制
を

行

う
。

 

な
お

、
放

水
砲

の
設

置
位

置
に

つ
い

て

は
、

複
数

箇
所

を
予

め
設

定
し

て
い

る
が

、

現
場

か
ら

の
情

報
等

を
勘

案
し

、
原

子
力

防

災
管

理
者

又
は

副
原

子
力

防
災

管
理

者
が

総

合
的

に
判

断
す

る
。

ま
た

、
放

水
砲

の
放

射

方
法

と
し

て
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

範
囲

を
覆

う
よ

う
な

噴
霧

放
射

を
基

本
と

す

る
。

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
抑

制
対

策
に

つ
い

て
は

、
「

1
.
1
1
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

手

順
等

」
に

お
け

る
注

水
手

段
及

び
ス

プ
レ

イ

手
段

に
よ

り
行

う
が

、
当

該
の

手
段

が
有

効

で
は

な
い

場
合

に
、

本
項

に
お

け
る

放
水

砲

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
拡

散
抑

制
対

策
を

実

行
す

る
。

 

以
下

に
、

放
水

砲
を

使
っ

た
具

体
的

な
事

故
対

応
を

示
す

。
 

①
放

水
砲

の
使

用
の

判
断

 

大
規

模
損

壊
の

発
生

に
よ

り
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
体

等
の

著

                

防
災

課
長

、
発

電
課

長
、

保
修

課
長

及

び
安

全
管

理
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
策

に
て

整
備

す
る

表
－

1
2
「

発
電

所
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

手
順

等
」

の
手

順
に

加
え

て
、

以
下

の
手

順
を
定

め
る
。

 

ａ
 
 
原

子
炉

格
納

容
器

が
破

損
し

て
い

る

場
合

又
は

破
損

が
不

明
な

状
況

に
お

い

て
、

周
辺

の
線

量
率

が
上

昇
し

て
い

る

場
合

は
、

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
へ

ス
プ

レ
イ

す

る
操

作
 

       

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

               

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

    ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

         ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

等
に

加

え
て
整

備
す

る
大

規

模
損
壊

時
の

手
順

に

つ
い
て

は
、

継
続

し

て
遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安
規

定
に

記
載

す

る
。
 

         ・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

              ・
具

体
的

な
実

施
手

段

に
つ

い
て

は
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

                ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

・
放

射
線

管
理

基
準

（
既

存
）
 

・
放

射
線

管
理

要
領

（
既

存
）
 

                            

                ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

             ・
放

水
砲

を
使
用

す
る

際
の
判

断
基
準

及

び
使

用
方

法
に
関

す
る

具
体

的
な
手

順

を
定

め
る

。
 

                   



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
4

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                         

し
い

損
傷

に
至

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
「

大

規
模

損
壊

時
に

対
応

す
る

手
順

」
に

基
づ

く

初
動

対
応

フ
ロ

ー
に

従
い

、
プ

ラ
ン

ト
状

態

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

放
射

性
物

質
の

拡

散
抑

制
に

対
し

て
迅

速
な

対
応

が
で

き
る

よ

う
移

動
式

大
容

量
ポ

ン
プ

車
の

準
備

を
行

う
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力
の

低
下

、
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

及

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
指

示
値

の
上

昇
、

目
視

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

等
を

確
認

し
た

場
合

に
は

、
初

動
対

応
フ

ロ

ー
の

優
先

順
位

に
従

い
「

放
射

性
物

質
拡

散

防
止

フ
ロ

ー
」

を
選

択
す

る
。

当
該

フ
ロ

ー

に
お

い
て

は
、

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン

が
使

用
可

能
な

場
合

は
、

準
備

時
間

が
比

較

的
に

短
い

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

操
作

を
実

行

す
る

。
な

お
、

本
操

作
が

実
施

不
能

な
場

合
、

ま
た

は
放

水
砲

に
よ

る
放

水
が

必
要

と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

は
、

放
水

砲
に

よ
る

放

射
性

物
質

の
放

出
低

減
の

た
め

の
操

作
を

選

択
す

る
。

 

②
放

水
砲

の
設

置
位

置
の

判
断

 

放
水

砲
の

設
置

位
置

と
し

て
、

原
子

炉
格

納
容

器
へ

放
水

す
る

想
定

の
場

合
に

は
複

数

箇
所

を
予

め
設

定
し

て
い

る
が

、
現

場
か

ら

の
情

報
(
風

向
き

、
火

災
の

状
況

、
損

傷
位

置
(
高

さ
、

方
位

)
)
等

を
勘

案
し

、
原

子
力

防
災

管
理

者
ま

た
は

副
原

子
力

防
災

管
理

者

が
総

合
的

に
判

断
し

て
、

適
切

な
位

置
か

ら

の
放

水
を

重
大

事
故

等
対

策
要

員
へ

指
示

す

る
。

 

③
放

水
砲

の
設

置
位

置
と

原
子

炉
格

納
容

器

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

放
水

可
能

性
 

[
原

子
炉

格
納

容
器

へ
放

水
す

る
場

合
]
 

前
述

の
と

お
り

、
放

水
砲

は
状

況
に

応
じ

て
適

切
な

場
所

に
設

置
す

る
。

原
子

炉
格

納

容
器

か
ら

約
7
5
m
の

範
囲

内
に

放
水

砲
を

設

置
す

れ
ば

、
原

子
炉

格
納

容
器

頂
部

ま
で

の

放
水

が
可

能
で

あ
る

。
 

ま
た

、
海

水
取

水
箇

所
に

つ
い

て
は

複
数

箇
所

を
想

定
す

る
と

と
も

に
、

ホ
ー

ス
の

敷

設
ル

ー
ト

に
つ

い
て

も
、

そ
の

時
の

被
害

状

況
や

火
災

の
状

況
を

勘
案

し
て

柔
軟

な
対

応

が
で

き
る

よ
う

複
数

ア
ク

セ
ス

の
ル

ー
ト

を

想
定

し
た

手
順

及
び

設
備

構
成

と
す

る
。

 

[
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

放
水

す
る

場
合

]
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
大

規
模

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

対
応

は
、

「
1
.
1
1
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

手

順
等

」
に

示
す

と
お

り
で

あ
り

、
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

に
ア

ク
セ

ス
が

困
難

な
場

合
に

は
、

可
搬

型
デ

ィ
ー

ゼ
ル

注
入

ポ
ン

プ
及

び

可
搬

型
電

動
低

圧
注

入
ポ

ン
プ

に
よ

る
屋

外

か
ら

の
ス

プ
レ

イ
操

作
を

実
施

す
る

。
 

さ
ら

に
、

本
操

作
を

実
施

す
る

こ
と

が
困

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
5

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                       （
a
-
3
-
3
-
1
3
）

「
1
.
1
3
 

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
と

な
る

水
の

供
給

手
順

等
」

 

                                

難
な

状
況

（
大

規
模

な
火

災
等

に
よ

り
接

近

で
き

ず
に

、
十

分
な

射
程

が
確

保
で

き
な

い

場
合

）
に

お
い

て
は

、
放

水
砲

に
よ

り
使

用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
ス

プ
レ

イ
す

る
手

段
も

あ

る
。

こ
の

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

へ
放

水

す
る

場
合

と
同

様
、

風
向

き
、

火
災

の
状

況
、

損
傷

位
置

(
高

さ
、

方
位

)
等

に
応

じ
て

放
水

砲
を

設
置

す
る

。
 

放
水

砲
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
等

へ
の

放
水

に
よ

り
、

放
射

性
物

質
を

含
む

汚
染

水

が
発

生
し

、
海

洋
へ

拡
散

す
る

こ
と

を
想

定

し
て

、
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

に
よ

り
汚

染
水

の

海
洋

へ
の

拡
散

抑
制

を
行

う
。

 

シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
設

置
以

前
に

放
水

砲
で

放
水

を
実

施
し

た
場

合
、

放
射

性
物

質
を

含

む
汚

染
水

は
、

雨
水

排
水

の
流

路
を

通
っ

て

海
に

流
れ

る
た

め
、

雨
水

排
水

処
理

装
置

の

集
水

ピ
ッ

ト
に

吸
着

材
を

設
置

し
、

海
洋

へ

の
放

出
の

抑
制

を
図

る
。

 

シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
の

設
置

は
、

損
傷

箇

所
、

放
水

砲
の

設
置

場
所

等
か

ら
汚

染
水

の

流
出

予
測

、
状

況
を

勘
案

し
て

行
う

。
 

 (
m
)
 
｢
1
.
1
3
 
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
手

順
等

」
 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

及
び

重
大

事

故
等

対
処

設
備

に
対

し
て

重
大

事
故

等
の

収

束
に

必
要

と
な

る
十

分
な

量
の

水
を

供
給

す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
及

び
手

順
を

整
備

す

る
。

 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
十

分
な

量
の

水
を

供

給
す

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機
能

喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

な
お

、
当

該
手

順
は

、
「

1
.
2
 
原

子
炉

冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
高

圧
時

に
発

電
用

原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

手
順

等
」

及
び

「
1
.
3
 
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を

減
圧

す
る

た
め

の
手

順
等

」
に

示
す

２
次

冷

却
系

か
ら

の
除

熱
手

段
、

「
1
.
4
 
原

子
炉

冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に
発

電
用

原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

手
順

等
」

に
示

す

原
子

炉
へ

の
注

水
手

段
、

「
1
.
6
 
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
冷

却
等

の
た

め
の

手
順

等
」

、

｢
1
.
7
 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防

止
す

る
た

め
の

手
順

等
」

、
「

1
.
8
 
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た

め
の

手
順

等
」

及
び

「
1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
に

示

す
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
手

段
並

び

に
「

1
.
1
2
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

手
順

等
」

に
示

す

                       

(
ｽ
)
 ｢1

3
.
 
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る

水
の

供
給
手

順
等

」
 

 

                               

                       ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

    ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

                      

                                                         

                                                         



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
6

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                          重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
3

の
手

順
に

加
え

て
、

以
下

の
手

順
を

整
備

す

る
。

 

・
大

規
模

火
災

や
長

期
間

に
わ

た
る

大
津

波

警
報

が
発

令
さ

れ
て

い
る

状
況

等
を

考
慮

し
、

被
災

状
況

、
場

所
に

よ
り

適
切

な
ル

ー
ト

で
淡

水
又

は
海

水
の

水
源

を
確

保
す

る
手

順
 

   （
a
-
3
-
3
-
1
4
）

「
1
.
1
4
 

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
4

の
手

順
を

用
い

た
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
手

段
を

行
う

た

め
に

必
要

と
な

る
水

源
の

確
保

に
関

す
る

手

順
で

あ
る

。
 

ま
た

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
及

び
復

水
タ

ン
ク

が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

可
搬

型
ポ

ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

へ
の

注
入

及
び

格
納

容

器
ス

プ
レ

イ
の

手
段

を
整

備
し

て
い

る
が

、

よ
り

速
や

か
に

対
応

を
実

施
で

き
る

よ
う

、

常
設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
に

よ
る

原
子

炉
へ

の

注
入

又
は

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

を
行

う
た

め
、

海
水

を
Ａ

、
Ｂ

海
水

ポ
ン

プ
か

ら
常

設

電
動

注
入

ポ
ン

プ
入

口
へ

直
接

供
給

し
、

原

子
炉

へ
注

入
す

る
手

段
及

び
格

納
容

器
へ

ス

プ
レ

イ
す

る
手

段
を

検
討

し
整

備
す

る
。

本

手
段

に
つ

い
て

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

の

対
応

手
段

と
し

て
だ

け
で

な
く

、
重

大
事

故

等
対

策
と

し
て

も
有

用
で

あ
る

た
め

、
重

大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

づ
け

る
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

代
替

淡
水

源
を

使
用

し
た

中
間

受
槽

へ
の

供
給

及
び

海
水

（
取

水
ピ

ッ
ト

、
取

水
口

）
を

水
源

と
し

た

中
間

受
槽

へ
の

供
給

を
行

う
。

ま
た

、
そ

の

他
の

代
替

手
段

と
し

て
２

次
系

純
水

タ
ン

ク

及
び

ろ
過

水
貯

蔵
タ

ン
ク

を
水

源
と

す
る

こ

と
に

よ
り

中
間

受
槽

の
供

給
を

行
う

。
 

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
1
.
1
3

の
手

順
に

加
え

て
、

大
規

模
火

災
や

長
期

間

に
わ

た
る

大
津

波
警

報
が

発
令

さ
れ

て
い

る

状
況

等
を

考
慮

し
、

被
災

状
況

、
場

所
に

よ

り
適

切
な

ル
ー

ト
で

淡
水

又
は

海
水

の
水

源

を
確

保
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

     （
n
）

 
「

1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

 

イ
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
手

順
 

電
源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著

し
い

損
傷

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
、

貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転

停
止

中
に

お
い

て
原

子
炉

内
燃

料
体

の
著

し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

、
代

替
電

源
か

ら

給
電

す
る

設
備

及
び

手
順

を
整

備
す

る
｡
 

ロ
．

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

事
故

緩
和

措
置

を
行

う
た

め
の

手
順

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

、

使
用

済
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷

及
び

運
転

停
止

中
原

子
炉

内
燃

料
体

の
著

し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
代

替
電

源
を

供

給
す

る
た

め
、

共
通

要
因

で
同

時
に

機
能

喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
を

用
い

た
手

順
等

を
整

備
す

る
。

 

                          

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
1
3
「

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
と

な

る
水

の
供

給
手

順
等

」
の

手
順

に
加

え

て
、
以

下
の
手

順
を

定
め

る
。
 

ａ
 
 
大

規
模

火
災

や
長

期
間

に
わ

た
る

大

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
て

い
る

状
況

等

を
考

慮
し

、
被

災
状

況
、

場
所

に
よ

り

適
切

な
ル

ー
ト

で
淡

水
又

は
海

水
の

水

源
を

確
保

す
る

操
作
 

 

(
ｾ
)
 
 
「

1
4
.
 
電
源

の
確

保
に
関

す
る
手
順

等
」
 

防
災

課
長

、
発

電
課

長
及

び
保

修
課

長

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
整

備
す

る
表

－
1
4
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」

の
手
順

を
用
い

た
手

順
等

を
定
め

る
。
 

               

   ・
設

備
対

応
完

了
後

に

保
安

規
定

に
反

映
す

る
。

 

                               ・
重

大
事

故
等

対
処

設

備
に
係

る
要

求
事

項

の
個
別

手
順

に
つ

い

て
は
、

別
表

に
て

整

理
。
 

     ・
現

場
に

て
対

応
す

る

手
順
の

整
備

は
ウ

項

に
て

記
載

。
 

 

                          ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

  ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
運

転
基

準
（

既
存
）
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

           

                          ・
重

大
事

故
等

に
て

整
備

す
る

手
順

に
加

え
て

、
事

象
進

展
の

抑
制

及

び
緩

和
に

資
す

る
た

め
の

多
様

性

を
持

た
せ

た
手

順
等

を
大

規
模

損

壊
発

生
時

の
手

順
と

し
て

定
め

る
。

（
新

規
）

 

   



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
7

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

こ
れ

ら
の

手
順

に
よ

り
、

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

の
対

応
で

あ
る

大
容

量

空
冷

式
発

電
機

、
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ

ル
、

発
電

機
車

（
高

圧
発

電
機

車
及

び
中

容

量
発

電
機

車
）

及
び

直
流

電
源

用
発

電
機

等

に
よ

る
電

源
の

確
保

を
行

う
。

 

全
交

流
動

力
電

源
及

び
直

流
電

源
喪

失
が

発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
対

応
手

段
の

優
先

順

位
は

、
早

期
に

準
備

が
可

能
な

常
設

設
備

に

よ
る

給
電

を
優

先
し

て
実

施
し

、
そ

の
後

、

可
搬

型
設

備
に

よ
る

給
電

を
実

施
す

る
。

ま

た
、

電
源

機
能

が
喪

失
し

、
監

視
パ

ラ
メ

ー

タ
の

計
測

が
不

能
に

な
っ

た
場

合
に

は
、

可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
監

視
を

実

施
す

る
。

 

        

             

（
a
-
3
-
4
）

（
a
-
3
-
3
）

項
に

示
す

大
規

模
損

壊

へ
の

対
応

手
順

書
は

、
中

央
制

御
室

の
機

能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
整

備

す
る

が
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御

機
能

に
期

待
で

き
る

可
能

性
も

十
分

に
考

え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

運
転

員
が

使
用

す
る

手

順
書

も
並

行
し

て
活

用
し

た
事

故
対

応
も

考

慮
し

た
も

の
と

す
る

。
 

d
.
 

c
.
項

に
示

す
大

規
模

損
壊

へ
の

対
応

手
順

書

は
、

万
一

を
考

慮
し

中
央

制
御

室
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
も

対
応

で
き

る
よ

う
整

備
す

る

が
、

中
央

制
御

室
で

の
監

視
及

び
制

御
機

能
に

期
待

で
き

る
可

能
性

も
十

分
に

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

運
転

員
が

使
用

す
る

手
順

書
も

並
行

し
て

活
用

し
た

事
故

対
応

も
考

慮
し

た
も

の
と

す
る

。
例

え
ば

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
い

て
運

転
員

が
使

用
す

る
手

順
書

で
対

応
中

に
、

期
待

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

（
例

：
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

、
常

設
電

動
注

入
ポ

ン
プ

等
）

の
複

数
の

機
能

が
同

時
に

喪
失

す
る

等
、

重
大

事
故

シ
ナ

リ
オ

ベ
ー

ス
か

ら
外

れ
て

大
規

模
損

壊
へ

至
る

可
能

性
の

あ
る

フ
ェ

ー
ズ

へ
移

行
し

た
場

合
に

も
活

用
で

き
る

も
の

と
す

る
。

す
な

わ
ち

、
原

因
と

な
っ

た
事

象
に

よ
り

喪
失

し
た

機
能

に
着

目
し

て
、

そ
の

代
替

機
能

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

が
行

え
る

よ
う

構
成

す

る
。

 

(
6
)
 
防

災
課

長
、

技
術

課
長
、

安
全

管
理

課
長
、

保

修
課

長
及

び
発

電
課

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生
時

の
手

順
書

を
整

備
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

中
央
制

御
室

で
の

監
視

及
び

制
御

機
能

に
期

待
で

き
る
可

能
性

も
十

分
に

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

運
転
員

が
使

用
す

る
手

順
書

も
並

行
し

て
活

用
し

た
事
故

対
応
も

考
慮
し

た
構

成
と

す
る

。
 

        

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

・
手

順
書

の
構

成
に

つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
（

a
-
3
-
4
）

よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

・
具

体
的

な
構

成
に

つ

い
て

、
２

次
文

書
他

に
記

載
す

る
。
 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

 

・
大

規
模

損
壊

の
手

順
は

、
原

因
と

な
っ

た
事

象
に

よ
り

喪
失

し
た

機

能
に

着
目

し
て

、
そ

の
代

替
機

能

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

が
行

え

る
よ

う
構

成
す

る
。

 

 
e
.
 

c
.
項

に
示

す
大

規
模

損
壊

へ
の

対
応

手
順

書

に
つ

い
て

は
、

地
震

、
津

波
及

び
竜

巻
に

よ
り

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

大
規

模
損

壊
に

対
し

て
、

ま
た

、
P
R
A

の
結

果
に

基
づ

く
事

故
シ

ー

ケ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
の

選
定

に
て

抽
出

し
な

か
っ

た
地

震
及

び
津

波
特

有
の

事
象

と
し

て
発

生
す

る
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

に
対

し
て

も
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

緩
和

又
は

放
射

性
物

質
の

拡
散

抑
制

が
図

ら
れ

る
よ

う
構

成
す

る
。

加
え

て
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
、

同
等

の
機

能
を

有
す

る
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
及

び
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
な

く
、

炉
心

注
入

、
電

源
確

保
、

放
射

性
物

質
拡

散
抑

制
等

の
各

対
策

が
上

記
設

備
の

い
ず

れ
か

に
よ

り
達

成
で

き
る

よ
う

構
成

す
る

。
 

(
7
)
防

災
課

長
、

技
術

課
長

、
安

全
管

理
課

長
、

保

修
課

長
及

び
発

電
課

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生
時

の
手

順
書

を
整

備
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

同
時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
配

備
し

て
い
る

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
常

設
重

大
事
故

等
対

処
設

備
及

び
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の
い

ず
れ

か
に

よ
っ

て
、

炉
心

注
入

、
電

源
確

保
、
放

射
性

物
質

拡
散

抑
制

等
の

各
対

策
を

実
施

で
き
る

よ
う
構

成
す
る

。
 

 

・
地

震
及

び
津

波
特

有

の
事

象
へ

の
考

慮
に

つ
い

て
は

2
.
1
.
1
に

て
記

載
。

 

・
手

順
書

の
構

成
に

つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
添

付
書

類
十

e
.
項

よ
り

引
用

し
て

記

載
）

 

・
具

体
的

な
構

成
に

つ

い
て

、
２

次
文

書
他

に
記

載
す

る
。
 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

 

・
炉

心
注

入
、

電
源

確
保

、
放

射
性

物
質

拡
散

抑
制

等
の

各
対

策
を

可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

い
ず

れ

か
に

よ
っ

て
実

施
で

き
る

構
成

と

す
る

。
 

     

     

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制
の

整
備
）

 

第
1
7

条
の

７
 

防
災

課
長

は
、

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

り
原

子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損

壊
が

生
じ

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

・
設

置
変

更
許

可
申

請

書
「

2
.
1
.
2

体
制

の
整

備
」

と
の

関
連

を
下

線
に

て
示

す
。
 

 

     

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
8

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                               （
b
）

 
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

備
え

た
体

制
の

整

備
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
に

つ
い

て

は
、

組
織

が
最

も
有

効
に

機
能

す
る

と
考

え

ら
れ

る
通

常
の

緊
急

時
対

策
本

部
の

体
制

を

基
本

と
し

つ
つ

、
通

常
と

は
異

な
る

対
応

が

必
要

と
な

る
状

況
に

お
い

て
も

流
動

性
を

持

っ
て

対
応

で
き

る
よ

う
に

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

を
超

え
る

よ
う

な
状

況
を

想
定

し
た

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応

                                               5
.
2
.
1
.
2
 

大
規

模
損

壊
の

発
生

に
備

え
た

体
制

の
整

備
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
に

つ
い

て
は

、

組
織

が
最

も
有

効
に

機
能

す
る

と
考

え
ら

れ
る

通
常

の
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制
に

よ
り

対
応

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
つ

つ
、

通
常

と
は

異
な

る
対

応
が

必
要

と
な

る
状

況
に

お
い

て
も

流
動

性
を

持
っ

て
対

応
で

き
る

よ
う

に
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
重

大
事

故
等

を
超

え
る

よ
う

な
状

況

を
想

定
し

た
5
.
2
.
1
.
1
項

に
お

け
る

大
規

模
損

う
。

）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実
施
基

準
」

に
従
い
策

定
す
る

。
 

(
1
)
 
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
 

(
2
)
 
(
1
)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次

の
事

項
 

ア
 

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

 

イ
 

重
大
事

故
の

発
生
及

び
拡

大
の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る
た

め
に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と
を

確
認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い

う
。

）
を

年
１

回
以

上
実
施
す

る
こ
と

 

ウ
 

イ
項
の

訓
練

の
実
施

計
画

を
作
成

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確
認

を
得
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
 

エ
 

イ
項
の

訓
練

の
結
果

を
記

録
し
、

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報
告
す

る
こ
と

 

 

～
省
略

～
 

 ３
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

課
長

、
発

電
課

長
及

び
原

子
力

訓
練

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

第
１

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

１
項

(
1
)
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵

守
さ

せ
る

。
 

 

～
省
略

～
 

 ５
 

原
子

力
管

理
部

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

つ
い

て
計

画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、

計
画

は
、

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施
基
準

」
に

従
い
策
定

す
る
。
 

６
 

原
子

力
管

理
部

長
は

、
第

５
項

の
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整
備
を

実
施

す
る
。
 

 

～
省

略
～

 

 2
.
1
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
及

び
資

機
材

の
配

備
 

防
災

課
長

及
び

原
子

力
管

理
部
長

は
、

大
規
模

損
壊
発

生
時

の
体

制
に

つ
い

て
、
以

下
に

示
す
と

お
り
、

組
織

が
最

も
有

効
に

機
能
す

る
と

考
え
ら

れ
る
通

常
の

緊
急

時
対

策
本

部
の
体

制
を

基
本
と

し
つ
つ

、
通

常
と

は
異

な
る

対
応
が

必
要

と
な
る

状
況
に

お
い

て
も

流
動

性
を

持
っ
て

対
応

で
き
る

こ
と
な

ど
を

規
定

文
書

に
定

め
、
体

制
を

確
立
す

る
。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

を
超

え
る
よ

う
な

状
況
を

                                              ・
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
備

え
た

体
制

の
整

備
及

び
対

応
要

員
の

教
育

訓
練

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
b
)
よ

り
引

用

し
て

記
載

）
 

                                              ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）
 

・
本

店
非

常
事

態
対

策
基

準
（

既
存

）
 

【
対
策
本
部
に
関
す
る
事
項
】
 

 ・
教

育
訓

練
基

準
（

既

存
）
 

【
所
内
の
教
育
訓
練
計
画
】
 

・
各

課
教

育
訓

練
要

領

（
新
規
、

既
存
）
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
3
9

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

手
順

に
従

っ
て

活
動

を
行

う
こ

と
を

前
提

と

し
、

中
央

制
御

室
が

機
能

喪
失

す
る

よ
う

な

通
常

と
は

異
な

る
体

制
で

活
動

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

場
合

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
教

育
、

訓
練

及
び

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
 

壊
発

生
時

の
対

応
手

順
に

従
っ

て
活

動
を

行
う

こ
と

を
前

提
と

し
、

中
央

制
御

室
が

機
能

喪
失

す
る

よ
う

な
通

常
と

は
異

な
る

体
制

で
活

動
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

、
重

大
事

故
等

対
策

で
は

考
慮

さ
れ

な
い

大
規

模
損

壊
に

対
す

る
ぜ

い
弱

性
を

補
完

す
る

手
順

書
を

用
い

た
活

動
を

行
う

た
め

の
教

育
、

訓
練

及
び

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
 

 

想
定
し

た
大

規
模

損
壊

発
生

時
の
対

応
手

順
に
従

っ
て
活

動
を

行
う

こ
と

を
前

提
と
し

、
中

央
制
御

室
が
機

能
喪

失
す

る
よ

う
な

通
常
と

は
異

な
る
体

制
で
活

動
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
場

合
に

も
対
応

で
き
る

よ
う

教
育

訓
練

を
実

施
し
、

体
制

を
確
立

す
る
。

 

 

 
【
各
課
の
教
育
訓
練
項
目
】
 

 

（
b
-
1
）

 
大

規
模

損
壊

へ
の

対
応

の
た

め
の

要
員

へ
の

教
育

及
び

訓
練

 

大
規

模
損

壊
時

へ
の

対
応

の
た

め
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
及

び
重

大
事

故
等

対
策

要

員
（

協
力

会
社

含
む

）
へ

の
教

育
及

び
訓

練

に
つ

い
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
実

施

す
る

教
育

及
び

訓
練

を
基

に
、

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
各

要
員

の
役

割
に

応
じ

た

任
務

を
遂

行
す

る
に

当
た

り
必

要
と

な
る

力

量
を

習
得

及
び

維
持

す
る

た
め

、
教

育
及

び

訓
練

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
通

常
の

指
揮

命

令
系

統
が

機
能

し
な

い
場

合
を

想
定

し
た

指

揮
者

等
の

個
別

訓
練

を
実

施
す

る
。

さ
ら

に
、

要
員

の
役

割
に

応
じ

て
付

与
さ

れ
る

力

量
に

加
え

、
流

動
性

を
も

っ
て

対
応

で
き

る

よ
う

な
力

量
を

確
保

し
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

期
待

す
る

要
員

以
外

の
要

員
で

も
対

応

で
き

る
よ

う
教

育
の

充
実

を
図

る
。

 

（
1
）

 
大

規
模

損
壊

へ
の

対
応

の
た

め
の

要
員

へ

の
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

 

大
規

模
損

壊
時

へ
の

対
応

の
た

め
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
及

び
重

大
事

故
等

対
策

要

員
（

協
力

会
社

含
む

）
へ

の
教

育
及

び
訓

練

に
つ

い
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
に

て
実

施

す
る

教
育

及
び

訓
練

を
基

に
、

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
各

要
員

の
役

割
に

応
じ

た

任
務

を
遂

行
す

る
に

当
た

り
必

要
と

な
る

力

量
を

習
得

及
び

維
持

す
る

た
め

、
以

下
の

教

育
及

び
訓

練
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

保
修

対

応
要

員
に

つ
い

て
は

、
電

制
系

に
係

る
力

量
、

機
械

系
に

係
る

力
量

と
い

っ
た

要
員

の

役
割

に
応

じ
て

付
与

さ
れ

る
力

量
に

加
え

、

流
動

性
を

も
っ

て
対

応
で

き
る

よ
う

な
力

量

を
確

保
し

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
期

待
す

る

要
員

以
外

の
要

員
で

も
対

応
で

き
る

よ
う

教

育
の

充
実

を
図

る
。

必
要

と
な

る
力

量
を

第

5
.
2
.
1
8
表

に
示

す
。

 

a
.
 

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
及

び
事

故
対

応
用

の
資

機
材

の
取

扱
い

等
を

習
得

す

る
た

め
の

机
上

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

b
.
 

高
線

量
下

、
夜

間
の

照
明

機
能

喪
失

、
悪

天
候

（
雨

、
台

風
等

）
及

び
悪

環
境

（
温

度
、

湿
度

、
騒

音
等

）
な

ど
を

想
定

し
、

必

要
な

防
護

具
等

を
着

用
し

た
訓

練
を

実
施

す

る
。

 

c
.
 

通
常

の
指

揮
命

令
系

統
が

機
能

し
な

い
場

合
を

想
定

し
た

指
揮

者
等

の
個

別
訓

練
を

実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

内
又

は
発

電
所

近

傍
の

対
応

要
員

を
最

大
限

に
活

用
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
事

態
を

想
定

し
た

個
別

の
教

育

及
び

訓
練

を
実

施
す

る
。

 

d
.
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
対

応
す

る
組

織
と

そ
れ

を
支

援
す

る
組

織
の

実
効

性
等

を
確

認

す
る

た
め

の
定

期
的

な
総

合
訓

練
を

継
続

的

に
実

施
す

る
。

 

2
.
1
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
及

び
資

機
材

の
配

備
 

(
2
)
 
対
応

要
員
へ

の
教
育

訓
練
の

実
施

 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全
管

理
課

長
、
保

修
課
長

、
発

電
課

長
及

び
原

子
力
訓

練
セ

ン
タ
ー

所
長

は
、

「
添

付
３

 
1
.
1
(
2
)
教

育
訓

練
の

実

施
」
に

規
定

す
る

重
大

事
故

等
対
策

に
て

実
施
す

る
教
育

訓
練

を
基

に
、

大
規

模
損
壊

発
生

時
に
お

け
る
対

応
要

員
の

役
割

に
応

じ
た
任

務
を

遂
行
す

る
に
当

た
り

必
要

と
な

る
力

量
を
維

持
向

上
す
る

た
め
の

教
育
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

さ
ら

に
、

対
応

要
員

の
役

割
に
応

じ
て

付
与
さ

れ
る
力

量
に

加
え

、
流

動
性

を
も
っ

て
対

応
で
き

る
よ
う

な
力

量
を

確
保

し
て

い
く
こ

と
に

よ
り
、

期
待
す

る
対

応
要

員
以

外
の

対
応
要

員
で

も
対
応

で
き

る
よ

う
教

育
訓

練
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、
教

育
内
容

に
つ

い
て

も
充

実
を

図
る
。

 

ア
 

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教

育
訓
練

 

原
子

力
訓

練
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

の
実

施
計

画

を
作
成
す

る
。

 

防
災

課
長

及
び

原
子

力
訓

練
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

の
う

ち
全

体

指
揮

を
行

う
全

体
指

揮
者

及
び

原
子

炉
ご

と

の
指

揮
を

行
う

指
揮

者
並

び
に

通
報

連
絡

を

行
う

通
報

連
絡

者
（

以
下

(
2
)
に

お
い

て
「

指

揮
者

等
」

と
い

う
。

）
及

び
専

属
消

防
隊

に

対
し

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

対
処

す
る

た

め
に

必
要

な
力

量
の

維
持

向
上

を
図

る
た

め
、

以
下

の
教

育
訓

練
に

つ
い

て
、

規
定

文

書
に
基
づ

き
実

施
す
る

。
 

な
お

、
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
に

有
効

と
判

断
さ

れ
る

新
た

な
知

見
等

が
発

生
し

た

場
合

に
は

、
以

下
の

内
容

に
限

定
せ

ず
、

教

育
訓
練
を

行
う

。
 

(
ｱ
)
 
防

災
課

長
は

、
専

属
消

防
隊

に
対

す
る

以
下

の
操

作
の

教
育

訓
練

が
、

年
１

回
以

上
実
施

さ
れ
て

い
る
こ

と
を
確

認
す
る

。
 

ａ
 

消
防

自
動

車
か

ら
原

子
炉

へ
注

入
又

は
原

子
炉

格
納

容
器

へ
ス

プ
レ

イ
す

る

た
め

の
接

続
訓

練
 

ｂ
 

消
防

自
動

車
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

ス
プ

レ
イ

す
る
た
め

の
接
続

訓
練
 

(
ｲ
)
 
原

子
力

訓
練

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

緊
急

時
対

策
本

部
の

指
揮

者
等

を
対

象
に

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

通
常

の
指

揮
命

令
系

統
が

機
能

し
な

い
場

合
等

の
事

象
を

想
定

・
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
備

え
た

体
制

の
整

備
及

び
対

応
要

員
の

教
育

訓
練

に
つ

い
て

は
、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
b
-
1
)
よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

・
教

育
訓

練
の

具
体

的

な
内

容
に

つ
い

て

は
、

実
施

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

・
教

育
訓

練
の

実
施

内

容
、

対
象

及
び

頻
度

等
に

つ
い

て
は

、
第

1
0
章

（
保

安
教

育
）

に
て

整
理

。
 

 

・
教

育
訓

練
基

準
（

既

存
）
 

【
所
内
の
教
育
訓
練
計
画
】
 

・
各

課
教

育
訓

練
要

領

（
新
規
、

既
存
）
 

【
各
課
の
教
育
訓
練
項
目
】
 

 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
各

要
員

の
役

割
に

応
じ

た
任

務
を

遂

行
す

る
に

当
た

り
必

要
と

な
る

力

量
を

習
得

及
び

維
持

す
る

た
め

、

以
下

の
教

育
及

び
訓

練
を

実
施

す

る
。

ま
た

、
保

修
対

応
要

員
に

つ

い
て

は
、

電
制

系
に

係
る

力
量

、

機
械

系
に

係
る

力
量

と
い

っ
た

要

員
の

役
割

に
応

じ
て

付
与

さ
れ

る

力
量

に
加

え
、

流
動

性
を

も
っ

て

対
応

で
き

る
よ

う
な

力
量

を
確

保

し
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

期
待

す

る
要

員
以

外
の

要
員

で
も

対
応

で

き
る

よ
う

教
育

の
充

実
を

図
る

。
 

（
新

規
）
 

 
・

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
手

順
及

び
事

故
対

応
用

の
資

機
材

の
取

扱
い

等
を

習
得

す
る

た
め

の
机

上
教

育
 

 
・

高
線

量
下

、
夜

間
の

照
明

機
能

喪
失

、
悪

天
候

（
雨

、
台

風

等
）

及
び

悪
環

境
（

温
度

、
湿

度
、

騒
音

等
）

な
ど

を
想

定

し
、

必
要

な
防

護
具

等
を

着
用

し
た

訓
練

 

 
・

通
常

の
指

揮
命

令
系

統
が

機
能

し
な

い
場

合
を

想
定

し
た

指
揮

者
等

の
個

別
訓

練
 

 
・

発
電

所
内

又
は

発
電

所
近

傍
の

対
応

要
員

を
最

大
限

に
活

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

事
態

を
想

定
し

た
個

別
の

教
育

及
び

訓
練

 

 
・

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
対

応
す

る
組

織
と

そ
れ

を
支

援
す

る
組

織
の

実
効

性
等

を
確

認
す

る
た

め
の

定
期

的
な

総
合

訓
練

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
0

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

し
た

教
育

訓
練

を
、

年
１

回
以

上
実

施
す

る
。
 

 イ
 

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

 

 
 

 
 

原
子

力
訓

練
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
技

術
的

能

力
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

訓
練

の
実

施
計

画
を

作
成

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
 

 
 

 
 

防
災

課
長

は
、

指
揮

者
等

及
び

専
属

消
防

隊

に
対

し
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
以

下
の

訓
練

に
つ

い
て

、
規

定
文

書
に

基
づ

き
実

施
す
る

。
 

(
ｱ
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

プ
ラ

ン
ト

状
況

の
把

握
、

情
報

収
集

、
的

確
な

対
応

操
作

の
選

択
及

び
指

揮
者

等
と

専
属

消
防

隊
と

の
連

携
を

含
め

た
実

効
性

等
を

確
認

す
る

た
め

、
ア

項
(
ｱ
)
ａ

又
は

ｂ
の

い
ず

れ
か

の

操
作

を
踏

ま
え

た
総

合
的

な
訓

練
に

つ
い

て
、

任
意

の
指

揮
者

等
及

び
専

属
消

防
隊

を
対
象

※

に
年
１

回
以

上
実

施
す
る

。
 

※
 
毎
年

特
定
の

者
に
偏

ら
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 

   

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

（
b
-
2
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は
発

生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
並

び
に

原

子
力

災
害

の
拡

大
防

止
及

び
緩

和
そ

の
他

必

要
な

活
動

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た

め
、

通
常

の
原

子
力

防
災

組
織

の
体

制
を

基

本
と

す
る

原
子

力
防

災
組

織
を

設
置

し
、

発

電
所

に
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制
を

整
え

る
。

 

ま
た

、
時

間
外

、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

又
は

発
電

所
近

傍
に

事
故

対

応
要

員
5
2

名
及

び
専

属
消

防
隊

８
名

を
確

保
し

、
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

よ
り

中
央

制

御
室

（
運

転
員

（
当

直
員

）
を

含
む

。
）

が

機
能

し
な

い
場

合
に

お
い

て
も

、
対

応
で

き

る
よ

う
体

制
を

整
備

す
る

。
 

さ
ら

に
、

発
電

所
構

内
の

最
低

要
員

に
よ

り
当

面
の

間
は

事
故

対
応

を
行

え
る

よ
う

体

制
を

整
え

る
。

 

（
2
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

 

a
.
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

（
大

規
模

火
災

の
発

生

含
む

）
の

よ
う

な
原

子
力

災
害

が
発

生
す

る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
並

び
に

原
子

力
災

害

の
拡

大
防

止
及

び
緩

和
そ

の
他

必
要

な
活

動

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
所

長

（
原

子
力

防
災

管
理

者
）

は
、

通
常

の
原

子

力
防

災
組

織
の

体
制

を
基

本
と

す
る

原
子

力

防
災

組
織

を
設

置
し

、
発

電
所

に
緊

急
時

対

策
本

部
の

体
制

（
警

戒
体

制
、

第
１

種
緊

急

時
体

制
及

び
第

２
種

緊
急

時
体

制
）

を
整

え

る
。

 

（
a
）

 
所

長
（

原
子

力
防

災
管

理
者

）
は

、
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
の

対
策

を
実

施
す

る
実

施
組

織
、

そ
の

支
援

組
織

の
役

割
分

担
並

び
に

責
任

者
、

指
揮

命
令

系
統

及
び

通
報

連
絡

を
行

う
組

織
等

を
手

順
書

等
に

定
め

、
効

果
的

な
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
の

対
策

を
実

施
し

得
る

体
制

を
整

備
す

る
。

 

（
b
）

 
１

号
炉

及
び

２
号

炉
同

時
被

災
時

は
、

号
炉

ご
と

に
情

報
収

集
や

事
故

対
策

の
検

討
等

を
行

い
、

情
報

の
混

乱
や

指
揮

命
令

が
遅

れ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
緊

急
時

体
制

を
整

備
す

る
。

 
 

 

(
1
）

体
制
の

整
備

 

所
長

は
、

原
子

炉
施
設

に
お
い

て
重

大
事

故
等

及
び

大
規
模

損
壊

の
よ
う

な
原

子
力
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故
原

因
の

除
去
並

び
に

原
子
力

災
害

の
拡

大
防

止
及
び

緩
和

そ
の
他

必
要

な
活
動

を
迅

速
、

か
つ

、
円

滑
に

実
施
す

る
た
め

、
第

1
1
9
条
に

定

め
る

通
常
の

原
子

力
防
災

組
織

の
体
制

を
基

本
と

す
る

原
子
力

防
災

組
織
を

設
置

し
、
発

電
所

に
緊

急
時

対
策

本
部

の
体
制

を
整
え

る
。
 

ま
た

、
休

日
、

時
間
外

（
夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

又
は

発
電

所
近

傍
に

「
添

付
３

 
1
.
 

1
(
1
)
体

制
の

整
備

」
で
確

保
す

る
要
員

5
2

名
及

び
「

添
付

２
 

1
.
2
(
3
)
 
イ

項
」

で
配

置
す

る
初

期
消

火
活
動

要
員

の
う
ち

専
属

消
防
隊

８
名

を
確

保
し

、
大
規

模
損

壊
の
発

生
に

よ
り
中

央
制

御
室

（
運

転
員
（

当
直

員
）
を

含
む

。
）
が

機
能

し
な

い
場

合
に
お

い
て

も
、
対

応
で

き
る
よ

う
体

制
を

確
立

す
る

。
 

さ
ら

に
、

発
電

所
構
内

の
最
低

要
員

に
よ

り
当

面
の

間
は
事

故
対

応
を
行

え
る

よ
う
体

制
を

整
え

る
。
 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

・
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
備

え
た

体
制

の
整

備
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
b
-
2
)
よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

・
重

大
事

故
等

に
対

応

す
る

た
め

の
体

制

（
1
.
0
）

と
の

差
分

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

・
具

体
的

な
体

制
の

運

用
に

関
す

る
事

項

は
、

実
施

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

・
本

店
非

常
事

態
対

策
基

準
（

既
存

）
 

【
緊

急
時

対
策

本
部

に
関

す
る

事

項
】
 

・
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊

（
大

規
模

火
災

の
発

生
含

む
）

の

よ
う

な
原

子
力

災
害

が
発

生
し

た

場
合

の
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制

の
確

立
及

び
各

役
割

分
担

に
関

す

る
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

・
時

間
外

、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

又
は

発
電

所
近

傍

に
事

故
対

応
要

員
5
2
名

及
び

専
属

消
防

隊
８

名
を

確
保

し
、

大
規

模

損
壊

の
発

生
に

よ
り

中
央

制
御

室

（
運

転
員

（
当

直
員

）
を

含

む
。

）
が

機
能

し
な

い
場

合
に

お

い
て

も
、

対
応

で
き

る
体

制
を

確

立
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
運

用

管
理

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
要

員
の

非
常

召
集

に
つ

い
て

、
召

集
方

法
及

び
召

集
ル

ー
ト

な
ど

の

具
体

的
な

運
用

を
記

載
す

る
。

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
1

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

b
.
 

所
長

（
原

子
力

防
災

管
理

者
）

は
、

緊
急

時
対

策
本

部
の

本
部

長
と

し
て

原
子

力
防

災

組
織

の
統

括
管

理
を

行
い

、
責

任
を

持
っ

て
、

原
子

力
防

災
の

活
動

指
針

の
決

定
を

行

う
。

 

（
a
）

 
本

部
長

の
下

に
副

本
部

長
を

設
置

し
、

副
本

部
長

は
本

部
長

を
補

佐
す

る
。

 

（
b
）

 
本

部
長

不
在

時
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
順

位
に

従
い

、
副

本
部

長
あ

る
い

は
本

部
付

の
副

原
子

力
防

災
管

理
者

が
本

部
長

の
代

行
者

と
な

る
。

 

（
c
）

 
１

号
炉

及
び

２
号

炉
同

時
被

災
時

は
、

副
本

部
長

あ
る

い
は

本
部

付
の

副
原

子
力

防
災

管
理

者
の

中
か

ら
、

本
部

長
が

号
炉

ご
と

の
指

揮
者

を
指

名
し

、
当

該
号

炉
に

特
化

し
て

情
報

収
集

や
事

故
対

策
の

検
討

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

情
報

の
混

乱
や

指
揮

命
令

が
遅

れ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

c
.
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
本

店
緊

急
時

対
策

本
部

と
の

連
絡

、
情

報
の

収
集

及
び

被
害

状

況
の

把
握

等
を

行
う

総
括

班
、

事
故

拡
大

防

止
の

運
転

措
置

及
び

保
安

上
の

技
術

的
支

援

を
行

う
運

転
支

援
班

、
発

電
所

内
外

の
放

射

線
量

、
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

状
況

把
握

等

を
行

う
安

全
管

理
班

並
び

に
発

電
設

備
の

応

急
復

旧
計

画
の

策
定

及
び

そ
れ

に
基

づ
く

措

置
等

を
行

う
保

修
班

等
、

９
つ

の
班

で
構

成

し
、

各
班

に
は

そ
れ

ぞ
れ

責
任

者
で

あ
る

班

長
（

管
理

職
）

を
配

置
す

る
。

 

（
a
）

 
１

号
炉

及
び

２
号

炉
同

時
被

災
時

に

は
、

各
班

の
班

長
と

副
班

長
（

管
理

職
）

を
号

炉
ご

と
に

配
置

し
、

任
務

の
対

応
が

遅
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

（
b
）

 
各

班
の

班
員

構
成

は
、

通
常

運
転

中
の

発
電

所
体

制
下

で
の

運
転

や
部

品
交

換
等

の
日

常
保

守
点

検
活

動
等

の
実

務
経

験

が
、

災
害

対
策

本
部

で
の

事
故

対
応

や
復

旧
活

動
等

に
活

か
せ

る
よ

う
、

専
門

性
及

び
経

験
を

考
慮

し
た

も
の

と
す

る
。

 

d
.
 

時
間

外
、

休
日

（
夜

間
）

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
の

よ
う

な
原

子

力
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
も

、
速

や
か

に

対
応

を
行

う
た

め
、

発
電

所
内

又
は

発
電

所

近
傍

に
事

故
対

応
要

員
5
2

名
及

び
専

属
消

防
隊

８
名

を
確

保
し

、
体

制
を

整
備

す
る

。
 

 
 

ま
た

、
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

の
発

生
に

よ
り

、
中

央

制
御

室
（

運
転

員
（

当
直

員
）

を
含

む
。

）

が
機

能
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

重
大

事

故
等

対
策

要
員

及
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員

に
て

初
動

及
び

初
動

後
対

策
を

実
施

す
る

。
 

e
.
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

と
し

て
非

常
召

集
が

期
待

さ

れ
る

社
員

寮
及

び
社

宅
の

要
員

の
非

常
召

集

ル
ー

ト
は

複
数

ル
ー

ト
を

確
保

し
、

そ
の

中

か
ら

適
応

可
能

な
ル

ー
ト

を
選

択
し

発
電

所

                                          

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
2

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

へ
非

常
召

集
す

る
。

 

な
お

、
発

電
所

周
辺

（
社

員
寮

、
社

宅

等
）

か
ら

非
常

召
集

さ
れ

る
召

集
要

員
は

、

集
合

場
所

に
集

合
し

、
発

電
所

の
状

況
等

の

確
認

を
行

い
、

発
電

所
へ

の
移

動
を

開
始

す

る
。

 

f
.
 

時
間

外
、

休
日

（
夜

間
）

に
お

い
て

、
大

規
模

な
自

然
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、

上
記

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
よ

り
社

員
寮

、

社
宅

等
か

ら
の

召
集

要
員

に
期

待
で

き
る

と

想
定

さ
れ

る
が

、
万

一
召

集
ま

で
に

時
間

を

要
す

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
発

電
所

構
内

の

最
低

要
員

に
よ

り
当

面
の

間
は

事
故

対
応

を

行
え

る
よ

う
体

制
を

整
え

る
。

 

 

（
b
-
3
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

要
員

確
保

及
び

通
常

と
は

異
な

る
指

揮
命

令
系

統
の

確
立

に

つ
い

て
の

基
本

的
な

考
え

方
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
は

、
通

常
の

原
子

力
防

災
体

制
で

の
指

揮
命

令
系

統
が

機
能

し

な
い

場
合

も
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
よ

う
な

状

況
に

お
い

て
も

、
対

応
要

員
を

確
保

す
る

と

と
も

に
指

揮
命

令
系

統
を

確
立

で
き

る
よ

う
、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
た

め
の

体

制
を

基
本

的
な

考
え

方
に

基
づ

き
整

備
す

る
。

 

・
時

間
外

、
休

日
（

夜
間

）
に

お
け

る
副

原

子
力

防
災

管
理

者
を

含
む

常
駐

者
は

、
地

震
、

津
波

等
の

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

も
対

応
で

き
る

よ
う

、
分

散
し

て
待

機
す

る
。

ま
た

、
建

物
の

損
壊

等
に

よ
り

対
応

要
員

が
被

災
す

る
よ

う
な

状
況

に
お

い
て

も
、

構
内

に
勤

務
し

て
い

る
他

の
要

員
を

発
電

所
対

策
本

部
で

の
役

務
に

割
り

当
て

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

                    

（
3
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

要
員

確
保

及
び

通

常
と

は
異

な
る

指
揮

命
令

系
統

の
確

立
に

つ

い
て

の
基

本
的

な
考

え
方

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
は

、
通

常
の

原
子

力
防

災
体

制
で

の
指

揮
命

令
系

統
が

機
能

し

な
い

場
合

も
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
よ

う
な

状

況
に

お
い

て
も

、
対

応
要

員
を

確
保

す
る

と

と
も

に
指

揮
命

令
系

統
を

確
立

で
き

る
よ

う
、

大
規

模
損

壊
時

に
対

応
す

る
た

め
の

体

制
を

基
本

的
な

考
え

方
に

基
づ

き
整

備
す

る
。

 

a
.
 

大
規

模
損

壊
へ

の
対

応
要

員
を

常
時

確
保

す
る

た
め

、
時

間
外

、
休

日
（

夜
間

）
に

お

け
る

副
原

子
力

防
災

管
理

者
を

含
む

常
駐

者

は
、

地
震

、
津

波
等

の
大

規
模

な
自

然
災

害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
も

対

応
で

き
る

よ
う

、
分

散
し

て
待

機
す

る
。

ま

た
、

地
震

、
津

波
等

の
大

規
模

な
自

然
災

害

に
よ

っ
て

、
待

機
場

所
へ

の
影

響
が

考
え

ら

れ
る

場
合

は
、

屋
外

へ
の

退
避

及
び

高
台

へ

の
避

難
等

を
実

施
す

る
。

な
お

、
建

物
の

損

壊
等

に
よ

り
対

応
要

員
が

被
災

す
る

よ
う

な

状
況

に
お

い
て

も
、

構
内

に
勤

務
し

て
い

る

他
の

要
員

を
発

電
所

対
策

本
部

で
の

役
務

に

割
り

当
て

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

 b
.
 

地
震

、
津

波
等

の
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

の
発

生
に

よ
り

、
通

常
の

原

子
力

防
災

体
制

で
の

指
揮

命
令

系
統

が
機

能

し
な

い
場

合
も

考
慮

し
、

原
子

力
防

災
管

理

者
の

代
行

者
を

あ
ら

か
じ

め
複

数
定

め
る

こ

と
で

体
制

を
維

持
す

る
。

 

 c
.
 

大
規

模
損

壊
等

に
よ

り
炉

心
が

損
傷

し
た

場
合

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
除

熱

機
能

が
喪

失
し

、
復

旧
の

見
込

み
が

な
く

、

さ
ら

に
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

が
限

界
圧

力

付
近

ま
で

上
昇

し
て

い
る

場
合

又
は

原
子

炉

格
納

容
器

の
破

損
の

有
無

を
判

断
基

準
と

し

て
、

最
低

限
必

要
な

要
員

以
外

の
そ

の
他

の

ア
 

対
応

要
員

確
保

及
び

通
常

と
は
異

な
る

指
揮

命
令

系
統
の

確
立
に

つ
い

て
の
基

本
的

な
考
え

方
 

以
下

の
基

本
的

な
考

え
方

に
基

づ
き

、
通

常
の

原
子

力
防

災
体

制
で

の
指

揮
命

令
系

統

が
機

能
し

な
い

状
況

に
お

い
て

も
、

対
応

要

員
を

確
保

す
る

と
と

も
に

指
揮

命
令

系
統

を

確
立

す
る

。
 

(
ｱ
)
 
 
休

日
、

時
間

外
（

夜
間

）
に

お
け

る
緊

急
時

対
策

本
部

の
副

本
部

長
を

含
む

常
駐

者
は

、
地

震
、

津
波

等
の

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

も
対

応
で

き
る

よ
う

、
分

散
し

て
待

機
す

る
。

ま
た

、
建

物
の

損
壊

等
に

よ
り

対
応

要
員

が
被

災
す

る
よ

う
な

状
況

に
お

い
て

も
、

構
内

に
勤

務
し

て
い

る
他

の
対

応
要

員
を

緊
急

時
対

策
本

部
で

の
役

務
に

割
り
当

て
る
等

の
措
置

を
講
じ

る
。
 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

             

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

   

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

の
指

揮
命

令
系

統
の

確
立

に
つ

い
て

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

継
続

的
に

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
b
-
3
)
よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

・
重

大
事

故
等

に
対

応

す
る

た
め

の
体

制

（
1
.
0
）

と
の

差
分

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

・
指

揮
命

令
系

統
の

確

立
の

運
用

に
つ

い
て

は
、

実
施

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

・
非

常
事

態
対

策
要

領

（
既

存
）
 

【
緊

急
時

対
策

本
部

に
関

す
る

事

項
】
 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

指
揮

命
令

系
統

の
確

立
に

つ
い

て
の

基
本

的

な
考

え
方

に
基

づ
き

、
以

下
の

事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

（
新

規
）
 

 
・

時
間

外
、

休
日

（
夜

間
）

の
副

原
子

力
防

災
管

理
者

を
含

む
常

駐
者

の
待

機
場

所
は

、
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
の

発
生

に
備

え
分

散
す

る
こ

と
。

 

 
・

対
応

要
員

が
被

災
す

る
よ

う
な

状
況

に
お

い
て

は
、

構
内

に
勤

務
し

て
い

る
他

の
要

員
を

発
電

所
対

策
本

部
で

の
役

務
に

割
り

当
て

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 

 
・

プ
ル

ー
ム

放
出

時
及

び
通

過
後

の
要

員
の

召
集

に
関

す
る

事
項

 

 
・

大
規

模
火

災
発

生
時

の
指

揮
命

令
系

統
に

関
す

る
事

項
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
3

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

    ・
 
プ

ル
ー

ム
放

出
時

、
最

低
限

必
要

な
要

員
は

代
替

緊
急

時
対

策
所

並
び

に
緊

急

時
対

策
所

（
免

震
重

要
棟

内
）

に
留

ま

り
、

プ
ル

ー
ム

通
過

後
、

活
動

を
再

開

す
る

。
そ

の
他

の
要

員
は

発
電

所
外

へ

一
時

避
難

し
、

そ
の

後
、

交
替

要
員

と

し
て

発
電

所
へ

再
度

非
常

召
集

す
る

。
 

・
 
 

・
大

規
模

損
壊

と
同

時
に

大
規

模
火

災
が

発

生
し

て
い

る
場

合
、

緊
急

時
対

策
本

部
の

火
災

対
応

の
指

揮
命

令
系

統
の

下
、

消
防

要
員

（
専

属
消

防
隊

）
は

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
副

原
子

力
防

災
管

理
者

が
、

事
故

対
応

を
実

施
及

び
継

続
す

る
た

め
に

、
放

水
砲

等
に

よ
る

泡
消

火
の

実
施

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

重
大

事
故

等
対

策
要

員
を

火
災

対
応

の
指

揮
命

令
系

統
の

下
で

消
火

活
動

に
従

事
さ

せ
る

。
 

要
員

を
展

示
館

等
で

屋
内

待
機

さ
せ

る
か

発

電
所

外
へ

一
時

避
難

さ
せ

る
か

を
判

断
す

る
。

 

 

プ
ル

ー
ム

放
出

時
、

最
低

限
必

要
な

要
員

は
代

替
緊

急
時

対
策

所
並

び
に

緊
急

時
対

策

所
（

免
震

重
要

棟
内

）
に

留
ま

り
、

プ
ル

ー

ム
通

過
後

、
活

動
を

再
開

す
る

。
そ

の
他

の

要
員

は
発

電
所

外
へ

一
時

避
難

し
、

そ
の

後
、

交
替

要
員

と
し

て
発

電
所

へ
再

度
非

常

召
集

す
る

。
 

 

d
.
 

大
規

模
損

壊
と

同
時

に
大

規
模

火
災

が
発

生
し

て
い

る
場

合
、

緊
急

時
対

策
本

部
の

火

災
対

応
の

指
揮

命
令

系
統

の
下

、
消

防
要

員

（
専

属
消

防
隊

）
は

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
副

原
子

力
防

災
管

理
者

が
、

事

故
対

応
を

実
施

及
び

継
続

す
る

た
め

に
、

放

水
砲

等
に

よ
る

泡
消

火
の

実
施

が
必

要
と

判

断
し

た
場

合
は

、
重

大
事

故
等

対
策

要
員

を

火
災

対
応

の
指

揮
命

令
系

統
の

下
で

消
火

活

動
に

従
事

さ
せ

る
。

 

な
お

、
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制
が

整
っ

た
後

は
、

本
部

長
の

判
断

に
よ

り
、

自
衛

消

防
組

織
を

設
置

し
、

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

 

  

 

(
ｲ
)
 
 
プ

ル
ー

ム
放

出
時

、
最

低
限

必
要

な
対

応
要

員
は

代
替

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

り
、

プ
ル

ー
ム

通
過

後
、

活
動

を
再

開
す

る
。

そ
の

他
の

対
応

要
員

は
発

電
所

外
へ

一
時

避
難

し
、

そ
の

後
、

交
代

要
員

と
し

て
発
電

所
へ
再

度
非
常

召
集
す

る
。
 

  

(
ｳ
)
 
 
大

規
模

損
壊

と
同

時
に

大
規

模
火

災
が

発
生

し
て

い
る

場
合

、
緊

急
時

対
策

本
部

の
火

災
対

応
の

指
揮

命
令

系
統

の
下

、
消

防
要

員
（

専
属

消
防

隊
）

は
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

本
部

長
が

、
事

故
対

応
を

実
施

及
び

継
続

す
る

た
め

に
、

放
水

砲
等

に
よ

る
泡

消
火

の
実

施
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
は

、
対

応
要

員
を

火
災

対
応

の
指

揮
命

令
系

統
の

下
で

消
火

活
動

に
従

事
さ
せ

る
。
 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

 
（

4
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

拠
点

 

大
規

模
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
、

本
部

長
を

含
む

緊
急

時
対

策
本

部
要

員

等
が

対
応

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
拠

点
は

、

代
替

緊
急

時
対

策
所

並
び

に
緊

急
時

対
策

所

（
免

震
重

要
棟

内
）

が
基

本
と

な
る

。
ま

た
、

運
転

員
（

当
直

員
）

の
拠

点
に

つ
い

て

は
、

中
央

制
御

室
が

機
能

し
て

い
る

場
合

は

中
央

制
御

室
と

す
る

が
、

中
央

制
御

室
が

機

能
し

て
い

な
い

場
合

や
火

災
等

に
よ

り
運

転

員
（

当
直

員
）

に
危

険
が

及
ぶ

恐
れ

が
あ

る

場
合

は
、

施
設

の
損

壊
状

況
及

び
対

応
可

能

な
要

員
等

を
勘

案
し

緊
急

時
対

策
本

部
が

判

断
す

る
。

な
お

、
代

替
緊

急
時

対
策

所
並

び

に
緊

急
時

対
策

所
（

免
震

重
要

棟
内

）
以

外

の
代

替
可

能
な

ス
ペ

ー
ス

も
状

況
に

応
じ

て

活
用

す
る

。
 

イ
 

対
応

拠
点
 

本
部

長
を

含
む

対
応

要
員

等
が

対
応

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
拠

点
は

、
代

替
緊

急
時

対

策
所

を
基

本
と

す
る
。
 

代
替

緊
急

時
対

策
所

以
外

の
代

替
可

能
な

ス
ペ

ー
ス

も
状

況
に
応
じ

て
活

用
す

る
。

 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

の
対

応
拠

点
に

つ
い

て
は

、
継

続
的

に
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
添

付
書

類
十

(
4
)

よ
り

引
用

し
て

記

載
）

 

・
対

応
拠

点
の

運
用

管

理
に

つ
い

て
は

２
次

文
書

他
に

記
載

す

る
。

 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

【
対
応
拠
点
に
関
す
る
事
項
】
 

・
中

央
制

御
室

が
機

能
し

て
い

な
い

場
合

や
火

災
等

に
よ

り
運

転
員

（
当

直
員

）
に

危
険

が
及

ぶ
恐

れ

が
あ

る
場

合
の

運
用

に
関

す
る

こ

と
。

 

 

（
b
-
4
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

支
援

体
制

の
確

立
 

（
b
-
4
-
1
）

 
本

店
対

策
本

部
体

制
の

確
立

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

大
規

模
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

の
支

援
を

実
施

す
る

た

め
、

社
長

を
本

部
長

と
す

る
本

店
緊

急
時

対

策
本

部
が

速
や

か
に

確
立

で
き

る
よ

う
体

制

を
整

備
す

る
。

 

原
子

力
災

害
と

非
常

災
害

（
一

般
災

害
）

の
複

合
災

害
発

生
時

に
お

い
て

は
、

原
子

力

災
害

対
策

組
織

と
非

常
災

害
（

一
般

災
害

）

対
策

組
織

を
統

合
し

、
対

策
総

本
部

（
統

合

（
5
）

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

支
援

体
制

の
確

立
 

a
.
 

本
店

対
策

本
部

体
制

の
確

立
 

（
a
）

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
大

規
模

損
壊

が
発

生
し

た
場

合
の

本
店

か
ら

の
支

援
を

実
施

す
る

た
め

、
社

長
を

本
店

の
本

部
長

と
す

る
本

店
対

策
本

部
が

速
や

か
に

確
立

で
き

る
よ

う
体

制
を

整
備

す
る

。
 

（
b
）

 
社

長
は

、
原

子
力

事
業

所
災

害
対

策
支

援
拠

点
の

設
置

が
必

要
と

判
断

し
た

場

合
、

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

て
お

い
た

施
設

の
候

補
の

中
か

ら
放

射
性

物
質

の
影

響
等

を
勘

案
し

た
上

で
適

切
な

拠
点

を
選

定

ウ
 

支
援

体
制

の
確

立
 

(
ｱ
)
 
本
店

対
策

本
部
体

制
の
確

立
 

社
長

は
、

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
大

規

模
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

の
支

援
を

実
施

す
る

た
め

、
本

店
緊

急
時

対
策

本
部

を
設

置
す
る

。
 

ま
た

、
原

子
力

災
害

と
災

害
（

原
子

力

災
害

を
除

く
。

）
の

複
合

災
害

発
生

時
に

お
い

て
は

、
原

子
力

災
害

対
策

組
織

と
非

常
災

害
（

一
般

災
害

）
対

策
組

織
を

統
合

し
、

対
策

総
本

部
（

統
合

本
部

）
を

設
置

す
る
。

 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時

の
支

援
体

制
の

確
立

に
つ

い
て

は
、

継
続

的
に

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
b
-
4
)
よ

り
引

用
し

て
記

載
）
 

・
重

大
事

故
等

に
対

応

す
る

た
め

の
体

制

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）
 

・
本

店
非

常
事

態
対

策
基

準
（

既
存

）
 

【
支
援
体
制
に
関
す
る
事
項
】
 

支
援

体
制

の
確

立
に

つ
い

て
重

大
事

故
等

に
お

け
る

支
援

計
画

を
踏

ま
え

記
載

す
る

。
 

・
原

子
力

災
害

と
非

常
災

害
（

一
般

災
害

）
の

複
合

災
害

発
生

時
に

お

け
る

対
応

に
関

す
る

事
項

 

・
支

援
拠

点
の

運
用

に
関

す
る

事
項

 

・
外

部
支

援
に

関
す

る
事

項
（

協

定
、

覚
書

等
）

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
4

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

本
部

）
と

し
て

、
一

体
と

な
っ

て
対

応
を

実

施
す

る
。

ま
た

、
社

長
は

総
本

部
長

と
し

て

全
社

対
策

組
織

を
指

揮
し

、
原

子
力

災
害

対

策
組

織
に

つ
い

て
は

発
電

本
部

長
が

副
総

本

部
長

、
非

常
災

害
（

一
般

災
害

）
対

策
組

織

に
つ

い
て

は
副

社
長

が
副

総
本

部
長

と
な

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
対

策
組

織
の

責
任

者
と

し

て
指

揮
す

る
。

 

           （
b
-
4
-
2
）

 
外

部
支

援
体

制
の

確
立

 

他
の

原
子

力
事

業
者

及
び

原
子

力
緊

急
事

態
支

援
組

織
へ

応
援

要
請

し
、

技
術

的
な

支

援
が

受
け

ら
れ

る
体

制
を

整
備

す
る

。
 

協
力

会
社

よ
り

現
場

作
業

や
資

機
材

輸
送

等
に

係
る

要
員

の
派

遣
を

要
請

で
き

る
体

制
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
及

び
建

設
会

社
に

よ

る
技

術
的

支
援

を
受

け
ら

れ
る

体
制

を
整

備

す
る

。
 

し
、

先
遣

隊
と

し
て

本
店

緊
急

時
対

策
要

員
及

び
そ

の
他

必
要

な
要

員
を

派
遣

す
る

と
と

も
に

、
原

子
力

事
業

所
災

害
対

策
支

援
拠

点
に

必
要

な
資

機
材

等
の

輸
送

を
、

陸
路

を
原

則
と

し
て

実
施

す
る

。
 

（
c
）

原
子

力
災

害
と

非
常

災
害

（
一

般
災

害
）

の
複

合
災

害
発

生
時

に
お

い
て

は
、

原
子

力
災

害
対

策
組

織
と

非
常

災
害

（
一

般
災

害
）

対
策

組
織

を
統

合
し

、
対

策
総

本
部

（
統

合
本

部
）

と
し

て
、

一
体

と
な

っ
て

対
応

を
実

施
す

る
。

 

ま
た

、
社

長
は

総
本

部
長

と
し

て
全

社

対
策

組
織

を
指

揮
し

、
原

子
力

災
害

対
策

組
織

に
つ

い
て

は
発

電
本

部
長

が
副

総
本

部
長

、
非

常
災

害
（

一
般

災
害

）
対

策
組

織
に

つ
い

て
は

副
社

長
が

副
総

本
部

長
と

な
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

対
策

組
織

の
責

任
者

と
し

て
指

揮
す

る
。

 

 

b
.
 

外
部

支
援

体
制

の
確

立
 

（
a
）

 
他

の
原

子
力

事
業

者
及

び
原

子
力

緊
急

事
態

支
援

組
織

へ
応

援
要

請
し

技
術

的
な

支
援

が
受

け
ら

れ
る

よ
う

体
制

を
整

備
す

る
。

 

協
力

会
社

よ
り

現
場

作
業

や
資

機
材

輸

送
等

に
係

る
要

員
の

派
遣

を
要

請
で

き
る

体
制

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

及
び

建
設

会
社

に
よ

る
技

術
的

支
援

を
受

け
ら

れ
る

体
制

の
整

備
を

考
慮

し
て

お
り

、
事

象
発

生

後
、

当
社

原
子

力
防

災
組

織
の

発
足

時
点

か
ら

支
援

を
受

け
る

こ
と

と
す

る
。

さ
ら

に
、

燃
料

供
給

会
社

と
優

先
供

給
に

係
る

覚
書

を
締

結
し

、
事

故
収

束
対

応
に

必
要

な
燃

料
を

調
達

で
き

る
体

制
の

整
備

を
考

慮
し

て
お

り
、

当
該

事
故

発
生

か
ら

速
や

か
に

必
要

な
作

業
支

援
が

受
け

ら
れ

る
よ

う
体

制
を

整
え

る
。

 

社
長

は
、

総
本

部
長

と
し

て
全

社
対

策

組
織

を
指

揮
し

、
原

子
力

災
害

対
策

組
織

に
つ

い
て

は
、

発
電

本
部

長
が

副
総

本
部

長
、

非
常

災
害

（
一

般
災

害
）

対
策

組
織

に
つ

い
て

は
、

副
社

長
が

副
総

本
部

長
と

な
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

対
策

組
織

の
責

任
者

と
し
て

指
揮
す

る
。

 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

        

(
ｲ
)
 
外
部

支
援

体
制
の

確
立
 

防
災

課
長

及
び

原
子

力
管

理
部

長
は

、

他
の

原
子

力
事

業
者

及
び

原
子

力
緊

急
事

態
支

援
組

織
へ

応
援

要
請

し
、

技
術

的
な

支
援
が

受
け
ら

れ
る

体
制

を
確
立

す
る

。
 

ま
た

、
協

力
会

社
よ

り
現

場
作

業
や

資

機
材

輸
送

等
に

係
る

支
援

要
員

の
派

遣
を

要
請

で
き

る
体

制
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
及

び
建

設
会

社
に

よ
る

技
術

的
支

援
を

受
け

ら
れ
る

体
制
を

確
立

す
る

。
 

 

 

多
様

性
拡

張
設

備
を
使

用
し
た

運
用

手
順
及

び
運

用
手

順
の
詳

細
な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

文
書

に
定

め
る

。
 

 

（
1
.
0
）

と
の

差
分

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

 

                    

                    

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制
の

整
備
）

 

第
1
7

条
の

７
 

防
災

課
長

は
、

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

り
原

子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損

壊
が

生
じ

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実
施
基

準
」

に
従
い
策

定
す
る

。
 

 

～
省
略

～
 

  
(
3
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
 

 

～
省
略

～
 

 ３
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課
長

、
保

修

                    

                    

                    



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
5

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

            （
c
）

 
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

備
え

た
設

備
及

び

資
機

材
の

配
備

 

大
規

模
損

壊
の

発
生

に
備

え
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手

順
に

従
っ

て
活

動
を

行

う
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及

び
資

機
材

を
配

備
す

る
。

 

（
c
-
1
）

 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム

へ
の

対
応

に
必

要
な

設
備

の
配

備
及

び
当

該

設
備

の
防

護
の

基
本

的
な

考
え

方
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

重
大

事
故

等
対

策
で

配
備

す
る

設
備

の
基

本
的

な

考
え

方
を

基
に

、
同

等
の

機
能

を
有

す
る

設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
及

び
常

設
重

大
事

故

等
対

処
設

備
と

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と

の
な

い
よ

う
外

部
事

象
の

影
響

を
受

け
に

く

い
場

所
に

保
管

す
る

。
ま

た
、

大
規

模
な

自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

の
共

通
要

因
で

、

同
時

に
複

数
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設

備
が

機
能

喪
失

し
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
基

準

地
震

動
を

一
定

程
度

超
え

る
地

震
動

に
対

し
て

、
地

震
に

よ
り

生
ず

る
敷

地
下

斜
面

の
す

べ
り

、
液

状
化

及
び

揺
す

り
込

み
に

よ
る

不
等

沈
下

、
地

盤
支

持
力

の
不

足
及

び
地

下
構

造
物

の
損

壊
等

の
影

響
を

受
け

な
い

位
置

に
保

管
す

る
。

ま
た

、
基

準
津

波
を

一
定

程
度

超
え

る
津

波
に

対
し

て
、

裕
度

を
有

す
る

高
台

に
保

管
す

る
と

と
も

に
、

竜
巻

に
よ

り
同

時
に

機
能

喪
失

さ
せ

な
い

よ
う

、
位

置
的

分
散

を
図

り
複

数
箇

所
に

保
管

す
る

。
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

り
同

時
に

機
能

喪
失

さ
せ

な
い

よ
う

、
原

子
炉

建
屋

か
ら

1
0
0
ｍ

以

上
離

隔
を

と
っ

て
当

該
建

屋
と

同
時

に
影

響
を

受
け

な
い

場
所

に
分

散
し

て
配

備
す

る
。

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
同

士
の

距

離
を

十
分

に
離

し
て

複
数

箇
所

に
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
、

常
設

設
備

へ
の

接
続

口
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

複
数

設
け

る
。

ま
た

、
速

や
か

に
消

火
及

び
が

れ
き

            5
.
2
.
1
.
3
 

大
規

模
損

壊
の

発
生

に
備

え
た

設
備

及
び

資
機

材
の

配
備

 

大
規

模
損

壊
の

発
生

に
備

え
、

5
.
2
.
1
.
1

項
に

お
け

る
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

対
応

手

順
に

従
っ

て
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

資
機

材
を

配
備

す

る
。

 

（
1
）

 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ

の
対

応
に

必
要

な
設

備
の

配
備

及
び

当
該

設

備
の

防
護

の
基

本
的

な
考

え
方

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
重

大
事

故
等

対

策
で

配
備

す
る

設
備

の
基

本
的

な
考

え
方

を

基
に

、
同

等
の

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事

故
対

処
設

備
及

び
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設

備
と

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

よ

う
外

部
事

象
の

影
響

を
受

け
に

く
い

場
所

に

保
管

す
る

。
ま

た
、

大
規

模
な

自
然

災
害

又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

の
共

通
要

因
で

、
同

時
に

複

数
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
機

能

喪
失

し
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 

a
.
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

地
震

に
よ

り
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
時

に
機

能
喪

失

さ
せ

な
い

よ
う

、
基

準
地

震
動

を
一

定
程

度

超
え

る
地

震
動

に
対

し
て

、
地

震
に

よ
り

生

ず
る

敷
地

下
斜

面
の

す
べ

り
、

液
状

化
及

び

揺
す

り
込

み
に

よ
る

不
等

沈
下

、
地

盤
支

持

力
の

不
足

及
び

地
下

構
造

物
の

損
壊

等
の

影

響
を

受
け

な
い

位
置

に
保

管
す

る
。

 

b
.
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

津
波

に
よ

り
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

又
は

設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
時

に
機

能
喪

失

さ
せ

な
い

よ
う

、
基

準
津

波
を

一
定

程
度

超

え
る

津
波

に
対

し
て

裕
度

を
有

す
る

高
台

に

保
管

す
る

。
 
 

c
.
 

屋
外

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備

は
、

竜
巻

に
よ

り
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設

備
及

び
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
時

に

機
能

喪
失

さ
せ

な
い

よ
う

、
位

置
的

分
散

を

図
り

複
数

箇
所

に
保

管
す

る
。

 

d
.
 

屋
外

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備

は
、

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の

課
長

、
発

電
課

長
及

び
原

子
力

訓
練

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

第
１

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

１
項

(
1
)
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵

守
さ

せ
る

。
 

４
 

防
災

課
長

は
、

第
３

項
の

活
動

の
実

施
結

果
を

取

り
ま

と
め

、
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講
じ
る

。
 

  

(
3
)
 
 
設

備
及

び
資
機
材

の
配

備
 

ア
 

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の
衝

突
そ
の

他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

へ
の
対

応
に

必
要
な

設
備
の

配
備

及
び
当

該
設

備
の
防

護
の

基
本

的
な

考
え

方
 

防
災

課
長

、
技

術
課

長
、

安
全

管
理

課

長
、

保
修

課
長

及
び

発
電

課
長

は
、

可
搬

型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
、

重
大

事

故
等

対
策

で
配

備
す

る
設

備
の

基
本

的
な

考

え
方

を
基

に
、

同
等

の
機

能
を

有
す

る
設

計

基
準

事
故

対
処

設
備

及
び

常
設

重
大

事
故

等

対
処

設
備

と
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の

な
い

よ
う

外
部

事
象

の
影

響
を

受
け

に
く

い

場
所

に
保

管
す

る
。
 

ま
た

、
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ

ズ
ム

の
共

通
要

因
で

、
同

時
に

複
数

の
可

搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
機

能
喪

失
し

な

い
よ

う
に

配
慮

す
る
。
 

(
ｱ
)
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
基

準
地

震
動

を
一

定
程

度
超

え
る

地
震

動
に

対
し

て
、

地
震

に
よ

り
生

ず
る

敷
地

下
斜

面
の

す
べ

り
、

液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

に
よ

る
不

等
沈

下
、

地
盤

支
持

力
の

不
足

及
び

地
下

構
造

物
の

損
壊

等
の

影
響

を
受

け
な

い
位

置
に

保
管

す
る

。
ま

た
、

基
準

津
波

を
一

定
程

度
超

え
る

津
波

に
対

し

て
、

裕
度

を
有

す
る

高
台

に
保

管
す

る
と

と
も

に
、

竜
巻

に
よ

り
同

時
に

機
能

喪
失

さ
せ

な
い

よ
う

、
位

置
的

分
散

を
図

り
複

数
箇
所

に
保
管

す
る
。

 

(
ｲ
)
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
り

同
時

に
機

能
喪

失
さ

せ
な

い
よ

う
、

原
子

炉
補

助
建

屋
等

か
ら

1
0
0
ｍ

以
上

離
隔

を
と

っ
て

当
該

建
屋

と
同

時
に

影
響

を
受

け
な

い
場

所
に

分
散

し
て

配
備
す

る
。
 

(
ｳ
)
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
同

士
の

距
離

を
十

分
に

離
し

て
複

数
箇

所
に

分
散

し
て

保
管

す
る

と
と

も
に

、
常

設
設

備
へ

の
接

続
口

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
複

数
設

け
る

。
ま

た
、

速
や

か
に

消
火

及
び

が
れ

き
撤

去
で

き
る

資
機

材
を

当
該

事
象

に
よ

る
影

響
を

受
け

に
く

い
場

所
に

保
管

す

            ・
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
備

え
た

設
備

及
び

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

事
項

は
、

継
続

的
に

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

（
設

置
変

更
許

可
申

請

書
a
.
(
c
)
よ

り
引

用

し
て

記
載

）
 

・
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
備

え
た

設
備

及
び

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

運
用

管
理

に
つ

い
て

は
２

次
文

書
他

に
記

載
す

る
。
 

 

            ・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

【
設
備
の
管
理
に
関
す
る
事
項
】
 

・
保

修
基

準
（

既
存
）
 

・
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

修
業

務
要

領
（

既
存

）
 

【
設
備
の
使
用
に
関
す
る
事
項
】
 

            ・
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

備
え

た
設

備
及

び
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
、

具
体

的

な
運

用
管

理
を

記
載

す
る

。
 

 
・

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

同
等

の
機

能
を

有
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
及

び
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
外

部
事

象
の

影
響

を
受

け
に

く
い

場
所

へ
保

管
す

る
こ

と
。

 

 
・

大
規

模
な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

の
共

通
要

因
で

、
同

時
に

複
数

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

機
能

喪
失

し
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

こ
と

。
 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
6

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

撤
去

で
き

る
資

機
材

を
当

該
事

象
に

よ
る

影
響

を
受

け
に

く
い

場
所

に
保

管
す

る
。

 

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
り

常
設

重
大

事
故

等

対
処

設
備

及
び

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

と

同
時

に
機

能
喪

失
さ

せ
な

い
よ

う
、

原
子

炉

建
屋

か
ら

1
0
0
ｍ

以
上

離
隔

を
と

っ
て

当
該

建
屋

と
同

時
に

影
響

を
受

け
な

い
場

所
に

分

散
し

て
配

備
す

る
。

 

e
.
 

原
子

炉
建

屋
外

か
ら

水
又

は
電

力
を

供
給

す
る

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

竜

巻
及

び
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
考

慮
し

、
可

搬
型

重

大
事

故
等

対
処

設
備

同
士

の
距

離
を

十
分

に

離
し

て
複

数
箇

所
に

分
散

し
て

保
管

す
る

と

と
も

に
、

常
設

設
備

へ
の

接
続

口
、

ア
ク

セ

ス
ル

ー
ト

を
複

数
設

け
る

。
 

f
.
 

万
一

、
地

震
、

津
波

、
大

規
模

火
災

等
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を

確
保

す
る

た
め

、
速

や
か

に
消

火
及

び
が

れ

き
撤

去
で

き
る

資
機

材
を

当
該

事
象

に
よ

る

影
響

を
受

け
に

く
い

場
所

に
保

管
す

る
。

 

る
。
 

 

 

（
c
-
2
）

 
大

規
模

損
壊

に
備

え
た

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

基
本

的
な

考
え

方
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
に

必
要

な
資

機
材

に
つ

い
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
で

配

備
す

る
資

機
材

の
基

本
的

な
考

え
方

を
基

に
、

高
線

量
の

環
境

、
大

規
模

な
火

災
の

発

生
及

び
外

部
支

援
が

受
け

ら
れ

な
い

状
況

を

想
定

し
配

備
す

る
。

ま
た

、
そ

の
よ

う
な

状

況
に

お
い

て
も

使
用

を
期

待
で

き
る

よ
う

、

原
子

炉
建

屋
か

ら
1
0
0
ｍ

以
上

離
隔

を
と

っ

た
場

所
に

分
散

し
て

配
備

す
る

。
 

・
炉

心
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

に

よ
る

高
線

量
の

環
境

下
に

お
い

て
事

故
対

応
す

る
た

め
に

着
用

す
る

マ
ス

ク
、

高
線

量
対

応
防

護
服

及
び

線
量

計
等

の
必

要
な

資
機

材
を

配
備

す
る

。
 

・
地

震
及

び
津

波
の

大
規

模
な

自
然

災
害

に

よ
る

油
タ

ン
ク

火
災

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

よ
る

大
規

模
な

燃
料

火
災

の
発

生
時

に
お

い
て

、
必

要
な

消
火

活
動

を
実

施
す

る
た

め
に

着
用

す
る

防
護

具
、

消
火

薬
剤

等
の

資
機

材
、

小
型

放
水

砲
等

を
配

備
す

る
。

 

・
大

規
模

損
壊

の
発

生
時

に
お

い
て

、
指

揮

者
と

現
場

間
、

発
電

所
外

等
と

の
連

絡
に

必
要

な
通

信
手

段
を

確
保

す
る

た
め

、
多

様
な

通
信

手
段

を
複

数
整

備
す

る
。

ま

た
、

消
火

活
動

専
用

の
通

信
連

絡
設

備
と

し
て

無
線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
を

配
備

す
る

。
 

（
2
）

 
大

規
模

損
壊

に
備

え
た

資
機

材
の

配
備

に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
に

必
要

な
資

機
材

に
つ

い
て

は
、

重
大

事
故

等
対

策
で

配

備
す

る
資

機
材

の
基

本
的

な
考

え
方

を
基

に
、

高
線

量
の

環
境

、
大

規
模

な
火

災
の

発

生
及

び
外

部
支

援
が

受
け

ら
れ

な
い

状
況

を

想
定

し
配

備
す

る
。

ま
た

、
そ

の
よ

う
な

状

況
に

お
い

て
も

使
用

を
期

待
で

き
る

よ
う

、

原
子

炉
建

屋
か

ら
1
0
0
ｍ

以
上

離
隔

を
と

っ

た
場

所
に

分
散

し
て

配
備

す
る

。
 

a
.
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
が

発
生

す
る

環
境

で
対

応
す

る
た

め
に

必
要

な
照

明
機

能
を

有

す
る

資
機

材
を

配
備

す
る

。
 

b
.
 

地
震

及
び

津
波

の
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
る

油
タ

ン
ク

火
災

、
又

は
故

意
に

よ
る

大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
し

て
大

規
模

な
燃

料

火
災

の
発

生
時

に
お

い
て

、
必

要
な

消
火

活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
着

用
す

る
防

護
具

、

消
火

薬
剤

等
の

資
機

材
及

び
小

型
放

水
砲

等

を
配

備
す

る
。

 

c
.
 

炉
心

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
に

よ
る

高
線

量
の

環
境

下
に

お
い

て
事

故
対

応

す
る

た
め

に
着

用
す

る
マ

ス
ク

、
高

線
量

対

応
防

護
服

及
び

線
量

計
等

の
必

要
な

資
機

材

を
配

備
す

る
。

 

d
.
 

化
学

薬
品

等
が

流
出

し
た

場
合

に
事

故
対

応
す

る
た

め
に

着
用

す
る

マ
ス

ク
、

長
靴

等

の
資

機
材

を
配

備
す

る
。

 

e
.
 

大
規

模
な

自
然

災
害

に
よ

り
外

部
支

援
が

受
け

ら
れ

な
い

場
合

も
事

故
対

応
を

行
う

た

め
の

防
護

具
、

線
量

計
、

食
料

等
の

資
機

材

を
確

保
す

る
。

 

f
.
 

大
規

模
損

壊
の

発
生

時
に

お
い

て
、

指
揮

者
と

現
場

間
、

発
電

所
外

等
と

の
連

絡
に

必

通
な

通
信

手
段

を
確

保
す

る
た

め
、

多
様

な

通
信

手
段

を
複

数
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
通

常
の

通
信

手
段

が
使

用
不

能
な

イ
 

大
規

模
損

壊
に

備
え

た
資

機
材
の

配
備

に
関

す
る

基
本

的
な

考
え

方
 

防
災

課
長

及
び

保
修

課
長

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
に

必
要

な
資

機
材

に
つ

い

て
、

重
大

事
故

等
対

策
で

配
備

す
る

資
機

材

の
基

本
的

な
考

え
方

を
基

に
、

高
線

量
の

環

境
、

大
規

模
な

火
災

の
発

生
及

び
外

部
支

援

が
受

け
ら

れ
な

い
状

況
を

想
定

し
配

備
す

る
。

 

ま
た

、
そ

の
よ

う
な

状
況

に
お

い
て

も
使

用
を

期
待

で
き

る
よ

う
、

原
子

炉
補

助
建

屋

等
か

ら
1
0
0
ｍ
以

上
離

隔
を
と
っ

た
場

所
に

分

散
し

て
配

備
す

る
。
 

(
ｱ
)
 
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

が
発

生
す

る
環

境
で

対
応

す
る

た
め

に
必

要
な

照
明

機
能

を
有
す

る
資
機

材
を
配

備
す
る

。
 

(
ｲ
)
 
炉

心
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

に
よ

る
高

線
量

の
環

境
下

に
お

い
て

事
故

対
応

す
る

た
め

に
着

用
す

る
マ

ス
ク

、
高

線
量

対
応

防
護

服
及

び
線

量
計

等
の

必
要

な
資
機

材
を
配

備
す
る

。
 

(
ｳ
)
 
地

震
及

び
津

波
の

大
規

模
な

自
然

災
害

に
よ

る
油

タ
ン

ク
火

災
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

 
に

よ
る

大
規

模
な

燃

料
火

災
の

発
生

時
に

お
い

て
、

必
要

な
消

火
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
着

用
す

る
防

護
具

、
消

火
薬

剤
等

の
資

機
材

、
小

型
放

水
砲
等

を
配
備

す
る
。

 

(
ｴ
)
 
化

学
薬

品
等

が
流

出
し

た
場

合
に

事
故

対
応

す
る

た
め

に
着

用
す

る
マ

ス
ク

、
長

靴
等
の

資
機
材

を
配
備

す
る
。

 

(
ｵ
)
 
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
り

外
部

支
援

が
受

け
ら

れ
な

い
場

合
も

事
故

対
応

を
行

う
た

め
の

防
護

具
、

線
量

計
、

食
料

等
の

資
機
材

を
確
保

す
る
。

 

(
ｶ
)
 
大

規
模

損
壊

の
発

生
時

に
お

い
て

、
指

揮
者

と
現

場
間

、
発

電
所

外
等

と
の

連
絡

に
必

要
な

通
信

手
段

を
確

保
す

る
た

め
、

・
大

規
模

損
壊

に
備

え

た
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

継
続

的
に

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
重

大
事

故
等

に
対

応

す
る

た
め

の
体

制

（
1
.
0
）

に
て

記
載

さ
れ

て
い

る
事

項
に

つ
い

て
は

追
記

し
な

い
。

 

・
資

機
材

の
運

用
管

理

に
つ

い
て

は
２

次
文

書
他

に
記

載
す

る
 

 

・
非

常
事

態
対

策
基

準

（
既

存
）

 

（
添

付
と

し
て

大
規

模
損

壊
時

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

新
規

追
加

）
 

【
資

機
材

の
管

理
に

関
す

る
事

項
】
 

 

・
大

規
模

損
壊

に
備

え
た

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

基
本

的
な

考
え

方

を
踏

ま
え

、
以

下
の

資
機

材
の

具

体
的

な
運

用
管

理
を

記
載

す
る

。
 

 
・

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
が

発
生

す
る

環
境

で
対

応
す

る
た

め
に

必
要

な
照

明
機

能
を

有
す

る
資

機
材

を
配

備
 

 
・

高
線

量
の

環
境

下
に

お
い

て
事

故
対

応
す

る
た

め
に

着
用

す
る

マ
ス

ク
、

高
線

量
対

応
防

護
服

及
び

線
量

計
等

の
必

要
な

資
機

材
を

配
備

 

 
・

必
要

な
消

火
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
着

用
す

る
防

護
具

、
消

火
薬

剤
等

の
資

機
材

、
小

型
放

水
砲

等
を

配
備

 

 
・

化
学

薬
品

等
が

流
出

し
た

場
合

に
事

故
対

応
す

る
た

め
に

着
用

す
る

マ
ス

ク
、

長
靴

等
の

資
機

材
を

配
備

 

・
大

規
模

な
自

然
災

害
に

よ
り

外

部
支

援
が

受
け

ら
れ

な
い

場
合

も
事

故
対

応
を

行
う

た
め

の
防

護
具

、
線

量
計

、
食

料
等

の
資

機
材

を
確

保
 

 
・

多
様

な
通

信
手

段
の

複
数

整

備
、

消
火

活
動

専
用

の
通

信
連

絡
設

備
と

し
て

無
線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
を

配
備

 



上
流

文
書

（
設

置
変
更

許
可
申

請
書

）
か

ら
保
安

規
定
へ

の
記
載

内
容

（
本

文
 
十

号
 
＋
 
添
付

書
類

 
十

）
 

【
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
】
 

 
添

付
資
料

1
.
1
-
4
7

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

(
補
正

)
 
H
2
6
.
9
.
4
 

設
置
変

更
許
可

申
請

書
【

添
付

書
類
十

】
 

(
補

正
)
 
 
H
2
6
.
9
.
4
 

原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
書
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考
え

方
 

該
当
規

定
文
書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

場
合

を
想

定
し

た
通

信
連

絡
手

段
と

し
て

、

携
帯

型
有

線
通

話
装

置
、

無
線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
、

衛
星

携
帯

電
話

設
備

及
び

統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る

通
信

連
絡

設
備

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、

消

火
活

動
専

用
の

通
信

連
絡

設
備

と
し

て
無

線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
を

配
備

す
る

。
 

多
様
な

通
信
手

段
を
複

数
整
備

す
る
。
 

ま
た

、
通

常
の

通
信

手
段

が
使

用
不

能

な
場

合
を

想
定

し
た

通
信

連
絡

手
段

と
し

て
、

携
帯

型
有

線
通

話
装

置
、

無
線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
、

衛
星

携
帯

電
話

設
備

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、

消
火

活
動

専
用

の
通

信
連

絡
設

備
と

し
て

無
線

通
話

装
置

（
携

帯
型

）
を

配
備

す
る

。
 

 

 


